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1 目的 

本実施要領は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166号。以

下「法」という。）第 61条の２の２第１項の規定による原子力規制検査、同検査の結果に基づき実施する

法第 61条の２の２第７項の規定による総合的な評定及び同条第 10項の規定を踏まえて実施する措置（以

下「規制対応措置」という。）並びに原子力規制検査に関連して実施する法第 68条の規定による立入検査

※１のほか、表１－１及び表１－２に示す検査の結果を踏まえて行う原子力規制委員会の確認等（以下「法

定確認行為等」という。）の実施方法を明確化するために定めたものである。 

※１ 法第 68条第１項に基づく原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所への立入り、物件の

検査、関係者への質問又は試験のための試料の収去並びに同条第２項に基づく原子力施設の設計

若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事

業所への立入り、物件の検査、関係者への質問 

 

2 原子力規制検査に基づく監督のプロセスと構成要素 

原子力規制検査に基づく監督は、法第 61 条の２の２第１項で定められた検査対象に対する同条第２項

から第６項までの規定に基づく原子力規制検査を、原子力規制検査等に関する規則（令和２年原子力規制

委員会規則第１号）（以下「規則」という。）の規定により実施し、原子力規制検査の結果を踏まえて法第

61 条の２の２第７項及び第８項の規定による総合的な評定を行うとともに、同条第９項の規定による通

知及び公表、必要に応じた同条第 10 項の規定を踏まえた規制対応措置を講ずるものである。これら一連

のプロセスについて、関連して実施する法第 68 条の規定による立入検査を含めた構成要素及び関連性を

図１－１及び図１－２に示す。本章では、プロセスに係る構成要素ごとにその実施方法を定める。 

 

2.1 検査の体系等 

(1) 検査対象 

原子力規制検査の検査対象は、法第 57 条の８で定義されている原子力事業者等※２及び核原料物質

を使用する者※３（以下「事業者」と総称する。）に対して法の規定により義務付けられている事項に対

応して、それぞれの者の事務所、原子力施設の敷地（工場又は事業所）、更には、調達先の者（法第 68

図 1-1 原子力規制検査に基づく監督のプロセスと構成要素（実用発電用原子炉） ............ 14 

図 1-2 原子力規制検査に基づく監督のプロセスと構成要素（核燃料施設等） ................ 15 
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表 2 事業等ごとの検査対象事項の条文 .................................................. 17 
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1 目的 

本実施要領は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166号。以

下「法」という。）第 61条の 2の 2第 1項の規定による原子力規制検査、同検査の結果に基づき実施する

法第 61条の 2の 2第 7項の規定による総合的な評定及び同条第 10項の規定を踏まえて実施する措置（以

下「規制対応措置」という。）並びに原子力規制検査に関連して実施する法第 68条の規定による立入検査

※1のほか、表 1-1及び表 1-2に示す検査の結果を踏まえて行う原子力規制委員会の確認等（以下「法定確

認行為等」という。）の実施方法を明確化するために定めたものである。 

※1 法第 68 条第 1 項に基づく原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所への立入り、物件の

検査、関係者への質問又は試験のための試料の収去並びに同条第２項に基づく原子力施設の設計

若しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事

業所への立入り、物件の検査、関係者への質問 

 

2 原子力規制検査に基づく監督のプロセスと構成要素 

原子力規制検査に基づく監督は、法第 61 条の 2の 2第 1項で定められた検査対象に対する同条第 2項

から第 6項までの規定に基づく原子力規制検査を、原子力規制検査等に関する規則（令和 2年原子力規制

委員会規則第一号）（以下「規則」という。）の規定により実施し、原子力規制検査の結果を踏まえて法第

61 条の 2 の 2 第 7 項及び第 8 項の規定による総合的な評定を行うとともに、同条第 9 項の規定による通

知及び公表、必要に応じた同条第 10 項の規定を踏まえた規制対応措置を講ずるものである。これら一連

のプロセスについて、関連して実施する法第 68 条の規定による立入検査を含めた構成要素及び関連性を

図 1に示す。本章では、プロセスに係る構成要素ごとにその実施方法を定める。 

 

2.1 検査の体系等 

(1) 検査対象 

原子力規制検査の検査対象は、法第 57 条の 8 で定義されている原子力事業者等※2 及び核原料物質

を使用する者※3（以下「事業者」と総称する。）に対して法の規定により義務付けられている事項に対

応して、それぞれの者の事務所、原子力施設の敷地（工場又は事業所）、更には、調達先の者（法第 68
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条第２項に規定する原子力施設の設計等を行う者その他の関係者をいう。以下同じ。）の事務所、工場

等における当該事項の実施状況を監視するものとして法第 61 条の２の２第１項で定められており、

事業等の種別に応じた対応する事項（以下「検査対象事項」という。）を表２に示す。 

※２ 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉

設置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧

加工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵

事業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。） 

※３ 製錬事業者が製錬の事業の用に供する場合及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律施行令（昭和 32年政令第 324号。以下「令」という。）第 44条で定める限度を超え

ない場合を除く核原料物質を使用する者であり、具体的には法第 57 条の７第１項の規定によ

る届出をした者及び法第 61 条の３第１項の許可を受けて核原料物質を使用する者（令第 44 条

で定める限度を超えない場合を除く。）が該当する。 

 

表２に示す検査対象事項は、例えば法第61条の２の２第１項第２号の基準の遵守状況が同項第１号

の検査の実施状況と、また、同項第３号の措置の実施状況が同項第４号の措置の実施状況と密接に関

係していることが多いため、原子力規制検査を実施するに当たっては、関係する事項を一括で監視で

きる体系となるよう、表３のとおり、事業者の安全活動の目的（以下「活動目的」という。）に応じ

た監視領域を「原子力施設安全」、「放射線安全」及び特定核燃料物質の防護（以下「核物質防護」

という。）の３つに大分類する。さらに、原子力施設安全については事業等ごとの規制基準体系を踏

まえて小分類を設け、放射線安全については公衆及び従業員に係るものに小分類を設け、分類ごとの

活動目的の達成状況を監視する。また、これらの監視領域に共通する事業者におけるマネジメント実

施に関連する事項は、別に横断領域の視点を設けてその実施状況を監視する。 

 

(2) 検査種別 

原子力検査官は、事業者の安全活動が各監視領域において活動目的を達成しているかを監視するた

め、検査対象に関する事業者の安全活動に立ち会い、必要に応じて事業者の確認に加えて自ら確認す

ることも含めて、規則第２条の勘案も踏まえ、原子力施設の特徴及び活動目的に対する重要度に応じ

た検査を行う。また、原子力施設ごとに各監視領域で検査の程度を設定し、効率的かつ効果的な実施

に努めるため、規則第３条第１項に基づき実施する標準的な検査の程度を設定して検査対象事項全般

を監視する基本検査、同条第２項に基づき実施する基本検査において事業者が行う安全活動に劣化が

認められた場合に実施する追加検査並びに安全に関わる事象が発生した場合に当該事象の状況及び事

業者の対応を確認するための特別検査を設ける。なお、特別検査は、法第 68 条の規定に基づいて行

う。※４ 

※４ 原子力事故に対する原子力規制委員会の対応には、上述の検査のほかに、原子力規制委員会

設置法（平成 24年法律第 47 号）第４条第１項第１号及び第 23条第１項第２号に基づく、原子

炉の運転等に起因する事故の原因及びそれによって発生した被害の原因を究明するための調査

（原子力事故調査）がある。 

 

基本検査は、各原子力規制事務所の原子力検査官が中心となって事業者の安全活動を日常的に監視

するもの（以下「日常検査」という。）と、特定の検査対象について専門的知見や経験を有する原子

力検査官を中心としたチームを編成した上で、時期を設定して個別事項の実施状況に特化して確認す

るもの（以下「チーム検査」という。）を組み合わせて、検査対象事項全般を監視する。日常検査は、

条第 2項に規定する原子力施設の設計等を行う者その他の関係者をいう。以下同じ。）の事務所、工場

等における当該事項の実施状況を監視するものとして法第 61 条の 2 の 2 第 1 項で定められており、

事業等の種別に応じた対応する事項（以下「検査対象事項」という。）を表 2に示す。 

※2 製錬事業者、加工事業者、試験研究用等原子炉設置者、外国原子力船運航者、発電用原子炉設

置者、使用済燃料貯蔵事業者、再処理事業者、廃棄事業者及び使用者（旧製錬事業者等、旧加

工事業者等、旧試験研究用等原子炉設置者等、旧発電用原子炉設置者等、旧使用済燃料貯蔵事

業者等、旧再処理事業者等、旧廃棄事業者等及び旧使用者等を含む。） 

※3 製錬事業者が製錬の事業の用に供する場合及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律施行令（昭和 32年政令第 324号。以下「令」という。）第 44条で定める限度を超え

ない場合を除く核原料物質を使用する者であり、具体的には法第 57 条の 7 第 1 項の規定によ

る届出をした者及び法第 61条の 3第 1項の許可を受けて核原料物質を使用する者（令第 44条

で定める限度を超えない場合を除く。）が該当する。 

 

表2に示す検査対象事項は、例えば法第61条の2の2第1項第2号の基準の遵守状況が同項第1号の検査

の実施状況と、また、同項第3号の措置の実施状況が同項第4号の措置の実施状況と密接に関係してい

ることが多いため、原子力規制検査を実施するに当たっては、関係する事項を一括で監視できる体系

となるよう、表3のとおり、事業者の安全活動の目的（以下「活動目的」という。）に応じた監視領域

を「原子力施設安全」、「放射線安全」及び特定核燃料物質の防護（以下「核物質防護」という。）

の3つに大分類する。さらに、原子力施設安全については事業等ごとの規制基準体系を踏まえて小分類

を設け、放射線安全については公衆及び従業員に係るものに小分類を設け、分類ごとの活動目的の達

成状況を監視する。また、これらの監視領域に共通する事業者におけるマネジメント実施に関連する

事項は、別に横断領域の視点を設けてその実施状況を監視する。 

 

(2) 検査種別 

原子力検査官は、事業者の安全活動が各監視領域において活動目的を達成しているかを監視するた

め、検査対象に関する事業者の安全活動に立ち会い、必要に応じて事業者の確認に加えて自ら確認す

ることも含めて、規則第 2 条の勘案も踏まえ、原子力施設の特徴及び活動目的に対する重要度に応じ

た検査を行う。また、原子力施設ごとに各監視領域で検査の程度を設定し、効率的かつ効果的な実施

に努めるため、規則第 3条第 1項に基づき実施する標準的な検査の程度を設定して検査対象事項全般

を監視する基本検査、同条第 2 項に基づき実施する基本検査において事業者が行う安全活動に劣化が

認められた場合に実施する追加検査並びに安全に関わる事象が発生した場合に当該事象の状況及び事

業者の対応を確認するための特別検査を設ける。なお、特別検査は、法第 68 条の規定に基づいて行

う。※4 

※4 原子力事故に対する原子力規制委員会の対応には、上述の検査のほかに、原子力規制委員会設

置法（平成 24 年法律第 47 号）第 4 条第 1 項第 1 号及び第 23 条第 1 項第 2 号に基づく、原子

炉の運転等に起因する事故の原因及びそれによって発生した被害の原因を究明するための調査

（原子力事故調査）がある。 

 

基本検査は、各原子力規制事務所の原子力検査官が中心となって事業者の安全活動を日常的に監視

するもの（以下「日常検査」という。）と、特定の検査対象について専門的知見や経験を有する原子

力検査官を中心としたチームを編成した上で、時期を設定して個別事項の実施状況に特化して確認す

るもの（以下「チーム検査」という。）を組み合わせて、検査対象事項全般を監視する。日常検査は、

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 
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原子力施設の状態及び計画中又は進行中の事業者の安全活動のそれぞれについて、活動目的に対する

重要度やリスク情報※５を踏まえつつ、活動目的の達成状況を総体として把握した上で、具体的に検査

で確認する事項を選定するとともに、重要度の高さに応じて立会い等の程度を設定する。活動目的の

達成状況を把握する際には、必要に応じて事業者の改善活動やその効果について確認し、これを「2.7

総合的な評定」においても勘案する。事業者が行う安全活動に劣化が見られた場合は、「2.5 対応区

分の設定」による対応区分の決定及び「2.9 検査結果に基づく規制対応措置の検討等」により規制対

応措置の決定を行うため、当該事案の評価に必要な事実関係の確認を進め、事業者の見解を聴取する。 

より具体的な検査の実施手法については、「3 検査の実施に係る手順等」に定めるほか、事業者の

安全活動に対応して検査内容を体系的に整理し、検査ガイドとして別途定める。検査ガイドには、検

査対象となる事業者の安全活動に応じた監視領域や当該検査の目的、検査要件、検査手順、具体的な

検査手法の例を明示した検査手引、事業者の安全活動への立会い等の標準的な検査対象数（サンプル

数）等を記載する。 

※５ 本実施要領におけるリスク情報とは、各監視領域に関連する活動目的を達成できていない可

能性又は状況及びその程度を検討・評価するために有用な原子力施設の状態及び事業者の安全

活動状況等に関する情報であり、直接的なものだけでなく、その可能性等の要因の特定や影響

の大きさ等を含んでいる。また、リスク情報は、従来も用いている安全上の重要度、運転経験

及び不適合情報等の定性的な情報に加え、確率論的リスク評価（以下「PRA」という。）により得

られる計算結果や知見等の定量的な情報をいう。 

 

追加検査は、事業者が行う安全活動に劣化が確認された事項に対する事業者の対応状況について、

事業者が実施する原因分析の実施状況を踏まえつつ、横断領域を含めた幅広い視野から、複数の専門

分野の原子力検査官によって、改善の効果を検証し、再発防止が確実なものとなっているかなどを個

別具体的に確認する。追加検査の程度は、安全活動の劣化の程度に応じて設定される「2.5対応区分の

設定」により決定する。 

 

特別検査は、安全に関わる事象のうち、活動目的の達成に対して大きな影響を与える若しくはそう

なる可能性のあった事象又は公衆の健康と安全に影響を及ぼす可能性のあった事象が発生した場合

に、当該事象の状況を確認するため、個別に実施の要否を判断の上、当該事象に関して専門性を有す

る原子力規制庁職員を含む原子力検査官等により実施する。 

 

基本検査、追加検査、特別検査に関する詳細については、この実施要領に定めるもののほか、別途

検査運用ガイドを定める。 

 

(3) 検査の実施方針 

基本検査を通じた確認等により事業者が行う安全活動に劣化のおそれが見られた監視領域について

は、標準的な検査の程度の範囲内で監視を充実するなど、効果的な検査の実施に努める。このほか、

各監視領域内で具体的に検査する安全活動の選定、立会い等の程度の設定等に当たっては、合理的な

範囲でリスク情報を活用し、より効率的かつ効果的な検査の実施に努める。 

 

2.2 安全実績指標等の確認・評価等 

(1) 実用発電用原子炉施設の場合 

基本検査の効率的かつ効果的な実施のためには、事業者の安全活動状況の監視手段を充実する必要

原子力施設の状態及び計画中又は進行中の事業者の安全活動のそれぞれについて、活動目的に対する

重要度やリスク情報※5を踏まえつつ、活動目的の達成状況を総体として把握した上で、具体的に検査

で確認する事項を選定するとともに、重要度の高さに応じて立会い等の程度を設定する。活動目的の

達成状況を把握する際には、必要に応じて事業者の改善活動やその効果について確認し、これを「2.7

総合的な評定」においても勘案する。事業者が行う安全活動に劣化が見られた場合は、「2.5 対応区

分の設定」による対応区分の決定及び「2.9 検査結果に基づく規制対応措置の検討等」により規制対

応措置の決定を行うため、当該事案の評価に必要な事実関係の確認を進め、事業者の見解を聴取する。 

より具体的な検査の実施手法については、「3 検査の実施に係る手順等」に定めるほか、事業者の

安全活動に対応して検査内容を体系的に整理し、検査ガイドとして別途定める。検査ガイドには、検

査対象となる事業者の安全活動に応じた監視領域や当該検査の目的、検査要件、検査手順、具体的な

検査手法の例を明示した検査手引、事業者の安全活動への立会い等の標準的な検査対象数（サンプル

数）等を記載する。 

※5 本実施要領におけるリスク情報とは、各監視領域に関連する活動目的を達成できていない可

能性又は状況及びその程度を検討・評価するために有用な原子力施設の状態及び事業者の安全

活動状況等に関する情報であり、直接的なものだけでなく、その可能性等の要因の特定や影響

の大きさ等を含んでいる。また、リスク情報は、従来も用いている安全上の重要度、運転経験

及び不適合情報等の定性的な情報に加え、確率論的リスク評価（PRA）により得られる計算結果

や知見等の定量的な情報をいう。 

 

追加検査は、事業者が行う安全活動に劣化が確認された事項に特化した事業者の対応状況について、

事業者が実施する原因分析の実施状況を踏まえつつ、横断領域を含めた幅広い視野から、複数の専門

分野の原子力検査官によって、改善の効果を検証し、再発防止が確実なものとなっているかなどを個

別具体的に確認する。追加検査の程度は、安全活動の劣化の程度に応じて設定される「2.5対応区分の

設定」により決定する。 

 

特別検査は、安全に関わる事象のうち、活動目的の達成に対して大きな影響を与える若しくはそう

なる可能性のあった事象又は公衆の健康と安全に影響を及ぼす可能性のあった事象が発生した場合

に、当該事象の状況を確認するため、個別に実施の要否を判断の上、当該事象に関して専門性を有す

る原子力規制庁職員を含む原子力検査官等により実施する。 

 

基本検査、追加検査、特別検査に関する詳細については、この実施要領に定めるもののほか、別途

検査運用ガイドを定める。 

 

(3) 検査の実施方針 

基本検査を通じた確認等により事業者が行う安全活動に劣化のおそれが見られた監視領域について

は、標準的な検査の程度の範囲内で監視を充実するなど、効果的な検査の実施に努める。このほか、

各監視領域内で具体的に検査する安全活動の選定、立会い等の程度の設定等に当たっては、合理的な

範囲でリスク情報を活用し、より効率的かつ効果的な検査の実施に努める。 

 

2.2 安全実績指標等の確認・評価等 

(1) 実用発電用原子炉施設の場合 

基本検査の効率的かつ効果的な実施のためには、事業者の安全活動状況の監視手段を充実する必要
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6 

 

がある。このため、規則第５条の規定に基づき、各監視領域に関連する活動目的の達成状況を確認す

る表４に示す安全活動に係る実績を示す指標（以下「安全実績指標」という。）について事業者から報

告を受理する。また、原子力検査官は、事業者が安全実績指標の値を取得・整理する状況を検査によ

り適時確認する。そして、原子力検査官が行う検査により事業者の安全実績指標の値の取得・整理に

問題がないことを確認の上、追加検査の要否等を判断するために、安全実績指標の値を表５－１に示

すとおり４段階に分類する。 

この安全実績指標の値は、核物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報を除き原子力規制委

員会のホームページに掲載するほか、「2.7総合的な評定」において用いる。 

 

(2) 核燃料施設等※６の場合 

安全実績指標は表４に示す監視領域のうち放射線安全、核物質防護とし、規則第５条の規定に基づ

き事業者から報告を受理する。また、原子力検査官は、事業者が安全実績指標の値を取得・整理する

状況を検査により適時確認する。そして、原子力検査官が行う検査により事業者の安全実績指標の値

取得・整理に問題がないことを確認の上、追加検査の要否等を判断するために、安全実績指標の値を

表５－２に示すとおり「指摘事項（追加対応なし）」と「指摘事項（追加対応あり）」の２段階に分類

する。 

この安全実績指標の値は、核物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報を除き原子力規制委

員会のホームページに掲載するほか、「2.7総合的な評定」において用いる。 

※６ この実施要領において「核燃料施設等」とは、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施

設、研究開発段階発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃

棄物管理施設、使用施設等及び核原料物質の使用に係る施設をいう。 

 

安全実績指標等の確認・評価等の詳細については、別途ガイドを定める。 

 

2.3 検査指摘事項の重要度評価 

(1) 実用発電用原子炉施設の場合 

原子力規制検査によって、いずれかの監視領域に関連する事業者が行う安全活動に劣化を確認した

場合は、追加検査の要否等を判断するために、当該劣化（以下「検査指摘事項」という。）の重要度

を評価する。この重要度評価は、監視領域ごとに、重要度を表５－１に示すとおり４段階（緑、白、

黄、赤）に分類して行う。なお、評価におけるリスク情報の活用については、可能な範囲で PRA によ

る計算結果等の定量的な情報を活用する。当該検査指摘事項が低頻度で影響の極めて甚大な事象等又

は PRAによって評価できない事象に関連する場合は、必要に応じて定性的な評価を行う。 

検査指摘事項の重要度評価により緑以外の結果が得られた場合には、その評価の結果を事業者に通

知する。当該事業者が希望する場合には公開の場（核物質防護のために必要な措置に関する詳細な情

報を含む場合には非公開の場）で事業者から意見を聴取し、これを踏まえた重要度評価の結果を当該

事業者に通知する。 

その上で、当該事業者が重要度評価の結果に異議を申し立てた場合には、公開の場（核物質防護の

ために必要な措置に関する詳細な情報を含む場合には非公開の場）で当該事業者からその異議の内容

を聴取し、これを踏まえて、原子力規制委員会としての重要度評価を決定する。原子力規制委員会が

決定した評価結果は、当該事業者に通知する。 

個別の検査指摘事項に係る重要度評価は、当該検査指摘事項に関する事業者の改善活動が速やかに

実施できるよう、当該検査指摘事項を確認してからおおむね３か月以内に重要度評価の結果を得るべ

がある。このため、規則第 5 条の規定に基づき、各監視領域に関連する活動目的の達成状況を確認す

る表４に示す安全活動に係る実績を示す指標（以下「安全実績指標」という。）について事業者から報

告を受理する。また、原子力検査官は、事業者が安全実績指標のデータを取得・整理する状況を検査

により適時確認する。そして、原子力検査官が行う検査により事業者のデータ取得・整理に問題がな

いことを確認の上、追加検査の要否等を判断するために、指標の値を表 5-1 に示すとおり 4 段階に分

類する。この安全実績指標は、核物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報を除き原子力規制

委員会のホームページに掲載するほか、「2.7総合的な評定」において用いる。 

 

 

(2) 核燃料施設等※6の場合 

安全実績指標は表 4 に示す監視領域のうち放射線安全、核物質防護とし、規則第 5条の規定に基づ

く事業者から報告を受理する。また、原子力検査官は、事業者が安全実績指標のデータを取得・整理

する状況を検査により適時確認する。そして、原子力検査官が行う検査により事業者のデータ取得・

整理に問題がないことを確認の上、追加検査の要否等を判断するために、指標の値を表 5-2 に示すと

おり「追加対応なし」と「追加対応あり」の 2段階で実施する。 

この安全実績指標は、核物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報を除き原子力規制委員会

のホームページに掲載するほか、「2.7総合的な評定」において用いる。 

※6 この実施要領において「核燃料施設等」とは、製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施

設、研究開発段階発電用原子炉施設、使用済燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃

棄物管理施設、使用施設等及び核原料物質の使用に係る施設をいう。 

 

安全実績指標等の確認・評価等の詳細については、別途ガイドを定める。 

 

 

2.3 検査指摘事項の重要度評価 

(1) 実用発電用原子炉施設の場合 

原子力規制検査によって、いずれかの監視領域に関連する事業者が行う安全活動に劣化を確認した

場合は、追加検査の要否等を判断するために、当該劣化（以下「検査指摘事項」という。）の重要度

を評価する。この重要度評価は、監視領域ごとに、重要度を表 5-1に示すとおり 4段階（緑、白、黄、

赤）に分類して行う。なお、評価におけるリスク情報の活用については、可能な範囲で PRA による計

算結果等の定量的な情報を活用する。その際、当該検査指摘事項が低頻度で影響の極めて甚大な事象

等又は PRAによって評価できない事象に関連するものかどうかに配慮する。 

検査指摘事項の重要度評価により緑以外の結果が得られた場合には、その評価の結果を当該指摘を

受けた事業者に通知する。当該事業者が希望する場合には公開の場（核物質防護のために必要な措置

に関する詳細な情報を含む場合には非公開の場）で事業者から意見を聴取し、これを踏まえた重要度

評価の結果を当該事業者に通知する。 

その上で、当該事業者が重要度評価の結果に異議を申し立てた場合には、公開の場（核物質防護の

ために必要な措置に関する詳細な情報を含む場合には非公開の場）で当該事業者からその異議の内容

を聴取し、これを踏まえて、原子力規制委員会としての重要度評価を決定する。原子力規制委員会が

決定した評価結果は、当該事業者に通知する。 

個別の検査指摘事項に係る重要度評価は、当該指摘事項に関する事業者の改善活動が速やかに実施

できるよう、当該検査指摘事項を確認してからおおむね 3 か月以内に重要度評価の結果を得るべく作

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 
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く作業を進める。この際、透明性の確保や行政手続法等に基づき必要となる措置等に留意する。 

 

(2) 核燃料施設等の場合 

原子力規制検査によって、いずれかの監視領域に関連する事業者が行う安全活動に劣化を確認した

場合は、追加検査の要否等を判断するために、検査指摘事項の重要度を評価する。 

評価は表５－２に示すとおり「指摘事項（追加対応なし）」と「指摘事項（追加対応あり）」の２

段階に分類して行う。 

検査指摘事項の評価により「指摘事項（追加対応あり）」の結果が得られた場合には、その評価結

果を事業者に通知する。当該事業者が希望する場合には公開の場（核物質防護のために必要な措置に

関する詳細な情報を含む場合には非公開の場）で事業者から意見を聴取し、これを踏まえた評価の結

果を当該事業者に通知する。 

その上で、当該事業者が評価の結果に異議を申し立てた場合には、公開の場（核物質防護のために

必要な措置に関する詳細な情報を含む場合には非公開の場）で当該事業者からその異議の内容を聴取

し、これを踏まえて、原子力規制委員会としての評価を決定する。原子力規制委員会が決定した評価

結果は、当該事業者に通知する。 

個別の検査指摘事項に係る評価は、当該検査指摘事項に関する事業者の改善活動が速やかに実施で

きるよう、当該検査指摘事項を確認してからおおむね３か月以内にその結果を得るべく作業を進め

る。この際、透明性の確保や行政手続法等に基づき必要となる措置等に留意する。 

 

検査指摘事項に該当する可能性がある場合、関係する原子力規制庁管理職は、速やかに原子力規制委

員会委員長及び委員並びに関係する原子力規制庁幹部に対してその状況を報告する。 

検査指摘事項の重要度評価の詳細については、監視領域に対応した評価体系を整理した上で、別途ガ

イドを定める。当該ガイドには、評価の手順、考慮すべき事項、判断の基準、手続等を記載する。 

 

2.4 検査結果の通知及び公表 

基本検査の結果は、日常検査及びチーム検査の結果を合わせて、原則四半期ごとに取りまとめ、検

査を受けた事業者に通知するとともに、原子力規制委員会のホームページ等を通じて公表する。取り

まとめに当たっては、使用した検査ガイドの種類や対象とした監視領域、具体的な確認対象等を明記

するとともに、原則検査指摘事項に関して確認した事実関係、関連する規制要求事項、問題点等を明

記し、当該検査指摘事項の重要度評価の結果を記載する。公表に当たっては、「2.7(1)評定の単位」

である各施設に対して、監視領域ごとに評価結果を明示する。追加検査及び特別検査の結果は、個別

の検査ごとに事業者への通知及び公表を行う。 

 

2.5 対応区分の設定（追加検査の適用の考え方） 

追加検査については、検査指摘事項の重要度評価及び安全実績指標の値の分類に応じて、表６－１

及び表６－２に示すとおり、対応区分を設定する。なお、安全実績指標の値の分類により評価基準の

対象となった事象が検査指摘事項としても評価基準の対象になっている場合は、いずれか分類の程度

の大きいもののみを対象として取り扱う。 

追加検査は、「各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態

（第１区分）」、「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化

がある状態（第２区分）」、「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に

中程度の劣化がある状態（第３区分）」、「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行

業を進める。この際、透明性の確保や行政手続法等に基づき必要となる措置等に留意する。 

 

(2) 核燃料施設等の場合 

原子力規制検査によって、いずれかの監視領域に関連する事業者が行う安全活動に劣化を確認した

場合は、追加検査の要否等を判断するために、当該劣化（以下「検査指摘事項」という。）の重要度

を評価する。 

評価は表 5-2に示すとおり「追加対応なし」と「追加対応あり」の 2段階に分類して行う。 

検査指摘事項の評価により「追加対応あり」の結果が得られた場合には、その評価結果を当該指摘

を受けた事業者に通知する。当該事業者が希望する場合には公開の場（核物質防護のために必要な措

置に関する詳細な情報を含む場合には非公開の場）で事業者から意見を聴取し、これを踏まえた評価

の結果を当該事業者に通知する。 

その上で、当該事業者が評価の結果に異議を申し立てた場合には、公開の場（核物質防護のために

必要な措置に関する詳細な情報を含む場合には非公開の場）で当該事業者からその異議の内容を聴取

し、これを踏まえて、原子力規制委員会としての評価を決定する。原子力規制委員会の決定した評価

結果は、当該事業者に通知する。 

個別の検査指摘事項に係る評価は、当該指摘事項に関する事業者の改善活動が速やかに実施できる

よう、当該検査指摘事項を確認してからおおむね 3か月以内にその結果を得るべく作業を進める。こ

の際、透明性の確保や行政手続法等に基づき必要となる措置等に留意する。 

 

 

 

検査指摘事項の重要度評価の詳細については、監視領域に対応した評価体系を整理した上で、別途ガ

イドを定める。当該ガイドには、評価の手順、考慮すべき事項、判断の基準、手続等を記載する。 

 

 

2.4 検査結果の通知及び公表 

基本検査の結果は、日常検査及びチーム検査の結果を合わせて、原則四半期ごとに取りまとめ、検

査を受けた事業者に通知するとともに、原子力規制委員会のホームページ等を通じて公表する。取り

まとめに当たっては、使用した検査ガイドの種類や対象とした監視領域、具体的な確認対象等を明記

するとともに、原則検査指摘事項に関して確認した事実関係、関連する規制要求事項、問題点等を明

記し、当該指摘事項の重要度評価の結果を記載する。公表に当たっては、「2.7(1)評定の単位」であ

る各施設に対して、監視領域ごとに評価結果を明示する。追加検査及び特別検査の結果は、個別の検

査ごとに事業者への通知及び公表を行う。 

 

2.5 対応区分の設定（追加検査の適用の考え方） 

追加検査については、検査指摘事項の重要度評価及び安全実績指標の分類に応じて、表 6-1 及び表

6-2 に示すとおり、対応区分を設定する。なお、安全実績指標の値の分類により評価基準の対象とな

った事象が検査指摘事項としても評価基準の対象になっている場合は、いずれか分類の程度の大きい

もののみを対象として取り扱う。 

追加検査は、「各監視領域における活動目的は満足しており、事業者の自律的な改善が見込める状態

（第 1区分）」、「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化

がある状態（第 2区分）」、「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

運用の明確化 

・速やかに委員長

等への報告する手

続を明確化 
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う安全活動に長期間にわたる又は重大な劣化がある状態（第４区分）」又は「監視領域における活動目

的を満足していないため、プラントの運転が許容されない状態（第５区分）」の５つの対応区分のうち、

第２区分、第３区分又は第４区分が設定された場合に行う。 

事業者からの安全実績指標の報告又は検査指摘事項の重要度評価の決定により、対応区分の変更を

行った場合には、規則第３条第３項に基づき、事業者に対して、その旨を通知するとともに、事業者

に根本的な原因分析並びに安全文化及び核セキュリティ文化の改善に係る検討（第４区分が設定され

た場合には、外部機関による評価を含む。）を伴う改善措置活動の計画並びにその実施結果の報告を求

める。また、３年間以上継続して第３区分が設定された事業者に対しては、安全活動の改善に係る取

組状況等について追加で報告を求める。 

 

 

追加検査は、第２区分又は第３区分が設定された場合は、事業者から前記の実施結果の報告があっ

た時点以降に実施し、第４区分が設定された場合は、区分の設定から６か月以内に改善措置活動の計

画の報告を行うよう、事業者に求めた上で、その計画の報告を受理した後、当該計画を踏まえた追加

検査の計画を作成し、追加検査を行う。 

第２区分、第３区分又は第４区分が設定された場合は、その要因となった状態の改善状況を追加検

査により確認し、改善の効果が確認できた場合は、第１区分に変更し、事業者に通知する。 

追加検査の実施に当たっては、規則第７条に基づき当該事業者に対して対応する手数料の納付を納

入告知書の交付により当該事業者に求める。 

 

2.6 特別検査の実施に係る判断 

リスクが高く安全上重要と思われる事象若しくは核物質防護事案（以下「異常事象等」という。）が

報告された場合、又は法第 61 条の２の２の規定に基づく原子力規制検査において異常事象等を特定

した場合に、当該事象が各監視領域の活動目的の達成に対して大きな影響を与える若しくはそうなる

可能性のあった事象又は公衆の健康と安全に影響を及ぼす可能性のあった事象であるかについて安全

上の重要性に係る評価を行う。当該評価の結果及びそれまでの基本検査での事業者の安全活動状況等

の確認結果について原子力規制委員会に報告する。これを踏まえ、原子力規制委員会が特別検査の実

施要否を判断する。 

特別検査を実施する場合、発生した異常事象等の状況の調査及び把握をするため、事象の原因等に

関する専門分野の原子力検査官を編成し、検査目的、検査対象、検査期間等を設定し、事業者に通知

する。 

 

2.7 総合的な評定 

(1) 評定の単位 

総合的な評定は、原則として、規制体系の基礎となる事業等の許可又は指定の単位で年１回行う※

７。ただし、一つの原子炉設置許可において複数の原子炉の設置許可がなされている場合には、各原子

炉の安全確保の状況を明確にするため、原子炉ごとに評定を行う。 

※７ 使用者（令第 41 条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）に対する検査（核物質

防護に係るものを除く。）及び核原料物質を使用する者に対する検査については、10 年に１回

の原子力規制検査の基本検査を実施した年度ごとに評定を行う。なお、令第 41条各号に掲げる

核燃料物質を使用する使用者が一つの使用許可において令第 41 条各号に掲げる核燃料物質を

使用しない使用施設等についても許可を受けている場合には、総合的な評定は、事業等の許可

中程度の劣化がある状態（第 3区分）」、「各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行

う安全活動に長期間にわたる又は重大な劣化がある状態（第 4区分）」又は「監視領域における活動目

的を満足していないため、プラントの運転が許容されない状態（第 5 区分）」の 5 つの対応区分のう

ち、第 2区分、第 3区分又は第 4区分が設定された場合に行う。 

事業者からの安全実績指標の報告又は検査指摘事項の重要度評価の決定により、対応区分の変更を

行った場合には、規則第 3 条第 3 項に基づき、事業者に対して、その旨を通知するとともに、第 2区

分、第 3区分又は第 4区分が設定された場合には、事業者に根本的な原因分析（第 3区分又は第 4区

分が設定された場合には、安全文化及び核セキュリティ文化の改善に係る検討を含み、このうち第 4

区分が設定された場合には、外部機関による評価を含む。）を伴う改善措置活動の計画及びその実施結

果の報告を求める。また、3 年間以上継続して第 3 区分が設定された事業者に対しては、安全活動の

改善に係る取組状況等について追加で報告を求める。 

追加検査は、第 2 区分又は第 3区分が設定された場合は、事業者から前記の実施結果の報告があっ

た時点以降に実施し、第 4 区分が設定された場合は、区分の設定から 6 か月以内に改善措置活動の計

画の報告を行うよう、事業者に求めた上で、その計画の報告を受理した後、当該計画を踏まえた追加

検査の計画を作成し、追加検査を行う。 

第 2 区分、第 3 区分又は第 4 区分が設定された場合は、その要因となった状態の改善状況を追加検

査により確認し、改善の効果が確認できた場合は、第 1区分に変更し、事業者に通知する。 

追加検査の実施に当たっては、規則第 7 条に基づき当該事業者に対して対応する手数料の納付を納

入告知書の交付により当該事業者に求める。 

 

2.6 特別検査の実施に係る判断 

原子力規制委員会が法第 62 条の 3 の規定により各事業規則に定める事故故障等の報告を受けた場

合には、その時点で得られた事故故障等に係る情報を基に、当該事象が各監視領域の活動目的の達成

に対して大きな影響を与える若しくはそうなる可能性のあった事象又は公衆の健康と安全に影響を及

ぼす可能性のあった事象であるかについて安全上の重要性に係る評価を行うとともに、それまでの基

本検査での事業者の安全活動状況等の確認結果を踏まえ、特別検査の実施要否を判断する。 

 

 

特別検査を実施する場合、発生した事故故障等の状況の調査及び把握をするため、事象の原因等に

関する専門分野の原子力検査官を編成し、検査目的、検査対象、検査期間等を設定し、事業者に通知

する。 

 

2.7 総合的な評定 

(1) 評定の単位 

総合的な評定は、原則として、規制体系の基礎となる事業等の許可又は指定の単位で年 1回行う※6。

ただし、一つの原子炉設置許可において複数の原子炉の設置許可がなされている場合には、各原子炉

の安全確保の状況を明確にするため、原子炉ごとに評定を行う。 

※6 使用者（令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）に対する検査（核物質防

護に係るものを除く。）及び核原料物質を使用する者に対する検査については、10 年に 1 回の

原子力規制検査の基本検査を実施した年度ごとに評定を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

運用の明確化 

・特別検査の実施

に係る判断の手続

に入る事象の例示

について特別検査

運用ガイドと整合 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

運用の明確化 

・ひとつの使用許

可で、非該当施設
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又は指定の単位で行うことから、許可を受けた全ての施設に係る安全活動を対象として基本検

査を実施し、年１回評定を行う。 

 

(2) 評定における考慮事項 

検査対象事項について総合的な評定を行うに当たっては、「2.1 検査の体系等」に示す検査の体系

に合わせて、事業者の安全活動が各監視領域に関連する活動目的を達成しているかどうかを評価す

る。その際、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえ、事業者が各監視領域での活動目

的の達成に向けて改善している安全活動やその効果について検証し、改善が図られているかどうか

を勘案する。 

各監視領域の評価に当たっては、安全実績指標の値の分類及び検査指摘事項の重要度評価を踏ま

える。 

 

2.8 総合的な評定の結果の通知及び公表 

総合的な評定の結果には、表６－１及び表６－２の対応区分の設定のほか、横断領域に係る検査指摘

事項がある場合にはこれも含める。これを事業者に通知する際、検査の結果を踏まえて作成した次期の

検査計画のほか、必要に応じ、以下の事項を事業者に通知するとともに、核物質防護のために必要な措

置に関する詳細な情報を除き原則１年に１回公表する。この際、規則第７条に基づき、規則別表のとお

り当該事業者に対して原子力施設の状態等に応じた基本検査の手数料の納付を納入告知書の交付によ

り求める。※８ 

① 該当する評定期間中の安全実績指標の値の分類及び検査指摘事項の概要並びにこれらに関連する

問題に対応した事業者及び原子力規制委員会の措置 

② 前回の評定から対応区分に変更がある場合はその結果と理由 

③ ３年間以上継続して第３区分が設定されている場合は、事業者による安全活動の改善に係る取組

状況等 

④ 事業者の安全活動の改善状況に係る規制機関の認識 

※８ 使用者（令第 41 条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）に対する検査（核物質

防護に係るものを除く。）及び核原料物質を使用する者に対する検査については、10 年に１回

の原子力規制検査の基本検査を実施する年度（実施時期が年度初めの場合は、その前年度）に

検査計画を通知し、規則第 7 条に基づき基本検査の手数料の納付を納入告知書の交付により求

める。なお、令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用する使用者が一つの使用許可において令

第 41 条各号に掲げる核燃料物質を使用しない使用施設等についても許可を受けている場合に

は、年１回の評定の結果の公表に合わせて手数料の納付を納入告知書の交付により求める。 

 

2.9 検査結果に基づく規制対応措置の検討等 

規制対応措置は、検査等で確認した問題点を是正し、各監視領域における活動目的の達成を確保す

るための措置命令のほか、法令に基づく事業者の責務の実施が確保できないと考えられる場合の許可

取消し等の処分を含め、事業者による問題解決への取組を確実なものとするための規制機関としての

対応である（関連する処分に係る法の条文を表７に示す。）。この対応は、事案の性格や内容に応じ

て、各監視領域における活動目的の達成を確保するために適時実施する必要があることから、重要度

評価の結果を踏まえて、総合的な評定を待つことなく検討を行う。なお、即時の対応を必要としない

ものについては、総合的な評定を踏まえてその後の原子力規制検査で状況を確認するなど、事案の重

要度、緊急性等を踏まえて的確に対応する。 

 

 

 

(2) 評定における考慮事項 

検査対象事項について総合的な評定を行うに当たっては、「2.1 検査の体系等」に示す検査の体系

に合わせて、事業者の安全活動が各監視領域に関連する活動目的を達成しているかどうかを評価す

る。その際、原子力利用における安全に関する最新の知見を踏まえ、事業者が各監視領域での活動目

的の達成に向けて改善している安全活動やその効果について検証し、改善が図られているかどうか

を勘案する。 

各監視領域の評価に当たっては、安全実績指標の値の分類及び検査指摘事項の重要度評価を踏ま

える。 

 

2.8 総合的な評定の結果の通知及び公表 

総合的な評定の結果には、表 6-1及び表 6-2の対応区分の設定のほか、横断領域に係る指摘事項があ

る場合にはこれも含める。これを事業者に通知する際、検査の結果を踏まえて作成した次期の検査計画

のほか、必要に応じ、以下の事項を事業者に通知するとともに、核物質防護のために必要な措置に関す

る詳細な情報を除き原則 1年に 1回公表する。この際、規則第 7条に基づき、規則別表のとおり当該事

業者に対して原子力施設の状態等に応じた基本検査の手数料の納付を納入告知書の交付により求める。

※7 

① 該当する評定期間中の安全実績指標の値の分類及び検査指摘事項の概要並びにこれらに関連する

問題に対応した事業者及び原子力規制委員会の措置 

② 前回の評定から対応区分に変更がある場合はその結果と理由 

③ 3年間以上継続して第 3区分が設定されている場合は、事業者による安全活動の改善に係る取組状

況等 

④ 事業者の安全活動の改善状況に係る規制機関の認識 

※7 使用者（令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）に対する検査（核物質防

護に係るものを除く。）及び核原料物質を使用する者に対する検査については、10 年に 1 回の

原子力規制検査の基本検査を実施する年度（実施時期が年度初めの場合は、その前年度）に検

査計画を通知し、規則第 7 条に基づき基本検査の手数料の納付を納入告知書の交付により求め

る。 

 

 

 

2.9 検査結果に基づく規制対応措置の検討等 

規制対応措置は、検査等で確認した問題点を是正し、各監視領域における活動目的の達成を確保す

るための措置命令のほか、法令に基づく事業者の責務の実施が確保できないと考えられる場合の許可

取消し等の処分を含め、事業者による問題解決への取組を確実なものとするための規制機関としての

対応である（関連する処分に係る法の条文を表 7 に示す。）。この対応は、事案の性格や内容に応じ

て、各監視領域における活動目的の達成を確保するために適時実施する必要があることから、重要度

評価の結果を踏まえて、総合的な評定を待つことなく検討を行う。なお、即時の対応を必要としない

ものについては、総合的な評定を踏まえてその後の原子力規制検査で状況を確認するなど、事案の重

要度、緊急性等を踏まえて的確に対応する。 

の許可も受けてい

る場合の手続を明

確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

運用の明確化 

・ひとつの使用許

可で、非該当施設

の許可も受けてい

る場合の手続を明

確化 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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原子力規制検査において気付き事項がある場合は、「3.2(5)検査の実施」に規定する検査指摘事項と

するかどうかの判断及び重要度評価を行う。これと並行して、法令違反があったか、原子力規制委員

会の規制活動に影響を及ぼすものか、原子力安全に実質的な影響があったか、意図的な不正行為によ

るものかの視点で情報収集等を行い、問題がないか確認する。重要度評価及びこれらの確認の結果か

ら、当該事業者に必要な措置を求めることを検討する。特に、検査指摘事項のうち重要度評価の結果

が、実用発電用原子炉施設については緑以外のもの、核燃料施設等については指摘事項（追加対応あ

り）としたものについては、規制要求に抵触している蓋然性が高いことから、規制対応措置の要否を

検討した上で、その内容を決定する。また、規制対応措置が不利益処分となる場合には、行政手続法等

に基づき、必要な手続を取る。本規制対応措置の検討に当たっては、検査指摘事項の重要度評価の手

順と同様に、事業者の希望に応じて公開の場（核物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報を

含む場合には非公開の場）で意見等を聴取する機会を設ける。 

 

 

なお、措置命令等を行った場合においては、必要に応じて当該命令等に係る措置の実施状況を原子

力規制検査により確認する。 

検査結果に基づく規制対応措置の詳細については、別途ガイドを定める。 

 

 

3 検査の実施に係る手順等 

本章では、「2.1検査の体系」等及び「2.4検査の結果の通知及び公表」で示す検査等を円滑に運用する

ための具体的な手順等を定める。 

 

3.1 検査計画 

原子力規制検査は、総合的な評定の結果及びその他の関連事情を勘案して、検査の程度を決定し、計

画して実施するため、総合的な評定を取りまとめる際には、その結果を踏まえた検査計画を合わせて

作成し、事業者に通知するとともに、原子力規制委員会のホームページ等を通じて公表する。ただし、

追加検査及び特別検査は、総合的な評定を待つことなく実施することから、事案が発生した都度、個別

に計画を作成し、検査の対象、内容、期間等について当該事業者に通知するとともに、原子力規制委員

会のホームページ等を通じて公表する。なお、勘案すべきその他の関連事情には、原子力施設の種別、

規模及び建設段階、供用段階、廃止措置段階等の原子力施設の状態等が含まれる。 

総合的な評定の単位（原則として事業等の許可又は指定の単位、原子炉設置者にあっては原子炉の

単位）を踏まえ、同一の単位ごとに検査計画を作成する。その際、１つの事業者において複数の事業の

許可又は指定を受けている場合や、複数の原子炉又は原子力発電所の運転等をしている場合等、総合

的な評定の単位を超えて事業者が同一の組織で安全活動を行っている場合には、一体的に検査を行う

計画を立て、効率的かつ効果的な検査の実施に努める。そのため、検査計画の作成においては、主にチ

ーム検査の計画について、事業者の安全活動計画を踏まえて、原子力検査官の配置等を考慮して検査

時期の調整を行う。また、日常検査については、事業者の日々の安全活動状況等を踏まえて適時検査を

行う必要があるため、年間を通して、検査ガイドに規定する検査量が事業者の安全活動状況に応じて

適切に配分できるように随時調整する。その際、複数の監視領域に共通する検査ガイドを用いて検査

を実施する場合や、複数の検査ガイドを併用して一体的に検査を実施する場合等は、それぞれに検査

量を配分する。 

また、法定確認行為等に係る検査は事業者からの申請等に基づいて行うこととなるため、申請等の

原子力規制検査において気付き事項がある場合は、「3.2(5)検査の実施」に規定する検査指摘事項と

するかどうかの判断及び重要度の評価と並行して、当該気付き事項に対する事業者の自律的な改善能

力があるかどうか、当該気付き事項が組織として意図的に行われたもの又は明らかな瑕疵（かし）に

よって起こったものであるかどうか、検査等の実効性を確保するための事業者の安全活動※8 に著しい

瑕疵があるかどうかなどの視点で情報収集等を行い、これらの視点により問題が確認された場合は、

当該気付き事項に対する重要度評価の結果も踏まえて、当該事業者に必要な措置を求めることを検討

する。特に、検査指摘事項のうち重要度評価の結果が、実用発電用原子炉施設については緑以外のも

の、核燃料施設等については指摘事項（追加対応あり）としたものについては、規制要求に抵触してい

る蓋然性が高いことから、規制対応措置の要否を検討した上で、その内容を決定する。また、規制対応

措置が不利益処分となる場合には、行政手続法等に基づき、必要な手続を取る。本規制対応措置の検

討に当たっては、検査指摘事項の重要度評価の手順と同様に、事業者の希望に応じて公開の場（核物

質防護のために必要な措置に関する詳細な情報を含む場合には非公開の場）で意見等を聴取する機会

を設ける。 

なお、措置命令等を行った場合においては、必要に応じて当該命令等に係る措置の実施状況を原子

力規制検査により確認する。 

検査結果に基づく規制対応措置の詳細については、別途ガイドを定める。 

※8 例えば記録保存 

 

3 検査の実施に係る手順等 

本章では、「2.1検査の体系」等及び「2.4 検査の結果の通知及び公表」で示す検査等を円滑に運用する

ための具体的な手順等を定める。 

 

3.1 検査計画 

原子力規制検査は、総合的な評定の結果及びその他の関連事情を勘案して、検査の程度を決定し、計

画して実施するため、総合的な評定を取りまとめる際には、その結果を踏まえた検査計画を合わせて

作成し、事業者に通知するとともに、公表する。ただし、追加検査及び特別検査は、総合的な評定を待

つことなく実施することから、事案が発生した都度、個別に計画を作成し、検査の対象、内容、期間等

について当該事業者に通知するとともに、公表する。なお、勘案すべきその他の関連事情には、原子力

施設の種別、規模及び建設段階、供用段階、廃止措置段階等の原子力施設の状態等が含まれる。 

 

総合的な評定の単位（原則として事業の許可又は指定の単位、原子炉設置者にあっては原子炉の単

位）を踏まえ、同一の単位ごとに検査計画を作成する。その際、１つの事業者において複数の事業の許

可又は指定を受けている場合や、複数の原子炉又は原子力発電所の運転等をしている場合等、総合的

な評定の単位を超えて事業者が同一の組織で安全活動を行っている場合には、一体的に検査を行う計

画を立て、効率的かつ効果的な検査の実施に努める。そのため、検査計画の作成においては、主にチー

ム検査の計画について、各事業者の安全活動計画を踏まえて、原子力検査官の配置等を考慮して検査

時期の調整を行う。また、日常検査については、事業者の日々の安全活動状況等を踏まえて適時検査を

行う必要があるため、年間を通して、検査ガイドに規定する検査量が事業者の安全活動状況に応じて

適切に配分できるように随時調整する。その際、複数の監視領域に共通する検査ガイドを用いて検査

を実施する場合や、複数の検査ガイドを併用して一体的に検査を実施する場合等は、それぞれに検査

量を配分する。 

また、法定確認行為等に係る検査は事業者からの申請等に基づいて行うこととなるため、申請等の

 

運用の明確化 

・原子力規制検査

において気付き事

項がある場合の情

報集取の視点の例

示について原子力

規制検査における

規制対応措置ガイ

ドと整合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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内容を踏まえて設定された検査項目に係る検査の実施計画を立てる。 

検査計画を作成後、事業者の安全活動計画が大幅に変更となった場合は、適宜検査計画を変更し、変

更後の事業者の安全活動計画に即した検査が実施できるよう調整する。 

 

3.2 検査の実施 

作成した検査計画に基づき、基本検査、追加検査及び特別検査を行う際には、事業者の日々の活動

状況を踏まえて検査内容の詳細を設定していく必要があるため、日常検査や日々の監視、事業者会議

への参加等を通じて、検査前に事業者の安全活動状況及び活動予定を把握し、チーム検査の具体的な

検査内容を設定して検査を実施する。原子力検査官は、法第61条の２の２第３項並びに第68条第１項

及び第２項の規定に基づく検査を、事業者又は事業者の調達先の者（以下「事業者等」という。）が安

全活動を行う場所（以下「検査場所」という。）への立入り、必要な物件の検査、関係者に対する質問

及び事業者から必要な試料の提出を受けての試験等を通じて、効率的かつ効果的に実施するため、必

要な事前準備を行った上で検査を実施する。 

(1) 立入りに関する事前準備 

検査場所では、放射線管理や核物質防護管理等を目的に立入りを制限している場合があるため、事

業者等がその責務を遵守することを阻害しないよう配慮し、事前に事業者等の運用状況を把握し、事

業者等の行う必要な教育及び訓練を受け、検査のために立入りができるようにしておく。 

なお、原子力検査官の立入りに関しては、立入先での事業者等の安全活動状況の実態が確実に観察

できるようにするため、事業者等の職員等が原子力検査官の立入先への出入りや立入先での居場所

を原子力検査官の許可なしに原則ほかの事業者等の職員等に連絡しないよう、事業者等において周

知徹底されるよう準備する。 

 

(2) 物件検査及び試料受理に関する事前準備 

立入りと同様に、機密情報等の取扱いとして閲覧等を制限している場合があるため、事業者等がそ

の責務を遵守することを阻害しないよう配慮し、事前に事業者等の運用状況を把握し、事業者等の行

う必要な教育及び訓練を受け、検査のために必要な閲覧等ができるようにしておく。 

 

(3) 関係者に対する質問に関する事前準備 

関係者に対する質問は、事業者等の職員に限らず、事業者等の安全活動に関係している者に対し

て、原子力規制検査の実施に必要な範囲で、事業者の活動状況や当該活動に係るその者の認識等を把

握するために行う。この際、事業者等の活動を阻害し安全上の影響を及ぼすことのないよう、質問時

期等に配慮する。 

質問への回答内容は、回答者の役職、責務等を踏まえて取り扱い、組織としての回答を求める場合

には、質問に関する事項に責任を有する者を特定して質問を行う。 

 

(4) 開始会議 

チーム検査、追加検査及び特別検査では、検査対象とする事業者等の安全活動に責任を有する者を

含めた関係者との打合せを実施し、検査目的、検査予定等を説明するとともに、効果的かつ効率的に

検査が実施できるよう、事業者等の安全活動状況等の情報をあらかじめ聴取する。なお、非通知によ

る検査を通じて事業者等の安全活動の実態を把握することを目的とする場合には、柔軟に検査を行

う。 

 

内容を踏まえて設定された検査項目に係る検査の実施計画を立てる。 

検査計画を作成後、事業者の安全活動計画が大幅に変更となった場合は、適宜検査計画を変更し、変

更後の事業者の安全活動計画に即した検査が実施できるよう調整する。 

 

3.2 検査の実施 

作成した検査計画に基づき、基本検査、追加検査及び特別検査を行う際には、事業者の日々の活動

状況を踏まえて検査内容の詳細を設定していく必要があるため、日常検査や日々の監視、事業者会議

への参加等を通じて、検査前に事業者の安全活動状況及び活動予定を把握し、チーム検査の具体的な

検査内容を設定して検査を実施する。原子力検査官は、法第61条の2の2第3項並びに第68条第1項及び

第2項の規定に基づく検査を、事業者又は事業者の調達先の者（以下「事業者等」という。）が安全活動

を行う場所（以下「検査場所」という。）への立入り、必要な物件の検査、関係者に対する質問及び事

業者から必要な試料の提出を受けての試験等を通じて、効果的かつ効率的に実施するため、必要な事

前準備を行った上で検査を実施する。 

(1) 立入りに関する事前準備 

検査場所では、放射線管理や核物質防護管理等を目的に立入りを制限している場合があるため、事

業者等がその責務を遵守することを阻害しないよう配慮し、事前に事業者等の運用状況を把握し、事

業者等の行う必要な教育及び訓練を受け、検査のために立入りができるようにしておく。 

なお、原子力検査官の立入りに関しては、立入先での事業者の安全活動状況の実態が確実に観察で

きるようにするため、事業者等の職員等が原子力検査官の立入先への出入りや立入先での居場所を

原子力検査官の許可なしに原則ほかの事業者等の職員等に連絡しないよう、事業者等において周知

徹底されるよう準備する。 

 

(2) 物件検査及び試料受理に関する事前準備 

立入りと同様に、機密情報等の取扱いとして閲覧等を制限している場合があるため、事業者等がそ

の責務を遵守することを阻害しないよう配慮し、事前に事業者等の運用状況を把握し、事業者等の行

う必要な教育及び訓練を受け、検査のために必要な閲覧等ができるようにしておく。 

 

(3) 関係者に対する質問に関する事前準備 

関係者に対する質問は、事業者等の職員に限らず、事業者の安全活動に関係している者に対して、

原子力規制検査の実施に必要な範囲で、事業者の活動状況や当該活動に係るその者の認識等を把握

するために行う。この際、事業者等の活動を阻害し安全上の影響を及ぼすことのないよう、質問時期

等に配慮する。 

質問への回答内容は、回答者の役職、責務等を踏まえて取り扱い、組織としての回答を求める場合

には、質問に関する事項に責任を有する者を特定して質問を行う。 

 

(4) 開始会議 

チーム検査等の検査時期を特定して計画的に行う検査では、検査対象とする事業者等の安全活動に

責任を有する者を含めた関係者との打合せを実施し、検査目的、検査予定等を説明するとともに、効

果的かつ効率的に検査が実施できるよう、事業者の安全活動状況等の情報をあらかじめ聴取する。な

お、非通知による検査を通じて事業者の安全活動の実態を把握することを目的とする場合には、柔軟

に検査を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

-18-



12 

 

(5) 検査の実施 

別に定める検査ガイドに規定する検査対象、検査対象数、検査量等を踏まえて検査を実施する。そ

の際、これまでの検査結果を含めた事業者等の安全活動状況を確認した上で、リスク情報を活用して、

検査対象を選定する。 

事業者等の安全活動を全般的に監視するため、休日や平日通常勤務時間外の事業者等の安全活動に

対して、検査ガイドで規定する範囲で当該活動の状況を確認する検査（以下「時間外検査」という。）

を行うものとする。時間外検査は、異なる作業状態や多様な時間帯(炉停止、通常運転、週末、夜そ

の他)の状況が確認できるように実施する。 

検査における気付き事項がある場合は、関係する原子力検査官に情報を共有し意見交換を行うとと

もに、事実関係等を調査し、事業者等から見解を聴取するなど情報を収集した上で、検査指摘事項に

該当するかどうかを判断する。こうした情報収集は、対象とする安全活動の重要度及び不明瞭な事項

の程度に応じて実施するよう留意する。 

検査指摘事項に該当するかどうかを判断するための詳細については、別途ガイドを定める。 

 

(6) 締めくくり会議等 

原子力検査官は、検査ガイドの単位、検査の一定期間等の終了時又は終了後において事業者の責

任者との会議等※８を行い、検査結果並びに検査指摘事項に係る事実関係及び原子力検査官の認識

（問題を指摘した視点等※９）を説明する。その際、必要に応じて事業者等の意見を確認する。 

※８ 指摘事項や気付き事項の有無によって会議の形態を調整してかまわない。 

※９ 事業者に期待する対応の提案等は、事業者自らの改善策の検討を阻害する可能性があるた

め、緊急を要すると考えられる場合、必要な対応が明白である場合に限る等、慎重に実施する

必要がある。 

 

3.3 検査報告書の作成 

四半期の間に実施した基本検査について検査報告書を作成する。検査報告書には、当該四半期に実

施した検査内容、検査指摘事項等を記載する。検査指摘事項は、その事案における問題が明確になる

ように事実を客観的に記載する。追加検査及び特別検査の検査報告書は、それぞれ個別に作成する。 

検査報告書の案は原子力規制委員会のホームページ等を通じて公表する（核物質防護に係る検査結

果報告書の案については非公表とする。）。事業者から検査報告書の案に対する事実誤認等に関する意

見を聴取する場合は、原則、書面にて行う。当該意見と合わせて基本検査の結果を原子力規制委員会

に報告する。 

 

4 法定確認行為等と原子力規制検査の関係 

核燃料物質等に関する事業所外廃棄の確認等の法定確認行為等を実施するに当たっては、事業者の一

連の安全活動を記録等により確認することが必要となるが、原子力規制検査により関連する事業者の安

全活動を適時確認することにより、当該記録等の適切性を確認することが可能であるため、法定確認行為

等に係る事業者からの申請等があった場合には、申請等以前の関連する事業者の安全活動に対する原子

力規制検査の結果を確認するとともに、申請等後の原子力規制検査による確認結果も含め、事業者の一連

の安全活動を記録等により確認する。 

 

4.1 申請等の受理 

法定確認行為等の種別に応じて表８－１及び表８－２に示す各規則条文に対応した原子力規制委員

(5) 検査の実施 

別に定める検査ガイドに規定する検査対象、検査対象数、検査量等を踏まえて検査を実施する。そ

の際、これまでの検査結果を含めた事業者の安全活動状況を確認した上で、リスク情報を活用して、

検査対象を選定する。 

事業者等の安全活動を全般的に監視するため、休日や平日通常勤務時間外の事業者等の安全活動に

対して、検査ガイドで規定する範囲で当該活動の状況を確認する検査（以下「時間外検査」という。）

を行うものとする。時間外検査は、異なる作業状態や多様な時間帯(炉停止、通常運転、週末、夜そ

の他)の状況が確認できるように実施する。 

検査における気付き事項がある場合は、関係する原子力検査官に情報を共有し意見交換を行うとと

もに、事実関係等を調査し、事業者等から見解を聴取するなど情報を収集した上で、指摘事項に該当

するかどうかを判断する。こうした情報収集は、対象とする安全活動の重要度及び不明瞭な事項の程

度に応じて実施するよう留意する。 

指摘事項に該当するかどうかを判断するための詳細については、別途ガイドを定める。 

 

(6) 締めくくり会議等 

原子力検査官は、検査ガイドの単位、検査の一定期間等の終了時又は終了後において事業者の責任

者との会議等を行い、検査結果並びに検査指摘事項に係る事実関係及び原子力検査官の認識（問題を

指摘した視点等※9）を説明するとともに、事業者の見解を聴取し、検査報告書に記載する。 

（新設） 

※9 事業者に期待する対応の提案等は、事業者自らの改善策の検討を阻害する可能性があるため、

緊急を要すると考えられる場合、必要な対応が明白である場合に限る等、慎重に実施する必要が

ある。 

 

3.3 検査報告書の作成 

四半期の間に実施した基本検査について報告書を作成する。報告書には、当該四半期に実施した検

査内容、検査指摘事項等を記載する。検査指摘事項は、その事案における問題が明確になるように事

実を客観的に記載する。追加検査及び特別検査の検査報告書は、それぞれ個別に作成する。 

報告書の案は事業者に開示し、当該事業者が事実誤認等に関する意見等の陳述を希望する場合には、

公開の場（核物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報を含む場合には非公開の場）又は書面

にて意見等を聴取する。 

 

 

4 法定確認行為等と原子力規制検査の関係 

核燃料物質等に関する事業所外廃棄の確認等の法定確認行為等を実施するに当たっては、事業者の一

連の安全活動を記録等により確認することが必要となるが、原子力規制検査により関連する事業者の安

全活動を適時確認することにより、当該記録等の適切性を確認することが可能であるため、法定確認行為

等に係る事業者からの申請等があった場合には、申請等以前の関連する事業者の安全活動に対する原子

力規制検査の結果を確認するとともに、申請等後の原子力規制検査による確認結果も含め、事業者の一連

の安全活動を記録等により確認する。 

 

4.1 申請等の受理 

法定確認行為等の種別に応じて表8-1及び表8-2に示す各規則条文に対応した原子力規制委員会宛て

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

運用の明確化 

・締めくくり会議

における会議形態

の調整などの手続

を明確化 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

運用の明確化 

・検査報告書の案

に対して、事業者

からの意見を聴取

する手続を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤
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会宛ての申請書等について、法定確認行為等を受けようとする事業者から提出された場合には、申請

書等の記載事項が当該規則条文に対応していることを確認する。また、令別表第１で規定されている

手数料の納付を納入告知書の交付により求めた上で、必要な手数料が納付されていることを確認する

ものとする。 

受理した申請については、確認対象となる事項を特定し、関連する事業者の安全活動に対する原子

力規制検査による検査項目（以下単に「検査項目」という。）を設定する。 

 

4.2 原子力規制検査の結果の確認等 

設定した検査項目について、申請以前の関連する事業者の安全活動の実施状況に係る原子力規制検

査の結果を確認した上で、申請後の事業者の安全活動に対して確認すべき事項を特定し、原子力規制

検査等を実施する。 

法定確認行為等に必要な確認を実施し、設定した検査項目について検査指摘事項がないこと、又は

検査指摘事項があった場合には内容が当該申請に係る確認対象となる事項に影響を及ぼさないことを

確認した場合には、確認証の交付を行う。 

 

 

の申請書等について、法定確認行為等を受けようとする事業者から提出された場合には、申請書等の

記載事項が当該規則条文に対応していることを確認する。また、令別表第１で規定されている手数料

の納付を納入告知書の交付により求めた上で、必要な手数料が納付されていることを確認するものと

する。 

受理した申請については、確認対象となる事項を特定し、関連する事業者の安全活動に対する原子

力規制検査による検査項目（以下単に「検査項目」という。）を設定する。 

 

4.2 原子力規制検査の結果の確認等 

設定した検査項目について、申請以前の関連する事業者の安全活動の実施状況に係る原子力規制検

査の結果を確認した上で、申請後の事業者の安全活動に対して確認すべき事項を特定し、原子力規制

検査等を実施する。 

法定確認行為等に必要な確認を実施し、設定した検査項目について検査指摘事項がないこと、又は

検査指摘事項があった場合には内容が当該申請に係る確認対象となる事項に影響を及ぼさないことを

確認した場合には、確認証の交付を行う。 

 

 

記） 
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図１－１ 原子力規制検査に基づく監督のプロセスと構成要素（実用発電用原子炉） 

 

 

 

 

図１－２ 原子力規制検査に基づく監督のプロセスと構成要素（核燃料施設等） 

図 1-1 原子力規制検査に基づく監督のプロセスと構成要素（実用発電用原子炉） 

 

 

 

 

図 1-2 原子力規制検査に基づく監督のプロセスと構成要素（核燃料施設等） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

規
制
対
応
措
置
 

 

評
定
結
果
に
よ
る
監
視
程
度

 

懸
念
事
項
へ
の
重
点
的
対
応

 

リ
ス
ク
の
大
小
に
応
じ
た
軽
重

 

結
果
の
通
知
・
公
表

 

検
査
結
果
・
評
定
結
果
 

（
各
々
の
重
要
度
の
評
価

や
評
価
理
由
、
懸
念
事
項

の
有
無
等
を
含
む
。
）
 

原
子
力
規
制
検
査
等
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
安
全
実
績
指
標
の
報
告
の
受
理
 

強
制
措
置
 

許
可

取
消

し
等

、
措

置
命

令
、

報
告

徴
収

等
 

①
 検

査
に
お
け
る
気
付
き
事
項
 

（
気
付
き
事
項
を
検
査
指
摘
事
項
に
す
る
か
を
判
断
。
）
 

②
 安

全
実
績
指
標
の
値
 

対
応
区
分
の
設
定
と
総
合
的
な
評
定

 

安
全
実
績
指
標
の
値
の
分
類
及
び
検
査
指
摘
事
項
の

重
要
度
評
価
を
踏
ま
え
、
事
業
者
の
安
全
活
動
が
各

監
視
領
域
に
関
連
す
る
活
動
目
的
を
達
成
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
評
価
し
、
炉
ご
と
に
総
合
的
に
評
定
 

（
対
応
区
分
の
設
定
等
）
 

重
要
度
の
評
価

 

検
査
指
摘
事
項
を
安
全
上
の
重
要
度
で
分
類

※

 

活
動
目
的
の
達
成
状
況
の
評
価
に
リ
ス
ク
情
報
を
活
用
 

基
本
検
査
（
日
常
検
査
、
チ
ー
ム
検
査
）
 

追
加
検
査

 
特
別
検
査
 

事
業
者
の
安
全
活
動

の
実
施
・
改
善
 

更
な
る
安
全
性
向
上
 

※
指
摘
事
項
は
重
要
度
に
応
じ
て
４
段
階

に
分
類
（
表
５
－
１
）
 

指
導
等

 

改
善
措
置
の
実
施
、
改

善
状
況
の
報
告
等

 

監
視
程
度
設
定

 

対
応
区
分
の
設
定
に

対
応
 

規
制
対
応
措
置
 

 

評
定
結
果
に
よ
る
監
視
程
度

 

懸
念
事
項
へ
の
重
点
的
対
応

 

リ
ス
ク
の
大
小
に
応
じ
た
軽
重

 

結
果
の
通
知
・
公
表

 

検
査
結
果
・
評
定
結
果
 

（
各
々
の
重
要
度
の
評
価

や
評
価
理
由
、
懸
念
事
項

の
有
無
等
を
含
む
。
）
 

原
子
力
規
制
検
査
等
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 
安
全
実
績
指
標
の
報
告
の
受
理
 

強
制
措
置
 

許
可

取
消

し
等

、
措

置
命

令
、

報
告

徴
収

等
 

①
 検

査
に
お
け
る
気
付
き
事
項
 

（
気
付
き
事
項
を
検
査
指
摘
事
項
に
す
る
か
を
判
断
。
）
 

②
 安

全
実
績
指
標
の
デ
ー
タ
 

対
応
区
分
の
設
定
と
総
合
的
な
評
定

 

安
全
実
績
指
標
の
値
の
分
類
及
び
検
査
指
摘
事
項
の

重
要
度
評
価
を
踏
ま
え
、
事
業
者
の
安
全
活
動
が
各

監
視
領
域
に
関
連
す
る
活
動
目
的
を
達
成
し
て
い
る

か
ど
う
か
を
評
価
し
、
炉
ご
と
に
総
合
的
に
評
定
 

（
対
応
区
分
の
設
定
等
）
 

重
要
度
の
評
価

 

検
査
指
摘
事
項
を
安
全
上
の
重
要
度
で
分
類

※

 

活
動
目
的
の
達
成
状
況
の
評
価
に
リ
ス
ク
情
報
を
活
用
 

基
本
検
査
（
日
常
検
査
、
チ
ー
ム
検
査
）
 

追
加
検
査

 
特
別
検
査
 

事
業
者
の
安
全
活
動

の
実
施
・
改
善
 

更
な
る
安
全
性
向
上
 

※
指
摘
事
項
は
重
要
度
に
応
じ
て
複
数
の

段
階
に
分
類
（
表

5
-1
）
 

指
導
等

 

改
善
措
置
の
実
施
、
改

善
状
況
の
報
告
等

 

監
視
程
度
設
定

 

対
応
区
分
の
設
定
に

対
応
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表１－１ 原子力規制委員会の確認に関する事業等ごとの法令条文番号 

 

  

廃棄物埋設

に関する確

認 

使用前事業

者検査（使用

前検査）につ

いての原子

力規制委員

会の確認 

定期事業者

検査の判定

期間に関す

る告示 

坑道の閉鎖

の工程ごと

の原子力規

制委員会が

行う確認 

廃止措置が

終了したと

きの原子力

規制委員会

の確認 

（旧原子力

事業者等に

おける）廃止

措置が終了

したときの

原子力規制

 

 

 

 

表 1-1 原子力規制委員会の確認に関する事業等ごとの法令条文番号 

 

  

廃棄物埋設

に関する確

認 

使用前事業

者検査（使用

前検査）につ

いての原子

力規制委員

会の確認 

定期事業者

検査の判定

期間に関す

る告示 

坑道の閉鎖

の工程ごと

の原子力規

制委員会が

行う確認 

廃止措置が

終了したと

きの原子力

規制委員会

の確認 

（旧原子力

事業者等に

おける）廃止

措置が終了

したときの

原子力規制

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

対
応
措
置
 

評
定
結
果
に
よ
る
監
視
程
度
 

懸
念
事
項
へ
の
重
点
的
対
応
 

リ
ス
ク
の
大
小
に
応
じ
た
軽
重
 

原
子
力
規
制
検
査
等
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
安
全
実
績
指
標
（
放
射
線
安
全
、
核
物
質
防
護
）
の
報
告
の
受
理

 

①
 検

査
に
お
け
る
気
付
き
事
項

 

（
気
付
き
事
項
を
検
査
指
摘
事
項
に
す
る
か
を
判
断
）

 

②
安
全
実
績
指
標
の
値
 

対
応
区
分
の
設
定
と
総
合
的
な
評
定

 

安
全
実
績
指
標
の
値
の
分
類
及
び
検
査
指
摘
事
項
の

評
価
結
果
を
踏
ま
え
、
事
業
者
の
安
全
活
動
が
各
監
視

領
域
に
関
連
す
る
活
動
目
的
を
達
成
し
て
い
る
か
ど

う
か
を
評
価
し
、
施
設
ご
と
に
総
合
的
に
評
定

 

基
本
検
査
 

追
加
検
査
 

特
別
検
査

 

指
導
等

 

改
善
措
置
の
実
施
、
改

善
状
況
の
報
告
等

 

重
要
度
の
評
価

 

・
検
査
指
摘
事
項
の
評
価
 

・
活
動
目
的
の
達
成
状
況
の
評
価
に
リ
ス
ク
情
報
を
活
用
 

※
指
摘
事
項
は
重
要
度
に
応
じ
て
２
段
階

に
分
類
（
表
５
－
２
）
 

強
制
措
置

 

許
可

取
消

し
等

、
措

置
命

令
、

報
告

徴
収

等
 

事
業
者
の
安
全
活
動

の
実
施
・
改
善
 

更
な
る
安
全
性
向
上
 

結
果
の
通
知
・
公
表

 

検
査
結
果
・
評
定
結
果
 

（
各
々
の
重
要
度
の
評
価

や
評
価
理
由
、
懸
念
事
項

の
有
無
等
を
含
む
。
）
 

監
視
程
度
設
定

 

対
応
区
分
の
設
定
に

対
応
 

対
応
措
置
 

評
定
結
果
に
よ
る
監
視
程
度
 

懸
念
事
項
へ
の
重
点
的
対
応
 

リ
ス
ク
の
大
小
に
応
じ
た
軽
重
 

原
子
力
規
制
検
査
等
 

  
 

 
 
 

 
 

 
 
安
全
実
績
指
標
（
放
射
線
安
全
、
核
物
質
防
護
）
の
報
告
の
受
理

 

①
 検

査
に
お
け
る
気
付
き
事
項
 

（
気
付
き
事
項
を
検
査
指
摘
事
項
に
す
る
か
を
判
断
）

 

②
 安

全
確
保
の
水
準
の
指
標
の
実
績
 

対
応
区
分
の
設
定
と
総
合
的
な
評
定

 

安
全
実
績
指
標
及
び
検
査
指
摘
事
項
の
評
価
結
果
を

踏
ま
え
、
事
業
者
の
活
動
が
各
監
視
領
域
に
関
連
す
る

活
動
目
的
を
達
成
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
評
価
し
、
施

設
ご
と
に
総
合
的
に
評
定
 

基
本
検
査
 

追
加
検
査
 

特
別
検
査

 

指
導
等

 

改
善
措
置
の
実
施
、
改

善
状
況
の
報
告
等

 

重
要
度
の
評
価

 

・
検
査
指
摘
事
項
の
評
価
 

・
活
動
目
的
の
達
成
状
況
の
評
価
に
リ
ス
ク
情
報
を
活
用
 

※
指
摘
事
項
は
重
要
度
に
応
じ
て
複
数
の

段
階
に
分
類
（
表

5
-2
）
 

強
制
措
置

 

許
可

取
消

し
等

、
措

置
命

令
、

報
告

徴
収

等
 

事
業
者
の
安
全
活
動

の
実
施
・
改
善
 

更
な
る
安
全
性
向
上
 

結
果
の
通
知
・
公
表

 

検
査
結
果
・
評
定
結
果
 

（
各
々
の
重
要
度
の
評
価

や
評
価
理
由
、
懸
念
事
項

の
有
無
等
を
含
む
。
）
 

監
視
程
度
設
定

 

対
応
区
分
の
設
定
に

対
応
 

-22-



16 

 

委員会の確

認 

製錬の事業 － － － － 
法第 12 条の

６第８項 

法第 12 条の

７第９項 

加工の事業 － 
法第 16 条の

３第３項 
－ － 

法第 22 条の

８第３項 

法第 22 条の

９第５項 

試験研究用

等原子炉の

設置、運転等 

－ 
法第 28 条第

３項 
－ － 

法第 43 条の

３の２第３

項 

法第 43 条の

３の３第４

項 

発電用原子

炉の設置、運

転等 

－ 

法第 43 条の

３の 11 第３

項 

実用炉則第

55 条第１項

の表の上欄 

－ 

法第 43 条の

３の 34 第３

項 

法第 43 条の

３の 35 第４

項 

貯蔵の事業 － 
法第 43 条の

９第３項 
－ － 

法第 43 条の

27第３項 

法第 43 条の

28第４項 

再処理の事

業 
－ 

法第 46 条第

３項 
－ － 

法第 50 条の

５第３項 

法第 51 条第

４項 

廃棄の事業 

法第 51 条の

６第１項及

び第２項 

法第 51 条の

８第３項 
－ 

法第 51 条の

24 の２第２

項 

法第 51 条の

25第３項 

法第 51 条の

26第４項 

核燃料物質

の使用等 
－ 

法第 55 条の

２第３項 
－ － 

法第 57 条の

５第３項 

法第 57 条の

６第４項 

核原料物質

の使用 
－ － － － － － 

実用炉則：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

 

 

表１－２ 原子力規制委員会の確認に関する原子力事業者等に共通する法律条文番号 

 

廃棄に関する確認 法第 58条 

運搬に関する確認等 法第 59条 

放射能濃度についての

確認 
法第 61条の２ 

 

 

表２ 事業等ごとの検査対象事項の条文 

 
第 61条の２

の２第１項第

１号 

同項

第２

号 

同項第３号 

同項第４号 

  

使用

前事

業者

検査※ 

定期

事業

者検

査 

技術

上の

基準 

保安

規定 

核物

質防

護規

定 

廃止

措置

計画 

許可

取消

しに

よる

廃止

措置 

閉鎖

措置

計画 

放射

能濃

度の

測定

及び

評価

の方

法 

防護

措置 

保安

措置 

事業

所外

廃

棄・

運搬 

製錬

事業

者 

－ － － 

第 12

条第

１項 

第 12

条の

２第

１項 

第 12

条の

６第

２項 

第 12

条の

７第

２項 

－ 

第 61

条の

２第

２項 

第 11

条の

２第

１項 

－ 

第 58

条第

１

項・

委員会の確

認 

製錬の事業 － － － － 
法第 12 条の

6第 8項 

法第 12 条の

7 第 9項 

加工の事業 － 
法第 16 条の

3第 3項 
－ － 

法第 22 条の

8第 3項 

法第 22 条の

9 第 5項 

試験研究用

等原子炉の

設置、運転等 

－ 
法第 28 条第

3項 
－ － 

法第 43 条の

3の 2第 3項 

法第 43 条の

3の 3第 4項 

発電用原子

炉の設置、運

転等 

－ 

法第 43 条の

3 の 11 第 3

項 

実用炉則第

55 条第 1 項

の表の上欄 

－ 

法第 43 条の

3 の 34 第 3

項 

法第 43 条の

3 の 35 第 4

項 

貯蔵の事業 － 
法第 43 条の

9第 3項 
－ － 

法第 43 条の

27第 3項 

法第 43 条の

28 第 4項 

再処理の事

業 
－ 

法第 46 条第

3項 
－ － 

法第 50 条の

5第 3項 

法第 51 条第

4 項 

廃棄の事業 

法第 51 条の

6第 1項及び

第 2項 

法第 51 条の

8第 3項 
－ 

法第 51 条の

24 の 2 第 2

項 

法第 51 条の

25第 3項 

法第 51 条の

26 第 4項 

核燃料物質

の使用等 
－ 

法第 55 条の

2第 3項 
－ － 

法第 57 条の

5第 3項 

法第 57 条の

6 第 4項 

核原料物質

の使用 
－ － － － － － 

実用炉則：実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

 

 

表 1-2 原子力規制委員会の確認に関する原子力事業者等に共通する法律条文番号 

 

廃棄に関する確認 法第 58条 

運搬に関する確認等 法第 59条 

放射能濃度についての

確認 
法第 61条の 2 

 

 

表 2 事業等ごとの検査対象事項の条文 

 
第 61条の 2

の 2第 1項第

1号 

同項

第 2

号 

同項第 3号 

同項第 4号 

  

使用

前事

業者

検査※ 

定期

事業

者検

査 

技術

上の

基準 

保安

規定 

核物

質防

護規

定 

廃止

措置

計画 

許可

取消

しに

よる

廃止

措置 

閉鎖

措置

計画 

放射

能濃

度の

測定

及び

評価

の方

法 

防護

措置 

保安

措置 

事業

所外

廃

棄・

運搬 

製錬

事業

者 

－ － － 

第 12

条第

1項 

第 12

条の

2第 1

項 

第 12

条の

6第 2

項 

第 12

条の

7第 2

項 

－ 

第 61

条の

2第 2

項 

第 11

条の

2第 1

項 

－ 

第 58

条第

1

項・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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表３ 監視領域の分類 

 

加工

事業

者 

第 16

条の

３第

２項 

第 16

条の

５第

２項 

第 16

条の

４ 

第 22

条第

１項 

第 22

条６

第１

項 

第 22

条の

８第

２項 

第 22

条の

９第

２項 

－ 

第 21

条の

２第

２項 

第 21

条の

２第

１項 

第 59

条第

１項 

試験

研究

用等

原子

炉設

置者 

第 28

条第

２項 

第 29

条第

２項 

第 28

条の

２ 

第 37

条第

１項 

第 43

条の

２第

１項 

第 43

条の

３の

２第

２項 

第 43

条の

３の

３第

２項 

－ 

第 35

条第

２項 

第 35

条第

１項 

外国

原子

力船

運航

者 

－ － － － － － － － 

第 35

条第

２項 

第 35

条第

１項 

発電

用原

子炉

設置

者 

第 43

条の

３の

11第

２項 

第 43

条の

３の

16第

２項 

第 43

条の

３の

14 

第 43

条の

３の

24第

１項 

第 43

条の

３の

27第

１項 

第 43

条の

３の

34第

２項 

第 43

条の

３の

35 第

２項 

－ 

第 43

条の

３の

22第

２項 

第 43

条の

３の

22第

１項 

使用

済燃

料貯

蔵事

業者 

第 43

条の

９第

２項 

第 43

条の

11第

２項 

第 43

条の

10 

第 43

条の

20第

１項 

第 43

条の

25第

１項 

第 43

条の

27第

２項 

第 43

条の

28 第

２項 

－ 

第 43

条の

18第

２項 

第 43

条の

18第

１項 

再処

理事

業者 

第 46

条第

２項 

第 46

条の

２の

２第

２項 

第 46

条の

２ 

第 50

条第

１項 

第 50

条の

３第

１項 

第 50

条の

５第

２項 

第 51

条第

２項 

－ 

第 48

条第

２項 

第 48

条第

１項 

廃棄

事業

者 

第 51

条の

８第

２項 

第 51

条の

10第

２項 

第 51

条の

９ 

第 51

条の

18第

１項 

第 51

条の

23第

１項 

第 51

条の

25第

２項 

第 51

条の

26 第

２項 

第 51

条の

24の

２第

１項 

第 51

条の

16第

４項 

第 51

条の

16第

１～

３項 

使用

者 

第 55

条の

２第

２項 

－ － 

第 57

条第

１項 

第 57

条の

２第

１項 

第 57

条の

５第

２項 

第 57

条の

７第

２項 

－ 

第 56

条の

３第

２項 

第 56

条の

３第

１項 

核原

料物

質を

使用

する

者 

－ － 

第 57

条の

７第

４項 

－ － － － － － － － － 

 ※使用者は使用前検査           

 

 

表 3 監視領域の分類 

 

加工

事業

者 

第 16

条の

3第 2

項 

第 16

条の

5第 2

項 

第 16

条の

4 

第 22

条第

1項 

第 22

条の

6第 1

項 

第 22

条の

8第 2

項 

第 22

条の

9第 2

項 

－ 

第 21

条の

2第 2

項 

第 21

条の

2第 1

項 

第 59

条第

1項 

試験

研究

用等

原子

炉設

置者 

第 28

条第

2項 

第 29

条第

2項 

第 28

条の

2 

第 37

条第

1項 

第 43

条の

2第 1

項 

第 43

条の

3の 2

第 2

項 

第 43

条の

3の 3

第 2

項 

－ 

第 35

条第

2項 

第 35

条第

1項 

外国

原子

力船

運航

者 

－ － － － － － － － 

第 35

条第

2項 

第 35

条第

1項 

発電

用原

子炉

設置

者 

第 43

条の

3の

11第

2項 

第 43

条の

3の

16第

2項 

第 43

条の

3の

14 

第 43

条の

3の

24第

1項 

第 43

条の

3の

27 第

1項 

第 43

条の

3の

34第

2項 

第 43

条の

3の

35第

2項 

－ 

第 43

条の

3の

22第

2項 

第 43

条の

3の

22第

1項 

使用

済燃

料貯

蔵事

業者 

第 43

条の

9第 2

項 

第 43

条の

11第

2項 

第 43

条の

10 

第 43

条の

20第

1項 

第 43

条の

25 第

1項 

第 43

条の

27第

2項 

第 43

条の

28第

2項 

－ 

第 43

条の

18第

2項 

第 43

条の

18第

1項 

再処

理事

業者 

第 46

条第

2項 

第 46

条の

2の 2

第 2

項 

第 46

条の

2 

第 50

条第

1項 

第 50

条の

3第 1

項 

第 50

条の

5第 2

項 

第 51

条第

2項 

－ 

第 48

条第

2項 

第 48

条第

1項 

廃棄

事業

者 

第 51

条の

8第 2

項 

第 51

条の

10第

2項 

第 51

条の

9 

第 51

条の

18第

1項 

第 51

条の

23 第

1項 

第 51

条の

25第

2項 

第 51

条の

26第

2項 

第 51

条の

24の

2第 1

項 

第 51

条の

16第

4項 

第 51

条の

16第

1～3

項 

使用

者 

第 55

条の

2第 2

項 

－ － 

第 57

条第

1項 

第 57

条の

2第 1

項 

第 57

条の

5第 2

項 

第 57

条の

7第 2

項 

－ 

第 56

条の

3第 2

項 

第 56

条の

3第 1

項 

核原

料物

質を

使用

する

者 

－ － 

第 57

条の

7第 4

項 

－ － － － － － － － － 

 ※使用者は使用前検査           
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＊使用者（令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）の原子力施設安全の小分類は、閉じ

込めの維持のみ。 

 

 

表４ 安全実績指標 

 

監視領域 安全実績指標 時期 規則※ 

 
大分

類 
原子力施設安全 放射線安全 

核物質

防護 

製錬事業

者 

小分

類 

臨界防止 閉じ込めの維持 
非常時の対

応 

公衆に

対する

放射線

安全 

従業員

に対す

る放射

線安全 

核物質

防護 

加工事業

者 
発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

重大事故等

対処及び大

規模損壊対

処 

試験研究

用等原子

炉設置者 

発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

多量の放射

性物質等を

放出する事

故の拡大防

止又は非常

時の対応 

外国原子

力船運航

者 

発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

多量の放射

性物質等を

放出する事

故の拡大防

止又は非常

時の対応 

発電用原

子炉設置

者 

発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

重大事故等

対処及び大

規模損壊対

処 

使用済燃

料貯蔵事

業者 

臨界防止 閉じ込めの維持 
非常時の対

応 

再処理事

業者 
発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

重大事故等

対処及び大

規模損壊対

処 

廃棄事業

者 
臨界防止 閉じ込めの維持 

非常時の対

応 

使用者＊ 臨界防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

多量の放射

性物等を放

出する事故

の拡大防止 

又は非常時

の対応 

核原料物

質を使用

する者 

閉じ込めの維持 － 

 

＊使用者（令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）の原子力施設安全の小分類は、閉じ

込めの維持のみ。 

 

 

表 4 安全実績指標 

 

監視領域 安全実績指標 時期 規則※ 

 
大分

類 
原子力施設安全 放射線安全 

核物質

防護 

製錬事業

者 

小分

類 

臨界防止 閉じ込めの維持 
非常時の対

応 

公衆に

対する

放射線

安全 

従業員

に対す

る放射

線安全 

核物質

防護 

加工事業

者 
発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

重大事故等

対処及び大

規模損壊対

処 

試験研究

用等原子

炉設置者 

発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

多量の放射

性物質等を

放出する事

故の拡大防

止又は非常

時の対応 

外国原子

力船運航

者 

発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

多量の放射

性物質等を

放出する事

故の拡大防

止又は非常

時の対応 

発電用原

子炉設置

者 

発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

重大事故等

対処及び大

規模損壊対

処 

使用済燃

料貯蔵事

業者 

臨界防止 閉じ込めの維持 
非常時の対

応 

再処理事

業者 
発生防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

重大事故等

対処及び大

規模損壊対

処 

廃棄事業

者 
臨界防止 閉じ込めの維持 

非常時の対

応 

使用者＊ 臨界防止 

拡大防

止・影響

緩和 

閉じ込め

の維持 

多量の放射

性物等を放

出する事故

の拡大防止 

又は非常時

の対応 

核原料物

質を使用

する者 

閉じ込めの維持 － 
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原

子

力

施

設

安

全 

発生

防止 

①7,000臨界時間当たりの計画外自動・手動スク

ラム回数 ・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去４

四半期（１年） 

第５条 

第１号

（実用

発電用

原子炉

施設に

のみ適

用） 

②7,000臨界時間当たりの計画外出力変化回数 

③追加的な運転操作が必要な計画外スクラム回

数 

影響

緩和 

④安全系の使用不能時間割合 

・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去 12

四半期（３年） 

BWR 

・高圧注入系 

（高圧炉心スプレイ系（BWR-5）、高

圧炉心注水系（ABWR）） 

・原子炉隔離時冷却系 

・低圧注水系（格納容器スプレイ

系） 

・非常用交流電源 

・原子炉補機冷却水系・海水系 

PWR 

・高圧注入系 

・補助給水系 

・低圧注入系 

・非常用交流電源 

・原子炉補機冷却水系・海水系 

⑤安全系の機能故障件数 

（運転上の制限逸脱件数） 

・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去４

四半期（１年） 

閉じ

込め

の維

持 

⑥格納容器内への原子炉冷却材漏えい率 

（基準値に対する割合） 

⑦原子炉冷却材中のヨウ素 131濃度 

（基準値に対する割合） 

重大

事故

等対

処及

び大

規模

損壊

対処 

⑧重大事故等及び大規模損壊発生時に対応する

要員の訓練参加割合 
・ 訓練サイクルごと 

・ 評価期間は過去１

年以内 
⑨重大事故等対策における操作の成立性 

（想定時間を満足した割合） 

⑩重大事故等対処設備の機能故障件数 

（運転上の制限逸脱件数） 

・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去４

四半期（１年） 

放

射

線

安

全 

公衆 ⑪放射性廃棄物の過剰放出件数 

・ 年度ごと 
第５条 

第２号 
従業

員 

⑫被ばく線量が線量限度を超えた件数 

⑬事故故障等の報告基準の実効線量(５mSv)を超

えた計画外の被ばく発生件数 

核

物

質

防

護 

核物

質防

護 

⑭侵入検知器及び監視カメラの使用不能時間割

合（立入制限区域及び周辺防護区域に設置さ

れているものに限る。） 

・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去４

四半期（１年） 

第５条 

第３号 

規則：原子力規制検査等に関する規則 

 

原

子

力

施

設

安

全 

発生

防止 

①7,000臨界時間当たりの計画外自動・手動スク

ラム回数 ・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去 4

四半期（1年） 

第 5条 

第 1号

（実用

発電用

原子炉

施設に

のみ適

用） 

②7,000臨界時間当たりの計画外出力変化回数 

③追加的な運転操作が必要な計画外スクラム回

数 

影響

緩和 

④安全系の使用不能時間割合 

・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去 12

四半期（3年） 

ＢＷＲ 

・高圧注入系 

（高圧炉心スプレイ系（BWR-5）、高

圧炉心注水系（ABWR）） 

・原子炉隔離時冷却系 

・低圧注水系（格納容器スプレイ

系） 

・非常用交流電源 

・原子炉補機冷却水系・海水系 

ＰＷＲ 

・高圧注入系 

・補助給水系 

・低圧注入系 

・非常用交流電源 

・原子炉補機冷却水系・海水系 

⑤安全系の機能故障件数 

（運転上の制限逸脱件数） 

・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去 4

四半期（1年） 

閉じ

込め

の維

持 

⑥格納容器内への原子炉冷却材漏えい率 

（基準値に対する割合） 

⑦原子炉冷却材中のヨウ素 131濃度 

（基準値に対する割合） 

重大

事故

等対

処及

び大

規模

損壊

対処 

⑧重大事故等及び大規模損壊発生時に対応する

要員の訓練参加割合 
・ 訓練サイクルごと 

・ 評価期間は過去 1

年以内 
⑨重大事故等対策における操作の成立性 

（想定時間を満足した割合） 

⑩重大事故等対処設備の機能故障件数 

（運転上の制限逸脱件数） 

・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去 4

四半期（1年） 

放

射

線

安

全 

公衆 ⑪放射性廃棄物の過剰放出件数 

・ 年度ごと 
第 5条 

第 2号 
従業

員 

⑫被ばく線量が線量限度を超えた件数 

⑬事故故障等の報告基準の実効線量(5mSv)を超

えた計画外の被ばく発生件数 

核

物

質

防

護 

核物

質防

護 

⑭侵入検知器及び監視カメラの使用不能時間割

合（立入制限区域及び周辺防護区域に設置さ

れているものに限る。） 

・ 四半期ごと 

・ 評価期間は過去４

四半期（１年） 

第 5条 

第 3号 

規則：原子力規制検査等に関する規則 
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表５－１ 検査指摘事項の重要度及び安全実績指標の値の分類（実用発電用原子炉施設） 

 

緑 安全確保の機能又は性能への影響があるが限定的かつ極めて小さなものであり、

事業者の改善措置活動により改善が見込める水準 

（安全実績指標については、安全確保の機能又は性能に影響のない場合も含む。） 

白 安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、規制

関与の下で改善を図るべき水準 

黄 安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 

赤 安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 

 

 

表５－２ 検査指摘事項及び安全実績指標の値の分類（核燃料施設等） 

 

指摘事項 

（追加対応なし） 

安全確保の機能又は性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さなもので

あり、事業者の改善措置活動により改善すべき水準 

（安全実績指標については、安全確保の機能又は性能に影響のない場合も含

む。） 

指摘事項 

（追加対応あり） 

安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、

規制関与の下で改善を図るべき水準 

安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 

安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 

 

 

表６－１ 対応区分（実用発電用原子炉施設） 

区分 第１区分 第２区分 第３区分 第４区分 第５区分 

施設の 

状態 

各監視領域におけ

る活動目的は満足

しており、事業者

の自律的な改善が

見込める状態 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業

者が行う安全

活動に軽微な

劣化がある状

態 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業

者が行う安全

活動に中程度

の劣化がある

状態 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業

者が行う安全

活動に長期間

にわたる又は

重大な劣化が

ある状態 

監視領域にお

ける活動目的

を満足してい

ないため、プ

ラントの運転

が許容されな

い状態 

評 価 基

準 

全ての安全実績指

標が緑及び検査指

摘事項がある場合

にその全ての評価

が緑 

監視領域（大分

類）において白

が１又は２ 

・一つの監視領

域（小分類）

において白

が３以上又

は黄が１又

は 

・監視領域（大

分類）におい

て白が３ 

 

・監視領域（小

分類）の劣化

が繰り返し

又は、 

・監視領域（小

分類）の劣化

が複数又は、 

・黄が複数又

は、 

・赤が１以上 

事業者が国民

の健康と安全

性の保護を確

保するための

安全活動を実

施し、又は実施

することがで

きるという妥

当な確信が原

子力規制委員

表 5-1 検査指摘事項の重要度及び安全実績指標の活動実績に応じた分類（実用発電用原子炉施設） 

 

緑 安全確保の機能又は性能への影響があるが限定的かつ極めて小さなものであり、

事業者の改善措置活動により改善が見込める水準 

（安全実績指標については、安全確保の機能又は性能に影響のない場合も含む。） 

白 安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、規制

関与の下で改善を図るべき水準 

黄 安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 

赤 安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 

 

 

表 5-2 検査指摘事項及び安全実績指標の活動実績に応じた分類（核燃料施設等） 

 

指摘事項 

（追加対応なし） 

安全確保の機能又は性能への影響があるが、限定的かつ極めて小さなもので

あり、事業者の改善措置活動により改善すべき水準 

（安全実績指標については、安全確保の機能又は性能に影響のない場合も含

む。） 

指摘事項 

（追加対応あり） 

安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下は小さいものの、

規制関与の下で改善を図るべき水準 

安全確保の機能又は性能への影響があり、安全裕度の低下が大きい水準 

安全確保の機能又は性能への影響が大きい水準 

 

 

表 6-1 対応区分（実用発電用原子炉施設） 

区分 第１区分 第２区分 第３区分 第４区分 第５区分 

施設の 

状態 

各監視領域におけ

る活動目的は満足

しており、事業者

の自律的な改善が

見込める状態 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業

者が行う安全

活動に軽微な

劣化がある状

態 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業

者が行う安全

活動に中程度

の劣化がある

状態 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業

者が行う安全

活動に長期間

にわたる又は

重大な劣化が

ある状態 

監視領域にお

ける活動目的

を満足してい

ないため、プ

ラントの運転

が許容されな

い状態 

評 価 基

準 

全ての安全実績指

標が緑及び検査指

摘事項がある場合

にその全ての評価

が緑 

監視領域（大分

類）において白

が 1又は 2 

・一つの監視領

域（小分類）

において白

が 3以上又は

黄が 1又は 

・監視領域（大

分類）におい

て白が 3 

 

・監視領域（小

分類）の劣化

が繰り返し

又は、 

・監視領域（小

分類）の劣化

が複数又は、 

・黄が複数又

は、 

・赤が 1 

事業者が国民

の健康と安全

性の保護を確

保するための

安全活動を実

施し、又は実施

することがで

きるという妥

当な確信が原

子力規制委員

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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規則：原子力規制検査等に関する規則 

 

表６－２ 対応区分（核燃料施設等） 

会にない状況

（施設の許認

可、技術基準そ

の他規制要求

又は命令の違

反が複数あり、

悪化している

場合等） 

検

査

対

応 

項 

目 

・規則第３条第１

項に係る基本検

査 

・追加検査はなし 

 

・規則第３条

第１項に係る

基本検査 

・規則第３条

第２項１号に

係る追加検査 

・規則第３条

第１項に係る

基本検査 

・規則第３条

第２項第２号

に係る追加検

査 

・規則第３条

第１項に係る

基本検査 

・規則第３条

第２項第３号

に係る追加検

査 

 

視 

点 

等 

・事業者の是正処

置の状況を確認

する 

 

・パフォーマ

ンスの劣化

が認められ

た事業者の

安全活動の

中から追加

検査項目を

選定 

・根本原因分

析の結果の

評価並びに

安全文化及

び核セキュ

リティ文化

要素の劣化

兆候の特定 

・パフォーマン

スの劣化が

認められた

事業者の安

全活動と、関

連する検査

項目を選定

QMS 要素の中

から追加検

査項目を選

定 

・根本原因分析

の結果の評

価並びに安

全文化及び

核セキュリ

ティ文化要

素の劣化兆

候の特定 

・全体的な事業

者の安全活

動と、QMS 要

素の中から

追加検査項

目を選定 

・根本原因分析

の結果の評

価並びに安

全文化及び

核セキュリ

ティ文化要

素の劣化兆

候（第三者に

より実施さ

れた安全文

化及び核セ

キュリティ

文化の評価

を含む。）の

特定 

 

区分 第１区分 第２区分 第３区分 第４区分 第５区分 

 

指摘事項 

（追加対応な

し） 

指摘事項※ 

（追加対応あり） 

規則：原子力規制検査等に関する規則 

 

表 6-2 対応区分（核燃料施設等） 

会にない状況

（施設の許認

可、技術基準そ

の他規制要求

又は命令の違

反が複数あり、

悪化している

場合等） 

検

査

対

応 

項 

目 

・規則第 3条第 1

項に係る基本検

査 

・追加検査はなし 

 

・規則第 3条

第 1項に係る

基本検査 

・規則第 3条

第 2項 1号に

係る追加検査 

・規則第 3条

第 1項に係る

基本検査 

・規則第 3条

第 2項第 2号

に係る追加検

査 

・規則第 3条

第 1項に係る

基本検査 

・規則第 3条

第 2項第 3号

に係る追加検

査 

 

視 

点 

等 

・事業者の是正処

置の状況を確認

する 

 

・パフォーマ

ンスの劣化

が認められ

た事業者の

安全活動の

中から追加

検査項目を

選定 

・根本原因分

析の結果の

評価、及

び、安全文

化及び核セ

キュリティ

文化要素の

劣化兆候の

特定 

・パフォーマン

スの劣化が

認められた

事業者の安

全活動と、関

連する検査

項目を選定

QMS 要素の中

から追加検

査項目を選

定 

・根本原因分析

の結果の評

価及び安全

文化及び核

セキュリテ

ィ文化要素

の劣化兆候

の特定 

・全体的な事業

者の安全活

動と、QMS 要

素の中から

追加検査項

目を選定 

・根本原因分析

の結果の評

価、及び、安

全文化及び

核セキュリ

ティ文化要

素の劣化兆

候（第三者に

より実施さ

れた安全文

化及び核セ

キュリティ

文化の評価

を含む。）の

特定 

 

区分 第１区分 第２区分 第３区分 第４区分 第５区分 

 

指摘事項 

（追加対応な

し） 

指摘事項※ 

（追加対応あり） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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規則：原子力規制検査等に関する規則 

施設の 

状態 

 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

おり、事業者の

自律的な改善

が見込める状

態 

 

 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業者

が行う安全活

動に軽微な劣

化がある状態 

 

 

各監視領域にお

ける活動目的は

満 足 し て い る

が、事業者が行

う安全活動に中

程度の劣化があ

る状態 

 

 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業者

が行う安全活

動に長期間に

わたる又は重

大な劣化があ

る状態 

 

 

監視領域にお

ける活動目的

を満足してい

ないため、プラ

ントの運転が

許容されない

状態 

 

検

査

対

応 

項 

目 

 

・追加検査は

なし 

・規則第３条第

１項に係る基

本検査 

・規則第３条

第２項１号に

係る追加検査 

・規則第３条第

１項に係る基

本検査 

・規則第３条第

２項第２号に

係る追加検査 

・規則第３条

第１項に係

る基本検査 

・規則第３条

第２項第３

号に係る追

加検査 

 

視 

点 

等 

・事業者の是

正処置の状

況を確認す

る 

・パフォーマ

ンスの劣化が

認められた事

業者の安全活

動の中から追

加検査項目を

選定 

・根本原因分

析の結果の評

価並びに安全

文化及び核セ

キュリティ文

化要素の劣化

兆候の特定 

・パフォーマン

スの劣化が認

められた事業

者の安全活動

と、関連する検

査項目を選定

QMS 要素の中

から追加検査

項目を選定 

・根本原因分析

の結果の評価

並びに安全文

化及び核セキ

ュリティ文化

要素の劣化兆

候の特定 

・全体的な事

業者の安全

活動と、QMS

要素の中か

ら追加検査

項目を選定 

・根本原因分

析の結果の

評価並びに

安全文化及

び核セキュ

リティ文化

要素の劣化

兆候（第三者

により実施

された安全

文化及び核

セキュリテ

ィ文化の評

価を含む。）

の特定 

 

規則：原子力規制検査等に関する規則 

施設の 

状態 

 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

おり、事業者の

自律的な改善

が見込める状

態 

 

 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業者

が行う安全活

動に軽微な劣

化がある状態 

 

 

各監視領域にお

ける活動目的は

満 足 し て い る

が、事業者が行

う安全活動に中

程度の劣化があ

る状態 

 

 

各監視領域に

おける活動目

的は満足して

いるが、事業者

が行う安全活

動に長期間に

わたる又は重

大な劣化があ

る状態 

 

 

監視領域にお

ける活動目的

を満足してい

ないため、プラ

ントの運転が

許容されない

状態 

 

検

査

対

応 

項 

目 

 

・追加検査は

なし 

・規則第 3条第

1 項に係る基

本検査 

・規則第 3条第

2 項 1 号に係

る追加検査 

・規則第 3条第 1

項に係る基本

検査 

・規則第 3条第 2

項第 2 号に係

る追加検査 

・規則第 3条第

1項に係る基

本検査 

・規則第 3条第

2項第 3号に

係る追加検

査 

 

視 

点 

等 

・事業者の是

正処置の状

況を確認す

る 

・パフォーマ

ンスの劣化が

認められた事

業者の安全活

動の中から追

加検査項目を

選定 

・根本原因分

析の結果の評

価、及び、安全

文化及び核セ

キュリティ文

化要素の劣化

兆候の特定 

・パフォーマン

スの劣化が認

められた事業

者の安全活動

と、関連する検

査項目を選定

QMS 要素の中

から追加検査

項目を選定 

・根本原因分析

の結果の評価

及び安全文化

及び核セキュ

リティ文化要

素の劣化兆候

の特定 

・全体的な事

業者の安全

活動と、QMS

要素の中か

ら追加検査

項目を選定 

・根本原因分

析の結果の

評価、及び、

安全文化及

び核セキュ

リティ文化

要素の劣化

兆候（第三者

により実施

された安全

文化及び核

セキュリテ

ィ文化の評

価を含む。）

の特定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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※ 指摘事項（追加対応あり）については、重要度評価・規制対応措置の検討会議において、施設状態の評

価及び追加検査の程度を決定する。 

  なお、本検討会議の運用については、別途ガイドを定める。 

 

 

表７ 規制対応措置に関する主な法条文 

  

許 可 又 は

指 定 の 取

消し等 

施 設 の 使

用 の 停 止

等 の 措 置

の命令 

 

是 正 措 置

等の命令 
保 安 規 定

の 変 更 の

命令 

核 燃 料 取

扱主任者、

原 子 炉 主

任 技 術 者

等 の 解 任

の命令 

核 物 質 防

護 規 定 の

変 更 の 命

令 

核 物 質 防

護 管 理 者

の 解 任 の

命令 

製 錬 の 事

業 
法第 10条 － 

法第 11 条

の ２ 第 ２

項 

法第 12 条

第３項 
－ 

法第 12 条

の ２ 第 ３

項 

法第 12 条

の５ 

加 工 の 事

業 
法第 20条 

法第 21 条

の ３ 第 １

項 

法第 21 条

の ３ 第 ２

項 

法第 22 条

第３項 

法第 22 条

の５ 

法第 22 条

の ６ 第 ２

項(製錬の

準用) 

法第 22 条

の ７ 第 ２

項(製錬の

準用) 

試 験 研 究

用 等 原 子

炉の設置、

運転等 

法第 33条 

法第 36 条

第１項 

法第 36 条

の ２ 第 ３

項 

法第 36 条

第２項 

法第 37 条

第３項 
法第 43条 

法第 43 条

の ２ 第 ２

項(製錬の

準用) 

法第 43 条

の ２ の ２

第２項(製

錬の準用) 

発 電 用 原

子 炉 の 設

置、運転等 

法第 43 条

の３の 20 

法第 43 条

の３の 23

第１項 

法第 43 条

の３の 23

第２項 

法第 43 条

の３の 24

第３項 

法第 43 条

の３の 26

第２項(試

験 炉 の 準

用) 

法第 43 条

の３の 27

第２項(製

錬の準用) 

法第 43 条

の３の 28

第２項(製

錬の準用) 

貯 蔵 の 事

業 

法第 43 条

の 16 

法第 43 条

の 19 第１

項 

法第 43 条

の 19 第２

項 

法第 43 条

の 20 第３

項 

法第 43 条

の 24 

法第 43 条

の 25 第２

項(製錬の

準用) 

法第 43 条

の 26 第２

項(製錬の

準用) 

再 処 理 の

事業 

法第 46 条

の７ 

法第 49 条

第１項 

法第 49 条

第２項 

法第 50 条

第３項 

法第 50 条

の ２ 第 ２

項(加工の

準用) 

法第 50 条

の ３ 第 ２

項(製錬の

準用) 

法第 50 条

の ４ 第 ２

項(製錬の

準用) 

廃 棄 の 事

業 

法第 51 条

の 14 

法第 51 条

の 17 第１

項 

法第 51 条

の 17 第２

項 

法第 51 条

の 18 第３

項 

法第 51 条

の 22 

法第 51 条

の 23 第２

項(製錬の

準用) 

法第 51 条

の 24 第２

項(製錬の

準用) 

核 燃 料 物

質 の 使 用

等 

法第 56条 

法第 56 条

の ４ 第 １

項 

法第 56 条

の ４ 第 ２

項 

法第 57 条

第３項 
－ 

法第 57 条

の ２ 第 ２

項(製錬の

準用) 

法第 57 条

の ３ 第 ２

項(製錬の

準用) 

核 原 料 物

質の使用 
－ 

法第 57 条

の ７ 第 ５

項（是正の

命令） 

 － －   

表中のほか、法第 58 条第３項の原子力事業者等への廃棄の停止その他保安のために必要な措置の命令、法

第 59 条第４項の原子力事業者等への運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置

の命令、法第 60 条第２項の受託貯蔵者への貯蔵の方法の是正その他保安及び特定核燃料物質の防護のため

※ 指摘事項（追加対応あり）については、重要度評価・規制対応措置の検討会議において、施設状態の評

価及び追加検査の程度を決定する。 

  なお、本検討会議の運用については、別途ガイドを定める。 

 

 

表 7 規制対応措置に関する主な法条文 

  

許 可 又 は

指 定 の 取

消し等 

施 設 の 使

用 の 停 止

等 の 措 置

の命令 

 

是 正 措 置

等の命令 
保 安 規 定

の 変 更 の

命令 

核 燃 料 取

扱主任者、

原 子 炉 主

任 技 術 者

等 の 解 任

の命令 

核 物 質 防

護 規 定 の

変 更 の 命

令 

核 物 質 防

護 管 理 者

の 解 任 の

命令 

製 錬 の 事

業 
法第 10条 － 

法第 11 条

の 2第 2項 

法第 12 条

第 3項 
－ 

法第 12 条

の 2第 3項 

法第 12 条

の 5 

加 工 の 事

業 
法第 20条 

法第 21 条

の 3第 1項 

法第 21 条

の 3第 2項 

法第 22 条

第 3項 

法第 22 条

の 5 

法第 22 条

の 6第 2項

(製錬の準

用) 

法第 22 条

の 7第 2項

(製錬の準

用) 

試 験 研 究

用 等 原 子

炉の設置、

運転等 

法第 33条 

法第 36 条

第 1項 

法第 36 条

の 2第 3項 

法第 36 条

第 2項 

法第 37 条

第 3項 
法第 43条 

法第 43 条

の 2第 2項

(製錬の準

用) 

法第 43 条

の 2の 2第

2 項(製錬

の準用) 

発 電 用 原

子 炉 の 設

置、運転等 

法第 43 条

の 3の 20 

法第 43 条

の 3 の 23

第 1項 

法第 43 条

の 3 の 23

第 2項 

法第 43 条

の 3 の 24

第 3項 

法第 43 条

の 3 の 26

第 2 項(試

験 炉 の 準

用) 

法第 43 条

の 3 の 27

第 2 項(製

錬の準用) 

法第 43 条

の 3 の 28

第 2 項(製

錬の準用) 

貯 蔵 の 事

業 

法第 43 条

の 16 

法第 43 条

の 19 第 1

項 

法第 43 条

の 19 第 2

項 

法第 43 条

の 20 第 3

項 

法第 43 条

の 24 

法第 43 条

の 25 第 2

項(製錬の

準用) 

法第 43 条

の 26 第 2

項(製錬の

準用) 

再 処 理 の

事業 

法第 46 条

の 7 

法第 49 条

第 1項 

法第 49 条

第 2項 

法第 50 条

第 3項 

法第 50 条

の 2第 2項

(加工の準

用) 

法第 50 条

の 3第 2項

(製錬の準

用) 

法第 50 条

の 4第 2項

(製錬の準

用) 

廃 棄 の 事

業 

法第 51 条

の 14 

法第 51 条

の 17 第 1

項 

法第 51 条

の 17 第 2

項 

法第 51 条

の 18 第 3

項 

法第 51 条

の 22 

法第 51 条

の 23 第 2

項(製錬の

準用) 

法第 51 条

の 24 第 2

項(製錬の

準用) 

核 燃 料 物

質 の 使 用

等 

法第 56条 
法第 56 条

の 4第 1項 

法第 56 条

の 4第 2項 

法第 57 条

第 3項 
－ 

法第 57 条

の 2第 2項

(製錬の準

用) 

法第 57 条

の 3第 2項

(製錬の準

用) 

核 原 料 物

質の使用 
－ 

法第 57 条

の 7第 5項

（ 是 正 の

命令） 

 － －   

表中のほか、法第 58 条第 3 項の原子力事業者等への廃棄の停止その他保安のために必要な措置の命令、法

第 59条第 4 項の原子力事業者等への運搬の停止その他保安及び特定核燃料物質の防護のために必要な措置

の命令、法第 60 条第 2項の受託貯蔵者への貯蔵の方法の是正その他保安及び特定核燃料物質の防護のため

に必要な措置の命令等がある。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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に必要な措置の命令等がある。 

 

 

表８－１ 法定確認行為等の手続に係る事業等ごとの各規則条文 

  規則名 

廃 棄 物 埋

設 に 関 す

る確認 

使 用 前 事

業 者 検 査

（ 使 用 前

検査）につ

い て の 原

子 力 規 制

委 員 会 の

確認 

定 期 事 業

者 検 査 の

判 定 期 間

に 関 す る

告示 

坑 道 の 閉

鎖 の 工 程

ご と の 原

子 力 規 制

委 員 会 が

行う確認 

廃 止 措 置

が 終 了 し

た と き の

原 子 力 規

制 委 員 会

の確認 

（ 旧 原 子

力 事 業 者

等 に お け

る）廃止措

置 が 終 了

し た と き

の 原 子 力

規 制 委 員

会の確認 

製 錬 の 事

業 

製 錬 の 事

業 に 関 す

る規則 

－ － － － 

第 ７ 条 の

５の 10～

第 ７ 条 の

５の 12 

第 ７ 条 の

５の 10～

第 ７ 条 の

５の 12 

加 工 の 事

業 

核 燃 料 物

質 の 加 工

の 事 業 に

関 す る 規

則 

－ 

第 ３ 条 の

５・第３条

の７ 

－ － 

第 ９ 条 の

９ ～ 第 ９

条の 10 の

２ 

第 ９ 条 の

９ ～ 第 ９

条の 10 の

２ 

試 験 研 究

用 等 原 子

炉の設置、

運転等 

試 験 研 究

の 用 に 供

す る 原 子

炉 等 の 設

置、運転等

に 関 す る

規則 

－ 

第 ３ 条 の

３ ～ 第 ３

条の６ 

－ － 

第 16 条の

10～第 16

条の 11 の

２ 

第 16 条の

12 

船 舶 に 関

す る 原 子

炉（研究開

発 段 階 に

あ る も の

を除く。）

の設置、運

転等 

船 舶 に 関

す る 原 子

炉（研究開

発 段 階 に

あ る も の

を除く。）

の設置、運

転 等 に 関

する規則 

－ 

第 ９ 条 ～

第 10 条の

２ 

－ － 

第 32 条の

10～第 32

条の 12 

第 33条 

発 電 用 原

子 炉 の 設

置、運転等 

実 用 発 電

用 原 子 炉

の設置、運

転 等 に 関

する規則 

－ 
第 15 条～

第 21条 
第 55条 － 

第 120条～

第 121条の

２ 

第 120条～

第 121条の

２ 

研 究 開 発

段 階 発 電

用 原 子 炉

の設置、運

転 等 に 関

する規則 

－ 
第 15 条～

第 21条 
－ － 

第 115条～

第 116条の

２ 

第 115条～

第 116条の

２ 

貯 蔵 の 事

業 

使 用 済 燃

料 の 貯 蔵

の 事 業 に

－ 
第 ７ 条 ～

第 10条 
－ － 

第 43 条の

７～第 43

条 の ８ の

２ 

第 43 条の

７～第 43

条 の ８ の

２ 

 

 

 

表 8-1 法定確認行為等の手続に係る事業等ごとの各規則条文 

  規則名 

廃 棄 物 埋

設 に 関 す

る確認 

使 用 前 事

業 者 検 査

（ 使 用 前

検査）につ

い て の 原

子 力 規 制

委 員 会 の

確認 

定 期 事 業

者 検 査 の

判 定 期 間

に 関 す る

告示 

坑 道 の 閉

鎖 の 工 程

ご と の 原

子 力 規 制

委 員 会 が

行う確認 

廃 止 措 置

が 終 了 し

た と き の

原 子 力 規

制 委 員 会

の確認 

（ 旧 原 子

力 事 業 者

等 に お け

る）廃止措

置 が 終 了

し た と き

の 原 子 力

規 制 委 員

会の確認 

製 錬 の 事

業 

製 錬 の 事

業 に 関 す

る規則 

－ － － － 

第 7 条の 5

の 10～第 7

条の5の12 

第 7 条の 5

の 10～第 7

条の5の12 

加 工 の 事

業 

核 燃 料 物

質 の 加 工

の 事 業 に

関 す る 規

則 

－ 
第3条の 5・

第 3 条の 7 
－ － 

第 9 条の 9

～第 9条の

10の 2 

第 9 条の 9

～第 9条の

10の 2 

試 験 研 究

用 等 原 子

炉の設置、

運転等 

試 験 研 究

の 用 に 供

す る 原 子

炉 等 の 設

置、運転等

に 関 す る

規則 

－ 

第 3 条の 3

～第 3条の

6 

－ － 

第 16 条の

10～第 16

条の11の2 

第 16 条の

12 

船 舶 に 関

す る 原 子

炉（研究開

発 段 階 に

あ る も の

を除く。）

の設置、運

転等 

船 舶 に 関

す る 原 子

炉（研究開

発 段 階 に

あ る も の

を除く。）

の設置、運

転 等 に 関

する規則 

－ 
第 9条～第

10条の 2 
－ － 

第 32 条の

10～第 32

条の 12 

第 33条 

発 電 用 原

子 炉 の 設

置、運転等 

実 用 発 電

用 原 子 炉

の設置、運

転 等 に 関

する規則 

－ 
第 15 条～

第 21条 
第 55条 － 

第 120条～

第 121条の

2 

第 120条～

第 121条の

2 

研 究 開 発

段 階 発 電

用 原 子 炉

の設置、運

転 等 に 関

する規則 

－ 
第 15 条～

第 21条 
－ － 

第 115条～

第 116条の

2 

第 115条～

第 116条の

2 

貯 蔵 の 事

業 

使 用 済 燃

料 の 貯 蔵

の 事 業 に

関 す る 規

則 

－ 
第 7条～第

10条 
－ － 

第43条の7

～第 43 条

の 8の 2 

第43条の7

～第 43 条

の 8の 2 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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関 す る 規

則 

再 処 理 の

事業 

使 用 済 燃

料 の 再 処

理 の 事 業

に 関 す る

規則 

－ 
第 ５ 条 ～

第７条 
－ － 

第19条の9

～第 19 条

の 10の２ 

第19条の9

～第 19 条

の 10の２ 

廃 棄 の 事

業 

核 燃 料 物

質 又 は 核

燃 料 物 質

に よ っ て

汚 染 さ れ

た 物 の 第

一 種 廃 棄

物 埋 設 の

事 業 に 関

する規則 

第５，６，

１１，１３

条 

第 18 条～

第 24条 
－ 

第 76 条～

第 76 条の

２ 

第 83 条～

第 84 条の

２ 

第 83 条～

第 84 条の

２ 

核 燃 料 物

質 又 は 核

燃 料 物 質

に よ つ て

汚 染 さ れ

た 物 の 第

二 種 廃 棄

物 埋 設 の

事 業 に 関

する規則 

第４，５，

７，９条 
－ － － 

第 22 条の

11～第 22

条の 12 の

２ 

第 22 条の

11～第 22

条の 12 の

２ 

核 燃 料 物

質 又 は 核

燃 料 物 質

に よ つ て

汚 染 さ れ

た 物 の 廃

棄 物 管 理

の 事 業 に

関 す る 規

則 

－ 
第 ７ 条 ～

第 10条 
－ － 

第 35 条の

10～第 35

条の 11 の

２ 

第 35 条の

10～第 35

条の 11 の

２ 

核 燃 料 物

質 の 使 用

等 

核 燃 料 物

質 の 使 用

等 に 関 す

る規則 

－ 

第 ２ 条 の

３・第２条

の４ 

－ － 

第 ６ 条 の

６ ～ 第 ６

条 の ７ の

２ 

第 ６ 条 の

８ 

核 原 料 物

質の使用 

核 原 料 物

質 の 使 用

に 関 す る

規則 

－ － － － － － 

再 処 理 の

事業 

使 用 済 燃

料 の 再 処

理 の 事 業

に 関 す る

規則 

－ 
第 5条～第

7条 
－ － 

第19条の9

～第 19 条

の 10の 2 

第19条の9

～第 19 条

の 10の 2 

廃 棄 の 事

業 

核 燃 料 物

質 又 は 核

燃 料 物 質

に よ っ て

汚 染 さ れ

た 物 の 第

一 種 廃 棄

物 埋 設 の

事 業 に 関

する規則 

第

5,6,11,13

条 

第 18 条～

第 24条 
－ 

第 76 条～

第76条の2 

第 83 条～

第84条の2 

第 83 条～

第84条の2 

核 燃 料 物

質 又 は 核

燃 料 物 質

に よ つ て

汚 染 さ れ

た 物 の 第

二 種 廃 棄

物 埋 設 の

事 業 に 関

する規則 

第 4,5,7,9

条 
－ － － 

第 22 条の

11～第 22

条の12の2 

第 22 条の

11～第 22

条の12の2 

核 燃 料 物

質 又 は 核

燃 料 物 質

に よ つ て

汚 染 さ れ

た 物 の 廃

棄 物 管 理

の 事 業 に

関 す る 規

則 

－ 
第 7条～第

10条 
－ － 

第 35 条の

10～第 35

条の11の2 

第 35 条の

10～第 35

条の11の2 

核 燃 料 物

質 の 使 用

等 

核 燃 料 物

質 の 使 用

等 に 関 す

る規則 

－ 
第2条の 3・

第 2 条の 4 
－ － 

第 6 条の 6

～第 6条の

7の 2 

第 6条の 8 

核 原 料 物

質の使用 

核 原 料 物

質 の 使 用

に 関 す る

規則 

－ － － － － － 
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表８－２ 法定確認行為等の手続に係る原子力事業者等に共通する各規則条文 

廃棄に関する

確認 

核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける廃棄に関する規則 
第３条及び第５条 

運搬に関する

確認等 

核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける運搬に関する規則 
第 19条及び第 20条 

放射能濃度に

ついての確認 

製錬事業者等における工場等において

用いた資材その他の物に含まれる放射

性物質の放射能濃度について確認等に

関する規則 

第３条及び第４条 

 

試験研究の用に供する原子炉等に係る

放射能濃度についての確認等に関する

規則 

第３条及び第４条 

 

 

 

 

表 8-2 法定確認行為等の手続に係る原子力事業者等に共通する各規則条文 

廃棄に関する

確認 

核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける廃棄に関する規則 
第 3条及び第 5条 

運搬に関する

確認等 

核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける運搬に関する規則 
第 19条及び第 20条 

放射能濃度に

ついての確認 

製錬事業者等における工場等において

用いた資材その他の物に含まれる放射

性物質の放射能濃度について確認等に

関する規則 

第 3条及び第 4条 

 

試験研究の用に供する原子炉等に係る

放射能濃度についての確認等に関する

規則 

第 3条及び第 4条 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

共通事項に係る検査運用ガイド 

（GI0001_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

目       次 

 

1. 目的 ..............................................................................  2 

2. 検査の概要 ......................................................................... 2 

2.1 関係者の役割 ...................................................................... 2 

2.2 検査で確認する範囲及び検査官の関与する程度 ......................................... 4 

3. 検査の計画 ......................................................................... 9 

4. 検査の実施 ........................................................................ 10 

4.1 検査準備 .......................................................................... 10 

4.2 検査運用ガイド活用の考え方 ........................................................ 10 

4.3 フリーアクセス .................................................................... 10 

4.4 インタビュー ...................................................................... 12 

4.5 サンプル数 ........................................................................ 12 

4.6 気付き事項の評価 .................................................................. 13 

4.7 会議の開催 ........................................................................ 14 

4.8 検査実施者、検査実施人数及び検査時間 .............................................. 15 

5. 検査報告書の作成 ................................................................... 18 

6. 深刻度の評価及び規制対応措置の立案 ................................................ 18 

7. 検査結果の取りまとめ .............................................................. 18 

7.1 基本検査結果の報告等 .............................................................. 18 

7.2 原子力規制委員会での決定 ......................................................... 18 

付録１ 用語の定義 .................................................................... 19 

付録２ 事務所の検査官による原子力施設等の日常巡視 .................................... 20 

付録３ 動作可能性の確認 .............................................................. 22 

付録４ 事前調整の妥当性確認 .......................................................... 24 

 

1. 目的 

本ガイドは、原子力規制検査等実施要領（原規規発第 1912257 号-1 令和元年 12 月 25 日 原子力規

制庁長官決定）に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第

166号。以下「法」という。）第 61条の２の２第１項の規定による原子力規制検査及び原子力規制検査に

関連して実施する法第 68 条の規定による立入検査※１（以下「検査」という。）の共通的な事項（検査全

体の流れ、実施方法、各部署の役割など）について定めたものである。基本検査、追加検査及び特別検査

の具体的な実施方法、検査内容等については、それぞれのガイドに定める。 

共通事項に係る検査運用ガイド 

（GI0001_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

目       次 

 

1. 目的 ..............................................................................  2 

2. 検査の概要 ......................................................................... 2 

2.1 関係者の役割 ...................................................................... 2 

2.2 検査で確認する範囲及び検査官の関与する程度 ......................................... 4 

3. 検査の計画 ......................................................................... 9 

4. 検査の実施 ........................................................................ 10 

4.1 検査準備 .......................................................................... 10 

4.2 検査運用ガイド活用の考え方 ........................................................ 10 

4.3 フリーアクセス .................................................................... 10 

4.4 インタビュー ...................................................................... 12 

4.5 サンプル数 ........................................................................ 12 

4.6 気付き事項の評価 .................................................................. 13 

4.7 会議の開催 ........................................................................ 14 

4.8 検査実施者、検査実施人数及び検査時間 .............................................. 15 

5.9 検査報告書の作成 .................................................................. 18 

6. 深刻度の評価及び規制対応措置の立案 ................................................ 18 

7. 検査結果の取りまとめ .............................................................. 18 

7.1 基本検査結果の報告等 .............................................................. 18 

7.2 原子力規制委員会での決定 ......................................................... 18 

付録１ 用語の定義 .................................................................... 19 

付録２ 事務所の検査官による原子力施設等の日常巡視 .................................... 20 

付録３ 動作可能性の確認 .............................................................. 22 

付録４ 事前調整の妥当性確認 .......................................................... 24 

 

1. 目的 

本ガイドは、原子力規制検査等実施要領（原規規発第 1912257 号-1 令和元年 12 月 25 日 原子力規

制庁長官決定）に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第

１６６号。以下「法」という。）第６１条の２の２第１項の規定による原子力規制検査及び原子力規制検

査に関連して実施する法第６８条の規定による立入検査※1（以下「検査」という。）の共通的な事項（検

査全体の流れ、実施方法、各部署の役割など）について定めたものである。基本検査、追加検査及び特別

検査の具体的な実施方法、検査内容等については、それぞれのガイドに定める。 

 

改正に伴う修正 
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※１ 法第 68条第１項に基づく原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所への立入り、物件の

検査、関係者への質問又は試験のための試料の収去並びに同条第２項に基づく原子力施設の設計若

しくは工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所

への立入り、物件の検査及び関係者への質問 

 

2. 検査の概要 

2.1 関係者の役割 

関係者の役割は、以下のとおりとする。 

(1) 検査監督総括課（検査評価室を含む。） 

 原子力規制検査に係る各種法令及び規程、原子力規制検査業務システム、サーベイメータ等の計

測器等、検査に必要なインフラ（特定核燃料物質の防護（以下「核物質防護」という。）に係るも

のを除く。）について整備し、制度の運用に合わせて改善する。その際には、必要に応じて人事課

地方事務所班、情報システム室等と連絡調整を行う。 

 「緑」を超える可能性のある検査指摘事項（核燃料施設等※２にあっては、「追加対応あり」となる

可能性のある検査指摘事項）について、当該検査指摘事項の取扱いに責任を有する部門と協力し

て、所定のガイドに従って重要度評価及び深刻度評価を実施する。 

 原子力検査官（以下「検査官」という。）同士の情報共有の場を設置する。 

 原子力安全人材育成センターと協力して検査官の資格に係る教育・訓練（OJTを含む。）を統括す

る。 

 

※２ 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、研究開発段階発電用原子炉施設、使用済

燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等及び核原料物質

の使用に係る施設 

 

(2) 実用炉監視部門／核燃料施設等監視部門（以下「担当監視部門」という。） 

 基本検査のうち、原子力規制事務所（以下「事務所」という。）が行う日常検査を総括する。ま

た、実用炉監視部門は運転管理（炉心管理及び運転員能力）、核燃料施設等監視部門は運転管理

（燃料体管理（貯蔵・輸送））及び放射線管理（放射線固体廃棄物等の管理）に係るチーム検査

※３を行うとともに、追加検査及び特別検査を実施する。 

 これらの検査で特定した検査指摘事項が「緑」（核燃料施設等にあっては、「追加対応なし」）か

どうかの最終判断を行う。（この判断に当たっては、当面の間、事前に検査監督総括課と調整を

行う。） 

 「緑」を超える可能性のある検査指摘事項（核燃料施設等にあっては、「追加対応あり」となる

可能性のある検査指摘事項）については、検査監督総括課と協力して重要度評価及び深刻度評価

を行い、その結果を基に規制対応措置を立案する。その際、他部門及び事務所と緊密に連携する。 

 担当監視部門のチーム検査において確認した検査指摘事項となる可能性がある検査気付き事項

を特定した場合、チーム検査の検査官は速やかに本部門の管理職に報告する。 

 担当監視部門の管理職は、チーム検査または事務所からの報告等を受け、検査指摘事項に該当す

る可能性があると判断した検査気付き事項について、速やかに原子力規制委員会委員長及び委員

並びに関係する原子力規制庁幹部にその状況を報告する。 

 事務所との日常の情報共有の場を設置運営し、事務所からの報告に対し、必要な指示・支援を行

 

※1 法第６８条第１項に基づく原子力事業者等の事務所又は工場若しくは事業所への立入り、物件の検

査、関係者への質問又は試験のための試料の収去並びに同条第２項に基づく原子力施設の設計若しく

は工事又は原子力施設の設備の製造を行う者その他の関係者の事務所又は工場若しくは事業所への立

入り、物件の検査及び関係者への質問 

 

2. 検査の概要 

2.1 関係者の役割 

関係者の役割は、以下のとおりとする。 

(1) 検査監督総括課（検査評価室を含む。） 

 原子力規制検査に係る各種法令及び規程、原子力規制検査業務システム、サーベイメータ等の計

測器等、検査に必要なインフラ（核物質防護に係るものを除く。）について整備し、制度の運用に

合わせて改善する。その際には、必要に応じて人事課地方事務所班、情報システム室等と連絡調

整を行う。 

 「緑」を超える可能性のある検査指摘事項（核燃料施設等※2にあっては、「追加対応あり」となる

可能性のある検査指摘事項）について、当該検査指摘事項の取扱いに責任を有する部門と協力し

て、所定のガイドに従って重要度評価及び深刻度評価を実施する。 

 

 

 

 

※2 製錬施設、加工施設、試験研究用等原子炉施設、研究開発段階発電用原子炉施設、使用済

燃料貯蔵施設、再処理施設、廃棄物埋設施設、廃棄物管理施設、使用施設等及び核原料物

質の使用に係る施設 

 

(2) 実用炉監視部門／核燃料施設等監視部門（以下「担当監視部門」という。） 

 基本検査のうち、原子力規制事務所（以下「事務所」という。）が行う日常検査を総括する。ま

た、実用炉監視部門は運転管理（炉心管理及び運転員能力）、核燃料施設等監視部門は運転管理

（燃料体管理（運搬・貯蔵））及び放射線管理（放射線固体廃棄物等の管理）に係るチーム検査

※3を行うとともに、追加検査及び特別検査を実施する。 

 これらの検査で特定した検査指摘事項が「緑」以下（核燃料施設等にあっては、「追加対応なし」）

かどうかの最終判断を行う。（この判断に当たっては、当面の間、事前に検査監督総括課と調整

を行う。） 

 「緑」を超える可能性のある検査指摘事項（核燃料施設等にあっては、「追加対応あり」となる

可能性のある検査指摘事項）については、検査監督総括課と協力して重要度及び深刻度評価を行

い、その結果を基に規制対応措置を立案する。その際、他部門及び事務所と緊密に連携する。 

 

 

 

 

 

 事務所との日常の情報共有の場を設置運営し、事務所からの報告に対し、必要な指示・支援を行

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

運用の明確化 

・検査監督総括課

による検査官会議

や資格制度の運用

を明確化 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

運用の明確化 

・速やかに委員長

等への報告する手

続を明確化 

 

運用の明確化 

-36-



4 

 

う。事務所からの報告のうち検査の実施状況（特に検査気付き事項）について、適宜、原子力規

制庁原子力規制部検査グループ内で共有する。 

 事故対処室や審査グループとの連携も図りつつ事業者等の安全活動の監視を行う。 

 検査官の教育・訓練（OJTを含む。）を専門検査部門及び原子力安全人材育成センターと協力して

実施する。 

 

(3) 専門検査部門 

 チーム検査※３（担当監視部門が行うチーム検査以外のもの）を実施する。その際、本部門の管理

職は当該分野での技術的知見を有する検査官等をチーム長として指名し、チーム構成を決める。

定期事業者検査については、日常検査で実施するものも含め、全体を統括する。 

 これらの検査で特定した検査指摘事項が「緑」（核燃料施設等にあっては、「追加対応なし」）か

どうかの最終判断を行う。（この判断に当たっては、当面の間、事前に検査監督総括課と調整を

行う。） 

 「緑」を超える可能性のある検査指摘事項（核燃料施設等にあっては、「追加対応あり」となる

可能性のある検査指摘事項）については、検査監督総括課と協力して重要度評価及び深刻度評価

を行い、その結果を基に規制対応措置を立案する。その際、他部門及び事務所と緊密に連携する。 

 本部門のチーム検査において確認した検査指摘事項となる可能性がある検査気付き事項を特定

した場合は、チーム検査の検査官は速やかに本部門の管理職に報告する。 

 本部門の管理職は、チーム検査または事務所からの報告等を受け、検査指摘事項に該当する可能

性があると判断した検査気付き事項について、速やかに原子力規制委員会委員長及び委員並びに

関係する原子力規制庁幹部にその状況を報告する。 

 チーム検査の実施状況（特に検査気付き事項）について、適宜、原子力規制庁原子力規制部検査

グループ内で共有する。 

 担当監視部門及び事務所が行う検査及び監視活動を技術的に支援する。 

 検査官の教育・訓練（OJTを含む。）を担当監視部門及び原子力安全人材育成センターと協力して

実施する。 

 

※３ チーム検査は、それぞれの検査ごとに実用炉監視部門／核燃料施設等監視部門／専門検

査部門（以下「担当部門」という。）が責任を持って実施するが、必要に応じて、他部門及

び事務所に所属する検査官がチーム長及びチーム員を構成することは可能である。こうし

たチームメンバーの構成等は、各部門の管理職間で調整する。 

 

(4) 放射線防護グループ核セキュリティ部門 

 核物質防護に係る検査を実施する。同検査に係る文書等の整備、検査指摘事項の重要度評価及び

深刻度評価を行う。 

 本部門のチーム検査において確認した検査指摘事項となる可能性がある検査気付き事項を特定

した場合は、チーム検査の検査官は速やかに本部門の管理職に報告する。 

 本部門の管理職は、チーム検査または事務所からの報告等を受け、検査指摘事項に該当する可能

性があると判断した検査気付き事項について、速やかに原子力規制委員会委員長及び委員並びに

関係する原子力規制庁幹部にその状況を報告する。 

 

(5) 事務所 

う。 

 

 事故対処室や審査グループとの連携も図りつつ事業者等の安全活動の監視を行う。 

 原子力検査官（以下「検査官」という。）の教育・訓練（OJTを含む。）を専門検査部門及び原子

力安全人材育成センターと協力して実施する。 

 

(3) 専門検査部門 

 チーム検査※3（担当監視部門が行うチーム検査以外のもの）を実施する。その際、本部門の管理

職は当該分野での技術的知見を有する検査官等をチーム長として指名し、チーム構成を決める。

定期事業者検査については、日常検査で実施するものも含め、全体を統括する。 

 これらの検査で特定した検査指摘事項が「緑」以下（核燃料施設等にあっては、「追加対応なし」）

かどうかの最終判断を行う。（この判断に当たっては、当面の間、事前に検査監督総括課と調整を

行う。） 

 「緑」を超える可能性のある検査指摘事項（核燃料施設等にあっては、「追加対応あり」となる

可能性のある検査指摘事項）については、検査監督総括課と協力して重要度及び深刻度評価を行

い、その結果を基に規制対応措置を立案する。その際、他部門及び事務所と緊密に連携する。 

 

 

 

 

 

 

 

 担当監視部門及び事務所が行う検査及び監視活動を技術的に支援する。 

 検査官の教育・訓練（OJTを含む。）を担当監視部門及び原子力安全人材育成センターと協力して

実施する。 

 

※3 チーム検査は、それぞれの検査ごとに実用炉監視部門／核燃料施設等監視部門／専門検査

部門（以下「担当部門」という。）が責任を持って実施するが、必要に応じて、他部門及び事

務所に所属する検査官がチームの一員を構成することは可能である。こうしたチームメンバ

ーの構成等は、各部門の管理職間で調整する。 

 

(4) 放射線防護グループ核セキュリティ部門 

 特定核燃料物質の防護（以下「核物質防護」という。）に係る原子力規制検査を実施する。同検

査に係る文書等の整備、検査指摘事項の重要度評価及び深刻度評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

(5) 事務所 

・検査の実施状況

（特に検査気付き

事項）について、

原子力規制庁原子

力規制部検査グル

ープ内に共有する

運用を明確化 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

運用の明確化 

・速やかに委員長

等への報告する手

続を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

運用の明確化 

・速やかに委員長

等への報告する手

続を明確化 
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 基本検査のうち日常検査を実施する。特定した検査指摘事項については、「緑」を超える可能性

（核燃料施設等にあっては、「追加対応あり」となる可能性）の判定を行い、担当監視部門にそ

の内容を報告する。 

 本庁からの求めに応じて、チーム検査に参加するほか、日常検査以外の特定の内容について検査

を実施する。 

 原子力施設の状況及び事業者等の安全活動の状況並びに検査官の活動状況を日常的に担当監視

部門に報告する（核物質防護に影響の可能性があるものは適宜核セキュリティ部門に報告す

る。）。また、巡視や日常検査において確認した検査指摘事項となる可能性がある検査気付き事項

を特定した場合は、速やかに担当監視部門に報告し、適宜、指示や技術的な助言等の支援を受け

る。 

 

2.2 検査で確認する範囲及び検査官の関与する程度 

 (1) 検査で確認する範囲    

a. 直接的な確認対象 

直接的な確認対象は、法第 61条の２の２に規定されている以下の事項であって、原子力規制

検査等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第１号）第２条で「安全活動」と定義され

るものの実施状況である。  

(a) 使用前事業者検査（使用施設においては使用前検査）及び定期事業者検査の実施状況（日常

検査及びチーム検査） 

(b) 原子力施設の維持並びに核原料物質及び核燃料物質の使用に係る技術上の基準の遵守状況

（日常検査及びチーム検査） 

(c) 保安規定（放射能濃度測定含む）、核物質防護規定、廃止措置計画又は閉鎖措置計画に従って

事業者等が講ずべき措置の実施状況（日常検査及びチーム検査） 

(d) 防護措置の実施状況（チーム検査） 

(e) 原子力施設及び核燃料物質等の工場等の外における廃棄に係る保安のために必要な措置の実

施状況（日常検査及びチーム検査） 

(f) 核燃料物質等の工場等の外における運搬に係る保安のために必要な措置（特定核燃料物質を

含むときは、保安及び核物質防護のために必要な措置）の実施状況（チーム検査） 

 

 

b. 間接的な確認対象 

事業者等の安全活動に影響しうる活動として、直接的な確認対象に付随するものとして、例え

ば以下のものが挙げられる。ただし、これらに限定するものではなく、検査官は、これら以外の

活動であっても、原子力の安全に影響する可能性があると考えるものについて確認する。 

(a) 原子力規制委員会が承認していない民間規格等に基づく事業者等の安全活動（日常検査及び

チーム検査） 

(b) 事業者等の安全活動に係る他法令の遵守状況（消防法、労働安全衛生法、建築基準法等）。（日

常検査及びチーム検査） 

(c) 安全性の向上のための評価等のうち、原子力施設等の維持のために必要な措置の実施状況

（「ａ．直接的な確認対象」の（ｅ）に相当する部分。）。（日常検査及びチーム検査） 

  

こうした確認には専門的知識を必要とする場合があり、検査官は本庁の支援を得ることが必要

 基本検査のうち日常検査を実施する。特定した検査指摘事項については、「緑」を超える可能性

（核燃料施設等にあっては、「追加対応あり」となる可能性）の判定を行い、担当監視部門にそ

の内容を報告する。 

 本庁からの求めに応じて、チーム検査に参加する。 

 

 原子力施設の状況及び事業者等の安全活動の状況並びに検査官の活動状況を日常的に担当監視

部門に報告する。また、巡視や日常検査において確認した検査指摘事項となる可能性がある検査

気付き事項を特定した場合は、速やかに担当監視部門に報告し、適宜、指示や技術的な助言等の

支援を受ける。 

 

 

2.2 検査で確認する範囲及び検査官の関与する程度 

 (1) 検査で確認する範囲    

a. 直接的な確認対象 

直接的な確認対象は、法第６１条の２の２に規定されている以下の事項であって、原子力規制

検査等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第１号）第 2条で「安全活動」と定義され

るものの実施状況である。  

(a) 使用前事業者検査（使用施設においては使用前検査）及び定期事業者検査の実施状況（日常

検査及びチーム検査） 

(b) 原子力施設の維持並びに核原料物質及び核燃料物質の使用に係る技術上の基準の遵守状況

（日常検査及びチーム検査） 

(c) 保安規定（放射能濃度測定含む）、核物質防護規定、廃止措置計画又は閉鎖措置計画に従って

事業者等が講ずべき措置の実施状況（日常検査及びチーム検査） 

(d) 防護措置の実施状況（チーム検査） 

(e) 原子力施設及び核燃料物質等の工場等の外における廃棄に係る保安のために必要な措置の実

施状況（日常検査及びチーム検査） 

(f) 核燃料物質等の工場等の外における運搬に係る保安のために必要な措置（特定核燃料物質を

含むときは、保安及び核物質防護のために必要な措置）の実施状況（チーム検査） 

 

 

b. 間接的な確認対象 

事業者等の安全活動に影響しうる活動として、直接的な確認対象に付随するものとして、例え

ば以下のものが挙げられる。ただし、これらに限定するものではなく、検査官は、これら以外の

活動であっても、原子力の安全に影響する可能性があると考えるものについて確認する。 

(a) 原子力規制委員会が承認していない民間規格等に基づく事業者等の安全活動（日常検査及び

チーム検査） 

(b) 事業者等の安全活動に係る他法令の遵守状況（消防法、労働安全衛生法、建築基準法等）。（チ

ーム検査、日常検査） 

(c) 安全性の向上のための評価等のうち、原子力施設等の維持のために必要な措置の実施状況

（「ａ．直接的な確認対象」の（ｅ）に相当する部分。）。（チーム検査、日常検査） 

  

こうした確認には専門的知識を必要とする場合があり、検査官は本庁の支援を得ることが必要

 

 

 

運用の明確化 

・速やかに委員長

等への報告する手

続を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 
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である。基本的には、本庁の各担当部門に相談し、そこを経由して、審査グループ、技術基盤グ

ループ等から必要な助言を受けることとするが、直接専門知識を有する職員に連絡して助言を受

けても構わない。 

 

（解説１）  

 事業者等は、ASME、JIS等原子力規制委員会が承認していない民間規格等又は他法

令の規制基準を根拠又は準拠として設計等を行う場合もあり、こうした活動を検査

気付き事項としてとらえ評価する際には、こうした設計等が原子炉等規制法の規制

要求に適合しているかという観点で確認することが必要になり、審査グループや技

術基盤グループの支援が必要になると考えられる。 

 また、直接的には原子力安全に関連しないものでも、事業者等の安全活動の適切

性を確認するために必要となる情報もある。 

（例１）事業者等の超勤管理： 運転員の人的過誤が散見されるため、勤怠状況等を確

認し、体制の観点で適切な要員配置等がなされているか（人員不足など）などを確

認する場合 

（例２）管理区域への入退域記録：放射線管理の観点に加え、所定の管理区域内の巡

視が適切に行われているかを確認する場合 

 

 

（解説２） 

 原子力規制庁では、他省庁等との連携を進めているところであり、連携に係る文

書がある場合はそれに従う。 

 こうした文書がない場合についても、必要に応じて関係機関へ事実関係を連絡す

ることとし、相互に効率的な対応となるよう調整する。事務所において当該関係機

関とつながりがない場合は、本庁経由で連絡することとする。 

（例１）火災防護のうち、消防法に係る問題（発生防止、感知・消火）（消防庁／各

地域の消防本部・消防署）※４ 

（例２）火災防護のうち、建築基準法に係る問題（防火戸・防火壁等の防火区画、

排煙設備、内装制限、非常照明等）（国土交通省／各地域の特定行政庁（建築主

事）） 

（例３）労働安全（特に従業員被ばく）やクレーン・ボイラーの機能検査に係る問

題（厚生労働省／各地域の労働局） 

（例４）事業所外運搬に係る安全上の問題（国土交通省／海上保安庁） 

（例５）刑事犯罪に係る立入等の問題（警察庁／道府県の警察本部／各地域の警察

署） 

 

※４ 消防庁との間で以下の文書のやり取りをしている。なお、消防庁との連絡に

ついては、原則、本庁において行う。 

原子力規制庁原子力規制部検査グループ検査監督総括課長、原子力規制庁

原子力規制部規制企画課火災対策室長：「原子力施設管轄消防本部と事務所と

の連携について（依頼）」（原規規発第 1906205号 令和元年６月 20日） 

である。基本的には、本庁の各担当部門に相談し、そこを経由して、審査グループ、技術基盤グ

ループ等から必要な助言を受けることとするが、直接専門知識を有する職員に連絡して助言を受

けても構わない。 

 

（解説１）  

 事業者等は、ASME、JIS等原子力規制委員会が承認していない民間規格等又は他法

令の規制基準を根拠又は準拠として設計等を行う場合もあり、こうした活動を検査

気付き事項としてとらえ評価する際には、こうした設計等が原子炉等規制法の規制

要求に適合しているかという観点で確認することが必要になり、審査グループや技

術基盤グループの支援が必要になると考えられる。 

 また、直接的には原子力安全に関連しないものでも、事業者等の安全活動の適切

性を確認するために必要となる情報もある。 

（例１）事業者等の超勤管理： 運転員の人的過誤が散見されるため、勤怠状況等を確

認し、体制の観点で適切な要員配置等がなされているか（人員不足など）などを確

認する場合 

（例２）管理区域への入退域記録：放射線管理の観点に加え、所定の管理区域内の巡

視が適切に行われているかを確認する場合 

 

 

（解説２） 

 原子力規制庁では、他省庁等との連携を進めているところであり、連携に係る文

書がある場合はそれに従う。 

 こうした文書がない場合についても、必要に応じて関係機関へ事実関係を連絡す

ることとし、相互に効率的な対応となるよう調整する。事務所において当該関係機

関とつながりがない場合は、本庁経由で連絡することとする。 

（例１）火災防護のうち、消防法に係る問題（発生防止、感知・消火）（消防庁／各

地域の消防本部・消防署）※4 

（例２）火災防護のうち、建築基準法に係る問題（防火戸・防火壁等の防火区画、

排煙設備、内装制限、非常照明等）（国土交通省／各地域の特定行政庁（建築主

事）） 

（例３）労働安全（特に従業員被ばく）やクレーン・ボイラーの機能検査に係る問

題（厚生労働省／各地域の労働局） 

（例４）事業所外運搬に係る安全上の問題（国土交通省、海上保安庁） 

（例５）刑事犯罪に係る立入等の問題（警察庁／道府県の警察本部／各地域の警察

署） 

 

※4  消防庁との間で以下の文書のやり取りをしている。なお、消防庁との連絡に

ついては、原則、本庁において行う。 

原子力規制庁原子力規制部検査グループ検査監督総括課長、原子力規制庁

原子力規制部規制企画課火災対策室長：「原子力施設管轄消防本部と事務所と

の連携について（依頼）」（原規規発第 1906205号 令和元年 6月 20日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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消防庁特殊災害室長：「原子力施設管轄消防本部と事務所との連携につい

て」（消防特第 26号 令和元年６月 21日） 

 

 

(2) 検査官の関与する程度 

検査官は、原子力安全及び核物質防護への影響の程度に応じて、関与の程度を決定する。 

安全上重要な懸念を有する検査気付き事項を特定した場合、検査官は他に計画していた検査活動

を取りやめてでも、その事項に最優先に取り組み、十分な時間をかけて事実関係や規制要求適合性

等の確認を行わなければならない。その場合、上司や本庁は必要に応じて、検査官の追加投入等の

対応を講じなければならない。 

以下に概念図を示す。 

 

      

 

消防庁特殊災害室長：「原子力施設管轄消防本部と事務所との連携につい

て」（消防特第 26号 令和元年 6月 21日） 

 

 

(2) 検査官の関与する程度 

検査官は、原子力安全及び核物質防護への影響の程度に応じて、関与の程度を決定する。 

安全上重要な懸念を有する検査気付き事項を特定した場合、検査官は他に計画していた検査活動

を取りやめてでも、その事項に最優先に取り組み、十分な時間をかけて事実関係や規制要求適合性

等の確認を行わなければならない。その場合、上司や本庁は必要に応じて、検査官の追加投入等の

対応を講じなければならない。 

以下に概念図を示す。 
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a. 検査気付き事項※５でないもの 

検査気付き事項とは、検査官が事実確認等を行うきっかけとなる事項であって、原子力安全又は

核物質防護に影響の可能性があるものである。原子力安全又は防護措置に影響がないもの、つまり

検査気付き事項でないものについては、検査官は関与しない。 

※５ 「検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド」参照。 

（解説） 

管理区域外で作業していた作業員１人が熱中症になり救急車で搬送された事案

は、基本的には現場の労働安全に関するものであって、被ばくの可能性も非常に

低いことから、原子力安全に影響がなく、検査気付き事項には該当しないと考え

ることが適当である。しかし、検査官が巡視等において補修作業員が熱中症で倒

れている状況に遭遇する等、人命救助の観点から支援が必要と思われる場合に

は、可能な範囲で協力することが望ましい。 

 

 

b. 検査気付き事項 

検査気付き事項については、検査指摘事項に該当するかどうか判定するに当たって、事業者等に

事実確認等を行うが、原則、行政指導等により事業者等に対して何らかの対応を求めることはしな

い。所見を述べることは構わないが、事業者等が検査官の要求と受け取らないように注意する。 

なお、検査官が巡視等で発見した原子力安全に影響のない気付き（例えば、ドアノブの壊れ）を

伝えることは構わない。 

 

（解説） 

以下の例について疑問が生じた場合においても、原子力安全や核物質防護上の問

題が「○○するべきだ。」といった発言をし、何らかの対応を事業者等に求めては

いけない。 

（例１）CAP会議の運営方法 

（例２）残業時間が所内ルールを上回った 

（例３）インフルエンザ対策（うがい、手洗い）が徹底されていない 

 

 

c. 軽微、緑、SLⅣ（規制対応措置不要）（核燃料施設等にあっては、軽微、指摘事項（追加対応な

し）） 

検査官は自らの見解を示すことは構わないが、関連する安全活動は事業者等が一義的な責任の

下で対応し、CAP等において是正されるべきものであることから、検査官はその状況を適宜確認

することとする。（十分な対応が取られていない場合には、改めて検査指摘事項として取り上げ

ることを検討する。） 

なお、これらの検査指摘事項は、検査報告書に記載される。 

 

3. 検査の計画 

(1) 基本検査の計画 

 

a. 検査気付き事項※5でないもの 

検査気付き事項とは、検査官が事実確認等を行うきっかけとなる事項であって、原子力安全又は

核物質防護に影響の可能性があるものである。原子力安全又は防護措置に影響がないもの、つまり

検査気付き事項でないものについては、検査官は関与しない。 

※5 「検査気付き事項のスクリーニングに関するガイド」参照。 

（解説） 

管理区域外で作業していた作業員１人が熱中症になり救急車で搬送された事案

は、基本的には現場の労働安全に関するものであって、被ばくの可能性も非常に

低いことから、原子力安全に影響がなく、検査気付き事項には該当しないと考え

ることが適当である。しかし、検査官が巡視等において補修作業員が熱中症で倒

れている状況に遭遇する等、人命救助の観点から支援が必要と思われる場合に

は、可能な範囲で協力することが望ましい。 

 

 

b. 検査気付き事項 

検査気付き事項については、検査指摘事項に該当するかどうか判定するに当たって、事業者に事

実確認等を行うが、原則、行政指導等により事業者等に対して何らかの対応を求めることはしな

い。所見を述べることは構わないが、事業者等が検査官の要求と受け取らないように注意する。 

なお、検査官が巡視等で発見した原子力安全に影響のない気付き（例えば、ドアノブの壊れ）を

伝えることは構わない。 

 

（解説） 

以下の例について疑問が生じた場合においても、原子力安全や核物質防護上の問

題が「○○するべきだ。」といった発言をし、何らかの対応を事業者等に求めては

いけない。 

（例１）ＣＡＰ会議の運営方法 

（例２）残業時間が所内ルールを上回った 

（例３）インフルエンザ対策（うがい、手洗い）が徹底されていない 

 

 

c. 「緑」以下（核燃料施設等にあっては、「追加対応なし」）の検査指摘事項 

検査官は自らの見解を示すことは構わないが、関連する安全活動は事業者等が一義的な責任の

下で対応し、ＣＡＰ等において是正されるべきものであることから、検査官はその状況を適宜確

認することとする。（十分な対応が取られていない場合には、改めて検査指摘事項として取り上

げることを検討する。） 

なお、これらの検査指摘事項は、報告書に記載される。 

 

 

3. 検査の計画 

(1) 基本検査の計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 
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a. 日常検査 

日常検査の計画については、年間に実施する検査のサンプル数や施設の状況を踏まえ、各事務所に

おいて作成する。また、検査は事前に検査内容を事業者等に通知しないで行うことを基本とする。 

なお、事業者等の安全活動は、例えば、プラントの起動停止やトラブル対応等、必ずしも通常勤務

時間内に行われるものではないことから、休日や平日夜間の事業者等の安全活動について確認する

ため、勤務時間外の検査についても、担当監視部門があらかじめ提示する方針を踏まえて一定時間行

う。 

 

b. チーム検査 

担当部門において、当該チーム検査の体制を検討し、チーム長及びチーム員を選定する。チーム長

（又はその代理のチーム員）が中心となり事業者と連絡調整し、また、必要に応じて事務所の協力も

得て、具体的な検査計画を作成する。 

チーム員には、原則として、検査を実施する原子力施設を担当している事務所の検査官を含める。

また、同一の施設に対して関連する検査を連続して実施する場合などは、同一のチーム長及びチーム

員となるように配慮する。 

 

（解説） 検査対象の選定 

検査官は、リスク情報を考慮して検査対象を選定することが必要である。 

検査対象の選定に当たっては、過去に発生した事象や他施設でのトラブルの情報

を活用する。 

 

 

 

(2) 追加検査の計画 

追加検査については、別に定める「原子力規制検査における追加検査運用ガイド」に基づき、個別に

計画を作成する。 

 

(3) 特別検査の計画 

特別検査については、別に定める「原子力規制検査における特別検査運用ガイド」に基づき、事案が

発生した都度、個別に計画を作成する。 

 

4. 検査の実施 

4.1 検査準備 

チーム検査において、検査官は検査準備に必要な書類の貸出しを、検査開始前に事業者等に対して求

めることができる。その際には、事業者等の文書管理等のルールを遵守すること。 

 

4.2 検査運用ガイド活用の考え方 

検査は原則検査運用ガイドに基づき実施するものの、これらのガイドに記載されている全項目を網羅

的に確認したり、記載の文言に細かくこだわる必要はなく、リスクインフォームド検査及びパフォーマ

ンスベースト検査（付録１「用語の定義」参照）の趣旨に照らして柔軟に対応すること。 

なお、必要に応じて事務所の所長の判断により、日常検査においてチーム検査に係る検査項目の一部

または全部について検査を実施することができる。当該検査結果について検査報告書には、日常検査と

a. 日常検査 

日常検査の計画については、年間に実施する検査のサンプル数や施設の状況を踏まえ、各事務所に

おいて作成する。また、検査は事前に検査内容を事業者等に通知しないで行うことを基本とする。 

なお、事業者等の安全活動は、例えば、プラントの起動停止やトラブル対応等、必ずしも通常勤務

時間内に行われるものではないことから、休日や平日夜間の事業者等の安全活動について確認する

ため、勤務時間外の検査についても、担当監視部門があらかじめ提示する方針を踏まえて一定時間行

う。 

 

b. チーム検査 

担当部門において、当該チーム検査の体制を検討し、チームリーダー及びチーム員を選定する。チ

ームリーダー（又はその代理のチーム員）が中心となり事業者と連絡調整し、また、必要に応じて事

務所の協力も得て、具体的な検査計画を作成する。 

チーム員には、原則として、検査を実施する原子力施設を担当している事務所の検査官を含める。 

 

 

 

（解説） 検査対象の選定 

検査官は、リスク情報を考慮して検査対象を選定することが必要で、ある。 

検査対象の選定に当たっては、過去に発生した事象や他施設でのトラブルの情報

を活用する。ただし、過去の発生事象等であっても PRAモデルにある故障率の低い

機器や軽微事象はリスクが低いため、検査対象としての優先順位は低いことに留意

する。 

 

(2) 追加検査の計画 

追加検査については、別に定める「原子力規制検査における追加検査運用ガイド」に基づき、個別に

計画を作成する。 

 

(3) 特別検査の計画 

特別検査については、別に定める「原子力規制検査における特別検査運用ガイド」に基づき、事案が

発生した都度、個別に計画を作成する。 

 

4. 検査の実施 

4.1 検査準備 

チーム検査において、検査官は検査準備に必要な書類の貸出しを、検査開始前に事業者等に対して求

めることができる。その際には、事業者等の文書管理等のルールを遵守すること。 

 

4.2 検査運用ガイド活用の考え方 

検査は原則検査運用ガイドに基づき実施するものの、これらのガイドに記載されている全項目を網羅

的に確認したり、記載の文言に細かくこだわる必要はなく、リスクインフォームド検査及びパフォーマ

ンスベースト検査（付録１「用語の定義」参照）の趣旨に照らして柔軟に対応すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

運用の明確化 

・同一のチーム長

及びチーム員とな

るように配慮する

ことを明確化 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・日常検査におい

てチーム検査に係
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して記載すること。 

 

（解説） 

 廃止措置段階（全ての核燃料物質を工場又は事業所等から搬出した段階）の原子

力施設においては、ガイドでは想定されていない特殊な作業（耐荷重性構造物の

撤去、土壌の大規模な取崩し又は燃料の切断等）が生ずることから、適宜本庁の

担当監視部門と相談しながら検査すること。 

 チーム検査の検査項目を日常検査で実施する例としては、以下が挙げられる。 

 事業者等が行う廃棄物管理等で、日常的に行われている気体廃棄物の通常放

出において不適切な管理に気付いた際は、「放射性気体・液体廃棄物の管

理」の検査運用ガイドにおけるチーム検査項目の一部について検査を実施す

る。 

 

 

4.3 フリーアクセス 

検査官は、フリーアクセス（付録１「用語の定義」参照）により、原子力施設及び事業者等の活動に

関する情報を入手し、原子力施設内の様々な場所に立ち入ることができる。この際、事業者等の定めた

安全上の内規に原則として従うとともに、設備･機器等の機能や状態に影響を与え得る行動や検査官自

身に危険が及ぶ可能性がある行動は一切行わないこと。 

事業者等の内規によってフリーアクセスが制限され検査活動に支障がある場合には、担当監視部門が

当該事業者と調整を行う。 

この際、（１）から（５）までについて留意すること。 

 

（解説） 

 設備･機器等の機能や状態に影響を与え得る行動の例を以下に示す。 

 プラントパラメータを確認するために、中央制御室の監視モニターを操作す

ること。 

 

 設備･機器等の機能や状態に影響を与えない行動の例を以下に示す。 

 手すりやドアノブをつかむこと及びエレベーターのボタンを押すこと。 

 検査官が操作することについて事前に事業者等との合意が得られているパラ

メーター監視専用ディスプレイを操作すること。 

 計器に取り付けられているタグを確認するため、タグに触れること。 

  異常な熱が発生していないかを確認するため、ポンプ、モーター等に軽く

触れること（回転部への接触がないように注意する）。 

 

 

 

(1) 検査官は、原子力安全又は核物質防護に係る会議体※６を傍聴することができる。 

 

※６ これらの会議体は、設備の状態や施設内の作業状況を共有する連絡会や、是正処置や状況報

 

 

（解説） 

廃止措置段階（全ての核燃料物質を工場又は事業所等から搬出した段階）の原子

力施設においては、ガイドでは想定されていない特殊な作業（耐荷重性構造物の撤

去、土壌の大規模な取崩し又は燃料の切断等）が生ずることから、適宜本庁の担当

監視部門と相談しながら検査すること。 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 フリーアクセス 

検査官は、フリーアクセス（付録１「用語の定義」参照）により、原子力施設及び事業者等の活動に

関する情報を入手し、原子力施設内の様々な場所に立ち入ることができる。この際、事業者等の定めた

安全上の内規に原則として従うとともに、設備･機器等の機能や状態に影響を与え得る行動や検査官自

身に危険が及ぶ可能性がある行動は一切行わないこと。 

事業者等の内規によってフリーアクセスが制限され検査活動に支障がある場合には、担当監視部門が

当該事業者と調整を行う。 

この際、（１）から（５）までについて留意すること。 

 

（解説） 

 設備･機器等の機能や状態に影響を与え得る行動の例を以下に示す。 

 プラントパラメータを確認するために、中央制御室の監視モニターを操作す

ること。 

 

 設備･機器等の機能や状態に影響を与えない行動の例を以下に示す。 

 手すりやドアノブをつかむこと及びエレベーターのボタンを押すこと。 

 検査官が操作することについて事前に事業者等との合意が得られているパラ

メーター監視専用ディスプレイを操作すること。 

 計器に取り付けられているタグを確認するため、タグに触れること。 

  異常な熱が発生していないかを確認するため、ポンプ、モーター等に軽く

触れること（回転部への接触がないように注意する）。 

 

 

 

(1) 検査官は、原子力安全又は核物質防護に係る会議体※6を傍聴することができる。 

 

※6 これらの会議体は、設備の状態や施設内の作業状況を共有する連絡会や、是正処置や状況報告

る検査項目の一部

または全部につい

て検査を実施する

ことができる運用

を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 
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告を議論する会議などが該当するが、検査官は、検査を行う上で必要と考える会議体であれば

これら以外も傍聴できる。 

 

(2) 検査官は、原子力施設内において、物品・サービスの調達先（協力企業、メーカー等）からもフリ

ーアクセスにより検査に必要な情報を入手できる。この際、事業者等の同意は必要としない。 

 

(3) 本庁の検査官のフリーアクセスについても、事務所の所属する検査官と同等のフリーアクセスが

できるよう、必要な事業者教育を受講するなどあらかじめ事業者等と調整する。本庁検査官のフリー

アクセスが困難な場合には、事務所検査官が同行して検査を実施する。 

 

(4) 機密情報の取扱いに十分に注意する。 

a.検査官は、検査に必要なものとして事業者等から貸与を受けた資料については、当該検査が終了

した時点で、原則として、事業者等に返却する。 

b.検査において作成し、又は取得した行政文書は、その取扱いを特別に定めたものでない限り、

「原子力規制委員会行政文書管理規則」に従って保存・管理を行う。 

c.特定重大事故等対処施設に関する資料については、その情報管理を徹底する。なお、現場におい

ては閲覧のみとする。 

 

(5) フリーアクセスにより収集が難しい情報及び場所へのアクセスは、事業者等に対して個別に求め

ることができる。この際、過度な負担とならないように留意すること。 

 

4.4 インタビュー 

検査官は、関係者（事業者及び調達先の職員等）に対する質問（以下「インタビュー」という。）を

実施することができる。この際、以下について留意すること。 

(1) 検査官は、インタビューを実施することにより関係者の通常業務に支障が発生しないよう対応す

る。また、検査官は事業者及び調達先に対し、インタビューが通常業務に支障を来すと判断する場合

は検査官に対してその旨を明確に伝えることを関係者に周知するよう伝える。 

 

 (2) 検査官は、インタビューを実施する際には、インタビューの意図を伝え、できる限り簡潔明瞭に

対話する。対話時間が長時間に及びそうな場合には、作業や業務に支障を来さないかを関係者に確認

する等の配慮をする。 

 

4.5 サンプル数 

(1) サンプル数の基本的な考え方 

各検査運用ガイドには検査を行う対象設備等のサンプル数を示しているが、このサンプル数は原

子力施設１施設が供用段階（施設定期検査期間を含む通常稼働状態）である標準的な値である。各

原子力施設の具体的なサンプル数については、担当部門が前年度の総合的な評定を踏まえて検査計

画を定める際に、各施設の状況も勘案して設定する。ただし、日常検査については、施設の状態変

化に応じて合理的な理由があれば、担当監視部門と調整の上、事務所の所長の判断によりサンプル

数を変更することができる。 

核物質防護に係る検査のサンプル数については、同様に核セキュリティ部門が設定する。 

 

を議論する会議などが該当するが、検査官は、検査を行う上で必要と考える会議体であればこ

れら以外も傍聴できる。 

 

(2) 検査官は、原子力施設内において、物品・サービスの調達先（協力企業、メーカー等）からもフリ

ーアクセスにより検査に必要な情報を入手できる。この際、事業者等の同意は必要としない。 

 

(3) 本庁の検査官のフリーアクセスについても、事務所の所属する検査官と同等のフリーアクセスが

できるよう、必要な事業者教育を受講するなどあらかじめ事業者等と調整する。本庁検査官のフリー

アクセスが困難な場合には、事務所検査官が同行して検査を実施する。 

 

(4) 機密情報の取扱いに十分に注意する。 

 

 

 

 

 

 

 

(5) フリーアクセスにより収集が難しい情報及び場所へのアクセスは、事業者等に対して個別に求め

ることができる。この際、過度な負担とならないように留意すること。 

 

4.4 インタビュー 

検査官は、関係者に対する質問（以下「インタビュー」という。）を実施することができる。この

際、以下について留意すること。 

(1) 検査官は、インタビューを実施することにより関係者（事業者及び調達先の職員等）の通常業務に

支障が発生しないよう対応する。また、検査官は事業者に対し、インタビューが通常業務に支障を来

すと判断する場合は検査官に対してその旨を明確に伝えることを関係者に周知するよう伝える。 

 

(2) 検査官は、インタビューを実施する際には、インタビューの意図を伝え、できる限り簡潔明瞭に対

話する。対話時間が長時間に及びそうな場合には、作業や業務に支障を来さないかを関係者に確認す

る等の配慮をする。 

 

4.5 サンプル数 

(1) サンプル数の基本的な考え方 

各検査運用ガイドには検査を行う対象設備等のサンプル数を示しているが、このサンプル数は原

子力施設 1施設が供用段階（施設定期検査期間を含む通常稼働状態）である標準的な値である。各

原子力施設の具体的なサンプル数については、担当部門が前年度の総合的な評定を踏まえて検査計

画を定める際に、各施設の状況も勘案して設定する。ただし、日常検査については、施設の状態変

化に応じて合理的な理由があれば、担当監視部門と調整の上、事務所の所長の判断によりサンプル

数を変更することができる。 

核物質防護に係る検査のサンプル数については、同様に核セキュリティ部門が設定する。 
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（解説） 

リスクインフォームド検査及びパフォーマンスベースト検査の趣旨に照らして、

建設段階、供用段階の長期停止中及び廃止措置段階の原子力施設については、各施

設におけるリスク等の状況を考慮して、検査のサンプル数を増減することができる

（4.8(3)参照）。そのため、毎年度、検査計画を定める際に、施設ごとのリスク等

の状況に応じて、適用する検査運用ガイド及びそのサンプル数を決定する。 

なお、当初予定していた検査対象となる事業者等の安全活動がなくなった場合に

は、担当部門が設定した検査を取りやめる又はサンプル数を低減することができ

る。 

 

 

(2) サンプルの数え方 

サンプルの数え方は各検査運用ガイドに従うが、以下のような数え方でもよい。 

（例１）通常のカウント 

検査対象として非常用ディーゼル発電機（以下「D/G」という。）及び高圧注入ポンプの２

つを選定したとする。この場合、サンプル数は２とカウントする。 

（例２）異なる視点でのカウント 

異なる視点（異なる検査運用ガイド）で同じ設備・機器等を検査した場合、視点の数をサ

ンプル数とすることができる。つまり、D/Gについて以下のような異なる視点で検査を実施し

た場合、サンプル数は２とカウントしてもよい。 

a. Ｄ/Ｇのメンテナンス手順書が変更されていることから、「作業管理」の検査運用ガイド

を用いて、その妥当性を評価した。 

b. 他の設備・機器等でメンテナンス後の復旧忘れが確認されたため、「品質マネジメント

システムの運用」の検査運用ガイドを用いて、D/Gのメンテナンス後の復旧状況について確

認した。 

（例３）異なる区域でのカウント 

火災防護の検査対象として、複数の区域の消火設備を検査した場合、その区域の数をサン

プル数とカウントしてもよい。 

 

核物質防護に係る基本検査では、事業者の全体的な活動を検査することから、サンプル数は施設

単位ではなく、事業所単位での対象とする。 

 

4.6 気付き事項の評価 

(1) 実用発電用原子炉施設 

検査を実施した検査官は、検査で確認された気付き事項に対するスクリーニングを実施し、「緑」

又は深刻度Ⅳ以下（軽微を含む。）までの評価を実施し、各担当部門に報告する。評価に迷う場

合、各検査官は、適宜、検査監督総括課検査評価室と相談することができる。各担当部門は、検査

監督総括課と調整後、評価結果の最終判断を行う。 

核物質防護に係る検査で確認された気付き事項については、核セキュリティ部門がスクリーニン

グ及び評価を実施する。 

なお、スクリーニングの具体的な手法については、「検査気付き事項のスクリーニングに関するガ

イド」を参照のこと。 

（解説） 

リスクインフォームド検査及びパフォーマンスベースト検査の趣旨に照らして、

建設段階、供用段階の長期停止中及び廃止措置段階の原子力施設については、各施

設におけるリスク等の状況を考慮して、検査のサンプル数を増減することができる

（5.8(3)参照）。そのため、毎年度、検査計画を定める際に、施設ごとのリスク等

の状況に応じて、適用する検査運用ガイド及びそのサンプル数を決定する。 

なお、当初予定していた検査対象となる事業者等の安全活動がなくなった場合に

は、担当部門が設定した検査を取りやめる又はサンプル数を低減することができ

る。 

 

 

(2) サンプルの数え方 

サンプルの数え方は各検査運用ガイドに従うが、以下のような数え方でもよい。 

（例１）通常のカウント 

検査対象として非常用ディーゼル発電機（以下「Ｄ/Ｇ」という。）及び高圧注入ポンプの

２つを選定したとする。この場合、サンプル数は２とカウントする。 

（例２）異なる視点でのカウント 

異なる視点（異なる検査運用ガイド）で同じ設備・機器等を検査した場合、視点の数をサ

ンプル数とすることができる。つまり、Ｄ/Ｇについて以下のような異なる視点で検査を実施

した場合、サンプル数は２とカウントしてもよい。 

a. Ｄ/Ｇのメンテナンス手順書が変更されていることから、「作業管理」の検査運用ガイド

を用いて、その妥当性を評価した。 

b. 他の設備・機器等でメンテナンス後の復旧忘れが確認されたため、「品質マネジメント

システムの運用」の検査運用ガイドを用いて、Ｄ/Ｇのメンテナンス後の復旧状況について

確認した。 

（新設） 

 

 

 

核物質防護に係る基本検査では、事業者の全体的な活動を検査することから、サンプル数は施設

単位ではなく、事業所単位での対象とする。 

 

4.6 気付き事項の評価 

(1) 実用発電用原子炉施設 

検査を実施した検査官は、検査で確認された気付き事項に対するスクリーニングを実施し、「緑」

又は深刻度Ⅳ以下（軽微を含む。）までの評価を実施し、各担当部門に報告する。評価に迷う場

合、各検査官は、適宜、検査監督総括課評価室と相談することができる。各担当部門は、検査監督

総括課と調整後、評価結果の最終判断を行う。 

核物質防護に係る検査で確認された気付き事項については、核セキュリティ部門がスクリーニン

グ及び評価を実施する。 

なお、スクリーニングの具体的な手法については、「検査気付き事項のスクリーニングに関するガ

イド」を参照のこと。 
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(2) 核燃料施設等 

検査を実施した検査官は、検査で確認された気付き事項に対するスクリーニングを実施し、指摘

事項（追加対応なし）又は深刻度Ⅳ以下（軽微を含む。）までの評価を実施し、各担当部門に報告

する。評価内容の判断については、実用発電用原子炉施設と同様である。 

核物質防護に係る検査で確認された気付き事項については、核セキュリティ部門がスクリーニン

グ及び評価を実施する。 

なお、スクリーニングの具体的な手法については、「検査気付き事項のスクリーニングに関するガ

イド」を参照のこと。 

 

（解説） 

検査を実施した検査官は、検査気付き事項を特定した場合、事務所長又はチーム

長と相談しつつ、責任を持って評価を行わなければならない。検査官は、評価の際

にどのような情報が必要になるかを理解することにより、検査の際に適切に情報を

収集することができる。例えば、原子力安全に係る設備が故障した場合、重要度評

価ではその設備の安全機能が維持されていたかどうかや、故障がいつ発生し、安全

機能がどの程度の期間劣化又は喪失していたかが重要な情報である。 

また、検査官は、原子力安全又は核物質防護上の検査指摘事項になる可能性があ

る検査気付き事項を特定した場合には、速やかに事務所長又はチーム長と共有し、

事務所長又はチーム長は速やかに担当部門の管理職とも共有する。 

なお、当該気付き事項の情報収集や評価を優先して実施することによって、他の

担当業務の実施が困難となる場合には、事務所及び本庁において業務分担見直しや

追加要員の配分など必要な対応を行わなければならない。 

 

4.7 会議の開催 

検査の実施に当たり、以下の会議を開催する。 

(1) 開始会議 

チーム検査においては、事業者等と開始会議を実施し、検査目的、検査予定等を説明する。 

日常検査については、事前に検査予定を事業者等に通知しないで通年実施するため、開始会議を

実施せずに検査を行うものとする。 

 

(2) 締めくくり会議 

検査運用ガイドの単位、検査の一定期間等の終了時又は終了後においては、事業者等と締めくく

り会議を行い、検査結果、特に検査指摘事項に関する事実関係と検査官の認識を説明する。その

際、必要に応じて事業者等の意見を確認する。 

 

（解説１） 

チーム検査については、指摘事項に係る事実確認等が終了し、予定された期間の

検査が終了した時点で、締めくくり会議を行う。なお、事実確認が終了しておら

ず、検査指摘事項となるかどうかの評価ができない事案がある場合であっても、一

旦締めくくり会議を開催し、その旨を事業者等に伝え、当該事案については継続し

 

(2) 核燃料施設等 

検査を実施した検査官は、検査で確認された気付き事項に対するスクリーニングを実施し、指摘

事項（追加対応なし）又は深刻度Ⅳ以下（軽微を含む。）までの評価を実施し、各担当部門に報告

する。評価内容の判断については、実用発電用原子炉施設と同様である。 

核物質防護に係る検査で確認された気付き事項については、核セキュリティ部門がスクリーニン

グ及び評価を実施する。 

なお、スクリーニングの具体的な手法については、「検査気付き事項のスクリーニングに関するガ

イド」を参照のこと。 

 

（解説） 

検査を実施した検査官は、検査気付き事項を特定した場合、事務所長又はチーム

長と相談しつつ、責任を持って評価を行わなければならない。検査官は、評価の際

にどのような情報が必要になるかを理解することにより、検査の際に適切に情報を

収集することができる。例えば、原子力安全に係る設備が故障した場合、重要度評

価ではその設備の安全機能が維持されていたかどうかや、故障がいつ発生し、安全

機能がどの程度の期間劣化又は喪失していたかが重要な情報である。 

また、検査官は、原子力安全又は核物質防護上の検査指摘事項になる可能性があ

る検査気付き事項を特定した場合には、速やかに事務所長又はチーム長と共有し、

事務所長又はチーム長は速やかに担当部門の管理職とも共有する。 

なお、当該気付き事項の情報収集や評価を優先して実施することによって、他の

担当業務の実施が困難となる場合には、事務所及び本庁において業務分担見直しや

追加要員の配分など必要な対応を行わなければならない。 

 

4.7 会議の開催 

検査の実施に当たり、以下の会議を開催する。 

(1) 開始会議 

チーム検査においては、事業者等と開始会議を実施し、検査目的、検査予定等を説明する。 

日常検査については、事前に検査予定を事業者等に通知しないで通年実施するため、開始会議を

実施せずに検査を行うものとする。 

 

(2) 締めくくり会議 

検査運用ガイドの単位、検査の一定期間等の終了時又は終了後においては、事業者等と締めくく

り会議を行い、検査結果、特に検査指摘事項に関する事実関係と検査官の認識を説明するととも

に、事業者等の見解を聴取する。 

 

（解説１） 

チーム検査については、指摘事項に係る事実確認等が終了し、予定された期間の

検査が終了した時点で、締めくくり会議を行う。なお、事実確認が終了しておら

ず、検査指摘事項となるかどうかの評価ができない事案がある場合であっても、一

旦締めくくり会議を開催し、その旨を事業者に伝え、当該事案については継続して
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て検査を行う。 

日常検査については、検査の一定期間等の終了時として各四半期の終了時期を示

しており、各四半期の翌月 10日までを目途に締めくくり会議を行う。なお、事実

確認が終了しておらず、検査指摘事項となるかどうかの評価ができない事案がある

場合は、締めくくり会議でその旨を事業者等に伝え、当該事案については、次の四

半期に引き続き確認活動を行う。 

締めくくり会議は、必要であれば、四半期の途中や特定の検査運用ガイドによる

検査が終了した時点でも実施できる。 

 

 

（解説２） 

締めくくり会議時に、例えば、指摘事項に対する新たな事実関係の有無、指摘事

項に対する是正活動などについて、必要に応じて事業者等の意見を確認する。是正

活動などの情報は、その後の検査に適宜活用する。 

 

 

4.8 検査実施者、検査実施人数及び検査時間 

(1) 検査実施者 

検査は、検査官の資格を有する原子力規制庁職員が実施する。チーム検査のチーム長は、原則と

して当該検査の専門性を有した中級以上の検査官資格を有する検査官が務める。検査官の資格を有

しない者は、検査官の補助を行う。なお、検査資格を有していない原子力規制庁職員であっても、

検査に有効な専門知識を有した者であれば、情報提供や検査現場の立会いなどの検査活動の支援を

することができる。 

 

(2) 検査実施人数 

責任及び権限の明確化を図り規制資源を有効活用するため、検査は原子力施設ごと又は検査運用

ガイドごとに担当を決め、必要最低限の人数で実施する。検査内容に応じた担当決めは、日常検査

では事務所の統括原子力運転検査官が、チーム検査ではチーム長がそれぞれ行う。 

なお、ツーマンルールが定められている原子力施設における現場確認については、２人以上で現

場に立ち入ること。 

 

（解説１） 

一人で検査できるものとして、会議の傍聴、中央制御室の巡視及び立会い（臨界

操作、並列操作等を含む。）、現場巡視等がある。 

 

 

(3) 検査時間 

検査時間については、人時で考える。検査官 Aが３時間検査を実施した場合、検査時間は３時間

となる。検査官 Aと検査官 Bが協議して３時間で１つの検査を実施した場合、検査時間は６時間と

なる。 

基本検査運用ガイドにある「検査要件まとめ表」に記載されている検査時間は、供用段階にある

検査を行う。 

日常検査については、検査の一定期間等の終了時として各四半期の終了時期を示

しており、各四半期の翌月上旬に締めくくり会議を行う。なお、事実確認が終了し

ておらず、検査指摘事項となるかどうかの評価ができない事案がある場合は、締め

くくり会議でその旨を事業者に伝え、当該事案については、次の四半期に引き続き

確認活動を行う。 

締めくくり会議は、必要であれば、四半期の途中や特定の検査運用ガイドによる

検査が終了した時点でも実施できる。 

 

 

（解説２） 

締めくくり会議時に得られた事業者等の見解、例えば指摘事項に対する是正活動

などの情報は、その後の検査に適宜活用する。 

 

 

 

4.8 検査実施者、検査実施人数及び検査時間 

(1) 検査実施者 

検査は、検査官の資格を有する原子力規制庁職員が実施する。チーム検査のチーム長は、原則と

して当該検査の専門性を有した中級以上の検査官資格を有する検査官が務める。検査官の資格を有

しない者は、検査官の補助を行う。なお、検査資格を有していない原子力規制庁職員であっても、

検査に有効な専門知識を有した者であれば、情報提供や検査現場の立会いなどの検査活動の支援を

することができる。 

 

(2) 検査実施人数 

責任及び権限の明確化を図り規制資源を有効活用するため、検査は原子力施設ごと又は検査運用

ガイドごとに担当を決め、必要最低限の人数で実施する。検査内容に応じた担当決めは、日常検査

では事務所長が、チーム検査ではチーム長がそれぞれ行う。 

なお、ツーマンルールが定められている原子力施設における現場確認については、２人以上で現

場に立ち入ること。 

 

（解説１） 

一人で検査できるものとして、会議の傍聴、中央制御室の巡視及び立会い（臨界

操作、並列操作等を含む。）、現場巡視等がある。 

 

 

(3) 検査時間 

検査時間については、人時で考える。検査官Ａが３時間検査を実施した場合、検査時間は３時間

となる。検査官Ａと検査官Ｂが協議して３時間で１つの検査を実施した場合、検査時間は６時間と

なる。 

基本検査運用ガイドにある「検査要件まとめ表」に記載されている検査時間は、供用段階にある

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・締めくくり会議

における会議形態

の調整などの手続

を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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原子力施設において行う検査時間の目安である。建設及び廃止措置段階の原子力施設については、

事業者等の安全活動や原子力施設の状態に応じて柔軟に実施するが、供用段階の実用発電用原子炉

施設におけるサンプル数又は検査時間に表１の係数を乗じたものを目安とする。（サンプル数が１

以下になる場合のみ、検査時間に係数を乗じる。） 

 

表1 建設及び廃止措置段階の施設の検査量目安 

 建設段階 廃止措置段階 

その年度において

核燃料物質／使用

済燃料／核燃料物

質等の取扱いを開

始しないもの 

廃止措置計画認可の次の年度以降 

全ての核燃料

物質を原子炉

から取り出した

年度まで 

全ての核燃料

物質を工場又

は事業所から

搬出した年度

まで 

全ての核燃料

物質を工場又

は事業所から

搬出した次の

年度以降 

実用炉 0.04 － 0.35 0.07 

研開炉 0.04 0.7 0.35 0.07 

試

験

炉 

熱出力 

500kw以上※

１ 

0.02 0.5 0.25 0.05 

熱出力 

500kw以上※

２ 

0.008 0.2 0.1 0.02 

熱出力 

500kw未満 

0.004 0.05 0.01 

再処理 0.04 

1.0 

（特定廃液の固型化等を

終了した年度まで） 

0.1 

（特定廃液の固型化等

を終了した次の年度以

降） 

加

工 

MOX 0.03 0.07 

ウラン 0.02 0.05 

貯蔵 0.004 0.01 

管理 0.004 0.01 

埋

設 

坑道の閉鎖

措置を伴わ

ないもの（２

種ピット処分

施設及びト

レンチ処分

施設） 

0.002 

0.05 

（覆土終了確認をした年

度まで） 

0.005 

（覆土終了確認をした

次の年度以降） 

使用(令第41条該

当) 

0.002 0.005 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

原子力施設において行う検査時間の目安である。建設及び廃止措置段階の原子力施設については、

事業者の安全活動や原子力施設の状態に応じて柔軟に実施するが、供用段階の実用発電用原子炉施

設におけるサンプル数又は検査時間に表１の係数を乗じたものを目安とする。（サンプル数が１以

下になる場合のみ、検査時間に係数を乗じる。） 

 

表1 建設及び廃止措置段階の施設の検査量目安 

 建設段階 廃止措置段階 

その年度において

核燃料物質／使用

済燃料／核燃料物

質等の取扱いを開

始しないもの 

廃止措置計画認可の次の年度以降 

全ての核燃料

物質を原子炉

から取り出した

年度まで 

全ての核燃料

物質を工場又

は事業所から

搬出した年度

まで 

全ての核燃料

物質を工場又

は事業所から

搬出した次の

年度以降 

実用炉 0.04 － 0.35 0.07 

研開炉 0.04 0.7 0.35 0.07 

試

験

炉 

熱出力 

500kw以上※

１ 

0.02 0.5 0.25 0.05 

熱出力 

500kw以上※

２ 

0.008 0.2 0.1 0.02 

熱出力 

500kw未満 

0.004 0.05 0.01 

再処理 0.04 

1.0 

（特定廃液の固型化等を

終了した年度まで） 

0.1 

（特定廃液の固型化等

を終了した次の年度以

降） 

加

工 

MOX 0.03 0.07 

ウラン 0.02 0.05 

貯蔵 0.004 0.01 

管理 0.004 0.01 

埋

設 

坑道の閉鎖

措置を伴わ

ないもの（２

種ピット処分

施設及びト

レンチ処分

施設） 

0.002 

0.05 

（覆土終了確認をした年

度まで） 

0.005 

（覆土終了確認をした

次の年度以降） 

使用(令第41条該

当) 

0.002 0.005 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

記載の適正化（誤

記） 
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※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

 

 

5. 検査報告書の作成 

検査報告書の作成については、別に定める「原子力規制検査における検査計画及び報告書作成運用

ガイド」に従って実施する。 

 

6. 深刻度の評価及び規制対応措置の立案 

検査指摘事項等に対する深刻度の評価及び規制対応措置の立案については、別に定める「原子力規制検

査における規制対応措置に関するガイド」に従って実施する。 

 

7. 検査結果の取りまとめ 

検査結果については、四半期ごとに取りまとめ検査報告書を作成し、以下のとおり原子力規制委員会に

報告等を行うとともに、検査報告書及び検査指摘事項の一覧を原子力規制委員会のホームページにおい

て公表する（核物質防護に係る検査結果については非公表とする。）。 

 

7.1 基本検査結果の報告等 

担当部門及び核セキュリティ部門は、基本検査の結果を四半期ごとに取りまとめる。検査報告書の

案は原子力規制委員会のホームページ等を通じて公表する（核物質防護に係る検査結果報告書の案に

ついては非公表とする。）。事業者から検査報告書の案に対する事実誤認等に関する意見を聴取する場

合は、原則、書面にて行う。基本検査の結果は当該意見等と合わせて原子力規制委員会に報告すると

ともに、発電所長、事業所長等に通知し、原子力規制委員会のホームページにおいて公表する。これ

らの報告、通知及び公表は、原則、報告対象の四半期が終了してから１か月以内に行う。 

 

7.2 原子力規制委員会での決定 

担当部門及び核セキュリティ部門は、重要度評価・規制対応措置会合（SERP）において「白」以上

の重要度（核燃料施設等においては、指摘事項（追加対応あり））又はレベルⅣ（通知あり）以上の

深刻度と評価した検査指摘事項があった場合、その内容を速やかに原子力規制委員会に諮る。 

 

付録１ 用語の定義 

 

(1) パフォーマンスベースト検査 

事業者等の安全活動が「どのように（How）」行われているかではなく、安全活動の結果「何を

（What）」得たか、実際に「何が（What）」発生しているかを確認する検査のこと。「何を（What）」及び

「何が（What）」については、事業者等のパフォーマンスに基づく潜在的な事案も含まれる。また、「ど

のように（How）」については、規制者として重点を置かず、事業者等は自らの責任のもとに安全活動を

柔軟に行うことができる。 

 

（解説） 

原子力安全を守ることは事業者等の一義的責任であることから、その安全活動に

おける具体的なプロセスは事業者等が検討し、規制側はその安全活動が総体として

適切になされていたかに着目して検査を行う。 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

 

 

5.9 検査報告書の作成 

検査報告書の作成については、別に定める「原子力規制検査における検査計画及び報告書作成運用

ガイド」に従って実施する。 

 

6. 深刻度の評価及び規制対応措置の立案 

検査指摘事項等に対する深刻度の評価及び規制対応措置の立案については、別に定める「原子力規制検

査における規制対応措置に関するガイド」に従って実施する。 

 

7. 検査結果の取りまとめ 

検査結果については、四半期ごとに取りまとめ報告書を作成し、以下のとおり原子力規制委員会に報告

等を行うとともに、原子力規制委員会のホームページにおいて公表する（核物質防護に係る検査結果につ

いては非公表とする。）。 

 

7.1 基本検査結果の報告等 

担当部門及び核セキュリティ部門は、基本検査の結果を四半期ごとに取りまとめ原子力規制委員会

に報告するとともに、発電所長、事業所長等に通知し、原子力規制委員会のホームページにおいて公

表する。これらの報告、通知及び公表は、原則、報告対象の四半期が終了してから１か月以内に行

う。 

 

 

 

7.2 原子力規制委員会での決定 

担当部門及び核セキュリティ部門は、重要度評価・規制対応措置会合（ＳＥＲＰ）において「白」

以上の重要度（核燃料施設等においては、指摘事項（追加対応あり））又はレベルⅣ（通知あり）以

上の深刻度と評価した検査指摘事項があった場合、その内容を速やかに原子力規制委員会に諮る。 

 

付録１ 用語の定義 

 

(1) パフォーマンスベースト検査 

事業者等の安全活動が「どのように（Ｈｏｗ）」行われているかではなく、安全活動の結果「何を（Ｗ

ｈａｔ）」得たか、実際に「何が（Ｗｈａｔ）」発生しているかを確認する検査のこと。「何を（Ｗｈａ

ｔ）」及び「何が（Ｗｈａｔ）」については、事業者等のパフォーマンスに基づく潜在的な事案も含まれ

る。また、「どのように（Ｈｏｗ）」については、規制者として重点を置かず、事業者等は自らの責任の

もとに安全活動を柔軟に行うことができる。 

 

（解説） 

原子力安全を守ることは事業者等の一義的責任であることから、その安全活動に

おける具体的なプロセスは事業者等が検討し、規制側はその安全活動が総体として

適切になされていたかに着目して検査を行う。 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

運用の明確化 

・検査報告書の案

に対して、事業者

からの意見を聴取

する手続を明確化 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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具体的には、検査官は、設備・機器が実際に機能するかどうかや現場の職員等が

適切に活動しているかどうかを現場で確認し、これらに劣化状態が確認された場合

には、その直接的な原因となる事業者等の安全活動（パフォーマンス）の劣化を事

業者が適切に特定し、是正しているどうかを確認する。 

 

 

(2) リスクインフォームド（Risk informed）検査 

検査活動においてリスク情報を活用する検査のこと。リスク情報には、実用発電用原子炉施設に対し

て用いられる確率論的リスク評価のような定量的な情報のほか、従来から考慮されている安全上の重要

度（重要度分類など）、運転経験及び不適合情報等の定性的な情報も含まれる。検査においてはリスクの

高さも考慮して設備・機器等を検査対象としてサンプリングし、重点的に確認し、検査指摘事項の評価

においてはリスク情報を考慮してその安全上の重要度を評価する。 

 

(3) フリーアクセス 

原子力規制活動の実施に必要な範囲において、原子力施設内の様々な場所への立入り、安全活動に係

る文書等必要な情報の閲覧、事業者等の職員に対する質問等を行うことを意味する。ただし、事業者の

安全上の内規を遵守するよう注意すること。 

 

付録２ 事務所の検査官による原子力施設等の日常巡視 

 

事務所に所属している検査官は、検査業務のほかに、日常的に原子力施設等の状態を把握する必要がある

ため、以下の事項に留意して日常巡視を実施する。 

 

(1) 巡視エリア 

検査官は、リスク上重要なエリア又は安全関連の設備・機器が位置するエリアの巡視を最優先に行う。

原子力施設の燃料取替停止中又はメンテナンス停止中には、通常アクセスできないエリアを巡視すること

ができることから、その施設の状況に合わせて、巡視の頻度とその範囲を選定する。 

また、検査官は、文書や記録により把握できない原子力施設の欠陥、応急措置又は一時的な変更につい

て的確に把握するために、設備・機器の現場点検を実施する従業者に同行する場合がある。 

 

(2) リスク情報の活用 

検査官は、現行の原子力施設の系統構成に基づき、施設の状態を考慮して、どのようなシステムやどの

ような作業のリスクが高いかを理解するために、リスク情報を活用していく必要がある。 

 

(3) 事業者等の会議体の傍聴 

検査官は、事業者等の会議を必要に応じて傍聴する。これらの会議には、日々の作業計画についての打

合せ、当直交代時の引継ぎ、緊急作業についての打合せ、保安運営委員会、発電所長等が行うマネジメン

トレビュー、CAP会議等がある。 

これらの会議を傍聴することによって、事業者等の活動に関する情報を効率的かつ効果的に入手するこ

とが可能である。会議体の傍聴に際しては、疑義等があっても会議中は発言せず、会議終了後に会議責任

者等に確認すること。 

 

具体的には、検査官は、設備・機器が実際に機能するかどうかや現場の職員等が

適切に活動しているかどうかを現場で確認し、これらに劣化状態が確認された場合

には、その直接的な原因となる事業者の安全活動（パフォーマンス）の劣化を事業

者が適切に特定し、是正しているどうかを確認する。 

 

 

(2) リスクインフォームド（Risk informed）検査 

検査活動においてリスク情報を活用する検査のこと。リスク情報には、実用発電用原子炉施設に対し

て用いられる確率論的リスク評価のような定量的な情報のほか、従来から考慮されている安全上の重要

度（重要度分類など）、運転経験及び不適合情報等の定性的な情報も含まれる。検査においてはリスクの

高い設備・機器等を検査対象としてサンプリングし、重点的に確認し、検査指摘事項の評価においては

リスク情報を考慮してその安全上の重要度を評価する。 

 

(3) フリーアクセス 

原子力規制活動の実施に必要な範囲において、原子力施設内の様々な場所への立入り、安全活動に係

る文書等必要な情報の閲覧、事業者等の職員に対する質問等を行うことを意味する。ただし、事業者の

安全上の内規を遵守するよう注意すること。 

 

付録２ 事務所の検査官による原子力施設等の日常巡視 

 

事務所に所属している検査官は、検査業務のほかに、日常的に原子力施設等の状態を把握する必要がある

ため、以下の事項に留意して日常巡視を実施する。 

 

(1) 巡視エリア 

検査官は、リスク上重要なエリア又は安全関連の設備・機器が位置するエリアの巡視を最優先に行う。

原子力施設の燃料取替停止中又はメンテナンス停止中には、通常アクセスできないエリアを巡視すること

ができることから、その施設の状況に合わせて、巡視の頻度とその範囲を選定する。 

また、検査官は、文書や記録により把握できない原子力施設の欠陥、応急措置又は一時的な変更につい

て的確に把握するために、設備・機器の現場点検を実施する従業者に同行する場合がある。 

 

(2) リスク情報の活用 

検査官は、現行の原子力施設の系統構成に基づき、施設の状態を考慮して、どのようなシステムやどの

ような作業のリスクが高いかを理解するために、リスク情報を活用していく必要がある。 

 

(3) 事業者等の会議体の傍聴 

検査官は、事業者等の会議を必要に応じて傍聴する。これらの会議には、日々の作業計画についての打

合せ、当直交代時の引継ぎ、緊急作業についての打合せ、保安運営委員会、発電所長等が行うマネジメン

トレビュー、ＣＡＰ会議等がある。 

これらの会議を傍聴することによって、事業者等の活動に関する情報を効率的かつ効果的に入手するこ

とが可能である。会議体の傍聴に際しては、疑義等があっても会議中は発言せず、会議終了後に会議責任

者等に確認すること。 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(4) 核物質防護関連事項 

核物質防護上の対策と原子力安全上の対策が相互に干渉するような状況が確認された場合、検査官は、

担当監視部門又は核セキュリティ部門へ連絡し、確認を要請する。例えば、以下のような場合が考えられ

る。 

a. 防護措置を高めるために講じた施錠又はその他の障壁の追加によって、運転員が緊急時の運転操作手

順書に記載されている措置が妨げられる場合 

b. メンテナンス作業又は建設工事を行ったため、防護措置のための障壁や侵入検知装置の機能が妨げら

れる場合 

c. 緊急時対応計画に影響を及ぼすサイト配置の変更、入退出ルートの変更又は保安手順書の変更が行わ

れた場合 

 

(5) 注意事項 

a. 日常巡視において確認した気付き事項に対する調査が約 30 分を超えそうな場合、検査官は、その調

査を検査として実施することが望ましい。 

b. 検査官は、検査に必要なものとして事業者等から貸与を受けた資料については、当該検査が終了した

時点で、原則として、事業者等に返却する。 

c. 検査において作成し、又は取得した行政文書は、その取扱いを特別に定めたものでない限り、「原子

力規制委員会行政文書管理規則」に従って保存・管理を行う。 

d. 特定重大事故等対処施設に関する資料については、その情報管理を徹底する。なお、現場においては

閲覧のみとする。 

 

 

 

付録３ 動作可能性の確認 

 

動作可能性（英語では、operability や functionality と表現されている。）とは、システム、補助シス

テム、部品及び装置が、必要なときに設計上の機能要求を満足して動作することが可能であるかどうかを意

味する。 

 

(1) 確認の目的 

事業者等が動作可能性の確認を行う目的は、原子力安全に影響を及ぼす構造物、系統及び機器

（Structures, Systems and Components。以下「SSC」という。）の動作可能性を正しく把握し、遅滞な

く適切な処置を行い、原子力施設の安全を確保することである。例えば、保安規定に定める運転上の制限

（Limiting Conditions for Operation。以下「LCO」という。）を逸脱しているにもかかわらず、適切な

処置を実施せずに原子力施設を運転することは許容されない。 

 

(2) 確認対象 

検査官は、事業者等が実施する動作可能性の確認が適切かどうかについて監視を行う。監視の対象は、

安全上重要な SSCを中心とする。 

また、これらの SSCに対する設計上の機能要求を満足する上で必要な動力、計装制御、冷却媒体、シー

ル水、潤滑油、環境条件等の設計上の機能要求を満足して動作するための前提となる機能を提供する関連

SSC及び条件についても確認の対象である。 

(4) 核物質防護関連事項 

核物質防護上の対策と原子力安全上の対策が相互に干渉するような状況が確認された場合、検査官は、

担当監視部門又は核セキュリティ部門へ連絡し、確認を要請する。例えば、以下のような場合が考えられ

る。 

a. 防護措置を高めるために講じた施錠又はその他の障壁の追加によって、運転員が緊急時の運転操作手

順書に記載されている措置が妨げられる場合 

b. メンテナンス作業又は建設工事を行ったため、防護措置のための障壁や侵入検知装置の機能が妨げら

れる場合 

c. 緊急時対応計画に影響を及ぼすサイト配置の変更、入退出ルートの変更又は保安手順書の変更が行わ

れた場合 

 

(5) 注意事項 

a. 日常巡視において確認した気付き事項に対する調査が約３０分を超えそうな場合、検査官は、その調

査を検査として実施することが望ましい。 

b. 検査官は、検査に必要なものとして事業者等から貸与を受けた資料については、当該検査が終了した

時点で、原則として、事業者等に返却する。 

c. 検査において作成し、又は取得した行政文書は、その取扱いを特別に定めたものでない限り、「原子

力規制委員会行政文書管理規則」に従って保存・管理を行う。 

d. 特定重大事故対処施設に関する資料については、現場においては厳に閲覧のみとする（「原子力規制委

員会における職員の信頼性確認に関する訓令」に基づく信頼性確認を経た職員のみが可能）。知り得た情

報については、国家公務員法第 100 条に規定される守秘義務により、職務上知ることのできた秘密を漏

らしてはならない。 

 

付録３ 動作可能性の確認 

 

動作可能性（英語では、operabilityや functionallyと表現されている。）とは、システム、補助システ

ム、部品及び装置が、必要なときに設計上の機能要求を満足して動作することが可能であるかどうかを意味

する。 

 

(1) 確認の目的 

事業者等が動作可能性の確認を行う目的は、原子力安全に影響を及ぼす構造物、系統及び機器（System、

Subsystem and Component。以下「ＳＳＣ」という。）の動作可能性を正しく把握し、遅滞なく適切な処

置を行い、原子力施設の安全を確保することである。例えば、保安規定に定める運転上の制限（Limiting 

Conditions for Operation。以下「ＬＣＯ」という。）を逸脱しているにもかかわらず、適切な処置を実

施せずに原子力施設を運転することは許容されない。 

 

(2) 確認対象 

検査官は、事業者等が実施する動作可能性の確認が適切かどうかについて監視を行う。監視の対象は、

安全上重要なＳＳＣを中心とする。 

また、これらのＳＳＣに対する設計上の機能要求を満足する上で必要な動力、計装制御、冷却媒体、シ

ール水、潤滑油、環境条件等の設計上の機能要求を満足して動作するための前提となる機能を提供する関

連ＳＳＣ及び条件についても確認の対象である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(3) 確認方法 

検査官は、原子力施設の状態に応じ、SSCの動作可能性が確認されていることを以下の点に留意しなが

ら監視を行う。 

a. 動作可能性の監視においては、必要に応じ、許認可申請書、事業者等の技術資料、規格等を確認し、

当該 SSCが設計上の機能要求を満足して動作するための条件を把握する。 

b. 動作可能性に関連する不適合が発生した場合、事業者等は事態収束などの初動対応を実施後、CAP活

動を行い、安全上の重要度を考慮して、あらかじめ定められた時間内に適切な活動内容にて是正処置等

を実施しているかを確認する。 

c. メンテナンス等により SSC の安全機能が維持できない場合、事業者等の代替処置が適切に行われて

いるかを確認する。 

d. 保安規定に記載されている LCO逸脱条件等、動作可能性に関係する許認可図書の記載を変更した際、

変更内容が関係者に周知され理解されているかを確認する。 

e. 動作可能性が確認されない場合、LCO 逸脱に係る宣言が適切なタイミングで行われているかなど、

事業者等による対応が適切に行われているかを確認する。 

f. 許容できない事前調整が実施されていないかを確認する（付録４参照）。 

 

(4) 報告 

検査官は、安全上重要な SSCの動作可能性が維持されていないと判断した場合（その可能性も含む。）

は、直ちに担当監視部門に報告する。 

 

 

付録４ 事前調整の妥当性確認 

 

事前調整（英語では preconditioningと表現されている。）とは、安全上重要な SSCの定例試験等を実施

する直前に、当該 SSCが試験でスムーズに動作することを確保するための作業であり、例えば DG起動前に

ターニングを行うことや、ポンプ起動前にベント操作・ドレン操作等を実施することをいう。 

 

(1) 確認の目的 

事故・トラブル時において、安全上重要な SSC が許認可図書で定められている機能要求を満足するこ

と、つまり動作可能性（付録３参照）を確実なものとするために事業者等が実施している事前調整につい

て、その妥当性を確認する。 

 

(2) 確認の対象 

事業者等の保安規定で定められているサーベイランス試験、日本機械学会維持規格に基づく検査、SA等

要員訓練等。 

 

(3) 許容できる事前調整及び許容できない事前調整 

ａ．許容できる事前調整 

(a) 作業員の安全確保のための事前調整 

(b) 設備保護のための事前調整 

ただし、上記(a)及び(b)については、動作可能性に影響がないことを事前に評価していること。 

 

(3) 確認方法 

検査官は、原子力施設の状態に応じ、ＳＳＣの動作可能性が確認されていることを以下の点に留意しな

がら監視を行う。 

a. 動作可能性の監視においては、必要に応じ、許認可申請書、事業者等の技術資料、規格等を確認し、

当該ＳＳＣが設計上の機能要求を満足して動作するための条件を把握する。 

b. 動作可能性に関連する不適合が発生した場合、事業者等は事態収束などの初動対応を実施後、ＣＡ

Ｐ活動を行い、安全上の重要度を考慮して、あらかじめ定められた時間内に適切な活動内容にて是正処

置等を実施しているかを確認する。 

c. メンテナンス等によりＳＳＣの安全機能が維持できない場合、事業者等の代替処置が適切に行われ

ているかを確認する。 

d. 保安規定に記載されているＬＣＯ逸脱条件等、動作可能性に関係する許認可図書の記載を変更した

際、変更内容が関係者に周知され理解されているかを確認する。 

e. 動作可能性が確認されない場合、ＬＣＯ逸脱に係る宣言が適切なタイミングで行われているかなど、

事業者等による対応が適切に行われているかを確認する。 

f. 許容できない事前調整が実施されていないかを確認する（付録４参照）。 

 

(4) 報告 

検査官は、安全上重要なＳＳＣの動作可能性が維持されていないと判断した場合（その可能性も含む。）

は、直ちに担当監視部門に報告する。 

 

 

付録４ 事前調整の妥当性確認 

 

事前調整（英語では preconditioningと表現されている。）とは、安全上重要なＳＳＣの定例試験等を実

施する直前に、当該ＳＳＣが試験でスムーズに動作することを確保するための作業であり、例えば DG起動

前にターニングを行うことや、ポンプ起動前にベント操作・ドレン操作等を実施することをいう。 

 

(1) 確認の目的 

事故・トラブル時において、安全上重要なＳＳＣが許認可図書で定められている機能要求を満足するこ

と、つまり動作可能性（付録３参照）を確実なものとするために事業者等が実施している事前調整につい

て、その妥当性を確認する。 

 

(2) 確認の対象 

事業者等の保安規定で定められているサーベイランス試験、日本機械学会維持規格に基づく検査、ＳＡ

等要員訓練等。 

 

(3) 許容できる事前調整及び許容できない事前調整 

ａ．許容できる事前調整 

(a) 作業員の安全確保のための事前調整 

(b) 設備保護のための事前調整 

ただし、上記(a)及び(b)については、動作可能性に影響がないことを事前に評価していること。 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤
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ｂ．許容できない事前調整 

(a) 合格基準を満足させるために実施する事前調整 

(b) 事前調整を実施しなかった場合に、合格基準を満足しないような事前調整 

(c) SSCの状態変更を伴う事前調整 

(d) サーベイランス試験の直前に定期的に実施されている事前調整 

 

（解説） 

上述した許容できる事前調整の例として、蒸気タービン駆動のポンプについて、

熱疲労の観点から設備保護のためサーベイランス前に蒸気によるウォーミングを行

う事などが挙げられる。また、サーベイランスの直前ではなく、定期的に行ってい

るオイラーへの給油やベント作業も挙げられる。 

また、許容できない事前調整の例として、機器の起動までの時間が判定基準とし

て設定されている系統について、その開閉時間も判定に含まれる電動弁などを事前

に開（又は閉）操作しておくことなどが挙げられる。 

 

 

また、分解点検等のメンテナンス直後に実施される試験が事前調整とみなせるような効果を有する段

階での、保安規定で定められるサーベイランスを実施してはならない。 

なお、許容できない事前調整を実施した場合には、SSCの運転実績等に影響し、運転実績をデータとし

て使用する PRAの計算結果にも影響する。 

 

 

 

〇 改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○運用の明確化 

①検査指摘事項に該当する可能性のある事

案等について、速やかに委員長等への報告

する手続を明確化（2.1関係者の役割） 

②検査報告書の案に対して、事業者からの意

見を聴取する手続を明確化（7.1基本検査

結果の報告等） 

③締めくくり会議における会議形態の調整

などの手続を明確化（4.7会議の開催） 

④サンプル数の数え方として、異なる視点で

のカウントに加え、異なる区域でのカウン

トを例示として追加（4.5サンプル数） 

⑤チーム検査の計画において、同一の施設に

対して関連する検査を連続して実施する

場合などに、同一のチーム長及びチーム員

 

ｂ．許容できない事前調整 

(a) 合格基準を満足させるために実施する事前調整 

(b) 事前調整を実施しなかった場合に、合格基準を満足しないような事前調整 

(c) ＳＳＣの状態変更を伴う事前調整 

(d) サーベイランス試験の直前に定期的に実施されている事前調整 

 

（解説） 

上述した許容できる事前調整の例として、蒸気タービン駆動のポンプについて、

熱疲労の観点から設備保護のためサーベイランス前に蒸気によるウォーミングを行

う事などが挙げられる。また、サーベイランスの直前ではなく、定期的に行ってい

るオイラーへの給油やベント作業も挙げられる。 

また、許容できない事前調整の例として、機器の起動までの時間が判定基準とし

て設定されている系統について、その開閉時間も判定に含まれる電動弁などを事前

に開（又は閉）操作しておくことなどが挙げられる。 

 

 

また、分解点検等のメンテナンス直後に実施される試験が事前調整とみなせるような効果を有する段

階での、保安規定で定められるサーベイランスを実施してはならない。 

なお、許容できない事前調整を実施した場合には、ＳＳＣの運転実績等に影響し、運転実績をデータと

して使用する PRAの計算結果にも影響する。 

 

 

 

〇 改訂履歴 

No. 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う変更 
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となるように配慮することを明確化（3.検

査の計画） 

⑥日常検査においてチーム検査に係る検査

項目の一部または全部について検査を実

施することができる運用を明確化（4.2検

査運用ガイド活用の考え方） 

⑦フリーアクセスにおける機密情報の取扱

いに関する注意事項について、日常巡視の

注意事項と整合（4.3フリーアクセス） 

⑧検査監督総括課による検査官会議や資格

制度の運用を明確化（2.1関係者の役割） 

⑨事務所からの報告のうち検査の実施状況

（特に検査気付き事項）について、原子力

規制庁原子力規制部検査グループ内に共

有する運用を明確化（2.1関係者の役割） 

○記載の適正化 
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1 
 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

 

原子力規制検査における検査計画及び報告書作成運用ガイド 

（GI0002_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

目次 

1. 目的  ........................................................................................................... 1 

2. 適用範囲....................................................................................................... 1 

3. 検査計画及び実施 ........................................................................................ 1 

4. 検査報告 ..................................................................................................... 2 

5. その他 ......................................................................................................... 7 

別添１ 事業所（施設）名及び記号 ................................................................. 8 

別添２ 原子力規制検査報告書様式 .............................................................. 8 

別添３ 原子力規制検査報告書記載要領......................................................... 8 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166 号。以下

「法」という。）第 61条の２の２の規定に基づく原子力規制検査（以下「検査」という。）について、原

子力規制庁（以下「本庁」という。)が取りまとめる検査計画及び検査結果の報告書（以下単に「報告書」

という。）の作成について定めたものである。 

 

2. 適用範囲 

本ガイドは、検査のうち基本検査に係る検査計画の立案及び報告書の作成について適用し、追加検査及

び特別検査に係るものについては適用しない。特定核燃料物質の防護（以下「核物質防護」という。）に

ついては、担当部門が、核物質防護に係る報告書を別途作成するが、様式は同様のものを使用する。 

 

 

3. 検査計画及び実施 

法第 61条の２の２第２項及び原子力規制検査等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第１号。

以下「規則」という。）第３条第１項に基づき検査を実施するため、次年度開始までに検査計画を策定す

る。 

 

3.1 日常検査の検査計画   

日常検査の検査計画は、原子力規制事務所（以下「事務所」という。）が法第 57条の８で規定され

 

原子力規制検査における検査計画及び報告作成運用ガイド 

（GI0002_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

目次 

1. 目的  ........................................................................................................... 1 

2. 適用範囲....................................................................................................... 1 

3. 検査計画及び実施 ........................................................................................ 1 

4. 検査報告 ..................................................................................................... 2 

5. その他 ......................................................................................................... 7 

6.  別添 1 事業所（施設）名及び記号 ................................................................. 8 

7.  別添 2 報告書の作成サンプル ..................................................................... 8 

（新設） 

 

1. 目的 

  本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下

「法」という。）第 61条の 2の 2の規定に基づく原子力規制検査（以下「検査」という。）について、原

子力規制庁（以下「本庁」という。)が行う検査計画及び検査結果の報告書（以下単に「報告書」という。）

の作成について定めたものである。 

 

2. 適用範囲 

  本ガイドは、検査のうち基本検査に係る検査計画の立案及び報告書の作成について適用し、追加検査及

び特別検査に係るものについては適用しない。特定核燃料物質の防護（以下、「核物質防護」という。）に

ついては、担当部門が、核物質防護に係る報告書を別途作成するが、様式は同様のものを使用することと

する。 

 

3. 検査計画及び実施 

  法第 61 条の 2の 2第 2項及び原子力規制検査等に関する施行規則（令和 2年原子力規制委員会規則第

1 号。以下「規則」という。）第 3条第 1 項に基づき検査を実施するため、次年度開始までに検査計画を

策定する。 

 

3.1 日常検査の検査計画   

日常検査の検査計画は、原子力規制事務所（以下「事務所」という。）が法第 57条の 8で規定され

記載の適正化（誤

記） 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書記載要領を

明確にするためガ

イドの構成を見直

し 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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ている原子力事業者等及び核原料物質を使用する者（以下「事業者」と総称する。）の安全活動の状

況に応じて原子力規制検査等実施要領（以下「実施要領」という。）「3.1 検査計画」に基づき策定す

る。 

原子力施設ごと（原則として事業の許可又は指定の単位、原子炉設置者の場合は原子炉の単位）の

各年度におけるサンプル数は、本庁担当部門が総合評定の結果等を踏まえて調整し、周知されるた

め、事務所は、決められたサンプル数を確認し、適切に配分する必要がある。 

プラントの起動停止等で通常の勤務時間帯では対応できない検査対象については、原子力検査官

の体制を十分に考慮して計画することが必要である。事務所が専門知識を有する原子力検査官の支

援を必要とする検査を計画する際は、関係する本庁担当部門に派遣要請を行う。また、検査計画は、

チーム検査の実施時期を確認した上で策定し、適切な対応ができるようにする。 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号）第 41

条に規定する核燃料物質を取り扱わない使用者及び核原料物質使用者（以下「非該当使用者等」と

いう。）については、その年度に検査対象とする非該当使用者等を本庁担当部門が前年度に決定し、

関係する事務所と共有する。 

原子力施設の運転計画や事業者の安全活動計画の変更が発生した場合は、その都度、検査計画を

適切に変更する。 

なお、核物質防護は、日常検査の対象外である。 

 

3.2 チーム検査の検査計画 

チーム検査については、本庁担当部門が、実施要領「3.1 検査計画」並びに各検査運用ガイドに定

められた検査頻度及びサンプル数に基づき、検査計画を策定する。 

本庁担当部門は、計画したチーム検査項目に従い、検査ごとの詳細な計画を策定するとともにチー

ム長及びチーム員を選定し、関係する事務所に共有する。 

各チーム長は、関係事務所及び検査対象の事業者にチーム検査の日程、体制等を連絡して、検査が

適切に行えるよう調整を行う。 

 

3.3 検査の実施 

日常検査及びチーム検査において、検査気付き事項が確認された場合は、スクリーニングを実施

し、全ての検査指摘事項について、その理由とともに本庁担当部門に連絡する。原子力検査官は、検

査指摘事項が「緑」又は核燃料施設等にあっては「指摘事項（追加対応なし）」の判断を行うととも

に、並行して深刻度が「SLⅣ（通知なし）」までの評価を行う。 

 

4. 検査報告 

法第 61 条の２の２第２項及び規則第３条第１項に基づき検査を実施し、検査報告書を作成する。 

 

検査報告書は、実施要領「3.3 検査報告書の作成」に基づき作成することとし、事務所は四半期の検査

終了後、日常検査及びチーム検査の結果を取りまとめて作成する。チーム検査結果は、検査チームが作成

して関係する事務所と共有する。 

なお、核燃料施設等の検査に係る検査報告書については、１つの事業者が複数の事業の許可又は指定を

ている原子力事業者等及び核原料物質を使用する者（以下「事業者」と総称する。）の安全活動の状

況に応じて原子力規制検査等実施要領（以下「実施要領」という。）「3.1 検査計画」に基づき策定す

る。 

原子力施設ごと（実用炉の場合は炉ごと）の各年度におけるサンプル数は、本庁担当部門が総合評

定の結果等を踏まえて調整し、周知されるため、事務所は、決められたサンプル数を確認し、適切

に配分する必要がある。 

プラントの起動停止等で通常の勤務時間帯では対応できない検査対象については、原子力検査官

の体制を十分に考慮して計画することが必要である。事務所が専門知識を有する原子力検査官の支

援を必要とする検査を計画する際は、関係する本庁担当部門に派遣要請を行う。また、検査計画は、

チーム検査の実施時期を確認した上で策定し、適切な対応ができるようにする。 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号）第 41

条に規定する核燃料物質を取り扱わない使用者及び核原料物質使用者（以下「非該当使用者等」と

いう。）については、その年度に検査対象とする非該当使用者等を本庁担当部門が前年度に決定し、

関係する事務所と共有する。 

原子力施設の運転計画や事業者の安全活動計画の変更が発生した場合は、その都度、検査計画を

適切に変更する。 

    なお、核物質防護は、日常検査の対象外である。 

 

3.2 チーム検査の検査計画 

チーム検査については、本庁担当部門が、実施要領「3.1 検査計画」並びに各検査運用ガイドに定

められた検査頻度及びサンプル数に基づき、検査計画を策定する。 

本庁担当部門は、計画したチーム検査項目に従い、検査ごとの詳細な計画を策定するとともにチー

ム長及びチーム員を選定し、関係する事務所に共有する。 

各チーム長は、関係事務所及び検査対象の事業者にチーム検査の日程、体制等を連絡して、検査が

適切に行えるよう調整を行う。 

 

3.3 検査の実施 

日常検査及びチーム検査において、検査気付き事項が確認された場合は、スクリーニングを実施

し、全ての検査指摘事項について、その理由とともに本庁担当部門に連絡する。原子力検査官は、検

査結果が「緑」又は指摘事項（追加対応なし）、かつ、深刻度が「ＳＬⅣ（通知なし）」までの初期評

価をする。 

 

4. 検査報告 

  原子炉等規制法第 61条の 2の 2第 2項及び原子力規制検査等に関する施行規則第 3条第 1項に基づき

検査を実施し、検査報告書を作成する。 

検査報告書は、原子力規制検査等実施要領「3.3 検査報告書の作成」に基づき作成することとし、事務

所は四半期の検査終了後、日常検査及びチーム検査の結果を取りまとめて作成する。チーム検査結果は、

検査チームが作成して関係する事務所と共有する。 

  なお、核燃料施設等の検査に係る検査報告書については、1つの事業者が複数の事業の許可又は指定を

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 
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受けている場合であって、複数の施設の運転を１つの事業所で行っている場合には、複数の検査結果を取

りまとめて検査報告書を作成することができる。例えば、同一事業所内に設置された原子力発電所及び非

該当使用者等の施設の検査を実施した場合、まとめて報告書を作成することができる。 

本庁担当部門が実施した非該当使用者等の検査については、当該本庁担当部門が報告書を作成する。事

務所が非該当使用者等に係る検査を実施した場合は、非該当使用者等の本庁担当部門にも報告する。 

法定確認行為等に係るチーム検査結果については、検査チームが報告書を作成して関係する事務所と

共有する。 

事務所又は検査チームは、締めくくり会議等で事業者と事実確認を実施、完了した上で、検査指摘事項

が「緑」又は核燃料施設等にあっては「指摘事項（追加対応なし）」若しくは深刻度が「SLⅣ（通知なし）」

と評価した場合、報告書に記載する。 

本庁担当部門が規制対応措置において、違反等通知を必要とすると判定した場合には、本庁担当部門が

違反等通知文を作成し、原子力規制委員会に諮った上で事業者に通知するとともに関係する事務所又は

チーム検査官に連絡する。 

検査指摘事項が「緑」を超える又は核燃料施設等にあっては「指摘事項（追加対応あり）」の場合

は、報告書を確定する前に「GI0009 安全重要度評価等に係る事務手順運用ガイド」に定めるとおり、

本庁担当部門が事業者に通知するとともに関係する事務所に連絡する。 

検査が継続している事項については、締めくくり会議等において事業者と事実確認を行う。 

 

（削除） 

 
 
 
 
 
 

（削除） 

 
 
 
 
 
 
 
 

（削除） 

 
 
 
 
 

受けている場合であって、複数の施設の運転を 1 つの事業所で行っている場合には、複数の検査結果を

取りまとめて検査報告書を作成する。例えば、同一事業所内に設置された原子力発電所及び非該当使用

者等の施設の検査を実施した場合、まとめて報告書を作成することができる。 

本庁担当部門が実施した非該当使用者等の検査については、当該本庁担当部門が報告書を作成する。事

務所が非該当使用者等に係る検査を実施した場合は、非該当使用者等の本庁担当部門にも報告する。 

法定確認行為等に係るチーム検査結果については、検査チームが報告書を作成して関係する事務所と

共有する。 

  事務所又はチーム検査官は、締めくくり会議で事業者と事実確認をした上で、検査結果が「緑」又は核

燃料施設等の場合は、指摘事項（追加対応なし）、かつ、深刻度「ＳＬⅣ（通知なし）」と評価した場合、

報告書に記載する。 

本庁担当部門が規制対応措置において、違反等通知を必要とすると判定した場合には、本庁担当部門が

違反等通知文を作成し、原子力規制委員会に諮った上で事業者に通知するとともに関係する事務所又は

チーム検査官に連絡する。 

検査結果が「緑を超える」又は「指摘事項（追加対応あり）」の場合は、報告書を確定する前に

「GI0009_安全重要度評価等に係る事務手順ガイド」に定めるとおり、本庁担当部門が事業者に通知す

るとともに関係する事務所に連絡する。 

検査が継続している事項については、締めくくり会議等において事業者と事実確認を行う。 

 

4.1 表紙 

  様式１を使用し、以下の項目を記載する。 

(1) 事業者（使用者 1）名 

(2) 事業所（施設）名 

(3) 検査実施時期 

(4) 作成年月 

 

4.2 目次 

  報告書は以下の項目の構成順序で作成する。 

(1) 実施概要 

(2) 指摘事項等概要一覧 

(3) 運転等の状況 

(4) 検査内容 

(5) 検査結果 

(6) 確認資料 

 

4.3 報告書を構成する各項目の記載内容 

(1) 実施概要 

事業者（使用者）名、事業所（施設）名、検査実施期間及び検査実施者を記載する。 

a.「事業者（使用者）名」は正式名称2で記載する。 

b.「事業所（施設）名」として発電所名等を正式名称で記載する。施設を判別する必要がある場

合には施設名まで記載する。本店、事業本部等で実施した場合には追加して記載する。 

c.「検査実施期間」は、締めくくり会議日にかかわらず、各四半期の初日及び最終日を記載する。

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

報告書記載要領を

明確にするためガ

イドの構成を見直

し 
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ただし、非該当使用者等に係る検査については、その実施日を記載する。 

d.「検査実施者」として、期間中に検査に参加した者についてチーム検査メンバー及び検査補助

者3を含めて部門別に全て記載する。本庁検査評価室員は、「重要度等評価者」として記載する。 

 

(2) 指摘事項等概要一覧 

 指摘事項を要約した内容について、様式２を使用して以下の項目を記載する。複数の指摘事項

がある場合、報告書におけるガイド及び検査項目の掲載順に指摘事項を記載する。指摘事項が認

められなかった場合は「指摘事項なし」と記載し、様式２は記載しない。 

a.件名 

b.監視領域（小分類） 

c.検査運用ガイド、検査項目、検査対象 

d.指摘事項の重要度／深刻度 

e.指摘事項等の概要 

f.指摘年月日 4、整理番号 5 

 

(3) 運転等の状況 

原子力発電所については、様式３－１の様式を使用して号機ごとに運転状況、廃止措置状況又

は建設状況を記載する。廃止措置状況については使用済燃料貯蔵槽から使用済燃料が搬出済みか

否かについても記載する。 

核燃料施設等については、様式３－２を使用して施設ごとに活動状況を記載する。 

 

(4) 検査内容 

冒頭に、以下の例のように記載する。 

『 検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイドを使用して実施した。検査対象については、

原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク

情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者（又は使用者 6）の実際の安

全活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。 

検査運用ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。 

第○四半期は、以下のとおり検査を実施した。           』 

 

具体的検査内容として、以下の項目を日常検査、チーム検査の順に記載する。 

a.ガイド 

b.検査項目 7 

c.検査対象 8 

 

(5) 検査結果 

・指摘事項等の詳細 

    指摘事項の詳細について、様式４を使用して以下の項目を記載する。指摘事項が認められなかった

場合は「指摘事項なし」と記載し、様式４は記載しない。 

a.件名 

b.監視領域（小分類） 
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c.検査運用ガイド、検査項目、検査対象 

d.指摘事項の重要度／深刻度 

e.指摘事項等の概要 

     f.事象の説明 

g.指摘事項の重要度評価等 

h.規制対応措置 

i.指摘年月日、整理番号 

   （a～e、i は、4.3(2) 指摘事項等概要一覧と同一の内容を記載する。） 

 

・未決事項 

重要度及び規制対応措置が未決定である指摘事項等について、様式５を使用して以下の項目を記

載する。未決事項がない場合は、この項目は記載しない。 

a.件名 

b.検査運用ガイド 

c.概要 

d.確認年月日 9、整理番号 10 

 

未決事項を記載する場合は、概要欄にその理由を記載する。例えば、指摘事項ではあるが、重要度

が未決定である場合には、「指摘事項に関する重要度評価が完了せず、未決定である」等、本庁担当

部門と情報共有した上で記載する。 

未決解消後は、4.3(2)指摘事項等概要一覧の「整理番号」及び 4.3(5)検査結果」の「整理番号」

に未決事項の整理番号を追記する。 

 

  ・検査継続案件 

検査でパフォーマンスの劣化が確認されたが、検査期間内にその事実関係が十分に確認できなか

ったために、確認を継続している事案については、様式６を使用して以下の項目を記載する。該当す

る案件がない場合は、この項目は記載しない。 

a.件名 

b.検査運用ガイド 

c.確認年月日 11 

 

(6) 品質マネジメントシステムの運用（年次検査結果） 

検査チームは、事業者の品質保証活動の実効性等、以下の分野におけるパフォーマンスの評価

について、様式７を使用して記載する。核物質防護については対象外とする。 

なお、実施されなかった四半期については記載しない。 

a.改善措置活動の実効性 

b.他施設における運転経験及び知見の活用 

c.マネジメントレビュー等の自己評価及び監査 

d.安全文化の育成と維持に関する活動 
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5. その他 

5.1 第三者機関等報告書の取扱い 

検査において第三者機関等報告書を確認した場合は、その内容のみを根拠とした検査結果とはしない。 

 

 

5.2 図表、写真等 

図表、写真等を含めることにより、そうでない場合と比較して、状況の説明を短くすることができた

り、複雑な状態の説明が容易になったりする場合は、報告書に使用してもよい。 

 

5.3 報告書の公表 

本庁担当部門は、検査指摘事項が「緑」又は核燃料施設等にあっては「指摘事項（追加対応なし）」で

あり、深刻度が「SLⅣ（通知なし）」である場合は、当該案件の概要を含めて四半期における原子力規制

検査等の実施結果として原子力規制委員会に報告し、その後、報告書を事業者に通知するとともに、原子

力規制委員会のホームページを通じて公表する。 

なお、報告書の案については、ホームページ掲載により事業者に開示し、当該事業者が事実誤認等に関

する意見等の陳述を希望する場合は、原則、書面にて意見等を聴取する。 

核物質防護に係る報告書は、「核物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報」を含むため、非公

開とする。 

ホームページ掲載を行うに際して、報告書の内容に事業者の不開示情報が記載されていないことを十

分に確認する。 

 

 

5.4 報告書に使用するフォント等 

報告書に使用するフォント等は以下のとおりとする。なお、フォントは原則全角とするが、アラビア数 

字が２文字以上の場合は半角を用いる。 

 

和文フォント：「MS UI Gothic」標準12.0ポイント 

欧文フォント：「MS UI Gothic」標準12.0ポイント 

(7) 確認資料 

確認した資料について、以下の項目を日常検査、チーム検査の順に記載する。 

a.検査運用ガイド 

b.検査項目 

c.資料名 

複数の検査運用ガイドに入力された同一の確認資料は同一の名称で記載する。以後の検査活動

（例えば、将来の検査の検査対象の選定のための情報とする）、パフォーマンスの劣化及び指摘事

項の重要度評価の判定等を支援するため、確認した文書を適切に記載する。 

 

(8) 添付資料 

必要な場合は、指摘事項の重要度評価の根拠等を示す資料を「補足情報」として報告書に添付

する。 

 

5. その他 

5.1 第三者機関等報告書の取扱い 

検査において第三者機関等の報告書を確認した場合は、その内容のみを根拠とした検査結果とはしな

い。 

 

5.2 図表、写真等 

図表、写真等を含めることにより、そうでない場合と比較して、状況の説明を短くすることができた

り、複雑な状態の説明が容易になったりする場合は、報告書に使用してもよい。 

 

5.3 報告書の公表 

 本庁担当部門は、検査結果が「緑」又は「指摘事項（追加対応なし）」であり、かつ、深刻度が「ＳＬ

Ⅳ（通知なし）」である場合は、原子力規制委員会に報告書により報告し、その後、事業者に通知すると

ともに、原子力規制委員会のホームページを通じて公表する。 

 

 

 

核物質防護に係る報告書は、「核物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報」を含むため、非公

開とする。 

ホームページ掲載を行うに際して、報告書の内容に事業者の不開示情報が記載されていないことを十

分に確認する。 

 

 

5.4 報告書に使用するフォント等 

  報告書に使用するフォント等は以下のとおりとする。 

 

 

和文フォント：「MS UI Gothic」標準12.0ポイント 

欧文フォント：「MS UI Gothic」標準12.0ポイント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・検査報告書の案

に対して、事業者

からの意見を聴取

する手続を明確化 

 

 

 

 

 

 

 

報告書記載要領を

明確にするためガ

イドの構成を見直

し 

  

-61-



7 
 

数字フォント：「MS UI Gothic」標準12.0ポイント 

用紙：Ａ４用紙、縦方向 

句読点：「。」「、」 

マージン：上端30mm／下端30mm／左端26mm／右端26mm 

 

別添１ 事業所（施設）名及び記号 

事業所（施設）名及び記号を別添１として示す。 

 

別添２ 原子力規制検査報告書様式 

報告書の様式を別添２として示す。 

 

別添３ 原子力規制検査報告書記載要領 

報告書の記載要領を別添 3として示す。 

 

 

 

〇 改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/1 施行  

１  ○運用の明確化 

①ガイド名を「報告作成」から「報

告書作成」に修正 

②検査報告書の案に対して、事業

者からの意見を聴取する手続を

明確化（5.3報告書の公表） 

③報告書記載要領を明確にするた

めガイドの構成を見直し（4.検

査報告、5.その他、別添２、別

添３） 

○記載の適正化 

 

 

 

 

数字フォント：「MS UI Gothic」標準12.0ポイント 

用紙：Ａ４用紙、縦方向 

句読点：「。」「、」 

マージン：上端30mm／下端30mm／左端26mm／右端26mm 

 

6.  別添 1 事業所（施設）名及び記号 

   事業所（施設）名及び記号を別添 1として示す。 

 

7.  別添 2 報告書の作成サンプル 

報告書の作成サンプルを別添 2として示す。 

 

（新設） 

                                           

          

 

 

〇 改訂履歴 

No. 改訂日 改訂の概要 備考 
0 2020/04/1 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

報告書記載要領を

明確にするためガ

イドの構成を見直

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 
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原子力規制検査における検査計画及び報告書作成運用ガイド 

 

別添１ 事業者記号 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

 

別添１ 

【実用発電用原子炉施設】 

事業所（施設） 記号 

泊発電所 J01 

東北電力株式会社 東通原子力

発電所   
J02 

東京電力ホールディングス株式

会社 東通原子力発電所 
J03 

 女川原子力発電所  J04 

 柏崎刈羽原子力発電所 J05 

 福島第二原子力発電所 J06 

東海発電所      J07 

東海第二発電所    J08 

浜岡原子力発電所   J09 

志賀原子力発電所   J10 

敦賀発電所     J11 

 美浜発電所     J12 

 大飯発電所     J13 

 高浜発電所    J14 

 島根原子力発電所  J15 

 伊方発電所    J16 

 玄海原子力発電所  J17 

川内原子力発電所 J18 

大間建設所 J19 

原子力発電所（その他） J20 

  

  【核燃料施設等】 

事業所（施設） 記号 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

   高速増殖原型炉もんじゅ  K01 

   新型転換炉原型炉ふげん K02 

大洗研究所 K03 

原子力科学研究所 K04 

核燃料サイクル工学研究所 K05 

人形峠環境技術センター K06 

 

別添 1 

【実用発電用原子炉施設】 

事業所（施設） 記号 

泊発電所 J01 

東北電力株式会社 東通原子力

発電所   
J02 

東京電力ホールディングス株式

会社 東通原子力発電所 
J03 

 女川原子力発電所  J04 

 柏崎刈羽原子力発電所 J05 

 福島第二原子力発電所 J06 

東海発電所      J07 

東海第二発電所    J08 

浜岡原子力発電所   J09 

志賀原子力発電所   J10 

敦賀発電所     J11 

 美浜発電所     J12 

 大飯発電所     J13 

 高浜発電所    J14 

 島根原子力発電所  J15 

 伊方発電所    J16 

 玄海原子力発電所  J17 

川内原子力発電所 J18 

大間建設所 J19 

原子力発電所（その他） J20 

  

  【核燃料施設等】                                                                    

事業所（施設） 記号 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構  

   高速増殖原型炉もんじゅ  K01 

   新型転換炉原型炉ふげん K02 

大洗研究所 K03 

原子力科学研究所 K04 

核燃料サイクル工学研究所 K05 

人形峠環境技術センター K06 

 

記載の適正化（誤

記） 
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青森研究開発センター K07 

日本原燃株式会社  

   再処理事業所 K08 

   濃縮・埋設事業所 K09 

原子燃料工業株式会社  

熊取事業所 K10 

東海事業所 K11 

三菱原子燃料株式会社 K12 

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン K13 

国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所 K14 

リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター K15 

東芝エネルギーシステムズ株式会社 K16 

学校法人近畿大学原子力研究所 K17 

国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 K18 

学校法人五島育英会東京都市大学原子力研究所 K19 

株式会社日立製作所王禅寺センタ K20 

学校法人立教学院立教大学原子力研究所 K21 

ニュークリア・デベロップメント株式会社 K22 

日本核燃料開発株式会社 K23 

公益財団法人核物質管理センター  

六ヶ所保障措置センター K24 

東海保障措置センター K25 

核燃料施設等（その他） K26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青森研究開発センター K07 

日本原燃株式会社  

   再処理事業所 K08 

   濃縮・埋設事業所 K09 

原子燃料工業株式会社  

熊取事業所 K10 

東海事業所 K11 

三菱原子燃料株式会社 K12 

株式会社グローバル・ニュークリア・フュエル・ジャパン K13 

国立大学法人京都大学複合原子力科学研究所 K14 

リサイクル燃料貯蔵株式会社リサイクル燃料備蓄センター K15 

東芝エネルギーシステムズ株式会社 K16 

学校法人近畿大学原子力研究所 K17 

国立大学法人東京大学大学院工学系研究科原子力専攻 K18 

学校法人五島育英会東京都市大学原子力研究所 K19 

株式会社日立製作所王禅寺センタ K20 

学校法人立教学院立教大学原子力研究所 K21 

ニュークリア・デベロップメント株式会社 K22 

日本核燃料開発株式会社 K23 

公益財団法人核物質管理センター  

六ヶ所保障措置センター K24 

東海保障措置センター K25 

核燃料施設等（その他） K26 
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原子力規制検査における検査計画及び報告書作成運用ガイド 

 

別添２ 原子力規制検査報告書様式 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

別添２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○株式会社□○○発電所 

令和〇年度（第〇四半期） 

原子力規制検査報告書 

（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和〇年〇月 

原子力規制委員会 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○株式会社○○発電所 

令和○年度（第○四半期） 

原子力規制検査報告書 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○年○月 

原子力規制委員会 
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目 次 

１．実施概要 .......................................................................... 

（削除） 

２．運転等の状況 ...................................................................... 

３．検査結果 ..........................................................................   

４．検査内容 ..........................................................................   

５．確認資料 .......................................................................... 

別添１ 指摘事項の詳細 ..................................................................................................................................................  

別添２ 品質マネジメントシステムの運用年次検査の詳細 ....................................................................................  

 

 
 
 
１．実施概要 

（１）事業者名： 

（２）事業所名： 

（３）検査実施期間： 

（４）検査実施者： 

検査補助者： 

重要度等評価者： 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

目 次 

１．実施概要 .......................................................................... 

２．指摘事項等概要一覧 ................................................................ 

３．運転等の状況 ...................................................................... 

４．検査内容 .......................................................................... 

５．検査結果 .......................................................................... 

６．確認資料 ..........................................................................  

 

 

 

 

 

 

１．実施概要 

（１）事業者名： 

（２）事業所名：  

（３）検査実施期間： 

（４）検査実施者： 

 検査補助者：  

 重要度等評価者： 

 

  

２．指摘事項等概要一覧 

（１） 

件名  

監視領域(小分類）  

ガイド 

検査項目 

検査対象 

 

指摘事項の重要度／

深刻度 
 

指摘事項等の概要 

 

 

 

指摘年月日 

整理番号 

 

 

 

報告書記載要領を

明確にするためガ

イドの構成を見直

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書記載要領を

明確にするためガ

イドの構成を見直

し 
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２．運転等の状況 

号機 
出力 

（万 kW) 
検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況 

   

   

   

 

 

３．検査結果 

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実施した。検

査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、保安活動

の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の保安活動、社

内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。検査運用ガイドは、原子力

規制委員会ホームページに掲載されている。 

第○四半期は、以下のとおり検査を実施した。 

 

３．１ 検査指摘事項 

   重要度及び規制対応措置が確定した検査指摘事項は、以下のとおりである。 

詳細は、別添１参照 

（１） 

件名  

検査運用ガイド  

概要  

重要度／深刻度  

 

３．２ 未決事項 

重要度及び規制対応措置が未決定である指摘事項は、以下のとおりである。 

（１） 

件名  

検査運用ガイド  

確認された指摘事項  

確認年月日 

整理番号 

 

 

３．３ 検査継続案件 

検査でパフォーマンスの劣化が確認されたが、検査期間内にその事実関係が十分に確認できなか

ったために、確認を継続している事案は、以下のとおりである。 

（１） 

件名  

 

３．運転等の状況 

号機 
出力 

（万 kW) 
検査期間中の運転、廃止措置状況及び建設状況 

   

   

   

 

 

４．検査内容 

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイドを使用して実施した。検査対象については、原子力

検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関する事項、安全活動の状況、リスク情報等を踏

まえて選定し、検査を行った。検査においては、事業者の実際の安全活動、社内基準、記録類の確認、

関係者への聞き取り等により活動状況を確認した。検査運用ガイドは、原子力規制委員会ホームページ

に掲載されている。 

第○四半期は、以下のとおり検査を実施した。 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書記載要領を
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し 
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検査運用ガイド  

確認されたパフォーマ

ンス劣化 
 

確認年月日  

 

４．検査内容 

４．１ 日常検査 

（1）ガイド名 

検査項目 

検査対象 

 

４．２ チーム検査 

（1）ガイド名 

検査項目 

検査対象 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．１ 日常検査 

（1）ガイド名 

検査項目 

検査対象 

 

４．２ チーム検査 

(1)ガイド名 

 検査項目 

検査対象 

 

５．検査結果 

５．１ 指摘事項等の詳細 

（１） 

件名  

監視領域(小分類）  

ガイド 

検査項目 

検査対象 

 

指摘事項の重要度

／深刻度 
 

指摘事項等の概要 

 

 

事象の説明 

 

 

指摘事項の重要度

評価等 

 

規制対応措置  

指摘年月日 

整理番号 

 

 

５．２ 未決事項 

（１） 

件名  

ガイド  

 

 

 

 

 

報告書記載要領を

明確にするためガ

イドの構成を見直

し 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書記載要領を

明確にするためガ

イドの構成を見直

し 
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５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（1）ガイド名 

検査項目 

検査対象 

資料名 

 

５．２ チーム検査 

（1）ガイド名 

検査項目 

検査対象 

資料名 

 

 

 

別添１ 指摘事項の詳細 

（１） 

件名  

監視領域(小分類）  

概要  

確認年月日 

整理番号 

 

 

５．３ 検査継続案件 

（１） 

件名  

ガイド  

確認年月日  

 

５．４ 品質マネジメントシステムの運用年次検査結果 

改善措置活動の実効

性 

 

他施設における運転経

験及び知見の活用 

 

マネジメントレビュー等

の自己評価及び監査 

 

安全文化の育成と維

持に関する活動 

 

 

６．確認資料 

６．１ 日常検査 

（1）ガイド名 

検査項目  

（新設） 

検査対象 

 

６．２ チーム検査 

（1）ガイド名 

検査項目 

（新設） 

資料名 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告書記載要領を

明確にするためガ

イドの構成を見直

し 
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検査運用ガイド 

検査項目 

検査対象 

 

指摘事項の重要度／

深刻度 
 

指摘事項等の概要  

事象の説明  

指摘事項の重要度評

価等 

 

規制対応措置  

指摘年月日 

整理番号 

 

 

 

別添２ 品質マネジメントシステムの運用年次検査の詳細 

改善措置活動の実効

性 

 

他施設における運転

経験及び知見の活用 

 

マネジメントレビュー等

の自己評価及び監査 

 

安全文化の育成と維

持に関する活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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-72-



 
 

別添３ 原子力規制検査報告書記載要領 

 

 

 

 

○○株式会社□1○○発電所2 

令和〇年度（第〇四半期） 

原子力規制検査報告書 

（原子力施設安全及び放射線安全に関するもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和○年○月 

原子力規制委員会 

 

 

 

 

                                                   
1 株式会社と発電所名の間は一字空ける。 
2 使用者の検査を実施した場合には「使用者名と施設名」を記載する。原子力発電所及び

非該当使用者等の施設の検査を実施した場合には「事業者名と施設名」又は「設置者名

と施設名」を記載する。 
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目 次3
 

１．実施概要................................................................................................................................................ 1 

２．運転等の状況....................................................................................................................................... 2 

３．検査結果................................................................................................................................................ 3 

４．検査内容................................................................................................................................................ 4 

５．確認資料................................................................................................................................................ 7 

別添１ 指摘事項の詳細.......................................................................................................... 別添 1-1 

別添２ 品質マネジメントシステムの運用年次検査の詳細............................................ 別添 2-1 

 

 

                                                   
3 報告書に使用するフォントは、「MS UI Gothic」標準 12.0 ポイントとする。 
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１．実施概要 

（１）事業者名4：○○株式会社 

（２）事業所名5：○○発電所及び本店 

（３）検査実施期間6：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日 

（４）検査実施者7：○○原子力規制事務所 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

○○ ○○ 

原子力規制部検査グループ実用炉監視部門 

○○ ○○ 

検査補助者8：○○原子力規制事務所 

 ○○ ○○ 

重要度等評価者9：原子力規制部検査グループ検査監督総括課検査評価室 

○○ ○○ 

 
 

                                                   
4 設置許可申請書等に記載されている名称とする。 
5 発電所名等を正式名称で記載する。また、施設を判別する必要がある場合には施設名ま

で記載する。なお、本店、事業本部等で実施した場合には追加して記載する。 
6 検査実施期間は、締めくくり会議日にかかわらず、各四半期の初日及び最終日を記載す

る。ただし、非該当使用者等に係る検査については、その実施日を記載する。 
7 原子力検査官として期間中に検査に参加した者を部門別に記載する。 
8 検査補助者は、原子力検査官以外の者（原子力防災専門官、上席放射線防災専門官等）

を記載する。 
9 重要度等評価者は、評価が「白」以上または「規制対応あり」となった場合、担当した

本庁検査評価室員を記載する。 
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２．運転等の状況 

号機 
出力 

（万 kW) 
検査期間中の運転、停止、廃止措置及び建設の状況10 

１号機 57.9 廃止措置中（使用済燃料搬出済み）11 

２号機 91.2 停止中 

３号機 91.2 運転中 

４号機 91.2 停止中（〇月〇日発電停止）12 

５号機 91.2 運転中（〇月〇日発電開始） 

６号機 130.0 建設中（〇月〇日設置許可）13 

 
 
２．運転等の状況 

施設名 検査期間中の運転、操業、停止、廃止措置及び建設の状況等14 

加工施設 停止中、操業中 

再処理施設 運転中、廃止措置中（ガラス固化前） 

試験研究用等 

原子炉施設 

停止中、実験中、実験中以外 

研究開発段階炉 運転中、停止中、廃止措置中 (令和○○年○○月○○日～) 

使用施設 核燃料物質使用中、使用停止中 

使用済燃料貯蔵施設 操業中 

管理・埋設施設 停止中、運転中 

 
  

                                                   
10 検査期間終了時の運転又は停止状況を記載する。検査期間中に運転、停止等があった場

合にはその月日も記載する。 
11 廃止措置状況については、廃止措置中と記載し、燃料の状況（使用済燃料プールに貯蔵

中等）について括弧書きで記載する。検査期間中に燃料の搬出が完了した場合や廃止措

置計画の認可があった場合にはその月日を記載する。 
12 停止は解列日、運転（発電開始）は並列日とする。 
13 建設状況については、建設に着工した施設を建設中と記載し、検査期間中に建設着工や

燃料の搬入等が行われた場合にはその月日を記載する。なお、建設着工は設置許可日を

起点とする。 
14 非該当使用者等の施設については、運転等の状況を記載しない。 
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３．検査結果 

検査は、検査対象に対して適切な検査運用ガイド（以下単に「ガイド」という。）を使用して実

施した。検査対象については、原子力検査官が事前に入手した現状の施設の運用や保安に関

する事項、保安活動の状況、リスク情報等を踏まえて選定し、検査を行った。検査においては、

事業者（又は使用者）の実際の保安活動、社内基準、記録類の確認、関係者への聞き取り等

により活動状況を確認した。ガイドは、原子力規制委員会ホームページに掲載されている。 

第〇四半期の結果は、以下のとおりである。 

 

３．１ 検査指摘事項15 

重要度及び規制対応措置が確定した検査指摘事項は、以下のとおりである。 

詳細は、別添１参照 

（１）16○○発電所○号機 作業計画書の不十分な履行による燃料ピット冷却系の停止 

件名17 ○○発電所○号機 作業計画書の不十分な履行による燃料ピット冷

却系の停止 

検査運用ガイド18 BM0110 作業管理 

概要19 安全系母線の点検に関する配線接続作業中誤って作業対象ではない

端子に配線を接続したことにより、供用中の４－３Ｃ母線電圧検出回

路のヒューズが溶断した。この結果、４－３Ｃ母線から給電されている燃

料ピット冷却系等の設備が停止した。 

重要度／深刻度 緑／SLⅣ（通知なし20） 

 

                                                   
15 指摘事項が認められなかった場合は、「指摘事項なし」と記載する。 
16 指摘事項は、指摘事項毎に番号を付する。（以下、「未決事項」「検査継続案件」も同様） 
17 指摘事項とした事象について、発生した事象の内容及び不適切な行為を分かりやすく簡

潔に記載する。 
18 検査運用ガイドの管理番号及び名称を記載する。（以下、「未決事項」「検査継続案件」も

同様） 
19 概要を 4～5 行で記載する。 
20 通知なし：本庁による法令違反又はそれに準ずる事業者の行為の通知文書なし 

通知あり：本庁による法令違反又はそれに準ずる事業者の行為の通知文書あり 
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３．２ 未決事項21 

 重要度及び規制対応措置が未決定である指摘事項は、以下のとおりである。 

（１） 

件名 ○○○○ 

検査運用ガイド BM0110 作業管理 

確認された指摘事項  〇〇〇〇 

確認年月日22 

整理番号23 

令和〇年〇月〇日 

Jxx-xxxxxx-xx 

 
 
３．３ 検査継続案件24 

 検査でパフォーマンスの劣化が確認されたが、検査期間内にその事実関係が十分に確認でき

なかったために、確認を継続している事案は、以下のとおりである。25 

（１） 

件名 ○○○ 

検査運用ガイド BM0110 作業管理 

確認されたパフォーマ

ンス劣化 
 〇〇〇〇 

確認年月日26 令和○○年○○月○○日 

 
 なお、令和〇年〇月〇日にパフォーマンス劣化を確認した検査継続案件「〇〇〇」については、

検査による事実確認等を実施した結果、指摘事項に該当しないと判断した。27 

 
 
 
 

                                                   
21 未決事項がない場合は、「なし」と記載する。 
22 事務所等が指摘事項を確認した年月日とする。 
23 整理番号は、「事業所（施設）記号（別添１）－確定年月－件数（2 桁表示）」とする。 
24 検査継続案件がない場合は、「なし」と記載する。 
25 「GI0001 共通事項に係る検査運用ガイド」に記載されているとおり、検査指摘事項に

該当するか判断できない事案がある場合であって、一旦締めくくり会議でその旨を事業

者に伝えているもの。 
26 事務所等でパフォーマンス劣化を確認した年月日を記載する。 
27 前四半期以前に検査継続案件として報告書に記載されているもののうち、指摘事項に該

当しないことが確認された案件について記載する。 

-78-



5 
 

４．検査内容 

４．１ 日常検査28 

（１）BO0020 設備の系統構成 

検査項目 標準的系統構成29  

検査対象30 31 32 

１）〇号機系統構成に係る活動（指摘事項あり）33 

２）〇号機系統構成に係る活動  

 

検査項目 包括的系統構成34 

検査対象 

１）〇号機包括的系統構成に係る活動 

２）〇号機包括的系統構成に係る活動 

 

（２）BO1030 原子炉起動停止 

検査項目 原子炉起動停止35 

検査対象 

１）○号機 原子炉の起動操作に係る準備の実施状況 

２）○号機 原子炉の起動操作の実施状況 

 

（３）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用検査項目36 

検査項目 半期検査 

検査対象 

１）不適合の傾向分析 

 

  

                                                   
28 サンプル数の最小単位である１サンプルに対して、検査が終了した日に該当する四半期

の検査結果報告書に当該検査結果を記載する。 
29 検査項目は、各検査運用ガイドの別紙「検査要件まとめ表」に掲載されているものを記

載する。 
30 検査対象等に原子力略語を極力使用しない。例)×DG→○非常用ディーゼル発電機 
31 検査項目に対して、適切な検査対象名となるように記載する。 
32 検査対象である対象施設とサンプル数が原則一致するように記載する。 
33 検査対象に指摘事項があった場合、「指摘事項あり」を検査名に続けて括弧書きで記載す

る。なお、「未決事項」「検査継続案件」の場合は記載しない。 
34 検査項目が複数となる場合、並列して記載する。 
35 原子炉起動停止については、検査が長期に渡る可能性があるため、各検査対象が終了し

た四半期の報告書に記載する。ただし、サンプル数の計上は、検査がすべて終了した日

の四半期に行う。 
36 日常観察について、指摘事項がない場合は日常検査の項目への記載はしない。 

-79-



6 
 

（４）BQ0050 事象発生時の初動対応 

検査項目 事象発生時の初動対応 

検査対象 

１）〇号機 〇〇に係る運転上の制限逸脱時の対応状況（LCO 逸脱発生）37 
 

（５）BZ2010 非該当使用者等 

検査項目 非該当使用者等 

検査対象 

１）放射線源貯蔵施設 

 

 

４．２ チーム検査38 

（１）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング 

検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング 

検査対象 

１）令和〇年度の放射線業務従事者の線量分布 

２）〇号機高線量配管の線量評価及び遮へい 

 

(２)BQ0010 品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 年次検査 

検査対象 

１）改善措置活動の実効性、他施設における運転経験及び知見の活用、マネジメントレ

ビュー等の自己評価及び監査、安全文化の育成と維持に関する活動 

検査内容の詳細は、別添２参照 

 

 

 

 

 

 

                                                   
37 検査対象の選定理由として特別な理由があった場合には、その理由（例 選定理由：

LCO（運転上の制限）の逸脱発生、異常事象発生等）を検査対象名に続けて括弧書きで

記載する。また、当該検査対象に指摘事項があった場合には、その旨（指摘事項あり）

を検査対象名に続けて括弧書きで記載する。 
38 チーム検査を実施していない場合、「なし」と記載する。 
 
 

-80-



7 
 

５．確認資料 

５．１ 日常検査 

（１）BO0020 設備の系統構成 

検査項目 標準的系統構成 

検査対象 

１）〇号機系統構成に係る活動（指摘事項あり） 

資料名39 40 41 

・○○○ 

２）〇号機系統構成に係る活動 

資料名 

・○○○ 

 

検査項目 包括的系統構成 

検査対象 

１）〇号機包括的系統構成に係る活動 

資料名 

・○○○ 

２）〇号機包括的系統構成に係る活動 

資料名 

・○○○ 

 

（２）BO1030 原子炉起動停止 

検査項目 原子炉起動停止 

検査対象 

１）○号機 原子炉の起動操作に係る準備の実施状況 

資料名 ※ 

・○○○ 

２）○号機 原子炉の起動操作の実施状況 

資料名 

・○○○ 

 

                                                   
39 確認資料がない場合、「資料なし」と記載する。 
40 確認資料のうち、記録関係についてはトレースできる情報（日付等）を記載する。 

例)〇〇発電所不適合管理表（2020 年○月◯日～○月◯日分） 
41 許認可図書や保安規定など、既に規制庁に提出されており検査において確実に確認する

文書類については記載しなくても良い。 
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（３）BQ0010 品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 半期検査 

検査対象 

１）不適合の傾向分析 

資料名 

・○○○ 

 

（４）BQ0050 事象発生時の初動対応 

検査項目 事象発生時の初動対応 

検査対象 

１）〇号機 〇〇に係る運転上の制限逸脱時の対応状況（LCO 逸脱発生） 

資料名 

・○○○ 

 

（５）BZ2010 非該当使用者等 

検査項目 非該当使用者等 

検査対象 

１）放射線源貯蔵施設 

資料名 

・○○○ 

 

５．２ チーム検査42 

（１）BR0020 放射線被ばく評価及び個人モニタリング 

検査項目 放射線被ばく評価及び個人モニタリング 

検査対象 

１）令和〇年度の放射線業務従事者の線量分布 

資料名 

・被ばく線量集計及び放射線作業計画に関する情報提示 

（〇/〇/〇) 

２）〇号機高線量配管の線量評価及び遮へい 

資料名 

・〇号機 全域サーベイ測定記録（〇月）  

・〇号機 燃料プール冷却浄化系配管計装線図〇 

  

                                                   
42 チーム検査を実施していない場合、「なし」と記載する。 
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(２)BQ0010 品質マネジメントシステムの運用 

検査項目 年次検査 

検査対象 

１）改善措置活動の実効性、他施設における運転経験及び知見の活用、マネジメントレビ

ュー等の自己評価及び監査、安全文化の育成と維持に関する活動 

資料名 

・〇〇〇 

 

※特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち特定重大事故等対処施設の名称等が記

載されているものは、令和２年度第 36 回原子力規制委員会（令和２年 11 月４日）の原子

力規制委員会で決定された「特定重大事故等対処施設に係る法令報告事象等の公表に

ついて」の考え方に準拠し非公表とします。43 

                                                   
43 特定重大事故等対処施設に係る資料名のうち、特定重大事故等対処施設の名称等が記載

されているものは非公表とし、その検査対象の資料名に※をつける。 
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別添１ 指摘事項の詳細44 

（１）○○発電所○号機 作業計画書の不十分な履行による燃料ピット冷却系の停止 

  

                                                   
44 指摘事項の重要度評価及び規制対応措置の内容が大部にわたる場合は、「補足情報」と題

し添付書類としてまとめる。 
45 規制要求に適合しなかった機能要求又は規格の内容、指摘事項の重要度及び事業者が自

ら発見したものか否かを記載する。また、「違反が発生した時期」、「違反が続いた期間

（締めくくり会議の時点で進行中であればその旨を記載する。）」及び「違反に対して行

った事業者の対応」について記載する。 
 

件名 
○○発電所○号機 作業計画書の不十分な履行による燃料ピッ

ト冷却系の停止 

監視領域(小分類） 閉じ込めの維持 

検査運用ガイド 

検査項目 

検査対象 

BM0110 作業管理  

作業管理 

安全系母線（４－３Ｃ）に係る保全活動 

指摘事項の重要度

／深刻度 
緑 ／ ＳＬⅣ（通知なし） 

指摘事項等の概要45 

原子炉停止中の○○発電所〇号機において、安全系母線の点

検に関する配線接続作業を実施していた担当者が誤って作業対

象ではない端子に配線を接続したことにより、供用中の４－３Ｃ母

線電圧検出回路のヒューズが溶断した。この結果、４－３Ｃ母線の

電圧低下を示す警報が発信し、４－３Ｃ母線から給電されている

燃料ピット冷却系等の設備が停止した。 

作業計画書では、作業誤りを防止するために養生等を実施するこ

とが規定されており、これを十分に履行しなかったことは、保安規定

第３条「７．５．１業務の管理」の違反であり、パフォーマンスの劣化

に該当する。このパフォーマンスの劣化により燃料ピット冷却系が停

止したことは「閉じ込めの維持」の監視領域（小分類）の目的に影

響を及ぼしており、検査指摘事項に該当する。 
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46 原子力検査官と事業者が問題に気付いた時期を記載する。指摘事項や違反又はその両方

に関連する状況を説明し、指摘事項の重要度評価等及び規制対応措置の項で説明される

判断を裏付け、原子力安全及び核物質防護への影響を理解するのに十分な事実情報を記

載する。また、必要があれば、その指摘事項や違反に関連する他の検査活動の記録や文

書名も記載する。それまで把握されていなかった弱点を原子力検査官が発見したと判断

される指摘事項や違反の場合、事前に事業者が問題を発見し、分析、評価又は是正処置

を行っていても、事業者は適切に問題を分析、評価又は是正しなかったという証拠を記

載する。 
47 パフォーマンスの劣化について説明する。適合しなかった規制要件や基準を特定し、事

業者がどのように要件を満たさなかったかを説明する。 
48 記載されたパフォーマンスの劣化に対して「GI0008 検査気付き事項のスクリーニング

に関するガイド」に基づき「軽微」を超える根拠を特定し、特定されたスクリーニング

の理由を説明する（例えば、監視領域の目的にどのように悪影響を及ぼしたのかについ

て説明する、是正しないまま放置された場合に、より大きな原子力安全及び核物質防護

上の懸念につながる可能性について説明する等）。 

事象の説明46 

令和〇年〇月〇日、定期検査のため原子炉停止中の○○発電

所〇号機において、安全系母線４－３Ｄの電圧検出回路に関する

テスト用配線の接続作業を実施していた担当者が、本来、作業計

画書に基づき、養生等を実施して対象の４－３Ｄ母線側の端子を

明確にしてから配線作業を行うべきところ、これを実施せず、誤って

作業対象でない４－３Ｃ母線側の端子に配線を接続した。その結

果、４－３Ｃ母線電圧検出回路の回線保護用ヒューズが溶断し、

母線電圧の低下を示す警報「４－３Ｃ、Ｄ母線電圧低（ＵＶ動

作）」が発信した。この警報が発信したことにより、４－３Ｃ母線から

給電していた、Ａ及びＢ海水ポンプ、Ａ原子炉補機冷却水ポンプ、

Ａ燃料ピットポンプ等の設備が停止し、燃料ピット冷却系による燃

料ピットの除熱機能が約〇分間喪失した。 

指摘事項の重要度

評価等 

 

［パフォーマンスの劣化］47 

４－３Ｄ母線電圧検出回路に係る点検の作業計画書では、作業

誤りを防止するために養生等を実施することが規定されており、作

業員が養生等を実施せずに配線接続作業を行ったことは、業務が

管理された状態で実施されていたとは言えないことから、保安規定

第３条「７．５．１業務の管理」の要求事項に対する違反であり、パ

フォーマンスの劣化に該当する。 

 

［スクリーニング］48 

このパフォーマンスの劣化により、４－３Ｃ母線から電源を供給されて

いるＡ系統の設備、特に、燃料ピット冷却系の機能が〇分間停止

した。使用済燃料の冷却は被覆管による放射性物質の閉じ込め
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49 指摘事項の重要度を決定するために使用された論理について、以下のとおり記載する。 

(1) 全ての重要度評価の結果について、以下の事項を説明する。 
a. GI0007 原子力安全に係る重要度評価に関するガイド（核物質防護については「核

物質防護に係る重要度評価に関するガイド」） 
b. 決定に使用された a のガイドの附属書 
c. 決定に使用された仮定（これらの仮定は報告書の添付書類で参照し説明することが

できる。） 
d. 結果（実用発電用原子炉施設の場合は色、核燃料施設等の場合は追加対応の有無） 

(2) PRA を活用した場合の重要度評価の結果について、以下の事項を説明する。 
a. 指摘事項を「緑」と評価するために使用されたスクリーニング基準。「緑」と判定

された結果が得られた詳細リスク評価や分析の場合、指摘事項の重要度と不適切な

状況が継続した時間を制限した最も有力な炉心損傷シーケンス、残存している緩和

能力や復旧の信頼性、又はその両方を含めて記載すること。 
b. 指摘事項を「緑」を超えると評価するために使用されたスクリーニング基準。

「緑」を超えると判定された結果が得られた詳細リスク評価や分析の場合、指摘事

項の重要度と不適切な状態が継続した時間が最も有力な炉心損傷シーケンス、残存

している緩和機能や復旧の信頼性、又はその両方を含めて記載すること。 
(3) 定性的重要度評価の結果について、以下の事項を説明する。 

a. 定性的な評価により付された点数の算出の根拠 
b. 結論に達するために使用された点数事務所は、「緑」又は「指摘事項（追加対応な

し）」を超えるかどうかの初期評価を行う。 

機能を維持するために必要であることから、パフォーマンスの劣化は

「閉じ込めの維持」の監視領域（小分類）の「評価領域（使用済燃

料プール冷却系の機能維持）」、「ヒューマン・パフォーマンス」の属性

に関係付けられ、当該監視領域（小分類）の目的に悪影響を及ぼ

しており、検査指摘事項に該当する。 

 
［重要度評価］49 

当該原子炉は定期検査のため停止中であり、燃料集合体は全て

炉心から燃料ピットに移動され、燃料ピット冷却系により残留熱の

除去が行われていた。 

この状態を踏まえると、リスク評価上着眼すべき対象は使用済燃料

の冷却状態であり、その指摘事項の重要度を評価するため「原子

力安全に係る重要度評価に関するガイド」、「附属書１ 出力運転

時の指摘事項に対する安全重要度評価ガイド」、「別紙３－閉じ

込めの維持のスクリーニングに関する質問」を適用した。この結果、

詳細リスク評価の要否を判断するための「Ｄ.使用済燃料プール」の

質問に対する答えが全て「いいえ」となることから詳細リスク評価は不

要と判断し、重要度は「緑」と判定する。 
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50「GI0004 原子力規制検査における規制対応措置ガイド」に基づき評価を行う。事務所は

SLⅣを超えるかどうかの初期評価を行う。 
51 指摘年月日は、評価が確定した年月日とする。（例：「緑」の場合は事務所が判断した

日、「緑を超える」場合は本庁が評価を決定した日） 
52 整理番号は、「事業所（施設）記号（別添１）－確定年月－件数（2 桁表示）」とする。 
 
 

規制対応措置 

［深刻度評価］50 

検査指摘事項は、保安規定第３条「７．５．１業務の管理」の違反

であり、「原子力規制検査における規制対応措置ガイド」に基づき

評価を行った結果、深刻度の評価において考慮する「規制活動へ

の影響」等の要素は確認されていないことから、指摘事項の重要度

の評価結果を踏まえ、事象の深刻度は「ＳＬⅣ」と判定する。また、

当該事象は同ガイド「３．３（２）」の要件を満足することから、違反

等の通知は実施しない。 

指摘年月日51 

整理番号52 

令和〇年〇月〇日 

Jxx-xxxxxx-xx 

4 
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別添２ 品質マネジメントシステムの運用年次検査の詳細 

改善措置活動の実効性 （１）問題の特定53 

（２）問題の重要度分類及び評価54 

（３）是正処置55 

他施設における運転経験

及び知見の活用56 

 

マネジメントレビュー等の自

己評価及び監査57 

（１）マネジメントレビューの実施状況 

（２）内部監査の実施状況 

安全文化の育成と維持に

関する活動58 

（１）安全文化の育成と維持に関する活動に係る取組状況 

（２）安全文化についての弱点や強化すべき分野に係る評価 

 

                                                   
53 問題の特定における事業者の活動の実効性に関する観察結果を記載する。 
54 問題の重要度分類及び評価における事業者の活動の実効性に関する観察結果を記載す

る。 
• 評価及び技術の適切性（必要な場合は根本原因分析を含む。） 
• オペラビリティー及びその逸脱等の報告に関する適切な検討 
• 問題解決のための重要度分類及び評価に係るリスクの適切な検討 

55 事業者が行う効果的な是正処置の策定及び実施に関する評価を行う。品質に悪影響を与

える重大な事象については、再発防止のために講じられた是正処置に関連する観察事項

を記載する。 
56 事業者が他施設の運転経験及び知見について、自らの組織で起こり得る問題の影響に照

らして適切な未然防止処置を明確にして、対策を講じているか否かを確認し、その実施

状況を記載する。 
57 事業者が実施した是正処置、安全活動の自己評価及び内部監査が事業者のパフォーマン

スを適切に評価し、改善が必要な分野を特定し、かつ、改善の活動が実施されているか

否かを確認し、その実施状況を記載する。 
58 事業者の活動計画及び活動評価（マネジメントレビューの安全文化に関する事項のほ

か、根本原因分析を実施していれば、その結果から安全文化に係る事項を含む。）につい

て、以下の a 及び b の確認を行う。 
なお、報告書の記載は、「BQ0010 品質マネジメントシステムの運用(附属書１安全文化

の育成と維持に関するガイド)」を参照する。 
a. 安全文化の育成と維持に関する活動に係る取組状況 
b. 安全文化についての弱点や強化すべき分野に係る評価 
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工場又は事業所の外における廃棄に関する 

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

工場又は事業所の外における廃棄に関する  

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0002_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 58条第２項の規定に基づく、原子力事業者等（法第 57条の８に規定する原子力事業

者等。以下同じ。）が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を工場又は事業所の外において廃

棄する場合※１に、同条第１項の規定による保安のために必要な措置についての原子力規制委員会による

確認（以下「事業所外廃棄確認」という。）に係る運用を定めたものである。 

なお、事業所外廃棄確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「４．法定確認行為等と原子力規制

検査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

※１ 原子力規制委員会による確認は、輸入した核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を

廃棄する場合に限り実施する。（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭

和 53年総理府令第 57号）第 46条） 

 

2. 事業所外廃棄確認 

2.1 事業所外廃棄確認の申請 

(1) 事業所外廃棄確認の申請時期 

事業所外廃棄確認の申請は、原子力事業者等により輸入廃棄物（核燃料物質等の工場又は事業所の

外における廃棄に関する規則（昭和 53年総理府令第 56号。以下「規則」という。）を廃棄物管理設

備に廃棄する場合に、原子力事業者等において輸入廃棄物に関する製作、測定等のデータ等の確認が

行われた後、申請が行われることとなる。 

なお、申請された後に行う事業所外廃棄確認の事務手続き等を踏まえて、輸入廃棄物を廃棄物管理

設備に廃棄する予定日の２ヵ月前までを目安として申請がなされることが望ましい。 

 

(2) 確認申請書及び添付資料の記載内容 

担当部署は、事業所外廃棄確認の申請があった場合は、規則第３条に規定の申請書及び添付書類に

不備及び過不足がないことを確認する。 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

53 年総理府令第 57 号）第 65 条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、必要な手数

料が納付されていることを確認する。 

 

 

工場又は事業所の外における廃棄に関する  

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0002_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 58条第 2項の規定に基づく、原子力事業者等（法第 57条の 8に規定する原子力事業

者等。以下同じ。）が核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を工場又は事業所の外において廃

棄する場合※1に、同条第１項の規定による保安のために必要な措置についての確認（以下「事業所外廃棄

確認」という。）に係る運用を定めたものである。 

なお、事業所外廃棄確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「４．法定確認行為等と原子力規制

検査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

※1 原子力規制委員会による確認は、輸入した核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物を廃

棄する場合に限り実施する。（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

53年総理府令第 57号）第 46条） 

 

2. 事業所外廃棄確認  

2.1 事業所外廃棄確認の申請 

(1) 事業所外廃棄確認の申請時期 

事業所外廃棄確認の申請は、原子力事業者等により輸入廃棄物（核燃料物質等の工場又は事業所の

外における廃棄に関する規則（昭和 53年総理府令第 56号。以下「規則」という。）を廃棄物管理設

備に廃棄する場合に、原子力事業者等において輸入廃棄物に関する製作、測定等のデータ等の確認が

行われた後、申請が行われることとなる。 

なお、申請された後に行う事業所外廃棄確認の事務手続き等を踏まえて、輸入廃棄物を廃棄物管理

設備に廃棄される予定日の 2ヵ月前までを目安として申請がなされることが望ましい。 

 

（2） 確認申請書及び添付資料の記載内容 

担当部署は、事業所外廃棄確認の申請があった場合は、規則第 3条に規定の申請書及び添付書類に

不備及び過不足がないことを確認する。 

 

（3） 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

53 年総理府令第 57 号）第 65 条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、発行された

納入告知書は申請者に手交又は送付するとともに、必要な手数料が納付されていることを確認する。 

 

 

 

 

改正に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 
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2.2 事業所外廃棄確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために必要な措置等に係る

活動を監視することで、対象となる輸入廃棄物に係る保安のために必要な措置が法第 58条第 1項等の

規定を満たしていることを確認する。 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、確認対象となる事項を特定し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査

項目（以下「検査項目」という。）について、以下を参考に抽出する。 

（BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 検査運用ガイド） 

 

 

(2) 事業所外廃棄確認の方法 

抽出した検査項目について、申請以前の事業者の活動の実施状況についての原子力規制検査によ

る確認結果を含め、原子力規制検査で確認すべき事項を必要に応じて特定し、当該検査項目の検査を

担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとする。 

担当部署においては、一連の確認の実施により、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検

査指摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないこと

を確認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

また、受理した申請書の記載事項について確認するものとする。 

 

2.3 事業所外廃棄確認の終了 

(1) 事業所外廃棄確認の終了の確認 

原子力規制委員会は廃棄物確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、規則第２条

の規定に基づく確認の基準に適合していることを確認する。 

 

(2) 事業所外廃棄確認証の交付 

原子力規制委員会は、規則第５条の規定に基づき、添付－１に示す様式による事業所外廃棄確認証

を申請者に交付するものとする。 

 

 

添付－１ 事業所外廃棄確認証の例 

 

 

事業所外廃棄確認証（輸入廃棄物） 

番   号 

年 月 日 

 

（事業者名） 

 （代表者役職名及び氏名） 宛て 

 

原子力規制委員会 

 

2.2 事業所外廃棄確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために必要な措置等に係る活

動を監視することで、対象となる輸入廃棄物に係る保安のために必要な措置が法第 58 条第 1 項等の規定を

満たしていることを確認する。 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、受理した申請書の記載事項について確認するとともに、確認対象となる事項を特定

し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査項目（以下「検査項目」という。）につい

て以下を参考に抽出する。 

（BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 検査運用ガイド） 

 

(2) 事業所外廃棄確認の方法 

抽出した検査項目について、申請以前の事業者の活動の実施状況について原子力規制検査による

確認結果を含め、当該事業者による検査等の一連の活動を記録により確認する。申請等後の事業者の

活動に対して原子力規制検査で確認すべき事項を必要に応じて特定し、当該検査項目の検査を担当

する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとする。 

担当部署においては、一連の確認が実施され、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査

指摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを

確認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

 

2.3 事業所外廃棄確認の終了 

(1) 事業所外廃棄確認の終了の確認 

当委員会は廃棄物確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、規則第 2条の規定に

基づく確認の基準に適合していることを確認する。 

 

(2) 事業所外廃棄確認証の交付 

当委員会は、規則第 5条の規定に基づき、添付－1に示す様式による事業所外廃棄確認証を申請者

に交付することとする。 

 

 

添付－１ 事業所外廃棄確認証の例 

 

 

事業所外廃棄確認証（輸入廃棄物） 

番   号 

年 月 日 

 

（事業者名） 

 （代表者役職名及び氏名） 宛て 

 

原子力規制委員会 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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○年○月○日付け○○をもって確認の申請のあった下記の廃棄物の事業所外廃棄確認については、核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５８条第１項の規定に適合していることを確認した

ので、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第５条の規定に基づき、本証を交付し

ます。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○運用の明確化 

①確認対象及び手続を明確化（2.事業所

外廃棄確認） 

○記載の適正化 

 

 

 

１．輸入廃棄物に係る封入 

又は固型化を行った者 
○○○○○○○○○（○国） 

２．輸入廃棄物の内容  

３．輸入廃棄物の数量 ○○本 

４．整理番号  

５．廃棄する廃棄物管理設備を

設置した事業所の名称及び

所在地 

 

 

〔年号〕○年○月○日付け○○をもって確認の申請のあった下記の廃棄物の事業所外廃棄確認について

は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５８条第１項の規定に適合していることを確

認したので、核燃料物質等の工場又は事業所の外における廃棄に関する規則第５条の規定に基づき、本証を

交付します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

１．輸入廃棄物に係る封入 

又は固型化を行った者 
○○○○○○○○○（○国） 

２．輸入廃棄物の内容  

３．輸入廃棄物の数量 ○○本 

４．整理番号  

５．廃棄する廃棄物管理設備を

設置した事業所の名称及び

所在地 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う変更 

 

 

-92-



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物 

に関する原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物 

に関する原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0003_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 59条第２項の規定に基づく、原子力事業者等（法第 57条の８に規定する原子力事業

者等。原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下同じ。）が核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合※１に、運搬する物に関しての同条第１項の

規定による保安のために必要な措置についての原子力規制委員会による確認（以下「運搬に関する確認」

という。）に係る運用を定めたものである。 

なお、運搬に関する確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規制

検査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

※１ 原子力規制委員会による確認は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害

の防止のため特に必要がある場合に限り実施する。詳細は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号）第 48 条及び核燃料物質等の工場又は事業所

の外における運搬に関する規則（昭和 53年総理府令第 57号。以下「規則」という。）第 18条に

より、B型輸送物、六フッ化ウラン輸送物、核分裂性輸送物としている。 

 

2. 運搬に関する確認 

2.1 運搬に関する確認の申請 

(1) 運搬に関する確認の申請時期 

運搬に関する確認の申請は、原子力事業者等により運搬する物等に関するデータ等の確認が行わ

れた後、申請が行われることとなる。 

ａ．申請された後に行う運搬に関する確認の事務手続き等を踏まえて、運搬の開始される予定日の１

ヵ月前までを目安として申請がなされることが望ましい。 

 

b．規則第 19条第１項第６号に掲げる書類（核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書）には、点

検の記録を含むものとし、確認申請の後に提出することができるものとする。 

 

（2）車両運搬確認申請書及び添付書類の記載内容 

担当部署は、運搬に関する確認の申請があった場合は、規則第 19条に規定の申請書及び添付書類

に不備及び過不足がないことを確認する。※２ 

確認申請書の後に、規則第 19条第１項第６号に掲げる点検の記録の提出がなされる場合は、点検

実施後速やかに提出されるよう促す。 

 

工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物 

に関する原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0003_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 59条第 2項の規定に基づく、原子力事業者等（法第 57条の 8に規定する原子力事業

者等。原子力事業者等から運搬を委託された者を含む。以下同じ。）が核燃料物質又は核燃料物質によっ

て汚染された物を工場又は事業所の外において運搬する場合※1 に、運搬する物に関しての同条第 1 項の

規定による保安のために必要な措置についての確認（以下「運搬に関する確認」という。）に係る運用を

定めたものである。 

なお、運搬に関する確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規制

検査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

※1 原子力規制委員会による確認は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物による災害の

防止のため特に必要がある場合に限り実施する。詳細は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規

制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号）第 48 条及び核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する規則（昭和 53年総理府令第 57号。以下「規則」という。）第 18条により、

Ｂ型輸送物、六フッ化ウラン輸送物、核分裂性輸送物としている。 

 

2. 運搬に関する確認 

2.1 運搬に関する確認の申請 

(1) 運搬に関する確認の申請時期 

運搬に関する確認の申請は、原子力事業者等により運搬する物等に関するデータ等の確認が行わ

れた後、申請が行われることとなる。 

ａ．申請された後に行う運搬に関する確認の事務手続き等を踏まえて、運搬の開始される予定日の１

ヵ月前までを目安として申請がなされることが望ましい。 

 

b．規則第 19条第 1項第 6号に掲げる書類（核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書）には、点

検の記録を含むものとし、確認申請の後に提出することができるものとする。 

 

（2） 車両運搬確認申請書及び添付書類の記載内容 

担当部署は、運搬に関する確認の申請があった場合は、規則第 19条に規定の申請書及び添付書類

に不備及び過不足がないことを確認する。※2 

確認申請書の後に、規則第 19条第 1項第 6号に掲げる点検の記録の提出がなされる場合は、点検

実施後速やかに提出されるよう促す。 

 

 

 

改正に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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※２ 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物設計承認及び容器承

認等に関する申請手続ガイド（令和２年２月 26 日 原規規発第 2002264 号 原子力規制委員

会決定） 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、必要な手数料が

納付されていることを確認する。 

 

2.2 運搬に関する確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために必要な措置等に係る

活動状況を監視することで、対象となる運搬が法第 59条第１項等の規定を満たしていることを確認す

る。 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、確認対象となる事項を特定し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査

項目（以下「検査項目」という。）について、以下を参考に抽出する。 

（BO0060 燃料体管理（運搬・貯蔵） 検査運用ガイド） 

（BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 検査運用ガイド） 

 

 

(2) 運搬に関する確認の方法 

抽出した検査項目について、申請以前の申請者の活動の実施状況についての、原子力規制検査によ

る確認結果を含め、原子力規制検査で確認すべき事項を必要に応じて特定し、当該検査項目の検査を

担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとする。 

 

担当部署においては、一連の確認の実施により、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査

指摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを

確認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

また、受理した申請書の記載事項について確認するものとする。 

 

2.3 運搬に関する確認の終了 

(1) 運搬に関する確認の終了の確認 

原子力規制委員会は、運搬に関する確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、規

則第 3条から第 17条の 2までに定める技術上の基準（特定核燃料物質の防護のための措置に係るも

のを除く）に適合していることを確認する。 

 

(2) 運搬確認証の交付 

原子力規制委員会は、規則第 20条の規定に基づき、添付－１に示す様式による運搬確認証を申請

者に交付するものとする。なお、記載事項等については、以下の点について注意する。 

a.運搬確認証の有効期間については、原則として運搬予定時期に、陸上輸送にあっては 10日間、

国内海上輸送を含む輸送にあっては 20 日間、国外の海上輸送を含む輸送にあっては 30 日間を

加えるものとする。 

※2 核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に係る核燃料輸送物設計承認及び容器承認

等に関する申請手続ガイド（令和 2 年 2 月 26 日 原規規発第 2002264 号 原子力規制委員会決

定） 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、発行された納入

告知書は申請者に手交又は送付するとともに、必要な手数料が納付されていることを確認する。 

 

2.2 運搬に関する確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために必要な措置等に係る

活動状況を監視することで、対象となる運搬が法第 59条第 1項等の規定を満たしていることを確認す

る。 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、受理した申請書の記載事項について確認するとともに、確認対象となる事項を特定

し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査項目（以下「検査項目」という。）につい

て以下を参考に抽出する。 

（BR0060 燃料体管理（運搬・貯蔵） 検査運用ガイド） 

（BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 検査運用ガイド） 

 

(2) 運搬に関する確認の方法 

抽出した検査項目について、申請以前の申請者の活動の実施状況について、原子力規制検査による

確認結果を含め、当該事業者による検査等の一連の活動を記録により確認する。申請後の事業者の活

動に対して原子力規制検査で確認すべき事項を必要に応じて特定し、当該検査項目の検査を担当す

る職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとする。 

担当部署においては、一連の確認が実施され、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査指

摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを確

認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

 

 

2.3 運搬に関する確認の終了 

(1) 運搬に関する確認の終了の確認 

当委員会は、運搬に関する確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、規則第 3条

から第 17 条の 2 までに定める技術上の基準（特定核燃料物質の防護のための措置に係るものを除

く）に適合していることを確認する。 

 

(2) 運搬確認証の交付 

当委員会は、規則第 20条の規定に基づき、添付－１に示す様式による運搬確認証を申請者に交付

することとする。なお、記載事項等については、以下の点について注意する。 

a 運搬確認証の有効期間については、原則として運搬予定時期に、陸上輸送にあっては 10 日間、

国内海上輸送を含む輸送にあっては 20 日間、国外の海上輸送を含む輸送にあっては 30 日間を

加えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 
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b.現地確認を行う場合は、当該確認の実施前に必要な事務手続きを行うことにより、現地において

運搬確認証を交付することができるものとする。 

 

2.4 情報管理 

特定核燃料物質の輸送に係る情報の管理は、規則第 16 条により定められており、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号）第 47 条に規定する防護対象特定核燃

料物質（以下「特定核燃料物質」という。）の輸送に係る核物質防護に関する情報を以下のとおり適切に取り扱

う。 

a. 核燃料物質の輸送の発着日時は、輸送終了時まで核物質防護秘密として取り扱う。 

 

b. 関係者間において取決がある場合は、それに従うものとする。 

 

添付－１ 運搬確認証の例 

運 搬 確 認 証 

 

                       番    号 

                          年 月 日 

 （事業者名） 

 （代表者役職名及び氏名）宛て      

 

 原子力規制委員会          

 

○年○月○日付け○○をもって確認の申請のあった車両運搬については、核原料物質、核燃料物質及び

原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５９条第２項及び核燃料物質等の工場又は事

業所の外における運搬に関する規則（昭和５３年総理府令第５７号）第１９条第１項の規定に基づき、当

該運搬に関する措置（運搬する物についての措置に限る。）が同規則に定める技術上の基準に適合してい

ることを確認したので、同規則第２０条の規定に基づき、運搬確認証を交付します。 

 

記 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

  名 称 ：  

  住 所 ：  

  代表者 ：  

 

２．運搬しようとする核燃料物質等の種類、性状及び量 

 

３．核燃料輸送物の種類 

 

４．核燃料輸送物の総重量：     ｋｇ以下／輸送物 

 

b.現地確認を行う場合は、当該確認の実施前に必要な事務手続きを行うことにより、現地において

運搬確認証を交付することができるものとする。 

 

2.4 情報管理 

特定核燃料物質の輸送に係る情報の管理は、規則第 16条により定められており、核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和 32 年政令第 324 号）第 47 条に規定する防護対象

特定核燃料物質（以下「特定核燃料物質」という。）の輸送に係る核物質防護に関する情報を以下のと

おり適切に取り扱う。 

a.核燃料物質の輸送の発着日時は、輸送終了時まで核物質防護秘密として取り扱う。 

 

b. 関係者間において取決がある場合は、それに従うものとする。 

 

添付－１ 運搬確認証の例 

運 搬 確 認 証 

 

                       第     号 

                          年 月 日 

 （事業者名） 

 （代表者役職名及び氏名）宛て      

 

原子力規制委員会          

 

〔年号〕○年○月○日付け○○をもって確認の申請のあった車両運搬については、核原料物質、核燃料

物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５９条第２項及び核燃料物質等の工

場又は事業所の外における運搬に関する規則（昭和５３年総理府令第５７号）第１９条第 1 項の規定に

基づき、当該運搬に関する措置（運搬する物についての措置に限る。）が同規則に定める技術上の基準に

適合していることを確認したので、同規則第２０条の規定に基づき、運搬確認証を交付します。 

 

記 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

  名 称 ：  

  住 所 ：  

  代表者 ：  

 

２．運搬しようとする核燃料物質等の種類、性状及び量 

 

３．核燃料輸送物の種類 

 

４．核燃料輸送物の総重量：     ｋｇ以下／輸送物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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５．収納する核燃料物質等 

 (1)重 量  ：                

 (2)放射能の量：                 

 

６．使用する輸送容器 

 (1）名称及び個数    ：    型   個 

  

(2)核燃料輸送物設計承認に関する事項 

・設計承認番号 ： 

・設計承認書の承認番号（承認年月日） ： 

・有効期間 ：   年  月  日～  年  月  日 

 

（3）容器承認書に関する事項 

・容器承認書の承認番号（承認年月日） ： 

・承認容器として使用する期間 ：  年  月  日～  年  月  日 

・承認容器登録番号 ：  

 

 （4）外形寸法 

    長 さ ： 約   ｍ 

幅 ： 約   ｍ 

    高 さ ： 約   ｍ 

  

（5）重 量 ：   ｋｇ以下 

 

７．核分裂性輸送物にあっては輸送制限個数 ： 

 

８．積載方法又は混載の別（注１） ： 

   

９．運搬確認証の有効期間 ：   年  月  日～  年  月  日 

 

10.その他特記事項（注２） 

 

（注 1）簡易運搬にあっては、使用する運搬機器の種類及び運搬機器の積付け方法 

 

（注２）核燃料輸送物設計承認書及び容器承認書との内容の関連づけのため項目等を追加する場合がある。 

 

 

参考１ 発送前検査の例 

 

検査項目 検査対象注１ 検査方法 判定基準 

 

５．収納する核燃料物質等 

 (1)重 量  ：                

 (2)放射能の量：                 

 

６．使用する輸送容器 

 (1）名称及び個数    ：    型   個 

  

(2)核燃料輸送物設計承認に関する事項 

・設計承認番号 ： 

・設計承認書の承認番号（承認年月日） ： 

・有効期間 ：   年  月  日～  年  月  日 

 

（3）容器承認書に関する事項 

・容器承認書の承認番号（承認年月日） ： 

・承認容器として使用する期間 ：  年  月  日～  年  月  日 

・承認容器登録番号 ：  

 

 （4）外形寸法 

    長 さ ： 約   ｍ 

幅 ： 約   ｍ 

    高 さ ： 約   ｍ 

  

（5）重 量 ：   ｋｇ以下 

 

７．核分裂性輸送物にあっては輸送制限個数 ： 

 

８．積載方法又は混載の別（注１） ： 

   

９．運搬確認証の有効期間 ：   年  月  日～  年  月  日 

 

(新設) 

 

（注 1）簡易運搬にあっては、使用する運搬機器の種類及び運搬機器の積付け方法 

 

（注２）核燃料輸送物設計承認書及び容器承認書との内容の関連づけのため項目等を追加する場合がある。

（参考２参照） 

 

参考１ 発送前検査の例 

 

検査項目 検査対象 検査方法 判定基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運搬規則の改正に

伴う変更 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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外観検査注 3 BM,BU 

AF,IF 

核燃料輸送物の外観を目視で検

査する。 

き裂、異常な傷、変形等が

ないこと。 

気密漏えい

検査 

BM,BU ヘリウムリークテスト、加圧漏え

い試験又は真空試験等により漏

えい率を測定する。 

漏えい率が申請書に記載

された値を超えないこと。 

圧力測定検

査 

BM,BU 圧力計等により輸送容器内部の

圧力を検査する。 

圧力値が申請書に記載さ

れた値を超えないこと。 

線量当量率

検査注 3 注 4 

BM,BU 

AF,IF 

核燃料輸送物の表面及び表面か

ら１ｍの距離におけるガンマ線

量当量率及び中性子線量当量率

をサーベイメータ等で測定する。 

ガンマ線量当量率及び中

性子線量当量率の合計が、 

表面：2mSv/h 

表面から１ｍの距離：

100μSv/h 

を超えないこと。 

未臨界検査
注 2 注 3 

BM,BU 

AF,IF 

臨界防止に関する部材の外観を

目視で検査する。 

き裂、異常な傷、変形等が

ないこと。 

温度測定検

査 

BM,BU 温度計により核燃料輸送物の表

面温度を測定し、周囲温度 38℃で

の値に補正する。 

表面温度＝（測定温度－周囲温

度）＋38℃ 

輸送中に人が容易に近づ

くことができる表面の温

度が日陰において 50℃を

超えないこと(専用積載で

運搬する場合は、85℃。)。 

吊上検査注 3 BM,BU 

AF,IF 

核燃料輸送物を吊り上げた後の

状態において、吊上部（トラニオ

ン等）の外観を目視で検査する。 

吊上部（トラニオン等）に

き裂、異常な傷、変形等が

ないこと。 

重量検査注 3 BM,BU 

AF,IF 

核燃料輸送物の総重量を実測又

は計算により求める。 

申請書に記載された重量

を超えないこと。 

収納物検査
注 3 注 4 

BM,BU 

AF,IF 

・収納物の仕様、数量、収納配置

等を検査する。 

・収納物外観を検査する。 

・収納物の仕様、数量、収

納配置等が申請書に記載

された条件どおりである

こと。 

・収納物の外観にき裂、異

常な傷、変形等がないこ

と。 

表面密度検

査注 3 注 4 

BM,BU  

AF,IF 

スミヤ法等により核燃料輸送物

の表面における放射性物質の密

度を測定する。 

α 線を放出する放射性物

質：0.4Bq/cm2 

α 線を放出しない放射性

物質：4.0Bq/cm2 

を超えないこと。 

 

注１：BM：BM型輸送物（BM型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 
BU：BU型輸送物（BU型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 
AF：A型核分裂性輸送物に係る輸送容器 
IF：IP型核分裂性輸送物に係る輸送容器 

注２：未臨界検査は、核分裂性輸送物のみを対象とする。 
注３：各検査項目は検査対象の輸送容器について実施すること（収納物等によって検査対象にならない場合

がある）。なお、六ふっ化ウラン輸送物に係る容器については、AF 及び IF の検査項目に準じた検査
項目について検査を実施すること。 

注４：表面温度検査、線量当量率検査、収納物検査及び表面密度検査は現地で確認する。 
 
備考１：輸送及び貯蔵に用いる場合であって、最初の輸送物作成作業の後、核燃料物質等の数量、バスケ

ットの収納位置等に変更がないことが明らかであり、かつ、当該作成作業実施後において、貯蔵
中に必要な監視及び保守点検が確実に実施されている場合については、その他の方法で代替でき
るものとする。この場合、代替の検査方法、妥当性、理由等を明記のうえ申請すること。 

備考２：輸送物の設計において経年変化を考慮する必要がある場合は、その設計が維持されていることを
確認すること（表の検査項目に加えて確認すること）。 

外観検査注 3 BM,BU 

ＡＦ,ＩＦ 

核燃料輸送物の外観を目視で検

査する。 

き裂、異常な傷、変形等が

ないこと。 

気密漏えい

検査 

BM,BU ヘリウムリークテスト、加圧漏え

い試験又は真空試験等により漏

えい率を測定する。 

漏えい率が申請書に記載

された値を超えないこと。 

圧力測定検

査 

BM,BU 圧力計等により輸送容器内部の

圧力を検査する。 

圧力値が申請書に記載さ

れた値を超えないこと。 

線量当量率

検査注 3 注 4 

BM,BU 

ＡＦ,ＩＦ 

核燃料輸送物の表面及び表面か

ら１ｍの距離におけるガンマ線

量当量率及び中性子線量当量率

をサーベイメータ等で測定する。 

ガンマ線量当量率及び中

性子線量当量率の合計が、 

表面：2mSv/h 

表面から１ｍの距離：

100μSv/h 

を超えないこと。 

未臨界検査
注 2 注 3 

BM,BU 

ＡＦ,ＩＦ 

臨界防止に関する部材の外観を

目視で検査する。 

き裂、異常な傷、変形等が

ないこと。 

温度測定検

査 

BM,BU 温度計により核燃料輸送物の表

面温度を測定し、周囲温度 38℃で

の値に補正する。 

表面温度＝（測定温度－周囲温

度）＋38℃ 

輸送中に人が容易に近づ

くことができる表面の温

度が日陰において 50℃を

超えないこと(専用積載で

運搬する場合は、85℃。)。 

吊上検査注 3 BM,BU 

ＡＦ,ＩＦ 

核燃料輸送物を吊り上げた後の

状態において、吊上部（トラニオ

ン等）の外観を目視で検査する。 

吊上部（トラニオン等）に

き裂、異常な傷、変形等が

ないこと。 

重量検査注 3 BM,BU, 

AF,ＩＦ 

核燃料輸送物の総重量を実測又

は計算により求める。 

申請書に記載された重量

を超えないこと。 

収納物検査
注 3 注 4 

BM,BU 

ＡＦ,ＩＦ 

・収納物の仕様、数量、収納配置

等を検査する。 

・収納物外観を検査する。 

・収納物の仕様、数量、収

納配置等が申請書に記載

された条件どおりである

こと。 

・収納物の外観にき裂、異

常な傷、変形等がないこ

と。 

表面密度検

査注 3 注 4 

BM,BU,  

ＡＦ,ＩＦ 

スミヤ法等により核燃料輸送物

の表面における放射性物質の密

度を測定する。 

α 線を放出する放射性物

質：0.4Bq/cm2 

α 線を放出しない放射性

物質：4.0Bq/cm2 

を超えないこと。 

 

注１：ＢＭ：ＢＭ型輸送物（ＢＭ型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 
ＢＵ：ＢＵ型輸送物（ＢＵ型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 
ＡＦ：Ａ型核分裂性輸送物に係る輸送容器 
ＩＦ：ＩＰ型核分裂性輸送物に係る輸送容器 

注２：未臨界検査は、核分裂性輸送物のみを対象とする。 
注３：各検査項目は検査対象の輸送容器について実施すること（収納物等によって検査対象にならない場合

がある）。なお、六ふつ化ウラン輸送物に係る容器については、ＡＦ及びＩＦの検査項目に準じた検
査項目について検査を実施すること。 

注４：表面温度検査、線量当量率検査、収納物検査及び表面密度検査は現地で確認する。 
注 5：輸送及び貯蔵に用いる場合であって、最初の輸送物作成作業の後、核燃料物質等の数量、バスケッ

トの収納位置等に変更がないことが明らかであり、かつ、当該作成作業実施後において、貯蔵中に
必要な監視及び保守点検が確実に実施されている場合については、その他の方法で代替できるもの
とする。この場合、代替の検査方法、妥当性、理由等を明記のうえ申請すること。 

(加える) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

運搬規則の改正に

伴う変更 
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〇改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○運用の明確化 

①確認対象及び手続を明確化（2.運搬に

関する確認） 

②運搬規則の改正に伴う変更（添付－１

運搬確認証の例） 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

〇改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う変更 
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廃棄物埋設に関する原子力規制委員会の 

確認等に係る運用ガイド 

（廃棄物埋設施設確認） 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

廃棄物埋設に関する原子力規制委員会の 

確認等に係る運用ガイド 

（廃棄物埋設施設確認） 

（GL0004_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 51条の６第１項の規定に基づく、第二種廃棄物埋設施設に係る廃棄物埋設施設及びこ

れに関する保安のための措置についての原子力規制委員会による確認（以下「廃棄物埋設施設確認」とい

う。）に係る運用を定めたものである。 

なお、廃棄物埋設施設確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規

制検査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

 

2. 廃棄物埋設施設確認 

2.1 廃棄物埋設施設確認の申請 

(1) 廃棄物埋設施設確認の申請時期 

廃棄物埋設施設確認の申請は、廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のため

の措置に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を求める場合において、核燃料物質又は核燃料物質に

よつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和 63年総理府令第１号。以下「規

則」という。）第５条に規定する事項及び時期に申請が行われることとなる。 

また、申請書は、廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設に関する確認を受けようとする時期に十分な

時間的余裕をもって申請がなされることが望ましい。 

 

(2) 申請書の記載内容 

担当部署は、埋設施設確認の申請があった場合は、規則第４条に規定する申請書及び添付書類に不

備及び過不足がないこと並びに規則第５条に規定する事項及び時期であることを確認する。 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、必要な手数料が

納付されていることを確認する。 

 

2.2 廃棄物埋設施設確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、適切な工程ごとに、原子力規制検査により事業者の保安のために

講ずべき措置等に係る活動を監視することで、対象となる廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のた

めの措置が法第 51条の６第１項等の規定を満たしていることを確認する。 

廃棄物埋設に関する原子力規制委員会の 

確 認 等 に 係 る 運 用 ガ イ ド  

（廃棄物埋設施設確認） 

（GL0004_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 51 条の 6 第 1 項の規定に基づく、第二種廃棄物埋設施設に係る原子力規制委員会に

よる廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置についての確認（以下「廃棄物埋設施設確認」と

いう。）に係る運用を定めたものである。 

なお、廃棄物埋設施設確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規

制検査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

 

2. 廃棄物埋設施設確認 

2.1 廃棄物埋設施設確認の申請 

(1) 廃棄物埋設施設確認の申請時期 

廃棄物埋設施設確認の申請は、廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のため

の措置に係る第二種廃棄物埋設に関する確認を求める場合において、核燃料物質又は核燃料物質に

よつて汚染された物の第二種廃棄物埋設の事業に関する規則（昭和 63年総理府令第 1号。以下「規

則」という。）第 5条に規定する事項及び時期に申請が行われることとなる。 

また、申請書は、廃棄物埋設事業者が廃棄物埋設施設に関する確認を受けようとする時期に十分な

時間的余裕をもって届出がなされることが望ましい。 

 

(2) 申請書の記載内容 

担当部署は、埋設施設確認の申請があった場合は、規則第 4条に規定する申請書及び添付書類に不

備及び過不足がないこと並びに規則第 5条に規定する事項及び時期であることを確認する。 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、発行された納入

告知書は申請者に手交又は送付するとともに、必要な手数料が納付されていることを確認する。 

 

2.2 廃棄物埋設施設確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、規則第 6条に規定する廃棄物埋設施設等の技術上の基準への適合

を確認するため、適切な工程ごとに、原子力規制検査により事業者の保安のために講ずべき措置等に係

る活動を監視することで、対象となる廃棄物埋設施設及びこれに関する保安のための措置が法第 51条

 

 

 

改正に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

-101-



3 

 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、確認対象となる事項を特定し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査

項目（以下「検査項目」という。）について、以下を参考に抽出する。 

（BM0110 作業管理 検査運用ガイド） 

 

 

(2) 廃棄物埋設施設確認の方法 

抽出した検査項目について、申請以前の事業者の関連活動の実施状況についての原子力規制検査

による確認結果を含め、原子力規制検査で確認すべき事項を必要に応じて特定し、当該検査項目の検

査を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとする。 

担当部署においては、一連の確認の実施により、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査

指摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを

確認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

また、受理した申請書の記載事項について確認するものとする。 

 

 

2.3 廃棄物埋設施設確認の終了 

(1) 廃棄物埋設施設確認の終了の確認 

原子力規制委員会は、廃棄物埋設施設確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、

規則第６条の規定に基づく確認の基準に適合していることを確認する。 

 

(2) 第二種廃棄物埋設確認証（廃棄物埋設施設）の交付 

原子力規制委員会は、規則第９条の規定に基づき、添付－１、添付－２に示す様式による第二種廃

棄物埋設確認証（廃棄物埋設施設）（以下「確認証」という。）を申請者に交付（廃棄物埋設地におい

ては、定置前、覆土施工前、終了後などの工程毎に分割した廃棄物埋設確認証（廃棄物埋設施設）の

交付を含む。）するものとする。 

なお、第二種廃棄物埋設施設等については、建設から完成まで長期間に渡るため、受理した申請書

類及び実績管理について、適切に行う。 

 

 

 

添付－１ 第二種廃棄物埋設確認証（埋設地の例） 

 

第二種廃棄物埋設確認証（廃棄物埋設施設） 

（○号廃棄物埋設地 ○○○○○（注）） 

 

番   号 

年 月 日 

 

事業者 宛て 

 

の６第１項等の規定を満たしていることを確認する。 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、受理した申請書の記載事項及び期日確認届について確認するとともに、確認対象とな

る事項を特定し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査項目（以下「検査項目」とい

う。）について以下を参考に抽出する。 

（BM0110 作業管理 検査運用ガイド） 

 

（2） 廃棄物埋設施設確認の方法 

抽出した検査項目について、申請等以前の事業者の関連活動の実施状況について原子力規制検査

による確認結果を含め、申請等後の事業者の活動に対して原子力規制検査で確認すべき事項を必要

に応じて特定し、当該検査項目の検査を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものと

する。 

担当部署においては、一連の確認が実施され、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査指

摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを確

認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

（加える） 

 

2.3 廃棄物埋設施設確認の終了 

（1） 廃棄物埋設施設確認の終了の確認 

当委員会は、廃棄物埋設施設確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、規則第 6

条の規定に基づく確認の基準に適合していることを確認する。 

 

（2） 第二種廃棄物埋設確認証（廃棄物埋設施設）の交付 

当委員会は、規則第 9 条の規定に基づき、添付－1、添付－2 に示す様式による第二種廃棄物埋設

確認証（廃棄物埋設施設）（以下「確認証」という。）を申請者に交付（廃棄物埋設地においては、定

置前、覆土施行前、終了後などの工程毎に分割した廃棄物埋設確認証（廃棄物埋設施設）の交付を含

む。）することとする。 

なお、第二種廃棄物埋設施設等については、建設から完成まで長期間に渡るため、受理した申請書

類及び実績管理について、適切に行う。 

 

 

 

添付－１ 第二種廃棄物埋設確認証（埋設地の例） 

 

第二種廃棄物埋設確認証（廃棄物埋設施設） 

（○号廃棄物埋設地 ○○○○○（注）） 

 

番   号 

年 月 日 

 

事業者 宛て 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

記載の適正化（誤

記） 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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原子力規制委員会 

 

 

 

〇年〇月〇日付け〇〇をもって確認の申請のあった廃棄物埋設施設等のうち下記について、核原料物

質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５１条の６第１項の規定

に定める技術上の基準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

記 

 

事業者の名称及び住所並びに

代表者の氏名 
 

事業所の名称及び所在地  

確認をした廃棄物埋設施設等 ○号廃棄物埋設地 ○○○○○（注） 

特記事項  

 

（注）：分割交付の必要がある場合は、記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

添付－２ 第二種廃棄物埋設確認証（附属施設の例） 

 

第二種廃棄物埋設確認証（廃棄物埋設施設） 

（廃棄物埋設地の附属施設） 

 

番   号 

年 月 日 

 

事業者 宛て 

 

 

原子力規制委員会 

 

 

 

 

原子力規制委員会 

 

 

 

〔年号〕〇年〇月〇日付け〇〇をもって確認の申請のあった廃棄物埋設施設等のうち下記について、核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５１条の６第１項の

規定に定める技術上の基準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

記 

 

事業者の名称及び住所並びに

代表者の氏名 
 

事業所の名称及び所在地  

確認をした廃棄物埋設施設等 廃棄物埋設地 ○○○○○（注） 

特記事項  

 

（注）：分割交付の必要がある場合は、記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

添付－２ 第二種廃棄物埋設確認証（付属施設の例） 

 

第二種廃棄物埋設確認証（廃棄物埋設施設） 

（廃棄物埋設地の附属施設） 

 

番   号 

年 月 日 

 

事業者 宛て 

 

 

原子力規制委員会 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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〇年〇月〇日付け〇〇をもって確認の申請のあった廃棄物埋設施設等のうち下記について、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５１条の６第１項の規定に定め

る技術上の基準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

記 

 

事業者の名称及び住所並びに

代表者の氏名 
 

事業所の名称及び所在地  

確認をした廃棄物埋設施設等  

特記事項  

 

 

〇改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○運用の明確化 

①確認対象及び手続を明確化（2.廃棄物

埋設施設確認） 

○記載の適正化 

 

 

 

〔年号〕〇年〇月〇日付け〇〇をもって確認の申請のあった廃棄物埋設施設等のうち下記について、核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５１条の６第１項の規

定に定める技術上の基準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

記 

 

事業者の名称及び住所並びに

代表者の氏名 
 

事業所の名称及び所在地  

確認をした廃棄物埋設施設等  

特記事項  

 

 

〇改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う変更 
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工場等において用いた資材その他の物に含まれる 

放射性物質についての放射能濃度に関する 

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

工場等において用いた資材その他の物に含まれる 

放射性物質についての放射能濃度に関する 

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0005_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 61条の２第１項の規定に基づく、原子力事業者等（法第 57条の８に規定する原子力

事業者等、以下同じ。）の、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射

能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであることについての原子力規制委

員会による確認（以下「放射能濃度確認」という。）に係る運用を定めたものである。 

なお、放射能濃度確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規制検

査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

 

2. 放射能濃度確認 

2.1 放射能濃度確認の申請 

(1) 放射能濃度確認の申請時期 

放射能濃度確認の申請は、原子力事業者等があらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能

濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能

濃度の測定及び評価を行い、その結果の確認が行われた後、申請が行われることとなる。 

 

(2) 放射能濃度確認申請書及び添付書類の記載内容 

担当部署は、放射能濃度確認の申請があった場合は、工場等において用いた資材その他の物に含ま

れる放射性物質の放射能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないものであるこ

との確認等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第 16号。以下「規則」という。）第３条第

１項に規定の申請書及び第２項に規定の添付書類に不備及び過不足がないことを確認する。 

 

 

 

ａ．申請書の様式例を添付－１に示す。 

 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、必要な手数料が

納付されていることを確認する。 

工場等において用いた資材その他の物に含まれる  

放射性物質についての放射能濃度に関する  

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0005_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 61条の 2第 1項の規定に基づく、原子力事業者等（法第 57条の 8に規定する原子力

事業者等、以下同じ。）の、工場等において用いた資材その他の物に含まれる放射性物質についての放射

能濃度が放射線による障害の防止のための措置を必要としないことについての確認（以下「放射能濃度確

認」という。）に係る運用を定めたものである。 

なお、放射能濃度確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規制検

査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

 

2. 放射能濃度確認 

2.1 放射能濃度確認の申請 

(1) 放射能濃度確認の申請時期 

放射能濃度確認の申請は、原子力事業者等があらかじめ原子力規制委員会の認可を受けた放射能

濃度の測定及び評価の方法に基づき、その確認を受けようとする物に含まれる放射性物質の放射能

濃度の測定及び評価を行い、その結果の確認が行われた後、申請が行われることとなる。 

 

(2) 放射能濃度確認申請書及び添付書類の記載内容 

担当部署は、放射能濃度確認の申請があった場合は、製錬事業者等における工場等において用いた

資材その他の物に含まれる放射性物質の放射能濃度についての確認等に関する規則（平成 17年経済

産業省令第 112号。以下「規則」という。）第 3条第 1項に規定の申請書及び第 2項に規定の添付書

類（試験研究の用に供する原子炉等に係る放射能濃度についての確認等に関する規則（平成 17年文

部科学省令第 49号。以下「試験炉規則」という。）第 3条第 1項に規定の申請書及び第 2項に規定の

添付書類）に不備及び過不足がないことを確認する。 

 

ａ．製錬事業者等に係る申請書の様式例を添付－１－１示す。また、試験研究炉等に係る申請書の様

式例を添付－１－２に示す。 

 

（3） 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、発行された納入

告知書は申請者に手交又は送付するとともに、必要な手数料が納付されていることを確認する。 

 

 

 

改正に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリアランス関連

規則統合に伴う変

更 

 

 

 

 

クリアランス関連

規則統合に伴う変

更 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 
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2.2 放射能濃度確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために講ずべき措置、法第

61 条の２第２項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法等に係る活動を監視することで、放

射能濃度確認の対象となる工場等において用いた資材その他の物が法第 61条の２第１項等の規定を満

たしていることを確認する。 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、確認対象となる事項を特定し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査

項目（以下「検査項目」という。）について、以下を参考に抽出する。 

（BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 検査運用ガイド） 

 

 

(2) 放射能濃度確認の方法 

抽出した検査項目について、申請以前の事業者の関連活動の実施状況についての原子力規制検査

による結果確認を含め、原子力規制検査で確認すべき事項を必要に応じ特定し、当該検査項目の検査

を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとする。 

担当部署においては、一連の確認の実施により、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査

指摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを

確認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

また、受理した申請書の記載事項について確認するものとする。 

 

2.3 放射能濃度確認の終了 

(1) 放射能濃度確認の終了の確認 

原子力規制委員会は放射能濃度確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、規則

第２条の規定に基づく確認の基準に適合していることを確認する。 

 

 

(2) 放射能濃度確認証の交付 

原子力規制委員会は、規則第４条の規定に基づき、添付－２に示す様式による放射能濃度確認証を

申請者に交付するものとする。また、法第 72条の２の２第２項に基づき、添付－３に示す様式によ

り、遅滞なく環境大臣に連絡する。 

 

 

添付－１ 放射能濃度確認申請書の例 

 

放射能濃度確認の申請書（第〇回） (注 ) 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

 

                      住  所 

 

2.2 放射能濃度確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために講ずべき措置、法第

61 条の 2 第 2 項の認可を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法等に係る活動を監視することで、放

射能濃度確認の対象となる工場等において用いた資材その他の物が法第 61条の 2第 1項等の規定を満

たしていることを確認する。 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、受理した申請書の記載事項について確認するとともに、確認対 象となる事項を特定

し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査項目（以下「検査項目」という。）につい

て、以下を参考に抽出する。 

（BR0070 放射性固体廃棄物等の管理 検査運用ガイド） 

 

(2) 放射能濃度確認の方法 

抽出した検査項目について、申請等以前の事業者の関連活動の実施状況について原子力規制検査

による結果確認を含め、申請等後の事業者の活動に対して原子力規制検査で確認すべき事項を必要

に応じ特定し、当該検査項目の検査を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとす

る。 

担当部署においては、一連の確認が実施され、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査指

摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを確

認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

 

2.3 放射能濃度確認の終了 

(1) 放射能濃度確認の終了の確認 

当委員会は放射能濃度確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、規則第 2 条

（試験研究炉等設置者等にあっては、試験炉規則第 2条）の規定に基づく確認の基準に適合してい

ることを確認する。 

 

(2) 放射能濃度確認証の交付 

当委員会は、規則第 4条（試験研究炉等設置者等にあっては、試験炉規則第４条）の規定に基づき、

添付－２に示す様式による放射能濃度確認証を申請者に交付することとする。また、法第 72条の 2の

2第 2項に基づき、添付－３に示す様式により、遅滞なく環境大臣に連絡する。 

 

 

添付－１－１ 放射能濃度確認申請書の例（製錬事業者等の例） 

 

放射能濃度確認の申請書 

年  月  日 

原子力規制委員会 殿 

 

                      住  所 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

クリアランス関連

規則統合に伴う変

更 

 

 

クリアランス関連

規則統合に伴う変

更 

 

 

クリアランス関連

規則統合に伴う変

更 
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                      氏  名 （名称及び代表者の氏名） 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６１条の２第１項の規定により次のとおり申

請します。 

一 氏名又は名称及び住所並びに法人

にあっては、その代表者の氏名 

 

二 放射能濃度確認対象物が生ずる工

場等の名称及び所在地（船舶にあっ

ては、その船舶の名称） 

 

三 放射能濃度確認対象物が生ずる施

設の名称 

 

四 放射能濃度確認対象物の種類及び

総重量 
 

五 放射能濃度確認対象物に含まれる

放射能物質の放射能濃度の測定及び

評価に用いた方法 

 

六 放射能濃度確認対象物に含まれる

放射性物質の放射能濃度の測定及び

評価の結果 

 

七 確認を受けようとする期日 
 

八 放射能濃度確認対象物の保管場所

及び保管方法 

 

 

備考 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

（注）分割して申請する場合には、記載すること。 

 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      氏  名 （名称及び代表者の氏名） 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６１条の２第 1 項の規定により次のとおり放

射能濃度の確認を申請します。 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者の氏名 

 

放射能濃度確認対象物が生じる工場等

の名称及び所在地 

 

 

（加える） 

 

 

放射能濃度確認対象物の種類、評価単位

毎の数量及び重量 
 

放射能濃度確認対象物に含まれる放射

能物質の放射能濃度の測定及び評価に

用いた方法 

 

評価に用いる放射性物質の種類毎の放

射能濃度の値並びに規則２条第 2号の

規定に基づく割合及びその割合の和 

 

確認を受けようとする期日 
 

放射能濃度確認対象物の保管場所 
 

 

備考 １ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 61条の 2第 2項の規定に基づき認可

を受けた放射能濃度の測定及び評価の方法に従って行われていることを説明した書類を添付する

こと。 

   ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

 

添付－１－２ 放射能濃度確認申請書の例（試験研究炉等の例） 

 

放射能濃度確認の申請書 

年  月  日   

原子力規制委員会 殿 

 

                      住  所 

 

                      氏  名 （名称及び代表者の氏名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリアランス関連

規則統合に伴う変

更 
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添付－２ 放射能濃度確認証の例 

 

 

放射能濃度確認証 

番 号 

年 月 日 

 

事業者 宛て 

 

原子力規制委員会 

 

 

 

○年○月○日付け○○をもって申請のあった核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭

和３２年法律第１６６号）第６１条の２第１項の規定に基づく放射能濃度確認の件については、同項の規定

に定める基準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第６１条の２第 1 項の規定により次のとおり放

射能濃度の確認を申請します。 

放射能濃度確認対象物に係る工場等の

名称及び所在地 

 

放射能濃度確認対象物を用いていた場

所 

 

放射能濃度確認対象物の種類及び総重

量 
 

放射能濃度確認対象物の保管場所及び

保管方法 

 

 

備考 １ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 61条の 2第 2項の認可を受けた放射

能濃度の測定及び評価の方法に基づき測定及び評価が行われたことを示す記録を添付しなければ

ならない。 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。 

 

 

添付－２ 放射能濃度確認証の例 

 

 

放射能濃度確認証 

番 号 

年 月 日 

 

事業者 宛て 

 

原子力規制委員会 

 

 

 

〔年号〕○年○月○日付け○○をもって申請のあった核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和３２年法律第１６６号）第６１条の２第 1項の規定に基づく放射能濃度確認の件については、同

項の規定に定める基準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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添付－３ 環境大臣宛て連絡の例 

 

番 号 

年 月 日 

 

 

環境大臣 宛て 

 

 

 

原子力規制委員会 

（公印省略） 

 

 

 

 

〇〇〇〇において用いた資材等に含まれる放射性物質の 

放射能濃度の確認について（連絡） 

 

 

標記の件について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第６１条の２第１項の規定に基づき別添のとおり確認したので、同法第７２条の２の２第２項の規定に

基づき連絡します。 

 

 

 

 

〇改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○運用の明確化 

①確認対象及び手続を明確化（2. 放射能

濃度確認） 

②クリアランス関連規則統合に伴う改正

（添付－１ 放射能濃度確認申請書の

例 他） 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

添付－３ 環境大臣宛て連絡の例 

 

番 号 

年 月 日 

 

 

環境大臣 宛て 

 

 

 

原子力規制委員会 

（公印省略） 

 

 

 

 

〇〇〇〇において用いた資材等に含まれる放射性物質の 

放射能濃度の確認について（連絡） 

 

 

標記の件について、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号）第６１条の２第１項の規定に基づき別添のとおり確認したので、同法第７２条の２の２第２項の規定に

基づき連絡します。 

 

 

 

 

〇改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う変更 
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廃棄物埋設に係る坑道の閉鎖に関する 

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

廃棄物埋設に係る坑道の閉鎖に関する 

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0006_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 51条の 24の２第２項の規定に基づく、廃棄物埋設施設の事業※１のための坑道を閉鎖

しようとするときに係る坑道の埋戻し及び抗口の閉塞その他の原子力規制委員会規則で定める措置（以

下「閉鎖措置」という。）についての坑道の閉鎖の工程ごとに行う原子力規制委員会による確認（以下「閉

鎖措置確認」という。）に係る運用を定めたものである。 

なお、閉鎖措置確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「４ 法定確認行為等と原子力規制検査

の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

※１ 閉鎖措置の対象となる廃棄物埋設の事業は、第一種廃棄物埋設（地層処分）に係る事業及び第二

種廃棄物埋設の一部（中深度処分）に係る事業である。これらの廃棄物埋設は現時点では事業許可

申請がなく、それらの事業の終了段階で行われる閉鎖措置に係る本ガイドの実際の使用の際には、

その時点での必要な見直しを行うものとする。 

 

2． 閉鎖措置確認 

2.1 閉鎖措置確認の申請 

(1) 閉鎖措置確認の申請時期 

閉鎖措置確認の申請は、廃棄物埋設事業者により廃棄物埋設の事業のための坑道の閉鎖の工程ご

とに閉鎖措置に係る確認が行われた後、申請が行われることとなる。 

なお、申請された後に行う閉鎖措置確認の事務手続き等を踏まえて、廃棄物埋設事業者が坑道の閉

鎖の行程ごとの確認を受けようとする時期に十分な時間的余裕をもって申請がなされることが望ま

しい。 

 

(2) 申請書の記載内容 

担当部署は、閉鎖措置確認の申請があった場合は、申請書及び添付書類に不備及び過不足がないこ

とを確認する。 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、必要な手数料が

納付されていることを確認する。 

 

2.2 閉鎖措置確認の実施 

廃棄物埋設に係る坑道の閉鎖に関する 

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0006_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 51条の 24の 2第 2項の規定に基づく、廃棄物埋設施設の事業※1のための坑道を閉鎖

しようとするときに係る原子力規制委員会による坑道の埋戻し及び抗口の閉塞その他の原子力規制委員

会規則で定める措置（以下「閉鎖措置」という。）について坑道の閉鎖の工程ごとに行う確認（以下「閉

鎖措置確認」という。）に係る運用を定めたものである。 

なお、閉鎖措置確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「４ 法定確認行為等と原子力規制検査

の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

  ※1 閉鎖措置の対象となる廃棄物埋設の事業は、第一種廃棄物埋設（地層処分）に係る事業及び第二

種廃棄物埋設の一部（中深度処分）に係る事業である。これらの廃棄物埋設は現時点では事業許可申

請がなく、それらの事業の終了段階で行われる閉鎖措置に係る本ガイドの実際の使用の際には、その

時点での必要な見直しを行うものとする。 

 

2． 閉鎖措置確認 

2.1 閉鎖措置確認の申請 

(1) 閉鎖措置確認の申請時期 

閉鎖措置確認の申請は、廃棄物埋設事業者により廃棄物埋設の事業のための坑道の閉鎖の工程ご

とに閉鎖措置に係る確認が行われた後、申請が行われることとなる。 

なお、申請された後に行う閉鎖措置確認の事務手続き等を踏まえて、廃棄物埋設事業者が坑道の閉

鎖の行程ごとの確認を受けようとする時期に十分な時間的余裕をもって申請がなされることが望ま

しい。 

 

(2) 申請書の記載内容 

担当部署は、閉鎖措置確認の申請があった場合は、申請書及び添付書類に不備及び過不足がないこ

とを確認する。 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、発行された納入

告知書は申請者に手交又は送付する。 

 

2.2 閉鎖措置確認の実施 

 

 

改正に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 
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確認に当たって、原子力検査官は、坑道の閉鎖の工程ごとに、原子力規制検査により事業者の保安の

ために講ずべき措置、法第 51 条の 24 の２第１項の認可を受けた閉鎖措置計画（同条第３項において

準用する第 12条の６第３項又は第５項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更後

のもの。以下同じ。）等に係る活動を監視することで、事業者の講じた閉鎖措置が法第 51条の 24の２

第２項等の規定を満たしていることを確認する。 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、確認対象となる事項を特定し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査

項目（以下「検査項目」という。）を抽出する。 

 

 

(2) 閉鎖措置確認の方法 

抽出した検査項目について、申請以前の事業者の関連活動の実施状況についての原子力規制検査

による確認結果を含め、原子力規制検査で確認すべき事項を必要に応じて特定し、当該検査項目の検

査を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとする。 

担当部署においては、一連の確認の実施により、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査

指摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを

確認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

また、受理した申請書の記載事項について確認するものとする。 

 

2.3 閉鎖措置確認の終了 

(1) 閉鎖措置確認の終了の確認 

原子力規制委員会は閉鎖措置確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、法第 51

条の 24の２第２項の規定に基づき、事業者の講じた閉鎖措置が認可を受けた閉鎖措置計画に従って

行われていることを確認する。 

 

(2) 閉鎖措置確認証の交付 

原子力規制委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事

業に関する規則（平成 20年経済産業省令第 23号。以下「規則」という。）第 76条の２他の規定に基

づき、添付－１に示す様式による閉鎖措置確認証を申請者に交付するものとする。 

 

添付－１ 閉鎖措置確認証の例 

 

 

閉鎖措置確認証 

 

                                 番   号 

                                 年 月 日 

 

事業者 宛て 

 

                    原子力規制委員会 

確認に当たって、原子力検査官は、坑道の閉鎖の工程ごとに、原子力規制検査により事業者の保安の

ために講ずべきの措置、法第 51 条の 24 の 2 第 1 項の認可を受けた閉鎖措置計画（同条第 3 項におい

て準用する第 12条の 6第 3項又は第 5項の規定による変更の認可又は届出があったときは、その変更

後のもの。以下同じ。）等に係る活動を監視することで、事業者の講じた閉鎖措置が法第 51条の 24の

2第 2項等の規定を満たしていることを確認する。 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、受理した申請書の記載事項について確認するとともに、確認対象となる事項を特定

し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査項目（以下「検査項目」という。）を抽出

する。 

 

(2) 閉鎖措置確認の方法 

抽出した検査項目について、申請等以前の事業者の関連活動の実施状況について原子力規制検査

による確認結果を含め、申請等後の事業者の活動に対して原子力規制検査で確認すべき事項を必要

に応じて特定し、当該検査項目の検査を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものと

する。 

担当部署においては、一連の確認が実施され、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査指

摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを確

認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

 

2.3 閉鎖措置確認の終了 

(1) 閉鎖措置確認の終了の確認 

当委員会は閉鎖措置確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、法第 51条の 24の

2第 2項の規定に基づき、事業者の講じた閉鎖措置が認可を受けた閉鎖措置計画に従って行われてい

ることを確認する。 

 

(2) 閉鎖措置確認証の交付 

当委員会は、核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設の事業に関す

る規則（平成 20年経済産業省令第 23号。以下「規則」という。）第 76条の 2他の規定に基づき、添

付－1に示す様式による閉鎖措置確認証を申請者に交付することとする。 

 

添付－１ 閉鎖措置確認証の例 

 

 

閉鎖措置確認証 

 

                                 番   号 

                                 年 月 日 

 

事業者 宛て 

 

                    原子力規制委員会 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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〇〇年〇〇月〇〇日付けをもって申請のあった下記事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律第５１条の２４の２第２項の規定に基づく閉鎖措置の確認（〇〇工程）の件については、

同項の規定に基づき確認したので、確認証を交付します。 

 

 

記 

 

〇〇埋設事業所 

 

〇改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○運用の明確化 

①確認対象及び手続を明確化（2.閉鎖措

置確認） 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

〔年号〕〇〇年〇〇月〇〇日付けをもって申請のあった下記事業所に係る核原料物質、核燃料物質及び原

子炉の規制に関する法律第５１条の２４の２第２項の規定に基づく閉鎖措置の確認（〇〇工程）の件につい

ては、同項の規定に基づき確認したので、確認証を交付します。 

 

 

記 

 

〇〇埋設事業所 

 

〇改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う変更 
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廃棄物埋設に関する原子力規制委員会の 

確認等に係る運用ガイド 

（廃棄物確認） 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

廃棄物埋設に関する原子力規制委員会の 

確認等に係る運用ガイド 

（廃棄物確認） 

（GL0007_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第 166号。以下

「法」という。）第 51条の６第２項の規定に基づく、第二種廃棄物埋設施設に係る埋設しようとする核燃

料物質又は核燃料物質によって汚染された物及びこれに関する保安のための措置についての原子力規制

委員会による確認（以下「廃棄物確認」という。）に係る運用を定めたものである。 

なお、廃棄物確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規制検査の

関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

 

2． 廃棄物確認 

2.1 廃棄物確認の申請 

(1) 廃棄物確認の申請時期 

廃棄物確認の申請は、原子力事業者等により廃棄物の製作、測定等がされ、廃棄物埋設事業者にお

いて、技術基準の適合性の確認が行われた後、申請が行われることとなる。 

なお、申請された後に行う廃棄物確認の事務手続き等を踏まえて、廃棄物が廃棄物埋設事業者へ搬

入される予定日の２ヵ月前までを目安として申請がなされることが望ましい。 

 

 (2) 申請書の記載内容 

担当部署は、廃棄物確認の申請があった場合は、規則第７条第１項に規定の申請書及び第２項に規

定の添付書類に不備及び過不足がないことを確認する。 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、必要な手数料が

納付されていることを確認する。 

 

2.2 廃棄物確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために講ずべき措置等に係

る活動を監視することで、対象となる廃棄物が法第 51条の６第２項等の規定を満たしていることを確

認する。 

 

廃棄物埋設に関する原子力規制委員会の 

確認等に係る運用ガイド 

（廃棄物確認） 

（GL0007_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」

という。）第 51条の 6第 2項の規定に基づく、第二種廃棄物埋設施設に係る原子力規制委員会による埋設しよう

とする核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物及びこれに関する保安のための措置についての確認

（以下「廃棄物確認」という。）に係る運用を定めたものである。 

なお、廃棄物確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規制検査の関

係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

 

2． 廃棄物確認 

2.1 廃棄物確認の申請 

(1) 廃棄物確認の申請時期 

廃棄物確認の申請は、原子力事業者等により廃棄物の製作、測定等がされ、廃棄物埋設事業者にお

いて、技術基準の適合性の確認が行われた後、申請が行われることとなる。 

なお、申請された後に行う廃棄物確認の事務手続き等を踏まえて、廃棄体が廃棄物埋設事業者へ搬

入される予定日の２ヵ月前までを目安として申請がなされることが望ましい。 

 

 (2) 申請書の記載内容 

担当部署は、廃棄物確認の申請があった場合は、規則第 7 条第 1 項に規定の申請書及び第 2 項に

規定の添付書類に不備及び過不足がないことを確認する。 

 

(3) 申請書に係る手数料納付 

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、発行された納入

告知書は申請者に手交又は送付するとともに、必要な手数料が納付されていることを確認する。 

 

2.2 廃棄物確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために講ずべきの措置等に

係る活動を監視することで、対象となる廃棄物が法第 51条の 6第 2項等の規定を満たしていることを

確認する。 

 

 

 

 

改正に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

-116-



3 

 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、確認対象となる事項を特定し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査

項目（以下「検査項目」という。）について、以下を参考に抽出する。 

（BM0110 作業管理） 

 

 

 

(2) 廃棄物確認の方法 

抽出した検査項目について、申請以前の事業者の関連活動の実施状況についての原子力規制検査

による確認結果（発電用原子炉設置者等による放射性廃棄物の製作、測定等に係る原子力規制検査の

結果を含む。）を含め、原子力規制検査で確認すべき事項を必要に応じて特定し、当該検査項目の検

査を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとする。 

担当部署においては、一連の確認の実施により、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査

指摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを

確認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

また、受理した申請書の記載事項について確認するものとする。 

 

2.3 廃棄物確認の終了 

（1） 廃棄物確認の終了の確認 

原子力規制委員会は、廃棄物確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、規則第８

条の規定に基づく確認の基準に適合していることを確認する。 

 

(2) 廃棄物埋設確認証（廃棄物）の交付 

原子力規制委員会は、規則第９条に基づき、添付－１に示す様式により第二種廃棄物埋設確認証

（廃棄物）を申請者に交付（分割して交付する場合を含む。）するものとする。 

 

 

 

 

 

 

添付―１ 第二種廃棄物埋設確認証の例 

 

第二種廃棄物埋設確認証（廃棄物） 

 

番   号 

年 月 日 

 

事 業 者 宛て 

 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、受理した申請書の記載事項について確認するとともに、確認対象となる事項を特定

し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査項目（以下「検査項目」という。）につい

て、以下を参考に抽出する。 

（BM0110 作業管理） 

（BR0070 放射性固体廃棄物等の管理） 

 

(2) 廃棄物確認の方法 

抽出した検査項目について、申請等以前の事業者の関連活動の実施状況について原子力規制検査

による確認結果（発電用原子炉設置者等による放射性廃棄物の製作、測定等に係る原子力規制検査の

結果を含む。）を含め、申請等後の事業者の活動に対して原子力規制検査で確認すべき事項を必要に

応じて特定し、当該検査項目の検査を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとす

る。 

担当部署においては、一連の確認が実施され、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査指

摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを確

認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

 

2.3 廃棄物確認の終了 

（1） 廃棄物確認の終了の確認 

当委員会は、廃棄物確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、規則第 8条の規定

に基づく確認の基準に適合していることを確認する。 

 

(2) 廃棄物埋設確認証（廃棄物）の交付 

当委員会は、規則第 9条に基づき、添付－１に示す様式により第二種廃棄物埋設確認証（廃棄物）

を申請者に交付（分割して交付する場合を含む。）することとする。 

 

 

 

 

 

 

添付―１ 第二種廃棄物埋設確認証の例 

 

第二種廃棄物埋設確認証（廃棄物） 

 

番   号 

年 月 日 

 

事 業 者 宛て 

 

 

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-117-



4 

 

 

原子力規制委員会 

 

 

〇年〇月〇日付け〇〇をもって確認の申請のあった下記の廃棄体については、核原料物質、核燃料物質及

び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５１条の６第２項の規定に定める技術上の基

準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

記 

 

事業者の名称及び住所並

びに代表者の氏名 
 

廃 棄 体 の 数 量  ○○本（うち、○○本）(注) 

廃棄物確認終了年月日 〔年号〕〇〇年〇〇月〇〇日 

備 考 

 

分割交付：○○回目（継続・終了）(注) 

 

 

 

 （注）：分割交付の必要がある場合は、記載する。 

 

〇改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○運用の明確化 

①確認対象及び手続を明確化（2.廃棄物

確認） 

○記載の適正化 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会 

 

 

〔年号〕〇年〇月〇日付け〇〇をもって確認の申請のあった下記の廃棄体については、核原料物質、核燃

料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）第５１条の６第２項の規定に定める技

術上の基準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

記 

 

事業者の名称及び住所並

びに代表者の氏名 
 

廃 棄 体 の 数 量  ○○本（うち、○○本）(注) 

廃棄物確認終了年月日 〔年号〕〇〇年〇〇月〇〇日 

備 考 

 

分割交付：○○回目（継続・終了）(注) 

 

 

 

 （注）：分割交付の必要がある場合は、記載する。 

 

〇改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う変更 
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廃止措置の終了に関する 

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

廃止措置の終了に関する 

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0008_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下

「法」という。）第12条の６第８項（第22条の８第３項、第43条の３の２第３項、第43条の３の34第３

項、第43条の27第３項、第50条の５第３項、第51条の25第３項及び第57条の5第３項において準用する

場合を含む。）及び第12条の７第９項（第22条の９第５項、第43条の３の３第４項、第43条の３の35第

４項、第43条の28第４項、第51条第４項、第51条の26第４項及び第57条の６第４項において準用する場

合を含む。）並びに核燃料物質の使用等に関する規則※１（昭和32年総理府令第84号。以下「規則」とい

う。）の規定に基づく、原子力事業者等（法第57条の８に規定する原子力事業者等。以下同じ。）が講じ

た廃止措置の終了についての原子力規制委員会による確認（以下「廃止措置終了確認」という。）に係

る運用を定めたものである。 

 

なお、廃止措置終了確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規

制検査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

※１ 核燃料物質の使用者に係る規則を記載している。それ以外の事業者については、当該事業の規

則に読み替える。以下同じ。 

 

2. 廃止措置終了確認 

2.1 廃止措置終了確認の申請 

(1) 廃止措置終了確認の申請時期 

廃止措置終了確認の申請は、原子力事業者等により廃止措置が実施され、原子力事業者等におい

て廃止措置の終了に係る施設の解体、核燃料物質の譲渡、汚染の除去及び核燃料物質又は核燃料物

質によって汚染された物の廃棄等の確認が行われた後、申請が行われることとなる。 

 

（2） 廃止措置終了確認申請書及び添付書類の記載内容 

廃止措置終了確認に係る申請は、規則第６条の６に規定する事項を記載した申請書及び必要に応

じ申請書記載内容を説明する添付書類に不備及び過不足がないことを確認する。 

 

 

ａ．核燃料物質の使用者に係る申請書の様式例を添付－１に示す。 

 

 

（3） 申請書に係る手数料納付 

廃止措置の終了に関する 

原子力規制委員会の確認等に係る運用ガイド 

（GL0008_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1. 目的 

本ガイドは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下

「法」という。）第12条の6第8項（第22条の8第3項、第43条の3の2第3項、第43条の3の34第3項、第43条

の27第3項、第50条の5第3項、第51条の25第3項及び第57条の5第3項において準用する場合を含む。）及

び第12条の7第9項（第22条の9第5項、第43条の3の3第4項、第43条の3の35第4項、第43条の28第4項、第

51条第4項、第51条の26第4項及び第57条の6第4項において準用する場合を含む。）並びに核燃料物質の

使用等に関する規則※１（昭和32年総理府令第84号。以下「規則」という。）及び核原料物質又は核燃料

物質の製錬の事業に関する規則※１（昭和32年総理府・通商産業省令第1号。以下「製錬規則」という。）

の規定に基づく、原子力事業者等（法第57条の8に規定する原子力事業者等。以下同じ。）が講じた廃止

措置についての原子力規制委員会による確認（以下「廃止措置確認」という。）に係る運用を定めたも

のである。 

なお、廃止措置確認に当たっては、原子力規制検査等実施要領「4．法定確認行為等と原子力規制検

査の関係」に示すとおり、原子力規制検査の結果を活用の上実施することとする。 

※１：核燃料物質の使用者及び製錬事業者に係る規則を記載している。それ以外の事業者については、

当該事業の規則に読み替える。以下同じ。 

 

2. 廃止措置確認 

2.1 廃止措置確認の申請 

(1) 廃止措置確認の申請時期 

廃止措置確認の申請は、原子力事業者等により廃止措置が実施され、原子力事業者等において廃

止措置の終了に係る施設の解体、核燃料物質の譲渡、汚染の除去及び核燃料物質又は核燃料物質に

よって汚染された物の廃棄等の確認が行われた後、申請が行われることとなる。 

 

（2） 廃止措置確認申請書及び添付書類の記載内容 

廃止措置確認に係る申請は、規則第 6条の 6（製錬事業者にあっては、製錬規則第 7条の 5の 10）

に規定する事項を記載した申請書及び必要に応じ申請書記載内容を説明する添付書類に不備及び過

不足がないことを確認する。 

 

ａ．核燃料物質の使用者及び製錬の事業者に係る申請書の様式例を添付－１に示す。 

 

 

（3） 申請書に係る手数料納付 

 

 

改正に伴う変更 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 
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申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、必要な手数料が

納付されていることを確認する。 

 

2.2 廃止措置終了確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために講ずべき措置、廃

止措置計画（変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）等に係る活動を監

視することで、事業者の講じた廃止措置が終了し、法第 12 条の６第８項等の基準を満たしているこ

とを記録等により確認する。 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、確認対象となる事項を特定し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査

項目（以下「検査項目」という。）について、以下を参考に抽出する。 

（BZ2010 非該当使用者等） 

 

 

(2) 廃止措置終了確認の方法 

抽出した検査項目について、申請以前の事業者の関連活動の実施状況についての原子力規制検査

による確認結果を含め、原子力規制検査で確認すべき事項を必要に応じて特定し、当該検査項目の検

査を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものとする。 

担当部署においては、一連の確認の実施により、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査

指摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを

確認することとし、必要に応じて事業者の記録等を確認するものとする。 

また、受理した申請書の記載事項について確認するものとする。 

 

2.3 廃止措置終了確認の終了 

（1） 廃止措置終了確認の終了の確認 

原子力規制委員会は、廃止措置終了確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、法

12 条の６第８項又は第 12 条の７第９項並びにこれらに基づく原子力規制委員会規則で定める基準

に適合していることを確認する。 

 

（2） 廃止措置終了確認証の交付 

原子力規制委員会は、上記(1)の確認が終了したのち、規則第６条の７の２の規定に基づき、添付

－２に示す様式により廃止措置終了確認証を申請者に交付するものとする。また、法第 72条第５項

に基づき、添付－３に示す様式によりその旨を遅滞なく、国家公安委員会又は海上保安庁長官に連絡

する。 

 

添付－１ 廃止措置終了確認申請書の例（核燃料物質の使用者に係る例） 

 

廃止措置の終了の確認申請書 

年  月  日   

申請書の提出を受けた際に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和

32年政令第 324号）第 65条に規定する手数料に係る納入告知書の発行手続を行い、発行された納入

告知書は申請者に手交又は送付するとともに、必要な手数料が納付されていることを確認する。 

 

2.2 廃止措置確認の実施 

確認に当たって、原子力検査官は、原子力規制検査により事業者の保安のために講ずべきの措置、

廃止措置計画（変更の認可又は届出があったときは、その変更後のもの。以下同じ。）等に係る活動を

監視することで、事業者の講じた廃止措置が認可を受けた廃止措置計画に従って行われ、法第 12 条

の 6第 8項等の基準を満たしていることを記録等により確認する。 

 

(1) 検査項目の抽出 

担当部署は、受理した申請書の記載事項について確認するとともに、確認対象となる事項を特定

し、関連する事業者の活動に対する原子力規制検査の検査項目（以下「検査項目」という。）につい

て、以下を参考にを抽出する。 

（BZ2010 非該当使用者等） 

 

(2) 廃止措置確認の方法 

抽出した検査項目について、申請等以前の事業者の関連活動の実施状況について原子力規制検査

による確認結果を含め、申請等後の事業者の活動に対して原子力規制検査で確認すべき事項を必要

に応じて特定し、当該検査項目の検査を担当する職員に伝達し、以後、相互に情報共有を図るものと

する。 

担当部署においては、一連の確認が実施され、当該検査項目で検査指摘事項がないこと又は検査指

摘事項の内容が当該申請等に係る確認対象となる事項に影響を及ぼすものとなっていないことを確

認することとし、必要に応じて事業者の活動状況、記録等を確認するものとする。 

 

2.3 廃止措置確認の終了 

（1） 廃止措置確認の終了の確認 

当委員会は、廃止措置確認の終了に当たり、原子力規制検査の結果を取りまとめ、法 12条の 6第

8 項又は第 12 条の 7 第 9 項並びにこれらに基づく原子力規制委員会規則で定める基準に適合してい

ることを確認する。 

 

（2） 廃止措置確認証の交付 

当委員会は、上記(1)の確認が終了したのち、規則第 6 条の 7 の 2（製錬事業者にあっては、製錬

規則第 7 条の 5 の 12）の規定に基づき、添付－２に示す様式により廃止措置確認証を申請者に交付

することとする。また、法第 72条第 5項に基づき、添付－３に示す様式によりその旨を遅滞なく、

国家公安委員会に連絡する。 

 

添付－１ 廃止措置確認申請書の例（核燃料物質の使用者に係る例） 

 

廃止措置の終了の確認申請書 

年  月  日   

 

運用の明確化 

・確認対象及び手

続を明確化 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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原子力規制委員会 殿 

 

                      住  所 

 

                      氏  名 （名称及び代表者の氏名） 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条の５第３項において準用する同法第１

２条の６第８項の規定により次のとおり廃止措置の終了の確認を申請します。 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者の氏名 

 

工場又は事業所の名称及び所在地  

使用施設等の解体の実施状況  

核燃料物質の譲渡しの実施状況  

核燃料物質による汚染の除去の実施状

況 

 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚

染された物の廃棄の実施状況 

 

 

備考 １ 核燃料物質の使用等に関する規則以下「規則」という。）第２条の１１第１項に規定する放射線

管理記録の同条第５項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していることを確認

できる書類を添付すること。 

２ 備考１に掲げるもののほか、必要に応じて規則第６条の７に規定する基準に適合することを確

認できる書類を添付すること。 

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

原子力規制委員会 殿 

 

                      住  所 

 

                      氏  名 （名称及び代表者の氏名） 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条の５第３項において準用する同法第１

２条の６第８項の規定により次のとおり廃止措置の終了の確認を申請します。 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者の氏名 

 

工場又は事業所の名称及び所在地  

使用施設等の解体の実施状況  

核燃料物質の譲渡しの実施状況  

核燃料物質による汚染の除去の実施状

況 

 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚

染された物の廃棄の実施状況 

 

 

備考 １ 核燃料物質の使用等に関する規則（以下「規則」という。）第２条の１１第１項に規定する放射

線管理記録の同条第５項の原子力規制委員会が指定する機関への引渡しが完了していることを確

認できる書類を添付すること。 

２ 備考１に掲げるもののほか、必要に応じて規則第６条の７に規定する基準に適合することを確

認できる書類を添付すること。 

   ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

添付－１ 廃止措置確認申請書の例（製錬の事業者に係る例） 

 

廃止措置の終了の確認申請書 

年  月  日   

原子力規制委員会 殿 

 

                      住  所 

 

                      氏  名 （名称及び代表者の氏名） 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第１２条の６第８項の規定により次のとおり廃

止措置の終了の確認を申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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添付－２ 廃止措置終了確認証の例（核燃料物質の使用に係る廃止） 

 

廃止措置終了確認証 

 

番   号 

年 月 日 

 

使用者 宛て 

    

 

                          原子力規制委員会 

 

 

〇〇年〇〇月〇〇日付け〇〇をもって申請のあった下記事業所に係る掲題の件については、核原料物質、

核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条の５第３項において準用する同法第１２条の６第８項

の規定に定める基準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

 

記 

 

〇〇〇工場 

 

 

氏名又は名称及び住所並びに法人にあ

っては、その代表者の氏名 

 

廃止措置に係る工場又は事業所の名称

及び所在地 

 

製錬施設の解体の実施状況  

核燃料物質による汚染の除去の実施状

況 

 

核燃料物質又は核燃料物質によって汚

染された物の廃棄の実施状況 

 

 

備考 １ 核燃料物質又は核燃料物質の製錬の事業に関する規則（以下「規則」という。）第７条の５の１

０第２項に規定する書類及び第７条の５の１１第３号に規定する放射線管理記録の原子力規制委

員会が指定する機関への引渡しが完了していることを確認できる書類を添付すること。 

２ 備考１に掲げるもののほか、必要に応じて規則第７条の５の１１第１号及び第２号に規定する

基準に適合することを確認できる書類を添付すること。 

   ３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。 

 

添付－２ 廃止措置確認証の例（核燃料物質の使用に係る廃止） 

 

廃止措置終了確認証 

 

番   号 

年 月 日 

 

使用者 宛て 

    

 

                          原子力規制委員会 

 

 

〔年号〕〇〇年〇〇月〇〇日付け〇〇をもって申請のあった下記事業所に係る掲題の件については、核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第５７条の５第３項において準用する同法第１２条の

６第８項の規定に定める基準に適合していることを確認したので、確認証を交付します。 

 

 

記 

 

〇〇〇工場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

添付－３ 国家公安委員会又は海上保安庁長官宛て連絡の例（核燃料物質の使用に係る廃止） 

 

 

番   号 

年 月 日 

 

 

国家公安委員会又は海上保安庁長官 宛て 

 

 

      原子力規制委員会         

 

 

 

核燃料物質の使用に係る廃止措置の終了について（連絡） 

 

 下記事業所に係る掲題の件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号）第５７条の５第３項において準用する同法第１２条の６第８項の規定に基づき、別紙

のとおり確認したので、同法第７２条第５項の規定に基づき、連絡します。 

 

添付－２ 廃止措置確認証の例（製錬事業に係る廃止） 

 

廃止措置終了確認証 

 

番   号 

年 月 日 

 

製錬事業者 宛て 

 

 

                          原子力規制委員会 

 

 

〔年号〕〇〇年〇〇月〇〇日付け〇〇をもって申請のあった下記事業所に係る掲題の件については、核原

料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第１２条の６第８項の規定に定める基準に適合してい

ることを確認したので、確認証を交付します。 

 

 

記 

 

〇〇〇工場 

 

添付－３ 国家公安委員会宛て連絡の例（核燃料物質の使用に係る廃止） 

 

 

番   号 

年 月 日 

 

 

国家公安委員会 宛て 

 

 

      原子力規制委員会         

 

 

 

核燃料物質の使用に係る廃止措置の終了について（連絡） 

 

 下記事業所に係る掲題の件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号）第５７条の５第３項において準用する同法第１２条の６第８項の規定に基づき、別紙

のとおり確認したので、同法７２条第５項の規定に基づき、連絡します。 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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記 

 

〇〇〇工場 

 

 

（削る） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○運用の明確化 

①確認対象及び手続を明確化（2.廃止措

置終了確認） 

○記載の適正化 

 

 

 

 

記 

 

〇〇〇工場 

 

 

添付－３ 国家公安委員会宛て連絡の例（製錬事業者に係る廃止） 

 

 

番   号 

年 月 日 

 

 

国家公安委員会 宛て 

 

 

      原子力規制委員会         

 

 

 

核燃料物質の使用に係る廃止措置の終了について（連絡） 

 

 下記事業所に係る掲題の件については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３

２年法律第１６６号）第１２条の６第８項の規定に基づき、別紙のとおり確認したので、同法７２条第５項

の規定に基づき、連絡します。 

 

 

記 

 

〇〇〇工場 

 

 

〇改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う変更 
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別表 原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、 

保安のための措置等に係る運用ガイド 新旧対照表 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、 

保安のための措置等に係る運用ガイド 

 

令和元年１２月 

原子力規制委員会 

（最終改正：令和 年 月 日） 

 

 

 

目       次 

I. 目的 ................................................................................................. 2 

II. 使用前事業者検査又は使用前検査........................................................ 3 

III. 定期事業者検査................................................................................... 5 

IV. 品質マネジメントシステム....................................................................... 14 

V. 放射線管理......................................................................................... 15 

VI. 施設管理............................................................................................. 16 

VII. 設計想定事象等に係る保全に関する措置................................................. 23 

VIII. 運転等の管理....................................................................................... 24 

IX. 運搬、貯蔵及び廃棄............................................................................... 25 

X. 定期的な評価......................................................................................... 25 

 

 

 

I. 目的 

原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。

以下「法」という。）に基づく、保安のために必要な措置のうち原子力施設の施設管理並びに使用前事業者

検査、定期事業者検査及び使用前検査の適正な実施のため、表１に示す原子力規制委員会規則各条項に基づ

く法第57条の８の原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、使用前検査、保安のための

措置等の運用について定めることを目的とする。 

なお、原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、使用前検査、保安のための措置等に

係る要件の技術的内容は、このガイドに限定されるものではなく、規則に照らして十分な保安水準の確保が

達成できる技術的根拠があれば、規則に定める技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適合するもの

と判断するものである。 

 

II. 使用前事業者検査又は使用前検査 

１．使用前事業者検査又は使用前検査の実施 

第１号から第３号までに規定する「十分な方法」は次に掲げるとおりとし、設計及び工事の計画の認可

又は届出（以下「設工認」という。）、核燃料物質の使用の許可（以下「使用許可」という。）、保安規定等

に基づき、原子力施設の特性に応じ、検査の時期、実施場所、対象、方法及び判定基準に加えて、検査体

制、記録方法等をあらかじめ第２項に規定する検査実施要領書に定め、これに従って実施する必要があ

原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、 

保安のための措置等に係る運用ガイド 

 

令和元年１２月 

原子力規制委員会 
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I. 目的 

原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６

号。以下「法」という。）に基づく、保安のために必要な措置のうち原子力施設の施設管理並びに使用前事

業者検査、定期事業者検査及び使用前検査の適正な実施のため、表１に示す原子力規制委員会規則各条項に

基づく法第５７条の８の原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、使用前検査、保安の

ための措置等の運用について定めることを目的とする。 

なお、原子力事業者等における使用前事業者検査、定期事業者検査、使用前検査、保安のための措置等に

係る要件の技術的内容は、このガイドに限定されるものではなく、規則に照らして十分な保安水準の確保が

達成できる技術的根拠があれば、規則に定める技術上の基準（以下「技術基準」という。）に適合するもの

と判断するものである。 

 

II. 使用前事業者検査又は使用前検査 

１．使用前事業者検査又は使用前検査の実施 

第１号から第３号までに規定する「十分な方法」は次に掲げるとおりとし、設計及び工事の計画の認可

又は届出（以下「設工認」という。）、核燃料物質の使用の許可（以下「使用許可」という。）、保安規定等

に基づき、原子力施設の特性に応じ、検査の時期、実施場所、対象、方法及び判定基準に加えて、検査体

制、記録方法等をあらかじめ第２項に規定する検査実施要領書に定め、これに従って実施する必要があ

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 
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る。 

また、実用発電用原子炉施設（以下「実用炉施設」という。）では、検査対象となる構造物、系統、設

備、機械又は器具（以下「機器等」という。）ごとに対応する技術基準の条項ごとの要求事項及び設工認

に記載される機器等の仕様を整理し、これらに留意して検査の方法を設定する必要がある（別記１）。 

（１）第１項第１号に規定する方法 

第１号に規定する「構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法」には、表４－１から表４

－３までに示す材料検査、寸法検査、外観検査、非破壊検査、漏えい検査等を必要に応じ適切に組み

合わせた客観性を有するものであることが必要である。なお、溶接に係る使用前事業者検査及び使用

前検査（以下「使用前事業者検査等」という。）の方法は、表４－２に示す事項（溶接施工法に関す

る検査及び溶接士の技能に関する検査に係るものに限る。）をあらかじめ確認した後、表２に示す規

則の「材料及び構造」に定める溶接部（耐圧部分の溶接部及び主要な耐圧部の溶接部を含む。）に対

して、表４－２に示す溶接施工した構造物に対する検査に係る検査の方法等に留意して設定する必

要がある。また、燃料体に係る使用前事業者検査の方法は、燃料体の加工の工程を考慮し、表４－３

に示す検査の方法に留意して設定する必要がある。 

 

（２）第１項第２号に規定する方法 

第２号に規定する「機能及び性能を確認するために十分な方法」には、表４－１に示す特性検査、

機能・性能検査及び総合性能検査等を必要に応じ適切に組み合わせた客観性を有するものであるこ

とが必要である。 

 

（３）第１項第３号に規定する方法 

第３号に規定する「その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたもの

であることを確認するために十分な方法」（使用施設等にあっては、「その他使用施設等が法第55条

の２第２項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法」）には、設工認におけ

る工事計画で定められた仕様（使用施設等の場合は、使用許可の記載事項及び技術基準）、基本設計

方針等に適合するように施工されているかどうかを確認できる方法であることが必要である。また、

第１号及び第２号の方法では確認できないものについて、施工管理等の状況も含めて確認できる方

法であることが必要である。 

設工認のうち「基本設計方針」については、技術基準の要求を満たすための基本的な方針が定めら

れており、機器等の仕様等のハード面だけでなく、品質マネジメントシステムとの関連、事業者活動

や運用等のソフト面の方針も記載されている必要がある。「基本設計方針」に対する使用前事業者検

査の適合性確認においては、機器等の仕様等に対する要求事項に加え、設計、工事、事業者検査等の

保安活動に対する要求事項についても適合していることが確認されている必要がある。この際、技術

基準の要求事項が整理され、設計から工事及び使用前事業者検査までの各プロセスにどのように反

映されているのかを明確にしておく必要がある。 

設工認のうち「品質マネジメントシステム」及び使用許可のうち「品質管理に必要な体制の整備に

関する事項」（以下「品質マネジメントシステム等」という。）については、原子力施設の設置から

廃止までの保安のための業務に係る一連の品質管理に必要な体制を管理する仕組みを明確に定め、

当該記載に従って施工及び検査のPDCAサイクルに係る保安活動が行われることが記載されている。

この「品質マネジメントシステム等」に対する使用前事業者検査等の適合性確認においては、上述の

PDCAサイクルが確実に機能しているかについても確認されている必要がある。 

 

る。 

また、実用発電用原子炉施設（以下「実用炉施設」という。）では、検査対象となる構造物、系統、設

備、機械又は器具（以下「機器等」という。）ごとに対応する技術基準の条項ごとの要求事項及び設工認

に記載される機器等の仕様を整理し、これらに留意して検査の方法を設定する必要がある（別記１）。 

（１）第１項第１号に規定する方法 

第１号に規定する「構造、強度及び漏えいを確認するために十分な方法」には、表４－１から表４

－３までに示す材料検査、寸法検査、外観検査、非破壊検査、漏えい検査等を必要に応じ適切に組み

合わせた客観性を有するものであることが必要である。なお、溶接に係る使用前事業者検査及び使用

前検査（以下「使用前事業者検査等」という。）の方法は、表４－２に示す事項（溶接施工法に関す

る検査及び溶接士の技能に関する検査に係るものに限る。）をあらかじめ確認した後、表２に示す規

則の「材料及び構造」に定める溶接部（耐圧部分の溶接部及び主要な耐圧部の溶接部を含む。）に対

して、表４－２に示す溶接施工した構造物に対する検査に係る検査の方法等に留意して設定する必

要がある。また、燃料体に係る使用前事業者検査の方法は、燃料体の加工の工程を考慮し、表４－３

に示す検査の方法に留意して設定する必要がある。 

 

（２）第１項第２号に規定する方法 

第２号に規定する「機能及び性能を確認するために十分な方法」には、表４－１に示す特性検査、

機能・性能検査及び総合性能検査等を必要に応じ適切に組み合わせた客観性を有するものであるこ

とが必要である。 

 

（３）第１項第３号に規定する方法 

第３号に規定する「その他設置又は変更の工事がその設計及び工事の計画に従って行われたもの

であることを確認するために十分な方法」（使用施設等にあっては、「その他使用施設等が法第５５

条の２第２項各号のいずれにも適合していることを確認するために十分な方法」）には、設工認にお

ける工事計画で定められた仕様（使用施設等の場合は、使用許可の記載事項及び技術基準）、基本設

計方針等に適合するように施工されているかどうかを確認できる方法であることが必要である。ま

た、第１号及び第２号の方法では確認できないものについて、施工管理等の状況も含めて確認できる

方法であることが必要である。 

設工認のうち「基本設計方針」については、技術基準の要求を満たすための基本的な方針が定めら

れており、機器等の仕様等のハード面だけでなく、品質マネジメントシステムとの関連、事業者活動

や運用等のソフト面の方針も記載されている必要がある。「基本設計方針」に対する使用前事業者検

査の適合性確認においては、機器等の仕様等に対する要求事項に加え、設計、工事、事業者検査等の

保安活動に対する要求事項についても適合していることが確認されている必要がある。この際、技術

基準の要求事項が整理され、設計から工事及び使用前事業者検査までの各プロセスにどのように反

映されているのかを明確にしておく必要がある。 

設工認のうち「品質マネジメントシステム」及び使用許可のうち「品質管理に必要な体制の整備に

関する事項」（以下「品質マネジメントシステム等」という。）については、原子力施設の設置から

廃止までの保安のための業務に係る一連の品質管理に必要な体制を管理する仕組みを明確に定め、

当該記載に従って施工及び検査のPDCAサイクルに係る保安活動が行われることが記載されている。

この「品質マネジメントシステム等」に対する使用前事業者検査等の適合性確認においては、上述の

PDCAサイクルが確実に機能しているかについても確認されている必要がある。 
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２．使用前事業者検査等の結果の記録 

Ⅱ．１．に記載している検査の時期、対象、方法その他必要な事項をあらかじめ定めた検査実施要領

書に基づき使用前事業者検査等を実施した結果について、第１項に掲げる事項を記載した使用前事業者

検査成績書等を作成し、第２項に従い記録の保存を行うものとする。 

 

３．溶接に係る使用前事業者検査等を行った旨の表示 

溶接に係る使用前事業者検査等を行った旨の表示については、許認可事項に従っていること及び技術

基準に適合することが確認された上で、全ての検査が終了したときに当該検査に係る原子力施設であっ

て溶接をするもの又は溶接をした原子力施設であって輸入したものの容器又は管ごとに容易に消えない

方法で付すことが必要である。 

 

III. 定期事業者検査 

１．定期事業者検査の実施時期 

（１）原子力施設の運転等を停止して行う検査（第１項及び第２項） 

原子力施設の運転等（原子炉の運転及び設備の操作をいう。以下同じ。）の停止時に実施する必要

がある機器等の分解検査（Ⅲ．２．（１）①に記載の方法に相当）、その後の機能・性能検査等（Ⅲ．

２．（１）②に記載の方法に相当）及び設定した一定の期間中技術基準に適合している状態を維持す

るかどうかの判定（Ⅲ．２．（２）に記載の方法に相当）については、実用炉施設の場合にあっては、

第１項の表上欄に掲げる発電用原子炉施設に応じた同表下欄に掲げる時期ごとに、研究開発段階発

電用原子炉施設の場合にあっては、第１項に示すとおり原子力規制委員会が別に定める場合を除き

13 月を超えない時期ごとに、その他の原子力施設の場合にあっては、第１項に示すとおり原子力規

制委員会が別に定める場合を除き 12月を超えない時期ごとに行う必要がある。 

第１項の「運転が開始された日」及び「使用が開始された日」とは、新設又は増設工事に係る使用

前確認証の交付日とし、同項中「定期事業者検査が終了した日」とは定期事業者検査報告書（Ⅲ．４．

（１）に記載した報告書をいう。以下同じ。）において記載された定期事業者検査の終了日とする。 

また、第１項の「判定期間」は、定期事業者検査において設定され、原子力規制検査において、技

術基準に適合している状態を維持することが確認された一定の期間をいい、原子力規制委員会の告

示で定められる。 

なお、実用炉施設において、同一の工事又は事業所内の発電用原子炉（号機）間で共用されている

発電用原子炉施設に係る定期事業者検査は、原則として、法第 43 条の３の９又は第 43 条の３の 10

の設工認の対象に位置付けられている原子力施設に係る定期事業者検査において行うものとする。 

核燃料施設等のように、工程ごとに運転状態が異なる原子力施設においては、工程ごとに定期事業

者検査の範囲を区切り、それぞれの範囲で実施時期を設定することができる。 

 

 

（２）原子力施設の運転等中に行う検査（第３項） 

原子力施設の運転等時における原子力施設の保安の確保に支障を来さない機器等に係る検査にお

いて設定した一定の期間中技術基準に適合する状態を維持するかどうかの判定については、原子力

施設の運転を停止して行う検査（Ⅲ．１．（１））を行うべき時期より前に実施することができる。 

具体的には、例えば実用炉施設においては、発電用原子炉の運転停止時に使用する必要がある燃料

取扱装置、補助ボイラー等の機器等及び予備品等の発電用原子炉の運転とは関係しない機器等がこ

れに該当する。また、当該検査の実施の際に保安確保対策を講じることによって保安の確保が十分に

２．使用前事業者検査等の結果の記録 

Ⅱ．１．に記載している検査の時期、対象、方法その他必要な事項をあらかじめ定めた検査実施要領

書に基づき使用前事業者検査等を実施した結果について、第１項に掲げる事項を記載した使用前事業者

検査成績書等を作成し、第２項に従い記録の保存を行うものとする。 

 

３．溶接に係る使用前事業者検査等を行った旨の表示 

溶接に係る使用前事業者検査等を行った旨の表示については、許認可事項に従っていること及び技術

基準に適合することが確認された上で、全ての検査が終了したときに当該検査に係る原子力施設であっ

て溶接をするもの又は溶接をした原子力施設であって輸入したものの容器又は管ごとに容易に消えない

方法で付すことが必要である。 

 

III. 定期事業者検査 

１．定期事業者検査の実施時期 

（１）原子力施設の運転等を停止して行う検査（第１項及び第２項） 

原子力施設の運転等（原子炉の運転及び設備の操作をいう。以下同じ。）の停止時に実施する必要

がある機器等の分解検査（Ⅲ．２．（１）①に記載の方法に相当）、その後の機能・性能検査等（Ⅲ．

２．（１）②に記載の方法に相当）及び設定した一定の期間中技術基準に適合している状態を維持す

るかどうかの判定（Ⅲ．２．（２）に記載の方法に相当）については、実用炉施設の場合にあっては、

第１項の表上欄に掲げる発電用原子炉施設に応じた同表下欄に掲げる時期ごとに、研究開発段階発

電用原子炉施設の場合にあっては、第１項に示すとおり原子力規制委員会が別に定める場合を除き

１３月を超えない時期ごとに、その他の原子力施設の場合にあっては、第１項に示すとおり原子力規

制委員会が別に定める場合を除き１２月を超えない時期ごとに行う必要がある。 

第１項の「運転が開始された日」及び「使用が開始された日」とは、新設又は増設工事に係る使用

前確認証の交付日とし、同項中「定期事業者検査が終了した日」とは定期事業者検査報告書（Ⅲ．４．

（１）に記載した報告書をいう。以下同じ。）において記載された定期事業者検査の終了日とする。 

また、第１項の「判定期間」は、定期事業者検査において設定され、原子力規制検査において、技

術基準に適合している状態を維持することが確認された一定の期間をいい、原子力規制委員会の告

示で定められる。 

なお、実用炉施設において、同一の工事又は事業所内の発電用原子炉（号機）間で共用されている

発電用原子炉施設に係る定期事業者検査は、原則として、法第４３条の３の９又は第４３条の３の１

０の設工認の対象に位置付けられている原子力施設に係る定期事業者検査において行うものとす

る。 

核燃料施設等のように、工程ごとに運転状態が異なる原子力施設においては、工程ごとに定期事業

者検査の範囲を区切り、それぞれの範囲で実施時期を設定することができる。 

 

（２）原子力施設の運転等中に行う検査（第３項） 

原子力施設の運転等時における原子力施設の保安の確保に支障を来さない機器等に係る検査にお

いて設定した一定の期間中技術基準に適合する状態を維持するかどうかの判定については、原子力

施設の運転を停止して行う検査（Ⅲ．１．（１））を行うべき時期より前に実施することができる。 

具体的には、例えば実用炉施設においては、発電用原子炉の運転停止時に使用する必要がある燃料

取扱装置、補助ボイラー等の機器等及び予備品等の発電用原子炉の運転とは関係しない機器等がこ

れに該当する。また、当該検査の実施の際に保安確保対策を講じることによって保安の確保が十分に
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図られる場合も、これに該当するものとするが、定期事業者検査報告書の記載事項である点検、検査

等（以下「点検等」という。）を実施する際に行う保安の確保のための措置（Ⅲ．４．（２）④エ）

に当該保安確保策を記載する必要がある。 

 

（３）時期変更承認（第４項第１号及び第２号並びに第５項） 

第１号に基づく定期事業者検査の実施時期の変更に係る承認は、その内容が次の各号に適合して

いるときは承認する。 

①当該承認申請が第１回目の定期事業者検査に係るものでないこと｡ 

②検査時期の変更による当該原子力施設の運転延長期間（以下単に「運転延長期間」という。）が

１月を超えるものでないこと。 

③当該原子力施設において、法第62条の３の規定（発電用原子炉施設においては原子力発電工作物

に係る電気関係報告規則（平成24年経済産業省令第71号）第３条第１項の規定を含む。）に基づ

き原子力規制委員会に報告すべき事象（以下「法令報告事象」という。）が発生している場合に

あっては、定期事業者検査の実施時期を変更することによってその是正処置の適切な遂行に支障

を来すものでないこと。 

④運転延長期間中、当該原子力施設の機能及び性能が、該当する定期事業者検査の判定基準を満足

するものと評価できること。また、保安規定において認可を受けた運転期間の設定において評価

されている制限値等を満足することが確認されていること。 

第５項に規定する申請書の提出は、第１項に定める時期の２月前までに行うこととし、第６項に規

定する原子力施設の使用の状況を記載した書類は、③及び④を満足することを説明するものとする

必要がある。 

 

２．定期事業者検査の実施 

（１）検査項目・手法（第１項） 

第１号及び第２号に規定する「十分な方法」は次に掲げるとおりとし、保安規定等に基づき、原子

力施設の特性に応じ、検査の時期、実施場所、対象、方法及び判定基準に加えて、検査体制、記録方

法等をあらかじめ第６項に規定する検査実施要領書に定め、これに従って実施する必要がある。 

この「検査の時期」には、検査を行う際の保安規定で定める原子力施設の状態と各検査項目を行お

うとする時期を記載するとともに、Ⅲ．４．（２）④の点検等の時期についても工程表等で明確にす

る必要がある。 

① 第１号に規定する方法 

第１号に規定する「各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法」

とは、表４－１に示す分解検査及び開放検査、外観検査、非破壊検査、漏えい（率）検査等を必要

に応じ適切に組み合わせた客観性を有するものであることが必要である。また、実用炉施設では、

確認対象となる技術基準の条項に対応して、別記１の事項については、特に留意して検査の方法を

設定する必要がある。 

 

② 第２号に規定する方法 

第２号に規定する「機能及び作動の状況を確認するための十分な方法」とは、表４－１に示す特

性検査、機能・性能検査、総合性能検査等を必要に応じ適切に組み合わせた客観性を有するもので

あることが必要である。また、実用炉施設では確認対象となる技術基準の条項に対応して、別記１

の事項については、特に留意して検査の方法を設定する必要がある。 

図られる場合も、これに該当するものとするが、定期事業者検査報告書の記載事項である点検、検査

等（以下「点検等」という。）を実施する際に行う保安の確保のための措置（Ⅲ．４．（２）④エ）

に当該保安確保策を記載する必要がある。 

 

（３）時期変更承認（第４項第１号及び第２号並びに第５項） 

第１号に基づく定期事業者検査の実施時期の変更に係る承認は、その内容が次の各号に適合して

いるときは承認する。 

①当該承認申請が第１回目の定期事業者検査に係るものでないこと｡ 

②検査時期の変更による当該原子力施設の運転延長期間（以下単に「運転延長期間」という。）が

１月を超えるものでないこと。 

③当該原子力施設において、法第６２条の３の規定（発電用原子炉施設においては原子力発電工作

物に係る電気関係報告規則（平成２４年経済産業省令第７１号）第３条第１項の規定を含む。）

に基づき原子力規制委員会に報告すべき事象（以下「法令報告事象」という。）が発生している

場合にあっては、定期事業者検査の実施時期を変更することによってその是正処置の適切な遂行

に支障を来すものでないこと。 

④運転延長期間中、当該原子力施設の機能及び性能が、該当する定期事業者検査の判定基準を満足

するものと評価できること。また、保安規定において認可を受けた運転期間の設定において評価

されている制限値等を満足することが確認されていること。 

第５項に規定する申請書の提出は、第１項に定める時期の２月前までに行うこととし、第６項に規

定する原子力施設の使用の状況を記載した書類は、③及び④を満足することを説明するものとする

必要がある。 

 

２．定期事業者検査の実施 

（１）検査項目・手法（第１項） 

第１号及び第２号に規定する「十分な方法」は次に掲げるとおりとし、保安規定等に基づき、原子

力施設の特性に応じ、検査の時期、実施場所、対象、方法及び判定基準に加えて、検査体制、記録方

法等をあらかじめ第６項に規定する検査実施要領書に定め、これに従って実施する必要がある。 

この「検査の時期」には、検査を行う際の保安規定で定める原子力施設の状態と各検査項目を行お

うとする時期を記載するとともに、Ⅲ．４．（２）④の点検等の時期についても工程表等で明確にす

る必要がある。 

① 第１号に規定する方法 

第１号に規定する「各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状況を確認するために十分な方法」

とは、表４－１に示す分解検査及び開放検査、外観検査、非破壊検査、漏えい（率）検査等を必要

に応じ適切に組み合わせた客観性を有するものであることが必要である。また、実用炉施設では、

確認対象となる技術基準の条項に対応して、別記１の事項については、特に留意して検査の方法を

設定する必要がある。 

 

② 第２号に規定する方法 

第２号に規定する「機能及び作動の状況を確認するための十分な方法」とは、表４－１に示す特

性検査、機能・性能検査、総合性能検査等を必要に応じ適切に組み合わせた客観性を有するもので

あることが必要である。また、実用炉施設では確認対象となる技術基準の条項に対応して、別記１

の事項については、特に留意して検査の方法を設定する必要がある。 
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（２）判定方法（第２項及び第３項） 

第２項に規定する判定方法、すなわち、「一定の期間」を設定し、その期間において技術基準に適

合している状態を維持するかどうかを判定する方法について、以下を踏まえた基本的な考え方及び

一定の期間の設定に関する考え方を明確にし、その考え方に従って定期事業者検査（設定した一定の

期間中技術基準に適合している状態を維持するかどうかの判定に係るものに限る。）を実施すること

が必要である。 

 

○点検等の実施頻度の設定により機器等を維持する場合 

Ⅲ．４．（２）④点検等の方法に記載される時間基準保全の方式（時間を基準に点検等の時期を定

める方式をいう。以下同じ。）としている点検等については、その実施頻度の設定において、所定の

機能を発揮できなくなる前、すなわち技術基準に適合する状態を維持すると考えられる期間中に点検

等を行うように考慮されている。このため、点検等の実施頻度を「一定の期間」とみなすことができ

る。 

 

○機器等の劣化等の程度を定量的に評価して判定する場合 

機器等の劣化及び特性変化を定量的に評価し判定する検査については、当該検査の実施頻度にかか

わらず、当該評価で判定に考慮する期間を一定の期間とする必要がある。 

また、一定の期間の設定においては、第３項に考慮すべき事項が規定されており、同項に掲げられ

ている事項のうち一又は二以上の事項を知見として収集する必要がある。さらに、当該機器等を構成

する部品ごとに経年劣化事象を考慮した上で、時間依存性のある劣化事象により技術基準に適合しな

くなる前に点検等を行うとの観点で、施設管理の重要度を踏まえて、点検等の実施頻度を決定するた

めの主要部位を抽出し、抽出した主要部位に対して、第３項各号に掲げられている事項を考慮して、

以下に示す分類ごとの評価の考え方を踏まえる必要がある。 

・点検等及び取替結果の評価（Ⅵ．５．のⅱ、同項第１号の劣化の有無に相当） 

想定される劣化事象に対する設計上の考慮がなされており、過去の点検等又は取替実績で有意

な劣化が認められない場合には、当該部位についての実施頻度には影響がないものと評価できる。

ただし、点検等の実施頻度の設定において定量的な根拠とはならないことから、その後の機器等の

点検等において変更後の点検等の実施頻度においても有意な劣化がないことを確認する必要があ

る。 

・劣化トレンドによる評価（Ⅵ．５．のⅱ、同項第１号の劣化の傾向に相当） 

設計上特定の劣化事象の発生を想定している場合又は過去の運転実績若しくは点検等若しくは

取替実績で有意な劣化傾向が認められている場合においては、取替実績等から得られる劣化トレ

ンドから劣化の進展を評価し、変更後の機器等が次回行う点検等までに機能が維持されることを

評価する。 

・施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究成果による評価（Ⅵ．５．のⅵ、同項第２号に相当） 

耐久性に関する研究成果、メーカー推奨等により、変更後の機器等の点検等の実施頻度での使用

に対して耐久性があるとの知見が得られていることを評価する。 

・類似する機器等の使用実績による評価（Ⅵ．５．のⅴ、同項第３号に相当） 

類似する機器等において、変更後の点検の実施頻度以上の頻度での運転実績があり、かつ、点検

等の実施頻度を決定する主要部位の劣化に起因する故障が生じていないことを評価する。なお、評

価に当たっては、想定される劣化事象に係る要因を踏まえ、使用材料及び使用環境を考慮して類似

 

（２）判定方法（第２項及び第３項） 

第２項に規定する判定方法、すなわち、「一定の期間」を設定し、その期間において技術基準に適

合している状態を維持するかどうかを判定する方法について、以下を踏まえた基本的な考え方及び

一定の期間の設定に関する考え方を明確にし、その考え方に従って定期事業者検査（設定した一定の

期間中技術基準に適合している状態を維持するかどうかの判定に係るものに限る。）を実施すること

が必要である。 

 

○点検等の実施頻度の設定により機器等を維持する場合 

Ⅲ．４．（２）④点検等の方法に記載される時間基準保全の方式（時間を基準に点検等の時期を定

める方式をいう。以下同じ。）としている点検等については、その実施頻度の設定において、所定の

機能を発揮できなくなる前、すなわち技術基準に適合する状態を維持すると考えられる期間中に点検

等を行うように考慮されている。このため、点検等の実施頻度を「一定の期間」とみなすことができ

る。 

 

○機器等の劣化等の程度を定量的に評価して判定する場合 

機器等の劣化及び特性変化を定量的に評価し判定する検査については、当該検査の実施頻度にかか

わらず、当該評価で判定に考慮する期間を一定の期間とする必要がある。 

また、一定の期間の設定においては、第３項に考慮すべき事項が規定されており、同項に掲げられ

ている事項のうち一又は二以上の事項を知見として収集する必要がある。さらに、当該機器等を構成

する部品ごとに経年劣化事象を考慮した上で、時間依存性のある劣化事象により技術基準に適合しな

くなる前に点検等を行うとの観点で、施設管理の重要度を踏まえて、点検等の実施頻度を決定するた

めの主要部位を抽出し、抽出した主要部位に対して、第３項各号に掲げられている事項を考慮して、

以下に示す分類ごとの評価の考え方を踏まえる必要がある。 

・点検等及び取替結果の評価（Ⅵ．５．のⅱ、同項第１号の劣化の有無に相当） 

想定される劣化事象に対する設計上の考慮がなされており、過去の点検等又は取替実績で有意

な劣化が認められない場合には、当該部位についての実施頻度には影響がないものと評価できる。

ただし、点検等の実施頻度の設定において定量的な根拠とはならないことから、その後の機器等の

点検等において変更後の点検等の実施頻度においても有意な劣化がないことを確認する必要があ

る。 

・劣化トレンドによる評価（Ⅵ．５．のⅱ、同項第１号の劣化の傾向に相当） 

設計上特定の劣化事象の発生を想定している場合又は過去の運転実績若しくは点検等若しくは

取替実績で有意な劣化傾向が認められている場合においては、取替実績等から得られる劣化トレ

ンドから劣化の進展を評価し、変更後の機器等が次回行う点検等までに機能が維持されることを

評価する。 

・施設の耐久性に関する研究の成果その他の研究成果による評価（Ⅵ．５．のⅵ、同項第２号に相当） 

耐久性に関する研究成果、メーカー推奨等により、変更後の機器等の点検等の実施頻度での使用

に対して耐久性があるとの知見が得られていることを評価する。 

・類似する機器等の使用実績による評価（Ⅵ．５．のⅴ、同項第３号に相当） 

類似する機器等において、変更後の点検の実施頻度以上の頻度での運転実績があり、かつ、点検

等の実施頻度を決定する主要部位の劣化に起因する故障が生じていないことを評価する。なお、評

価に当たっては、想定される劣化事象に係る要因を踏まえ、使用材料及び使用環境を考慮して類似
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性を確認する必要がある。 

 

３．定期事業者検査の結果の記録 

Ⅲ．２．（１）に記載している検査実施要領書に基づき定期事業者検査を実施した結果について、第

１項に掲げる事項を記載した定期事業者検査成績書等を作成し、第２項に従い記録の保存を行うものと

する。 

 

４．定期事業者検査の報告 

（１）定期事業者検査の報告書の記載事項（第２項） 

第３号の原子力施設の種類については、特に、原子力施設の一部について実施することとしている

場合は、当該定期事業者検査の期間で検査対象としている原子力施設範囲を記載する必要がある。な

お、実用炉施設において、同じ原子力施設内の複数の発電用原子炉（号機）の設備を共用している場

合において他の発電用原子炉（号機）の設備において検査対象として管理しているものは当該号機で

検査対象の原子力施設として記載を要さない。 

「検査開始予定日」とは、原則として、検査対象とする原子力施設の運転等を停止する日（発電

用原子炉施設においては発電機を解列する日。以下同じ。）とする。ただし、故障等により原子力

施設を停止したこと等により、原子力施設の運転等を停止した日より後に定期事業者検査を実施す

ることとした場合においては、この限りではない。 

第４号の「検査の実績又は予定の概要」には、当該定期事業者検査の期間で実施し、又は実施す

ることとしている定期事業者検査の項目を記載するとともに、検査の実績については当該検査項目

ごとの終了日を記載する必要がある。 

定期事業者検査報告書は、第２項に定める日までに原子力規制委員会に提出する。提出後に、運

転計画の変更届出を伴う検査時期の変更などが生じた場合は、補正書を提出する必要がある。 

 

（２）定期事業者検査報告書の添付書類記載事項（第３項） 

① 定期事業者検査の計画（第１号） 

○定期事業者検査に係る工程 

計画している工程として、定期事業者検査の開始から終了までの一連の工程、各予定日（実用炉施

設においては、開始については発電機の解列日並びに終了については発電用原子炉の起動日及び発

電機の並列日を含む。）並びに定期事業者検査の項目ごとの検査の実施時期（前回の定期事業者検査

終了以降、当該定期事業者検査開始までに実施した検査（先行実施検査）がある場合は、その旨を明

示。）を記載する必要がある。 

 

○当該定期事業者検査期間中に実施する工事 

定期事業者検査の工程に直接影響する工事について、その概要を記載すること。また、定期事業者

検査の結果に伴い発生する工事があらかじめ想定される場合は、その旨を記載すること。 

 

○当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目 

定期事業者検査の全ての検査項目を明示した上で、それぞれの検査項目について、以下の事項を記

載する必要がある。 

・当該定期事業者検査の期間中における実施の予定の有無及びその理由（施設管理の目標、施設管

理の実施に関する計画（以下「施設管理実施計画」という。）で定めている実施頻度に基づくも

性を確認する必要がある。 

 

３．定期事業者検査の結果の記録 

Ⅲ．２．（１）に記載している検査実施要領書に基づき定期事業者検査を実施した結果について、第

１項に掲げる事項を記載した定期事業者検査成績書等を作成し、第２項に従い記録の保存を行うものと

する。 

 

４．定期事業者検査の報告 

（１）定期事業者検査の報告書の記載事項（第２項） 

第３号の原子力施設の種類については、特に、原子力施設の一部について実施することとしている

場合は、当該定期事業者検査の期間で検査対象としている原子力施設範囲を記載する必要がある。な

お、実用炉施設において、同じ原子力施設内の複数の発電用原子炉（号機）の設備を共用している場

合において他の発電用原子炉（号機）の設備において検査対象として管理しているものは当該号機で

検査対象の原子力施設として記載を要さない。 

「検査開始予定日」とは、原則として、検査対象とする原子力施設の運転等を停止する日（発電

用原子炉施設においては発電機を解列する日。以下同じ。）とする。ただし、故障等により原子力

施設を停止したこと等により、原子力施設の運転等を停止した日より後に定期事業者検査を実施す

ることとした場合においては、この限りではない。 

第４号の「検査の実績又は予定の概要」には、当該定期事業者検査の期間で実施し、又は実施す

ることとしている定期事業者検査の項目を記載するとともに、検査の実績については当該検査項目

ごとの終了日を記載する必要がある。 

 

 

 

（２）定期事業者検査報告書の添付書類記載事項（第３項） 

① 定期事業者検査の計画（第１号） 

○定期事業者検査に係る工程 

計画している工程として、定期事業者検査の開始から終了までの一連の工程、各予定日（実用炉施

設においては、開始については発電機の解列日並びに終了については発電用原子炉の起動日及び発

電機の並列日を含む。）並びに定期事業者検査の項目ごとの検査の実施時期（前回の定期事業者検査

終了以降、当該定期事業者検査開始までに実施した検査（先行実施検査）がある場合は、その旨を明

示。）を記載する必要がある。 

 

○当該定期事業者検査期間中に実施する工事 

定期事業者検査の工程に直接影響する工事について、その概要を記載すること。また、定期事業者

検査の結果に伴い発生する工事があらかじめ想定される場合は、その旨を記載すること。 

 

○当該定期事業者検査期間中に実施する定期事業者検査項目 

定期事業者検査の全ての検査項目を明示した上で、それぞれの検査項目について、以下の事項を記

載する必要がある。 

・当該定期事業者検査の期間中における実施の予定の有無及びその理由（施設管理の目標、施設管

理の実施に関する計画（以下「施設管理実施計画」という。）で定めている実施頻度に基づくも
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のか又はこれ以外の状況によるものか等） 

・前回の定期事業者検査から、定期事業者検査の項目、保全方式、実施頻度及び検査範囲等の内容

を変更した場合にはその旨 

・長期施設管理方針の反映として実施し、又はこれを考慮することにより内容を変更するものか否

か 

 

○前回の定期事業者検査からの変更点 

前回の定期事業者検査の結果等を踏まえて今回の定期事業者検査に反映した事項等について、定

期事業者検査全体を概括して記載する必要がある。ここで、前回の定期事業者検査の結果等には、当

該原子力施設についてのこれまでの運転経験、国内外におけるトラブル事例等を含むものとする。 

 

② 施設管理目標（第２号）、施設管理実施計画（第３号）及び定期事業者検査の判定方法（第４号）

に係る記載の対象範囲 

施設管理実施計画及び定期事業者検査の判定方法に記載する事項は、技術基準が適用される設備

又は設工認に記載されている設備若しくは施設管理の重要度が高い系統に属する設備について記載

する必要がある。 

 

③ 施設管理目標（第２号） 

Ⅵ．３．において記載している「プラントレベルの指標」及び施設管理の重要度が高い系統の

「系統レベル」の指標について、①指標、②指標ごとの具体的な目標値を記載する必要がある。 

 

④ 施設管理実施計画（第３号） 

ア．施設管理実施計画の始期及び期間（イ） 

Ⅵ．４．ア．において記載している計画の始期及び期間として設定しているものを記載する必

要がある。 

 

イ．点検計画（第３号ハのうち点検等に関する事項） 

Ⅵ．４．エ．において記載している点検等の計画として、点検等の方法、実施頻度及び時期を

記載することが必要である。 

 

○記載すべき点検の範囲及び単位 

点検等を実施する機器等又は系統ごとに、点検項目を記載する必要がある。 

このうち、以下のいずれかに該当する点検については、点検方法として適切な単位に分けて記

載する必要がある。 

・定期事業者検査に係る点検等 

・長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等 

・定期事業者検査の都度性能維持のための措置を伴う点検等 

・定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持

のための措置を伴うもの（特に、第７号の定期事業者検査での判定における一定の期間の変

更において考慮した事項を記載した書類を提出した以降においては、当該書類において評価

対象とした劣化事象に対する性能維持のための措置を伴う点検等は漏れなく記載する必要が

ある。） 

のか又はこれ以外の状況によるものか等） 

・前回の定期事業者検査から、定期事業者検査の項目、保全方式、実施頻度及び検査範囲等の内容

を変更した場合にはその旨 

・長期施設管理方針の反映として実施し、又はこれを考慮することにより内容を変更するものか否

か 

 

○前回の定期事業者検査からの変更点 

前回の定期事業者検査の結果等を踏まえて今回の定期事業者検査に反映した事項等について、定

期事業者検査全体を概括して記載する必要がある。ここで、前回の定期事業者検査の結果等には、当

該原子力施設についてのこれまでの運転経験、国内外におけるトラブル事例等を含むものとする。 

 

② 施設管理目標（第２号）、施設管理実施計画（第３号）及び定期事業者検査の判定方法（第４号）

に係る記載の対象範囲 

施設管理実施計画及び定期事業者検査の判定方法に記載する事項は、技術基準が適用される設備

又は設工認に記載されている設備若しくは施設管理の重要度が高い系統に属する設備について記載

する必要がある。 

 

③ 施設管理目標（第２号） 

Ⅵ．３．において記載している「プラントレベルの指標」及び施設管理の重要度が高い系統の

「系統レベル」の指標について、①指標、②指標ごとの具体的な目標値を記載する必要がある。 

 

④ 施設管理実施計画（第３号） 

ア．施設管理実施計画の始期及び期間（イ） 

Ⅵ．４．ア．において記載している計画の始期及び期間として設定しているものを記載する必

要がある。 

 

イ．点検計画（第３号ハのうち点検等に関する事項） 

Ⅵ．４．エ．において記載している点検等の計画として、点検等の方法、実施頻度及び時期を

記載することが必要である。 

 

○記載すべき点検の範囲及び単位 

点検等を実施する機器等又は系統ごとに、点検項目を記載する必要がある。 

このうち、以下のいずれかに該当する点検については、点検方法として適切な単位に分けて記

載する必要がある。 

・定期事業者検査に係る点検等 

・長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等 

・定期事業者検査の都度性能維持のための措置を伴う点検等 

・定期事業者検査に係る点検等の実施頻度より低い実施頻度で行う点検等であって、性能維持

のための措置を伴うもの（特に、第７号の定期事業者検査での判定における一定の期間の変

更において考慮した事項を記載した書類を提出した以降においては、当該書類において評価

対象とした劣化事象に対する性能維持のための措置を伴う点検等は漏れなく記載する必要が

ある。） 
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これら以外の点検等については、系統単位でまとめる等、簡易な記載とすることができる。た

だし、この場合であってもまとめた点検等の最短の実施頻度を明示する必要がある。 

 

○点検等の方法 

点検等の方法としては、点検等を行う機器等又は系統の施設管理の重要度を踏まえて、時間基

準保全、状態基準保全（機器等の状態を監視し、その状態を基準に点検等の時期を定める方

式）、及び事後保全（機器等の機能喪失発見後に修復を行う方式）のいずれかの保全方式とする

かを明確にした上で、経年劣化事象による劣化の有無及び劣化の傾向を監視できるものである

か、性能維持のための措置を伴うものであるかを含め、点検等の内容が明確となるように記載す

る必要がある。 

状態基準保全の方式とする点検等については、状態監視データの採取方法も記載する必要があ

る。 

また、定期事業者検査の項目を付記するとともに、「定期事業者検査の実施」に係る規定の第

１項各号に掲げる方法で行っているかどうか示すため、各号との関係を明確にする必要がある。 

 

○点検等の実施頻度 

時間基準保全の方式とする点検等の実施頻度については、点検等を行う間隔（月、年、運転・

保全サイクル等）を記載する必要がある。また、状態基準保全の方式とする点検等の実施頻度に

ついては、状態監視データの採取頻度を記載する必要がある。 

点検等の結果及び設計上機器等の交換が推奨された時期を踏まえ、定期に機能・性能の回復を

図るために行う修理、取替等の工事についても、実施頻度（工事を行う間隔：月、年、施設管理

実施期間等）を記載する必要がある。 

 

○点検等の時期 

時期としては、点検等を行う際の原子力施設の状態として、実用炉施設については発電用原子

炉の運転の停止中、発電用原子炉の起動後の検査期間中、及び発電用原子炉の運転中（通常運転

時の総合的な性能に関する検査が終了していない期間を除く。）のいずれかの区別を記載する必

要がある。核燃料施設等については、施設全体の運転状況を踏まえて、工程ごとに定期事業者検

査の範囲を区切っている場合にはそれぞれの範囲の検査時期が明確になるよう記載する必要があ

る。 

 

○点検計画の策定範囲 

原子力規制委員会の内規（別記１で記載しているものを除く。）に従い実施する点検等及び長

期施設管理方針を踏まえて実施する点検等の計画については、これらの点検等以外の点検等とは

区別して点検計画を記載する必要がある。その際、当該点検等の進捗状況を把握するため、点検

実績についても付記する必要がある。 

 

○計画期間中における点検等の実施状況等 

各点検等の項目について、当該定期事業者検査に係る施設管理実施計画の期間中での実施の有

無、実施数等を参考資料として添付する必要がある。 

その際、複数の運転・保全サイクルにわたって行う点検項目については、それぞれの運転・保

全サイクルでの具体的な点検箇所数その他点検の実施状況を示すデータを記載する必要がある。

これら以外の点検等については、系統単位でまとめる等、簡易な記載とすることができる。た

だし、この場合であってもまとめた点検等の最短の実施頻度を明示する必要がある。 

 

○点検等の方法 

点検等の方法としては、点検等を行う機器等又は系統の施設管理の重要度を踏まえて、時間基

準保全、状態基準保全（機器等の状態を監視し、その状態を基準に点検等の時期を定める方

式）、及び事後保全（機器等の機能喪失発見後に修復を行う方式）のいずれかの保全方式とする

かを明確にした上で、経年劣化事象による劣化の有無及び劣化の傾向を監視できるものである

か、性能維持のための措置を伴うものであるかを含め、点検等の内容が明確となるように記載す

る必要がある。 

状態基準保全の方式とする点検等については、状態監視データの採取方法も記載する必要があ

る。 

また、定期事業者検査の項目を付記するとともに、「定期事業者検査の実施」に係る規定の第

１項各号に掲げる方法で行っているかどうか示すため、各号との関係を明確にする必要がある。 

 

○点検等の実施頻度 

時間基準保全の方式とする点検等の実施頻度については、点検等を行う間隔（月、年、運転・

保全サイクル等）を記載する必要がある。また、状態基準保全の方式とする点検等の実施頻度に

ついては、状態監視データの採取頻度を記載する必要がある。 

点検等の結果及び設計上機器等の交換が推奨された時期を踏まえ、定期に機能・性能の回復を

図るために行う修理、取替等の工事についても、実施頻度（工事を行う間隔：月、年、施設管理

実施期間等）を記載する必要がある。 

 

○点検等の時期 

時期としては、点検等を行う際の原子力施設の状態として、実用炉施設については発電用原子

炉の運転の停止中、発電用原子炉の起動後の検査期間中、及び発電用原子炉の運転中（通常運転

時の総合的な性能に関する検査が終了していない期間を除く。）のいずれかの区別を記載する必

要がある。核燃料施設等については、施設全体の運転状況を踏まえて、工程ごとに定期事業者検

査の範囲を区切っている場合にはそれぞれの範囲の検査時期が明確になるよう記載する必要があ

る。 

 

○点検計画の策定範囲 

原子力規制委員会の内規（別記１で記載しているものを除く。）に従い実施する点検等及び長

期施設管理方針を踏まえて実施する点検等の計画については、これらの点検等以外の点検等とは

区別して点検計画を記載する必要がある。その際、当該点検等の進捗状況を把握するため、点検

実績についても付記する必要がある。 

 

○計画期間中における点検等の実施状況等 

各点検等の項目について、当該定期事業者検査に係る施設管理実施計画の期間中での実施の有

無、実施数等を参考資料として添付する必要がある。 

その際、複数の運転・保全サイクルにわたって行う点検項目については、それぞれの運転・保

全サイクルでの具体的な点検箇所数その他点検の実施状況を示すデータを記載する必要がある。
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特に、実用炉施設において、技術基準規則第18条及び第56条に定める基準への適合性を確認する

ために行う検査については、対象とする箇所が多いため、これ以外の点検等とは区別して記載す

る必要がある。 

なお、参考資料は報告時点の計画のものとし、当該資料の記載内容に変更があった場合はその

後の報告において実績として記載することでよい。 

 

ウ．工事の計画（第３号ロ及びニのうち工事に関する事項） 

当該定期事業者検査に係る施設管理実施計画の期間中に実施する原子力施設の保安のための工

事について、方法及び時期を記載する必要がある。 

 

○工事の範囲及び単位 

範囲としては、以下のいずれかに該当する工事について、記載する必要がある。 

・設工認の対象となる工事 

・設備の信頼性の維持又は向上を図るために行う工事であって、その後の点検等の方法、実施

頻度及び時期が変更となるもの 

・長期施設管理方針を踏まえて実施する工事 

・それまでの点検等の有効性の評価結果を踏まえて実施する工事 

・NRA指示文書又は指導文書に基づき実施する工事 

・施設管理の重要度が高い設備の工事 

・使用前事業者検査又は使用前検査の対象となる工事（設工認の対象となる工事を除く。） 

 

○工事の方法 

工事の方法としては、工事を実施する機器等又は系統ごとに、実施理由を明確にした上で、工

事の実施内容及びその適切性を示す根拠（学協会規格等）を記載する必要がある。 

設工認の対象となる工事については、当該工事の審査において適切性を確認することから、設

工認の対象となる工事である旨の記載のみで足りる。 

また、予防保全を含め工事を計画する際には、施工部周辺への影響の評価及び施工後における

当該影響範囲の健全性確認についても、必要に応じて記載するものとする。 

 

○実施理由の明確化 

NRA指示文書又は指導文書に基づき実施する工事及び長期施設管理方針を踏まえて実施する工

事については、これら以外の工事とは区別できるようにその旨を記載する必要がある。 

さらに、参考資料として、点検等も含めて、長期施設管理方針の項目ごとに、長期施設管理方針

に基づく活動の全体像が把握できるよう、対象としている機器等又は系統名、部位と経年劣化事

象、活動項目、実施時期、当該施設管理実施計画期間中における実施の有無及び進捗状況等を記載

した資料を添付する必要がある。 

なお、参考資料は報告時点の計画のものとし、当該資料の記載内容に変更があった場合はその後

の報告において実績として記載することでよい。 

 

○工事の時期 

工事の時期としては、当該定期事業者検査に係る施設管理実施計画期間中のみの実施か、又

は、複数の施設管理実施計画期間中にわたって継続的に実施するものかの区別を記載する必要が

特に、実用炉施設において、技術基準規則第１８条及び第５６条に定める基準への適合性を確認

するために行う検査については、対象とする箇所が多いため、これ以外の点検等とは区別して記

載する必要がある。 

なお、参考資料は報告時点の計画のものとし、当該資料の記載内容に変更があった場合はその

後の報告において実績として記載することでよい。 

 

ウ．工事の計画（第３号ロ及びニのうち工事に関する事項） 

当該定期事業者検査に係る施設管理実施計画の期間中に実施する原子力施設の保安のための工

事について、方法及び時期を記載する必要がある。 

 

○工事の範囲及び単位 

範囲としては、以下のいずれかに該当する工事について、記載する必要がある。 

・設工認の対象となる工事 

・設備の信頼性の維持又は向上を図るために行う工事であって、その後の点検等の方法、実施

頻度及び時期が変更となるもの 

・長期施設管理方針を踏まえて実施する工事 

・それまでの点検等の有効性の評価結果を踏まえて実施する工事 

・NRA指示文書又は指導文書に基づき実施する工事 

・施設管理の重要度が高い設備の工事 

・使用前事業者検査又は使用前検査の対象となる工事（設工認の対象となる工事を除く。） 

 

○工事の方法 

工事の方法としては、工事を実施する機器等又は系統ごとに、実施理由を明確にした上で、工

事の実施内容及びその適切性を示す根拠（学協会規格等）を記載する必要がある。 

設工認の対象となる工事については、当該工事の審査において適切性を確認することから、設

工認の対象となる工事である旨の記載のみで足りる。 

また、予防保全を含め工事を計画する際には、施工部周辺への影響の評価及び施工後における

当該影響範囲の健全性確認についても、必要に応じて記載するものとする。 

 

○実施理由の明確化 

NRA指示文書又は指導文書に基づき実施する工事及び長期施設管理方針を踏まえて実施する工

事については、これら以外の工事とは区別できるようにその旨を記載する必要がある。 

さらに、参考資料として、点検等も含めて、長期施設管理方針の項目ごとに、長期施設管理方針

に基づく活動の全体像が把握できるよう、対象としている機器等又は系統名、部位と経年劣化事

象、活動項目、実施時期、当該施設管理実施計画期間中における実施の有無及び進捗状況等を記載

した資料を添付する必要がある。 

なお、参考資料は報告時点の計画のものとし、当該資料の記載内容に変更があった場合はその後

の報告において実績として記載することでよい。 

 

○工事の時期 

工事の時期としては、当該定期事業者検査に係る施設管理実施計画期間中のみの実施か、又

は、複数の施設管理実施計画期間中にわたって継続的に実施するものかの区別を記載する必要が

記載の訂正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-135-



11 

 

ある。さらに、発電用原子炉については運転中・停止中の区別を記載する必要がある。また、

エ．に定めた事項についても記載する必要がある。 

 

エ．点検等の計画及び保安の確保のための措置（第３号ハ及びニのうち点検に関する事項） 

点検等の工程に応じて、特に原子力施設の運転等の停止時において、当該工程における原子力

施設の状態、遵守すべき運転上の制限及びその遵守のための具体的な計画を記載する必要があ

る。さらに、定期事業者検査以外の安全上重要な点検等を抽出し、保安の確保上注意すべき事項

を記載する必要がある。 

なお、上述の計画は報告時点のものとし、当該資料の記載内容に変更があった場合はその後の

報告において実績として記載することでよい。 

 

※エの趣旨は、定期事業者検査のため停止していた沸騰水型原子炉において、制御棒駆動水圧系

の点検等の作業中に、想定外の制御棒の引き抜きが起きたことを踏まえたものである。 

 

⑤定期事業者検査の判定方法（第４号） 

Ⅲ．２．（２）に記載している考え方を記載するとともに、定期事業者検査項目ごとの一定の期間

について記載する必要がある。 

ただし、実施頻度を一定の期間とみなす点検等については、その実施頻度は点検計画に記載されて

いることから、原子力施設の運転等を停止して実施する必要のある点検の実施頻度のうち、最短のも

のを記載すればよい。 

 

⑥施設管理目標又は施設管理実施計画の評価の結果（第６号及び第４項） 

○評価に用いた情報ごとの記載 

施設管理目標及び施設管理実施計画について、経年劣化事象を考慮した上で、少なくともⅥ．

５．に記載の情報を収集すべき項目ごとに評価に用いた情報が特定できるように評価した結果を記

載する必要がある。 

特に、ⅰ．施設管理目標の監視結果については、目標値と実績値（評価に用いる監視結果の範囲

（評価期間）を付記すること。）の比較表を添付する必要がある。また、長期施設管理方針に基づ

き実施した研究結果、評価結果等については、その旨を明示して記載する必要がある。 

 

○評価の結果を反映して計画を変更した内容の記載 

上記の情報を基に評価した結果、施設管理目標又は施設管理実施計画を変更した場合には、評価

に用いた具体的な情報の概要、評価内容、反映した内容及び変更した点検等に関連する定期事業者

検査について記載する必要がある。 

なお、点検等の実施頻度を変更する場合においては、Ⅲ．２．（２）の一定の期間の設定におい

て考慮すべき事項について、以下の分類に従い、各事項を整理して記載する必要がある。 

・点検等及び取替結果の評価 

・劣化トレンドによる評価 

・研究成果等による評価 

・類似機器等の使用実績による評価 

また、定期事業者検査での判定における一定の期間の変更を行う場合においては、第７号の書類に

詳細を記載している点検等についても、当該機器等に対する点検等の概要については記載し、点検等

ある。さらに、発電用原子炉については運転中・停止中の区別を記載する必要がある。また、

エ．に定めた事項についても記載する必要がある。 

 

エ．点検等の計画及び保安の確保のための措置（第３号ハ及びニのうち点検に関する事項） 

点検等の工程に応じて、特に原子力施設の運転等の停止時において、当該工程における原子力

施設の状態、遵守すべき運転上の制限及びその遵守のための具体的な計画を記載する必要があ

る。さらに、定期事業者検査以外の安全上重要な点検等を抽出し、保安の確保上注意すべき事項

を記載する必要がある。 

なお、上述の計画は報告時点のものとし、当該資料の記載内容に変更があった場合はその後の

報告において実績として記載することでよい。 

 

※エの趣旨は、定期事業者検査のため停止していた沸騰水型原子炉において、制御棒駆動水圧系

の点検等の作業中に、想定外の制御棒の引き抜きが起きたことを踏まえたものである。 

 

⑤定期事業者検査の判定方法（第４号） 

Ⅲ．２．（２）に記載している考え方を記載するとともに、定期事業者検査項目ごとの一定の期間

について記載する必要がある。 

ただし、実施頻度を一定の期間とみなす点検等については、その実施頻度は点検計画に記載されて

いることから、原子力施設の運転等を停止して実施する必要のある点検の実施頻度のうち、最短のも

のを記載すればよい。 

 

⑥施設管理目標又は施設管理実施計画の評価の結果（第６号及び第４項） 

○評価に用いた情報ごとの記載 

施設管理目標及び施設管理実施計画について、経年劣化事象を考慮した上で、少なくともⅥ．

５．に記載の情報を収集すべき項目ごとに評価に用いた情報が特定できるように評価した結果を記

載する必要がある。 

特に、ⅰ．施設管理目標の監視結果については、目標値と実績値（評価に用いる監視結果の範囲

（評価期間）を付記すること。）の比較表を添付する必要がある。また、長期施設管理方針に基づ

き実施した研究結果、評価結果等については、その旨を明示して記載する必要がある。 

 

○評価の結果を反映して計画を変更した内容の記載 

上記の情報を基に評価した結果、施設管理目標又は施設管理実施計画を変更した場合には、評価

に用いた具体的な情報の概要、評価内容、反映した内容及び変更した点検等に関連する定期事業者

検査について記載する必要がある。 

なお、点検等の実施頻度を変更する場合においては、Ⅲ．２．（２）の一定の期間の設定におい

て考慮すべき事項について、以下の分類に従い、各事項を整理して記載する必要がある。 

・点検等及び取替結果の評価 

・劣化トレンドによる評価 

・研究成果等による評価 

・類似機器等の使用実績による評価 

また、定期事業者検査での判定における一定の期間の変更を行う場合においては、第７号の書類に

詳細を記載している点検等についても、当該機器等に対する点検等の概要については記載し、点検等
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の全体像を記載する必要がある。 

 

⑦定期事業者検査での判定における一定の期間の設定及び変更において考慮した事項（第７号及び第

５項） 

定期事業者検査の判定における一定の期間の設定及び変更をした場合には、Ⅲ．２．（２）に記載

の考慮すべき事項について整理して、Ⅲ．２．（１）又は（２）に記載の定期事業者検査の対象の原

子力施設に係る点検等の実施頻度の妥当性を示す評価の内容を記載する必要がある。 

 

○一定の期間を設定する際の評価内容の記載における留意事項 

定期事業者検査が終了した日以降13月（発電用原子炉施設以外の原子力施設については12月）を

超えない時期までを一定の期間として設定する場合には、Ⅲ．２．（２）に記載している点検等及

び取替結果の評価、劣化トレンドによる評価及び類似機器等の使用実績による評価に相当する事項

として、当該原子力施設において報告時点以前10年間に時間依存性のある劣化事象により発生した

法令報告事象に関して、再発防止対策が実施されていることを記載する必要がある。 

 

○一定の期間を変更する際の評価内容の記載における留意事項 

点検等の実施頻度を決定するための主要部位の抽出状況とともに、抽出した主要部位に対して、

評価に用いた情報を、Ⅲ．２．（２）に示す分類に整理した上で、当該部位に適用できることを示

す必要がある。 

 

○一定期間を変更する際の条件 

評価の結果、設備改造等により一定の期間を変更する場合には、その設備改造等の内容とその妥

当性を明確に記載すること。点検等の方法等の変更により一定の期間を変更する場合も同様とす

る。なお、これらの内容は、点検計画、設計及び工事の計画並びに保安規定に反映することが必要

である。 

 

⑧特別な施設管理実施計画を定めた場合の対応 

Ⅵ．６に記載している特別な施設管理実施計画を定めた場合においては、主に④に記載している事

項に大きな変更が生じるため、通常の計画から変更がある内容についてそれぞれの書類において記載

して報告するものとする。 

 

５．原子力施設の評価 

実用炉施設において、第１項に規定している実用炉施設で技術基準規則第18条（第56条において準用す

る場合を含む。）の規定に係る評価が必要な亀裂等を確認した場合には、第２項の規定に従い評価を行う

とともに、評価の結果を記録し、保存するとともに、原子力規制委員会に報告しなければならない。 

本評価に係る活動については、Ⅵ．４．カ．からク．までに位置付けられるものであり、その後の補修

等も含め、施設管理に含めて適切に計画して対応する必要がある。 

 

IV. 品質マネジメントシステム 

原子力事業者等においては、原子炉の設置の許可又は事業の許可若しくは指定（以下「事業許可等」と

いう。）を受けた時点で原子力事業者等としての責務を有する者となり、事業許可等において示した品質

マネジメントシステムを具体化した保安規定に基づき、保安活動を行っていく必要がある。また、設計及

の全体像を記載する必要がある。 

 

⑦定期事業者検査での判定における一定の期間の設定及び変更において考慮した事項（第７号及び第

５項） 

定期事業者検査の判定における一定の期間の設定及び変更をした場合には、Ⅲ．２．（２）に記載

の考慮すべき事項について整理して、Ⅲ．２．（１）又は（２）に記載の定期事業者検査の対象の原

子力施設に係る点検等の実施頻度の妥当性を示す評価の内容を記載する必要がある。 

 

○一定の期間を設定する際の評価内容の記載における留意事項 

定期事業者検査が終了した日以降１３月（発電用原子炉施設以外の原子力施設については１２

月）を超えない時期までを一定の期間として設定する場合には、Ⅲ．２．（２）に記載している点

検等及び取替結果の評価、劣化トレンドによる評価及び類似機器等の使用実績による評価に相当す

る事項として、当該原子力施設において報告時点以前１０年間に時間依存性のある劣化事象により

発生した法令報告事象に関して、再発防止対策が実施されていることを記載する必要がある。 

 

○一定の期間を変更する際の評価内容の記載における留意事項 

点検等の実施頻度を決定するための主要部位の抽出状況とともに、抽出した主要部位に対して、

評価に用いた情報を、Ⅲ．２．（２）に示す分類に整理した上で、当該部位に適用できることを示

す必要がある。 

 

○一定期間を変更する際の条件 

評価の結果、設備改造等により一定の期間を変更する場合には、その設備改造等の内容とその妥

当性を明確に記載すること。点検等の方法等の変更により一定の期間を変更する場合も同様とす

る。なお、これらの内容は、点検計画、設計及び工事の計画並びに保安規定に反映することが必要

である。 

 

⑧特別な施設管理実施計画を定めた場合の対応 

Ⅵ．６に記載している特別な施設管理実施計画を定めた場合においては、主に④に記載している事

項に大きな変更が生じるため、通常の計画から変更がある内容についてそれぞれの書類において記載

して報告するものとする。 

 

５．原子力施設の評価 

実用炉施設において、第１項に規定している実用炉施設で技術基準規則第１８条（第５６条において準

用する場合を含む。）の規定に係る評価が必要な亀裂等を確認した場合には、第２項の規定に従い評価を

行うとともに、評価の結果を記録し、保存するとともに、原子力規制委員会に報告しなければならない。 

本評価に係る活動については、Ⅵ．４．カ．からク．までに位置付けられるものであり、その後の補修

等も含め、施設管理に含めて適切に計画して対応する必要がある。 

 

IV. 品質マネジメントシステム 

原子力事業者等においては、原子炉の設置の許可又は事業の許可若しくは指定（以下「事業許可等」と

いう。）を受けた時点で原子力事業者等としての責務を有する者となり、事業許可等において示した品質

マネジメントシステムを具体化した保安規定に基づき、保安活動を行っていく必要がある。また、設計及
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び工事の計画においても事業許可等及び保安規定と整合した品質マネジメントシステムを定め、これに基

づき設計及び工事に係る保安活動を行う必要がある。具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善

に係る組織及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制、作業手順書等の位置付けを含めて整備

して、可能な限り情報を収集して保安活動の改善による安全性の向上に努める必要がある。 

なお、許可又は指定の基準の一つに「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基

準に関する規則」及び同規則解釈を制定し、これらに従って品質マネジメントシステムを確立し、運用す

る必要がある。 

具体的な品質マネジメントシステムは、同規則第４条第２項に規定する事項（原子力施設、組織又は個

別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度など）を考慮し、保安活動の重要度に応じて、事業者自らが確

立するものである。 

また、品質マネジメントシステムは、原子力施設の状態（建設段階、供用段階、廃止措置段階等）や原

子力事業者等の組織の構成などに応じて適切に見直し、各種の保安活動を原子力安全に対する重要度に応

じて合理的に実現可能なものとし、適切な運用をしていけるよう改善していくことが必要である。 

 

 

V. 放射線管理 

１．管理区域への立入制限、放射性物質の汚染状況等の測定等 

管理区域への立入制限等を行うに当たっては、管理区域の設定基準に従い区域を設定し、基準の範囲で

維持されているかどうかを定期的に又は必要に応じて確認するため、放射性物質の汚染状況等の測定を

行う必要があり、不必要な放射線業務従事者の被ばくを避けるため、当該測定結果について区域の入口等

に掲示をするなどの措置が必要である。また、汚染が確認された場合には、汚染拡大防止のための措置が

必要である。 

管理区域へ出入りする職員、協力会社等に遵守させるべき事項、管理区域内において特別措置が必要な

区域を設定する場合における採るべき措置等を定め、これらを遵守させる必要がある。 

管理区域への出入管理、物品の持出し管理等を行い、管理区域から退出する場合等の表面汚染密度が基

準値内であることを確実にする必要がある。 

原子炉施設及び再処理施設については、保全区域を設定し、及び明示し、並びに保全区域について管理

する必要がある。 

周辺監視区域を設定し、及び明示し、並びに業務上立ち入る者以外の者が周辺監視区域に立ち入らない

ように制限するために講ずべき措置を行う必要がある。 

また、これらの放射線管理のための活動において使用する放射線測定器等について、校正等の管理を行

うとともに、適切な方法で使用する必要がある。その際、第三者の確認等を含めた対応により、当該措置

の信頼性を高めることが望ましい。 

 

２．線量等に関する措置 

放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないための措置を講じるとともに、国際放射

線防護委員会（ICRP）が 1977年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ALARA：as low as 

reasonably achievable）の精神にのっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理する必要がある。 

 

 

 

び工事の計画においても事業許可等及び保安規定と整合した品質マネジメントシステムを定め、これに基

づき設計及び工事に係る保安活動を行う必要がある。具体的には、保安活動の計画、実施、評価及び改善

に係る組織及び仕組みについて、安全文化の育成及び維持の体制、作業手順書等の位置付けを含めて整備

して、可能な限り情報を収集して保安活動の改善による安全性の向上に努める必要がある。 

なお、許可又は指定の基準の一つに「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基

準に関する規則」及び同規則解釈を制定し、これらに従って品質マネジメントシステムを確立し、運用す

る必要がある。 

具体的な品質マネジメントシステムは、同規則第４条第２項に規定する事項（原子力施設、組織又は個

別業務の重要度及びこれらの複雑さの程度など）を考慮し、保安活動の重要度に応じて、事業者自らが確

立するものである。 

また、品質マネジメントシステムは、原子力施設の状態（建設段階、供用段階、廃止措置段階等）や原

子力事業者等の組織の構成などに応じて適切に見直し、各種の保安活動を原子力安全に対する重要度に応

じて合理的に実現可能なものとし、適切な運用をしていけるよう改善していくことが必要である。 

 

 

V. 放射線管理 

１．管理区域への立入制限、放射性物質の汚染状況等の測定等 

管理区域への立入制限等を行うに当たっては、管理区域の設定基準に従い区域を設定し、基準の範囲で

維持されているかどうかを定期的に又は必要に応じて確認するため、放射性物質の汚染状況等の測定を

行う必要があり、不必要な放射線業務従事者の被ばくを避けるため、当該測定結果について区域の入口等

に掲示をするなどの措置が必要である。また、汚染が確認された場合には、汚染拡大防止のための措置が

必要である。 

管理区域へ出入りする職員、協力会社等に遵守させるべき事項、管理区域内において特別措置が必要な

区域を設定する場合における採るべき措置等を定め、これらを遵守させる必要がある。 

管理区域への出入管理、物品の持出し管理等を行い、管理区域から退出する場合等の表面汚染密度が基

準値内であることを確実にする必要がある。 

原子炉施設及び再処理施設については、保全区域を設定し、及び明示し、並びに保全区域について管理

する必要がある。 

周辺監視区域を設定し、及び明示し、並びに業務上立ち入る者以外の者が周辺監視区域に立ち入らない

ように制限するために講ずべき措置を行う必要がある。 

また、これらの放射線管理のための活動において使用する放射線測定器等について、校正等の管理を行

うとともに、適切な方法で使用する必要がある。その際、第三者の確認等を含めた対応により、当該措置

の信頼性を高めることが望ましい。 

 

２．線量等に関する措置 

放射線業務従事者が受ける線量について、線量限度を超えないための措置を講じるとともに、国際放射

線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬＡＲＡ：

as low as reasonably achievable）の精神にのっとり、放射線業務従事者が受ける線量を管理する必要

がある。 
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VI. 施設管理 

１．施設管理における各種活動（第１項） 

原子力施設が許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するように、

設置し、維持するため、原子力事業者等は施設の保全のために構築物、系統、機器等の状態を把握する各

種の保安活動を実施する必要があり、当該保安活動を各原子力施設の事業規則において「施設管理」を意

味している。施設管理には、「設計」、「工事」のほか、施設の状況を日常的に確認する「巡視」、設備

等の劣化進展等の状態を把握するとともに正常な状態に保つための計画的な手入れ、潤滑油取替、部品交

換等を含めた「点検」、設備等が所定の機能を有しているかを確認する「試験」、要求事項に適合してい

るかどうかを判定する「検査」などが含まれる。 

施設管理に係る保安活動は相互に関連するものであり、それぞれに連携を図って実施していく必要が

ある。特に、その基礎となるものとして、要求事項と設計情報の関係性を整理した資料や設備等の実態が

確認できる資料（以下「設備図書」という。）の整備が重要である。 

 

２．施設管理方針（第１項第１号及び第２号） 

原子力施設における安全確保については、事業許可等の際に基本的な設計の方針などの設計要求が事

業許可等に規定されており、さらに表２に示す原子力規制委員会規則及び同規則の解釈に適合するよう

に原子力施設を維持するため、これらの規制要求事項を体系的に整理し、具体的な計画を立てて活動して

いくことが重要である。また、規制要求事項としては、事業所外運搬や事業所外廃棄のほか、廃止措置段

階においては廃止措置計画の作成などの各種の原子力規制委員会規則等に基づく措置があり、他法令も

含めて整理する必要がある。 

また、原子力施設に対する要求事項としては、上述の安全確保のための規制要求事項に加えて、廃止措

置実施方針の記載事項となっている廃止措置における解体撤去作業の容易化、放射性廃棄物発生量の最

小化などの設計上の考慮や、原子力施設の利用に当たっての考慮など、原子力事業者等が設定する事項も

あり、これら一連の事項について、それぞれの位置付け等を明確にしつつ、全体的に整合を取って取り組

むようこれらの間の関連性を整理する必要がある。 

点検等においては経年劣化事象※１による劣化の有無及び傾向を監視できるように、また、劣化の程度

に応じて性能維持のために適切に補修又は取替工事が行えるように、設計上の配慮をすることが重要で

ある。さらに、点検等においては異常影響緩和に係る設備等において偶発的な故障が発生した際の検知性

についても配慮し、全体的な管理体系を構築することが重要であり、これらの視点と対処方針について

は、各種施設管理に係る保安活動の相互の関連性及び連携並びにこれらの基礎となる設備図書の整備に

係る活動方針とともに、施設管理方針として整理する必要がある。 

また、原子力施設全体を一体として管理していく必要がある一方で、対象となる設備等と対応する作業

が非常に多いことから、設備等及び作業の重要度を踏まえて管理の程度を仕分けするなど、資源の適正配

分と安全上重要な事項についての配慮が確実になされるための方向性を施設管理方針として整理する必

要がある。 

※１ 表３に示す傾向監視が可能な経年劣化事象及び日本原子力学会日本原子力学会標準「原子力発電

所の高経年化対策実施基準：2008」（AESJ-SC-P005：2008）附属書Aの規定により特定される経年

劣化事象並びに応力腐食割れ（塩化物による貫粒型応力腐食割れを含む。）、高サイクル疲労、異

物付着、固着等の事象を含むものであって、最新の科学的知見、運転経験等を踏まえたもの。 

 

 

３．施設管理目標（第１項第３号） 

VI. 施設管理 

１．施設管理における各種活動（第１項） 

原子力施設が許可を受けたところによるものであり、かつ、技術基準に適合する性能を有するように、

設置し、維持するため、原子力事業者等は施設の保全のために構築物、系統、機器等の状態を把握する各

種の保安活動を実施する必要があり、当該保安活動を各原子力施設の事業規則において「施設管理」を意

味している。施設管理には、「設計」、「工事」のほか、施設の状況を日常的に確認する「巡視」、設備

等の劣化進展等の状態を把握するとともに正常な状態に保つための計画的な手入れ、潤滑油取替、部品交

換等を含めた「点検」、設備等が所定の機能を有しているかを確認する「試験」、要求事項に適合してい

るかどうかを判定する「検査」などが含まれる。 

施設管理に係る保安活動は相互に関連するものであり、それぞれに連携を図って実施していく必要が

ある。特に、その基礎となるものとして、要求事項と設計情報の関係性を整理した資料や設備等の実態が

確認できる資料（以下「設備図書」という。）の整備が重要である。 

 

２．施設管理方針（第１項第１号及び第２号） 

原子力施設における安全確保については、事業許可等の際に基本的な設計の方針などの設計要求が事

業許可等に規定されており、さらに表２に示す原子力規制委員会規則及び同規則の解釈に適合するよう

に原子力施設を維持するため、これらの規制要求事項を体系的に整理し、具体的な計画を立てて活動して

いくことが重要である。また、規制要求事項としては、事業所外運搬や事業所外廃棄のほか、廃止措置段

階においては廃止措置計画の作成などの各種の原子力規制委員会規則等に基づく措置があり、他法令も

含めて整理する必要がある。 

また、原子力施設に対する要求事項としては、上述の安全確保のための規制要求事項に加えて、廃止措

置実施方針の記載事項となっている廃止措置における解体撤去作業の容易化、放射性廃棄物発生量の最

小化などの設計上の考慮や、原子力施設の利用に当たっての考慮など、原子力事業者等が設定する事項も

あり、これら一連の事項について、それぞれの位置付け等を明確にしつつ、全体的に整合を取って取り組

むようこれらの間の関連性を整理する必要がある。 

点検等においては経年劣化事象※１による劣化の有無及び傾向を監視できるように、また、劣化の程度

に応じて性能維持のために適切に補修又は取替工事が行えるように、設計上の配慮をすることが重要で

ある。さらに、点検等においては異常影響緩和に係る設備等において偶発的な故障が発生した際の検知性

についても配慮し、全体的な管理体系を構築することが重要であり、これらの視点と対処方針について

は、各種施設管理に係る保安活動の相互の関連性及び連携並びにこれらの基礎となる設備図書の整備に

係る活動方針とともに、施設管理方針として整理する必要がある。 

また、原子力施設全体を一体として管理していく必要がある一方で、対象となる設備等と対応する作業

が非常に多いことから、設備等及び作業の重要度を踏まえて管理の程度を仕分けするなど、資源の適正配

分と安全上重要な事項についての配慮が確実になされるための方向性を施設管理方針として整理する必

要がある。 

※１ 表３に示す傾向監視が可能な経年劣化事象及び日本原子力学会日本原子力学会標準「原子力発電

所の高経年化対策実施基準：２００８」（ＡＥＳＪ－ＳＣ－Ｐ００５：２００８）附属書Ａの規

定により特定される経年劣化事象並びに応力腐食割れ（塩化物による貫粒型応力腐食割れを含

む。）、高サイクル疲労、異物付着、固着等の事象を含むものであって、最新の科学的知見、運転

経験等を踏まえたもの。 

 

３．施設管理目標（第１項第３号） 
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施設管理方針に従って実施する施設管理に係る保安活動について、その達成状況を明確にして施設管

理の有効性を監視し、及び評価するため、プラントレベルの指標（原子力施設全体の保全が確保されて

いるかを監視し、評価するための指標）、施設管理の重要度が高い系統※２の系統レベルの指標を設定

し、指標ごとの具体的な目標値を定める必要がある。 

なお、系統レベルの指標を設定しない系統については、プラントレベルの指標によって施設管理の有

効性を監視し、及び評価することをもって足りる。 

施設管理目標は、主に運転段階の原子力施設における維持管理の有効性として、原子力施設の機能維持

の状態を示す指標を念頭に置いているが、設計建設段階においては工程管理の中で達成すべき機能確保

の状況を監視するなど、施設状況に応じて創意工夫が図られるべきものである。 

※２ 「施設管理の重要度が高い系統」とは、要求される機能を確保する上で施設管理の果たす役割の

程度の高い系統が該当するものとする。実用炉施設においては、①重要度分類指針においてクラ

ス１及びクラス２に分類される機能を要する系統、及び②技術基準において重大事故等クラス１

から重大事故等クラス３までに分類される機能を要する系統を原則とする。ただし、確率論的リ

スク評価から得られるリスク情報及び運転経験等を考慮して、具体的な個別の機器等、系統に対

して、要求される機能を確保する上で施設管理の果たす役割の程度を検討し、原子力施設ごとに

定めることができる。 

 

４．施設管理の実施に関する計画（第１項第４号） 

施設管理実施計画は、施設管理目標を達成するため、原子力施設を構成する設備等を要求される機能や

施設管理の重要性を踏まえて整理し、以下の事項を含めて策定する必要がある。 

 

ア．計画の始期及び期間（第４号イ） 

○設計建設段階の原子力施設 

設置又は変更の工事の工程に応じて、次期の計画の期間に移行するに際してそれまでの施設管理に

係る保安活動の評価を行うことが必要な時期を踏まえて設定する必要がある。具体的には、工事着手

前の設計に係る期間と、工事着手後の施工、点検、検査等に係る期間を区分するほか、工事期間におい

て一部の設備等を長期に使用する場合には当該期間を区分して部分的に使用開始後と同様の施設管理

に係る保安活動を追加するなどが考えられる。 

 

○使用開始後の原子力施設 

施設管理実施計画の始期は直近（次回）の定期事業者検査の開始日を、施設管理実施計画の期間は

その次（次々回）の定期事業者検査の開始日前日までの期間として設定する必要がある。ただし、廃

止措置計画に規定する廃止措置の工程の終了間近であって、定期事業者検査の必要がない場合にあっ

ては、廃止措置の終了までの期間とすることができる。 

 

イ．設計及び工事の計画及び実施（第４号ロ） 

施設管理実施計画の期間中に実施する原子力施設の設計及び工事について、対象とする設備等、関係

する要求事項、実施体制、工程等を明確にする必要がある。なお、設計及び工事は長期間を要すること

も多く、施設管理実施計画の期間を超えるものについては、設計及び工事の全体工程を明確にしつつ、

施設管理実施計画の期間内で実施する事項について特に明確にしていくものとする。 

設計及び工事の計画については、使用開始後では、要求事項の変更を受けて行うもののほか、点検等

の結果から機能を回復するために行うもの、他の原子力施設及び原子力施設以外の運転経験等も含めて

施設管理方針に従って実施する施設管理に係る保安活動について、その達成状況を明確にして施設管

理の有効性を監視し、及び評価するため、プラントレベルの指標（原子力施設全体の保全が確保されて

いるかを監視し、評価するための指標）、施設管理の重要度が高い系統※２の系統レベルの指標を設定

し、指標ごとの具体的な目標値を定める必要がある。 

なお、系統レベルの指標を設定しない系統については、プラントレベルの指標によって施設管理の有

効性を監視し、及び評価することをもって足りる。 

施設管理目標は、主に運転段階の原子力施設における維持管理の有効性として、原子力施設の機能維持

の状態を示す指標を念頭に置いているが、設計建設段階においては工程管理の中で達成すべき機能確保

の状況を監視するなど、施設状況に応じて創意工夫が図られるべきものである。 

※２ 「施設管理の重要度が高い系統」とは、要求される機能を確保する上で施設管理の果たす役割の

程度の高い系統が該当するものとする。実用炉施設においては、①重要度分類指針においてクラ

ス１及びクラス２に分類される機能を要する系統、及び②技術基準において重大事故等クラス１

から重大事故等クラス３までに分類される機能を要する系統を原則とする。ただし、確率論的リ

スク評価から得られるリスク情報及び運転経験等を考慮して、具体的な個別の機器等、系統に対

して、要求される機能を確保する上で施設管理の果たす役割の程度を検討し、原子力施設ごとに

定めることができる。 

 

４．施設管理の実施に関する計画（第１項第４号） 

施設管理実施計画は、施設管理目標を達成するため、原子力施設を構成する設備等を要求される機能や

施設管理の重要性を踏まえて整理し、以下の事項を含めて策定する必要がある。 

 

ア．計画の始期及び期間（第４号イ） 

○設計建設段階の原子力施設 

設置又は変更の工事の工程に応じて、次期の計画の期間に移行するに際してそれまでの施設管理に

係る保安活動の評価を行うことが必要な時期を踏まえて設定する必要がある。具体的には、工事着手

前の設計に係る期間と、工事着手後の施工、点検、検査等に係る期間を区分するほか、工事期間におい

て一部の設備等を長期に使用する場合には当該期間を区分して部分的に使用開始後と同様の施設管理

に係る保安活動を追加するなどが考えられる。 

 

○使用開始後の原子力施設 

施設管理実施計画の始期は直近（次回）の定期事業者検査の開始日を、施設管理実施計画の期間は

その次（次々回）の定期事業者検査の開始日前日までの期間として設定する必要がある。ただし、廃

止措置計画に規定する廃止措置の工程の終了間近であって、定期事業者検査の必要がない場合にあっ

ては、廃止措置の終了までの期間とすることができる。 

 

イ．設計及び工事の計画及び実施（第４号ロ） 

施設管理実施計画の期間中に実施する原子力施設の設計及び工事について、対象とする設備等、関係

する要求事項、実施体制、工程等を明確にする必要がある。なお、設計及び工事は長期間を要すること

も多く、施設管理実施計画の期間を超えるものについては、設計及び工事の全体工程を明確にしつつ、

施設管理実施計画の期間内で実施する事項について特に明確にしていくものとする。 

設計及び工事の計画については、使用開始後では、要求事項の変更を受けて行うもののほか、点検等

の結果から機能を回復するために行うもの、他の原子力施設及び原子力施設以外の運転経験等も含めて
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予防保全として行うものなどが考えられ、経緯、理由等を整理した上で計画していくことが重要であ

る。 

設計時には、対象となる設備等が周囲の設備等へ悪影響を及ぼすことがないよう配慮しつつ、要求事

項に適合していることを検査で検証できるよう、工事の方法に加えて、点検等の方法、時期等について

も検討する必要がある。その際、採用する施工方法に応じて、施工前に施工部周辺への影響を適切に評

価するとともに、施工後において当該影響の範囲の健全性について適切に確認することについても検討

する必要がある。また、オ．に記載している工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措

置と合わせて検討し、安全が確保された中で、点検等及び工事が実施できるよう設計上の配慮がなされ

る必要がある。 

工事の実施においては、あらかじめ要領書等を定め、設計時の考慮事項等が適切に施工時に反映され

るよう体制を整備する必要がある。 

また、原子力施設の安全確保には設備等の実態を把握することが基礎となることから、設備図書が実

態を適切に示すものとなっていることを設計及び工事の計画、実施の各段階で確認していく必要があ

る。 

 

ウ．巡視の計画及び実施（第４号ハ） 

原子力施設の状況を日常的に確認し、偶発故障等の発生も念頭に、設備等が正常な状態から逸脱した

場合、又は逸脱する兆候が認められる場合に、適切に正常な状態に回復させることができるよう、保全

に従事する者が毎日１回以上（廃止措置中で施設内に核燃料物質が存在しない場合※３には毎週１回以

上）の巡視をするものとし、体制、巡視時の確認の視点等を整備し、実施していく必要がある。 

また、設備図書が実態を適切に示すものとなるように設備図書を見直す機会を持つことにもつなが

ることから、巡視時の設備図書との照合は重要である。 

※３ 第一種廃棄物埋設施設及び第二種廃棄物埋設施設に係る巡視の場合を含む。 

 

エ．点検等の計画及び実施（第４号ニ） 

点検等（使用前事業者検査、使用前検査及び定期事業者検査に係るものを含む。）について、方

法、実施頻度及び時期を、全体像を整理した実施計画や個別の点検等に係る要領書等によって、あら

かじめ定めることが必要である。 

点検等は、工事対象の設備等の使用を開始する前に実施するもの（以下「使用前点検」という。）と、

使用開始後の機能の維持のために実施するもの（以下「使用中点検」という。）に区分し、全体の計画

を策定する必要がある。使用前点検については、Ⅱ．において記載している使用前事業者検査等に対す

る要求事項も踏まえて、使用中点検については、Ⅲ．において記載している定期事業者検査等に対する

要求事項も踏まえて、それぞれ計画し、実施することが必要である。 

 

○点検等の範囲 

点検等を実施する機器等又は系統ごとに、以下の視点を踏まえて点検方法として適切な単位で計画

することが必要である。 

・使用前事業者検査等又は定期事業者検査に係る点検等 

・長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等 

・性能維持のための措置を伴う点検等 

これら以外の点検等については、系統単位でまとめる等簡易な扱いとすることができる。 

 

予防保全として行うものなどが考えられ、経緯、理由等を整理した上で計画していくことが重要であ

る。 

設計時には、対象となる設備等が周囲の設備等へ悪影響を及ぼすことがないよう配慮しつつ、要求事

項に適合していることを検査で検証できるよう、工事の方法に加えて、点検等の方法、時期等について

も検討する必要がある。その際、採用する施工方法に応じて、施工前に施工部周辺への影響を適切に評

価するとともに、施工後において当該影響の範囲の健全性について適切に確認することについても検討

する必要がある。また、オ．に記載している工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措

置と合わせて検討し、安全が確保された中で、点検等及び工事が実施できるよう設計上の配慮がなされ

る必要がある。 

工事の実施においては、あらかじめ要領書等を定め、設計時の考慮事項等が適切に施工時に反映され

るよう体制を整備する必要がある。 

また、原子力施設の安全確保には設備等の実態を把握することが基礎となることから、設備図書が実

態を適切に示すものとなっていることを設計及び工事の計画、実施の各段階で確認していく必要があ

る。 

 

ウ．巡視の計画及び実施（第４号ハ） 

原子力施設の状況を日常的に確認し、偶発故障等の発生も念頭に、設備等が正常な状態から逸脱した

場合、又は逸脱する兆候が認められる場合に、適切に正常な状態に回復させることができるよう、保全

に従事する者が毎日１回以上（廃止措置中で施設内に核燃料物質が存在しない場合※３には毎週１回以

上）の巡視をするものとし、体制、巡視時の確認の視点等を整備し、実施していく必要がある。 

また、設備図書が実態を適切に示すものとなるように設備図書を見直す機会を持つことにもつなが

ることから、巡視時の設備図書との照合は重要である。 

※３ 第一種廃棄物埋設施設及び第二種廃棄物埋設施設に係る巡視の場合を含む。 

 

エ．点検等の計画及び実施（第４号ニ） 

点検等（使用前事業者検査、使用前検査及び定期事業者検査に係るものを含む。）について、方

法、実施頻度及び時期を、全体像を整理した実施計画や個別の点検等に係る要領書等によって、あら

かじめ定めることが必要である。 

点検等は、工事対象の設備等の使用を開始する前に実施するもの（以下「使用前点検」という。）と、

使用開始後の機能の維持のために実施するもの（以下「使用中点検」という。）に区分し、全体の計画

を策定する必要がある。使用前点検については、Ⅱ．において記載している使用前事業者検査等に対す

る要求事項も踏まえて、使用中点検については、Ⅲ．において記載している定期事業者検査等に対する

要求事項も踏まえて、それぞれ計画し、実施することが必要である。 

 

○点検等の範囲 

点検等を実施する機器等又は系統ごとに、以下の視点を踏まえて点検方法として適切な単位で計画

することが必要である。 

・使用前事業者検査等又は定期事業者検査に係る点検等 

・長期施設管理方針を踏まえて実施する点検等 

・性能維持のための措置を伴う点検等 

これら以外の点検等については、系統単位でまとめる等簡易な扱いとすることができる。 
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○点検等の方法 

使用前点検の方法としては、設計事項が適切に具体化され、施工管理が適切になされているかどうか

を確認できるよう検討することが必要であり、その上で要求事項に適合していることを確認するもの

である必要がある。また、使用前点検では、使用中点検で経年劣化の傾向を監視する上での初期情報を

取得することも重要である。 

使用中点検の方法としては、点検等を行う設備等の施設管理の重要度を踏まえて、①時間基準保

全、②状態基準保全（機器等の状態を監視し、その状態を基準に点検等の時期を定める方式）、及び

③事後保全（機器等の機能喪失発見後に修復を行う方式）のいずれかの保全方式とするか※４を明確に

した上で、経年劣化事象による劣化の有無及び劣化の傾向を監視できるものであるか、性能維持のた

めの措置を伴うものであるかを含め、点検等の内容を明確にする必要がある。 

状態基準保全の方式とする点検等（時間基準保全の方式とする際に状態監視も合わせて行う場合の

状態監視に係る点検等を含む。以下同じ。）については、状態監視データの採取の方法を明確にする

必要がある。 

各部の損傷、変形及び摩耗等による異常の発生の兆候を作動している状態で確認するための方法と

しては、一般社団法人日本電気協会電気技術規程「原子力発電所の保守管理規程」（JEAC4209-2007）

に記載されている設備診断技術※５により異常の兆候を把握するなどの方法があり、これらを適切に実

施していくことにより、設備の信頼性を向上させていくことが重要である。 

【日本電気協会「原子力発電所の保守管理規程(JEAC4209-2007)」及び関連指針類に関する技術評価

書（平成20年12月）】 

また、検査の方法については、検査の独立性の確保の観点から、検査の判定に係る実施体制も含め

て、検査の体系を具体的に整理する必要があり、要求事項に適合している状態が維持されていることを

体系的に確認できるよう構成される必要がある。特に検査に係る責任者及び要員は、当該検査対象とな

る機器等を所管する者又は検査対象の施設管理に係る保安活動を行う部門から判定に関して影響を受

けないよう配慮（注）する必要がある。また、思い込みによる確認漏れや人手不足などの資源不足による

不十分な確認を是正できるよう留意して体制を整備し、実施していく必要がある。 

なお、点検等の結果については、できる限り事後の検証が可能な方法とし、事後の検証が困難なもの

については、あらかじめ科学的・技術的に妥当性が検証され、要領書や手順書において明確化された工

程、手順及び方法を用いて、透明性のある方法で実施し、これらの客観的な記録等を残すことが必要で

ある。 

※４ 時間基準保全としつつ、状態監視の点検実績を積み、劣化の傾向を把握していく方式もある。ま

た、事後保全においては、適切な時期に機能喪失が発見できるように巡視及び点検等を計画する必

要がある。 

※５ 具体的には、日本電気協会電気技術指針「原子力発電所の設備診断に関する技術指針－回転機械

振動診断技術」（JEAG4221-2007）等の指針に診断方法が取りまとめられているものがある。 

（注）重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置が要求されていない原子力施設においては、当該使

用前事業者検査等の対象となる機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に関与していない

要員に使用前事業者検査等を実施させることができる。 

 

 

○点検等の実施頻度 

実施頻度としては、使用中点検について、使用前点検の実施時期を始点として実施頻度を定め、予

防保全である時間基準保全及び状態基準保全の方式については、経年劣化事象を考慮の上、所定の機

○点検等の方法 

使用前点検の方法としては、設計事項が適切に具体化され、施工管理が適切になされているかどうか

を確認できるよう検討することが必要であり、その上で要求事項に適合していることを確認するもの

である必要がある。また、使用前点検では、使用中点検で経年劣化の傾向を監視する上での初期情報を

取得することも重要である。 

使用中点検の方法としては、点検等を行う設備等の施設管理の重要度を踏まえて、①時間基準保

全、②状態基準保全（機器等の状態を監視し、その状態を基準に点検等の時期を定める方式）、及び

③事後保全（機器等の機能喪失発見後に修復を行う方式）のいずれかの保全方式とするか※４を明確に

した上で、経年劣化事象による劣化の有無及び劣化の傾向を監視できるものであるか、性能維持のた

めの措置を伴うものであるかを含め、点検等の内容を明確にする必要がある。 

状態基準保全の方式とする点検等（時間基準保全の方式とする際に状態監視も合わせて行う場合の

状態監視に係る点検等を含む。以下同じ。）については、状態監視データの採取の方法を明確にする

必要がある。 

各部の損傷、変形及び摩耗等による異常の発生の兆候を作動している状態で確認するための方法と

しては、一般社団法人日本電気協会電気技術規程「原子力発電所の保守管理規程」（ＪＥＡＣ４２０９

－２００７）に記載されている設備診断技術※５により異常の兆候を把握するなどの方法があり、これ

らを適切に実施していくことにより、設備の信頼性を向上させていくことが重要である。 

【日本電気協会「原子力発電所の保守管理規程(ＪＥＡＣ４２０９－２００７)」及び関連指針類に関

する技術評価書（平成２０年１２月）】 

また、検査の方法については、検査の独立性の確保の観点から、検査の判定に係る実施体制も含め

て、検査の体系を具体的に整理する必要があり、要求事項に適合している状態が維持されていることを

体系的に確認できるよう構成される必要がある。特に検査に係る責任者及び要員は、当該検査対象とな

る機器等を所管する者又は検査対象の施設管理に係る保安活動を行う部門から判定に関して影響を受

けないよう配慮（注）する必要がある。また、思い込みによる確認漏れや人手不足などの資源不足による

不十分な確認を是正できるよう留意して体制を整備し、実施していく必要がある。 

なお、点検等の結果については、できる限り事後の検証が可能な方法とし、事後の検証が困難なもの

については、あらかじめ科学的・技術的に妥当性が検証され、要領書や手順書において明確化された工

程、手順及び方法を用いて、透明性のある方法で実施し、これらの客観的な記録等を残すことが必要で

ある。 

※４ 時間基準保全としつつ、状態監視の点検実績を積み、劣化の傾向を把握していく方式もある。ま

た、事後保全においては、適切な時期に機能喪失が発見できるように巡視及び点検等を計画する必

要がある。 

※５ 具体的には、日本電気協会電気技術指針「原子力発電所の設備診断に関する技術指針－回転機械

振動診断技術」（ＪＥＡＧ４２２１－２００７）等の指針に診断方法が取りまとめられているもの

がある。 

（注）重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置が要求されていない原子力施設においては、当該使

用前事業者検査等の対象となる機器等の工事（補修、取替え、改造等）又は点検に関与していない

要員に使用前事業者検査等を実施させることができる。 

 

○点検等の実施頻度 

実施頻度としては、使用中点検について、使用前点検の実施時期を始点として実施頻度を定め、予

防保全である時間基準保全及び状態基準保全の方式については、経年劣化事象を考慮の上、所定の機
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能を発揮できなくなる前に点検等を行うように実施頻度を設定する必要がある。 

そのため、時間基準保全の方式とする点検等の実施頻度については点検等を行う間隔（月、年、運

転・保全サイクル等）、状態基準保全の方式とする点検等の実施頻度については、状態監視データの

採取頻度とする。 

特に定期事業者検査に係る点検等については、Ⅲ．２．（２）に記載とおり、一定の期間を設定し、

また保全の有効性評価で見直しを検討する際に考慮する事項を踏まえて実施頻度を設定する必要があ

る。 

 

○点検等の時期 

点検等の時期としては、点検等を行う際の原子力施設の状態として、①停止中、②試運転段階、及

び③運転中（試運転中を除く。）のいずれかに区別する必要がある。 

 

○点検等の計画及び実施に当たっての留意事項 

計画した実施頻度の範囲内で点検等を実施していく必要があるため、過去直近の点検等の時期と当

該点検等の実施頻度を踏まえて、次回の点検等の実施期限を明確にして、それまでに確実に点検等を

実施するよう管理する必要がある。また、類似の設備等が多数あり、順次点検等していくこととして

いるものについては、実施時期に偏りがあった場合には、継続的な監視としての点検量が不足する期

間が発生するおそれがあることから、全体として計画的に実施する必要がある。 

巡視及び点検等の結果を踏まえ、機能の回復（予防保全を含む。）を図る場合には、できる限り、事

前にその方法、体制等を検討し、機能回復後の点検等を含めて、手順等を明確にしておくことが重要で

ある。その際、設計情報の変更を伴わず、取替工事にも該当しない軽微な作業であっても、機能の回復

のために行う溶接などの作業について、施工部周辺への影響を適切に評価するとともに、施工後におい

て当該影響範囲の健全性を適切に確認することを含めて検討する必要がある。 

 

オ．工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置（４号ホ） 

工事及び点検等の工程に応じて、原子力施設の運転等の停止時※６を含めて、当該工程における原子

力施設の状態、遵守すべき運転上の制限及びその遵守のための具体的な対策を計画し、施設管理に係

る保安活動の実施に当たって保安を確保する必要がある。 

なお、上述の計画は報告時点のものとし、工程の期間変更といった各工程における措置に変更がな

い場合には、報告の内容を変更する必要はないものとする。 

※６ オ．の趣旨は、定期事業者検査のため停止していた沸騰水型原子炉において、制御棒駆動水圧

系の点検等の作業中に、想定外の制御棒の引き抜きが起きたことを踏まえたものである。 

 

カ．施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価の方法（第４号ヘ） 

設計の結果の確認及び評価においては、要求事項との対応関係を明確にし、要求事項を満たしてい

るかどうかを検証することが必要であり、改善すべき事項が見つかった場合には設計の方法等の問題

点を分析することが必要である。 

工事の結果の確認及び評価においては、点検等で確認することになるが、点検等の結果として工事

の不備等が確認された場合においてその原因等を分析することが必要である。 

点検等の結果の確認及び評価については、点検等においてあらかじめ設定した判定基準に基づき対

応することになるが、その際、Ⅲ．５．に記載の原子力施設の評価を含め、経年劣化の傾向が見られる

ものであって引き続き使用するものにおいては、その後の使用における経年劣化の進展を評価し、次回

能を発揮できなくなる前に点検等を行うように実施頻度を設定する必要がある。 

そのため、時間基準保全の方式とする点検等の実施頻度については点検等を行う間隔（月、年、運

転・保全サイクル等）、状態基準保全の方式とする点検等の実施頻度については、状態監視データの

採取頻度とする。 

特に定期事業者検査に係る点検等については、Ⅲ．２．（２）に記載とおり、一定の期間を設定し、

また保全の有効性評価で見直しを検討する際に考慮する事項を踏まえて実施頻度を設定する必要があ

る。 

 

○点検等の時期 

点検等の時期としては、点検等を行う際の原子力施設の状態として、①停止中、②試運転段階、及

び③運転中（試運転中を除く。）のいずれかに区別する必要がある。 

 

○点検等の計画及び実施に当たっての留意事項 

計画した実施頻度の範囲内で点検等を実施していく必要があるため、過去直近の点検等の時期と当

該点検等の実施頻度を踏まえて、次回の点検等の実施期限を明確にして、それまでに確実に点検等を

実施するよう管理する必要がある。また、類似の設備等が多数あり、順次点検等していくこととして

いるものについては、実施時期に偏りがあった場合には、継続的な監視としての点検量が不足する期

間が発生するおそれがあることから、全体として計画的に実施する必要がある。 

巡視及び点検等の結果を踏まえ、機能の回復（予防保全を含む。）を図る場合には、できる限り、事

前にその方法、体制等を検討し、機能回復後の点検等を含めて、手順等を明確にしておくことが重要で

ある。その際、設計情報の変更を伴わず、取替工事にも該当しない軽微な作業であっても、機能の回復

のために行う溶接などの作業について、施工部周辺への影響を適切に評価するとともに、施工後におい

て当該影響範囲の健全性を適切に確認することを含めて検討する必要がある。 

 

オ．工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置（４号ホ） 

工事及び点検等の工程に応じて、原子力施設の運転等の停止時※６を含めて、当該工程における原子

力施設の状態、遵守すべき運転上の制限及びその遵守のための具体的な対策を計画し、施設管理に係

る保安活動の実施に当たって保安を確保する必要がある。 

なお、上述の計画は報告時点のものとし、工程の期間変更といった各工程における措置に変更がな

い場合には、報告の内容を変更する必要はないものとする。 

※６ オ．の趣旨は、定期事業者検査のため停止していた沸騰水型原子炉において、制御棒駆動水圧

系の点検等の作業中に、想定外の制御棒の引き抜きが起きたことを踏まえたものである。 

 

カ．施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価の方法（第４号ヘ） 

設計の結果の確認及び評価においては、要求事項との対応関係を明確にし、要求事項を満たしてい

るかどうかを検証することが必要であり、改善すべき事項が見つかった場合には設計の方法等の問題

点を分析することが必要である。 

工事の結果の確認及び評価においては、点検等で確認することになるが、点検等の結果として工事

の不備等が確認された場合においてその原因等を分析することが必要である。 

点検等の結果の確認及び評価については、点検等においてあらかじめ設定した判定基準に基づき対

応することになるが、その際、Ⅲ．５．に記載の原子力施設の評価を含め、経年劣化の傾向が見られる

ものであって引き続き使用するものにおいては、その後の使用における経年劣化の進展を評価し、次回
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の点検等まで機能を維持することの評価が必要である。 

 

キ．施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価の結果を踏まえた処置（第４号ト） 

施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価で特定された問題点等の原因を除去し、さらに類似

の事象が発生しないよう施設管理に係る保安活動の方法、体制等を見直すとともに、改めて必要な措

置を実施する必要がある。特に、点検等の結果として、設計段階や点検等の計画段階において想定して

いた経年劣化の傾向との相違があった場合には、設計の見直し等まで遡って検討するなど、必要に応じ

て施設管理に係る保安活動全体に是正処置及び未然防止処置を検討し、対応を図る必要がある。 

 

ク．施設管理に関する記録（第４号チ） 

一連の施設管理に係る保安活動においては、要求事項との関連が明確となるように記録するととも

に、判断根拠等の客観的事実も含めて、可能な限り事後の検証が可能な形で適切性を示せるようトレー

サビリティを確保した記録を作成し、保存する必要がある。 

 

５．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価及び反映（第１項第５号及び第６号） 

施設管理方針及び施設管理目標の評価については、施設管理の全体の実施状況を踏まえて、管理体制等

の改善を検討する必要がある。 

施設管理実施計画の評価については、４．ア．の計画の期間ごとに施設管理に係る保安活動の実施状

況を評価し、その後の施設管理に係る保安活動がより効果的かつ適切に実施されるよう、計画を改善して

いくことが必要である。 

特に、施設管理目標及び施設管理実施計画については、経年劣化事象を考慮した上で、少なくとも以

下の項目について最新の情報を収集して評価し、設備等の信頼性を向上させるよう検討する必要があ

る。その際には、点検等の計画段階において想定していた経年劣化の傾向との相違の有無等を全体的に

確認し、今後の点検等において想定すべき事項として経年劣化の傾向等を評価することが必要である。 

i. 施設管理目標の監視結果 

ii. 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

iii. トラブル等の経験その他の運転経験 

iv. 高経年化技術評価、安全性向上評価及び定期安全レビューの結果（該当する場合） 

v. 他の原子力施設のトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

vi. リスク情報及び科学的知見 

 

６．特別な施設管理実施計画（第１項第７号） 

○特別な施設管理実施計画が必要な場合 

発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合その他原子力施設の施設管理を行う観点から特別な状態

にある場合においては、特別な施設管理実施計画を定め、実施する必要がある。 

相当期間とは、おおむね１年以上とする。特別な状態にある場合とは、比較的広範な機器等に対し追

加的な点検等を実施する必要がある場合や設備全般に対する長期保管対策を実施する場合等とする。 

 

○特別な施設管理実施計画の内容 

特別な施設管理実施計画の内容としては、Ⅵ．３．及び４．の事項について、原子力施設の状態に応

じて、適切な時期に点検等を行うことを定める必要がある。 

特別な施設管理実施計画の始期及び期間は、原子力施設の状態に応じたものとして設定する必要があ

の点検等まで機能を維持することの評価が必要である。 

 

キ．施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価の結果を踏まえた処置（第４号ト） 

施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価で特定された問題点等の原因を除去し、さらに類似

の事象が発生しないよう施設管理に係る保安活動の方法、体制等を見直すとともに、改めて必要な措

置を実施する必要がある。特に、点検等の結果として、設計段階や点検等の計画段階において想定して

いた経年劣化の傾向との相違があった場合には、設計の見直し等まで遡って検討するなど、必要に応じ

て施設管理に係る保安活動全体に是正処置及び未然防止処置を検討し、対応を図る必要がある。 

 

ク．施設管理に関する記録（第４号チ） 

一連の施設管理に係る保安活動においては、要求事項との関連が明確となるように記録するととも

に、判断根拠等の客観的事実も含めて、可能な限り事後の検証が可能な形で適切性を示せるようトレー

サビリティを確保した記録を作成し、保存する必要がある。 

 

５．施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画の評価及び反映（第１項第５号及び第６号） 

施設管理方針及び施設管理目標の評価については、施設管理の全体の実施状況を踏まえて、管理体制等

の改善を検討する必要がある。 

施設管理実施計画の評価については、４．ア．の計画の期間ごとに施設管理に係る保安活動の実施状

況を評価し、その後の施設管理に係る保安活動がより効果的かつ適切に実施されるよう、計画を改善して

いくことが必要である。 

特に、施設管理目標及び施設管理実施計画については、経年劣化事象を考慮した上で、少なくとも以

下の項目について最新の情報を収集して評価し、設備等の信頼性を向上させるよう検討する必要があ

る。その際には、点検等の計画段階において想定していた経年劣化の傾向との相違の有無等を全体的に

確認し、今後の点検等において想定すべき事項として経年劣化の傾向等を評価することが必要である。 

i. 施設管理目標の監視結果 

ii. 保全データの推移及び経年劣化の長期的な傾向監視の実績 

iii. トラブル等の経験その他の運転経験 

iv. 高経年化技術評価、安全性向上評価及び定期安全レビューの結果（該当する場合） 

v. 他の原子力施設のトラブル及び経年劣化傾向に係るデータ 

vi. リスク情報及び科学的知見 

 

６．特別な施設管理実施計画（第１項第７号） 

○特別な施設管理実施計画が必要な場合 

発電用原子炉の運転を相当期間停止する場合その他原子力施設の施設管理を行う観点から特別な状態

にある場合においては、特別な施設管理実施計画を定め、実施する必要がある。 

相当期間とは、おおむね１年以上とする。特別な状態にある場合とは、比較的広範な機器等に対し追

加的な点検等を実施する必要がある場合や設備全般に対する長期保管対策を実施する場合等とする。 

 

○特別な施設管理実施計画の内容 

特別な施設管理実施計画の内容としては、Ⅵ．３．及び４．の事項について、原子力施設の状態に応

じて、適切な時期に点検等を行うことを定める必要がある。 

特別な施設管理実施計画の始期及び期間は、原子力施設の状態に応じたものとして設定する必要があ
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る。 

新たな施設管理実施計画の期間に移行する場合においては、それまでの点検等の適切性の評価を行っ

た上で、新たに計画した点検等の適切性の評価を行う必要がある。 

また、通常の管理とは異なることが想定されるため、当該計画の実施に係る体制、記録管理等につい

て検討し、定める必要がある。 

 

７．原子力施設の経年劣化に関する技術評価に基づく長期施設管理方針の反映（第２項） 

原子力施設の経年劣化に関する技術評価及び長期保守管理方針の策定と変更については、表５に記載

した文書を参考に行う必要があり、定めた長期施設管理方針をⅥ．２．に記載している施設管理方針に

反映することにより、施設管理における各種活動を一体として実施していく必要がある。 

 

使用者（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和32年政令第324号。以

下「令」という。）第41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）の施設管理の例について

参考に示す。 

 

VII. 設計想定事象等に係る保全に関する措置 

１．設計想定事象等への対応の計画及び実施（第１号） 

原子力事業者等は、事業許可等を受けるときにそれぞれの許可基準規則を踏まえて、原子力施設の各設

備の位置付け（設計基準対象施設、重大事故等対処施設等）に応じて、原子力施設の設計想定事象、重大

事故等又は大規模損壊（以下「設計想定事象等」という。）に関して各設備が機能を維持できる設計とし、

機能を維持するための措置を実施できるよう体制を構築しておくなどの対応が必要である。また、当該対

応の中には、当該機能を維持することによって異常の発生を防止するもののほか、異常の発生が他の機能

への影響を及ぼし事故等に拡大するなどを防ぐための対応、さらに事故等の発生に至った場合の対応な

ど、各段階で適切に対応することが求められる。 

 

２．設計想定事象等への対応体制の維持（第２号） 

１．の計画が実行可能な体制を維持するため、対応要員に対して適切な教育及び訓練を行う必要があ

る。特に重大事故等及び大規模損壊等に対する活動の体制のように施設の状態の維持に影響を与えるもの

については、それぞれ毎年１回以上、訓練を実施し、確実に実行できる体制を維持する必要がある。 

教育及び訓練の有効性については、品質マネジメントシステムに基づく評価及び改善において原子力事

業者等で確認し、及び向上させていくことが求められる。 

 

３．資機材の管理等（第３号及び第４号） 

対応に必要な資機材については、設備の機能維持と同様に、必要なときに使用可能な状態で配備し、及

び保管しておく必要がある。 

保管している資機材の機能維持については、施設管理の一環で管理することも考えられ、原子力事業者

等の管理の体制を踏まえて管理の方法を定めておく必要がある。 

その他、原子力規制委員会や周辺地方公共団体への連絡及び情報共有、敷地周辺での異常への対応な

ど、関連して対応する事項についてもあらかじめ準備していく必要がある。 

 

 

 

る。 

新たな施設管理実施計画の期間に移行する場合においては、それまでの点検等の適切性の評価を行っ

た上で、新たに計画した点検等の適切性の評価を行う必要がある。 

また、通常の管理とは異なることが想定されるため、当該計画の実施に係る体制、記録管理等につい

て検討し、定める必要がある。 

 

７．原子力施設の経年劣化に関する技術評価に基づく長期施設管理方針の反映（第２項） 

原子力施設の経年劣化に関する技術評価及び長期保守管理方針の策定と変更については、表５に記載

した文書を参考に行う必要があり、定めた長期施設管理方針をⅥ．２．に記載している施設管理方針に

反映することにより、施設管理における各種活動を一体として実施していく必要がある。 

 

使用者（核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令（昭和３２年政令第３２４

号。以下「令」という。）第４１条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）の施設管理の例

について参考に示す。 

 

VII. 設計想定事象等に係る保全に関する措置 

１．設計想定事象等への対応の計画及び実施（第１号） 

原子力事業者等は、事業許可等を受けるときにそれぞれの許可基準規則を踏まえて、原子力施設の各設

備の位置付け（設計基準対象施設、重大事故等対処施設等）に応じて、原子力施設の設計想定事象、重大

事故等又は大規模損壊（以下「設計想定事象等」という。）に関して各設備が機能を維持できる設計とし、

機能を維持するための措置を実施できるよう体制を構築しておくなどの対応が必要である。また、当該対

応の中には、当該機能を維持することによって異常の発生を防止するもののほか、異常の発生が他の機能

への影響を及ぼし事故等に拡大するなどを防ぐための対応、さらに事故等の発生に至った場合の対応な

ど、各段階で適切に対応することが求められる。 

 

２．設計想定事象等への対応体制の維持（第２号） 

１．の計画が実行可能な体制を維持するため、対応要員に対して適切な教育及び訓練を行う必要があ

る。特に重大事故等及び大規模損壊等に対する活動の体制のように施設の状態の維持に影響を与えるもの

については、それぞれ毎年１回以上、訓練を実施し、確実に実行できる体制を維持する必要がある。 

教育及び訓練の有効性については、品質マネジメントシステムに基づく評価及び改善において原子力事

業者等で確認し、及び向上させていくことが求められる。 

 

３．資機材の管理等（第３号及び第４号） 

対応に必要な資機材については、設備の機能維持と同様に、必要なときに使用可能な状態で配備し、及

び保管しておく必要がある。 

保管している資機材の機能維持については、施設管理の一環で管理することも考えられ、原子力事業者

等の管理の体制を踏まえて管理の方法を定めておく必要がある。 

その他、原子力規制委員会や周辺地方公共団体への連絡及び情報共有、敷地周辺での異常への対応な

ど、関連して対応する事項についてもあらかじめ準備していく必要がある。 
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VIII. 運転等の管理 

１．体制の整備（第１号から第５号まで） 

原子力施設の運転等は、施設設計で想定した方法で行うとともに、必要な知識を有する者に行わせるよ

う、力量管理や体制整備等の対応を必要に応じて実施する必要がある。 

 

２．運転又は操作における遵守事項（第６号以降） 

運転又は操作の開始時には、安全確保のために原子力施設の運転状態等を確認するとともに、設備等を

使用している状態においては設備等の作動状態や待機設備の周辺機器等の状態などの原子力施設の運転

状態等を確認する必要があり、発電用原子炉施設においては運転員の引継ぎ等も含めて確実に行う必要が

ある。 

特に、実用炉施設等においては、保安規定において運転上の制限を定め、定期的に又は必要に応じて設

備等の状態を確認することが必要である。これは、事故故障等が発生した際に機能すべき設備等が、所定

の状態を維持しているかどうかの確認であり、確認の方法としては、可能な限り対応すべき事故故障等が

発生した状態を模擬し、その際に必要な性能が発揮できることを確認するものである必要がある。 

これらの確認において必要な機能が確保されていることが確認できなかった場合には、原子力施設を安

全な状態に移行させる措置を講じる必要がある。そのほか、警報が発生した場合などにおいて、安全を確

保するために原子力施設の運転状態等を確認し、必要な対応を確実に行うことができるよう、対応措置を

事前に整理して、運転員等が実施できるようにしておく必要がある。 

また、運転又は操作を終了する場合にも、設備等が停止状態となり、停止中の体制に移行して問題ない

かどうかを確認する必要がある。 

 

 

 

IX. 運搬、貯蔵及び廃棄 

運搬や廃棄については、表１で記載している規則の条項では事業所内での活動を規定しているが、原子

力事業者等に対しては、法第 58条及び第 59条の規定に基づき、「核燃料物質等の工場又は事業所の外に

おける廃棄に関する規則（昭和 53年総理府令第 56号）」及び「核燃料物質等の工場又は事業所の外にお

ける運搬に関する規則（昭和 53年総理府令第 57号）」において事業所外での運搬、廃棄（放射性廃棄物

の輸入を含む。）に関する措置を求めており、これらの規則の条項で定めている措置の実施と、その実施

状況の確認を行う必要がある。そのうち、事業所外運搬における発送前確認としては、表６に示す事項が

含まれている必要がある。 

貯蔵又は運搬及び廃棄の過程における一時保管等においては、臨界防止、被ばく低減等の措置を確実に

するとともに、紛失、散逸等のないように適切に管理する必要がある。 

これらの活動についても、品質マネジメントシステムに基づき管理が必要であり、記録等の保管を含め

て対応する必要がある。 

また、放射性廃棄物の廃棄について、国際放射線防護委員会（ICRP）が 1977 年勧告で示した放射線防

護の基本的考え方を示す概念（ALARA：as low as reasonably achievable）の精神にのっとり、排気、排

水等を管理する必要がある。 

 

 

X. 定期的な評価 

原子力施設の安全性の向上のための評価に係る届出の制度が法律上規定されていない原子力事業者等

VIII. 運転等の管理 

１．体制の整備（第１号から第５号まで） 

原子力施設の運転等は、施設設計で想定した方法で行うとともに、必要な知識を有する者に行わせるよ

う、力量管理や体制整備等の対応を必要に応じて実施する必要がある。 

 

２．運転又は操作における遵守事項（第６号以降） 

運転又は操作の開始時には、安全確保のために原子力施設の運転状態等を確認するとともに、設備等を

使用している状態においては設備等の作動状態や待機設備の周辺機器等の状態などの原子力施設の運転

状態等を確認する必要があり、発電用原子炉施設においては運転員の引継ぎ等も含めて確実に行う必要が

ある。 

特に、実用炉施設等においては、保安規定において運転上の制限を定め、定期的に又は必要に応じて設

備等の状態を確認することが必要である。これは、事故故障等が発生した際に機能すべき設備等が、所定

の状態を維持しているかどうかの確認であり、確認の方法としては、可能な限り対応すべき事故故障等が

発生した状態を模擬し、その際に必要な性能が発揮できることを確認するものである必要がある。 

これらの確認において必要な機能が確保されていることが確認できなかった場合には、原子力施設を安

全な状態に移行させる措置を講じる必要がある。そのほか、警報が発生した場合などにおいて、安全を確

保するために原子力施設の運転状態等を確認し、必要な対応を確実に行うことができるよう、対応措置を

事前に整理して、運転員等が実施できるようにしておく必要がある。 

また、運転又は操作を終了する場合にも、設備等が停止状態となり、停止中の体制に移行して問題ない

かどうかを確認する必要がある。 

 

 

 

IX. 運搬、貯蔵及び廃棄 

運搬や廃棄については、表１で記載している規則の条項では事業所内での活動を規定しているが、原子

力事業者等に対しては、法第５８条及び第５９条の規定に基づき、「核燃料物質等の工場又は事業所の外

における廃棄に関する規則（昭和５３年総理府令第５６号）」及び「核燃料物質等の工場又は事業所の外

における運搬に関する規則（昭和５３年総理府令第５７号）」において事業所外での運搬、廃棄（放射性

廃棄物の輸入を含む。）に関する措置を求めており、これらの規則の条項で定めている措置の実施と、そ

の実施状況の確認を行う必要がある。そのうち、事業所外運搬における発送前確認としては、表６に示す

事項が含まれている必要がある。 

貯蔵又は運搬及び廃棄の過程における一時保管等においては、臨界防止、被ばく低減等の措置を確実に

するとともに、紛失、散逸等のないように適切に管理する必要がある。 

これらの活動についても、品質マネジメントシステムに基づき管理が必要であり、記録等の保管を含め

て対応する必要がある。 

また、放射性廃棄物の廃棄について、国際放射線防護委員会（ＩＣＲＰ）が１９７７年勧告で示した放

射線防護の基本的考え方を示す概念（ＡＬＡＲＡ：as low as reasonably achievable）の精神にのっと

り、排気、排水等を管理する必要がある。 

 

 

X. 定期的な評価 

原子力施設の安全性の向上のための評価に係る届出の制度が法律上規定されていない原子力事業者等
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については、経年劣化等を考慮し、原子力施設に関する保安のための措置の内容を定期的に評価し、改善

していくことを求められている。 

本評価については、日常的には品質マネジメントシステムに基づき保安活動の評価及び改善が行われて

いるべきものであり、品質マネジメントシステムに基づく仕組みの中での評価及び改善との関係を整理

し、体系的に実施していくことも可能である。 

 

表１ 原子力事業者等における事業者検査及び保安のための措置に係る事業等ごとの規則名一覧表

（規則名は付表） 

 加工 
試 験

炉 

船 舶

炉 

研 開

炉 

実 用

炉 
貯蔵 

再 処

理 

第一種

廃棄物

埋設 

第二種

廃棄物

埋設 

廃 棄

物 管

理 

核 燃

料 使

用 

核 原

料 使

用 

使用前事

業者検査

の実施 

第 ３

条 の

４ の

２ 

第 ３

の ２

の３ 

第 ８

条 の

３ 

第 14

条 の

２ 

第 14

条 の

２ 

第 ６

条 の

２ 

第 ４

条 の

２ 

第 17

条の２ 
－ 

第 ６

条 の

２ 

第 ２

条 の

２（使

用 前

検査） 

－ 

使用前事

業者検査

の記録 

第 ３

条 の

４ の

３ 

第 ３

条 の

２ の

４ 

第 ８

条 の

４ 

第 14

条 の

３ 

第 14

条 の

３ 

第 ６

条 の

３ 

第 ４

条 の

３ 

第 17

条の３ 
－ 

第 ６

条 の

３ 

第 ２

条 の

３ 

－ 

使用前事

業者検査

の表示 

第 ３

条 の

４ の

４ 

第 ３

条 の

２ の

５ 

第 ８

条 の

５ 

第 14

条 の

４ 

第 14

条 の

４ 

第 ６

条 の

４ 

第 ４

条 の

４ 

第 17

条の４ 
－ 

第 ６

条 の

４ 

－ － 

定期事業

者検査実

施時期 

第 ３

条 の

９ 

第 ３

条 の

８ 

第 13

条 

第 51

条 

第 55

条 

第 12

条 

第 ７

条 の

９ 

第 26

条 
－ 

第 12

条 
－ － 

定期事業

者検査の

実施 

第 ３

条 の

10 

第 ３

条 の

９ 

第 14

条 

第 52

条 

第 56

条 

第 13

条 

第 ７

条 の

10 

第 27

条 
－ 

第 13

条 
－ － 

定期事業

者検査の

記録 

第 ３

条 の

11 

第 ３

条 の

10 

第 14

条 の

２ 

第 53

条 

第 57

条 

第 14

条 

第 ７

条 の

11 

第 28

条 
－ 

第 14

条 
－ － 

定期事業

者検査の

報告 

第 ３

条 の

13 

第 ３

条 の

12 

第 14

条 の

４ 

第 55

条 

第 57

条 の

３ 

第 16

条 

第 ７

条 の

12 の

２ 

第 30

条 
－ 

第 16

条 
－ － 

施設の評

価 
－ － － － 

第 58

条 
－ － － － － － － 

品質マネ

ジメント

第 ７

条 の

第 ６

条 の

第 19

条 の

第 64

条 

第 69

条 

第 28

条 

第 ８

条 の

第 46

条 

第 13

条の３ 

第 26

条 の

第 ２

条 の
－ 

については、経年劣化等を考慮し、原子力施設に関する保安のための措置の内容を定期的に評価し、改善

していくことを求められている。 

本評価については、日常的には品質マネジメントシステムに基づき保安活動の評価及び改善が行われて

いるべきものであり、品質マネジメントシステムに基づく仕組みの中での評価及び改善との関係を整理

し、体系的に実施していくことも可能である。 

 

表１ 原子力事業者等における事業者検査及び保安のための措置に係る事業等ごとの規則名一覧表

（規則名は付表） 

 加工 
試 験

炉 

船 舶

炉 

研 開

炉 

実 用

炉 
貯蔵 

再 処

理 

第一種

廃棄物

埋設 

第二種

廃棄物

埋設 

廃 棄

物 管

理 

核 燃

料 使

用 

核 原

料 使

用 

使用前事

業者検査

の実施 

第 3

条 の

4 の

2 

第 3

の 2

の 3 

第 8

条 の

3 

第 14

条 の

2 

第 14

条 の

2 

第 6

条 の

2 

第 4

条 の

2 

第 17

条の 2 
－ 

第6条

の 2 

第2条

の 2

（ 使

用 前

検査） 

－ 

使用前事

業者検査

の記録 

第 3

条 の

4 の

3 

第 3

条 の

2 の

4 

第 8

条 の

4 

第 14

条 の

3 

第 14

条 の

3 

第 6

条 の

3 

第 4

条 の

3 

第 17

条の 3 
－ 

第6条

の 3 

第2条

の 3 
－ 

使用前事

業者検査

の表示 

第 3

条 の

4 の

4 

第 3

条 の

2 の

5 

第 8

条 の

5 

第 14

条 の

4 

第 14

条 の

4 

第 6

条 の

4 

第 4

条 の

4 

第 17

条の 4 
－ 

第6条

の 4 
－ － 

定期事業

者検査実

施時期 

第 3

条 の

9 

第 3

条 の

8 

第 13

条 

第 51

条 

第 55

条 

第 12

条 

第 7

条 の

9 

第 26

条 
－ 

第 12

条 
－ － 

定期事業

者検査の

実施 

第 3

条 の

10 

第 3

条 の

9 

第 14

条 

第 52

条 

第 56

条 

第 13

条 

第 7

条 の

10 

第 27

条 
－ 

第 13

条 
－ － 

定期事業

者検査の

記録 

第 3

条 の

11 

第 3

条 の

10 

第 14

条 の

2 

第 53

条 

第 57

条 

第 14

条 

第 7

条 の

11 

第 28

条 
－ 

第 14

条 
－ － 

定期事業

者検査の

報告 

第 3

条 の

13 

第 3

条 の

12 

第 14

条 の

4 

第 55

条 

第 57

条 の

3 

第 16

条 

第 7

条 の

12 の

2 

第 30

条 
－ 

第 16

条 
－ － 

施設の評

価 
－ － － － 

第 58

条 
－ － － － － － － 

品質マネ

ジメント

第 7

条 の

第 6

条 の

第 19

条 の

第 64

条 

第 69

条 

第 28

条 

第 8

条 の

第 46

条 

第 13

条の 3 

第 26

条の 3 

第2条

の 11
－ 
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システム ２ の

２ 

３ ２ ３ ３ 11 の

３ 

管理区域

への立入

制限等 

第 ７

条 の

２ の

９ 

第 ７

条 

第 20

条 

第 73

条 

第 78

条 

第 29

条 

第 ９

条 

第 53

条 

第 14

条 

第 27

条 

第 ２

条 の

11 の

４ 

第 ２

～ ４

号 

線量等に

関する措

置 

第 ７

条 の

３ 

第 ８

条 

第 21

条 

第 74

条 

第 79

条 

第 30

条 

第 10

条 

第 54

条 

第 15

条 

第 28

条 

第 ２

条 の

11 の

５ 

第 ５

号 

放射性物

質の汚染

状況等の

測定 

－ － － － － － － － － － 

第 ２

条 の

11 の

６ 

第 ６

～ ９

号 

施設管理 

第 ７

条 の

４ 

第 ９

条 

第 22

条 

第 76

条 

第 81

条 

第 31

条 

第 11

条 

第 55

条 

第 16

条 

第 29

条 

第 ２

条 の

11 の

７ 

－ 

経年劣化

に関する

技術的な

評価 

第 ７

条 の

４ の

２ 

第 ９

条 の

２ 

－ 
第 77

条 

第 82

条 

第 31

条 の

２ 

第 11

条 の

２ 

－ － 

第 29

条 の

２ 

－ － 

設計想定

事象等に

対する機

能の保全 

第 ７

条 の

４ の

３ 

第 10

条 

第 23

条 

第 78

条 

第 83

条 

第 32

条 

第 12

条 

第 58

条の２ 

第 17

条の２ 

第 30

条 

第 ２

条 の

11 の

８ 

－ 

運転・操

作・使用 

第 ７

条 の

５ 

第 11

条 

第 24

条 

第 82

条 

第 87

条 

第 33

条 

第 13

条 

第 59

条 
－ 

第 31

条 

第 ２

条 の

11 の

９ 

第１、

２、10

号 

工場又は

事業所で

の運搬 

第 ７

条 の

６ 

第 12

条 

第 25

条 

第 83

条 

第 88

条 

第 34

条 

第 14

条 

第 60

条 

第 18

条 

第 32

条 

第 ２

条 の

11 の

10 

第 12

号 

貯蔵 

第 ７

条 の

７ 

第 13

条 

第 26

条 

第 84

条 

第 89

条 
－ 

第 15

条 
－ － － 

第 ２

条 の

11 の

11 

第 13

号 

工場又は

事業所で

の廃棄 

第 ７

条 の

８ 

第 14

条 

第 27

条 

第 85

条 

第 90

条 

第 35

条 

第 16

条 

第 61

条 

第 19

条 

第 ３

３条 

第 ２

条 の

11 の

第 11

号、第

11 の

システム 2 の

2 

3 2 3 の 3 

管理区域

への立入

制限等 

第 7

条 の

2 の

9 

第 7

条 

第 20

条 

第 73

条 

第 78

条 

第 29

条 

第 9

条 

第 53

条 

第 14

条 

第 27

条 

第2条

の 11

の 4 

第 2～

4 号 

線量等に

関する措

置 

第 7

条 の

3 

第 8

条 

第 21

条 

第 74

条 

第 79

条 

第 30

条 

第 10

条 

第 54

条 

第 15

条 

第 28

条 

第2条

の 11

の 5 

第5号 

放射性物

質の汚染

状況等の

測定 

－ － － － － － － － － － 

第2条

の 11

の 6 

第 6～

9 号 

施設管理 

第 7

条 の

4 

第 9

条 

第 22

条 

第 76

条 

第 81

条 

第 31

条 

第 11

条 

第 55

条 

第 16

条 

第 29

条 

第2条

の 11

の 7 

－ 

経年劣化

に関する

技術的な

評価 

第 7

条 の

4 の

2 

第 9

条 の

2 

－ 
第 77

条 

第 82

条 

第 31

条 の

2 

第 11

条 の

2 

－ － 
第 29

条の 2 
－ － 

設計想定

事象等に

対する機

能の保全 

第 7

条 の

4 の

3 

第 10

条 

第 23

条 

第 78

条 

第 83

条 

第 32

条 

第 12

条 

第 58

条の 2 

第 17

条の 2 

第 30

条 

第2条

の 11

の 8 

－ 

運転・操

作・使用 

第 7

条 の

5 

第 11

条 

第 24

条 

第 82

条 

第 87

条 

第 33

条 

第 13

条 

第 59

条 
－ 

第 31

条 

第2条

の 11

の 9 

第 1、

2、10

号 

工場又は

事業所で

の運搬 

第 7

条 の

6 

第 12

条 

第 25

条 

第 83

条 

第 88

条 

第 34

条 

第 14

条 

第 60

条 

第 18

条 

第 32

条 

第2条

の 11

の 10 

第 12

号 

貯蔵 

第 7

条 の

7 

第 13

条 

第 26

条 

第 84

条 

第 89

条 
－ 

第 15

条 
－ － － 

第2条

の 11

の 11 

第 13

号 

工場又は

事業所で

の廃棄 

第 7

条 の

8 

第 14

条 

第 27

条 

第 85

条 

第 90

条 

第 35

条 

第 16

条 

第 61

条 

第 19

条 

第 33

条 

第2条

の 11

の 12 

第 11

号、第

11 の

2 

定期的な

評価（保

安活動） 

－ 

第 14

条 の

2 

－ － － 

第 35

条 の

2 

－ 
第 58

条 

第 19

条の 2 

第 33

条の 2 
－ － 

その他 － － － － － － － 第 71 第 4 条 － － － 
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12 ２ 

定期的な

評価（保

安活動） 

－ 

第 14

条 の

２ 

－ － － 

第 35

条 の

２ 

－ 
第 58

条 

第 19

条の２ 

第 ３

３ 条

の２ 

－ － 

その他 － － － － － － － 

第 71

条～第

77 条

（坑道

閉鎖） 

第４条

～第６

条（埋

設 施

設） 

第７条

～第８

条の２

（廃棄

体） 

－ － － 

 

 

表１付表 事業等ごとの規則名 

事業等 規則名 

加工 核燃料物質の加工の事業に関する規則 

試験炉 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 

船舶炉 
船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、

運転等に関する規則 

研開炉 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

実用炉 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

貯蔵 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

再処理 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 

第一種廃棄物埋設 
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設

の事業に関する規則 

第二種廃棄物埋設 
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設

の事業に関する規則 

廃棄物管理 
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業

に関する規則 

核燃料使用 核燃料物質の使用等に関する規則 

核原料使用 核原料物質の使用に関する規則 

 

 

表２ 原子力施設に係る技術基準の一覧表 

 原子力規制委員会規則 （参考）基準規則

の根拠法条文 

加工施設 加工施設の技術基準に関する規則 第 16条の４ 

条～第

77 条

（坑道

閉鎖） 

～第 6

条（埋

設 施

設） 

第 7 条

～第 8

条の 2

（廃棄

体） 

 

 

 

 

 

 

 

表１付表 事業等ごとの規則名 

事業等 規則名 

加工 核燃料物質の加工の事業に関する規則 

試験炉 試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則 

船舶炉 
船舶に設置する原子炉（研究開発段階にあるものを除く。）の設置、

運転等に関する規則 

研開炉 研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

実用炉 実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則 

貯蔵 使用済燃料の貯蔵の事業に関する規則 

再処理 使用済燃料の再処理の事業に関する規則 

第一種廃棄物埋設 
核燃料物質又は核燃料物質によって汚染された物の第一種廃棄物埋設

の事業に関する規則 

第二種廃棄物埋設 
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の第二種廃棄物埋設

の事業に関する規則 

廃棄物管理 
核燃料物質又は核燃料物質によつて汚染された物の廃棄物管理の事業

に関する規則 

核燃料使用 核燃料物質の使用等に関する規則 

核原料使用 核原料物質の使用に関する規則 

 

 

表２ 原子力施設に係る技術基準の一覧表 

 原子力規制委員会規則 （参考）基準規則

の根拠法条文 

加工施設 加工施設の技術基準に関する規則 第 16条の 4 
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試験研究用等原子炉施設 
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関す

る規則 
第 28条の２ 

研究開発段階原子炉に係る発電

用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則 
第 43条の３の 14 

実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉施設 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則 
第 43条の３の 14 

使用済燃料貯蔵施設 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第 43条の 10 

再処理施設 再処理施設の技術基準に関する規則 第 46条の２ 

特定第一種廃棄物埋設施設、特

定廃棄物管理施設 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施

設の技術基準に関する規則 
第 51条の９ 

使用施設等 
使用施設等の技術基準に関する規則 第 55条の２第２

項第２号 

 

表３ 経年劣化事象の時間経過に伴う特性変化に対応した傾向監視としての基本的要求事項 

経年劣化事象 運転初期から継続的に実施する傾
向監視※１ 

10

年

ご

と

の

評

価

の

要

否 

30年以降に実施する傾向監視※１ 

中性子照射脆化 原子炉圧力容器の脆化予測に基づ

いて、原子炉圧力容器の監視試験

を行い、当該容器の中性子照射脆

化の傾向を監視することが必要。 

（技術基準※２第 14 条第２項及び

第 22条） 

必

要 

同左 

ただし、中性子照射脆化の進行は運転

期間とともに鈍化すると考えられてい

るが、30年以降の高照射量領域では新

たな脆化機構によって脆化が進む可能

性があるとの研究結果もあることか

ら、プラントの長期健全性に関する予

測を行い、脆化傾向を監視することが

必要。 

照射誘起型応力腐食

割れ（IASCC） 

IASCC については､PWR は約 5×

1024n/m2（>1MeV）のしきい値、PWR

は約 1×1025n/m2（>0.1MeV）のしき

い値を超えないと発生する可能性

は小さいと考えられているもの

の、照射量の累積量の累積傾向を

監視することが必要。 

（技術基準第 18条、第 56条等） 

必

要 

同左 

ただし、中性子照射量がしきい値を超

えると機能維持に影響がない程度の損

傷が発生している可能性が高い部位

（例：バッフルフォーマボルト）が発生

することから、IASCC発生の可能性が高

い部位については、プラントの長期供

用を念頭に置いた予測に基づき照射量

の累積傾向を監視することが必要。 

低サイクル疲労 重要な機器等及び構造物（例えば、

PWRでは原子炉容器、蒸気発生器及

び加圧器、BWR では原子炉圧力容

器）について、低サイクル疲労に影

響を与える運転過渡実績を監視す

ることにより、高温水環境の影響

を加味した疲れの累積傾向を監視

することが必要。 

必

要 

同左 

ただし、時間経過に伴い疲労損傷が蓄

積されて疲れ累積係数が増大し、疲労

亀裂が発生する可能性は大きくなるこ

とが考えられることから、プラントの

長期供用を念頭に置いて、左記の重要

な機器等及び構造物に加え工事計画の

認可における評価対象範囲について、

試験研究用等原子炉施設 
試験研究の用に供する原子炉等の技術基準に関す

る規則 
第 28条の 2 

研究開発段階原子炉に係る発電

用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則 
第 43条の 3の 14 

実用発電用原子炉に係る発電用

原子炉施設 

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に

関する規則 
第 43条の 3の 14 

使用済燃料貯蔵施設 使用済燃料貯蔵施設の技術基準に関する規則 第 43条の 10 

再処理施設 再処理施設の技術基準に関する規則 第 46条の 2 

特定第一種廃棄物埋設施設、特

定廃棄物管理施設 

特定第一種廃棄物埋設施設又は特定廃棄物管理施

設の技術基準に関する規則 
第 51条の 9 

使用施設等 
使用施設等の技術基準に関する規則 第 55条の 2第 2

項第 2号 

 

表３ 経年劣化事象の時間経過に伴う特性変化に対応した傾向監視としての基本的要求事項 

経年劣化事象 運転初期から継続的に実施する傾
向監視※１ 

１

０

年

ご

と

の

評

価

の

要

否 

３０年以降に実施する傾向監視※１ 

中性子照射脆化 原子炉圧力容器の脆化予測に基づ

いて、原子炉圧力容器の監視試験

を行い、当該容器の中性子照射脆

化の傾向を監視することが必要。 

（技術基準※２第１４条第２項及び

第２２条） 

必

要 

同左 

ただし、中性子照射脆化の進行は運転

期間とともに鈍化すると考えられてい

るが、30年以降の高照射量領域では新

たな脆化機構によって脆化が進む可能

性があるとの研究結果もあることか

ら、プラントの長期健全性に関する予

測を行い、脆化傾向を監視することが

必要。 

照射誘起型応力腐食

割れ（IASCC） 

IASCC については､PWR は約 5×

1024n/m2（>1MeV）のしきい値、PWR

は約 1×1025n/m2（>0.1MeV）のし

きい値を超えないと発生する可能

性は小さいと考えられているもの

の、照射量の累積量の累積傾向を

監視することが必要。 

（技術基準第１８条、第５６条等） 

必

要 

同左 

ただし、中性子照射量がしきい値を超

えると機能維持に影響がない程度の損

傷が発生している可能性が高い部位

（例：バッフルフォーマボルト）が発生

することから、IASCC発生の可能性が高

い部位については、プラントの長期供

用を念頭に置いた予測に基づき照射量

の累積傾向を監視することが必要。 

低サイクル疲労 重要な機器等及び構造物（例えば、

PWRでは原子炉容器、蒸気発生器及

び加圧器、BWR では原子炉圧力容

器）について、低サイクル疲労に影

響を与える運転過渡実績を監視す

ることにより、高温水環境の影響

を加味した疲れの累積傾向を監視

必

要 

同左 

ただし、時間経過に伴い疲労損傷が蓄

積されて疲れ累積係数が増大し、疲労

亀裂が発生する可能性は大きくなるこ

とが考えられることから、プラントの

長期供用を念頭に置いて、左記の重要

な機器等及び構造物に加え工事計画の
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（技術基準第 18条、第 56条等） 運転過渡実績を基にした過渡の予測に

基づき、高温水環境の影響を加味した

疲れの累積傾向を監視することが必

要。 

電気・計装設備の絶

縁低下 

－ 

（技術基準第 14条第２項等） 

不

要 

事故時環境内において機能維持要求が

あるケーブルを含む電気・計装設備は、

通常運転中の熱や放射線によって経年

的に劣化が進展し、この状態で事故時

環境内において高温水蒸気と高放射線

に晒されると急激な絶縁低下を引き起

こすことが考えられることから、プラ

ントの長期供用を念頭に置いて、予測

に基づき絶縁性能の低下傾向を監視す

ることが必要。 

配管減肉 実機の減肉データの分析等による

と、配管減肉は原子力施設の運転

開始から徐々に進展することか

ら、配管の肉厚測定結果等の減肉

データに基づいて、配管の減肉傾

向を監視することが必要。（技術基

準第 17条及び第 55条） 

不

要 

同左 

熱時効 － 

（技術基準第 18条及び第 56条等） 

不

要 

２層ステンレス鋼の熱時効による脆化

は時間依存型の事象であることから、

プラントの長期供用を念頭に置いて、

予測に基づく脆化傾向を監視すること

が必要。 

コンクリートの強度

低下及び遮蔽能力低

下 

アルカリ骨材反応については、コ

ンクリート中の反応性骨材等を因

子として反応が経年的に進行する

可能性があることから、反応の進

行傾向を監視することが必要。 

（技術基準第５条、第 17 条第 13

号、第 42条等） 

不

要 

プラントの長期供用を念頭に置いて、

破壊試験及び非破壊試験によるコンク

リートの強度低下、中性化及び塩分浸

透等の劣化要因を加味した予測に基づ

き劣化傾向を監視することが必要。 

耐震安全性 重要な機器等及び構造物につい

て、経年劣化を想定した耐震安全

性評価が必要。 

（技術基準第５条） 

必

要 

同左 

ただし、プラントの長期供用を念頭に

置いて、高経年化技術評価の結果に基

づく現状保全に追加し管理すべき経年

劣化事象を加味した、耐震安全性評価

が必要。 

することが必要。 

（技術基準第１８条、第５６条等） 

認可における評価対象範囲について、

運転過渡実績を基にした過渡の予測に

基づき、高温水環境の影響を加味した

疲れの累積傾向を監視することが必

要。 

電気・計装設備の絶

縁低下 

－ 

（技術基準第１４条第２項等） 

不

要 

事故時環境内において機能維持要求が

あるケーブルを含む電気・計装設備は、

通常運転中の熱や放射線によって経年

的に劣化が進展し、この状態で事故時

環境内において高温水蒸気と高放射線

に晒されると急激な絶縁低下を引き起

こすことが考えられることから、プラ

ントの長期供用を念頭に置いて、予測

に基づき絶縁性能の低下傾向を監視す

ることが必要。 

配管減肉 実機の減肉データの分析等による

と、配管減肉は原子力施設の運転

開始から徐々に進展することか

ら、配管の肉厚測定結果等の減肉

データに基づいて、配管の減肉傾

向を監視することが必要。（技術基

準第１７条及び第５５条） 

不

要 

同左 

熱時効 － 

（技術基準第１８条及び第５６条

等） 

不

要 

2 層ステンレス鋼の熱時効による脆化

は時間依存型の事象であることから、

プラントの長期供用を念頭に置いて、

予測に基づく脆化傾向を監視すること

が必要。 

コンクリートの強度

低下及び遮蔽能力低

下 

アルカリ骨材反応については、コ

ンクリート中の反応性骨材等を因

子として反応が経年的に進行する

可能性があることから、反応の進

行傾向を監視することが必要。 

（技術基準第５条、第１７条第１

３号、第４２条等） 

不

要 

プラントの長期供用を念頭に置いて、

破壊試験及び非破壊試験によるコンク

リートの強度低下、中性化及び塩分浸

透等の劣化要因を加味した予測に基づ

き劣化傾向を監視することが必要。 

耐震安全性 重要な機器等及び構造物につい

て、経年劣化を想定した耐震安全

性評価が必要。 

（技術基準第５条） 

必

要 

同左 

ただし、プラントの長期供用を念頭に

置いて、高経年化技術評価の結果に基

づく現状保全に追加し管理すべき経年

劣化事象を加味した、耐震安全性評価

が必要。 
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その他

事象の

例※３ 

ア ブ レ ッ

シブ摩耗、

凝着摩耗、

腐食摩耗、

疲労摩耗、

キ ャ ビ テ

ーション、

孔食、すき

間腐食、選

択腐食、微

生物腐食、

露点腐食、

変形・デン

テ ィ ン グ

剥離（盛金

剥 離 及 び

ラ イ ニ ン

グ剥離） 

定期的な分解点検時の目視検査等

により経年劣化状況を確認し、ス

ケッチ等の記録に基づき傾向を監

視することが必要。 

（技術基準第 19条又は各設備の機

能要求に係る技術基準各条） 

不

要 

同左 

全面腐食 定期的な点検及び分解点検時の目

視検査等により腐食状況を確認

し、スケッチ等の記録に基づき傾

向を監視することが必要。 

（技術基準第 17 条及び第 55 条又

は各設備の機能要求に係る技術基

準各条） 

不

要 

同左 

ア ン モ ニ

ア ア タ ッ

ク；（銅合

金） 

定期的な分解点検時の渦流探傷試

験等による定量的な減肉傾向を監

視することが必要。 

（技術基準第 17 条及び第 55 条又

は各設備の機能要求に係る技術基

準各条） 

不

要 

同左 

高 サ イ ク

ル熱疲労 

機器等及び配管の温度ゆらぎ並び

に熱成層化の傾向を監視すること

が必要。 

（技術基準第 19条又は各設備の機

能要求に係る技術基準各条） 

不

要 

同左 

その他

事象の

例※３ 

フ レ ッ テ

ィ ン グ 疲

労 

定期的な分解点検時の渦流探傷試

験等による減肉、亀裂の検出及び

目視検査等により劣化状況等を確

認し、スケッチ等の記録に基づき

傾向を監視することが必要。 

（技術基準第 17 条、第 55 条、第

19 条又は各設備の機能要求に係る

技術基準各条） 

不

要 

同左 

ク リ ー プ

破壊、クリ

ープ脆化、

ク リ ー プ

疲労 

非常用ディーゼル発電機等の限ら

れた機器等の部位に想定される

が、分解点検時の目視検査等によ

り、亀裂及び変形の有無の確認と

ともに、スケッチ等の記録に基づ

き傾向を監視することが必要。（技

術基準第 48条第１項等） 

不

要 

同左 

※１ この表における「傾向監視」は、点検等による劣化傾向監視に加えて、実施時期を定めた評価による

傾向監視を含む。 

※２ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成 25 年原子力規制委員会第６

号。この表において同じ。） 

その他

事象の

例※３ 

ア ブ レ ッ

シブ摩耗、

凝着摩耗、

腐食摩耗、

疲労摩耗、

キ ャ ビ テ

ーション、

孔食、すき

間腐食、選

択腐食、微

生物腐食、

露点腐食、

変形・デン

テ ィ ン グ

剥離（盛金

剥 離 及 び

ラ イ ニ ン

グ剥離） 

定期的な分解点検時の目視検査等

により経年劣化状況を確認し、ス

ケッチ等の記録に基づき傾向を監

視することが必要。 

（技術基準第１９条又は各設備の

機能要求に係る技術基準各条） 

不

要 

同左 

全面腐食 定期的な点検及び分解点検時の目

視検査等により腐食状況を確認

し、スケッチ等の記録に基づき傾

向を監視することが必要。 

（技術基準第１７条及び第５５条

又は各設備の機能要求に係る技術

基準各条） 

不

要 

同左 

ア ン モ ニ

ア ア タ ッ

ク；（銅合

金） 

定期的な分解点検時の渦流探傷試

験等による定量的な減肉傾向を監

視することが必要。 

（技術基準第１７条及び第５５条

又は各設備の機能要求に係る技術

基準各条） 

不

要 

同左 

高 サ イ ク

ル熱疲労 

機器等及び配管の温度ゆらぎ並び

に熱成層化の傾向を監視すること

が必要。 

（技術基準第１９条又は各設備の

機能要求に係る技術基準各条） 

不

要 

同左 

その他

事象の

例※３ 

フ レ ッ テ

ィ ン グ 疲

労 

定期的な分解点検時の渦流探傷試

験等による減肉、亀裂の検出及び

目視検査等により劣化状況等を確

認し、スケッチ等の記録に基づき

傾向を監視することが必要。 

（技術基準第１７条、第５５条、第

１９条又は各設備の機能要求に係

る技術基準各条） 

不

要 

同左 

ク リ ー プ

破壊、クリ

ープ脆化、

ク リ ー プ

疲労 

非常用ディーゼル発電機等の限ら

れた機器等の部位に想定される

が、分解点検時の目視検査等によ

り、亀裂及び変形の有無の確認と

ともに、スケッチ等の記録に基づ

き傾向を監視することが必要。（技

術基準第４８条第１項等） 

不

要 

同左 

※１ この表における「傾向監視」は、点検等による劣化傾向監視に加えて、実施時期を定めた評価による

傾向監視を含む。 

※２ 「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」（平成２５年原子力規制委員会第６

号。この表において同じ。） 
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※３ 発電用原子炉施設において想定不要な以下の経年劣化事象を除く。 

高温酸化、硫化、浸炭、窒化、ハロゲン化、油灰腐食、溶融塩腐食、溶融金属接触脆化、硫化物腐食、

σ相脆化、焼き戻し脆化、ひずみ時効、青熱脆化、水素浸食、ラチェッティング等 

 

 

表４－１ 検査（使用前事業者検査及び定期事業者検査）の方法の例 

実用炉施設の検査の方法の例を示す。 

使用前事業

者検査 
定期事業者検査 

検査の方法 

検査項目 検査方法 

① 

構造、強度及

び漏えいを

確認するた

めに十分な

方法 

 

材料検査 

機器等に使用される材料が、設工認を受けた

設計仕様及び技術基準に適合するものである

ことを確認する。 

寸法検査 
機器等の主要寸法が、設工認を受けた許容寸

法値内であることを確認する。 

原子炉格納施設が直

接設置される基盤の

状態を確認する検査 

原子炉格納施設の基礎基盤の状態が、設置許

可時又は設工認時に判断された支持力並びに

滑り及び沈下に対する安全性を有するもので

あることを確認する。 

蒸気タービン等の一

般事項（仕様、基礎の

状態）を確認する検

査 

蒸気タービン本体、湿分分離器、復水器等が

設工認に記載された設計仕様及び技術基準に

適合するものであることを確認する。 

また、蒸気タービンの基礎が、設工認どおり

であることを確認する。 

建物・構築物の構造

を確認する検査 

建物、構造物の型枠及び鉄筋の組立精度等、

コンクリートの打上がり精度並びに鉄骨の建

方精度が、設工認等に記載された許容差内に収

まっていることを確認する。 

① 

開放、分解、非破

壊検査その他の

各部の損傷、変

形、摩耗及び異常

の発生状況を確

認するために十

分な方法 

分解検査及び開放検

査 

機器等を分解、開放した状態で亀裂、変形、

摩耗等の有無を目視等により確認する。 

外観検査 

機器等（支持構造物を含む。）の組立・据付

け位置、仕上がり状態、分解・開放しない状態

での漏えい又はその形跡、亀裂、変形等の異常

の有無を目視等により確認する。 

非破壊検査 

放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷

試験、浸透探傷試験、渦流探傷試験、目視試験

等により、機器等の内外表面及び内部欠陥の有

無等を確認する。 

漏えい（率）検査 

系統及び機器等の組立、据付又は点検完了

後、所定の圧力において耐圧試験等を行い、こ

れに耐え、著しい漏えいの有無又は漏えい率※

１を確認する。 

② 

機能及び性

能を確認す

② 

試運転その他の

機能及び作動の

特性検査 

電気設備及び計測制御設備について絶縁抵

抗測定※２、校正及び設定値確認検査等を行い、

機器等の特性を確認する。 

※３ 発電用原子炉施設において想定不要な以下の経年劣化事象を除く。 

高温酸化、硫化、浸炭、窒化、ハロゲン化、油灰腐食、溶融塩腐食、溶融金属接触脆化、硫化物腐食、

σ相脆化、焼き戻し脆化、ひずみ時効、青熱脆化、水素浸食、ラチェッティング等 

 

 

表４－１ 検査（使用前事業者検査及び定期事業者検査）の方法の例 

実用炉施設の検査の方法の例を示す。 

使用前事業

者検査 
定期事業者検査 

検査の方法 

検査項目 検査方法 

① 

構造、強度及

び漏えいを

確認するた

めに十分な

方法 

 

材料検査 

機器等に使用される材料が、設工認を受けた

設計仕様及び技術基準に適合するものである

ことを確認する。 

寸法検査 
機器等の主要寸法が、設工認を受けた許容寸

法値内であることを確認する。 

原子炉格納施設が直

接設置される基盤の

状態を確認する検査 

原子炉格納施設の基礎基盤の状態が、設置許

可時又は設工認時に判断された支持力並びに

滑り及び沈下に対する安全性を有するもので

あることを確認する。 

蒸気タービン等の一

般事項（仕様、基礎の

状態）を確認する検

査 

蒸気タービン本体、湿分分離器、復水器等が

設工認に記載された設計仕様及び技術基準に

適合するものであることを確認する。 

また、蒸気タービンの基礎が、設工認どおり

であることを確認する。 

建物・構築物の構造

を確認する検査 

建物、構造物の型枠及び鉄筋の組立精度等、

コンクリートの打上がり精度並びに鉄骨の建

方精度が、設工認等に記載された許容差内に収

まっていることを確認する。 

① 

開放、分解、非破

壊検査その他の

各部の損傷、変

形、摩耗及び異常

の発生状況を確

認するために十

分な方法 

分解検査及び開放検

査 

機器等を分解、開放した状態で亀裂、変形、

摩耗等の有無を目視等により確認する。 

外観検査 

機器等（支持構造物を含む。）の組立・据付

け位置、仕上がり状態、分解・開放しない状態

での漏えい又はその形跡、亀裂、変形等の異常

の有無を目視等により確認する。 

非破壊検査 

放射線透過試験、超音波探傷試験、磁粉探傷

試験、浸透探傷試験、渦流探傷試験、目視試験

等により、機器等の内外表面及び内部欠陥の有

無等を確認する。 

漏えい（率）検査 

系統及び機器等の組立、据付又は点検完了

後、所定の圧力において耐圧試験等を行い、こ

れに耐え、著しい漏えいの有無又は漏えい率※

１を確認する。 

② 

機能及び性

能を確認す

② 

試運転その他の

機能及び作動の

特性検査 

電気設備及び計測制御設備について絶縁抵

抗測定※２、校正及び設定値確認検査等を行い、

機器等の特性を確認する。 
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るために十

分な方法 

状況を確認する

ために十分な方

法 機能・性能検査 

系統及び機器等の組立、据付又は点検完了

後、作動試験、試運転及びインターロック試験

等を行い、機器等単体又は系統の機能・性能等

を確認する。 

総合性能検査 

各設備の組立、据付け又は点検完了後に、定

格出力近傍で発電用原子炉施設の運転を行い、

各発電用原子炉施設の運転状態が正常である

こと及び各種パラメータが妥当な値であるこ

とを確認する。 

③ 

その他設置

又は変更の

工事が設計

及び工事の

計画に従っ

て行われた

ものである

ことを確認

するために

十分な方法 

 

基本設計方針に係る

検査 

機器等が設工認に記載された工事の方法及

び基本設計方針に従って据付けられ、機能及び

性能を有していることを確認する。 

品質マネジメントシ

ステムに係る検査 

原子力事業者等が設工認に記載された工事

の方法及び品質マネジメントシステムに従っ

て、設計情報を工事に引き継ぎ、工事の実施体

制が確保されていることを確認する。 

（注１）この表の検査の方法は実用炉施設の使用前事業者検査又は定期事業者検査の方法の一例を示すも

のであり、検査の方法を決定する際には、技術基準に定める事項を把握し、当該基準に適合しているこ

とが判断できる十分な方法を定める必要がある。 

※１ 漏えい率の確認には、「②試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法」を兼ね

るものがある。 

※２ 絶縁抵抗測定には、「①開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状

況を確認するために十分な方法」を兼ねるものがある。 

 

表４－２ 検査（溶接に係る使用前事業者検査）の方法の例 

実用炉施設の検査の方法の例を示す。 

使 用 前

事 業 者

検査 

検査の方法 

検査項目 

検査方法 
溶接施工法に関

する検査 

溶接士の技能に

関する検査 

溶接施工した構

造物に対する検

査 

① 

構造、強

度 及 び

漏 え い

を 確 認

す る た

め に 十

分 な 方

法 

溶接施工法の内

容確認 

※試験開始前に

確認する。 

溶接士の試験内

容の確認 

※試験開始前に

確認する。 

 試験内容が技術基準に適合する方

法であることを確認する。 

材料確認 

※開先確認の前に確認する。ただし、試験材を切断する場

合は切断する前に確認する。 

材料の種類、寸法、化学的成分及

び機械的性質が設工認等に記載し

た設計仕様及び技術基準に適合す

るものであることを材料表示及び

証明書により確認する。 

開先確認 試験材の取付け方法、溶接部の開

るために十

分な方法 

状況を確認する

ために十分な方

法 機能・性能検査 

系統及び機器等の組立、据付又は点検完了

後、作動試験、試運転及びインターロック試験

等を行い、機器等単体又は系統の機能・性能等

を確認する。 

総合性能検査 

各設備の組立、据付け又は点検完了後に、定

格出力近傍で発電用原子炉施設の運転を行い、

各発電用原子炉施設の運転状態が正常である

こと及び各種パラメータが妥当な値であるこ

とを確認する。 

③ 

その他設置

又は変更の

工事が設計

及び工事の

計画に従っ

て行われた

ものである

ことを確認

するために

十分な方法 

 

基本設計方針に係る

検査 

機器等が設工認に記載された工事の方法及

び基本設計方針に従って据付けられ、機能及び

性能を有していることを確認する。 

品質マネジメントシ

ステムに係る検査 

原子力事業者等が設工認に記載された工事

の方法及び品質マネジメントシステムに従っ

て、設計情報を工事に引き継ぎ、工事の実施体

制が確保されていることを確認する。 

（注１）この表の検査の方法は実用炉施設の使用前事業者検査又は定期事業者検査の方法の一例を示すも

のであり、検査の方法を決定する際には、技術基準に定める事項を把握し、当該基準に適合しているこ

とが判断できる十分な方法を定める必要がある。 

※１ 漏えい率の確認には、「②試運転その他の機能及び作動の状況を確認するために十分な方法」を兼ね

るものがある。 

※２ 絶縁抵抗測定には、「①開放、分解、非破壊検査その他の各部の損傷、変形、摩耗及び異常の発生状

況を確認するために十分な方法」を兼ねるものがある。 

 

表４－２ 検査（溶接に係る使用前事業者検査）の方法の例 

実用炉施設の検査の方法の例を示す。 

使 用 前

事 業 者

検査 

検査の方法 

検査項目 

検査方法 
溶接施工法に関

する検査 

溶接士の技能に

関する検査 

溶接施工した構

造物に対する検

査 

① 

構造、強

度 及 び

漏 え い

を 確 認

す る た

め に 十

分 な 方

法 

溶接施工法の内

容確認 

※試験開始前に

確認する。 

溶接士の試験内

容の確認 

※試験開始前に

確認する。 

 試験内容が技術基準に適合する方

法であることを確認する。 

材料確認 

※開先確認の前に確認する。ただし、試験材を切断する場

合は切断する前に確認する。 

材料の種類、寸法、化学的成分及

び機械的性質が設工認等に記載し

た設計仕様及び技術基準に適合す

るものであることを材料表示及び

証明書により確認する。 

開先確認 試験材の取付け方法、溶接部の開
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※溶接を開始する前に確認する。 先の形状、寸法、表面状態、継手

面の食い違い、ウェルドインサー

ト、裏当て金の種類及び取付け状

況等が、設計寸法、技術基準に適

合したものであり、健全な溶接が

施工できることを確認する。 

溶接作業中及び溶接設備確認 

※溶接施工法又は溶接士の技能試験の場合は溶接開始前

及び溶接中に確認し、溶接構造物の場合は耐圧検査を実

施する前までに確認する。 

溶接施工法、溶接を行う者の資格、

溶接設備、溶接条件等が技術基準

に適合し、計画どおりに実施され

ていることを確認する。 

溶接後熱処理確

認 

※溶接終了後、機

械試験開始前に

確認する。 

 溶接後熱処理確

認 

※溶接終了後、耐

圧試験実施前ま

でに確認する。 

溶接後熱処理の方法、溶接後熱処

理設備の種類及び容量等が、技術

基準及び施工計画に適合している

ことを確認する。 

浸透探傷試験確認 

※クラッド溶接部及び管と管板の取

付け溶接部：試験板を切断する前に確

認する。 

非破壊試験確認 

※耐圧試験を実

施する前までに

確認する。 

溶接部に行う非破壊試験の試験方

法及びその結果が技術基準に適合

するものであることを確認する。

非破壊試験実施者が客観性を有す

る認定試験に合格していることが

必要である。 

機械試験確認 

※溶接施工終了後に確認する。ただし、溶接後熱処理が必

要なものについては、溶接後熱処理終了後に確認する。溶

接構造物の場合、耐圧試験を実施する前までに確認する。 

試験の方法（試験種類並びに試験

片の数、採取位置及び形状）及び

試験結果が技術基準に適合するも

のであることを確認する。 

断面検査確認 

※管と管板の取付け溶接部：溶接施工

終了後に確認する。 

 溶接部の断面を確認する方法及び

その結果が技術基準に適合するも

のであることを確認する。 

外観確認 

※溶接終了後に確認する。 

耐圧試験確認 

※材料確認から

機械試験確認ま

での全ての検査

が終了した後に

確認する。 

外観確認 

※耐圧試験と同

時期か全ての検

査が終了した後

に確認する。ただ

し、最後では確認

が困難な場合は、

耐圧試験の方法（規定圧力での試

験方法及び規定圧力で試験を行う

ことが困難な場合の代替試験方

法）が技術基準に適合しているこ

とを確認する。 

最終の仕上がり状況（溶接部の形

状、外観及び寸法）について、技

術基準、設計、検査計画等に適合

することを確認する。 

※溶接を開始する前に確認する。 先の形状、寸法、表面状態、継手

面の食い違い、ウェルドインサー

ト、裏当て金の種類及び取付け状

況等が、設計寸法、技術基準に適

合したものであり、健全な溶接が

施工できることを確認する。 

溶接作業中及び溶接設備確認 

※溶接施工法又は溶接士の技能試験の場合は溶接開始前

及び溶接中に確認し、溶接構造物の場合は耐圧検査を実

施する前までに確認する。 

溶接施工法、溶接を行う者の資格、

溶接設備、溶接条件等が技術基準

に適合し、計画どおりに実施され

ていることを確認する。 

溶接後熱処理確

認 

※溶接終了後、機

械試験開始前に

確認する。 

 溶接後熱処理確

認 

※溶接終了後、耐

圧試験実施前ま

でに確認する。 

溶接後熱処理の方法、溶接後熱処

理設備の種類及び容量等が、技術

基準及び施工計画に適合している

ことを確認する。 

浸透探傷試験確認 

※クラッド溶接部及び管と管板の取

付け溶接部：試験板を切断する前に確

認する。 

非破壊試験確認 

※耐圧試験を実

施する前までに

確認する。 

溶接部に行う非破壊試験の試験方

法及びその結果が技術基準に適合

するものであることを確認する。

非破壊試験実施者が客観性を有す

る認定試験に合格していることが

必要である。 

機械試験確認 

※溶接施工終了後に確認する。ただし、溶接後熱処理が必

要なものについては、溶接後熱処理終了後に確認する。溶

接構造物の場合、耐圧試験を実施する前までに確認する。 

試験の方法（試験種類並びに試験

片の数、採取位置及び形状）及び

試験結果が技術基準に適合するも

のであることを確認する。 

断面検査確認 

※管と管板の取付け溶接部：溶接施工

終了後に確認する。 

 溶接部の断面を確認する方法及び

その結果が技術基準に適合するも

のであることを確認する。 

外観確認 

※溶接終了後に確認する。 

耐圧試験確認 

※材料確認から

機械試験確認ま

での全ての検査

が終了した後に

確認する。 

外観確認 

※耐圧試験と同

時期か全ての検

査が終了した後

に確認する。ただ

し、最後では確認

が困難な場合は、

耐圧試験の方法（規定圧力での試

験方法及び規定圧力で試験を行う

ことが困難な場合の代替試験方

法）が技術基準に適合しているこ

とを確認する。 

最終の仕上がり状況（溶接部の形

状、外観及び寸法）について、技

術基準、設計、検査計画等に適合

することを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-155-



31 

 

事前に行っても

よい。 

終了確認 以上の全ての工程が終了し、当該

工程が設工認及び技術基準に適合

していることを確認する。 

（注１）補助ボイラー及び補助ボイラーの附属設備に係る溶接に係る使用前事業者検査の工程、方法及び該

当規定：補助ボイラーにあっては、「電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査（火力設備）の解釈」

（平成 24年９月 19日付け 20120919商局第 71号）別表２に規定するボイラー等及び補助ボイラーの

附属設備にあっては、同表に規定する熱交換器等に準ずること。 

（注２）溶接に係る使用前事業者検査についても、第３号に規定する方法の検査は表４－１に記載した検査

の方法により行うこと。 

（注３）この表の検査の方法は実用炉施設の溶接に係る使用前事業者検査の方法の一例を示すものであり、

検査の方法を決定する際には、技術基準に定める事項を把握し、当該基準に適合していることが判断で

きる十分な方法を定める必要がある。 

※：溶接に係る使用前事業者検査においては、原則、あらかじめ確認すべき事項と溶接施工した構造物に対

する検査に区分し、設計及び工事の計画及び技術基準に基づき以下の事項及び工程ごとの検査を実施す

る必要がある。 

（１）あらかじめ確認すべき事項に対する溶接に係る使用前事業者検査 

①次のイ及びロに掲げる事項については、発電用原子炉施設の溶接をしようとする前に表４－２に示

す工程ごとの検査の方法により行うこと。 

イ 溶接施工法に関すること。 

ロ 溶接士の技能に関すること。 

②①イに掲げる事項については、客観性を有する方法により溶接規格第２部に規定する溶接施工法認

証標準並びに技術基準第 17 条第 15 号、第 31 条及び第 48 条第１項において準用する技術基準第 17

条第 15号及び第 55条第７号の解釈への適合性を確認すること｡ 

③①ロに掲げる事項については、客観性を有する方法により溶接規格第３部に規定する溶接士技能認

証標準及び技術基準第 17条第 15号及び第 55条第７号の解釈への適合性を確認すること。 

（２）溶接施工した構造物に対する使用前事業者検査 

次のイからトまでに掲げる事項については、原子力施設ごとに、表４－２に示す工程ごとの検査の

方法により行うこと。 

イ 溶接部の材料 

ロ 溶接部の開先 

ハ 溶接の作業及び溶接設備 

ニ 溶接後熱処理（溶接後熱処理を実施する場合） 

ホ 非破壊試験（非破壊試験を実施する場合） 

ヘ 機械試験（機械試験を実施する場合） 

ト 耐圧試験 

 

表４－３ 検査（燃料体に係る使用前事業者検査）の方法の例 

実用炉施設の検査の方法の例を示す。 

燃料体に係る使用前事業者検査においては、設計及び工事の計画並びに技術基準に基づき燃料体の加工

事前に行っても

よい。 

終了確認 以上の全ての工程が終了し、当該

工程が設工認及び技術基準に適合

していることを確認する。 

（注１）補助ボイラー及び補助ボイラーの附属設備に係る溶接に係る使用前事業者検査の工程、方法及び該

当規定：補助ボイラーにあっては、「電気事業法施行規則に基づく溶接事業者検査（火力設備）の解釈」

（平成 24年 9月 19日付け 20120919商局第 71号）別表２に規定するボイラー等及び補助ボイラーの

附属設備にあっては、同表に規定する熱交換器等に準ずること。 

（注２）溶接に係る使用前事業者検査についても、第３号に規定する方法の検査は表４－１に記載した検査

の方法により行うこと。 

（注３）この表の検査の方法は実用炉施設の溶接に係る使用前事業者検査の方法の一例を示すものであり、

検査の方法を決定する際には、技術基準に定める事項を把握し、当該基準に適合していることが判断で

きる十分な方法を定める必要がある。 

※：溶接に係る使用前事業者検査においては、原則、あらかじめ確認すべき事項と溶接施工した構造物に対

する検査に区分し、設計及び工事の計画及び技術基準に基づき以下の事項及び工程ごとの検査を実施す

る必要がある。 

（１）あらかじめ確認すべき事項に対する溶接に係る使用前事業者検査 

①次のイ及びロに掲げる事項については、発電用原子炉施設の溶接をしようとする前に表４－２に示

す工程ごとの検査の方法により行うこと。 

イ 溶接施工法に関すること。 

ロ 溶接士の技能に関すること。 

②①イに掲げる事項については、客観性を有する方法により溶接規格第２部に規定する溶接施工法認

証標準並びに技術基準第１７条第１５号、第３１条及び第４８条第１項において準用する技術基準

第１７条第１５号及び第５５条第７号の解釈への適合性を確認すること。 

③①ロに掲げる事項については、客観性を有する方法により溶接規格第３部に規定する溶接士技能認

証標準及び技術基準第１７条第１５号及び第５５条第７号の解釈への適合性を確認すること。 

（２）溶接施工した構造物に対する使用前事業者検査 

次のイからトまでに掲げる事項については、原子力施設ごとに、表４－２に示す工程ごとの検査の

方法により行うこと。 

イ 溶接部の材料 

ロ 溶接部の開先 

ハ 溶接の作業及び溶接設備 

ニ 溶接後熱処理（溶接後熱処理を実施する場合） 

ホ 非破壊試験（非破壊試験を実施する場合） 

ヘ 機械試験（機械試験を実施する場合） 

ト 耐圧試験 

 

表４－３ 検査（燃料体に係る使用前事業者検査）の方法の例 

実用炉施設の検査の方法の例を示す。 

燃料体に係る使用前事業者検査においては、設計及び工事の計画並びに技術基準に基づき燃料体の加工
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の工程ごとに以下の事項について確認する必要がある。 

使用前事業者

検査 

検査の方法 

検査項目 検査方法 

① 

構造、強度及

び漏えいを確

認するために

十分な方法 

材料検査 燃料材、燃料被覆材その他の部品に使用される設工認に

記載された設計仕様及び技術基準に適合するものであるこ

とを確認する。 

寸法検査 燃料材、燃料被覆材その他の部品、燃料要素及び燃料集

合体の各寸法が、設工認に記載された設計仕様及び技術基

準に適合するものであることを確認する。 

湾曲度を確認する検査 燃料被覆材及び燃料要素の軸が、設工認に記載された設

計仕様のとおり著しく湾曲していないことを確認する。 

外観検査 燃料材、燃料被覆材その他の部品、燃料要素及び燃料集

合体の表面に、割れ、傷等で有害なものがないこと、油脂、

酸化物等で有害な付着物がないこと、部品の欠如がないこ

と、組立状態が設工認に記載された設計仕様のとおりであ

ることを確認する。 

表面汚染密度検査 燃料要素の表面に付着している核燃料物質の量が、技術

基準に適合するものであることを確認する。 

溶接部の非破壊検査 燃料要素の溶接部に、ブローホール、アンダーカット等

で有害なものがないことを確認する。 

ヘリウム漏えい検査 燃料要素のヘリウム漏えい量が、技術基準に適合するも

のであることを確認する。 

（注１）燃料体に係る使用前事業者検査についても、第３号に規定する方法の検査は表４－１に記載した検

査の方法により行うこと。 

（注２）この表の検査の方法は実用炉施設の燃料体に係る使用前事業者検査の方法の一例を示すものであ

り、検査の方法を決定する際には、技術基準に定める事項を把握し、当該基準に適合していることが判

断できる十分な方法を定める必要がある。 

 

 

 

表５ 経年劣化に係る技術的な評価等に関する文書 

事業等 文書名 

加工の事業 

「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考え方に

ついて」（平成20・05・14原院第２号（平成20年５月19日原子力安

全・保安院制定（NISA-181a-08-1）））及び「加工施設及び再処理

施設における高経年化対策の評価の手引き（内規）」（平成20･05･

14原院第３号（平成20年５月19日原子力安全・保安院制定）） 

試験研究用等原子炉

の設置、運転等 
－ 

研究開発段階原子炉

の設置、運転等 
－ 

の工程ごとに以下の事項について確認する必要がある。 

使用前事業者

検査 

検査の方法 

検査項目 検査方法 

① 

構造、強度及

び漏えいを確

認するために

十分な方法 

材料検査 燃料材、燃料被覆材その他の部品に使用される設工認に

記載された設計仕様及び技術基準に適合するものであるこ

とを確認する。 

寸法検査 燃料材、燃料被覆材その他の部品、燃料要素及び燃料集

合体の各寸法が、設工認に記載された設計仕様及び技術基

準に適合するものであることを確認する。 

湾曲度を確認する検査 燃料被覆材及び燃料要素の軸が、設工認に記載された設

計仕様のとおり著しく湾曲していないことを確認する。 

外観検査 燃料材、燃料被覆材その他の部品、燃料要素及び燃料集

合体の表面に、割れ、傷等で有害なものがないこと、油脂、

酸化物等で有害な付着物がないこと、部品の欠如がないこ

と、組立状態が設工認に記載された設計仕様のとおりであ

ることを確認する。 

表面汚染密度検査 燃料要素の表面に付着している核燃料物質の量が、技術

基準に適合するものであることを確認する。 

溶接部の非破壊検査 燃料要素の溶接部に、ブローホール、アンダーカット等

で有害なものがないことを確認する。 

ヘリウム漏えい検査 燃料要素のヘリウム漏えい量が、技術基準に適合するも

のであることを確認する。 

（注１）燃料体に係る使用前事業者検査についても、第３号に規定する方法の検査は表４－１に記載した検

査の方法により行うこと。 

（注２）この表の検査の方法は実用炉施設の燃料体に係る使用前事業者検査の方法の一例を示すものであ

り、検査の方法を決定する際には、技術基準に定める事項を把握し、当該基準に適合していることが判

断できる十分な方法を定める必要がある。 

 

 

 

表５ 経年劣化に係る技術的な評価等に関する文書 

事業等 文書名 

加工の事業 

「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考え方に

ついて」（平成２０・０５・１４原院第２号（平成２０年５月１９

日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１８１a－０８－１）））及

び「加工施設及び再処理施設における高経年化対策の評価の手引き

（内規）」（平成２０･０５･１４原院第３号（平成２０年５月１９

日原子力安全・保安院制定）） 

試験研究用等原子炉

の設置、運転等 
－ 
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実用発電用原子炉の

設置、運転等 

「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（原管Ｐ

発第 1306198号（平成 25年６月 19日原子力規制委員会決定）） 

貯蔵の事業 － 

再処理の事業 

「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考え方に

ついて」（平成 20・05・14原院第２号（平成 20年５月 19日原子力

安全・保安院制定（NISA-181a-08-1）））及び「加工施設及び再処

理施設における高経年化対策の評価の手引き（内規）」（平成 20･

05･14原院第３号（平成 20年５月 19日原子力安全・保安院制定）） 

第一種廃棄物埋設の

事業 
－ 

第二種廃棄物埋設の

事業 
－ 

廃棄物管理の事業 － 

核燃料物質の使用等 － 

核原料物質の使用 － 

 

 

 

 

 

 

 

表６ 発送前確認の方法の例 

検査項目 検査対象 検査方法 

外観検査 
BM、BU 

AF、IF 
容器の外観を目視で検査する。 

気密漏えい検査 
BM、BU ヘリウムリークテスト、加圧漏えい試験又は真空試験等

により漏えい率を検査する。 

圧力測定検査 BM、BU 圧力計等により容器内部の圧力を検査する。 

線量当量率検査 

BM、BU 

AF、IF 

輸送物の表面及び表面から 1mの距離におけるガンマ線

量当量率及び中性子線量当量率をサーベイメータ等で測

定する。 

未臨界検査* 
BM、BU 

AF、IF 
バスケット等の外観を目視で検査する。 

温度測定検査 
BM、BU 温度計により輸送物の表面温度を測定し、周囲温度 38℃

での値に補正する。 

吊上検査 
BM、BU 

AF、IF 

輸送物を吊り上げた後の状態において、トラニオン部そ

の他吊上部等の外観を目視で検査する。 

重量検査 
BM、BU 

AF、IF 
輸送容器及び収納物の合計重量を検査する。 

収納物検査 BM、BU 収納物の仕様、数量、収納配置等を検査する。 

研究開発段階原子炉

の設置、運転等 
－ 

実用発電用原子炉の

設置、運転等 

「実用発電用原子炉施設における高経年化対策実施ガイド」（原管Ｐ

発第１３０６１９８号（平成２５年６月１９日原子力規制委員会決

定）） 

貯蔵の事業 － 

再処理の事業 

「加工施設及び再処理施設の高経年化対策に関する基本的考え方に

ついて」（平成２０・０５・１４原院第２号（平成２０年５月１９

日原子力安全・保安院制定（ＮＩＳＡ－１８１a－０８－１）））及

び「加工施設及び再処理施設における高経年化対策の評価の手引き

（内規）」（平成２０･０５･１４原院第３号（平成２０年５月１９

日原子力安全・保安院制定）） 

第一種廃棄物埋設の

事業 
－ 

第二種廃棄物埋設の

事業 
－ 

廃棄物管理の事業 － 

核燃料物質の使用等 － 

核原料物質の使用 － 

 

 

 

表６ 発送前確認の方法の例 

検査項目 検査対象 検査方法 

外観検査 
ＢＭ、ＢＵ 

ＡＦ、ＩＦ 
容器の外観を目視で検査する。 

気密漏えい検査 
ＢＭ、ＢＵ ヘリウムリークテスト、加圧漏えい試験又は真空試験等

により漏えい率を検査する。 

圧力測定検査 ＢＭ、ＢＵ 圧力計等により容器内部の圧力を検査する。 

線量当量率検査 

ＢＭ、ＢＵ 

ＡＦ、ＩＦ 

輸送物の表面及び表面から１ｍの距離におけるガンマ線

量当量率及び中性子線量当量率をサーベイメータ等で測

定する。 

未臨界検査* 
ＢＭ、ＢＵ 

ＡＦ、ＩＦ 
バスケット等の外観を目視で検査する。 

温度測定検査 
ＢＭ、ＢＵ 温度計により輸送物の表面温度を測定し、周囲温度 38℃

での値に補正する。 

吊上検査 
ＢＭ、ＢＵ 

ＡＦ、ＩＦ 

輸送物を吊り上げた後の状態において、トラニオン部そ

の他吊上部等の外観を目視で検査する。 

重量検査 
ＢＭ、ＢＵ 

ＡＦ、ＩＦ 
輸送容器及び収納物の合計重量を検査する。 

収納物検査 ＢＭ、ＢＵ 収納物の仕様、数量、収納配置等を検査する。 
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AF、IF 収納物に変形又は破損がないことを検査する。 

表面密度検査 
BM、BU 

AF、IF 
スミヤ法等により輸送物の表面密度を測定する。 

  注：BM：BM型輸送物（BM型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 

   BU：BU型輸送物（BU型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 

   AF：A型核分裂性輸送物に係る輸送容器 

   IF：IP型核分裂性輸送物に係る輸送容器 

   ＊ ：未臨界検査は、核分裂性輸送物のみを対象とする。 

六ふっ化ウラン輸送物に係る容器については AF及び IFの検査項目に準ずる。 

 

 

別記１ 

実用炉施設の技術基準条文ごとの検査の方法に係る特記事項 

①第１号に規定する方法 

 ○技術基準第14条第２項及び第19条（配管内円柱状構造物の流力振動） 

技術基準第14条第２項及び第19条への適合性を確認するために行う検査のうち、「一次冷却材若しくは

二次冷却材の循環又は沸騰等で生ずる流体振動によって損傷を受けないように施設するための確認の十

分な方法」とは、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（JSME S012）に規定する手法

で評価し、損傷の可能性が否定できない部位について、損傷防止措置が完了するまでの間は、「実用発電

用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」（原規技発第1408063号

（平成26年８月６日原子力規制委員会決定））の別紙１に規定されている方法を参考に、亀裂の有無を確

認するものであること。 

【日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S NC1）」（2005年改訂版）並びに流力

振動及び高サイクル熱疲労に関する評価指針の技術評価書（平成17年12月）】 

 

○技術基準第17条及び第55条（配管肉厚管理） 

技術基準第17条及び第55条への適合性を確認するために行う検査のうち、実用炉規則第56条第１項に

掲げる配管の「各部の摩耗の発生状況を確認するために十分な方法」とは、日本機械学会「発電用原子

力設備規格加圧水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」（JSME S NG1-2006）又は「発電用

原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」（JSME S NH1-2006）に規定

する方法に、別記２の留意事項を付したものであること。 

【日本機械学会「発電用原子力設備規格 加圧水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」

（2006年版）「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」（2006

年版）の技術評価書（平成19年６月）】 

 

 ○技術基準第18条及び第56条（亀裂等） 

技術基準第18条及び第56条への適合性を確認するために行う検査については、「実用発電用原子炉及

びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」に規定する方法であること。 

 

 ○技術基準第19条（配管の高サイクル熱疲労） 

技術基準第19条への適合性を確認するために行う検査のうち、「温度差のある流体の混合等で生ずる温

度変動によって損傷を受けないように施設するための確認の十分な方法」とは、日本機械学会「配管の高

ＡＦ、ＩＦ 収納物に変形又は破損がないことを検査する。 

表面密度検査 
ＢＭ、ＢＵ 

ＡＦ、ＩＦ 
スミヤ法等により輸送物の表面密度を測定する。 

  注：ＢＭ：ＢＭ型輸送物（ＢＭ型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 

   ＢＵ：ＢＵ型輸送物（ＢＵ型核分裂性輸送物を含む。）に係る輸送容器 

   ＡＦ：Ａ型核分裂性輸送物に係る輸送容器 

   ＩＦ：ＩＰ型核分裂性輸送物に係る輸送容器 

   ＊ ：未臨界検査は、核分裂性輸送物のみを対象とする。 

六ふっ化ウラン輸送物に係る容器についてはＡＦ及びＩＦの検査項目に準ずる。 

 

 

別記１ 

実用炉施設の技術基準条文ごとの検査の方法に係る特記事項 

①第１号に規定する方法 

 ○技術基準第１４条第２項及び第１９条（配管内円柱状構造物の流力振動） 

技術基準第１４条第２項及び第１９条への適合性を確認するために行う検査のうち、「一次冷却材若し

くは二次冷却材の循環又は沸騰等で生ずる流体振動によって損傷を受けないように施設するための確認

の十分な方法」とは、日本機械学会「配管内円柱状構造物の流力振動評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ０１２）

に規定する手法で評価し、損傷の可能性が否定できない部位について、損傷防止措置が完了するまでの間

は、「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」（原規技

発第1408063号（平成２６年８月６日原子力規制委員会決定））の別紙１に規定されている方法を参考に、

亀裂の有無を確認するものであること。 

【日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）」（２００５年改訂

版）並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関する評価指針の技術評価書（平成１７年１２月）】 

 

○技術基準第１７条及び第５５条（配管肉厚管理） 

技術基準第１７条及び第５５条への適合性を確認するために行う検査のうち、実用炉規則第５６条第

１項に掲げる配管の「各部の摩耗の発生状況を確認するために十分な方法」とは、日本機械学会「発電

用原子力設備規格加圧水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＧ１－

２００６）又は「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」

（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＨ１－２００６）に規定する方法に、別記２の留意事項を付したものであること。 

【日本機械学会「発電用原子力設備規格 加圧水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」

（２００６年版）「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」

（２００６年版）の技術評価書（平成１９年６月）】 

 

 ○技術基準第１８条及び第５６条（亀裂等） 

技術基準第１８条及び第５６条への適合性を確認するために行う検査については、「実用発電用原子

炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」に規定する方法であること。 

 

 ○技術基準第１９条（配管の高サイクル熱疲労） 

技術基準第１９条への適合性を確認するために行う検査のうち、「温度差のある流体の混合等で生ずる

温度変動によって損傷を受けないように施設するための確認の十分な方法」とは、日本機械学会「配管の
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サイクル熱疲労に関する評価指針」（JSME S017）に規定する手法で評価し、損傷の発生が否定できない部

位について、「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈」

の別紙１に規定されている方法を参考に、亀裂の有無を確認するものであること。 

【日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（JSME S NC1）」（2005年改訂版）並びに流力

振動及び高サイクル熱疲労に関する評価指針の技術評価書（平成17年12月）】 

 

 ○技術基準第31条（蒸気タービン） 

蒸気タービンについての構造健全性等を確認するために行う検査としては、「電気事業法施行規則第

94条の３第１項第１号及び第２号に定める定期事業者検査の方法の解釈」（20170323商局第３号（平成

29年３月31日経済産業省制定））を参考とするとともに、原子炉施設の運転中に行う定期事業者検査時

に開放検査を行わない車室においては、可能な範囲（低圧最終段翼含む。）での目視及び外観点検を行

う必要がある。 

 

 ○技術基準第48条第１項（補助ボイラー） 

補助ボイラーについての構造健全性等を確認するために行う検査としては、「電気事業法施行規則第

94条の３第１項第１号及び第２号に定める定期事業者検査の方法の解釈」（平成23・01・82原院第３号

（平成23年４月４日原子力安全・保安院制定））を参考とするとともに、点検頻度としては、別記３を

踏まえて計画を立てる必要がある。 

  

②第２号に規定する方法 

 ○技術基準第35条（デジタル安全保護系） 

技術基準第35条への適合性を確認するために行う検査のうち、デジタル安全保護系に関しては、実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成25年６月19日原規技発第1306194

号）の「第35条（安全保護装置）」の「４」に記載されている「日本電気協会「安全保護系へのディジ

タル計算機の適用に関する規程」（JEAC4620-2008）」の要求事項に準じた文書体系を整備し、維持

し、ソフトウェア構成管理が適切になされていることの確認を行うこと。 

 

 ○技術基準第38条第５項（制御室居住性） 

技術基準第38条第５項における「原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事者

が原子炉制御室に出入りするための区域（以下「原子炉制御室等」という。）における遮蔽その他の適切

な放射線防護に関する当面の措置を確認するための十分な方法」とは、事故・異常時においても従事者が

立ち入り、一定期間滞在できるように、技術基準解釈の「第38条第５項（制御室居住性）」の「12」に記

載されている「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（平成21・07・

27原院第１号（平成21年８月12日原子力安全・保安院制定））による要求事項に従って、原子炉制御室等

における従事者の被ばく評価を行い、チャコールフィルターを通らない空気の制御室への流入量の確認

を行うこと。 

 

 

別記２ 

 

発電用原子炉施設における配管肉厚管理に対する留意事項 

 

高サイクル熱疲労に関する評価指針」（ＪＳＭＥ Ｓ０１７）に規定する手法で評価し、損傷の発生が否

定できない部位について、「実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の

欠陥の解釈」の別紙１に規定されている方法を参考に、亀裂の有無を確認するものであること。 

【日本機械学会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１）」（２００５年改訂

版）並びに流力振動及び高サイクル熱疲労に関する評価指針の技術評価書（平成１７年１２月）】 

 

 ○技術基準第３１条（蒸気タービン） 

蒸気タービンについての構造健全性等を確認するために行う検査としては、「電気事業法施行規則第

９４条の３第１項第１号及び第２号に定める定期事業者検査の方法の解釈」（２０１７０３２３商局第

３号（平成２９年３月３１日経済産業省制定））を参考とするとともに、原子炉施設の運転中に行う定

期事業者検査時に開放検査を行わない車室においては、可能な範囲（低圧最終段翼含む。）での目視及

び外観点検を行う必要がある。 

 

 ○技術基準第４８条第１項（補助ボイラー） 

補助ボイラーについての構造健全性等を確認するために行う検査としては、「電気事業法施行規則第

９４条の３第１項第１号及び第２号に定める定期事業者検査の方法の解釈」（平成２３・０１・８２原

院第３号（平成２３年４月４日原子力安全・保安院制定））を参考とするとともに、点検頻度として

は、別記３を踏まえて計画を立てる必要がある。 

  

②第２号に規定する方法 

 ○技術基準第３５条（デジタル安全保護系） 

技術基準第３５条への適合性を確認するために行う検査のうち、デジタル安全保護系に関しては、実

用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈（平成２５年６月１９日原規技発第１

３０６１９４号）の「第３５条（安全保護装置）」の「４」に記載されている「日本電気協会「安全保

護系へのディジタル計算機の適用に関する規程」（ＪＥＡＣ４６２０－２００８）」の要求事項に準じ

た文書体系を整備し、維持し、ソフトウェア構成管理が適切になされていることの確認を行うこと。 

 

 ○技術基準第３８条第５項（制御室居住性） 

技術基準第３８条第５項における「原子炉制御室及びこれに連絡する通路並びに運転員その他の従事

者が原子炉制御室に出入りするための区域（以下「原子炉制御室等」という。）における遮蔽その他の適

切な放射線防護に関する当面の措置を確認するための十分な方法」とは、事故・異常時においても従事者

が立ち入り、一定期間滞在できるように、技術基準解釈の「第３８条第５項（制御室居住性）」の「１２」

に記載されている「原子力発電所中央制御室の居住性に係る被ばく評価手法について（内規）」（平成２

１・０７・２７原院第１号（平成２１年８月１２日原子力安全・保安院制定））による要求事項に従って、

原子炉制御室等における従事者の被ばく評価を行い、チャコールフィルターを通らない空気の制御室へ

の流入量の確認を行うこと。 

 

 

別記２ 

 

発電用原子炉施設における配管肉厚管理に対する留意事項 

 

 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 
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１．配管外面からの減肉事象の考慮について 

日本機械学会「発電用原子力設備規格 加圧水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」

（JSME S NG1-2006）及び「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術

規格」（JSME S NH1-2006）に規定される配管減肉管理の対象は、配管内の流体による配管内面減肉の事

象に限定したものであるため、使用環境等の影響により配管外面からの減肉が想定される部位について

は、外面からの減肉事象も適切に考慮すること。 

 

２．配管分岐合流部の穴の周囲の肉厚管理について 

配管分岐合流部の穴の周囲では、穴による板厚の欠損分を補う必要があることから、日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格」（JSME S NC1-2005/2007）又は日本機械学会「発電用原子力設備

規格 設計・建設規格」（JSME S NC1-2012）の規定を準用し、必要な穴の補強面積が確保されるように管

理すること。 

 

３．初回の肉厚測定時における肉厚管理方法について 

初回の肉厚測定時においては、実際の肉厚を推定することが困難な部位（曲げ管の曲がり部、エルボ、

ティ、レジューサ等）であって供用前試験や製造・加工記録等により使用開始前に実際の肉厚が確定でき

ないもの等、余寿命が適切に算出できないものについては、試験間隔に最長の限度を設ける等早めに試

験実施時期を設定して、余裕をもって減肉傾向を確認していくこと。 

  

別記３ 

 

補助ボイラーの点検頻度設定における留意事項 

 

１．用語の定義 

累積運転時間：初回の起動から現在に至るまでの運転時間 

起動回数：並列の回数 

事故：電気関係報告規則（平成 10年通商産業省令第 34号）第３条第１項各号において報告を要する事

項 

 

２．点検頻度設定における留意事項 

日常的な運転管理・保守点検等が（２）のとおり適切に実施されていることを前提として、（１）を満

足する範囲で点検を行うものとする。 

 

（１）点検頻度設定における上限 

○累積運転時間が 10万時間以下及び累積起動回数が 2,500 回以下の場合は、25月を超えない時期。た

だし、前回の点検後の運転時間及び起動回数が 4,000 時間かつ 120 回（低サイクル疲労対策を実施

しているものにあっては 240回）に達していない場合は、これらの時間又は回数に達すると見込まれ

る時期。 

○累積運転時間が 10万時間を超えている又は累積起動回数が 2,500回を超えている場合は、25月を上

限とし、当該対象設備の主要部位の余寿命診断が別紙１の指針に従って適切に行われ、算定された余

寿命の範囲内。 

 

１．配管外面からの減肉事象の考慮について 

日本機械学会「発電用原子力設備規格 加圧水型原子力発電所 配管減肉管理に関する技術規格」（Ｊ

ＳＭＥ Ｓ ＮＧ１－２００６）及び「発電用原子力設備規格 沸騰水型原子力発電所 配管減肉管理

に関する技術規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＨ１－２００６）に規定される配管減肉管理の対象は、配管内の

流体による配管内面減肉の事象に限定したものであるため、使用環境等の影響により配管外面からの減

肉が想定される部位については、外面からの減肉事象も適切に考慮すること。 

 

２．配管分岐合流部の穴の周囲の肉厚管理について 

配管分岐合流部の穴の周囲では、穴による板厚の欠損分を補う必要があることから、日本機械学会「発

電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－２００５／２００７）又は日本機械学

会「発電用原子力設備規格 設計・建設規格」（ＪＳＭＥ Ｓ ＮＣ１－２０１２）の規定を準用し、必

要な穴の補強面積が確保されるように管理すること。 

 

３．初回の肉厚測定時における肉厚管理方法について 

初回の肉厚測定時においては、実際の肉厚を推定することが困難な部位（曲げ管の曲がり部、エルボ、

ティ、レジューサ等）であって供用前試験や製造・加工記録等により使用開始前に実際の肉厚が確定でき

ないもの等、余寿命が適切に算出できないものについては、試験間隔に最長の限度を設ける等早めに試

験実施時期を設定して、余裕をもって減肉傾向を確認していくこと。 

  

別記３ 

 

補助ボイラーの点検頻度設定における留意事項 

 

１．用語の定義 

累積運転時間：初回の起動から現在に至るまでの運転時間 

起動回数：並列の回数 

事故：電気関係報告規則（平成１０年通商産業省令第３４号）第３条第１項各号において報告を要する

事項 

 

２．点検頻度設定における留意事項 

日常的な運転管理・保守点検等が（２）のとおり適切に実施されていることを前提として、（１）を満

足する範囲で点検を行うものとする。 

 

（１）点検頻度設定における上限 

○累積運転時間が１０万時間以下及び累積起動回数が２，５００回以下の場合は、２５月を超えない時

期。ただし、前回の点検後の運転時間及び起動回数が４，０００時間かつ１２０回（低サイクル疲労

対策を実施しているものにあっては２４０回）に達していない場合は、これらの時間又は回数に達す

ると見込まれる時期。 

○累積運転時間が１０万時間を超えている又は累積起動回数が２，５００回を超えている場合は、２５

月を上限とし、当該対象設備の主要部位の余寿命診断が別紙１の指針に従って適切に行われ、算定さ

れた余寿命の範囲内。 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 
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（２）日常的な運転管理・保守点検等の実施 

以下の適切な管理が実施されていること。 

○当該対象設備の使用状況に応じて適切に運転管理がなされ、かつ、日常における保守点検が十分行わ

れていること。また、他の事故及び故障の経験を踏まえ、同種の事故及び故障の防止について適切に

処置がなされていること。この場合にいう、「適切に運転管理がなされ」とは、別紙２の「１．運転

管理」に従って運転管理が行われていることをいい、「日常における保守点検」とは別紙２の「２．

日常点検」に従って行われる保守点検をいう。 

○前回の定期事業者検査の結果、当該対象設備に異常が認められていないこと又は前回の定期事業者

検査において異常が認められた箇所及び異常が発生するおそれがあると判定・評価された箇所につ

いて、事故及び故障の防止措置が適切に行われていること。 

○前回の定期事業者検査の終了後、当該対象設備に事故又は故障が発生した場合は、当該設備の事故又

は故障が発生した部位に適切な事故及び故障の防止対策が施されており、かつ、当該対象設備の類似

の部位に適切な事故及び故障の防止対策が施されていること。 

別紙１ 

 

補助ボイラーの余寿命診断実施に関する指針 

 

１．余寿命診断の実施時期（初回） 

劣化要因が低サイクル疲労によるものであって、累積運転時間 10 万時間又は累積起動回数 2500 回を超

えた時期又は超えると見込まれる時期とする。 

（「注」２回目以降の余寿命診断については３．参照） 

 

２．余寿命診断の内容 

（１） 対象部位、劣化要因及び手法 

 

対象部位 劣化要因 

余寿命診断手法 

①  ②  ③  

高応力作用部 低サイクル疲労 

硬度測定法 

又は 

電気抵抗法 

解析法 破壊検査法 

 

備考１．余寿命診断は、設計条件において最も過酷と考えられる部位を代表箇所として選定し、行うものと

する。 

２．余寿命診断手法①から③までは、いずれも適用することができる。 

３．上記手法以外の手法は、上記手法と同等の精度が得られることを検証の上、適用することができ

る。 

 

 

（２） 余寿命診断の方法 

 

（２）日常的な運転管理・保守点検等の実施 

以下の適切な管理が実施されていること。 

○当該対象設備の使用状況に応じて適切に運転管理がなされ、かつ、日常における保守点検が十分行わ

れていること。また、他の事故及び故障の経験を踏まえ、同種の事故及び故障の防止について適切に

処置がなされていること。この場合にいう、「適切に運転管理がなされ」とは、別紙２の「１．運転

管理」に従って運転管理が行われていることをいい、「日常における保守点検」とは別紙２の「２．

日常点検」に従って行われる保守点検をいう。 

○前回の定期事業者検査の結果、当該対象設備に異常が認められていないこと又は前回の定期事業者

検査において異常が認められた箇所及び異常が発生するおそれがあると判定・評価された箇所につ

いて、事故及び故障の防止措置が適切に行われていること。 

○前回の定期事業者検査の終了後、当該対象設備に事故又は故障が発生した場合は、当該設備の事故又

は故障が発生した部位に適切な事故及び故障の防止対策が施されており、かつ、当該対象設備の類似

の部位に適切な事故及び故障の防止対策が施されていること。 

別紙１ 

 

補助ボイラーの余寿命診断実施に関する指針 

 

１．余寿命診断の実施時期（初回） 

劣化要因が低サイクル疲労によるものであって、累積運転時間１０万時間又は累積起動回数２５００回

を超えた時期又は超えると見込まれる時期とする。 

（「注」２回目以降の余寿命診断については３．参照） 

 

２．余寿命診断の内容 

（１） 対象部位、劣化要因及び手法 

 

対象部位 劣化要因 

余寿命診断手法 

①  ②  ③  

高応力作用部 低サイクル疲労 

硬度測定法 

又は 

電気抵抗法 

解析法 破壊検査法 

 

備考１．余寿命診断は、設計条件において最も過酷と考えられる部位を代表箇所として選定し、行うものと

する。 

２．余寿命診断手法①から③までは、いずれも適用することができる。 

３．上記手法以外の手法は、上記手法と同等の精度が得られることを検証の上、適用することができ

る。 

 

 

（２） 余寿命診断の方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 
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a． 硬度測定法 

（a）高温部及び高応力部位を選定して、９点以上の硬度の測定を行う。 

（b）（a）で得られた９点以上のテストデータにより、99%信頼区間の硬度の下限値を求め、この値に応

じた亀裂発生回数（起動回数）と応力振幅の関係カーブ（以下「99%信頼度下限線」という。）を

作成し、これより余寿命を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

b． 電気抵抗法 

上記 a．硬度測定法における「硬度」を「電気抵抗」と読み替えるものとする。 

 

c． 解析法 

原子炉の運転時の変動応力及び起動回数の履歴から計算によって余寿命を推定する。 

 

 

a． 硬度測定法 

（a）高温部及び高応力部位を選定して、９点以上の硬度の測定を行う。 

（b）（a）で得られた９点以上のテストデータにより、９９％信頼区間の硬度の下限値を求め、この値

に応じた亀裂発生回数（起動回数）と応力振幅の関係カーブ（以下「９９％信頼度下限線」とい

う。）を作成し、これより余寿命を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

b． 電気抵抗法 

上記 a．硬度測定法における「硬度」を「電気抵抗」と読み替えるものとする。 

 

c． 解析法 

原子炉の運転時の変動応力及び起動回数の履歴から計算によって余寿命を推定する。 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 
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d． 破壊検査法 

（a）使用材からサンプルを採取し、３種類以上の応力条件の下で、それぞれ３本の試験片により、低

サイクル疲労試験を行う。 

（b）（a）で得られた９個以上のテストデータにより 99%信頼度下限線を作成し、これにより余寿命を

推定する。 

 

 

 

 

 

 

d． 破壊検査法 

（a）使用材からサンプルを採取し、３種類以上の応力条件の下で、それぞれ３本の試験片により、低

サイクル疲労試験を行う。 

（b）（a）で得られた９個以上のテストデータにより９９％信頼度下限線を作成し、これにより余寿命

を推定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤

記） 
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（c）破壊検査のサンプルのうち劣化要因が低サイクル疲労である部位は、寿命消費の最も過酷な部位

から採取することを基本とするが、これが不可能な場合は、類似する部位からのサンプルを用い

て破壊検査を行い、この結果に温度、圧力等を勘案した補正を加えたデータにより 99%信頼度下

限線を作成し、これにより余寿命を推定することを可とする。 

 

 

 

 

（c）破壊検査のサンプルのうち劣化要因が低サイクル疲労である部位は、寿命消費の最も過酷な部位

から採取することを基本とするが、これが不可能な場合は、類似する部位からのサンプルを用い

て破壊検査を行い、この結果に温度、圧力等を勘案した補正を加えたデータにより９９％信頼度

下限線を作成し、これにより余寿命を推定することを可とする。 
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３．余寿命診断の再実施時期 

前記２．により得られた推定余寿命の 50%程度を消費した時点で、再度２．による余寿命診断を行い、

以降これを繰り返すものとする。 

ただし、前回余寿命診断時期と次回余寿命診断時期との間隔は、その間の運転時間が 10万時間を超え

ないものとする｡ 

 

別紙２ 

 

補助ボイラー設備の維持管理について 

 

１．運転管理 

  原子力事業者等は、次の項目について運転管理基準を定め、適切な運転管理を行うこと。 

  ○ 補助ボイラーの出口における蒸気の圧力 

  ○ 補助ボイラーの蒸発量又は給水流量 

  ○ ドラム内の水位※ 

  ○ ドラム内の圧力※ 

  ○ ボイラー水及び給水の水質 

  ○ 使用燃料 

  ○ 補助ボイラーの効率 

  ※ 監視による方法でもよい。ただし、運転管理基準に照らして異常のある場合は記録しておくこと。 

 

 

 

 

３．余寿命診断の再実施時期 

前記２．により得られた推定余寿命の５０％程度を消費した時点で、再度２．による余寿命診断を行

い、以降これを繰り返すものとする。 

ただし、前回余寿命診断時期と次回余寿命診断時期との間隔は、その間の運転時間が１０万時間を超え

ないものとする。 

 

別紙２ 

 

補助ボイラー設備の維持管理について 

 

１．運転管理 

  原子力事業者等は、次の項目について運転管理基準を定め、適切な運転管理を行うこと。 

  ○ 補助ボイラーの出口における蒸気の圧力 

  ○ 補助ボイラーの蒸発量又は給水流量 

  ○ ドラム内の水位※ 

  ○ ドラム内の圧力※ 

  ○ ボイラー水及び給水の水質 

  ○ 使用燃料 

  ○ 補助ボイラーの効率 

  ※ 監視による方法でもよい。ただし、運転管理基準に照らして異常のある場合は記録しておくこと。 
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２．日常点検 

  原子力事業者等は次の項目について日常における巡視点検方法を定め、チェックシートにより確認す

ること。なお、巡視・点検頻度は少なくとも１日１回とする。 

 

設 備 項 目 

補
助
ボ
イ
ラ
ー 

安全弁 ○ シート部からの蒸気の漏えい 

火炉 
○ 燃焼状態の異常 

○ 火炉内部の異常 

主要配管 

○ ハンガー類の異常 

○ 配管からの蒸気の漏えい 

○ 配管の振動 

主要回転機 

○ 本体の振動、異音及び温度の上昇 

○ グランド部からの蒸気の漏えい 

○ 軸受の油温、油面及び油の漏えい 

主要弁 

○ 弁体の振動及び異音 

○ 弁のグランド部等からの蒸気の漏えい 

○ 作動源の異常 

 

（参考） 

使用者（令第 41条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）の施設管理の例 

 

１．施設管理方針（使用規則第２条の 11の７第１号） 

使用許可、核燃料物質の使用等に関する規則及び使用施設等の技術基準に関する規則に適合するよう

使用施設等を維持するために必要な方針を定める。 

【例】使用者である○○は、原子力の安全を確保するため、貯蔵施設である○○について、核燃料物

質の漏洩を防止するための措置を行う。 

 

２．施設管理目標（使用規則第２条の 11の７第３号） 

上記１．で掲げた方針を踏まえた定量的な目標を定める。 

【例】使用者である○○は、核燃料物質の漏洩が１年につき０件となるよう、必要な措置を実施す

る。 

 

３．施設管理実施計画（使用規則第２条の 11の７第４号） 

（１）施設管理実施計画の始期及び期間 

始期は直近（次回）の使用施設等の点検の開始日を、施設管理実施計画の期間はその次（次々

回）の点検の開始日前日までの期間として設定する。施設管理を外部機関に委託している場合は、

当該期間の点検日等を用いてよいが、点検間隔の妥当性について確認する。 

【例】20××年４月１日から 20××年３月 31日まで 

（２）設計及び工事 

２．日常点検 

  原子力事業者等は次の項目について日常における巡視点検方法を定め、チェックシートにより確認す

ること。なお、巡視・点検頻度は少なくとも１日１回とする。 

 

設 備 項 目 

補
助
ボ
イ
ラ
ー 

安全弁 ○ シート部からの蒸気の漏えい 

火炉 
○ 燃焼状態の異常 

○ 火炉内部の異常 

主要配管 

○ ハンガー類の異常 

○ 配管からの蒸気の漏えい 

○ 配管の振動 

主要回転機 

○ 本体の振動、異音及び温度の上昇 

○ グランド部からの蒸気の漏えい 

○ 軸受の油温、油面及び油の漏えい 

主要弁 

○ 弁体の振動及び異音 

○ 弁のグランド部等からの蒸気の漏えい 

○ 作動源の異常 

 

（参考） 

使用者（令第４１条各号に掲げる核燃料物質を使用する場合を除く。）の施設管理の例 

 

１．施設管理方針（使用規則第２条の１１の７第１号） 

使用許可、核燃料物質の使用等に関する規則及び使用施設等の技術基準に関する規則に適合するよう

使用施設等を維持するために必要な方針を定める。 

【例】使用者である○○は、原子力の安全を確保するため、貯蔵施設である○○について、核燃料物

質の漏洩を防止するための措置を行う。 

 

２．施設管理目標（使用規則第２条の１１の７第３号） 

上記１．で掲げた方針を踏まえた定量的な目標を定める。 

【例】使用者である○○は、核燃料物質の漏洩が１年につき０件となるよう、必要な措置を実施す

る。 

 

３．施設管理実施計画（使用規則第２条の１１の７第４号） 

（１）施設管理実施計画の始期及び期間 

始期は直近（次回）の使用施設等の点検の開始日を、施設管理実施計画の期間はその次（次々

回）の点検の開始日前日までの期間として設定する。施設管理を外部機関に委託している場合は、

当該期間の点検日等を用いてよいが、点検間隔の妥当性について確認する。 

【例】２０××年４月１日から２０××年３月３１日まで 

（２）設計及び工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤
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記載の訂正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の訂正化（誤
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上記（１）で設定した期間中に実施する使用施設等の設計及び工事について、対象とする設備

等、関係する要求事項、実施体制、工程等を記録する。 

【例】20××年度には設計及び工事の予定はなし。 

（３）巡視 

体制、巡視時の確認の視点等を整備する。 

【例】○○は、１週間に一度、○○貯蔵施設の巡視を行う。 

（４）点検、検査等の方法、実施頻度及び時期 

点検等について、方法、実施頻度及び時期を、全体像を整理した実施計画や個別の点検等に係る

要領書等を定める。 

【例】外観検査：ドラム缶の表面に異常がないこと。 

実施頻度：３ヶ月に１回 

時期：通年 

（５）工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置 

工事及び点検等を行う際には、使用施設等の状態を踏まえた考慮事項を整理する。 

【例】ドラム缶の表面に異常が認められ、核燃料物質の漏洩が懸念された場合には、当該ドラム缶

を隔離、覆いを施す等の核燃料物質の汚染の広がりを防止するための措置を講じる。 

（６）施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価の方法 

上記（１）で設定した期間ごとに、施設管理に係る保安活動の問題点等の有無について確認及び

評価を行う。 

【例】○○は、外観検査結果を確認するとともに、過去の実施結果や他施設での不具合情報を含め

て評価を行う。 

（７）上記（６）の結果を踏まえて実施すべき処置 

上記（６）の結果を踏まえて他の施設で発生した事象も考慮しつつ実施すべき処置を定める。 

【例】必要に応じてドラム缶の保管状態の変更などの核燃料物質の漏洩防止のための処置を実施

する。必要に応じて検査の方法、実施頻度を見直す。 

（８）施設管理に関する記録 

使用規則第２条の 11第１号ロ及びハに基づく施設管理の記録 

「３．施設管理の計画」の実施状況及び担当者の氏名 

「４．施設管理の評価」の結果及び担当者の氏名 

 

４．施設管理の評価 

「３．（６）施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価の方法」に基づき実施した評価の結果及

び施設管理目標の達成度より、施設管理方針及び施設管理目標及び施設管理実施計画を「３．（１）施

設管理実施計画の始期及び期間」ごとに評価する。 

 

５．施設管理の評価結果の反映 

上記「４．施設管理の評価」の結果を速やかに施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画に

反映する。 

 

６．特別な保全計画 

使用施設等が地震、事故等により施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、使用施

設等の状態に応じて、上記１．から５．について特別な措置を講じる。 

上記（１）で設定した期間中に実施する使用施設等の設計及び工事について、対象とする設備

等、関係する要求事項、実施体制、工程等を記録する。 

【例】２０××年度には設計及び工事の予定はなし。 

（３）巡視 

体制、巡視時の確認の視点等を整備する。 

【例】○○は、１週間に一度、○○貯蔵施設の巡視を行う。 

（４）点検、検査等の方法、実施頻度及び時期 

点検等について、方法、実施頻度及び時期を、全体像を整理した実施計画や個別の点検等に係る

要領書等を定める。 

【例】外観検査：ドラム缶の表面に異常がないこと。 

実施頻度：３ヶ月に１回 

時期：通年 

（５）工事及び点検等を実施する際に行う保安の確保のための措置 

工事及び点検等を行う際には、使用施設等の状態を踏まえた考慮事項を整理する。 

【例】ドラム缶の表面に異常が認められ、核燃料物質の漏洩が懸念された場合には、当該ドラム缶

を隔離、覆いを施す等の核燃料物質の汚染の広がりを防止するための措置を講じる。 

（６）施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価の方法 

上記（１）で設定した期間ごとに、施設管理に係る保安活動の問題点等の有無について確認及び

評価を行う。 

【例】○○は、外観検査結果を確認するとともに、過去の実施結果や他施設での不具合情報を含め

て評価を行う。 

（７）上記（６）の結果を踏まえて実施すべき処置 

上記（６）の結果を踏まえて他の施設で発生した事象も考慮しつつ実施すべき処置を定める。 

【例】必要に応じてドラム缶の保管状態の変更などの核燃料物質の漏洩防止のための処置を実施

する。必要に応じて検査の方法、実施頻度を見直す。 

（８）施設管理に関する記録 

使用規則第２条の１１第１号ロ及びハに基づく施設管理の記録 

「３．施設管理の計画」の実施状況及び担当者の氏名 

「４．施設管理の評価」の結果及び担当者の氏名 

 

４．施設管理の評価 

「３．（６）施設管理に係る保安活動の結果の確認及び評価の方法」に基づき実施した評価の結果及

び施設管理目標の達成度より、施設管理方針及び施設管理目標及び施設管理実施計画を「３．（１）施

設管理実施計画の始期及び期間」ごとに評価する。 

 

５．施設管理の評価結果の反映 

上記「４．施設管理の評価」の結果を速やかに施設管理方針、施設管理目標及び施設管理実施計画に

反映する。 

 

６．特別な保全計画 

使用施設等が地震、事故等により施設管理を行う観点から特別な状態にある場合においては、使用施

設等の状態に応じて、上記１．から５．について特別な措置を講じる。 

 

 

記載の訂正化（誤
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【例】容器からの漏えいのおそれがある場合、「３．（３）巡視」の頻度を多くする。 

 

 

 

【例】容器からの漏えいのおそれがある場合、「３．（３）巡視」の頻度を多くする。 
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サーベイランス試験 
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（下線部分が改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

 

基本検査運用ガイド 

サーベイランス試験 

（BO0010_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1．監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開

炉、試験炉、再処理、加工） 

     「臨界防止」「閉じ込め維持」「非常時の対応」（貯蔵、管理、埋設、使用） 

検査分野：「運転管理」 

 

2．検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」という。）、

第 61条の２の２第１項４号ロで規定する事項（保安のために必要な措置）のうち、表１に示す原子力施設

の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される、原子力施設の運転におけるサーベイランス

試験の活動状況を確認する。当該事項は、法第 61条の２の２第１項３号イで規定する事項（保安規定）の

うち、表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される原子力施設の運転の活動状況の確認と併

せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、運転管理の検査分野における体制、訓練・教育及び設備の保

全の他、運転員能力等にも関連することから、当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて

確認する。 

 

3．検査要件 

3.1 検査対象 

事業者が定期的に機能確認する設備※のシステム・機器に係るサーベイランス試験を検査対象とし、そ

の中から適切なサンプリングにより検査を行う。サーベイランス試験のサンプリングは、検査実施時点

におけるプラントのリスク情報等から得られる安全上の重要度を考慮し選定する。なお、検査には以下

の2種類がある。 

※ 別紙－１に定期的に機能確認を行う設備等の例を示す。 

(1) 標準的な検査 ：プラント又は設備毎に行う標準的なサーベイランス試験の検査 

 

基本検査運用ガイド 

サーベイランス試験 

（BO0010_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1．監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開

炉、試験炉、再処理、加工） 

     「臨界防止」「閉じ込め維持」「非常時の対応」（貯蔵、管理、埋設、使用） 

検査分野：「運転管理」 

 

2．検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)、第 61 条の 2 の 2 第 1 項

4 号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表 1 に示す原子力施設の種別ごとの保安のため

の措置に係る規則条項で規定される、原子力施設の運転におけるサーベイランス試験の活動状況を確認す

る。当該事項は、法第 61 条の 2 の 2 第 1 項 3 号イで規定する事項(保安規定)のうち、表 1 に示す保安規

定記載事項に係る規則条項で規定される原子力施設の運転の活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、運転管理の検査分野における体制、訓練・教育及び設備の保

全の他、運転員能力等にも関連することから、当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて

確認する。 

 

 

3．検査要件 

3.1 検査対象 

事業者が定期的に機能確認する設備※のシステム・機器に係るサーベイランス試験を検査対象とし、そ

の中から適切なサンプリングにより検査を行う。サーベイランス試験のサンプリングは、検査実施時点

におけるプラントのリスク情報等から得られる安全上の重要度を考慮し選定する。なお、検査には以下

の2種類がある。 

※ 別紙－1に定期的に機能確認を行う設備等の例を示す。 

(1) 標準的な検査 ：プラント又は設備毎に行う標準的なサーベイランス試験の検査 
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改  正  後 改  正  前 改正理由 

(2) 全般的な検査 ：上記に加えサーベイランス試験に係るスケジュール立案から記録保管までの一連の

活動（保守管理、リスク管理等を含む）を通貫で行う検査 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表２の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

4．検査手順 

4.1 検査対象の選定 

検査対象の選定に当たっては、リスク情報等を活用し設備のシステム・機器に関する安全上の重要度

を評価するため、日常的に実施するプラント状態の監視活動に加え、必要に応じて以下の情報を確認す

る。集めた情報とサーベイランス試験の実施スケジュールから総合的に勘案し、検査実施時点において

安全上重要と判断される設備のサーベイランス試験を選定する。 

【確認する情報の例】 

a. リスク評価結果 

b. 不適合管理の状況 

c. 保守点検依頼の対応状況 

d. サーベイランス試験結果の履歴(傾向分析) 

e. 状態監視(診断)採取データ 

f. 検査官・事業者巡視時の気づき 

g. 事業者会議への同席 

h. 当直ミーティングへの同席 

i. 施設内保全工事の状況 

j. 関係者からの情報等の聴取 

 

4.2 検査実施 

事業者は、設備の安全機能が要求事項に適合し維持確保されていることを、定期的に実施するサーベ

イランス試験により確認している。この行為について、客観的な試験データの確認や現場での監視活動

をとおして、事業者による安全機能を有する設備の適切な維持・管理に係る安全活動の適切性を確認す

る。 

検査に当たっては、手順書等の関連書類の確認、関係者から情報等の聴取、現場確認等により、当該

設備のサーベイランス試験に係る以下の事項について、事業者の安全活動の適切性をサンプリングによ

り検査する。 

(1) 標準的な検査 

(2) 全般的な検査 ：上記に加えサーベイランス試験に係るスケジュール立案から記録保管までの一連の

活動（保守管理、リスク管理等を含む）を通貫で行う検査 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表2の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

4．検査手順 

4.1 検査対象の選定 

検査対象の選定に当たっては、リスク情報等を活用し設備のシステム・機器に関する安全上の重要度

を評価するため、日常的に実施するプラント状態の監視活動に加え、必要に応じて以下の情報を確認す

る。集めた情報とサーベイランス試験の実施スケジュールから総合的に勘案し、検査実施時点において

安全上重要と判断される設備のサーベイランス試験を選定する。 

【確認する情報の例】 

a. リスク評価結果 

b. 不適合管理の状況 

c. 保守点検依頼の対応状況 

d. サーベイランス試験結果の履歴(傾向分析) 

e. 状態監視(診断)採取データ 

f. 検査官・事業者巡視時の気づき 

g. 事業者会議への同席 

h. 当直ミーティングへの同席 

i. 施設内保全工事の状況 

j. 関係者からの情報等の聴取 

 

4.2 検査実施 

事業者は、設備の安全機能が要求事項に適合し維持確保されていることを、定期的に実施するサーベ

イランス試験により確認している。この行為について、客観的な試験データの確認や現場での監視活動

をとおして、事業者による安全機能を有する設備の適切な維持・管理に係る安全活動の適切性を確認す

る。 

検査に当たっては、手順書等の関連書類の確認、関係者から情報等の聴取、現場確認等により、当該

設備のサーベイランス試験に係る以下の事項について、事業者の安全活動の適切性をサンプリングによ

り検査する。 

(1) 標準的な検査 
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改  正  後 改  正  前 改正理由 

a. 試験開始前の確認事項 

(a) 試験手順書は適切で、確認する機能が必要となる事故時等の条件で必要な性能が発揮できる

かどうかを確認（以下「実条件性能確認」という。）するために十分な方法が定められている

こと。 

(b) 事故時等の条件を模擬できず代替の方法を用いる場合には、その代替の方法が定められてお

り、実条件性能確認に相当する方法であることが検証されていること。 

(c) 試験の実施体制は適切で必要な要員が確保され定期的に実施されていること。 

(d) 手順書には許認可申請等に基づいて判定基準が明示的に示され、その設定根拠が検証されて

いること。 

(e) 設備の安全処置等の事前準備が整い試験が実施可能であること。 

b. 試験中の確認・監視事項 

(a) 手順書通りに試験が行われていること。 

(b) 試験は定められた体制の下で操作・連絡等が確実に行われていること。 

(c) 現場においては事業者によるデータ採取、異常の検知等が適切に行われていること。 

(d) 試験の合否判定プロセスが適切に行われていること。 

(e) 試験データは条件、時系列等の観点で整合していること。 

(f) 試験結果は判定基準を遵守し、設備は事故時の安全機能に係る要求事項に適合しているこ

と。 

c. 試験終了後の確認事項 

(a) 設備は試験前の状態に復旧されていること。 

(b) 試験結果からシステム・機器の劣化傾向等を評価し適切な対応をとっていること。 

(c) 試験結果の記録は審査・承認され管理された状態で保管されていること。 

(2) 全般的な検査 

年１回実施するサーベイランス試験の一連の活動を確認する検査は、標準的な検査に加え、保守管理

の有効性評価からのフィードバック（サーベイランスの内容の適切性）や実施のためのスケジュール立

案、サーベイランスの実施状況、結果の評価、評価に係る対応、記録の保管までの一連の活動を監視す

る。 

なお、これらの活動を監視するにあたり、各工程で必要となる情報について、「BM0060 保全の有効性

評価」、「BM0110 作業管理」、「BO1040 動作可能性判断及び機能性評価」、「BO1070 運転員能力」等、関

連する他の検査運用ガイドの実施結果も参考にできる。 

 

a. 試験開始前の確認事項 

(a) 試験手順書は適切で、許認可解析に基づく事故時等の条件を模擬した状態で行われること。 

 

 

(b) 事故時等の条件を完全に模擬できず代替の方法を用いて試験を実施する場合は、その代替の

方法が定められており実条件に相当することが検証されていること。 

(c) 試験の実施体制は適切で必要な要員が確保され定期的に実施されていること。 

(d) 手順書には許認可申請等に基づいて判定基準が明示的に示され、その設定根拠が検証されて

いること。 

(e) 設備の安全処置等の前準備が整い試験が実施可能であること。 

b. 試験中の確認・監視事項 

(a) 手順書通りに試験が行われていること。 

(b) 試験は定められた体制の下で操作・連絡等が確実に行われていること。 

(c) 現場においては事業者によるデータ採取、異常の検知等が適切に行われていること。 

(d) 試験の合否判定プロセスが適切に行われていること。 

(e) 試験データは条件、時系列等の観点で整合していること。 

(f) 試験結果は判定基準を遵守し、設備は事故時の安全機能に係る要求事項に適合しているこ

と。 

c. 試験終了後の確認事項 

(a) 設備は試験前の状態に復旧されていること。 

(b) 試験結果からシステム・機器の劣化傾向等を評価し適切な対応をとっていること。 

(c) 試験結果の記録は審査・承認され管理された状態で保管されていること。 

(2) 全般的な検査 

年1回実施するサーベイランス試験の一連の活動を確認する検査は、標準的な検査に加え、保守管理

の有効性評価からのフィードバック（サーベイランスの内容の適切性）や実施のためのスケジュール立

案、サーベイランスの実施状況、結果の評価、評価に係る対応、記録の保管までの一連の活動を監視す

る。 

なお、これらの活動を監視するにあたり、各工程で必要となる情報について、BM0060「保全の有効

性評価」、BM0110「作業管理」、BO1040「動作可能性判断及び機能性評価」、BO1070「運転員能力」

等、関連する他の検査運用ガイドの実施結果も参考にできる。 
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改  正  後 改  正  前 改正理由 

4.3 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切

に処理されていることを確認する。 

5．検査手引 

(1) 標準的な検査 

a. 試験開始前の留意事項 

試験前においては、必要に応じて当直、設備保守担当課等のミーティングへの同席、関係者からの

聞き取り等により関連する情報を入手し、以下の視点で実施体制や手順書等の適切性をサンプリング

により確認する。 

(a) 実条件性能確認については、以下の項目を適切に整理、評価していることを確認する。 

・許認可要求事項 

・定期事業者検査における確認事項及び判定基準 

・実条件を模擬できない場合はその理由 

・サーベイランスにおける確認事項及び判定基準（必要な関連系の状態含む） 

(b) 試験の実施体制は、文書等により責任と権限が明確にされていることを確認する。 

(c) 前回の試験で発生した機器の不具合、手順書の不備等の不適合は、社内規定にしたがい管理され

適切な是正措置が講じられていることを確認する。 

(d) 試験は、前回の試験で機能確認ができた時点から、定められた間隔の期間内に実施されているこ

とを確認する。 

(e) 手順書は適切であり、力量を持つ技術者により審査され、社内規定にしたがい制定・改正が行わ

れ、試験時には最新版が配布されていることを、また、適合条件や手順に変更があればその適切性

を確認する。 

(f) 手順書には許認可申請（設置許可申請、工事計画認可、保安規定、技術規格・基準等）に基づく

判定基準が明示的に示され、基準への適合性を評価する際に用いる補正・参照データや評価式等

は、その出典と適切性が明らかにされ適切であることを確認する。 

(g) 試験の実施に当たり、試験前に許容できない事前調整操作（プレコンディショニング）が行われ

ていないこと、仮設の機器・配線を用いる等、通常と異なる状態で行われていないことを確認す

る。 

4.3 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切

に処理されていることを確認する。 

5．検査手引 

(1) 標準的な検査 

a. 試験開始前の留意事項 

試験前においては、必要に応じて当直、設備保守担当課等のミーティングへの同席、関係者からの

聞き取り等により関連する情報を入手し、以下の視点で実施体制や手順書等の適切性をサンプリング

により確認する。 

(a) 事故時等の条件を完全に模擬できず代替の方法を用いて試験を実施する場合には、その代替方

法の適切性を BO1040「動作可能性判断及び機能性評価」の検査運用ガイドを用いて確認する。 

(b) 試験の実施体制は、文書等により責任と権限が明確にされていることを確認する。 

(c) 前回の試験で発生した機器の不具合、手順書の不備等の不適合は、社内規定にしたがい管理され

適切な是正措置が講じられていることを確認する。 

(d) 試験は、前回の試験で機能確認ができた時点から、定められた間隔の期間内に実施されているこ

とを確認する。 

(e) 手順書は適切であり、力量を持つ技術者により審査され、社内規定にしたがい制定・改正が行わ

れ、試験時には最新版が配布されていることを、また、適合条件や手順に変更があればその適切性

を確認する。 

(f) 手順書には許認可申請(設置許可申請、工事計画認可、保安規定、技術規格・基準等)に基づく判

定基準が明示的に示され、基準への適合性を評価する際に用いる補正・参照データや評価式等は、

その出典と適切性が明らかにされ適切であることを確認する。 

(g) 試験の実施に当たり、試験前に何らかの調整操作(プレコンディショニング)を行ったり、仮設の

機器・配線を用いる等、通常と異なる状態で行われていないことを確認する。ただし、試験手順と

して定めている隔離操作及び計測器の接続等を除く。 
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改  正  後 改  正  前 改正理由 

事業者が実施している事前調整について、原子力規制検査ガイド「GI0001 共通ガイド事項に係

る検査運用ガイド 付録４ 事前調整の妥当性確認」に基づき妥当性の確認を行った結果を以下

に示す。 

詳細は、第３回検査制度に関する意見交換会合（令和２年12月22日）資料４－１「サーベイラン

スにおける事前調整（プレコンディショニング）について」を参照のこと。 

【許容できる事前調整】 

・非常用ディーゼル発電機：ターニング、シリンダ潤滑油リューブリケータ操作 

・タービン動補助給水ポンプ：駆動蒸気ラインのウォーミング 

・格納容器スプレイポンプ：格納容器スプレイ弁間ベント、ドレン 

【許容できない事前調整】 

・非常用ディーゼル発電機：エアラン、始動用空気溜ドレン抜き 

・非常用炉心冷却系ポンプ：封水クーラベンティング（メカシールベンティング） 

(h) 合否判定に使用する測定機器は適切に校正され精度が保証されていること、操作盤の警報装置

は設定値にしたがい機能（点灯・発報等）し、試験直前には点灯等の機能確認が実施されているこ

とを確認する。 

(i) 計測制御系の設定誤差等は要求事項に適合していることを確認する。要求事項に適合していない

ことや、測定機器が意図する目的に適していないことが判明した場合には、事業者はそれまで実施

した試験結果の妥当性を損なうものかを評価し、適切な是正措置を講じていることを確認する。 

(j) 系統隔離等の安全処置に伴うバルブ操作及び状態確認、試験に必要な器具の準備等、試験実施の

前準備が完了していることを「BO1020設備の系統構成」の検査運用ガイドを併用して確認する。 

(k) 中央制御室の操作盤には当該検査の検査条件設定による警報表示以外の表示がないことを、ある

場合には管理された状態にあって当該試験に支障がないことを確認する。 

(l) 検査の要件が複数の試験に依存する場合は、各試験の相互関係、順序等が総合的な観点から適切

であることを確認する。 

(m) 試験研究炉等にあっては、実際に行われている試験への立会いが不可能な場合は、設置者側の担

当者に、選定した定例試験の作業について説明を求め、その内容を確認する。 

(n) 試験研究炉等にあっては、保安規定に所定の測定頻度を設けずに一次冷却材中の導電率に対する

制限が組み込まれている場合は、この制限が維持されていることを事業者がどのように確認してい

るかを確認する。 

b. 試験中の留意事項 

試験中においては、手順書の遵守、要員の力量、操作の的確性、合否判定の適切性等について、以

下の視点でサンプリングにより事業者の活動を直接的に観察する。 

(a) 試験は手順書通り行われていることを、また、運転員は中央制御室の操作盤、ディスプレイの表

示、記録計等で監視するとともに、現場においては、漏えい、異音等、設備に異常がないことを的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(h) 合否判定に使用する測定機器は適切に校正され精度が保証されていること、操作盤の警報装置

は設定値にしたがい機能(点灯・発報等)し試験直前には点灯等の機能確認が実施されていること

を確認する。 

(i) 計測制御系の設定誤差等は要求事項に適合していることを確認する。要求事項に適合していない

ことや、測定機器が意図する目的に適していないことが判明した場合には、 事業者はそれまで実

施した試験結果の妥当性を損なうものかを評価し、適切な是正措置を講じていることを確認する。 

(j) 系統隔離等の安全処置に伴うバルブ操作及び状態確認、試験に必要な器具の準備等、試験実施の

前準備が完了していることを BO1020「設備の系統構成」の検査運用ガイドを併用して確認する。 

(k) 中央制御室の操作盤には当該検査の検査条件設定による警報表示以外の表示がないことを、ある

場合には管理された状態にあって当該試験に支障がないことを確認する。 

(l) 検査の要件が複数の試験に依存する場合は、各試験の相互関係、順序等が総合的な観点から適切

であることを確認する。 

(m) 試験研究炉等にあっては、実際に行われている試験への立会いが不可能な場合は、設置者側の担

当者に、選定した定例試験の作業について説明を求め、その内容を確認する。 

(n) 試験研究炉等にあっては、保安規定に所定の測定頻度を設けずに一次冷却材中の導電率に対す

る制限が組み込まれている場合は、この制限が維持されていることを事業者がどのように確認して

いるかを確認する。 

b. 試験中の留意事項 

試験中においては、手順書の遵守、要員の力量、操作の的確性、合否判定の適切性等について、以

下の視点でサンプリングにより事業者の活動を直接的に観察する。 

(a) 試験は手順書通り行われていることを、また、中央制御室の操作盤、ディスプレイの表示、記録

計等で監視するとともに、現場においては、漏えい、異音等、設備に異常がないことを運転員が的

グ）を明確化 
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改  正  後 改  正  前 改正理由 

確に判断していることを観察する。 

(b) 試験は指揮・命令系統が確立され情報の伝達が確実に行われていることを、また、測定値や試験

に伴って発生する警報を的確に判断し、運転員が適切に操作していることを観察する。 

(c) 中央制御室及び現場の計器等が正常で測定値が妥当であること等、得られた試験データの適切性

を評価していることを観察する。 

(d) 計測値は計測器の正しい読み取り位置で必要な精度まで読み取っていることを、また、読み取り

値を現場から中央制御室に伝える際には、復唱等により正確に伝達していることを観察する。 

(e) 試験結果が判定基準に適合しているか否かについて、判定プロセスが社内規定に照らして適切に

行われていることを観察する。 

(f) 試験はシステム・機器の性能劣化を把握するため、ポンプ等は運転制限条件を考慮した適切な運

転条件の下で行われていることを観察する。 

(g) ミニフローによりポンプのサーベイランス試験を実施する場合、過去の試験（ミニフロー）結果

及び参照値＊（定期事業者検査時とサーベイランス時と系統条件が同じ場合）と比較し、有意な変

化がないことを確認していることを観察する。 

参照値の採取方法については、第３回検査制度に関する意見交換会合（令和２年12月22日）資料

4-2「サーベイランスにおける実条件性能確認への対応について」を参照のこと。 

＊：参照値：ポンプが所定の性能を発揮できると判断される時に、サーベイランスと同じ系統条

件で採取したパラメータ 

(h) 初回操作で系統が正常に稼働せず不合格となった場合、原因の特定とその是正措置を講じるこ

となく、試験の合格結果を得るため繰返し試験が行われていないことを監視する。 

(i) 試験の実施責任者は、試験データの完全な整合性や手順の適切性を検証し、設備の安全機能が判

定基準に適合することを確認してから、試験の終了宣言をしていることを確認する。 

c. 試験終了後の留意事項 

試験終了後においては、必要に応じてヒアリングを行い、設備の復旧処置、設備の劣化傾向の評価、

記録管理等の適切性について、以下の視点でサンプリングにより検査する。 

(a) 非常用原子炉注水試験等でテストラインを使用する場合等、試験後には通常の運転状態におい

て安全機能を果たすべき正常な状態に復帰させていること、また、試験用に設置した器具等が取り

除かれていることを確認する。 

(b) これまでの試験結果の適合性を確認するとともに、事業者がシステム・機器について性能の劣化

傾向を評価し適切な対応をしていることを確認する。システム・機器に劣化傾向等が認められた場

合は、交換や試験頻度の増加等、適切な是正措置が講じられていることを確認する。 

(c) 試験結果が判定基準に適合しなかった場合は、原因調査を行い、その結果がシステム・機器を操

作可能な適切な状態に戻すための技術的根拠となり、必要に応じて保全計画に反映されていること

確に判断していることを観察する。 

(b) 試験は指揮・命令系統が確立され情報の伝達が確実に行われていることを、また、測定値や試験

に伴って発生する警報を的確に判断し、運転員が適切に操作していることを観察する。 

(c) 中央制御室及び現場の計器等が正常で測定値が妥当であること等、得られた試験データの適切性

を評価していることを観察する。 

(d) 計測値は計測器の正しい読み取り位置で必要な精度まで読み取っていることを、また、読み取り

値を現場から中央制御室に伝える際には、復唱等により正確に伝達していることを観察する。 

(e) 試験結果が判定基準に適合しているか否かについて、判定プロセスが社内規定に照らして適切に

行われていることを観察する。 

(f) 試験はシステム・機器の性能劣化を把握するため、ポンプ等は運転制限条件を考慮した適切な運

転条件の下で行われていることを観察する。 

（新設） 

(g) 初回操作で系統が正常に稼働せず不合格となった場合、原因の特定とその是正措置を講じること

なく、試験の合格結果を得るため繰返し試験が行われていないことを監視する。 

(h) 試験の実施責任者は、試験データの完全な整合性や手順の適切性を検証し、設備の安全機能が判

定基準に適合することを確認してから、試験の終了宣言をしていることを確認する。 

c. 試験終了後の留意事項 

試験終了後においては、必要に応じてヒアリングを行い、設備の復旧処置、設備の劣化傾向の評価、

記録管理等の適切性について、以下の視点でサンプリングにより検査する。 

(a) 非常用原子炉注水試験等でテストラインを使用する場合等、試験後には通常の運転状態におい

て安全機能を果たすべき正常な状態に復帰させていること、また、試験用に設置した器具等が取り

除かれていることを確認する。 

(b) これまでの試験結果の適合性を確認するとともに、事業者がシステム・機器について性能の劣化

傾向を評価し適切な対応をしていることを確認する。システム・機器に劣化傾向等が認められた場

合は、交換や試験頻度の増加等、適切な是正措置が講じられていることを確認する。 

(c) 試験結果が判定基準に適合しなかった場合は、根本原因分析を行い、その結果がシステム・機器

を操作可能な適切な状態に戻すための技術的根拠となり、必要に応じて保全計画に反映されてい
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改  正  後 改  正  前 改正理由 

確認する。 

(d) 試験結果は社内規定に従い承認され、記録として適切に保管・管理されていることを確認す

る。 

 

(2) 全般的な検査 

a. 年１回実施する全般的な検査においては、計画立案の適切性、手順書改訂方法の適切性、劣化傾向の

評価結果の反映状況、他部門との連携状況、記録の保管状況等、一連の関連する行為について社内マニュ

アル、打ち合わせ会議の傍聴、関係者のインタビュー等により実施状況の適切性を多角的に確認する。 

b. 「BM0060 保全の有効性評価」、「BM0110 作業管理」、「BO1070 運転員能力」等の関連する検査運用ガ

イドの実施結果を参考に、関連する一連の行為への反映状況の適切性を確認する。 

 

 

6. 改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  

○運用の明確化 

①実条件性能確認及び事前調整（プレコン

ディショニング）を明確化（4.2検査実

施、5.検査手引） 

○記載の適正化 

 

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 
規則名 

保安のために必

要な措置に係る

規則条項 

保安規定記載事項に

係る規則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則 

第 87 条 第 92 条第１項第８

号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 82 条 第 87 条第１項第８

号 

試験研究用等原

子炉施設 

試験研究の用に供する原子炉等

の設置、運転等に関する規則 

第 11 条 第 15 条第１項第６

号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の事業に関

する規則 

第 13 条 第17条第１項第6号 

加工施設 核燃料物質の加工の事業に関す

る規則 

第７条の５ 第８条第１項第６号 

使用済燃料貯蔵

施設 

使用済燃料の貯蔵の事業に関す

る規則 

第 33 条 第 37 条第１項第６

号 

廃棄物管理施設 核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則 

第 31 条 第 34 条第１項第６

号 

ること確認する。 

(d) 試験結果は社内規定に従い承認され、記録として適切に保管・管理されていることを確認す

る。 

 

(2) 全般的な検査 

a. 年1回実施する全般的な検査においては、計画立案の適切性、手順書改訂方法の適切性、劣化傾向の

評価結果の反映状況、他部門との連携状況、記録の保管状況等、一連の関連する行為について社内マニュ

アル、打ち合わせ会議の傍聴、関係者のインタビュー等により実施状況の適切性を多角的に確認する。 

b. 「BM0060保全の有効性評価」、「BM0110作業管理」、「BO1070運転員能力」等の関連する検査運用ガ

イドの実施結果を参考に、関連する一連の行為への反映状況の適切性を確認する。 

 

 

6. 改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

表1 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 
規則名 

保安のために必

要な措置に係る

規則条項 

保安規定記載事項に

係る規則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則 

第 87 条 第 92条第 1項第 8号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 82 条 第 87条第 1項第 8号 

試験研究用等原

子炉施設 

試験研究の用に供する原子炉等

の設置、運転等に関する規則 

第 11 条 第 15条第 1項第 6号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の事業に関

する規則 

第 13 条 第 17条第 1項第 6号 

加工施設 核燃料物質の加工の事業に関す

る規則 

第 7 条の 5 第 8 条第 1 項第 6 号 

使用済燃料貯蔵

施設 

使用済燃料の貯蔵の事業に関す

る規則 

第 33 条 第 37条第 1項第 6号 

廃棄物管理施設 核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の廃棄物管理

第 31 条 第 34条第 1項第 6号 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤
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改  正  後 改  正  前 改正理由 

第一種廃棄物埋

設施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第一種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第 59 条 第 63 条第１項第６

号 

第二種廃棄物埋

設施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

－ - 

使用施設等 核燃料物質の使用等に関する規

則 

第２条の 11 の９ 第２条の 12 第１項

第５号 

 

 

表２ 検査要件まとめ表 

本検査はユニット(原子炉)を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 １年 13以上 60 

 

日常 

02 全般的な検査 １年 １ 日常 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 １年 13以上 60 日常 

02 全般的な検査 １年 １ 日常 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 
（熱出力500kw以上※１） 

１年 ６以上 30 日常 

02 全般的な検査 
（熱出力500kw以上※１） 

１年 １ 日常 

03 標準的な検査 
（熱出力500kw以上※２） 

１年 ２以上 15 日常 

04 全般的な検査 
（熱出力500kw以上※２） 

１年 １ 日常 

05 標準的な検査 
（熱出力500kw未満） 

１年 １以上 10 日常 

06 全般的な検査 
（熱出力500kw未満） 

１年 １ 日常 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 １年 13 以上 60 日常 

02 全般的な検査 １年 １ 日常 

05 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

の事業に関する規則 

第一種廃棄物埋

設施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第一種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第 59 条 第 63条第 1項第 6号 

第二種廃棄物埋

設施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

－ - 

使用施設等 核燃料物質の使用等に関する規

則 

第 2 条の 11 の 9 第 2 条の 12 第 1 項

第 5 号 

 

表 2 検査要件まとめ表 

本検査はユニット(原子炉)を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 1年 13以上 60 

 

日常 

02 全般的な検査 1年 1 日常 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 1年 13以上 60 日常 

02 全般的な検査 1年 1 日常 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 
（熱出力500kw以上※１） 

1年 6以上 30 日常 

02 全般的な検査 
（熱出力500kw以上※１） 

1年 1 日常 

03 標準的な検査 
（熱出力500kw以上※２） 

1年 2以上 15 日常 

04 全般的な検査 
（熱出力500kw以上※２） 

1年 1 日常 

05 標準的な検査 
（熱出力500kw未満） 

1年 1以上 10 日常 

06 全般的な検査 
（熱出力500kw未満） 

1年 1 日常 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 1年 13 以上 60 日常 

02 全般的な検査 1年 1 日常 

05 加工 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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改  正  後 改  正  前 改正理由 

01 標準的な検査 
（MOX加工） 

１年 ９以上 45 日常 

02 全般的な検査 
（MOX加工） 

１年 １ 日常 

03 標準的な検査 
（ウラン加工） 

１年 ６以上 30 日常 

04 全般的な検査 

（ウラン加工） 
１年 １ 日常 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 １年 １以上 10 日常 

02 全般的な検査 １年 １ 日常 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 １年 １以上 10 日常 

02 全般的な検査 １年 １ 日常 

08 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 １年 １以上 ５ 日常 

02 全般的な検査 １年 １ 日常 

 

 

 

別紙－１ ： 定期的に機能確認を行う設備等 

(1) PWRの例 （炉型によって設備が異なる） 

① 制御棒動作機能 

② 化学体積制御系（ホウ酸濃縮機能） 

③ 非常用炉心冷却系 

 ・高圧注入系 

 ・低圧注入系 

 （削る） 

④ 原子炉格納容器スプレイ系 

⑤ 補助給水系 

 ・タービン駆動系 

 ・電動系 

⑥ 換気空調系 

 ・アニュラス空気浄化系 

 ・中央制御室非常用循環系 

 ・安全補機室空気浄化系 

⑦ ディーゼル発電機 

⑧ 重大事故等対処設備 

⑨ その他安全系に関連する動作確認試験全般 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 

（MOX加工） 
1年 9以上 45 日常 

02 全般的な検査 

（MOX加工） 
1年 1 日常 

03 標準的な検査 

（ウラン加工） 
1年 6以上 30 日常 

04 全般的な検査 

（ウラン加工） 
1年 1 日常 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 1年 1以上 10 日常 

02 全般的な検査 1年 1 日常 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 1年 1以上 10 日常 

02 全般的な検査 1年 1 日常 

08 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 標準的な検査 1年 1以上 5 日常 

02 全般的な検査 1年 1 日常 

 

 

別紙－1 ： 定期的に機能確認を行う設備等 

(1) PWRの例 (炉型によって設備が異なる) 

① 制御棒動作機能 

② 化学体積制御系(ホウ酸濃縮機能) 

③ 非常用炉心冷却系 

 ・高圧注入系 

 ・低圧注入系 

 ・充てん系 

④ 原子炉格納容器スプレイ系 

⑤ 補助給水系 

 ・タービン駆動系 

 ・電動系 

⑥ 換気空調系 

 ・アニュラス空気浄化系 

 ・中央制御室非常用循環系 

 ・安全補機室空気浄化系 

⑦ ディーゼル発電機 

⑧ 重大事故等対処設備 

⑨ その他安全系に関連する動作確認試験全般 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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改  正  後 改  正  前 改正理由 

(2) BWR/5の例 (炉型によって設備が異なる) 

① 非常用炉心冷却系 

 ・高圧炉心スプレイ系 

 ・低圧炉心スプレイ系 

 ・低圧注水系 

② 原子炉隔離時冷却系 

③ 非常用ガス処理系 

④ ディーゼル発電機 

⑤ ほう酸注入系ポンプ 

⑥ 可燃性ガス濃度制御系 

⑦ 制御棒動作機能 

⑧ 残留熱除去系 

⑨ ディーゼル発電機冷却系 

⑩ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却系 

⑪ その他安全系に関連する動作確認試験全般 

 

(3)核燃料施設等の例 

① 保安規定に基づき保安上特に管理が必要な設備に求められる状態を満足するために実施される定例

試験 

② 自主検査として実施される定例試験 

 

(2) BWR/5の例※ (炉型によって設備が異なる) 

① 非常用炉心冷却系 

 ・高圧炉心スプレイ系 

 ・低圧炉心スプレイ系 

 ・低圧注水系 

② 原子炉隔離時冷却系 

③ 非常用ガス処理系 

④ ディーゼル発電機 

⑤ ほう酸注入系ポンプ 

⑥ 可燃性ガス濃度制御系 

⑦ 制御棒動作機能 

⑧ 残留熱除去系 

⑨ ディーゼル発電機冷却系 

⑩ 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機冷却系 

⑪ その他安全系に関連する動作確認試験全般 

 

  (3)核燃料施設等の例 

   ① 保安規定に基づき保安上特に管理が必要な設備に求められる状態を満足するために実施される定例

試験 

   ② 自主検査として実施される定例試験  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ BWR プラント新規制基準認可後に見直す 
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基本検査運用ガイド 

原子炉起動・停止 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

 

基本検査運用ガイド 

原子炉起動・停止 

（BO1030_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1 監視領域 

大分類 ：「原子力施設安全」 

小分類 ：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」（実用炉、研開炉） 

検 査 分 野 ：「施設管理」「運転管理」 

 

2 検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）第61条の２の２第１項

第４号ロで規定される事項（保安のために必要な措置）のうち、表１に示す原子力施設の種別ごとの保安

のために必要となる措置に係る規則条項で規定される、原子力施設の施設管理及び運転における原子炉

の起動・停止の活動状況を確認する。当該事項は、法第61条の２の２第１項３号イで規定される事項（保

安規定）のうち、表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される原子力施設の施設管理および

運転にかかる活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、施設管理及び運転管理の検査分野における体制、訓練・教育

及び設備の保全の他、運転員等の力量にも関連することから、当該活動に関連する他の検査運用ガイドの

適用も踏まえて確認する。 

 

3 検査要件 

3.1 検査対象 

原子炉停止中は、安全上重要な構築物、系統・機器が供用除外されているため、潜在的リスクが高く

なる場合が生じる他、作業のため系統・機器の構成が通常運転時とは異なる状態になり、運転員・保修

員が介入する機会が多くなる。 

このため、原子炉停止操作（停止計画含む）から定格出力までの期間における運転操作及び作業等に

関わる以下を検査対象とする。 

(1) 停止中に行われる安全上重要な活動の適切性 

(2) 安全上及びリスク上重要な系統・機器（特に出力運転中立入りできない区域にある系統、機器）の

健全性 

(3) 原子炉冷却材水抜きやミッドループ運転中における事業者の活動及びその適切性とリスク管理の

状況 

 

 

基本検査運用ガイド 

原子炉起動・停止 

（BO1030_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

1 監視領域 

大分類 ：「原子力施設安全」 

小分類 ：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」（実用炉、研開炉） 

検 査 分 野 ：「施設管理」「運転管理」 

 

2 検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「法」という。）第61条の2の2第1項第4

号ロで規定される事項（保安のために必要な措置）のうち、表1に示す原子力施設の種別ごとの保安のた

めに必要となる措置に係る規則条項で規定される、原子力施設の施設管理及び運転における原子炉の起

動・停止の活動状況を確認する。当該事項は、法第61条の2の2第1項3号イで規定される事項（保安規定）

のうち、表1に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される原子力施設の施設管理および運転にか

かる活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、施設管理及び運転管理の検査分野における体制、訓練・教育

及び設備の保全の他、運転員等の力量にも関連することから、当該活動に関連する他の検査運用ガイドの

適用も踏まえて確認する。 

 

3 検査要件 

3.1 検査対象 

原子炉停止中は、安全上重要な構築物、系統・機器が供用除外されているため、潜在的リスクが高く

なる場合が生じる他、作業のため系統・機器の構成が通常運転時とは異なる状態になり、運転員・保修

員が介入する機会が多くなる。 

このため、原子炉停止操作(停止計画含む)から定格出力までの期間における運転操作及作業等に関

わる以下を検査対象とする。 

(1) 停止中に行われる安全上重要な活動の適切性 

(2) 安全上及びリスク上重要な系統・機器（特に出力運転中立入りできない区域にある系統、機器）の

健全性 

(3) 原子炉冷却材水抜きやミッドループ運転中における事業者の活動及びその適切性とリスク管理の

状況 

 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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なお、検査は余熱除去系（RHR）、原子炉冷却材水抜き中の格納容器の閉止、ミッドループ運転（PWR）、

降温/昇温/起動、非常用所内電源/外部電源の利用の可能性、燃料取替作業等に係る潜在的な問題に焦

点を当てて行う。 

また、燃料取替を伴わない停止においても、停止期間及び作業範囲に応じて、燃料取替関連以外の検

査を行う。 

 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表２の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

4 検査手順 

検査に当たっては、許認可関連文書、事業者等のマニュアル、安全活動状況及び不適合の是正処置状況

等を調査するとともに、ウォークダウン、リスク情報等の活用、事業者へのインタビュー等により検査対

象並びに検査方法等を定めておく。 

 

4.1 原子炉停止計画 

［検査実施］ 

計画停止の前に、「停止時のリスク管理の計画」がリスク、業界の経験、過去のプラント固有の問題

等を適切に考慮していることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 事業者の「停止時のリスク管理の計画」、関連業界の経験、および過去のプラント固有の問題をレ

ビューし、重要な安全機能の喪失を防止する低減策/手順を定めていることを確認する。 

(2) 事業者が、運転上の制限を遵守することにより深層防護を維持することを確認する。 

(3) 停止計画が、作業の重複、重量物の取扱い、足場の組立て及び火災や内部溢水の可能性によるリス

クを考慮していることを確認する。 

(4) 「停止時のリスク管理の計画」及び該当する運転上の制限に基づき、系統構成が管理されること

を確認する。 

 

4.2 停止時 

［検査実施］ 

以下の活動を通じて、事業者が停止時の活動を適切に実施していることを確認する。 

(1) 降温操作の一部を観察し、運転上の制限に定める温度変化率（冷却率）を遵守していることを確認

する。 

(2) 格納容器の開放後、速やかに格納容器内の巡視点検を行う。 

［検査手引］ 

停止後、格納容器の入域が可能となった場合、事業者に安全を確認後、可能な限り速やかに格納容

器内の巡視点検を行い、出力運転中立ち入りできない区域の検査を行う。 

(1) 点検に当たっては以下を考慮する。 

a. 放射線量（ALARA） 

なお、検査は余熱除去系（RHR）、原子炉冷却材水抜き中の格納容器の閉止、ミッドループ運転（PWR）、

降温/昇温/起動、非常用所内電源/外部電源の利用の可能性、燃料取替作業等に係る潜在的な問題に焦

点を当てて行う。 

また、燃料取替を伴わない停止においても、停止期間及び作業範囲に応じて、燃料取替関連以外の検

査を行う。 

 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表 2の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

4 検査手順 

検査に当たっては、許認可関連文書、事業者等のマニュアル、安全活動状況及び不適合の是正処置状況

等を調査するとともに、ウォークダウン、リスク情報等の活用、事業者へのインタビュー等により検査対

象並びに検査方法等を定めておく。 

 

4.1 原子炉停止計画 

［検査実施］ 

計画停止の前に、「停止時のリスク管理の計画」がリスク、業界の経験、過去のプラント固有の問題

等を適切に考慮していることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 事業者の「停止時のリスク管理の計画」、関連業界の経験、および過去のプラント固有の問題をレ

ビューし、重要な安全機能の喪失を防止する低減策/手順を定めていることを確認する。 

(2) 事業者が、運転上の制限を遵守することにより深層防護を維持することを確認する。 

(3) 停止計画が、作業の重複、重量物の取扱い、足場の組立て及び火災や内部溢水の可能性によるリス

クを考慮していることを確認する。 

(4) 「停止時のリスク管理の計画」及び該当する運転上の制限に基づき、系統構成が管理されること

を確認する。 

 

4.2 停止時 

［検査実施］ 

以下の活動を通じて、事業者が停止時の活動を適切に実施していることを確認する。 

(1) 降温操作の一部を観察し、運転上の制限に定める温度変化率（冷却率）を遵守していることを確認

する。 

(2) 格納容器の開放後、速やかに格納容器内の巡視点検を行う。 

［検査手引］ 

停止後、格納容器の入域が可能となった場合、事業者に安全を確認後、可能な限り速やかに格納容

器内の巡視点検を行い、出力運転中立ち入りできない区域の検査を行う。 

(1) 点検に当たっては以下を考慮する。 

a. 放射線量（ALARA） 
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b. 熱負荷に対する労働安全/個人の安全（熱中症、火傷等） 

c. 停止工程 

d. 停止前の未確認の RCS漏えい 

(2) 格納容器内の構造物、配管及びサポートに、未確認の RCS 漏えいの可能性を示す漏えい痕や堆積

物がないことを確認する。停止中の作業により不明瞭となる可能性のある RCS 漏えいの痕跡（例

えば、ホウ酸析出物）がないことを確認する。  

(3) 格納容器再循環サンプスクリーンに損傷がないこと、異物がないことを確認する。 

(4) サポート、ブラケット、スナバに損傷または変形がないことを確認する。オイルスナバについて

は、オイルの漏えいがないこと及びオイルリザーバに十分な油が充てんされていることを確認す

る。 

(5) 問題がより深刻となる可能性のある事象を確認する。これには以下の事象が考えられるが、これ

に限定されない。 

a. 格納容器ライナープレートの塗装のはく離と腐食 

b. 格納容器の換気系及び冷却系からの漏えい 

c. コンクリート支持構造物のひび割れ 

d. ケーブル絶縁体の損傷 

e. 一般異物の存在 

f. 格納容器内に仮置きまたは保管されている機器で、事業者が把握していない機器の存在 

 

4.3 停止中  

［検査実施］ 

事業者が停止中の操作、作業等の活動を適切に実施していることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 機器の供用除外中も、事業者が運転上の制限を遵守することにより深層防護を維持していること

を確認する。 

(2) 事業者が「停止時のリスク管理の計画」及び適用される運転上の制限に基づき、系統構成を管理し

ていることを確認する。 

 

4.3.1 隔離作業 

［検査実施］ 

(1) タグが適切に取り付けられ、または適切に取り外されていることを確認する。 

(2) 関連機器が隔離中の機器の機能をサポートするよう適切に構成されていることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 液体系のバウンダリの開口部がリスク上重要な機器付近に存在するような隔離作業、電動弁の

電源復旧時に不適切な開閉位置となり安全系に悪影響を及ぼす復旧作業などはリスクが高くな

る。 

(2) RCS、RHR、または使用済燃料ピットの冷却に影響を与える作業には、特に注意を払うこと。 

b. 熱負荷に対する労働安全/個人の安全 

c. 停止期間 

d. 停止前の未確認の RCS漏えい 

(2) 格納容器内の構造物、配管及びサポートに、未確認の RCS 漏えいの可能性を示す漏えい痕や堆積

物がないことを確認する。停止中の作業により不明瞭となる可能性のある RCS 漏えいの痕跡（例

えば、ホウ酸析出物）がないことを確認する。  

(3) 格納容器再循環サンプスクリーンに損傷がないこと、異物がないことを確認する。 

(4) サポート、ブラケット、スナバに損傷または変形がないことを確認する。オイルスナバについて

は、オイルの漏えいがないこと及びオイルリザーバに十分な油が充てんされていることを確認す

る。 

(5) 問題がより深刻となる可能性のある事象を確認する。これには以下の事象が考えられるが、これ

に限定されない。 

a. 格納容器ライナープレートの塗装のはく離と腐食 

b. 格納容器の換気系及び冷却系からの漏えい 

c. コンクリート支持構造物のひび割れ 

d. ケーブル絶縁体の損傷 

e. 一般異物の存在 

f. 格納容器内に仮置きまたは保管されている機器で、事業者が把握していない機器の存在 

 

4.3 停止中  

［検査実施］ 

事業者が停止中の操作、作業等の活動を適切に実施していることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 機器の供用除外中も、事業者が運転上の制限を遵守することにより深層防護を維持していること

を確認する。 

(2) 事業者が「停止時のリスク管理の計画」及び適用される運転上の制限に基づき、系統構成を管理し

ていることを確認する。 

 

4.3.1 隔離作業 

［検査実施］ 

(1) タグが適切に取り付けられ、または適切に取り外されていることを確認する。 

(2) 関連機器が隔離中の機器の機能をサポートするよう適切に構成されていることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 液体系のバウンダリの開口部がリスク上重要な機器付近に存在するような隔離作業、電動弁の

電源復旧時に不適切な開閉位置となり安全系に悪影響を及ぼす復旧作業などはリスクが高くな

る。 

(2) RCS、RHR、または使用済燃料ピットの冷却に影響を与える作業には、特に注意を払うこと。 
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4.3.2 異物管理 

［検査実施］ 

事業者が適切に異物管理を実施していることを確認する。 

［検査手引］ 

異物管理の実施状況及び記録について確認する。 

 

4.3.3 一次冷却材系の計測設備 

［検査実施］ 

(1) RCSの圧力、水位及び温度計測設備は、正確に表示するように設置、校正及び構成されているこ

とを確認する。 

(2) これらの計測設備がプラントの状態変化を連続的に監視できることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 水位計測設備においては、計装配管内で液体または蒸気／気体を閉塞（すなわち、ループシー

ル）させるような計装配管の勾配がないことを確認する。 

(2) 通常運転時と同じ水位計測設備を使用している場合、運転員が温度低下による密度変化の影響

を考慮していることを確認する。 

(3) 崩壊熱除去機能喪失による昇温昇圧が、水位計測設備に与える影響を運転員が認識しているこ

とを確認する。 

(4) 温度計測設備については、運転員が崩壊熱除去機能喪失による温度指示への影響と、同温度の

指示と実際のプラント状態に差が生じる可能性を認識していることを確認する。 

(5) 温度は RHRループでも測定可能であるが、この場合、RHR系の停止、バイパスまたは一部バイパ

スにより、不正確で非保守的な温度指示を招く可能性がある。 

 

4.3.4 電源系統 

［検査実施］ 

電源系統の状態や構成が、運転上の制限及び事業者の「停止時のリスク管理の計画」を遵守して

いることを確認する。 

［検査手引］ 

非常用所内電源及び外部電源が適切に管理され、事業者の「停止時のリスク管理の計画」の前提

条件と一致していることを確認する。 

 

4.3.5 格納容器 

［検査実施］ 

(1) リスクの高い作業（例えば PWR のミッドループ運転）中において、格納容器貫通部の状態が適

切であることを確認する。 

(2) 格納容器貫通部の開放が許可されている期間においては、迅速に閉止できる状況であることを

 

4.3.2 異物管理 

［検査実施］ 

事業者が適切に異物管理を実施していることを確認する。 

［検査手引］ 

異物管理の実施状況及び記録について確認する。 

 

4.3.3 一次冷却材系の計測設備 

［検査実施］ 

(1) RCSの圧力、水位及び温度計測設備は、正確に表示するように設置、校正及び構成されているこ

とを確認する。 

(2) これらの計測設備がプラントの状態変化を連続的に監視できることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 水位計測設備においては、計装配管内で液体または蒸気／気体を閉塞（すなわち、ループシー

ル）させるような計装配管の勾配がないことを確認する。 

(2) 通常運転時と同じ水位計測設備を使用している場合、運転員が温度低下による密度変化の影響

を考慮していることを確認する。 

(3) 崩壊熱除去機能喪失による昇温昇圧が、水位計測設備に与える影響を運転員が認識しているこ

とを確認する。 

(4) 温度計測設備については、運転員が崩壊熱除去機能喪失による温度指示への影響と、同温度の

指示と実際のプラント状態に差が生じる可能性を認識していることを確認する。 

(5) 温度は RHRループでも測定可能であるが、この場合、RHR系の停止、バイパスまたは一部バイパ

スにより、不正確で非保守的な温度指示を招く可能性がある。 

 

4.3.4 電源系統 

［検査実施］ 

電源系統の状態や構成が、運転上の制限及び事業者の「停止時のリスク管理の計画」を遵守して

いることを確認する。 

［検査手引］ 

非常用所内電源及び外部電源が適切に管理され、事業者の「停止時のリスク管理の計画」の前提

条件と一致していることを確認する。 

 

4.3.5 格納容器 

［検査実施］ 

(1) リスクの高い作業（例えば PWR のミッドループ運転）中において、格納容器貫通部の状態が適

切であることを確認する。 

(2) 格納容器貫通部の開放が許可されている期間においては、迅速に閉止できる状況であることを

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-185-



5 

 

確認する。 

［検査手引］ 

(1) BWRについては、原子炉建屋に対する運転上の制限を遵守していることを確認する。また、格納

容器貫通部閉止の手順が定められ、適用可能な場合には、事業者がそれらを使用していること

を確認する。 

(2) PWRについては、格納容器貫通部の状態が運転上の制限を遵守していること、常に格納容器を閉

止状態に維持できることを確認する。 

 

4.3.6 崩壊熱除去系統 

［検査実施］ 

RHR系のパラメータを観察し、当該系が正常に機能していることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) BWRについては、代替崩壊熱除去設備の手順が適切であること、訓練が実施されていることを確

認する。 

(2) PWRについては、事業者が RHRの代替冷却手段として S/Gによるリフラックス冷却に期待してい

る場合、事業者がこの冷却方法の実行可能性を確認していることを確認する。また、以下のこと

を確認する。 

a. これらの手順が解析により確認され、必要な機器が使用可能であること。 

b. RCS圧力バウンダリが閉鎖されていること。 

（R/V上蓋、加圧器安全弁、加圧器マンホール、S/Gマンホールが取り付けられていること） 

c. S/G２次側の保有水が確保されていること。 

d. サブクール・マージンを確保するため、RCS圧力制御能力が維持されていること。 

e. S/Gへの給水が確保されていること。 

（電動補助給水ポンプが運転可能であること） 

f. S/Gからの蒸気除外能力が確保されていること。 

（例えば、主蒸気逃がし弁が使用可能であること） 

 

4.3.7 原子炉冷却材保有水の維持 

［検査実施］ 

保有水補給の流路、系統構成、代替手段が「停止時のリスク管理の計画」と一致していることを

確認する。 

［検査手引］ 

(1) 保有水の喪失をもたらす可能性のある作業に対して、当該可能性を低減するために適切な管理

が行われていることを確認する。 原子炉冷却材圧力バウンダリの状態により、停止中のリスク

が大きくなる可能性がある。 

(2) 保有水喪失の流路の例には、以下が考えられる。 

a. BWRにおける RHRのサプレッションプール水冷却モードのライン 

確認する。 

［検査手引］ 

(1) BWRについては、原子炉建屋に対する運転上の制限を遵守していることを確認する。また、格納

容器貫通部閉止の手順が定められ、適用可能な場合には、事業者がそれらを使用していること

を確認する。 

(2) PWRについては、格納容器貫通部の状態が運転上の制限を遵守していること、常に格納容器を閉

止状態に維持できることを確認する。 

 

4.3.6 崩壊熱除去系統 

［検査実施］ 

RHR系のパラメータを観察し、当該系が正常に機能していることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) BWRについては、代替崩壊熱除去設備の手順が適切であること、訓練が実施されていることを確

認する。 

(2) PWRについては、事業者が RHRの代替冷却手段として S/Gによるリフラックス冷却に期待してい

る場合、事業者がこの冷却方法の実行可能性を確認していることを確認する。また、以下のこと

を確認する。 

a. これらの手順が解析により確認され、必要な機器が使用可能であること。 

b. RCS圧力バウンダリが閉鎖されていること。 

（R/V上蓋、加圧器安全弁、加圧器マンホール、S/Gマンホールが取り付けられていること） 

c. S/G２次側の保有水が確保されていること。 

d. サブクール・マージンを確保するため、RCS圧力制御能力が維持されていること。 

e. S/Gへの給水が確保されていること。 

（電動補助給水ポンプが運転可能であること） 

f. S/Gからの蒸気除外能力が確保されていること。 

（例えば、主蒸気逃がし弁が使用可能であること） 

 

4.3.7 原子炉冷却材保有水の維持 

［検査実施］ 

保有水補給の流路、系統構成、代替手段が「停止時のリスク管理の計画」と一致していることを

確認する。 

［検査手引］ 

(1) 保有水の喪失をもたらす可能性のある作業に対して、当該可能性を低減するために適切な管理

が行われていることを確認する。 原子炉冷却材圧力バウンダリの状態により、停止中のリスク

が大きくなる可能性がある。 

(2) 保有水喪失の流路の例には、以下が考えられる。 

a. BWRにおける RHRのサプレッションプール水冷却モードのライン 
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b. BWRにおける SRV取り外し、自動減圧系の試験、主蒸気隔離弁の作業などを含む主蒸気ライ

ン 

c. PWRにおける RHR系のタイライン弁、シンブルチューブシール及び蒸気発生器ノズル蓋 

d. 圧力容器フランジより低い位置にある接続配管または機器の作業 

e. 待機中の低圧注水（LPI）系トレインの作業や試験、または燃料取替用水タンク（RWST）への

戻りラインによる LPIの試験などのインターフェイス LOCA時の流路  

(3) BWRの場合は、以下のことを確認する。 

a. 低水位での自動隔離は、運転上の制限の要件に基づき維持されていること。 

b. 主蒸気ラインプラグが設置され、適切なシールに必要なシステム（例えば、圧縮空気系）が

維持されていること。 

(4) PWRにおいて重力注入に期待している場合、十分な広さの開口部が設けられていることを確認す

る。 

(5) PWR において SG ノズル蓋を取り付ける場合、低温側より取り付ける手順となっていることを確

認する。 

 

4.3.8 原子炉冷却材水抜き 

［検査実施］ 

原子炉冷却材水抜き及びミッドループ運転中において、事業者がプラントの状態を安全に管理し

ていることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 原子炉水位管理を採用している BWR 事業者については、事業者の水抜き時間の計算値とその前

提条件をレビューする。原子炉水位と限界水抜き速度がプラントの状態と一致していることを

確認する。機器と計測設備が、運転上の制限で要求される系統構成であることを確認する。 

(2) ミッドループ運転中における想定外の状況や緊急操作による運転員の動揺が、RCS水位維持の操

作に及ぼす影響を観察する。 

(3) 原子炉冷却材水抜き、ミッドループ運転及び沸騰までの時間が短い他の期間に計画された作業

を評価する。 

(4) 以下を確認する： 

a. 事業者がミッドループ運転の管理方法、運転手順をレビューし、ミッドループ運転の訓練を

実施していること。 

b. 事業者が、手順書を以下の目的に使用していること。 

・RCS 水抜き中における予期せぬ RCS 保有水量の変化の特定と RCS ベントパスが適切である

ことの確認。 

・RCS水抜き中における緊急／異常時の操作 

c. RCS温度（高温側）が表示され、定期的に監視されていること。 

（通常、少なくとも 2つの独立、かつ連続した表示） 

d. RCS水位が表示され、定期的に監視されていること。 

（通常、少なくとも 2つの独立、かつ連続した表示） 

b. BWRにおける SRV取り外し、自動減圧系の試験、主蒸気隔離弁の作業などを含む主蒸気ライ

ン 

c. PWRにおける RHR系のタイライン弁、シンブルチューブシール及び蒸気発生器ノズル蓋 

d. 圧力容器フランジより低い位置にある接続配管または機器の作業 

e. 待機中の低圧注水（LPI）系トレインの作業や試験、または燃料取替用水タンク（RWST）への

戻りラインによる LPIの試験などのインターフェイス LOCA時の流路  

(3) BWRの場合は、以下のことを確認する。 

a. 低水位での自動隔離は、運転上の制限の要件に基づき維持されていること。 

b. 主蒸気ラインプラグが設置され、適切なシールに必要なシステム（例えば、圧縮空気系）が

維持されていること。 

(4) PWRにおいて重力注入に期待している場合、十分な広さの開口部が設けられていることを確認す

る。 

(5) PWR において SG ノズル蓋を取り付ける場合、低温側より取り付ける手順となっていることを確

認する。 

 

4.3.8 原子炉冷却材水抜き 

［検査実施］ 

原子炉冷却材水抜き及びミッドループ運転中において、事業者がプラントの状態を安全に管理し

ていることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 原子炉水位管理を採用している BWR 事業者については、事業者の水抜き時間の計算値とその前

提条件をレビューする。原子炉水位と限界水抜き速度がプラントの状態と一致していることを

確認する。機器と計測設備が、運転上の制限で要求される系統構成であることを確認する。 

(2) ミッドループ運転中における想定外の状況や緊急操作による運転員の動揺が、RCS水位維持の操

作に及ぼす影響を観察する。 

(3) 原子炉冷却材水抜き、ミッドループ運転及び沸騰までの時間が短い他の期間に計画された作業

を評価する。 

(4) 以下を確認する： 

a. 事業者がミッドループ運転の管理方法、運転手順をレビューし、ミッドループ運転の訓練を

実施していること。 

b. 事業者が、手順書を以下の目的に使用していること。 

・RCS 水抜き中における予期せぬ RCS 保有水量の変化の特定と RCS ベントパスが適切である

ことの確認。 

・RCS水抜き中における緊急／異常時の操作 

c. RCS温度（高温側）が表示され、定期的に監視されていること。 

（通常、少なくとも 2つの独立、かつ連続した表示） 

d. RCS水位が表示され、定期的に監視されていること。 

（通常、少なくとも 2つの独立、かつ連続した表示） 
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e. RCSの不安定な流れが回避されていること。 

f. RCSに保有水を補給する手段（通常、余熱除去ポンプに加えて少なくとも 2つの手段）が利

用可能であること。 

g. 主電源が喪失した場合、代替電源から安全系母線に給電するための緊急時の計画が定められ

ていること。 

(5) 崩壊熱除去機能喪失時におけるユニット固有／停止時固有の沸騰時間をレビューする。 

(6) ミッドループ運転時に崩壊熱除去機能が喪失した場合、30 分以内に沸騰する可能性がある。こ

のため、崩壊熱除去機能喪失時の手順書が整備され、その体制が整っていることを確認する。 

(7) 水抜き中における運転員の活動を観察し、水抜きが計画どおり進んでいることを確認する。 

(8) 想定外の状況や計画外の作業が発生した場合、手順書のレビューや体制の変更が適切に行われ

ていることを確認する。 

 

4.3.9 使用済燃料ピットの冷却 

［検査実施］ 

停止中の作業が、使用済燃料ピット冷却機能喪失時の対応要員の活動に影響を与えないことを確

認する。 

［検査手引］ 

以下を確認する。 

(1) 使用済燃料ピット冷却機能喪失時の復旧手順が、実際の熱負荷あるいは同負荷に対して十分な

保守性を持つ熱負荷に基づき定められていること。 

(2) 復旧操作で使用する機器は、常に使用可能な状態かつ専用であり、停止中の作業によりその機

能及び使用が妨げられないこと。 

 

4.3.10 燃料取替 

［検査実施］ 

事業者が燃料取替作業を適切に実施していることを確認する。 

［検査手引］ 

以下を確認する。 

(1) 燃料の取扱作業（取出し、装荷、検査、シッピング）及びその他の継続中の作業が、保安規定及

び承認された手順に基づき実施されていること。 

(2) キャビティシールが適切に取付けられ、試験されていること。また、原子炉キャビティ（PWR）、

使用済燃料プールのエリアにおいて、異物管理が維持されていること。 

(3) 燃料取出しから燃料装荷まで、新燃料を含め燃料集合体の位置が記録されていること。核計装

（中性子源領域）の計数率が確保され、未臨界状態を監視できるような燃料配置が維持されて

e. RCSの不安定な流れが回避されていること。 

f. RCSに保有水を補給する手段（通常、余熱除去ポンプに加えて少なくとも 2つの手段）が利

用可能であること。 

g. 主電源が喪失した場合、代替電源から安全系母線に給電するための緊急時の計画が定められ

ていること。 

(5) 崩壊熱除去機能喪失時におけるユニット固有／停止時固有の沸騰時間をレビューする。 

(6) ミッドループ運転時に崩壊熱除去機能が喪失した場合、30 分以内に沸騰する可能性がある。ミ

ッドループ運転中、運転員は崩壊熱除去機能喪失の前に、原子炉容器水位の喪失を防止／緩和

する唯一の機能を提供する。プラントの状態に対するオペレータの注意は、崩壊熱除去機能喪

失を防止する上で重要である。  

(7) 水抜き中における運転員のパフォーマンスを注意深く観察し、水抜き及びミッドループ運転中

は、制御室の活動を頻繁に観察する。 

(8) 想定外の状況や計画外の作業などの通常と異なる状態が、運転員にどのような影響を与えるか

観察する。 

 

4.3.9 使用済燃料ピットの冷却 

［検査実施］ 

停止中の作業が、使用済燃料ピット冷却機能喪失時の対応要員の活動に影響を与えないことを確

認する。 

［検査手引］ 

以下を確認する。 

(1) 使用済燃料ピット冷却機能喪失時の復旧手順が、実際の熱負荷あるいは同負荷に対して十分な

保守性を持つ熱負荷に基づき定められていること。 

(2) 復旧操作で使用する機器は、常に使用可能な状態かつ専用であり、停止中の作業によりその機

能及び使用が妨げられないこと。 

 

4.3.10 燃料取替 

［検査実施］ 

事業者が燃料取替作業を適切に実施していることを確認する。 

［検査手引］ 

以下を確認する。 

(1) 燃料の取扱作業（取出し、装荷、検査、シッピング）及びその他の継続中の作業が、保安規定及

び承認された手順に基づき実施されていること。 

(2) キャビティシールが適切に取付けられ、試験されていること。また、原子炉キャビティ（PWR）、

使用済燃料プールのエリアにおいて、異物管理が維持されていること。 

(3) 燃料取出しから燃料装荷まで、新燃料を含め燃料集合体の位置が記録されていること。核計装

（中性子源領域）の計数率が確保され、未臨界状態を監視できるような燃料配置が維持されて
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いること。 

(4) 燃料集合体が「取替炉心の安全性」で確認された所定の位置に装荷されていることを、ビデオの

記録または燃料装荷に係るその他の記録により確認する。 

(5) 取り出された燃料集合体は、使用済燃料プールの所定の位置に保管されていること。 

 

4.3.11 未臨界の維持 

［検査実施］ 

(1) 運転上の制限に基づき、未臨界が維持されていることを確認する。 

(2) 想定外の反応度変化をもたらす可能性のある作業または SSC が特定され、事業者がそれに応じ

て適切に管理していることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) PWRについては、事業者がほう素希釈の可能性のある流路に対して、適切に管理していることを

確認する。 

(2) 事業者が、燃料取替中に炉心領域が中性子源モニタによる早期検出なしに、臨界近接が生じる

ような燃料集合体の不適切な配置を防止するため、適切に管理していることを確認する。 

 

4.4 起動時 

以下の活動を通じて、事業者が適切にプラントの起動操作を実施していることを確認する。 

4.4.1 昇温と起動 

［検査実施］ 

事業者が運転上の制限、許認可条件及び運転モードまたはプラント系統構成の変更の前提条件と

なるその他の要件、管理手順を満たしていることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) 適切な RCS過圧防止処置が講じられていることを確認する。 

(2) 原子炉容器の非延性破壊防止のための冷却材温度・圧力の制限を遵守していることを確認する。 

(3) 炉物理試験の結果をレビューし、炉心の運転特性が設計予測値と一致していることを確認す

る。 

(4) 該当する運転モードへ移行する前に、事業者が運転上の制限に係る RCS漏えい率の要件を満た

していることを確認する。 

(5) 格納容器の貫通部及び隔離弁の状態をレビューし、該当する運転モードへ移行する前に、事業

者が格納容器の健全性を確保していることを確認する。 

(6) 事業者がプラントのリスクを適切に考慮し、管理していることを確認する。 

 

4.4.2 格納容器の閉止 

［検査実施］ 

格納容器が閉止される前に格納容器内の巡視点検を行う 

いること。 

(4) 燃料集合体が「取替炉心の安全性」で確認された所定の位置に装荷されていることを、ビデオの

記録または燃料装荷に係るその他の記録により確認する。 

(5) 取り出された燃料集合体は、使用済み燃料プールの所定の位置に保管されていること。 

 

4.3.11 未臨界の維持 

［検査実施］ 

(1) 運転上の制限に基づき、未臨界が維持されていることを確認する。 

(2) 想定外の反応度変化をもたらす可能性のある作業または SSC が特定され、事業者がそれに応じ

て適切に管理していることを確認する。 

［検査手引］ 

(1) PWRについては、事業者がほう素希釈の可能性のある流路に対して、適切に管理していることを

確認する。 

(2) 事業者が、燃料取替中に炉心領域が中性子源モニタによる早期検出なしに、臨界近接が生じる

ような燃料集合体の不適切な配置を防止するため、適切に管理していることを確認する。 

 

4.4 起動時 

以下の活動を通じて、事業者が適切にプラントの起動操作を実施していることを確認する。 

4.4.1 昇温と起動 

［検査実施］ 

事業者が運転上の制限、許認可条件及び運転モードまたはプラント系統構成の変更の前提条件と

なるその他の要件、管理手順を満たしていることを確認する。 

［検査手引］ 

（新設） 

（新設） 

(1) 炉物理試験の結果をレビューし、炉心の運転特性が設計予測値と一致していることを確認する。 

(2) 該当する運転モードへ移行する前に、事業者が運転上の制限に係る RCS 漏えい率の要件を満た

していることを確認する。 

(3) 格納容器の貫通部及び隔離弁の状態をレビューし、該当する運転モードへ移行する前に、事業

者が格納容器の健全性を確保していることを確認する。 

(4) 事業者がプラントのリスクを適切に考慮し、管理していることを確認する。 

 

 

4.4.2 格納容器の閉止 

［検査実施］ 

格納容器が閉止される前に格納容器内の巡視点検を行う 
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［検査手引］ 

(1) 起動工程に影響を与えないよう、事業者に格納容器の閉止時期を確認し巡視点検を行う。 

(2) 格納容器内の巡視点検により、以下を確認する。 

a. 漏えいの兆候がないこと。特に、作業が行われた区域に対しては注意を払うこと。 

b. 格納容器再循環サンプスクリーン（PWR）、非常用炉心冷却系統ストレーナ（BWR）の機能に影

響を与えるような異物がないこと。 

c. 作業用のタグが適切に取り外されていること。 

d. 蓄圧タンク等の静的機器に、明らかに損傷の徴候がないこと。 

 

 

4.5 問題点の特定と解決 

(1) 事業者が原子炉の起動停止及び停止中の活動に関する問題点を適切な初期段階で特定し、是正措

置プログラムが実施されていることを確認すること。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切

に処理されていることを確認する。 

 

 

5 改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  

○運用の明確化 

①原子炉起動時の検査手引きに、RCS過圧防止

処置及び冷却材温度・圧力の制限の遵守を

確認することを明確化（4.4起動時） 

○記載の適正化 

 

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設 

の種別 
規則名 

保安のために必要

となる措置に係る

規則条項 

保安規 定記載事項

に係る規則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則 

第 81 条及び第 87

条 

第 92 条第１項第８

号及び第 18号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則 

第 76 条及び第 82

条 

第 87 条第１項第８

号及び第 18号 

 

 

［検査手引］ 

(1) 起動工程に影響を与えないよう、事業者に格納容器の閉止時期を確認し巡視点検を行う。 

(2) 格納容器内の巡視点検により、以下を確認する。 

a. 漏えいの兆候がないこと。特に、作業が行われた区域に対しては注意を払うこと。 

b. 格納容器再循環サンプスクリーン（PWR）、非常用炉心冷却系統ストレーナ（BWR）の機能に影

響を与えるような異物がないこと。 

c. 作業用のタグが適切に取り外されていること。 

d. 蓄圧タンク等の静的機器に、明らかに損傷の徴候がないこと。 

 

 

4.5 問題点の特定と解決 

(1) 事業者が原子炉の起動停止及び停止中の活動に関する問題点を適切な初期段階で特定し、是正措

置プログラムが実施されていることを確認すること。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切

に処理されていることを確認する。 

 

 

5 改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

表 1 関連する施行規則条項 

原子力施設 

の種別 
規則名 

保安のために必要

となる措置に係る

規則条項 

保安規 定記載事項

に係る規則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則 

第 81 条及び第 87

条 

第 92 条第 1 項第 8

号及び第 18 号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則 

第 76 条及び第 82

条 

第 87 条第１項第 8

号及び第 18 号 
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表２ 検査要件まとめ表 

本検査はユニット（原子炉）を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 原子炉起動停止 原子炉の停止毎 １ 75 日常 

 

02 研開炉  

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 原子炉起動停止 原子炉の停止毎 １ 75 日常 

 

 

 

表 2 検査要件まとめ表 

本検査はユニット(原子炉)を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 原子炉起動停止 原子炉の停止毎 1 75 日常 

 

02 研開炉  

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 原子炉起動停止 原子炉の停止毎 1 75 日常 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

 

基本検査運用ガイド 

取替炉心の安全性 

（BO1050_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1 監視領域 

大分類 ：「原子力施設安全」 

小分類 ：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」（実用炉、研開炉） 

検 査 分 野 ：「運転管理」 

 

2 検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号。以下「法」という。)

第61条の２の２第１項４号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表１に示す原子力施設

の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される、原子力施設の運転における取替炉心の安

全性の活動状況を確認する。当該事項は、法第61条の２の２第１項３号イで規定する事項(保安規定)の

うち、表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される運転に係る活動状況の確認と併せて行

う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、運転管理の検査分野における体制、運転員能力等にも関連

することから、当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認する。 

 

3 検査要件 

3.1 検査対象 

原子炉設置(変更)許可申請の審査においては、初装荷炉心のみならず取替炉心も含めて当該原子炉の

安全性が確保されることを確認しているが、取替炉心の安全性確認のための炉心パラメータの一部は原

子炉の運転履歴及び燃料配置等に依存する。 

このため、運転開始後においても、取替炉心ごとに原子炉設置（変更）許可申請審査段階において確

認された安全に係る諸基準を満足していることを再確認するため以下を検査対象とする。 

(1) 当該運転サイクルにおける取替炉心の安全性評価の適合性 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表２の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

基本検査運用ガイド 

取替炉心の安全性 

（BO1050_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1 監視領域 

大分類 ：「原子力施設安全」 

小分類 ：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」（実用炉、研開炉） 

検 査 分 野 ：「運転管理」 

 

2 検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第61条の2の2第1項4号ロ

で規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表1に示す原子力施設の種別ごとの保安のための措置

に係る規則条項で規定される、原子力施設の運転における取替炉心の安全性の活動状況を確認する。当

該事項は、法第61条の2の2第1項3号イで規定する事項(保安規定)のうち、表1に示す保安規定記載事項に

係る規則条項で規定される運転に係る活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、運転管理の検査分野における体制、運転員能力等にも関連

することから、当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認する。 

 

 

3 検査要件 

3.1 検査対象 

原子炉設置(変更)許可申請の審査においては、初装荷炉心のみならず取替炉心も含めて当該原子炉の

安全性が確保されることを確認しているが、取替炉心の安全性確認のための炉心パラメータの一部は原

子炉の運転履歴及び燃料配置等に依存する。 

このため、運転開始後においても、取替炉心ごとに原子炉設置（変更）許可申請審査段階において確

認された安全に係る諸基準を満足していることを再確認するため以下を検査対象とする。 

(1) 当該運転サイクルにおける取替炉心の安全性評価の適合性 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表2の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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4 検査手順 

4.1 PWR前サイクル炉内出力分布測定の処理結果等 

PWR においては、当該サイクル取替炉心の安全性評価結果の確認の前に、前サイクルの炉内出力分布

測定の処理結果等から以下を確認することにより、今サイクルの取替炉心の安全性評価に用いた炉心設

計手法の妥当性を確認する。 

(1)臨界ボロン濃度の測定値と予測値の差が、運転上の制限を満足していること。 

(2)熱流束熱水路係数 FQ (Z)の測定値が、運転上の制限を満足していること。 

(3)核的エンタルピ上昇熱水路係数 FN△Hの測定値が、運転上の制限を満足していること。 

 

4.2 取替炉心設計の前提条件 

取替炉心を設計する際の前提条件となる以下を確認する。 

(1)燃料集合体外観検査（定期事業者検査）の結果を踏まえ、使用可能な燃料を用いて装荷パターンが

組まれていること。 

(2)解析の評価期間が、最新の運転計画に基づき適切に設定されていること。 

(3)評価手法及び計算コードは、原子炉設置(変更)許可申請書、トピカルレポート等で妥当性が確認さ

れているものを使用していること。 

 

4.3 取替炉心の安全性評価結果 

取替炉心毎に実施した反応度停止余裕等の安全性評価結果が、原子炉設置(変更)許可申請書の添付書

類八及び添付書類十に記載する許可基準に適合していることを確認する。適合性の確認は以下の判断方

法に基づいて確認する。 

(1)設計の入力条件に対する適合性 

例として BWRの設計スクラム反応度曲線のように、原子炉設置（変更）許可申請の安全解析で使

用している設計の入力条件(設計曲線)と比較し、評価結果である反応度曲線が安全側にあること。 

(2)制限値に対する適合性 

燃料集合体最高燃焼度等のように、原子炉設置（変更）許可申請書に記載された制限値を満足し

ていること。 

 

4.4 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が過去に検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切に処理さ

れていることを確認する。 

 

 

4 検査手順 

4.1 PWR前サイクル炉内出力分布測定の処理結果等 

PWR においては、当該サイクル取替炉心の安全性評価結果の確認の前に、前サイクルの炉内出力分布

測定の処理結果等から以下を確認することにより、今サイクルの取替炉心の安全性評価に用いた炉心設

計手法の妥当性を確認する。 

(1)臨界ボロン濃度の測定値と予測値の差が、運転上の制限を満足していること。 

(2)熱流束熱水路係数 FQ (Z)の測定値が、運転上の制限を満足していること。 

(3)核的エンタルピ上昇熱水路係数 FN△Hの測定値が、運転上の制限を満足していること。 

 

4.2 取替炉心設計の前提条件 

取替炉心を設計する際の前提条件となる以下を確認する。 

(1)燃料集合体外観検査（定期事業者検査）の結果を踏まえ、使用可能な燃料を用いて装荷パターンが

組まれていること。 

(2)解析の評価期間が、最新の運転計画に基づき適切に設定されていること。 

(3)評価手法及び計算コードは、原子炉設置(変更)許可申請書、トピカルレポート等で妥当性が確認さ

れているものを使用していること。 

 

4.3 取替炉心の安全性評価結果 

取替炉心毎に実施した反応度停止余裕等の安全性評価結果が、原子炉設置(変更)許可申請書の添付書

類八及び添付書類十に記載する許可基準に適合していることを確認する。適合性の確認は以下の判断方

法に基づいて確認する。 

(1)設計の入力条件に対する適合性 

例として BWRの設計スクラム反応度曲線のように、原子炉設置（変更）許可申請の安全解析で使

用している設計の入力条件(設計曲線)と比較し、評価結果である反応度曲線が安全側にあること。 

(2)制限値に対する適合性 

燃料集合体最高燃焼度等のように、原子炉設置（変更）許可申請書に記載された制限値を満足し

ていること。 

 

4.4 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が過去に検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切に処理さ

れていることを確認する。 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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5 検査手引 

5.1 PWR取替炉心 

取替炉心の安全性に係る事業者の評価結果の検査の実施にあたっては、以下の留意事項を考慮して、

事業者の炉内出力分布測定の処理結果等の適切性及び取替炉心の安全性評価結果の制限値等への適合

性を確認する。 

5.1.1 炉内出力分布測定の処理結果等 

(1) 臨界ボロン濃度 

燃焼に伴う炉心設計の妥当性を確認する観点から、直接炉心反応度を表す指標である臨界ボロン

濃度を対象として、その値が測定値と予測値とで乖離していないことを確認する。 

制限値としては、工学的判断として 1%Δk/k 相当である 100ppm以内を運転上の制限として設定

している。 

(2) 熱流束熱水路係数 FQ(Z) 

燃料中心温度が通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において燃料ペレットの溶融点未満

になるように、炉心最大線出力密度と炉心平均線出力密度の比である FQ(Z)に運転上の制限を設定

している。 

(3) 核的エンタルピ上昇熱水路係数 FN△H 

最小 DNBR が許容限界値以上になるように、炉心最大燃料棒出力と炉心平均燃料棒出力の比であ

る FN△Hに運転上の制限を設定している。 

 

5.1.2 安全性評価における前提条件 

(1)解析の評価期間は、運転計画に基づく発電機の並列から解列までの期間を定格出力で原子炉を運転

するとして評価する等、制御棒の引抜き（原子炉起動）から全挿入（原子炉停止）までのサイクル

燃焼度を満足していること。なお、評価期間としたサイクル燃焼度を超えて運転を行う場合には、

そのサイクル燃焼度を超える前に、取替炉心の安全性評価を再度行わなければならない。 

(2)評価手法及び計算コードは、原子炉設置（変更）許可申請書、トピカルレポート等で妥当性が確認

されているものを使用していること。 

 

5.1.3 安全性評価結果 

PWR 取替炉心の安全性に関する以下の炉心特性パラメータの評価結果について、原子炉設置(変更)

許可申請書に記載された制限値等を満足していることを確認する。 

① 反応度停止余裕 

② 最大線出力密度 

③ 燃料集合体最高燃焼度 

④ 水平方向ピーキング係数 FNXY  

⑤ 減速材温度係数 

⑥ 最大反応度添加率 

⑦ 制御棒クラスタ落下時のワース及び FN△H  

⑧ 制御棒クラスタ飛出し時のワース及び FQ 

⑨ 出力運転時ほう素濃度 

5 検査手引 

5.1 PWR取替炉心 

取替炉心の安全性に係る事業者の評価結果の検査の実施にあたっては、以下の留意事項を考慮して、事業

者の炉内出力分布測定の処理結果等の適切性及び取替炉心の安全性評価結果の制限値等への適合性を確

認する。 

5.1.1 炉内出力分布測定の処理結果等 

(1) 臨界ボロン濃度 

燃焼に伴う炉心設計の妥当性を確認する観点から、直接炉心反応度を表す指標である臨界ボロン

濃度を対象として、その値が測定値と予測値とで乖離していないことを確認する。 

制限値としては、工学的判断として 1％Δk／k 相当である 100ppm以内を運転上の制限として設

定している。 

(2) 熱流束熱水路係数 FQ(Z) 

燃料中心温度が通常運転時及び運転時の異常な過渡変化時において燃料ペレットの溶融点未満

になるように、炉心最大線出力密度と炉心平均線出力密度の比である FQ(Z)に運転上の制限を設定

している。 

(3) 核的エンタルピ上昇熱水路係数 FN△H 

最小 DNBR が許容限界値以上になるように、炉心最大燃料棒出力と炉心平均燃料棒出力の比であ

る FN△Hに運転上の制限を設定している。 

 

5.1.2 安全性評価における前提条件 

(1)解析の評価期間は、運転計画に基づく発電機の並列から解列までの期間を定格出力で原子炉を運転

するとして評価する等、制御棒の引抜き(原子炉起動)から全挿入(原子炉停止)までのサイクル燃焼

度を満足していること。なお、評価期間としたサイクル燃焼度を超えて運転を行う場合には、その

サイクル燃焼度を超える前に、取替炉心の安全性評価を再度行わなければならない。 

(2)評価手法及び計算コードは、原子炉設置(変更)許可申請書、トピカルレポート等で妥当性が確認さ

れているものを使用していること。 

 

5.1.3 安全性評価結果 

PWR 取替炉心の安全性に関する以下の炉心特性パラメータの評価結果について、原子炉設置(変更)

許可申請書に記載された制限値等を満足していることを確認する。 

① 反応度停止余裕 

② 最大線出力密度 

③ 燃料集合体最高燃焼度 

④ FNXY  

⑤ 減速材温度係数 

⑥ 最大反応度添加率 

⑦ 制御棒クラスタ落下時のワース及び FN△H  

⑧ 制御棒クラスタ飛出し時のワース及び FQ 

（新設） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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⑩ 燃料棒最高燃焼度（MOX燃料装荷炉心の場合） 

上記の炉心特性パラメータについて、以下に具体的な確認方法を記す。 

(1) 反応度停止余裕 

a. 最大反応度価値をもつ制御棒クラスタ１本が全引き抜き位置のまま挿入できない場合でも、炉

心を未臨界にし、かつ十分な反応度停止余裕を確保するよう設計されている。 

b. 安全停止は高温状態を前提としているため、１次冷却材温度が低下し、反応度が添加される「２

次冷却系の異常な減圧」と「主蒸気管破断事故」の初期条件である高温停止状態の未臨界度と

して設定している制限値を満足していることを確認する。 

c. 反応度停止余裕は、次式で求められていることを確認する。 

反応度停止余裕＝制御棒クラスタの反応度※１－所要制御反応度※２ 

※１ 最大反応度効果を持つ制御棒クラスタ１本が全引抜位置のまま挿入できないも

のとし、さらに設計裕度 10％を引いた値。 

※２ 所要制御反応度については、十分な設計裕度をもつよう設定された原子炉設置

（変更）許可申請書記載の値を用いる方法とサイクル毎に再評価する方法がある。 

(2) 最大線出力密度 

a. ｢異常な過渡変化｣及び｢事故事象｣の初期条件は、全て通常運転状態である。この通常運転状態

での炉内出力分布は、熱流束熱水路係数 FQ(Z)で制限されている。したがって、定格出力時の

最大線出力密度が、この FQ(Z) を線出力密度に換算した値以下であることを確認する。 

b. 最大線出力密度は、次式で求められていることを確認する。 

最大線出力密度＝熱流束熱水路係数 FQ × 平均線出力密度 

［１、２次元合成法］ 

FQ＝Max｛FNXY (Z)×P(Z)｝×FNU×FEQ 

ここで、FNXY (Z) ：水平方向ピーキング係数 

P(Z) ：炉心平均軸方向相対出力 

FNU ：核的不確定性因子  

FEQ ：工学的熱流束熱水路係数 

［３次元解析法］   

FQ＝Max｛FCALQ｝×FNU×FEQ 

ここで、FCALQ ：炉心３次元ピーキング係数 

FNU ：核的不確定性因子  

FEQ ：工学的熱流束熱水路係数 

なお、他の因子も考慮し、より安全側に評価している場合もある。 

(3) 燃料集合体最高燃焼度 

a. 燃料の設計燃焼度は、種々の原子炉での燃料の使用状態を十分包絡するよう設定されており、

この燃焼度を入力条件に燃料の熱・機械設計の解析が行われ、燃料の健全性を確認している。 

b. したがって、サイクル末期における燃料集合体タイプ毎の燃料集合体最高燃焼度が、設計燃焼

度(制限値)を超えていないことを確認する。 

(4) 水平方向ピーキング係数 FNXY 

（新設） 

上記の炉心特性パラメータについて、以下に具体的な確認方法を記す。 

(1) 反応度停止余裕 

a. 最大反応度価値をもつ制御棒クラスタ 1本が全引き抜き位置のまま挿入できない場合でも、炉

心を未臨界にし、かつ十分な反応度停止余裕を確保するよう設計されている。 

b. 安全停止は高温状態を前提としているため、1次冷却材温度が低下し、反応度が添加される「2

次冷却系の異常な減圧」と「主蒸気管破断事故」の初期条件である高温停止状態の未臨界度と

して設定している制限値を満足していることを確認する。 

c. 反応度停止余裕は、次式で求められていることを確認する。 

反応度停止余裕＝制御棒クラスタの反応度※1－所要制御反応度※2 

※1：最大反応度効果を持つ制御棒クラスタ 1 本が全引抜位置のまま挿入できないもの

とし、さらに設計裕度 10％を引いた値。 

※2：所要制御反応度については、十分な設計裕度をもつよう設定された原子炉設置（変

更）許可申請書記載の値を用いる方法とサイクル毎に再評価する方法がある。 

(2) 最大線出力密度 

a. ｢異常な過渡変化｣及び｢事故事象｣の初期条件は、全て通常運転状態である。この通常運転状態

での炉内出力分布は、熱流束熱水路係数 FQ(Z)で制限されている。したがって、定格出力時の

最大線出力密度が、この FQ(Z) を線出力密度に換算した値以下であることを確認する。 

b. 最大線出力密度は、次式で求められていることを確認する。 

最大線出力密度＝熱流束熱水路係数 FQ × 平均線出力密度 

［1,2次元合成法］ 

FQ＝Max｛FNXY (Z)×P(Z)｝×FNU×FEQ 

ここで、FNXY (Z) ：水平方向ピーキング係数 

P(Z) ：炉心平均軸方向相対出力 

FNU ：核的不確定性因子  

FEQ ：工学的熱流束熱水路係数 

［3次元解析法］   

FQ＝Max｛FCALQ｝×FNU×FEQ 

ここで、FCALQ ：炉心 3次元ピーキング係数 

FNU ：核的不確定性因子  

FEQ ：工学的熱流束熱水路係数 

なお、他の因子も考慮し、より安全側に評価している場合もある。 

(3) 燃料集合体最高燃焼度 

a. 燃料の設計燃焼度は、種々の原子炉での燃料の使用状態を十分包絡するよう設定されており、

この燃焼度を入力条件に燃料の熱・機械設計の解析が行われ、燃料の健全性を確認している。 

b. したがって、サイクル末期における燃料集合体タイプ毎の燃料集合体最高燃焼度が、設計燃焼

度(制限値)を超えていないことを確認する。 

(4) FNXY 
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a. 通常運転時および異常な過渡変化時に、最小 DNBRに対する制限を超えるような出力分布が起

こらないように設計されている。 

b. DNBR 評価の基本となる出力分布データは、核的エンタルピ上昇熱水路係数 FN△H と軸方向出

力分布 P（Z）であるが、P(Z)については、通常運転時にアキシャルオフセット一定運転（CAOC

運転）により基準値を担保している。 

c. 取替炉心設計では、FN△Hに比例する FNXY が制限値を満足していることを確認する。 

(5) 減速材温度係数 

a. 減速材温度低下による反応度添加が問題となる事象の安全解析には下限値を用い、他の事象

の安全解析には零を用いている。ただし、「原子炉起動時における制御棒の異常な引抜き」に

対する安全解析には上限値を用いている。 

b. 減速材温度係数が安全解析で用いる設計入力の範囲内にあることを確認する。 

(6) 最大反応度添加率 

a. ２つの制御棒クラスタバンクが最大速度で同時に引き抜かれると仮定（単一故障を考慮）した

事象における解析入力値を制限値としており、制御棒クラスタ駆動装置の同時動作可能なも

のとしては、A、Cバンクのいずれかと B、Dバンクのいずれかの２バンクであるため、D、Cバ

ンク／C、Bバンク／B、Aバンク／A、Dバンクの組合せの同時引抜きのそれぞれにおいて、制

限値を満足していることを確認する。 

(7) 制御棒クラスタ落下時のワース及び FN△H 

a. 運転時の異常な過渡変化のうち、制御棒クラスタ１本が引抜き位置から炉心内に落下する事

象に対する安全解析の入力値である制限値を満足していること。 

b. 本事象は、制御棒クラスタが落下すると炉内出力分布が悪化し、さらに減少した原子炉出力を

補償する為に他の制御棒クラスタが引抜かれ原子炉の安全余裕が減少することを考慮したも

のである。 

(8) 制御棒クラスタ飛出し時のワース及び FQ 

a. 事故解析のうち、炉心への正の反応度が大きくかつ速い事象として、通常運転時に制御棒クラ

スタ１本が飛び出す事故、すなわち飛び出し事故に対する安全解析の入力値である制限値を

満足していること。 

b. 事故解析の代表点と同じサイクル初期および末期で、全出力および零出力とした計４点での

評価値が制限値を満足していること。 

(9) 出力運転時ほう素濃度 

a. サイクル初期における炉心の出力運転時ほう素濃度が制限値以下であることを確認する。 

b. 原子炉冷却材中のほう素の異常な希釈事象（運転時の異常な過渡変化）における初期ほう素濃

度を制限値としている。 

(10)燃料棒最高燃焼度（MOX燃料装荷炉心の場合） 

a. サイクル末期における燃料集合体タイプごとの燃料棒最高燃焼度が制限値以下であることを

確認する。 

b. 燃料集合体最高燃焼度が設計値以下に収まるように一般的な配慮をしながら燃料装荷パター

ンを作成する限り、燃料棒最高燃焼度は設計値を超えることはないと考えられるが、国内での

a. 通常運転時および異常な過渡変化時に、最小 DNBRに対する制限を超えるような出力分布が起

こらないように設計されている。 

b. DNBR 評価の基本となる出力分布データは、核的エンタルピ上昇熱水路係数 FN△H と軸方向出

力分布 P（Z）であるが、P(Z)については、通常運転時にアキシャルオフセット一定運転（CAOC

運転）により基準値を担保している。 

c. 取替炉心設計では、FN△Hに比例する FNXY が制限値を満足していることを確認する。 

(5) 減速材温度係数 

a. 減速材温度低下による反応度添加が問題となる事象の安全解析には下限値を用い、他の事象

の安全解析には零を用いている。ただし、「原子炉起動時における制御棒の異常な引抜き」に

対する安全解析には上限値を用いている。 

b. 減速材温度係数が安全解析で用いる設計入力の範囲内にあることを確認する。 

(6) 最大反応度添加率 

a. 2つの制御棒クラスタバンクが最大速度で同時に引き抜かれると仮定（単一故障を考慮）した

事象における解析入力値を制限値としており、制御棒クラスタ駆動装置の同時動作可能なも

のとしては、A、Cバンクのいずれかと B、Dバンクのいずれかの 2バンクであるため、D、Cバ

ンク／C、Bバンク／B、Aバンク／A、Dバンクの組合せの同時引抜きのそれぞれにおいて、制

限値を満足していることを確認する。 

(7) 制御棒クラスタ落下時のワース及び FN△H 

a. 運転時の異常な過渡変化のうち、制御棒クラスタ１本が引抜き位置から炉心内に落下する事

象に対する安全解析の入力値である制限値を満足していること。 

b. 本事象は、制御棒クラスタが落下すると炉内出力分布が悪化し、さらに減少した原子炉出力を

補償する為に他の制御棒クラスタが引抜かれ原子炉の安全余裕が減少することを考慮したも

のである。 

(8) 制御棒クラスタ飛出し時のワース及び FQ 

a. 事故解析のうち、炉心への正の反応度が大きくかつ速い事象として、通常運転時に制御棒クラ

スタ 1 本が飛び出す事故、すなわち飛び出し事故に対する安全解析の入力値である制限値を

満足していること。 

b. 事故解析の代表点と同じサイクル初期および末期で、全出力および零出力とした計 4 点での

評価値が制限値を満足していること。 

（新設） 

 

 

（新設） 
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MOX 燃料装荷炉心の運用実績が少ないことを鑑みて、燃料棒最高燃焼度を確認する。 

(11)その他 

a. 上記の炉心特性パラメータ以外に新たなパラメータを評価している場合には、評価条件、評価

結果等が原子炉設置(変更)許可申請時等の基準に適合することを確認する。 

 

5.2 BWR取替炉心 

取替炉心の安全性に係る事業者の評価結果の検査の実施にあたっては、以下の留意事項を考慮して、

取替炉心の安全性評価結果の制限値等への適合性を確認する。 

5.2.1 安全性評価における前提条件 

(1)解析の評価期間は、運転計画に基づく発電機の並列から解列までの期間を定格出力で原子炉を運転

するとして評価する等、制御棒引抜き（原子炉起動）から全挿入（原子炉停止）までのサイクル燃

焼度を満足していること。なお、評価期間としたサイクル燃焼度を超えて運転を行う場合には、そ

のサイクル燃焼度を超える前に、取替炉心の安全性評価を再度行わなければならない。 

(2)評価手法及び計算コードは、原子炉設置（変更）許可申請書、トピカルレポート等で妥当性が確認

されているものを使用していること。 

 

5.2.2 安全性評価結果 

BWR取替炉心の安全性に関する以下の炉心特性パラメータの評価結果について、原子炉設置（変更）

許可申請書に記載された制限値等を満足していることを確認する。 

① 反応度停止余裕 

② 最大線出力密度 

③ 最小限界出力比 

④ 燃料集合体最高燃焼度 

⑤ 核熱水力安定性(チャンネル水力学的安定性，炉心安定性及び領域安定性) 

⑥ スクラム反応度曲線 

⑦ 制御棒の最大反応度価値 

⑧ ホウ酸水注入時の実効増倍率 

⑨ 燃料の出力履歴 

⑩ 減速材ボイド係数 

上記の炉心特性パラメータについて、以下に具体的な確認方法を記す。 

(1) 反応度停止余裕 

全制御棒が全挿入された状態において、最大反応度価値をもつ制御棒１本（ABWR にあっては同一

水圧制御ユニットに属する１組または１本）が全引抜きにされた状態における炉心の未臨界度を

反応度停止余裕といい、その設計目標を 1.0%Δk/k以上にして炉心が設計されている。  

a. 当該取替炉心のサイクル初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点(解析評価点)におい

ても反応度停止余裕は設計目標を満足していることを確認する。 

b. 反応度停止余裕が最小となるのは、一般的に炉心が冷温(20℃)状態にある場合であるが、状態

によってはそれより高温(60℃等)の場合もありえることから、複数の温度状態で評価し最も

厳しいものを選択していることを確認する。 

(9) その他 

a. 上記の炉心特性パラメータ以外に新たなパラメータを評価している場合には、評価条件、評価

結果等が原子炉設置(変更)許可申請時等の基準に適合することを確認する。 

 

5.2 BWR取替炉心 

取替炉心の安全性に係る事業者の評価結果の検査の実施にあたっては、以下の留意事項を考慮して、

取替炉心の安全性評価結果の制限値等への適合性を確認する。 

5.2.1 安全性評価における前提条件 

(1)解析の評価期間は、運転計画に基づく発電機の並列から解列までの期間を定格出力で原子炉を運転

するとして評価する等、制御棒引抜き(原子炉起動)から全挿入(原子炉停止)までのサイクル燃焼度

を満足していること。なお、評価期間としたサイクル燃焼度を超えて運転を行う場合には、そのサ

イクル燃焼度を超える前に、取替炉心の安全性評価を再度行わなければならない。 

(2)評価手法及び計算コードは、原子炉設置(変更)許可申請書、トピカルレポート等で妥当性が確認さ

れているものを使用していること。 

 

5.2.2 安全性評価結果 

BWR 取替炉心の安全性に関する以下の炉心特性パラメータの評価結果について、原子炉設置(変更)

許可申請書に記載された制限値等を満足していることを確認する。 

① 反応度停止余裕 

② 最大線出力密度 

③ 最小限界出力比 

④ 燃料集合体最高燃焼度 

⑤ 核熱水力安定性(チャンネル水力学的安定性，炉心安定性及び領域安定性) 

⑥ スクラム反応度曲線 

⑦ 制御棒の最大反応度価値 

⑧ ホウ酸水注入時の実効増倍率 

（新設） 

（新設） 

上記の炉心特性パラメータについて、以下に具体的な確認方法を記す。 

(1) 反応度停止余裕 

全制御棒が全挿入された状態において、最大反応度価値をもつ制御棒 1本(ABWRにあっては同一水

圧制御ユニットに属する 1 組または 1 本) が全引抜きにされた状態における炉心の未臨界度を反

応度停止余裕といい、その設計目標を 1.0%Δk/k以上にして炉心が設計されている。  

a. 当該取替炉心のサイクル初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点(解析評価点)におい

ても反応度停止余裕は設計目標を満足していることを確認する。 

b. 反応度停止余裕が最小となるのは、一般的に炉心が冷温(20℃)状態にある場合であるが、状態

によってはそれより高温(60℃等)の場合もありえることから、複数の温度状態で評価し最も

厳しいものを選択していることを確認する。 
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c. 冷温時において設定した炉心計算コードの臨界固有値の適切性を確認する。 

(2) 最大線出力密度 

a. 最大線出力密度とは、出力運転中における燃料棒単位長さ当たりの熱出力(kW/m)の最大値を

いい、取替炉心においては、通常の運転中に線出力密度が運転制限値※を超えないよう、燃料

配置、制御棒パターン等が最適化設計される。 

※ 出力運転時に異常な過渡変化が生じても燃料棒の健全性が維持され、被覆管と燃料ペレット間

の相互作用による被覆管の円周方向平均１％塑性ひずみが生じない値。事故時解析等の安全解

析の初期条件に使用される。 

b. 当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点(解析評価点)においても最大

線出力密度が運転制限値を超えないことを確認する。 

c. 最大線出力密度は、制御棒パターンの変更で出力分布が変化する影響を受けることから、制御

棒パターン変更時の燃焼度点でも評価されていることを確認する。 

d. 熱出力、炉心流量、制御棒パターン等の解析条件の妥当性を確認する。 

e. 出力運転時において設定した炉心計算コードの臨界固有値の適切性を確認する。 

(3) 最小限界出力比 

a. 最小限界出力とは、出力運転中の燃料において沸騰遷移が起こり始める出力(限界出力)と実

際の出力との比の最小値をいい、取替炉心においては、通常の運転中に最小限界出力比が運転

制限値※を下回らないよう、燃料配置、制御棒パターン等が最適化設計される。 

※ 出力運転時に異常な過渡変化が生じても燃料棒の健全性が維持され、炉心内の 99.9%以上の燃

料棒が沸騰遷移を起こさない値。事故時解析等の安全解析の初期条件に使用される。 

b. 当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点(解析評価点)においても最小

限界出力比が運転制限値を下回らないことを確認する。なお、運転制限値は燃料タイプ毎に異

なり、サイクル末期近傍で値が変わる場合があるので注意する。 

c. 最小限界出力比は、制御棒パターンの変更により出力分布が変化する影響を受けるので、制御

棒パターン変更時の燃焼度点でも評価されていることを確認する。 

d. 熱出力、炉心流量、解析燃焼度点、制御棒パターン等の解析条件は前記(2)と同一であること

を確認する。 

(4) 燃料集合体最高燃焼度 

a. 燃料の設計燃焼度は、種々の原子炉での燃料の使用状態を十分包絡するよう設定されており、

この燃焼度を入力条件に燃料の熱・機械設計解析が行われ、燃料の健全性を確認している。 

b. したがって、サイクル末期における燃料集合体タイプ毎の燃料集合体最高燃焼度が、設計燃焼

度(制限値)を超えていないことを確認する。 

c. BWR 炉心は、制御棒パターン等で出力分布の影響を受けるので、評価するサイクル末期は前記

(2)で評価した解析条件(制御棒パターン等)に基づいていることを確認する。 

(5) 核熱水力安定性(チャンネル水力学的安定性，炉心安定性及び領域安定性) 

a. 核熱水力安定性とは、ボイド率等の変化 で時間遅れを伴う反応度のフィードバックにより

出力又は流量の振動が生じる現象をいう。 

c. 冷温時において設定した炉心計算コードの臨界固有値の適切性を確認する。 

(2) 最大線出力密度 

a. 最大線出力密度とは、出力運転中における燃料棒単位長さ当たりの熱出力(kW/m)の最大値を

いい、取替炉心においては、通常の運転中に線出力密度が運転制限値※を超えないよう、燃料

配置、制御棒パターン等が最適化設計される。 

※ 出力運転時に異常な過渡変化が生じても燃料棒の健全性が維持され、被覆管と燃料ペレット間

の相互作用による被覆管の円周方向平均 1%塑性ひずみが生じない値。事故時解析等の安全解析

の初期条件に使用される。 

b. 当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点(解析評価点)においても最大

線出力密度が運転制限値を超えないことを確認する。 

c. 最大線出力密度は、制御棒パターンの変更で出力分布が変化する影響を受けることから、制御

棒パターン変更時の燃焼度点でも評価されていることを確認する。 

d. 熱出力、炉心流量、制御棒パターン等の解析条件の妥当性を確認する。 

e. 出力運転時において設定した炉心計算コードの臨界固有値の適切性を確認する。 

(3) 最小限界出力比 

a. 最小限界出力とは、出力運転中の燃料において沸騰遷移が起こり始める出力(限界出力)と実

際の出力との比の最小値をいい、取替炉心においては、通常の運転中に最小限界出力比が運転

制限値※を下回らないよう、燃料配置、制御棒パターン等が最適化設計される。 

※ 出力運転時に異常な過渡変化が生じても燃料棒の健全性が維持され、炉心内の 99.9%以上の燃

料棒が沸騰遷移を起こさない値。事故時解析等の安全解析の初期条件に使用される。 

b. 当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点(解析評価点)においても最小

限界出力比が運転制限値を下回らないことを確認する。なお、運転制限値は燃料タイプ毎に異

なり、サイクル末期近傍で値が変わる場合があるので注意する。 

c. 最小限界出力比は、制御棒パターンの変更により出力分布が変化する影響を受けるので、制御

棒パターン変更時の燃焼度点でも評価されていることを確認する。 

d. 熱出力、炉心流量、解析燃焼度点、制御棒パターン等の解析条件は前記(2)と同一であること

を確認する。 

(4) 燃料集合体最高燃焼度 

a. 燃料の設計燃焼度は、種々の原子炉での燃料の使用状態を十分包絡するよう設定されており、

この燃焼度を入力条件に燃料の熱・機械設計解析が行われ、燃料の健全性を確認している。 

b. したがって、サイクル末期における燃料集合体タイプ毎の燃料集合体最高燃焼度が、設計燃焼

度(制限値)を超えていないことを確認する。 

c. BWR炉心は、制御棒パターン等で出力分布の影響を受けるので、評価するサイクル末期は前記

(2)で評価した解析条件(制御棒パターン等)に基づいていることを確認する。 

(5) 核熱水力安定性(チャンネル水力学的安定性，炉心安定性及び領域安定性) 

a. 核熱水力安定性とは、ボイド率等の変化 で時間遅れを伴う反応度のフィードバックにより

出力又は流量の振動が生じる現象をいう。 
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b. 当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点(解析評価点)においても、安定

性解析の評価結果が限界基準（減幅比が１未満）を満足することを確認する。 

c. 炉心状態は、前記(2)で評価した解析条件（制御棒パターン等）に基づいていること、出力・

流量は安定性が厳しくなる条件で評価していることを確認する。 

(6) スクラム反応度曲線 

a. スクラム反応度とは、原子炉スクラム時の制御棒挿入により投入される反応度のことで、制御

棒の挿入量と投入反応度の関係を示したものをスクラム反応度曲線という。プラントの安全

解析では、燃焼に伴うスクラム反応度曲線の劣化等を考慮し、評価が保守的になるように設計

スクラム反応度曲線を設定し、プラントの冷却材圧力バウンダリや燃料の健全性を確認して

いる。 

b. 当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点（解析評価点）においてもスク

ラム反応度曲線は安全解析で使用している設計スクラム反応度曲線を上回っていることを確

認する。 

c. 炉心状態は、前記(2)で評価した解析条件(燃焼度、制御棒パターン等)に基づいていることを

確認する。 

d. スクラム反応度は出力分布に依存することから、適切な出力分布を用いて評価していること

を確認する。 

(7) 制御棒の最大反応度価値 

a. 原子炉起動時の制御棒は、制御棒を複数のグループに分け、定められた引抜き操作手順に従い

順次グループ毎に引抜かれる。制御棒の最大反応度価値とは、各グループの中で１本全引抜き

にした場合の反応度価値が最も大きいものをいう。 

b. 原子炉起動時の制御棒引抜き手順は、引抜く制御棒の最大反応度価値がプラントの安全解析

で使用する値より小さいことを前提にしているため、そのことを解析的に確認しておく必要

がある。 

c. このため、冷温状態から炉出力約 10%までの炉心状態に応じて適切な減速材温度、制御棒密度

の条件の下で評価され、各グループ内制御棒の最大反応度価値がプラントの安全解析の入力

条件に用いられている値より小さいことを確認する。 

d. 解析で前提とした制御棒のグループ分けが、実際の起動時に適用されていることを確認する。 

(8) ホウ酸水注入時の未臨界性 

a. 原子炉停止系の設計においては、運転状態から炉心を臨界未満にし、それを維持できる二つの

独立した系を有することが要求されている。BWR においては制御棒挿入系とホウ酸水注入系が

設けられており、ホウ酸水注入系は、制御棒が挿入不能な場合においても炉心を臨界未満に維

持できるように設計してある。 

b. ホウ酸水の注入による炉心の未臨界性評価は、３次元炉心解析により注入時の中性子実効増

倍率を計算し、炉心が高温運転状態から冷温状態のどの状態にあっても、臨界未満にし、これ

を維持する負の反応度能力を有することを確認する。 

c. 当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点（解析評価点）においても、ホ

ウ酸水注入時の中性子実効増倍率がプラントの安全解析で未臨界の基準として用いる制限値

より小さいことを確認する。 

b. 当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点(解析評価点)においても、安定

性解析の評価結果が限界基準(減幅比が 1未満)を満足することを確認する。 

c. 炉心状態は、前記(2)で評価した解析条件(制御棒パターン等)に基づいていること、出力・流

量は安定性が厳しくなる条件で評価していることを確認する。 

(6) スクラム反応度曲線 

a. スクラム反応度とは、原子炉スクラム時の制御棒挿入により投入される反応度のことで、制御

棒の挿入量と投入反応度の関係を示したものをスクラム反応度曲線という。プラントの安全

解析では、燃焼に伴うスクラム反応度曲線の劣化等を考慮し、評価が保守的になるように設計

スクラム反応度曲線を設定し、プラントの冷却材圧力バウンダリや燃料の健全性を確認して

いる。 

b. 当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、どの燃焼度点(解析評価点)においてもスク

ラム反応度曲線は安全解析で使用している設計スクラム反応度曲線を上回っていることを確

認する。 

c. 炉心状態は、前記(2)で評価した解析条件(燃焼度、制御棒パターン等)に基づいていることを

確認する。 

d. スクラム反応度は出力分布に依存することから、適切な出力分布を用いて評価していること

を確認する。 

(7) 制御棒の最大反応度価値 

a. 原子炉起動時の制御棒は、制御棒を複数のグループに分け、定められた引抜き操作手順に従い

順次グループ毎に引抜かれる。制御棒の最大反応度価値とは、各グループの中で 1 本全引抜

きにした場合の反応度価値が最も大きいものをいう。 

b. 原子炉起動時の制御棒引抜き手順は、引抜く制御棒の最大反応度価値がプラントの安全解析

で使用する値より小さいことを前提にしているため、そのことを解析的に確認しておく必要

がある。 

c. このため、冷温状態から炉出力約 10%までの炉心状態に応じて適切な減速材温度、制御棒密度

の条件の下で評価され、各グループ内制御棒の最大反応度価値がプラントの安全解析の入力

条件に用いられている値より小さいことを確認する。 

d. 解析で前提とした制御棒のグループ分けが、実際の起動時に適用されていることを確認する。 

(8) ホウ酸水注入時の未臨界性 

a. 原子炉停止系の設計においては、運転状態から炉心を臨界未満にし、それを維持できる二つの

独立した系を有することが要求されている。BWRにおいては制御棒挿入系とホウ酸水注入系が

設けられており、ホウ酸水注入系は、制御棒が挿入不能な場合においても炉心を臨界未満に維

持できるように設計してある。 

b. ホウ酸水の注入による炉心の未臨界性評価については、注入時の中性子実効増倍率を計算し、

炉心が冷温状態から高温状態にあっても、炉心を臨界未満にできる負の反応度投入能力を有

することを確認する。 

（新設） 
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d.  炉心状態は、前記(2)で評価した解析条件（燃焼度、制御棒パターン等）に基づいているこ

と、ホウ酸水濃度は適切な希釈率を用いていること等、解析条件が妥当であることを確認す

る。 

(9) 燃料の出力履歴 

a.  燃料の出力履歴は、燃焼に伴う燃料ペレットの線出力密度の変化を、燃料タイプごとにペレ

ット燃焼度の関数として表した履歴曲線であり、これを入力条件に燃料の熱・機械設計解析を

行い燃料の健全性を確認している。 

b.  当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、ペレットの線出力密度はどの燃焼度点にお

いても燃料棒熱・機械設計解析の入力条件で用いた出力履歴を超えていないことを確認する。 

c.  炉心状態は、上記(2)で評価した解析条件(制御棒パターン等)に基づいていることを確認す

る。 

(10) 減速材ボイド係数 

a.  減速材ボイド係数は、ボイド率の変化に対する反応度の変化割合を表した係数のことで、プ

ラント安全解析の入力条件になっている。燃料の燃焼度、制御棒挿入量、遅発中性子割合等に

依存してボイド係数は変化することから、安全解析では運転履歴の変動等によるこれらの影

響を包含するよう評価している。 

b.  MOX燃料等において炉心への装荷時期が計画より遅れる場合、装荷の遅れで生じる燃料組成

変化の影響が考慮されていることを確認する。 

c.  ボイド係数を炉心１点近似に縮約する場合、燃料タイプ、ボイド率分布、出力分布等の縮約

係数の適切性を確認する。 

d.  当該取替炉心の初期から末期までの運転期間中、いずれの燃焼度点においても炉心のボイド

係数の絶対値は、安全解析で使用している値より小さいことを確認する。 

e.  炉心状態は、上記(2)で評価した解析条件（燃焼度、制御棒パターン等）に基づいていること

を確認する。 

(11) その他 

a. 上記炉心特性パラメータ以外に新たなパラメータを評価している場合には、評価条件、評価結

果等が原子炉設置（変更）許可申請時の基準に適合することを確認する。 

 

 

6 参考資料 

(1) 取替炉心検討会報告書（昭和 52年５月 20日 原子炉安全専門審査会） 

(2) 「取替炉心毎の安全性確認」について 答申書（昭和 58 年 11 月 （社）火力原子力発電技術協

会） 

(3) JEAC4211-2018「取替炉心の安全性確認規程」（2018 年 12月 18日 日本電気協会） 

 

 

7 改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

c.   炉心状態は、前記(2)で評価した解析条件(燃焼度、制御棒パターン等)に基づいていること、

ホウ酸水濃度は適切な希釈率を用いていること等、解析条件が妥当であることを確認する。 

 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(9) その他 

a. 上記炉心特性パラメータ以外に新たなパラメータを評価している場合には、評価条件、評価結

果等が原子炉設置(変更)許可申請時の基準に適合することを確認する。 

 

 

6 参考資料 

(1) 取替炉心検討会報告書（昭和 52年 5 月 20日 原子炉安全専門審査会） 

(2) 「取替炉心毎の安全性確認」について 答申書（昭和 58 年 11 月 （社）火力原子力発電技術協

会） 

(3) JEAC4211-2013「取替炉心の安全性評価規程」(平成 25年 6月 10日 日本電気協会) 

 

 

7 改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

 

 

 

保安規定改訂に伴

う確認項目の追加 

 

 

 

 

 

 

 

保安規定改訂に伴

う確認項目の追加 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記）※最新版の反

映 
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０ 2020/04/01 施行  

１  

○運用の明確化 

①保安規定改正に伴う確認項目の追加（5.検

査手引） 

○記載の適正化 

 

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設 

の種別 
規則名 

保安のための措置

に係る規則条項 

保安規定記載事項に

係る規則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則 
第 87条 第 92条第１項第８号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則 
第 82条 第 87条第１項第８号 

 

 

 

表２ 検査要件まとめ表 

本検査はユニットを対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 取替炉心の安全性 燃料取替毎 １ 45 チーム 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 取替炉心の安全性 燃料取替毎 １ 45 チーム 

 

 

 

 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

表1：関連する施行規則条項 

原子力施設 

の種別 
規則名 

保安のための措置

に係る規則条項 

保安規定記載事項に

係る規則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則 
第 87 条 第 92 条第 1 項第 8 号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則 
第 82 条 第 87 条第 1 項第 8 号 

 

 

 

表2 検査要件まとめ表 

本検査はユニットを対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 取替炉心の安全性 燃料取替毎 1 45 チーム 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 取替炉心の安全性 燃料取替毎 1 45 チーム 

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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基本検査運用ガイド 

燃料体管理(運搬・貯蔵) 

（新旧対照表） 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

基本検査運用ガイド 

燃料体管理(運搬・貯蔵) 

（BO0060_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1．監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「発生防止」「閉じ込めの維持」（実用炉、研開炉、試験炉、再処理、加工） 

 「臨界防止」「閉じ込めの維持」（貯蔵、使用） 

検査分野：「運転管理」「放射線管理」「作業管理」 

 

2．検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32年法律第 166号。以下「法」という。)

第 61 条の２の２第１項第４号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表１に示す原子力施

設の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される、原子力施設の工場又は事業所において行

われる運搬及び貯蔵等における燃料体管理の活動状況を確認する。また、法第 61 条の２の２第１項第４

号ハで規定される事項（法第 59 条第１項に規定する保安のために必要な措置のうち、核燃料物質等の工

場又は事業所の外における運搬に関する規則に定める技術上の基準に係る部分に係る措置）の実施状況

（新燃料及び使用済燃料の運搬に係る事項に限る。）を確認する。 

上記事項は、法第 61 条の２の２第１項３号イで規定されている事項(保安規定)のうち、表１に示す保

安規定記載事項に係る規則条項で規定される原子力施設の工場又は事業所において行われる運搬及び貯

蔵等に係る活動状況の確認と併せて行う。また、法第 61条の２の２第１項第２号で規定する事項(技術上

の基準の遵守)のうち、表２に示す原子力施設の種別ごとの技術基準に関する規則条項で規定される燃料

取扱設備及び燃料貯蔵設備基準の遵守状況を確認する。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、運転管理、放射線管理、作業管理の検査分野における体制、

訓練・教育及び設備の保全の他、運転員能力等にも関連することから、当該活動に関連する他の検査運用

ガイドの適用も踏まえて確認する。 

3．検査要件 

3.1 検査対象 

事業者が、新燃料又は使用済燃料を原子力施設内に搬入し原子力施設外に搬出するまでの間、燃料を

安全に輸送し、貯蔵していること及び燃料に係る事業者の活動により、放射性物質が閉じ込められ、燃

料が臨界に達するおそれがないこと等を確認するため以下を検査対象にする。 

基本検査運用ガイド 

燃料体管理(貯蔵・輸送) 

（BO0060_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1．監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「発生防止」「閉じ込めの維持」（実用炉、研開炉、試験炉、再処理、加工） 

 「臨界防止」「閉じ込めの維持」（貯蔵、使用） 

検査分野：「運転管理」「放射線管理」「作業管理」 

 

2．検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第 61 条の 2 の 2 第 1 項

第 4号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表 1に示す原子力施設の種別ごとの保安のた

めの措置に係る規則条項で規定される、原子力施設の工場又は事業所において行われる運搬及び貯蔵等に

おける燃料体管理の活動状況を確認する。また、法第 61条の 2の 2第 1項第 4号ハで規定される事項（法

第 59 条第 1 項に規定する保安のために必要な措置のうち、核燃料物質等の工場又は事業所の外における

運搬に関する規則に定める技術上の基準に係る部分に係る措置）の実施状況（新燃料及び使用済燃料の運

搬に係る事項に限る。）を確認する。 

上記事項は、法第 61 条の 2 の 2 第 1 項 3 号イで規定されている事項(保安規定)のうち、表 1 に示す保

安規定記載事項に係る規則条項で規定される原子力施設の工場又は事業所において行われる運搬及び貯

蔵等に係る活動状況の確認と併せて行う。また、法第 61条の 2の 2第 1項第 2号で規定する事項(技術上

の基準の遵守)のうち、表 2 に示す原子力施設の種別ごとの技術基準に関する規則条項で規定される燃料

取扱設備及び燃料貯蔵設備基準の遵守状況を確認する。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、運転管理、放射線管理、作業管理の検査分野における体制、

訓練・教育及び設備の保全の他、運転員能力等にも関連することから、当該活動に関連する他の検査運用

ガイドの適用も踏まえて確認する。 

3．検査要件 

3.1 検査対象 

事業者が、新燃料又は使用済燃料を原子力施設内に搬入し原子力施設外に搬出するまでの間、燃料を

安全に輸送し、貯蔵していること及び燃料に係る事業者の活動により、放射性物質が閉じ込められ、燃

料が臨界に達するおそれがないこと等を確認するため以下を検査対象にする。 

記載の適正化（誤

記） 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(1) 表１に示す原子力施設から燃料を搬出する際の輸送物としての発送前検査。 

(2) 表１に示す原子力施設における、新燃料及び使用済燃料の搬出入、燃料の事業所内運搬（号炉間輸

送含む）及び燃料の取扱作業（貯蔵施設への移動等）。また、貯蔵施設における燃料の臨界管理等

の燃料の貯蔵管理。 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表３の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

4．検査手順 

検査対象の選定に当たっては、許認可関連文書、事業者等のマニュアル、安全活動状況及び不適合の是

正処置状況等を調査するとともに、リスク情報等を活用しサンプリングにより検査対象の選定並びに検査

方法等を決定する。 

4.1 検査前準備 

検査前には、これまでの実施した記録や関連する不適合等必要な情報を入手して内容を確認するとと

もに、ウォークダウンによる燃料体、使用機器及び周辺環境等の状態観察及び関係者へのインタビュー

等により以下を確認していく。 

(1) 手順書が適切であること。 

(2) 燃料の運搬、取扱い、貯蔵（以下「運搬等」という。）に必要な準備が整っていること。 

 

4.2 検査実施 

検査の実施に当たっては、ウォークダウン及び関係者へのインタビュー等により以下を確認していく。 

(1) 輸送物の発送前検査において、法令、手順書などの要求事項などに基づき適切に実施されているこ

と。 

(2) 新燃料の搬出入、使用済燃料の搬出入、燃料の事業所内運搬（号炉間輸送含む）及び燃料の取扱作

業（貯蔵施設への移動等）、並びに貯蔵施設における燃料の臨界管理等の燃料の貯蔵管理が、適切な設

備、要員、体制等で実施され、適切に測定、異常の検知等が実施されていること。 

 

4.3 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正処

置が適切に講じられていることを確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正処

置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切に

処理されていることを確認する。 

 

(1) 表1に示す原子力施設から燃料を搬出する際の輸送物としての発送前検査。 

(2) 表1に示す原子力施設における、新燃料及び使用済燃料の搬出入、燃料の事業所内運搬（号炉間輸

送含む）及び燃料の取扱作業（貯蔵施設への移動等）。また、貯蔵施設における燃料の臨界管理等

の燃料の貯蔵管理。 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表3の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

4．検査手順 

検査対象の選定に当たっては、許認可関連文書、事業者等のマニュアル、安全活動状況及び不適合の是

正処置状況等を調査するとともに、リスク情報等を活用しサンプリングにより検査対象の選定並びに検査

方法等を決定する。 

4.1 検査前準備 

検査前には、これまでの実施した記録や関連する不適合等必要な情報を入手して内容を確認するとと

もに、ウォークダウンによる燃料体、使用機器及び周辺環境等の状態観察及び関係者へのインタビュー

等により以下を確認していく。 

(1) 手順書が適切であること。 

(2) 燃料の運搬、取扱い、貯蔵（以下「運搬等」という。）に必要な準備が整っていること。 

 

4.2 検査実施 

検査の実施に当たっては、ウォークダウン及び関係者へのインタビュー等により以下を確認していく。 

(1) 輸送物の発送前検査において、法令、手順書などの要求事項などに基づき適切に実施されているこ

と。 

(2) 新燃料の搬出入、使用済燃料の搬出入、燃料の事業所内運搬（号炉間輸送含む）及び燃料の取扱作

業（貯蔵施設への移動等）、並びに貯蔵施設における燃料の臨界管理等の燃料の貯蔵管理が、適切な

設備、要員、体制等で実施され、適切に測定、異常の検知等が実施されていること。 

 

4.3 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正処

置が適切に講じられていることを確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正処

置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切に

処理されていることを確認する。 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-205-



3 

 

5．検査手引 

5.1 検査前準備 

検査前においては、必要に応じて燃料管理の担当課及び設備保守担当課の会議の傍聴、関係者への聴

取等により関連する情報を入手し、以下の視点で確認する。 

 

(1) 燃料の運搬 

（削る） 

 

使用済燃料の管理番号を確認し、照射履歴（燃焼度、冷却期間）が追跡できるように整理している

ことを確認すること。 

 

(2) 燃料の取扱作業及び貯蔵 

（削る） 

 

a. 燃料取扱設備の準備、使用済燃料ピットエリアモニタ等の放射線監視装置の準備等、燃料の取扱

作業に必要な設備及び計測器の準備が完了していることを確認する。 

b. 燃料取扱いに必要な換気空調設備（アニュラス空気浄化設備（PWR）、非常用ガス処理系（BWR）、

中央制御室非常用循環設備等）が動作可能な状態であることを確認する。 

c. 作業区域は出入管理され、使用済燃料ピット、検査ピット等周辺は落下防止、異物混入防止対策

がなされていることを確認する。 

 

5.2 実施中の着眼点 

燃料の運搬等においては、手順書の遵守、操作の的確性等が適切であるかどうか、以下の視点で、事

業者の活動を直接的に観察する。 

 

(1) 燃料の運搬 

a. 輸送容器の表面線量当量率及び表面汚染密度、標識が法令の要求を満足していることを確認する。 

b. 燃料を事業所外へ搬出する場合には、輸送容器の維持管理、輸送計画、放射線防護を含めて、輸

送物の表面温度、表面線量当量率及び表面汚染密度、標識等の法令要求を満足していることを確

認する。また、輸送物の設計において経年変化を考慮する必要がある場合は、その設計が維持さ

れていることを確認する。 

c. 放射線測定器の校正記録を確認する。 

（削る） 

 

ｄ. 運搬中の輸送物の移動、転倒等の防止措置、運搬経路への標識の掲示、法令に定める危険物との

混載防止、見張り人の配置、保安の監督を行う者の同行等、事業所内における運搬の方法につい

て確認する。 

e. 燃料が臨界に達しない措置を講じていることを確認する。 

f. 機器操作、表示・指示値の視認と記録、関係者への伝達等、作業員が社内規定どおりに実施して

5．検査手引 

5.1 検査前準備 

検査前においては、必要に応じて燃料管理の担当課及び設備保守担当課の会議の傍聴、関係者への聴

取等により関連する情報を入手し、以下の視点で実施体制等を確認する。 

 

(1) 燃料の運搬 

a. 実施体制については、文書等により責任と権限が明確にされた力量のある作業員（燃料取扱設備、

放射線計測器等に対する知識・技能を有する）が配置されていることを確認する。 

b. 使用済燃料の管理番号を確認し、照射履歴（燃焼度、冷却期間）が追跡できるように整理してい

ることを確認すること。 

 

(2) 燃料の取扱作業及び貯蔵 

a. 燃料の取扱作業の実施体制については、文書等により責任と権限が明確にされた力量のある作業

員（クレーン運転者は有資格者である等）が配置されていることを確認する。 

b. 燃料取扱設備の準備、使用済燃料ピットエリアモニタ等の放射線監視装置の準備等、燃料の取扱

作業に必要な設備及び計測器の準備が完了していることを確認する。 

c. 燃料取扱いに必要な換気空調設備（アニュラス空気浄化設備（PWR）、非常用ガス処理系（BWR）、

中央制御室非常用循環設備等）が動作可能な状態であることを確認する。 

d. 作業区域は出入管理され、使用済燃料ピット、検査ピット等周辺は落下防止、異物混入防止対策

がなされていることを確認する。 

 

5.2 実施中の着眼点 

燃料の運搬等においては、手順書の遵守、操作の的確性等が適切であるかどうか、以下の視点で、事

業者の活動を直接的に観察する。 

 

(1) 燃料の運搬 

（新設） 

a. 燃料を事業所外へ搬出する場合には、輸送物が法令の要求を満足しているかについて確認する

（発送前検査）。 

 

 

b. 放射線測定器の校正記録を確認する。 

c. 輸送容器の表面線量当量率及び表面汚染密度、標識が法令の要求を満足していることを確認す

る。 

d. 運搬中の輸送物の移動、転倒等の防止措置、運搬経路への標識の掲示、法令に定める危険物との

混載防止、見張り人の配置、保安の監督を行う者の同行等、事業所内における運搬の方法につい

て確認する。 

e. 燃料が臨界に達しない措置を講じていることを確認する。 

f. 機器操作、表示・指示値の視認と記録、関係者への伝達等、作業員が社内規定どおりに実施して

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

※実施体制は、現

場立会い時に確認

するため削除 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

※実施体制は、現

場立会い時に確認

するため削除 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外運搬規則の改正

に伴う修正 
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いることを確認する。 

g. 燃料の運搬等は定められた体制の下で技術上の基準を遵守し、作業・連絡等が確実に行われてい

ることを確認する。 

 

(2) 燃料の取扱作業及び貯蔵 

a. 燃料の取扱いは、燃料取扱棟クレーン、使用済燃料ピットクレーン等適切な燃料取扱設備を用い、

力量のある作業員が的確に操作していることを観察する。 

b. 燃料が新燃料貯蔵庫又は使用済燃料ピットの貯蔵施設の所定の位置に移動していることを確認す

る。この際、燃料の配置制限がある場合は併せて、制限を満足しているかを確認する。 

c. 燃料の貯蔵施設において、貯蔵上の注意事項が掲示されていることを確認する。 

d. 燃料の貯蔵設備が健全であり、燃料が所定のラックに収められ、燃料の貯蔵施設が臨界に達しな

い措置が講じられていることを確認する。 

e. 使用済燃料ピットの水位（照射済燃料の移動時）及び水温が制限値を満足していることを確認す

る。 

f. 燃料の貯蔵体数が、燃料の貯蔵設備における容量を満足していることを確認する。また、燃料の

配置制限がある場合は併せて、制限を満足しているかを確認する。 

g. 破損燃料について、必要に応じ破損燃料格納容器等に収納される等、識別され管理されているか

確認する。 

h. 燃料の貯蔵施設における異物混入防止の管理が適切に行われていることを確認する。 

i. 輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵においては、キャスクの表面損傷状況、固

縛状況等の外観検査が行われていることを確認する。 

（削る） 

 

 

（削る） 

j. 安全な燃料の取扱いにおいて、燃料が損傷していないことを事前に確認していること又は移動中

に損傷しないための処置が講じられていること、臨界事故が発生しないための処置が講じられて

いること、放射線及び汚染ハザードが最小限となる処置等が講じられていることを確認する。 

（削る） 

 

k. 関係者が訓練を受け、その作業内容を理解していることを確認する。特に、安全上の潜在的リス

クが存在する場合は想定外の事態に備えた予行演習を行っておく必要がある。予行演習には、通

常、事故の防止又は緩和に必要な措置が含まれる。 

 

5.3 その他留意事項 

(1) 発送前検査が行われる場合の対応 

使用済燃料及び新燃料を原子力施設外に運搬する場合には、法定基準を満足する形での測定や、事

業者の規定を遵守した活動が実施されていることを確認する必要がある。このため、「表３ 検査要

いることを確認する。 

g. 燃料の運搬等は定められた体制の下で技術上の基準を遵守し、作業・連絡等が確実に行われてい

ることを確認する。 

 

(2) 燃料の取扱作業及び貯蔵 

a. 燃料の取扱いは、燃料取扱棟クレーン、使用済燃料ピットクレーン等適切な燃料取扱設備を用い、

力量のある作業員が的確に操作していることを観察する。 

b. 燃料が新燃料貯蔵庫又は使用済燃料ピットの貯蔵施設の所定の位置に移動していることを確認

する。この際、燃料の配置制限がある場合は併せて、制限を満足しているかを確認する。 

c. 燃料の貯蔵施設において、貯蔵上の注意事項が掲示されていることを確認する。 

d. 燃料の貯蔵設備が健全であり、燃料が所定のラックに収められ、燃料の貯蔵施設が臨界に達しな

い措置が講じられていることを確認する。 

e. 使用済燃料ピットの水位（照射済燃料の移動時）及び水温が制限値を満足していることを確認す

る。 

f. 燃料の貯蔵体数が、燃料の貯蔵設備における容量を満足していることを確認する。また、燃料の

配置制限がある場合は併せて、制限を満足しているかを確認する。 

g. 破損燃料について、必要に応じ破損燃料格納容器等に収納される等、識別され管理されているか

確認する。 

h. 燃料の貯蔵施設における異物混入防止の管理が適切に行われていることを確認する。 

i. 輸送・貯蔵兼用乾式キャスクによる使用済燃料の貯蔵においては、キャスクの表面損傷状況、固

縛状況等の外観検査が行われていることを確認する。 

j. 燃料移動作業に立会うことが不可能な場合は、最終的な燃料の装荷位置の検証、それぞれの記録

のレビュー及び、直近の燃料移動作業に携わった従事者へのヒアリング等による検査も有効なも

のとする。 

k. 燃料の装荷位置は、事業者があらかじめ計画した炉心配置計画書と一致しているかを確認する。 

l. 安全な燃料の取扱いにおいて、燃料が損傷していないことを事前に確認していること又は移動中

に損傷しないための処置が講じられていること、臨界事故が発生しないための処置が講じられて

いること、放射線及び汚染ハザードが最小限となる処置等が講じられていることを確認する。 

m. 事業者は、燃料取替、燃料シャッフリング及び燃料検査時に、保安規定及び適用される手順書に

従って、燃料を取扱っていることを確認する。 

n. 関係者が訓練を受け、その作業内容を理解していることを確認する。特に、安全上の潜在的リス

クが存在する場合は想定外の事態に備えた予行演習を行っておく必要がある。予行演習には、通

常、事故の防止又は緩和に必要な措置が含まれる。 

 

5.3 その他留意事項 

(1) 発送前検査が行われる場合の対応 

使用済燃料及び新燃料を原子力施設外に運搬する場合には、法定基準を満足する形での測定や、事

業者の規定を遵守した活動が実施されていることを確認する必要がある。このため、「表３ 検査要
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件とりまとめ表、ID01 発送前検査（チーム検査）」が行われる際には、その都度（１日～２日程度）、

当該運搬等について以下の項目を確認するとともに、これらの確認結果はその後実施される運搬確認

の法定確認行為に活用する。 

（確認項目） 

① 発送前検査（外観、表面線量、収納物、重量、気密漏洩検査等）の状況 

② 測定装置の校正及び点検の記録 

 

6．参考資料 

(1) 工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物に関する原子力規制委員会の確認等に係る

運用ガイド 

 

7．改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  

○運用の明確化 

①ガイド名を「貯蔵・輸送」から「運

搬・貯蔵」に修正 

②燃料取替に関して原子炉起動停止

ガイドとの整合（5.2実施中の着眼

点） 

③外運搬規則改正に伴う修正（5.2実

施中の着眼点） 

○記載の適正化 

 

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設の

種別 

規則名 保安のための措置に

係る規則条項 

保安規定記載事項に

係る規則条項 

実用発電用原
子炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運転
等に関する規則 

第88条及び第89条 第92条第１項第13号
又は第３項第12号 

研究開発段階
発電用原子炉
施設 

研究開発段階発電用原子炉の
設置、運転等に関する規則 

第83条及び第84条 第87条第１項第13号
又は第３項第13号 

試験研究用等
原子炉施設 

試験研究の用に供する原子炉
等の設置、運転等に関する規則 

第12条及び第13条 第15条第１項第12号
又は第２項第12号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の事業に
関する規則 

第14条及び第15条 第17条第１項第11号
又は第２項第13号 

加工施設 核燃料物質の加工の事業に関
する規則 

第７条の６及び第７
条の７ 

第８条第１項第11号
又は第２項第13号 

使用済燃料貯
蔵施設 

使用済燃料の貯蔵の事業に関
する規則 

第34条 第37条第１項第11号
又は第２項第10号 

使用施設等 核燃料物質の使用等に関する
規則 

第２条の11の10及び
第２条の11の11 

第２条の12第10号又
は第2項第12号 

 

表２ 関連する技術基準規則条項 

件とりまとめ表、ID01 発送前検査(チーム検査)」が行われる際には、その都度（１日～２日程度）、

当該運搬等について以下の項目を確認するとともに、これらの確認結果はその後実施される運搬確認

の法定確認行為に活用する。 

（確認項目） 

① 発送前検査（外観、表面線量、収納物、重量、気密漏洩検査等）の状況 

② 測定装置の校正及び点検の記録 

 

6．参考資料 

(1) 工場又は事業所の外において運搬される核燃料輸送物に関する原子力規制委員会の確認等に係る

運用ガイド 

 

7．改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表1 関連する施行規則条項 

原子力施設の

種別 

規則名 保安のための措置に

係る規則条項 

保安規定記載事項に

係る規則条項 

実用発電用原
子炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運転
等に関する規則 

第88条及び第89条 第92条第1項第13号
又は第3項第12号 

研究開発段階
発電用原子炉
施設 

研究開発段階発電用原子炉の
設置、運転等に関する規則 

第83条及び第84条 第87条第1項第13号
又は第3項第13号 

試験研究用等
原子炉施設 

試験研究の用に供する原子炉
等の設置、運転等に関する規則 

第12条及び第13条 第15条第1項第12号
又は第2項第12号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の事業に
関する規則 

第14条及び第15条 第17条第1項第11号
又は第2項第13号 

加工施設 核燃料物質の加工の事業に関
する規則 

第7条の6及び第7条
の7 

第8条第1項第11号又
は第2項第13号 

使用済燃料貯
蔵施設 

使用済燃料の貯蔵の事業に関
する規則 

第34条 第37条第1項第11号
又は第2項第10号 

使用施設等 核燃料物質の使用等に関する
規則 

第2条の11の10及び
第2条の11の11 

第2条の12第10号又
は第2項第12号 

 

表2 関連する技術基準規則条項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 
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原子力施設の種別 技術基準規則条項 

実用発電用原子炉施設 第26条及び第69条 

研究開発段階発電用原子炉施設 第25条及び第68条 

試験研究用等原子炉施設 第25条，第26条，第59条で準用する第25条及び第26条並びに
第70条で準用する第25条及び第26条 

再処理施設 第４条，第18条.第19条及び第42条 

加工施設 第４条，第16条,第17条及び第32条 

使用済燃料貯蔵施設 第５条，第15条及び第16条 

使用施設等 第４条及び第18条 

 

表３ 検査要件まとめ表 

本検査はユニットを対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検
査の都度 

申請の都度 
申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 １年 ２ 15 日常 

*１：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

02 研開炉 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 １年 ２ 15 日常 

*１：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

03 試験炉 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 １年 １ ５ 日常 

*１：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

04 再処理 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 １年 ２ 15 日常 

*１：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

原子力施設の種別 技術基準規則条項 

実用発電用原子炉施設 第26条及び第69条 

研究開発段階発電用原子炉施設 第25条及び第68条 

試験研究用等原子炉施設 第25条，第26条，第59条で準用する第25条及び第26条並びに
第70条で準用する第25条及び第26条 

再処理施設 第4条，第18条.第19条及び第42条 

加工施設 第4条，第16条,第17条及び第32条 

使用済燃料貯蔵施設 第5条，第15条及び第16条 

使用施設等 第4条及び第18条 

 

表 3 検査要件まとめ表 

本検査はユニットを対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検
査の都度 

申請の都度 
申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 1年 2 15 日常 

*1：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

02 研開炉 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 1年 2 15 日常 

*1：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

03 試験炉 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 1年 1 5 日常 

*1：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

04 再処理 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 1年 2 15 日常 

*1：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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05 加工 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 １年 １ 10 日常 

*１：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

06 貯蔵 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 １年 １ ５ 日常 

  *１：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

07 使用（政令該当） 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 １年 １ ５ 日常 

*１：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

05 加工 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 1年 1 10 日常 

*1：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

06 貯蔵 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 1年 1 5 日常 

  *1：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 

 

07 使用（政令該当） 

ID 検査項目＊１ 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
発送前検査 

発送前検

査の都度 
申請の都度 

申請内容に

応じて 
チーム 

02 燃料の運搬等 1年 1 5 日常 

*1：項目01の原子力規制検査は、本庁において法定確認行為の資料とする。 
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基本検査運用ガイド 

緊急時対応の準備と保全 

（新旧対照表） 
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（下線部分が改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

基本検査運用ガイド 

緊急時対応の準備と保全 

（BE0050_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、再処理、加工） 

     「非常時の対応」（試験炉、貯蔵、管理、埋設、使用） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」と

いう。)、第 61条の 2の 2第 1項 4号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表 1に

示す原子力施設の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事

故等又は大規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置(以下「保全に関する措置」という。)に

おける緊急時対応の準備と保全の活動状況を確認する。当該事項は、法第 61条の 2の 2第 1項 3号

イで規定する事項(保安規定)のうち、表 1 に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される保

全に関する措置及び非常の場合に講ずべき処置に係る活動状況の確認と併せて行う。 

また、法第 61 条の 2 の 2 第 1 項第 2 号で規定する事項(技術上の基準の遵守)のうち、表 2 に示

す原子力施設の種別ごとの技術基準に係る規則条項で規定される、重大事故等対処設備及び緊急時

対策所並びに多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止（試験研究用等原子炉施設及び使用

施設等に限る。）に必要な措置基準の遵守状況を確認する。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、教育訓練、

機材・設備の保全の他、運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイ

ドの適用も踏まえて確認する。 

 

3.  検査要件 

3.1  検査対象 

緊急時及び非常時に対応するための準備・訓練(重大事故等及び大規模損壊対応を含む。)に係

る一連の評価等活動とそれを踏まえた対応準備、保全活動（設計管理を含む。）を確認するもの

とし、以下を検査対象とする。 

(1)  訓練等におけるパフォーマンス 

(2)  訓練等の自己評価 

(3)  緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応（特定重大事故等対処施設を含む）の機材・

基本検査運用ガイド 

緊急時対応の準備と保全 

（BE0050_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、再処理、加工） 

     「非常時の対応」（試験炉、貯蔵、管理、埋設、使用） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)、第 61条の 2の 2

第 1項 4号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表 1 に示す原子力施設の種別ごと

の保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る

原子力施設の保全に関する措置(以下「保全に関する措置」という。)における緊急時対応組織の維

持の活動状況を確認する。当該事項は、法第 61条の 2の 2第 1項 3号イで規定する事項(保安規定)

のうち、表 1 に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される保全に関する措置及び非常の場

合に講ずべき処置に係る活動状況の確認と併せて行う。 

また、法第 61 条の 2 の 2 第 1 項第 2 号で規定する事項(技術上の基準の遵守)のうち、表 2 に示

す原子力施設の種別ごとの技術基準に係る規則条項で規定される、重大事故等対処設備及び緊急時

対策所並びに多量の放射性物質等を放出する事故の拡大の防止（試験研究用等原子炉施設及び使用

施設等に限る。）に必要な措置基準の遵守状況を確認する。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教

育、機材・設備の保全の他、運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用

ガイドの適用も踏まえて確認する。 

 

3.  検査要件 

3.1  検査対象 

緊急時及び非常時に対応するための準備・訓練(重大事故等及び大規模損壊対応を含む)に係る

一連の評価等活動とそれを踏まえた対応準備、保全活動（設計管理含む）を確認するものとし、

以下を検査対象とする。 

(1)  訓練等におけるパフォーマンス 

(2)  訓練等の自己評価 

(3)  緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応の機材・設備の保全活動 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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・特定重大事故等
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設備の保全活動 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表３の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

4.  検査手順 

許認可関連文書、保安規定、事業者等のマニュアル、安全活動状況及び不適合の是正処置状況等を

調査するとともに、ウォークダウンやリスク情報等を活用して検査対象及び検査方法等を定め、サ

ンプリングによって事業者の活動を確認する。 

4.1  検査前準備 

(1)  事業者のCAPプログラムに「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」上の問題

があるかどうかを確認する。 

(2)  前回の検査の実施以降の保安規定の改定箇所を確認し、非常時マニュアル等を確認する。 

(3)  想定される事象の自己評価において特定した全ての「緊急時、非常時、重大事故等及び大規

模損壊対応要領」に関連する是正処置の有効性及び完了時期の適時性（安全上の重要度に応じ

た合理的な時間）について確認する。 

(4)  訓練でのコメント文書のサンプル（訓練報告書、記録、気付き事項リスト等）を確認して、

「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の問題点が適切に特定され、是正さ

れていることを確認する。 

(5)  訓練でのコメントから「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の是正処置

のサンプルを抜き出し、その有効性及び完了時期の適時性について確認する。 

(6)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の内部監査の計画を確認し、必要

に応じて実施状況を確認する。 

(7)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」を自己評価した結果、そこから抽

出した水平展開及び完了時期の適時性を確認する。 

(8)  緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対処設備（特定重大事故等対処施設を含む）の

保全計画等を確認する。 

(9)  緊急時対策所の保全状況を確認する。 

 

4.2  検査実施 

本検査では、事業者が行う緊急時、非常時等の対応に係る自己評価活動、対応準備、関連保全

活動について以下を確認する。 

(1)  訓練等における事象に対する事業者のパフォーマンス 

訓練等における事業者のパフォーマンスを確認し、事象に対する準備の状況や自己評価に係

る情報を収集する。 

(2)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応」等の訓練に関する自己評価  

 「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応」等の訓練に関して事業者が行う自己評価

を確認し、重大事故等対処施設等の改造工事等、保全活動への反映等を確認する。 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表3の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

4.  検査手順 

許認可関連文書、保安規定、事業者等のマニュアル、安全活動状況及び不適合の是正処置状況等を

調査するとともに、ウォークダウンやリスク情報等を活用して検査対象及び検査方法等を定め、サ

ンプリングによって事業者の活動を確認する。 

4.1  検査前準備 

(1)  事業者のCAPプログラムに「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」上の問題

があるかどうかを確認する。 

(2)  前回の検査の実施以降の保安規定の改定箇所を確認し、非常時マニュアル等を確認する。 

(3)  想定される事象の自己評価において特定したすべての「緊急時、非常時、重大事故等及び大

規模損壊対応要領」に関連する是正処置の有効性及び完了時期の適時性（安全性の重要度に応

じた合理的な時間）について確認する。 

(4)  訓練でのコメント文書のサンプル（訓練報告書、記録、気付き事項リスト等）を確認して、

「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の問題点が適切に特定され、是正さ

れていることを確認する。 

(5)  訓練でのコメントから「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の是正処置

のサンプルを抜き出し、その有効性及び完了時期の適時性について確認する。 

(6)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の内部監査の計画（年度展開）を

確認し、必要に応じて実施状況を確認する。 

(7)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」を自己評価した結果、そこから抽

出した水平展開及び完了時期の適時性を確認する。 

(8)  緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対処設備の保全計画等を確認する。 

(9)  緊急時対策棟の保全状況を確認する。 

 

 

4.2  検査実施 

本検査では、事業者が行う緊急時、非常時等の対応に係る自己評価活動、対応準備、関連保全

活動について以下を確認する。 

(1)  訓練等における事象に対する事業者のパフォーマンス 

訓練等における事業者のパフォーマンスを確認し、事象に対する準備の状況や自己評価に係

る情報を収集する。 

(2)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応」等の訓練に関する自己評価  

 「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応」等訓練に関して事業者が行う自己評価を

確認し、重大事故等対処施設などの改良工事等、保全活動への反映等を確認する。 

対処施設を含むこ

とを明確 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

運用の明確化 

・特定重大事故等

対処施設を含むこ

とを明確 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(3)  重大事故等対処設備、特定重大事故等対処施設、緊急時対策所等の保全活動 

自己評価結果等から得られた情報を元に、必要に応じた設計管理が適切な手順に従って行わ

れ、それらからの要求が検査対象とする設備等と整合し、適切な保全活動がなされていること

を確認する。 

 

4.3  問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等におい

て是正処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切

な是正処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3)  検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する検査気付き事項等が、不適合管理等に

おいて適切に処理されていることを確認する。 

 

5.  検査手引 

5.1 検査前準備に係る留意事項 

(1)   事業者の是正処置プログラム（CAP）文書の確認については、 以下の領域における文書類

のサンプルを確認して、問題点が捕捉され是正処置プログラム（CAP）入力が適切に分類分け・

優先順位付けされていることを確認する。 

a.  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」における是正処置プログラム

（CAP）の状況 

b.  実際の事象発生時又は訓練（SA訓練等）の実施時に生じる「緊急時、非常時、重大事故

等及び大規模損壊対応要領」の問題点及びパフォーマンス劣化を特定する。 

c.  内部監査の計画を確認し、必要に応じて実施状況を確認する。 

d.  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の検討状況 

e.  評価の実施に当たり、評価を実施する責任は複数の部署に割り当ててもよい。（例えば、

監査については QA部門、実践訓練については非常時対応準備部門、シミュレーター訓練に

ついては運転訓練部門等） 

f.  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」関連の是正処置の内、実際の事

象発生時の自己評価の結果とみなすものをすべて検討し、事業者の是正処置を確認する場

合は、以下を参考にする。 

(a)  適時性（安全上の重要度に応じた合理的な時間であった） 

(b)  有効性が確保されていること。 

 

5.2 検査を実施する上での手引き及び関連する留意事項 

(1)  訓練等における事象に対する事業者のパフォーマンス 

a.  実際の事象発生時の保安規定に関連する文書を前回の検査以降について収集し、以下の

点について確認する。 

(a)  保安規定に関連する文書 

（なお、通報様式は保安規定に直接関連しないが、対象として確認する。） 

(3)  緊急時、非常時、重大事故等対処設備、緊急時対策棟等の保全活動 

自己評価結果等から得られた情報を元に、必要に応じた設計管理が適切な手順に従って行わ

れ、それらからの要求が検査対象とする設備等と整合し、適切な保全活動がなされていること

を確認する。 

 

4.3  問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等におい

て是正処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切

な是正処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3)  検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等におい

て適切に処理されていることを確認する。 

 

5.  検査手引 

5.1 検査前準備に係る留意事項 

(1)   事業者の是正処置プログラム（CAP）文書の確認については、 以下の領域における文書類

のサンプルを確認して、問題点が捕捉され是正処置プログラム（CAP）入力が適切に分類分け・

優先順位付けされていることを確認する。 

a.  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」における是正処置プログラム

（CAP）の状況 

b.  実際の事象発生時又は訓練（SA訓練等）の実施時に生じる「緊急時、非常時、重大事故

等及び大規模損壊対応要領」の問題点及びパフォーマンス劣化を特定する。 

c.  内部監査の計画（年度展開）を確認し、必要に応じて実施状況を確認する。 

d.  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の検討状況 

e.  評価の実施に当たり、評価を実施する責任は複数の部署に割り当てても良い。（例えば、

監査については QA部門、実践訓練については非常時対応準備部門、シミュレーター訓練に

ついては運転訓練部門など） 

f.  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」関連の是正処置の内、実際の事

象発生時の自己評価の結果とみなすものをすべて検討し、事業者の是正処置を確認につい

ては、以下を参考にする。 

(a)  適時性（安全性の重要度に応じた合理的な時間であった） 

(b)  有効性が確保されていること。 

 

5.2 検査を実施する上での手引き及び関連する留意事項 

(1)  訓練等における事象に対する事業者のパフォーマンス 

a.  実際の事象発生時の保安規定に関連する文書を前回の検査以降について収集し、以下の

点について確認する。 

(a)  保安規定に関連する文書 

（なお、通報様式は保安規定に直接関連しないが、対象として確認する。） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(b)  記録の完全性及び正確性 

(c)  チェックリストの適切性 

b.  実際の事象発生に関する資料を閲覧し、以下の点の可否について判断する。 

(a)  事業者によって保安規定の要求事項に従い有効に実施されていること。 

(b)  分類、通知に適時性があり、かつ正確に実施されている。 

注記： 実際の事象発生時の保安規定の実施に関する検査を事象発生後に実施してもよい。 

c.  実際の事象発生の記録に対する検査官の評価を事業者の自己評価と比較して、事業者が

すべての「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の問題点を適切に特定し

て是正処置プログラム（CAP）に記録したかどうかを判断する。 

d.  実際の事象発生の対応に関して、検査官によって記録された評価等を確認し、その情報

から事業者の準備状況や保全に繋がる自己評価等の情報を抽出・確認する。 

(2)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応」等の訓練に関する自己評価 

a.  分類、通知及びパフォーマンス指標の入力値がそれぞれ是正処置プログラム(CAP)に適

正に記録されていること。 

b.  分類、通知及びチェックリストを一貫して正確に使用していること 

c.  訓練の評価とシナリオをまとめた、一貫性のある文書類であること 

d.  評価プロセスで、パフォーマンスの弱点を適切に特定していること 

e.  訓練の評価、パフォーマンス指標の問題等、実際に関する効率性及び適時性に対する自

己評価から抽出した是正処置のサンプルを確認する場合は、以下を参考にする。また、是正

処置は完全であるが、有効性が十分でないように見える場合は、パフォーマンス改善にかけ

る時間の延長を考慮してもよい。そうすれば、今後の訓練で、そのような改善がみられるこ

とが期待できる。パフォーマンスの強化又は改善のために事業者が取った行動の有効性は

評価する必要がない。 

(a)  検査項目又は傾向が繰り返し発生していることを検出した場合は、以下の事項に従う。 

i.  是正処置によって再発防止されてきたかどうかを判断する。訓練の弱点の修正に失

敗しているかどうかの判定には、問題点及びその問題点が認められる是正処置の詳細

な検討が必要である。 

ii.  事業者が問題の傾向又は再発を特定し、その内容を是正処置に組み入れたかどうか

を判断する。問題の再発が１度目である場合は、是正処置に有効性がないと機械的に

決定すべきでない。逆に言えば、問題点の証明に一度成功したとしても、必ずしも是正

処置が有効であると判断してはならない。 

(b)  弱点の解決が明白に失敗したことが観察された場合は、以下の事項に従う。 

i.  問題点に対処するための特別な是正処置を検討すること。また、現実に起きた事象、

訓練及び訓練成果において、同様な問題点が生じた類似事象を検討すること。 

ii.  同様の問題点に重点を置いた検査サイクルのパフォーマンス指標、是正処置、自己

評価及び検査記録を調査する。 

iii.  その問題点に対して実施された是正処置を調査する。 

iv.  問題の全記録に基づいて是正処置の有効性を評価する。同様の活動でパフォーマン

(b)  記録の完全性及び正確性 

(c)  チェックリストの適切性 

b.  実際の事象発生に関する資料を閲覧し、以下の点の可否について判断する。 

(a)  事業者によって保安規定の要求事項に従い有効に実施されていること。 

(b)  分類、通知に適時性があり、かつ正確に実施されている。 

注記： 実際の事象発生時の保安規定の実施に関する検査を事象発生後に実施してもよい。 

c.  実際の事象発生の記録に対する検査官の評価を事業者の自己評価と比較して、事業者が

すべての「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の問題点を適切に特定し

て是正処置プログラム（CAP）に記録したかどうかを判断する。 

d.  実際の事象発生の対応に関して、検査官によって記録された評価等を確認し、その情報

から事業者の準備状況や保全に繋がる自己評価等の情報を抽出・確認する。 

(2)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応」等訓練に関する自己評価 

a.  分類、通知及びパフォーマンス指標の入力値がそれぞれ是正処置プログラム(CAP )に適

正に記録されていること。 

b.  分類、通知及びチェックリストを一貫して正確に使用していること。 

c.  訓練の評価とシナリオをまとめた、一貫性のある文書類であること。 

d.  評価プロセスで、パフォーマンスの弱点を適切に特定していること。 

e.  訓練の評価、パフォーマンス指標の問題など、実際に関する効率性及び適時性に対する

自己評価から抽出した是正処置のサンプルを確認するについては、以下を参考にする。ま

た、是正処置は完全であるが、有効性が十分でないように見える場合は、パフォーマンス改

善にかける時間の延長を考慮してもよい。そうすれば、今後の訓練で、そのような改善がみ

られることが期待できる。パフォーマンスの強化又は改善のために事業者が取った行動の

有効性は評価する必要がない。 

(a)  検査項目又は傾向が繰り返し発生していることを検出した場合は、以下の事項に従う。 

i.  是正処置によって再発防止されてきたかどうかを判断する。訓練の弱点の修正に失

敗しているかどうかの判定には、問題点及びその問題点が認められる是正処置の詳細

な検討が必要である。 

ii.  事業者が問題の傾向又は再発を特定し、その内容を是正処置に組み入れたかどうか

を判断する。問題の再発が１度目である場合は、是正処置に有効性がないと機械的に

決定すべきでない。逆に言えば、問題点の証明に一度成功したとしても、必ずしも是正

処置が有効であると判断してはならない。 

(b)  弱点の解決が明白に失敗したことが観察された場合は、以下の事項に従う。 

i.  問題点に対処するための特別な是正処置を検討すること。また、現実に起きた事象、

訓練及び訓練成果において、同様な問題点が生じた類似事象を検討すること。 

ii.  同様の問題点に重点を置いた検査サイクルのパフォーマンス指標、是正処置、自己

評価及び検査記録を調査する。 

iii.  その問題点に対して実施された是正処置を調査する。 

iv.  問題の全記録に基づいて是正処置の有効性を評価する。同様の活動でパフォーマン

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤
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ス上の問題が再発しているパターンがあるかどうかを特定するために（そのようなパ

ターンがあれば、その他の有効性に欠ける是正処置も特定できる）、過去の是正処置を

調査して、現在の問題の全体像を把握する。 

(c)  装置や施設に対する是正処置又は「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応

要領」の領域ごとの是正処置のサンプルを適宜選び、以下の事項の調査を綿密に行う。 

i.  是正処置報告書（完了文書） 

ii.  取られた是正処置 

iii.  現場で実施された是正処置と、是正処置報告書（完了文書）の整合性 

(d)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の特定領域で是正処置が講

じられていないと指摘された場合、（例えば、現場業務監視チームの技能やチーム・メン

バーの能力）、検査官はその領域が保安規定を遵守しているか検査するよう求めることが

できる。所定の領域で是正処置の欠如が特定されるということは評価プロセスに問題が

存在する可能性がある。 

f. 「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」に対する監査結果について以下

を参  考に確認する。 

(a)  監査の妥当性を評価する。 

(b)  検討対象としてその他の「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の

監査領域から是正処置のサンプルを選ぶ。 

g． 「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」に対する自己評価の是正処置

を確認については、以下を参考にする。 

(a)  その他の「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の自己評価の資料

から抽出した是正処置のサンプルを検討すること。調査内容の例を以下に示す。 

i.  訓練のパフォーマンスに関する品質保証(QA)評価 

ii.  原子力防災組織の準備状況 

iii.  重大事故等対処設備の準備状況 

(b)  是正処置サンプルを選定し、その対応について検討すること 

(c)  事業者の是正処置の適時性及び効率性の可否を判定すること 

h． 重大事故等対処設備の保全の確認は、以下を参考にする。 

 

(3)  重大事故等対処設備、特定重大事故等対処施設、緊急時対策所等の保全活動 

a.  重大事故等対処設備、特定重大事故等対処施設のサーベイランス記録等を調査し、以下

の事項の可否を判定する。 

(a)  稼働しない機器を補うための対策が妥当であったかどうか 

(b)  報告義務をすべて満たしているかどうか 

(c)  必要な機器類（自給式呼吸器、連絡用機器、コンピュータ等）が機能し、認可・検定の

要求事項を満たしていること。 

ス上の問題が再発しているパターンがあるかどうかを特定するために（そのようなパ

ターンがあれば、その他の有効性に欠ける是正処置も特定できる）、過去の是正処置を

調査して、現在の問題の全体像を把握する。 

(c)  装置や施設に対する是正処置又は「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応

要領」の領域ごとの是正処置のサンプルを適宜選び、以下の事項の調査を綿密に行う。 

i.  是正処置報告書（終結文書） 

ii.  取られた是正処置 

iii.  現場で実施された是正処置と、是正処置報告書（終結文書）の整合性 

(d)  「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の特定領域で是正処置が講

じられていないと指摘された場合、（例えば、現場業務監視チームの技能やチーム・メン

バーの能力）、検査官はその領域が保安規定を遵守しているか検査するよう求めることが

できる。所定の領域で是正処置の欠如が特定されるということは評価プロセスに問題が

存在する可能性がある。 

f. 「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」に対する監査結果について以下

を参   考に確認する。 

(a)  監査の妥当性を評価する。 

(b)  検討対象としてその他の「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の

監査領域から是正処置のサンプルを選ぶ。 

g． 「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」に対する自己評価の是正処置

を確認については、以下を参考にする。 

(a)  その他の「緊急時、非常時、重大事故等及び大規模損壊対応要領」の自己評価の資料

から抽出した是正処置のサンプルを検討すること。調査内容の例を以下に示す。 

i.  訓練のパフォーマンスに関する品質保証(QA)評価 

ii.  原子力防災組織の準備状況 

iii.  重大事故等対処設備の準備状況 

(b)  是正処置サンプルを選定し、その対応について検討すること。 

(c)  事業者の是正処置の適時性及び効率性の可否を判定すること。 

h． 重大事故等対処設備の保全の確認は、以下を参考にする。 

 

(3)  重大事故等対処設備、緊急時対策棟等の保全活動。 

a.  重大事故等対処設備のサーベイランス記録等を調査し、以下の事項の可否を判定する。 

(a)  稼働しない機器を補うための対策が妥当であったかどうか 

(b)  報告義務をすべて満たしているかどうか 

(c)  必要な機器類（自給式呼吸器、連絡用機器、コンピュータなど）が機能し、認可・検定

の要求事項を満たしていること。 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

運用の明確化 

・特定重大事故等

対処施設を含むこ

とを明確 
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b.  緊急時対策所の保全状況の確認は、以下を参考にする。 

(a)  現状と過去の状況の記録によって確認し、緊急時対策所の居住性の適合性に関する保

安規定が遵守されていること。（現状は、立会ってもよい。） 

(b)  施設の役割の遂行に必要な機器類が配備されており、数量的に十分であること。 

(c)  緊急時対策所の電源供給が、規制要求事項を満足していること。 

c.  設計に係る検査については、BM0100設計管理の検査運用ガイドを参考にできる。 

 

6.  参考資料 

（１）実用発電用原子炉、核燃料施設等の規則、審査基準、許認可関連文書 

 

 

7.  改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  

○運用の明確化 

①特定重大事故等対処施設を含むことを明確

化（3.1検査対象、4.検査手順） 

○記載の適正化 

 

 

表1 関連する施行規則条項 

原子力施設の種別 規則名 保安のために必

要な措置に係る

規則条項 

保安規定記載事項に係る規則条

項 

実用発電用原子炉

施設 

実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する

規則 

第 83条 第 92 条第 1 項第 7 号,第 15 号

及び第 16 号並びに同条第 3 項

第 5号,第 14号及び第 15号 

研究開発段階発電

用原子炉施設 

研究開発段階発電用

原子炉の設置、運転等

に関する規則 

第 78条 第 87 条第 1 項第 7 号,第 15 号

及び第 16 号並びに同条第 3 項

第 6号,第 15号及び第 16号 

試験研究用等原子

炉施設 

試験研究の用に供する

原子炉等の設置、運転

等に関する規則 

第 10条 第 15条第 1項第 5号,第 14号

及び第 15号並びに同条第 2項

第 5号,第 14号及び第 15号 

再処理施設 使用済燃料の再処理

の事業に関する規則 

第 12条 第 17 条第 1 項第 5 号,第 14 号

及び第 15 号並びに同条第２項

第 6号,第 16号及び第 17号 

加工施設 核燃料物質の加工の

事業に関する規則 

第７条の 4の 3 第 8条第 1項第 5号,第 13号及

び第 14 号並びに同条第 2 項第

6号,第 15号及び第 16号 

使用済燃料貯蔵施

設 

使用済燃料の貯蔵の

事業に関する規則 

第 32条 第 37 条第 1 項第 5 号,第 13 号

及び第 14 号並びに同条第 2 項

第 6号,第 13号及び第 1４号 

廃棄物管理施設 核燃料物質又は核燃

料物質によって汚染さ

れた物の廃棄物管理

の事業に関する規則 

第 30条 第 34 条第 1 項第 5 号,第 12 号

及び第 13 号並びに同条第 2 項

第 6号,第 13号及び第 14号 

b.  緊急時対策棟の保全状況の確認は、以下を参考にする。 

(a)  現状と過去の状況の記録によって確認し、緊急時対策棟の居住性の適合性に関する保

安規定が遵守されていること。（現状は、立会っても良い） 

(b)  施設の役割の遂行に必要な機器類が配備されており、数量的に十分であること。 

(c)  緊急時対策棟の電源供給が、規制要求事項を満足していること。 

c.  設計に係る検査については、BM0100設計管理の検査運用ガイドを参考にできる。 

 

6.  参考資料 

6.1  実用発電用原子炉、核燃料施設等の規則、審査基準、許認可関連文書 

 

7.  改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

表1 関連する施行規則条項 

原子力施設の種別 規則名 保安のために必

要な措置に係る

規則条項 

保安規定記載事項に係る規則条

項 

実用発電用原子炉

施設 

実用発電用原子炉の

設置、運転等に関する

規則 

第 83条 第 92 条第 1 項第 7 号,第 15 号

及び第 16 号並びに同条第 3 項

第 5号,第 14号及び第 15号 

研究開発段階発電

用原子炉施設 

研究開発段階発電用

原子炉の設置、運転等

に関する規則 

第 78条 第 87 条第 1 項第 7 号,第 15 号

及び第 16 号並びに同条第 3 項

第 6号,第 15号及び第 16号 

試験研究用等原子

炉施設 

試験研究の用に供する

原子炉等の設置、運転

等に関する規則 

第 10条 第 15条第 1項第 5号,第 14号

及び第 15号並びに同条第 2項

第 5号,第 14号及び第 15号 

再処理施設 使用済燃料の再処理

の事業に関する規則 

第 12条 第 17 条第 1 項第 5 号,第 14 号

及び第 15 号並びに同条第２項

第 6号,第 16号及び第 17号 

加工施設 核燃料物質の加工の

事業に関する規則 

第７条の 4の 3 第 8条第 1項第 5号,第 13号及

び第 14 号並びに同条第 2 項第

6号,第 15号及び第 16号 

使用済燃料貯蔵施

設 

使用済燃料の貯蔵の

事業に関する規則 

第３２条 第 37 条第 1 項第 5 号,第 13 号

及び第 14 号並びに同条第 2 項

第 6号,第 13号及び第 1４号 

廃棄物管理施設 核燃料物質又は核燃

料物質によって汚染さ

れた物の廃棄物管理

の事業に関する規則 

第 30条 第 34 条第 1 項第 5 号,第 12 号

及び第 13 号並びに同条第 2 項

第 6号,第 13号及び第 14号 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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第一種廃棄物埋設

施設 

核燃料物質又は核燃

料物質によって汚染さ

れた物の第一種廃棄

物埋設の事業に関する

規則 

第 58条の 2 第 63 条第 1 項第 5 号,第 12 号

及び第 13 号並びに同条第２項

第 6号,第 13号及び第 14号 

第二種廃棄物埋設

施設 

核燃料物質又は核燃

料物質によって汚染さ

れた物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する

規則 

第 17条の 2 第 20 条第 1 項第 5 号,第 14 号

及び第 15 号並びに同条第２項

第 6号,第 12号及び第 13号 

使用施設等 核燃料物質の使用等

に関する規則 

第 2条 11の 8 第 2条の 12第 1項第 4号,第 12

号及び第 13 号並びに同条第 2

項第 5号,第 14号及び第 15号 

 

 

 

表２ 関連する技術基準規則条項 

原子力施設の種別 技術基準規則条項 

実用発電用原子炉施設 第 46条、第 54条及び第 76条 

研究開発段階発電用原子炉施設 第 45条、第 56条及び第 76条 

試験研究用等原子炉施設 第 39条、第 58条及び第 70条で準用する第 58条の規定 

再処理施設 第 30条、第 36条及び第 50条 

加工施設 第 30条及び第 38条 

使用済燃料貯蔵施設 －  

特定廃棄物管理施設 － 

特定第一種廃棄物埋設施設 － 

第二種廃棄物埋設施設 － 

使用施設等 第 27条 

 

表３検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

２年 １ 20 日常 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

２年 １ 20 日常 

 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

第一種廃棄物埋設

施設 

核燃料物質又は核燃

料物質によって汚染さ

れた物の第一種廃棄

物埋設の事業に関する

規則 

第 58条の 2 第 63 条第 1 項第 5 号,第 12 号

及び第 13 号並びに同条第２項

第 6号,第 13号及び第 14号 

第二種廃棄物埋設

施設 

核燃料物質又は核燃

料物質によって汚染さ

れた物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する

規則 

第 17条の 2 第 20 条第 1 項第 5 号,第 14 号

及び第 15 号並びに同条第２項

第 6号,第 12号及び第 13号 

使用施設等 核燃料物質の使用等

に関する規則 

第 2条 11の 8 第 2条の 12第 1項第 4号,第 12

号及び第 13 号並びに同条第 2

項第 5号,第 14号及び第 15号 

 

 

 

表2 関連する技術基準規則条項 

原子力施設の種別 技術基準規則条項 

実用発電用原子炉施設 第 46条、第 54条及び第 76条 

研究開発段階発電用原子炉施設 第 45条、第 56条及び第 76条 

試験研究用等原子炉施設 第 39条、第 58条及び第 70条で準用する第 58条の規定 

再処理施設 第 30条、第 36条及び第 50条 

加工施設 第 30条及び第 38条 

使用済燃料貯蔵施設 －  

特定廃棄物管理施設 － 

特定第一種廃棄物埋設施設 － 

第二種廃棄物埋設施設 － 

使用施設等 第 27条 

 

表 3検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

2年 1 20 日常 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

2年 1 20 日常 

 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-218-



9 

 

01 緊急時対応の準備と
保全 

（熱出力500kw以上
※１） 

２年 １ 10 日常 

02 緊急時対応の準備と
保全 

（熱出力500kw以上※

２） 

２年 １ ５ 日常 

03 緊急時対応の準備と
保全 

（熱出力500kw未満） 
２年 １ ５ 日常 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

２年 １ 20 日常 

 

05 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と
保全 

（MOX加工） 

２年 １ 15 日常 

02 緊急時対応の準備と
保全 

（ウラン加工） 
２年 １ 10 日常 

 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

２年 １ ５ 日常 

 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

２年 １ ５ 日常 

 

08 埋設 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

２年 １ ５ 日常 

 

09 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と ２年 １ ５ 日常 

01 緊急時対応の準備と
保全 

（熱出力 500kw 以
上※１） 

2年 1 10 日常 

02 緊急時対応の準備と
保全 

（熱出力500kw以上※

２） 

2年 1 5 日常 

03 緊急時対応の準備と
保全 

（ 熱 出 力 500kw 未
満） 

2年 1 5 日常 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

2年 1 20 日常 

 

05 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と
保全 

（MOX加工） 

2年 1 15 日常 

02 緊急時対応の準備と
保全 

（ウラン加工） 
2年 1 10 日常 

 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

2年 1 5 日常 

 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

2年 1 5 日常 

 

08 埋設 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応の準備と

保全 

2年 1 5 日常 

 

09 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 
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保全 

 

 

01 緊急時対応の準備と

保全 

2年 1 5 日常 
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基本検査運用ガイド 

重大事故等対応要員の能力維持 

（新旧対照表） 
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（下線部分が改訂部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

基本検査運用ガイド 

重大事故等対応要員の能力維持 

（BE0060_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、加工、再処理） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和 32年法律第 166号。以下「法」という。)、

第 61条の２の２第１項４号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表１に示す原子力施設

の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊

に係る原子力施設の保全に関する措置（以下「保全に関する措置」という。）における重大事故等対応要

員の能力維持の活動状況を確認する。当該事項は、法第 61条の２の２第１項３号イで規定する事項（保

安規定）のうち、表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される保全に関する措置及び非常

の場合に講ずべき処置の活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教育及

び運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認

する。 

また、重大事故等対処施設の使用を開始するに当たって、あらかじめ必要な教育及び訓練を実施さ

れていることが必要となるため、その状況も確認する。なおこれらの訓練は、当該施設の使用前事業者

検査の終了までに（必要に応じて一部使用承認等の手続きがとられることもある）実施される必要があ

る。 

3.  検査要件 

原子力施設内における、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故等が発生した場合（以下、

「重大事故等発生時」という。）及び大規模な自然災害または故意による大型航空機の衝突その他のテ

ロリズムにより原子力施設に大規模な損壊が生じた場合（以下、「大規模損壊発生時」という。）は、実

用発電用炉あっては炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損による放射性物質の拡散、再処理施

設にあっては臨界事故、蒸発乾固、使用済燃料の著しい損傷、有機溶媒その他の物質による火災又は爆

発、放射性物質等の漏えい、加工施設にあっては臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失等

の発生のおそれがある。これらから原子力施設等を保護するための活動は、迅速かつ的確に行なわれる

基本検査運用ガイド 

重大事故等対応要員の能力維持 

（BE0060_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、加工、再処理） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)、第 61 条の 2 の 2 第 1

項 4 号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表 1 に示す原子力施設の種別ごとの保安の

ための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る原子力施設の

保全に関する措置(以下「保全に関する措置」という。)における重大事故等対応要員の能力維持の活動状

況を確認する。当該事項は、法第 61条の 2の 2第 1項 3号イで規定する事項(保安規定)のうち、表 1に

示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される保全に関する措置及び非常の場合に講ずべき処置の

活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教育及

び運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認

する。 

また、重大事故等対処施設の使用を開始するに当たって、あらかじめ必要な教育及び訓練を実施さ

れていることが必要となるため、その状況も確認する。なおこれらの訓練は、当該施設の使用前事業者

検査の終了までに（必要に応じて一部使用承認等の手続きがとられることもある）実施される必要があ

る。 

3.  検査要件 

（新設） 
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必要があり、重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に対応するすべての要員は、最優先すべき操作等

を迷うことなく判断し、指示又は遂行するための能力が必要となる。 

このため、事業者は上記に対応するための教育及び訓練を実施しており、検査官はこれらの実施内

容、実施の状況、過去の問題点の改善状況等を検査する。また、付属書１における優先順位決定に関す

るガイダンス「検査追加領域の優先順位の決定」を考慮し、検査を効率的に行うための計画を作成して

事業者の様々な活動を検査する。 

 

3.1  検査対象 

検査は、事業者が実施する重大事故等発生時（非常の措置を含む。）、大規模損壊発生時に対応する

要員への教育及び訓練を検査対象とし、以下の適切性を確認する。 

(1)  重大事故等発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練 

(2)  重大事故等発生時対応の技術的能力の成立性確認訓練 

(3)  大規模損壊発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練 

(4)  大規模損壊発生時対応の技術的能力の確認訓練（指揮者等、消防隊、APC訓練） 

 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表２の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

なお、重大事故等発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練並びに成立性の確認訓練につ

いては、四半期ごとに検査を実施することを目安に検査可能な範囲で数多くサンプルを選択する。 

 

4.  検査手順 

附属書１「検査追加分野の優先度の決定」を参考に、ウォークダウンやリスク情報等を活用して検査計

画、検査方針等を定め、サンプリングによって事業者の活動を観察する。 

4.1 検査前準備 

前項 3.1の検査対象別に以下に示す情報等を収集し整理する。 

(1)  前回の教育及び訓練評価等の確認 

前回の教育及び訓練の評価書を入手して内容を確認し、事象の分類及び判断、関係機関への通知、

放出される放射能及び事象に対応する要員の線量評価、事象に対応する要員への放射線防護処置の

指示、教育及び訓練の問題点の改善等の活動及びそれらの準備状況について問題点を特定する。 

(2)  検査対象の教育及び訓練内容の確認 

検査対象の教育及び訓練の予定表を入手して内容を確認し、設置又は事業(変更)許可書の要件及

び保安規定に定める想定時間を確認する。 

(3)  新規制基準適合後、特定重大事故等対処施設運用時などの検査前の確認 

新規制基準適合後の初回の検査、特定重大事故等対処施設の設置又は改造後の検査に際しては、

令和２年１２月４日付け重大事故等対応現場シーケンス訓練及び大規模損壊訓練の実施時期等につ

 

 

 

 

3.1  検査対象 

検査は、事業者が実施する重大事故等発生時（非常の措置を含む。）、大規模損壊発生時に対応する

要員への教育及び訓練を検査対象とし、以下の適切性を確認する。 

(1)  重大事故等発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練 

(2)  重大事故等発生時対応の成立性の確認訓練 

(3)  大規模損壊発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練 

(4)  大規模損壊発生時対応の技術的能力の確認訓練 

 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表2の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

なお、重大事故等発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練並びに成立性の確認訓練につ

いては、四半期ごとに検査を実施することを目安に検査可能な範囲で数多くサンプルを選択する。 

 

4.  検査手順 

附属書1「検査追加領域の優先順位の決定」を参考に、ウォークダウンやリスク情報等を活用して検査

計画、検査方針等を定め、サンプリングによって事業者の活動を観察する。 

4.1 検査前準備 

前項 3.1の検査対象別に以下に示す情報等を収集し整理する。 

(1)  前回の教育及び訓練評価等の確認 

前回の教育及び訓練の評価書を入手して内容を確認し、事象の分類及び判断、関係各所への通知、

放出される放射能及び事象に対応する要員の線量評価、事象に対応する要員への放射線防護処置の

指示、教育及び訓練の問題点の改善等の活動及びそれらの準備状況について問題点を特定する。 

(2)  検査対象の教育及び訓練内容の確認 

検査対象の教育及び訓練の予定表を入手して内容を確認し、設置又は事業(変更)許可書の要件及

び保安規定に定める想定時間を確認する。 

（新設） 
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いての意見交換に関する面談の主旨を踏まえて、訓練対象の設備、機器が使用できる状態で訓練計

画が立案されていることを確認する。なお、当該設備、機器に対する機能及び性能検査の実施状況

についても確認することが望ましい。さらに、保安規定の附則に記載のある条件が満足しているこ

とをあわせて確認する。 

 

4.2 検査実施 

(1)  重大事故等発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練 

a.  前回の教育及び訓練の評価 

(a)  検査官によって確認した全ての問題点について、事業者が実施する評価に含まれていること

を確認する。 

(b)  事業者による評価の不適合は、記録して重大性を確認し、評価を行う。 

(c)  事象の分類及び判断、関係機関への通報又は連絡、放出される放射能及び対応する要員の線

量評価、放射線防護処置の指示等の活動の不適合が、事業者によって正しく特定されているか

確認する。 

(d)  事業者が特定した問題点は、今後、原子力規制庁が解決を確認できる CAPに取り込まれてい

ることを確認する。 

注記： 訓練及び教育におけるパフォーマンスの不足は、事業者がパフォーマンスの問題を修

正又は是正するため、それらを CAPに取り込めば規制上の問題ではないが、教育及び訓

練のパフォーマンス不足ではあるので、緑以上と評価した場合は、検査報告書に記載す

る。 

b.  再発される問題点の特定 

(a)  過去の教育及び訓練の評価記録を使用し、検査で確認した問題点が、傾向や反復性のある

問題点であるかを判断する（すなわち、再発しているか確認する）。 

(b)  過去の問題点及び想定される事象、訓練及び訓練の展開に対する問題点については、修正

又は是正処置を確認する。 

(c)  上記に伴う修正又は是正処置の完了を確認する。 

(d)  上記(a)を確認した場合、事業者が傾向や反復性のある問題点を特定し、修正又は是正処置

に取り組んでいることを確認する。 

c.  保安規定の順守不履行の特定 

(a)  教育及び訓練時の確認において、事象の進展に対応できない手順を確認した場合は、その旨

を記録し、検査気付き事項のスクリーニングを行う。例えば、事象の進展を特定できていな

い又は効果のない手順の実施を確認した場合、その問題は、事業者又は検査官のいずれかが

特定したとしても、教育及び訓練の検査気付き事項として扱われることはなく、事象の進展

に対応する組織全体パフォーマンス不足と定義する。 

(b)  特定された検査気付き事項の履歴を確認し、関連情報を入手する。 

(c)  可能であれば直ちに、該当する教育及び訓練が保安規定に定める想定時間を満足している

か判断する。それが直ちにできない場合は、原子力専門検査官に指示を仰ぐ。 

d.  検査対象の教育及び訓練の実施状況並びに評価 

(a)  事業者の活動の評価が正確か確認する。 

(b)  事業者が緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係箇所への通報、放出される放射性物質

の量の評価並びに事象に対応する要員の放射線防護処置の指示等の活動における不適合を正

しく処置しているか確認する。 

 

 

 

 

 

4.2 検査実施 

(1)  重大事故等発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練 

a.  前回の教育及び訓練の評価 

(a)  検査官によって確認した全ての問題点について、事業者が実施する評価に含まれていること

を確認する。 

(b)  事業者による評価の不適合は、記録して重大性を確認し、評価を行う。 

(c)  事象の分類及び判断、関係各所への通報又は連絡、放出される放射能及び対応する要員の線

量評価、放射線防護処置の指示等の活動の不適合が、事業者によって正しく特定されているか

確認する。 

(d)  事業者が特定した問題点は、今後、原子力規制庁が解決を確認できる CAP に取り込まれてい

ることを確認する。 

注記： 訓練及び教育におけるパフォーマンスの不足は、事業者がパフォーマンスの問題を修

正又は是正するため、それらを CAPに取り込めば規制上の問題ではないが、教育及び訓

練のパフォーマンス不足ではあるので、緑以上と評価した場合は、検査報告書に記載す

る。 

b.  再現される問題点の特定 

(a)  過去の教育及び訓練の評価記録を使用し、検査で確認した問題点が、傾向や反復性のある

問題点であるかを判断する（すなわち、再現性があるか確認する）。 

(b)  過去の問題点及び想定される事象、訓練及び訓練の展開に対する問題点については、修正

又は是正処置を確認する。 

(c)  上記に伴う修正又は是正処置の完了を確認する。 

(d)  上記(a)を確認した場合、事業者が傾向や反復性のある問題点を特定し、修正又は是正処置

に取り組んでいることを確認する。 

c.  保安規定の順守不履行の特定 

(a)  教育及び訓練時の確認において、事象の進展に対応できない手順を確認した場合は、その旨

を記録し、評価を行う。例えば、事象の進展を特定できていない又は効果のない手順を確認

した場合、その問題は、事業者又は検査官のいずれかが特定したとしても、教育及び訓練の

問題点として扱われることはなく、事象の進展に対応する組織全体パフォーマンス不足と定

義する。検査官は、以下を実施する。 

(b)  特定された問題の履歴を確認し、関連情報を入手する。 

(c)  可能であれば直ちに、該当する教育及び訓練が保安規定に定める想定時間を満足している

か判断する。それが直ちにできない場合は、専門検査官に指示を仰ぐ。 

d.  検査対象の教育及び訓練の実施状況並びに評価 

(a)  事業者の活動の評価が正確か確認する。 

(b)  事業者が緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係箇所への通報、放出される放射性物質

の量の評価並びに事象に対応する要員の放射線防護処置の指示等の活動における不適合を正

しく処理しているか確認する。 
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(c)  必要に応じて、原子力専門検査官に問い合わせる。 

(2)  重大事故等発生時対応の技術的能力の成立性確認訓練 

当該成立性の確認訓練について上記(1)の a.～ｄ.に倣い同じ内容で確認する。 

(3)  大規模損壊発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練 

当該教育及び訓練について上記(1)の a.～ｄ.に倣い同じ内容で確認する。 

(4)  大規模損壊発生時対応の技術的能力の確認訓練 

当該技術的能力の確認訓練について上記(1)の a.～ｄ.に倣い同じ内容で確認する。 

 

4.3 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する検査気付き事項等が、不適合管理等において

適切に処理されていることを確認する。 

5.  検査手引 

5.1  検査前準備の留意事項 

(1) 前回の教育及び訓練評価等の確認 

a.  教育及び訓練対象者の評価内容を確認する。 

b.  教育実施者の評価内容を確認する。 

c.  教育及び訓練に対する改善のための気付き等の記載内容を確認する。 

(2) 検査対象の教育及び訓練内容の確認 

a.  検査対象の教育及び訓練の予定表には実施時間、実施場所、実施内容が記載されていることを

確認する。 

b.  6.参考資料を参照し検査対象の概要を把握する。 

c.  教育及び訓練の内容に航空機脅威の可能性、敵対行為事象、爆発、火災等による広範囲のプラ

ント損傷が含まれている場合は、許認可文書との整合性を確認する。 

d.  教育及び訓練について、事象の分類及び判断、関係機関への通報又は連絡、放出される放射能、

事象に対応する要員の線量評価、放射線防護処置の指示等の手順を確認し、内容の理解を深める。 

e.  教育及び訓練の全ての内容、手順等が実施されているか確認する。 

f.  教育内容に新しい知見が反映されているか確認する。 

g.  訓練については、夜間、悪条件時における活動が含まれているか確認する。 

h.  訓練については、安全対策が講じられているか確認する。 

i.  教育及び訓練の内容には、過去の不適合について、修正又は是正処置が行われ、その結果を反

映した内容に変更されているか確認する。 

 

5.2  検査実施での留意事項 

(c)  必要に応じて、専門知識を有する検査官等に問い合わせる。 

(2)  重大事故等発生時対応の成立性の確認訓練 

当該成立性の確認訓練について上記(1)の a.～ｄ.に習い同じ内容で確認する。 

(3)  大規模損壊発生時対応の力量の維持向上のための教育及び訓練 

当該教育及び訓練について上記(1)の a.～ｄ.に習い同じ内容で確認する。 

(4)  大規模損壊発生時対応の技術的能力の確認訓練 

当該技術能力の確認訓練について上記(1)の a.～ｄ.に習い同じ内容で確認する。 

 

4.3 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切

に処理されていることを確認する。 

5.  検査手引 

5.1  検査準備の留意事項 

(1) 前回の教育及び訓練評価等の確認 

a.  教育及び訓練対象者の評価内容の確認をする。 

b.  教育実施者の評価内容の確認をする。 

c.  教育及び訓練に対する改善のための気づき等の記載の確認をする。 

(2) 検査対象の教育及び訓練内容の確認 

a.  検査対象の教育及び訓練の予定表には実施時間、実施場所、実施内容が記載されていることを

確認する。 

b.  6.参考資料を参照し検査対象の概要を把握する。 

c.  教育及び訓練の内容に航空機脅威の可能性、敵対行為事象、爆発、火災等による広範囲のプラ

ント損傷が含まれている場合は、設置又は事業(変更)許可書の要件を確認する。 

d.  教育及び訓練について、事象の分類及び判断、関係各所への通報又は連絡、放出される放射能、

事象に対応する要員の線量評価、放射線防護処置の指示等の手順を確認し、内容の理解を深める。 

e.  教育及び訓練の全ての内容、手順等が実施されていることを確認する。 

f.  教育内容に新しい知見が反映されているか確認する。 

g.  訓練については、悪条件時における活動が含まれているか確認する。 

h.  訓練については、安全対策が講じられているか確認する。 

i.  教育及び訓練の内容には、過去の不適合について、修正又は是正処置が行われ、その結果を反

映した内容に変更されているか確認する。 

 

5.2  検査実施での留意事項 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(1)  事業者の教育及び訓練の評価の観察 

a.  発生した事象に応じて、緊急時対応組織が内閣府、原子力規制庁、地方自治体、自社本店等

へ速やかに通知がされているか確認する。 

b.  通知が何らかの影響で遅延した場合は、その原因を特定し重要性を評価する。 

c.  事象の分類及び判断、関係機関への通知、放出される放射能及び事象に対応する要員の線量

評価、事象に対応する要員への放射線防護処置の指示等の活動並びにそれらの準備状況の検査

気付き事項を特定する。 

d.  検査官が特定した問題点は、事業者が教育及び訓練の評価を実施するまで部外秘としなけれ

ばならない。 

e.  必要に応じて教育及び訓練参加者に質問し回答を得る。 

f.  活動の確認に関する質問は、その他の活動を見過ごす場合があるため、疑義が生じた場合は

記録に残し後日確認する。 

g.  教育及び訓練内容に疑義が生じた場合は、後日、教育及び訓練の責任者に確認する。 

h.  重大事故等発生時対応の技術的能力の成立性確認訓練については、許認可文書に定める想定

時間内に終了していることを確認する。 

i.  教育及び訓練報告書等の全ての評価項目に、評価が記載されていることを確認する。また、そ

の評価の妥当性についても検証する。 

(2)  再発される問題点の特定 

a.  教育及び訓練の過去の不適合について、再発を確認した場合には、その問題点について、特定

を行う。 

b.  必要に応じて、専門検査官の助言を得る。 

(3)  保安規定の遵守不履行を特定する。 

a.  保安規定の記載内容と事業者のパフォーマンスに相違がある場合、必要に応じて専門検査官

に報告する。 

(4)  事業者の評価の正確性に関する評価 

a.  事業者による教育及び訓練対象者の力量評価、講師への評価、内容の評価等に疑義が生じた場

合は、訓練責任者に確認を行う。 

b.  教育及び訓練で確認した不適合については、事業者の不適合管理の手順に従い処置されてい

ることを確認するとともに、次回検査へのインプットとして取り扱う。 

c.  必要に応じて、専門検査官の助言を得る。 

6.  参考資料 

(1)  実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な処置を実施

するために必要な技術的能力に係る審査基準 

(2)  実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(3)  実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガ

(1)  事業者の教育及び訓練の評価の観察 

a.  発生した事象に応じて、緊急時対応組織が内閣府、原子力規制庁、地方自治体、自社本店等

へ速やかに通知がされているか確認する。 

b.  通知が何らかの影響で遅延した場合は、その原因を特定し重要性を評価する。 

c.  事象の分類及び判断、関係各所への通知、放出される放射能及び事象に対応する要員の線量

評価、事象に対応する要員への放射線防護処置の指示等の活動並びにそれらの準備状況におけ

る問題点を特定する。 

d.  検査官が特定した問題点は、事業者が教育及び訓練の評価を実施するまで部外秘としなけれ

ばならない。 

e.  必要に応じて教育及び訓練参加者に質問し回答を得る。 

f.  活動の確認に関する質問は、その他の活動を見過ごす場合があるため、疑義が生じた場合は

記録に残し後日確認する。 

g.  教育及び訓練内容に疑義が生じた場合は、後日、教育及び訓練の責任者に確認する。 

h.  3.2(1)b.（a）及び（b）①については、保安規定に定める想定時間内に終了していることを

確認する。 

i.  教育及び訓練報告書等の全ての評価項目に、評価が記載されている事を確認する。 

 

(2)  再現される問題点の特定 

a.  教育及び訓練の過去の不適合について、再現を確認した場合には、その問題点について、特定

を行う。 

b.  必要に応じて、専門検査官の助言を得る。 

(3)  保安規定の順守不履行を特定する。 

a.  保安規定の記載内容と事業者のパフォーマンスに相違がある場合、必要に応じて専門検査官

に報告する。 

(4)  事業者の評価の正確性に関する評価 

a.  事業者による教育及び訓練対象者の力量評価、講師への評価、内容の評価等に疑義が生じた場

合は、訓練責任者に確認を行う。 

b.  教育及び訓練で確認した不適合については、事業者の不適合管理の手順に従い処理されてい

ることを確認するとともに、次回検査へのインプットとして取り扱う。 

c.  必要に応じて、専門検査官の助言を得る。 

6.  参考資料 

(1)  実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な処置を実施

するために必要な技術的能力に係る審査基準 

(2)  実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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イド 

(4)  実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(5)  核燃料施設等の審査基準、審査ガイド 

 

7.  改正履歴 

改正. 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  

○運用の明確化 

①特定重大事故等対処施設運用時などの検査を

明確化（3.検査要件、4.検査手順） 

○記載の適正化 

 

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 

規則名 保安のために必要

な措置に係る規則

条項 

保安規定記載事項に係る規則

条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 83条 第 92条第 1項第 7号,第 15号

及び第 16号並びに同条第 3項

第 5号,第 14号及び第 15号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

試験研究の用に供する

原子炉等の設置、運転

等に関する規則 

第 78条 第 87条第 1項第 7号,第 15号

及び第 16号並びに同条第 3項

第 6号,第 15号及び第 16号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の

事業に関する規則 

第 12条 

 

第 17条第 1項第 5号,第 14号

及び第 15 号並びに同条第２項

第 6号,第 16号及び第 17号 

加工施設 核燃料物質の加工の事

業に関する規則 

第７条の４の３ 第 8 条第 1 項第 5 号,第 13 号

及び第 14号並びに同条第 2項

第 6号,第 15号及び第 16号 

 

表２ 検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
重大事故等発生時に係る力量の
維持向上のための教育及び訓練 

四半期 １～２ 

30 (年間) 日常 

02 
重大事故等発生時に係る成立性
の確認訓練 

四半期 １～２ 

03 
大規模損壊発生時に係る力量の
維持向上のための教育及び訓練 

１年 １～２ 

04 
大規模損壊発生時に係る技術的
能力の確認訓練 

１年 １～２ 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

(3)  実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(4)  実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(5)  核燃料施設等の審査基準、審査ガイド 

 

7.  改訂履歴 

改訂. 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

表1 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 

規則名 保安のために必要

な措置に係る規則

条項 

保安規定記載事項に係る規則

条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第８３条 第 92条第 1項第 7号,第 15号

及び第 16号並びに同条第 3項

第 5号,第 14号及び第 15号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

試験研究の用に供する

原子炉等の設置、運転

等に関する規則 

第７８条 第 87条第 1項第 7号,第 15号

及び第 16号並びに同条第 3項

第 6号,第 15号及び第 16号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の

事業に関する規則 

第１２条 

 

第 17条第 1項第 5号,第 14号

及び第 15 号並びに同条第２項

第 6号,第 16号及び第 17号 

加工施設 核燃料物質の加工の事

業に関する規則 

第７条の４の３ 第 8 条第 1 項第 5 号,第 13 号

及び第 14号並びに同条第 2項

第 6号,第 15号及び第 16号 

 

表 2 検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
重大事故等発生時に係る力量の
維持向上のための教育及び訓練 

四半期 1～2 

30 (年間) 日常 

02 
重大事故等発生時に係る成立性
の確認訓練 

四半期 1～2 

03 
大規模損壊発生時に係る力量の
維持向上のための教育及び訓練 

1年 1～2 

04 
大規模損壊発生時に係る技術的
能力の確認訓練 

1年 1～2 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

優先順位変更 ３

／１０ 

 

 

 

記載の適正化（誤

記）３／１０ 
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01 重大事故等発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練 

四半期 １～２ 

30 (年間) 日常 

02 重大事故等発生時に係る成立
性の確認訓練 

四半期 １～２ 

03 大規模損壊発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練 

１年 １～２ 

04 大規模損壊発生時に係る技術
的能力の確認訓練 

１年 １～２ 

 

03 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間

[h] 

検査体制 

01 重大事故等発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練 

四半期 １～２ 

30 (年間) 日常 

02 重大事故等発生時に係る成立
性の確認訓練 四半期 １～２ 

03 大規模損壊発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練 

１年 １～２ 

04 大規模損壊発生時に係る技術
的能力の確認訓練 １年 １～２ 

 

04 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間

[h] 

検査体制 

01 重大事故等発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練（MOX加工） 

四半期 １～２ 

25 (年間) 日常 

02 重大事故等発生時に係る成立
性の確認訓練（MOX加工） 四半期 １～２ 

03 大規模損壊発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練（MOX加工） 

１年 １～２ 

04 大規模損壊発生時に係る技術
的能力の確認訓練（MOX加工） １年 １～２ 

05 重大事故等発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練（ウラン加工） 

四半期 １～２ 

15 (年間) 日常 

06 重大事故等発生時に係る成立
性の確認訓練（ウラン加工） 

四半期 １～２ 

07 大規模損壊発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練（ウラン加工） 

１年 １～２ 

08 大規模損壊発生時に係る技術
的能力の確認訓練（ウラン加
工） 

１年 １～２ 

 

附属書１ 検査追加分野の優先度の決定 

 

1. 一般事項 

一般重大事故等対処及び大規模損壊対処の教育及び訓練の原子力規制庁による監視は、リスク重大性が高

01 重大事故等発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練 

四半期 1～2 

30 (年間) 日常 

02 重大事故等発生時に係る成立
性の確認訓練 

四半期 1～2 

03 大規模損壊発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練 

1年 1～2 

04 大規模損壊発生時に係る技術
的能力の確認訓練 1年 1～2 

 

03 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間

[h] 

検査体制 

01 重大事故等発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練 

四半期 1～2 

30 (年間) 日常 

02 重大事故等発生時に係る成立
性の確認訓練 四半期 1～2 

03 大規模損壊発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練 

1年 1～2 

04 大規模損壊発生時に係る技術
的能力の確認訓練 1年 1～2 

 

04 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間

[h] 

検査体制 

01 重大事故等発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練（MOX 加工） 

四半期 1～2 

25 (年間) 日常 

02 重大事故等発生時に係る成立
性の確認訓練（MOX 加工） 四半期 1～2 

03 大規模損壊発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練（MOX 加工） 

1年 1～2 

04 大規模損壊発生時に係る技術
的能力の確認訓練（MOX 加
工） 

1年 1～2 

05 重大事故等発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練（ウラン加工） 

四半期 1～2 

15 (年間) 日常 

06 重大事故等発生時に係る成立
性の確認訓練（ウラン加工） 

四半期 1～2 

07 大規模損壊発生時に係る力量
の維持向上のための教育及び
訓練（ウラン加工） 

1年 1～2 

08 大規模損壊発生時に係る技術
的能力の確認訓練（ウラン加
工） 

1年 1～2 

 

附属書 1 検査追加領域の優先順位決定 

 

1. 一般事項 
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い領域に重点を置いた教育及び訓練に焦点を定め、検査資源はこれらの領域を対象に配分することになる。しか

し、資源の制約範囲内で幅広い対応領域を検査すべきである。 

不適合管理に係るデータは、懸念のある対応を特定するために用い、その問題点を確認出来るよう検査資源を

配分する。 

過去の教育及び訓練の評価を検証し、リスク重大性の高い緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係機関

への通報、放出される放射性物質の量の評価、事象に対応する要員への放射線防護処置の指示等の活動を過

去の検査実績を勘案するとともに、事業者の活動に信頼性がある場合、検査官は、その領域での検査を減らし、

利用可能となった検査資源の一部を使い、以下のようなリスク重大性の低い領域を選ぶとよい。 

評価関連の是正処置の審査を容易にするため、検査官は、過去２～３年間の訓練及び教育に対する所見に従

い、修正又は是正処置リストを要求する。可能であれば、その所見は緊急時対応施設ごとに分類しているものがよ

い。 

検査官は、リスク重大性の低い領域（例えば、職員配置等）における事業者の活動が、リスク重大性の高い領域

における事業者の活動及ぼす影響に注意を払い続ける。 

 

2. 検査追加領域の優先順位決定 

最もリスク重大性の高い領域に検査資源を配分するためのガイダンスを以下に示す。これらの領域は通常、重

大性順に考えてよい。検査資源を配分するための選別は、過去の不適合に基づいて行うべきである。 

(1)  緩和措置を策定する能力 

(2)  国民の安全を守るための緩和処置及び放射性物質の拡散を防止する努力を優先させる能力 

(3)  事故下において緩和措置を実施する能力 

(4)  指示命令系統の有効性 

(5)  プラントの事故状態の把握及び分析する能力 

 

(6)  事業者の対応要員間の通信の妥当性 

(7)  事業者のプレス・リリースの正確性 

(8)  所員（対応要員以外）の避難、対応要員の線量評価（甲状腺保護を含む）および対

応要員への放射線防護装備の妥当性 

 

一般的に、緊急時対応の教育及び訓練の原子力規制庁による監視は、リスク重大性が高い領域に重点を置い

た教育及び訓練に焦点を定め、検査資源はこれらの領域を対象に配分することになる。しかし、資源の制約範囲

内で幅広い対応領域を検査すべきである。 

不適合管理に係るデータは、懸念のある対応を特定するために用い、その問題点を確認出来るよう検査資源を

配分する。 

教育及び訓練の評価に従い、リスク重大性の高い緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係箇所への通

報、放出される放射性物質の量の評価、事象に対応する要員の放射線防護処置の指示等の活動を過去の検査

実績を勘案するとともに、事業者の活動に信頼性がある場合、検査官は、その領域での確認を減らし、利用可能と

なった検査資源の一部を使い、以下のようなリスク重大性の低い領域を選ぶとよい。 

評価関連の是正処置の審査を容易にするため、検査官は、過去 2～3 年間の訓練及び教育に対する所見に従

い、修正又は是正処置リストを要求する。可能であれば、その所見は緊急時対応施設ごとに分類しているものがよ

い。 

検査官は、リスク重大性の低い領域（例えば、職員配置等）における事業者の活動が、リスク重大性の高い領域

における事業者の活動及ぼす影響に注意を払い続ける。 

 

2. 検査追加領域の優先順位決定 

最もリスク重大性の高い領域に検査資源を配分するためのガイダンスを以下に示す。これらの領域は通常、重

大性順に考えてよい。検査資源を配分するための選別は、過去の不適合に基づいて行うべきである。 

(1)  敵対行為の間の措置を含み、説明責任、避難、線量評価、甲状腺保護を含む対応要員への放射線防護装

備の妥当性 

(2)  緩和措置を策定する能力 

(3)  国民の安全を守るための緩和処置及び放射性物質の拡散を防止する努力を優先させる能力 

(4)  事故下において緩和措置を実施する能力 

(5)  指示命令系統の有効性 

(6)  プラントの事故状態の把握及び分析する能力 

(7)  事業者の対応要員間の通信の妥当性 

(8)  事業者のプレス・リリースの正確性 

 

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 
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基本検査運用ガイド 

重大事故等対応要員の訓練評価 

（新旧対照表） 
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（下線部分が改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

基本検査運用ガイド 

重大事故等対応要員の訓練評価 

（BE0070_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、再処理、加工） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「法」という。）、第

61条の２の２第１項４号ロで規定する事項（保安のために必要な措置）のうち、表１に示す原子力施設の種別ごと

の保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る原子力

施設の保全に関する措置における重大事故等対応要員の訓練評価の活動状況を確認する。当該事項は、法

第61条の２の２第１項３号イで規定する事項（保安規定）のうち、表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項

で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置に係る活動

状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教育及び運転

員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認する。 

 

3.  検査要件 

原子力施設内における、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故等が発生した場合（以下、「重大事

故等発生時」という。）及び大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによって原

子力施設に大規模な損壊が生じた場合（以下、「大規模損壊発生時」という。）は、実用発電用炉あっては炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損による放射性物質の拡散、再処理施設にあっては臨界事故、蒸発乾

固、使用済燃料の著しい損傷、有機溶媒その他の物質による火災又は爆発、放射性物質等の漏えい、加工施

設にあっては臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失等の発生のおそれがある。これらから原子

力施設等を保全するための活動は、迅速かつ的確に行なわれる必要があり、重大事故等発生時及び大規模損

壊発生時に対応する全ての要員は、最優先すべき操作等を迷うことなく判断し、指示又は遂行するための能力

が必要となる。 

このため、事業者は重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の訓練を実施している。検査官はこれらの訓

練が成立していること及び対応要員のパフォーマンスを確認する。 

3.1  検査対象 

事業者が重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に対応する対応要員の訓練について、以下を検査対

象とする。 

(1)  重大事故等発生時に係る訓練 

a.  技術的能力の成立性確認訓練 

(2)  大規模損壊発生時に係る訓練 

a.  技術的能力の確認訓練 

 

検査に当たっては、上記の検査対象に共通する以下を確認する。 

(1)  許認可文書に記された事象の取り組み状況の確認 

(2)  事業者の活動について独立した確認 

(3)  事業者による問題点の特定に関する評価 

(4)  再発する問題点の明確化 

基本検査運用ガイド 

重大事故等対応要員の訓練評価 

（BE0070_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、再処理、加工） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)、第61条の2の2第1項4号ロで

規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表1に示す原子力施設の種別ごとの保安のための措置に係る

規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置に

おける重大事故等対応要員の訓練評価の活動状況を確認する。当該事項は、法第61条の2の2第1項3号イで

規定する事項(保安規定)のうち、表1に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される設計想定事象、重

大事故等又は大規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置に係る活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教育及び運転

員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認する。 

 

 

3.  検査要件 

原子力施設内における、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故等が発生した場合（以下、「重大事

故等発生時」という。）及び大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによって原

子力施設に大規模な損壊が生じた場合（以下、「大規模損壊発生時」という。）は、実用発電用炉あっては炉心

の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損による放射性物質の拡散、再処理施設にあっては臨界事故、蒸発乾

固、使用済燃料の著しい損傷、有機溶媒その他の物質による火災又は爆発、放射性物質等の漏えい、加工施

設にあっては臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失等の発生のおそれがある。これらから原子

力施設等を保全するための活動は、迅速かつ的確に行なわれる必要があり、重大事故等発生時及び大規模損

壊発生時に対応する全ての要員は、最優先すべき操作等を迷うことなく判断し、指示又は遂行するための能力

が必要となる。 

このため、事業者は重大事故等発生時及び大規模損壊発生時の訓練を実施している。検査官はこれらの訓

練が成立していること及び対応要員のパフォーマンスを確認する。 

3.1  検査対象 

事業者が重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に対応する対応要員の訓練について、以下を検査対

象とする。 

(1)  重大事故等発生時に係る訓練 

a.  成立性の確認訓練 

(2)  大規模損壊発生時に係る訓練 

a.  技術的能力の確認訓練 

 

検査に当たっては、上記の検査対象に共通する以下を確認する。 

(1)  許認可文書に記された計画の実施状況 

(2)  事業者の活動について独立した確認 

(3)  事業者による問題点の特定に関する評価 

(4)  再発する問題点の明確化 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(5)  規制要件に対する不適合 

(6)  監視領域「重大事故等対処及び大規模損壊対処」の活動要件に照らした訓練の評価 

 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表２の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

4.  検査手順 

附属書１「検査追加分野の優先度」を参考に、ウォークダウンやリスク情報等を活用した検査方針、検査計画

等を定め、サンプリングにより事業者の活動を検査する。 

4.1  検査前準備 

(1)  訓練シナリオが提出されていること 

a.  事業者が対象の訓練シナリオを提出していること。専門検査官による、検査運用ガイド「BE0080重大

事故等訓練のシナリオ評価」を使用した検証が完了していること。何らかの懸案事項があれば、それを

事業者に伝えられていることを確認する。 

(2)  訓練検査の準備 

a.  訓練の検査準備をする。対象とする訓練は、事業所又は発電所ごとに行う必要がある。また、実用発

電用原子炉施設の場合は、新規制基準の許認可を受けた発電所において実施する起動前の訓練に

ついては、号機ごとに行う必要がある。 

(3)  過去の問題点の抽出及び是正処置のレビュー 

a.  過去の訓練結果として指摘された問題点の抽出と是正処置のレビューを行い、訓練実施の際に確

認すべき活動分野のリストを作成する。少なくとも、以前に指摘されたリスク上重要な是正処置のレビュ

ーを行い、訓練時にその改善状況について確認する。 

(4)  常設重大事故等対処設備、可搬型重大事故等対処設備、特定重大事故等対処設備、資機材等の確

認 

a.  常設重大事故等対処設備、可搬型重大事故等対処設備、特定重大事故等対処設備、資機材の保

有数、保管状況、巡視点検、定期試験、機能試験等を確認する。 

(5)  許認可文書に基づき作成した計画、手順書等の確認 

(6)  前年度の訓練に対する評価結果の確認 

 

4.2  検査実施 

(1)  許認可文書に記された事象の取り組み状況の確認 

a.  緊急時に関する事象の分類及び評価、関係機関への通報、放出される放射性物質の量の評価及び

事象に対応する要員の放射線防護処置の指示等のできるだけ多くの項目を確認するため、資源を効果

的に配分する。 

(2)  事業者の活動について独立した確認 

a.  実施された訓練の事業者評価について確認する。 

(3)  事業者による問題点の特定に関する評価 

a.  事業者が特定した問題点の評価を行った結果と、検査チームによって確認した問題点がCAPにイン

プットされていない場合、インプットされていない問題点を特定する。 

(4)  再発する問題点の明確化 

a.  是正処置の有効性を評価するために、前回の訓練以降に類似の活動で再発している問題点を明確

にする。 

(5)  規制要件に対する適合しない点の明確化 

a.  許認可文書に対する違反やパフォーマンス劣化を示す可能性がある問題点を明確にする。 

(6)  監視領域「重大事故等対処及び大規模損壊対処」の活動要件に照らした訓練評価 

a.  上記 4.2(4)及び(5)によって確認した問題点を監視領域「重大事故等対処及び大規模損壊対処」の

要件に照らし、問題点の評価を行う。 

 

4.3  問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正処

置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(5)  規制要件に対する不適合な点の明確化 

(6)  監視領域「重大事故等対処及び大規模損壊対処」の活動要件に照らした訓練の評価 

 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表2の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

4.  検査手順 

附属書1「検査追加領域の優先順位の決定」を参考に、ウォークダウンやリスク情報等を活用して検査計画、

検査方針等を定め、サンプリングによって事業者の活動を観察する。 

4.1  検査前準備 

(1)  訓練シナリオが提出されていること 

a.  事業者が対象の訓練シナリオを提出していること。専門検査官による、検査運用ガイド「BE0080重大

事故等訓練のシナリオ評価」を使用した検証が完了していること。何らかの懸案事項があれば、それを事

業者に伝えられていることを確認する。 

(2)  訓練検査の準備 

a.  訓練の検査準備をする。対象の訓練は、事業所ごとに行う必要がある。また、実用発電用原子炉施設

の場合は、新規制基準の認可を受けた発電所において実施する起動前の訓練については、号機ごと

に行う必要がある。 

(3)  過去の問題点の抽出及び是正処置のレビュー 

a.  過去の訓練結果として指摘された問題点の抽出と是正措処置レビューを行い、訓練実施の際に確

認すべき活動分野のリストを作成する。少なくとも、以前に指摘されたリスク上重要な是正処置のレビュ

ーを行い、訓練時にその改善状況について確認する。 

(4)  常設重大事故等対処設備、可搬型重大事故等対処設備及び資機材等の確認 

a.  常設重大事故等対処設備、可搬型重大事故等対処設備及び資機材の保有数、保管状況、巡視点

検、定期試験、機能試験等を確認する。 

(5)  許認可文書に基づき作成した計画、手順書等の確認 

(6)  前年度の訓練に対する評価結果の確認 

 

 

4.2  検査実施 

(1)  許認可文書に記された計画の実施状況 

a.  緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係箇所への通報、放出される放射性物質の量の評

価及び事象に対応する要員の放射線防護処置の指示等の活動を資源の許す範囲で、できるだ

け多くの活動を確認する。 

(2)  事業者の活動について独立した確認 

a.  実施された訓練の事業者評価について確認する。 

(3)  事業者による問題点の特定に関する評価 

a.  事業者が特定した問題点の評価を行った結果と、検査チームによって確認した問題点がCAPにイン

プットされていない場合、インプットされていない問題点を特定する。 

(4)  再発する問題点の明確化 

a.  是正処置の有効性を評価するために、前回の訓練以降に類似の活動で再発している問題点を明確

にする。 

(5)  規制要件に対する適合しない点の明確化 

a.  許認可要件に対する違反やパフォーマンス劣化を示す可能性がある問題点を明確にする。 

(6)  監視領域「重大事故等対処及び大規模損壊対処」活動要件に照らした訓練評価 

a.  上記 4.2(5)及び(6)によって確認した問題点を監視領域「重大事故等対処及び大規模損壊対処」の

要件に照らし、問題点の評価を行う。 

 

4.3  問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正処

置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正処

置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

運用の明確化 

・特定重大事故等

対処施設を含むこ

とを明確化 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(3)  検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する検査気付き事項等が、不適合管理等において適

切に処理されていることを確認する。 

 

5.  検査手引 

5.1  検査の準備 

検査の重点は、緊急時に関する事象の分類及び評価、関係機関への通報、放出される放射性物質の量

の評価及び事象に対応する要員への放射線防護への指示等の活動を資源の許す限り多くの項目を確認す

るとともに、関連する自己評価についても評価を行う。以下に記すものとは異なる検査方法でも、それらが検

査要件を満たす場合、その方法を容認することができる。 

(1)  対象の訓練シナリオが提出されていること 

a.  基本検査運用ガイド「BE0080重大事故等訓練のシナリオ評価」が完了し、懸案事項があればそれを

解決するために事業者に伝達し、是正されていることを確認する。 

b.  事業者が訓練に先立ち懸案事項を対処しなかった場合には、再訓練を求めるか否かを判断する際の

一要因となる可能性がある（下記5.2.(6)を参照）。 

(2)  対象の訓練検査の準備 

a.  検査官は、検査の準備として訓練概要を理解するため、訓練シナリオのレビューを行う。その際、訓練

時の活動を評価する指標、想定事象の解析等について、検査チームと事業者の間で共通の理解がある

ことを確認する。 

b.  基本検査運用ガイド「BE0060_重大事故等対応要員の能力維持」で確認した検査気付き事項の問題

点を抽出する。緊急時に関する事象の分類及び評価、関係各所への通報、放出される放射性物質量

の評価、事象に対応する要員への放射線防護の指示等の活動を確認できるよう、資源の配分を計画す

る。活動の評価指標に関するデータのレビューを行い、不履行又は好ましくない傾向が存在する場合に

は、どのような項目を確認すべきかの情報として取り扱う。活動の評価に関するデータのレビューによっ

て重大な不履行や傾向が示されない場合には、リスク上重要な活動をサンプリング検査によって確認す

れば十分であり、検査資源を他の確認に配分することができる。 

c.  附属書１「検査追加分野の優先度付け」に記された優先度付けに関するガイダンスを考慮し、実際に

確認できる範囲で他の活動を確認する計画を作成する。資源の有効利用、過去の経緯、問題点の是正

処置等を考慮して、他の検査分野を選択する。 

d.  緊急時に関する事象の分類及び評価、関係機関への通報、放出される放射性物質量の評価、事象

に対応する要員への放射線防護の指示等の活動が手順書に反映されていることをレビューし、理解す

る。サイトにおいて、警戒事態、施設設置緊急事態及び全面緊急事態の避難を含めて、緊急時対応要

員以外の所員等を防護する措置に関する手順が記されていることも確認する。 

e.  事業者の自己評価プロセスについて十分に理解するとともに、期待される結果について事業者と議論

する。これには、自己評価のスケジュール、内容及び評価会合に陪席するとともに、自己評価プロセス

がいつ終了するかを検査官が知る必要がある。自己評価で指摘された問題点に関わる改善案の全てが

事業者の所長、原子炉主任者等に報告され、管理者の質問又はコメントが文書で示された時点をもっ

て、自己評価プロセスが終了したと見なす。事業者は、指摘された軽微な問題の全てに対処するため、

自己評価が遅れることがないようにすべきである。 

f.  訓練の内容、実施及び事象の進展に整合しない訓練シナリオの変更について議論するために、訓練

の前に、事業者の職員による検査チームへの訓練概要説明会を開催する。これは、訓練シナリオ、事象

の進展、その状況についての判断及び訓練への期待事項を確認する機会となる。 

(3)  過去の問題点及び是正処置のレビュー 

a.  前回訓練以降の事業者の訓練報告書及び内部監査等の結果を基に、過去に指摘した問題点及び

是正処置に関するレビューを行う。 

b.  対象の訓練の検査を行うため、緊急時組織の活動及び設備に関連する解決済み問題点のサンプル

を選ぶ。検査資源は、リスク上重要な分野に配分すべきであるが、他の分野にも重要な問題点がある場

合には、それらの分野についても検査ができるように資源を配分する。附属書１「検査追加分野の優先

度」に記された優先度を使用すること。 

(4)  常設重大事故等対処設備、可搬型重大事故等対処設備及び資機材等 

a.  常設重大事故等対処設備については、保有台数の確認、巡視実施状況、定期試験の実施状況機能

試験の実施状況、操作手順等の確認を行い、必要時に使用可能な状態であるかを確認する。 

b.  可搬型重大事故等対処設備については、保有台数、保管状況、巡視実施状況、定期試験の実施状

況、機能試験の実施状況、操作手順等の確認を行い、必要時に使用可能な状態であるかを確認する。

また、予備品が確保されていることについても確認する。 

c.  資機材の確認については、訓練実施の妨げにならないよう、保有していることを確認する。 

(3)  検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気付き事項等が、不適合管理等において適切に

処理されていることを確認する。 

 

5.  検査手引 

5.1  検査の準備 

検査の重点は、緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係各所への通報、放出される放射性物質の

量の評価及び事象に対応する要員への放射線防護への指示等の活動を資源の許す範囲で多くの点を確認

するとともに、関連する自己評価についても評価を行う。以下に記すものとは異なる検査方法でも、それらが

検査要件を満たす場合、その方法を容認することができる。 

(1)  対象の訓練シナリオが提出されていること 

a.  検査ガイド「BE0080重大事故等訓練のシナリオ評価」が完了し、懸案事項があればそれを解決する

ために、事業者に伝えられ、是正されていることを確認する。 

b.  事業者が訓練に先立って、懸案事項に対処しなかった場合には、再訓練を求めるか否かを判断する

際の一要因となる可能性がある（下記5.2.(6)を参照）。 

(2)  対象の訓練検査の準備 

a.  検査官は、検査の準備として訓練概要を理解するため、訓練シナリオのレビューを行う。その際、訓練

時の活動を評価する指標、想定事象の解析等について、検査チームと事業者の間で共通の理解がある

ことを確認する。 

b.  緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係各所への通報、放出される放射性物質量の評価、事象

に対応する要員への放射線防護の指示等の活動を確認できるよう、検査資源の配分計画を作成する。

活動の評価指標に関するデータをレビューして不履行又は良くない傾向が存在する場合には、どのよう

な特定の分野を確認すべきかを決定する情報として役立つ。活動の評価に関するデータのレビューに

よって重大な不履行や傾向が示されない場合には、リスク上重要な活動をサンプリング検査によって確

認すれば十分であり、検査資源を他の確認に配分することができる。 

 

c.  附属書1「追加の検査分野の優先度付け」に記された優先度付けに関するガイダンスを考慮して、実際

に確認できる範囲で他の活動を確認する計画を作成する。資源の有効利用、過去の経緯、問題点の是

正処置等を考慮して、他の検査分野を選択する。 

d.  緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係各所への通報、放出される放射性物質量の評価、事象

に対応する要員への放射線防護の指示等の活動が手順書に反映されていることをレビューし、理解す

る。サイト緊急事態時及び全面的緊急事態時の避難を含めて、緊急時対応要員以外のサイト要員を防

護する措置に関する手順が記されていることも確認する。 

e.  事業者の自己評価プロセスについて十分に理解するとともに、期待される結果について事業者と議論

する。これには、自己評価のスケジュール、内容及び評価会合に陪席するとともに、自己評価プロセス

がいつ終了するかを検査官が知る必要がある。自己評価で指摘された問題点に関わる改善案の全てが

事業者の上級管理者に報告され、管理者の質問又はコメントが文書で示された時点をもって、自己評

価プロセスが終了したと見なす。事業者は、指摘された軽微な問題の全てに対処するため、自己評価が

遅れることがないようにすべきである。 

f.  訓練の内容、実施及び事象の進展に整合しない訓練シナリオの変更について議論するために、訓練

の前に、事業者の職員による検査チームへの訓練概要説明会を開催する。これは、訓練シナリオ、事象

の進展、その状況についての判断及び訓練への期待事項を確認する機会となる。 

(3)  過去の問題点及び是正処置のレビュー 

a.  前回訓練以降の事業者の訓練報告書及び内部監査等の結果を基に、過去に指摘した問題点及び

是正処置に関するレビューを行う。 

b.  対象の訓練の検査を行うため、緊急時組織の活動及び設備に関連する解決済み問題点のサンプル

を選ぶ。検査資源は、リスク上重要な分野に配分すべきであるが、他の分野にも重要な問題点がある場

合には、それらの分野についても検査ができるように資源を配分する。附属書1「追加の検査分野の優

先度付け」に記された優先度付けに関するガイダンスを使用すること。 

(4)  常設重大事故等対処設備、可搬型重大事故等対処設備及び資機材等 

a.  常設重大事故等対処設備については、保有台数の確認、巡視実施状況の確認、定期試験の実施状

況の確認、機能試験の実施状況の確認、操作手順の確認を行い、必要時に使用可能な状態であるか

を確認する。 

b.  可搬型重大事故等対処設備については、保有台数の確認、保管状況の確認、巡視実施状況の確

認、定期試験の実施状況の確認、機能試験の実施状況の確認、操作手順の確認を行い、必要時に使

用可能な状態であるかを確認する。また、予備品が確保されていることについても確認する。 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤
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記載の適正化（誤

記） 
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(5)  前年度の訓練に対する評価の改善状況 

a.  前年度の訓練に対する評価が実施され、当該訓練にて改善されていることを確認する。 

 

 

5.2  検査実施 

(1)  許認可文書に記された計画の実施状況 

a.  作成された計画、手順書に従い実施する訓練を確認し評価する。 

注記： 検査官に期待されることは、事業者の行為又は手順書の適切性、許認可文書との適合性を評価

することではなく、許認可文書に定める想定時間が守られているか及び対応要員が事象に対応

できているかを評価することである。 

(2)  事業者の活動について独立した確認 

a.  緊急時に関する事象の分類及び評価、関係機関各所への通報、放出される放射性物質量の評価、

事象に対する要員への放射線防護の指示等の活動及びその他選択した分野での事業者の活動につ

いて確認を行う。 

(a)  明白な訓練実施上の問題点を指摘する。 

(b)  緊急時に関する事象の分類及び評価、関係各所への通報、放出される放射性物質量の評価、事

象に対する要員への放射線防護装備の指示等の活動及びその他選択した分野での事業者の活動

で作成した文書及びチェックリストを収集する。 

(c)  事業者の自己評価が終わるまでは、検査官が指摘した問題点は、事業者に伝達しない。検査官に

よる確認及び結論について議論する前に、管理者のレビューを含めて事業者の自己評価の結論が

完成していることを確認する。 

b.  緊急時対応組織の活動上の問題点の発見と是正の妨げとなった訓練関係者の行為の有無を明らか

にする。また、発見されていたはずの問題点を事業者が発見しなかったことは、「原子力施設の保安の

ための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する規則」に対する不適合と評価され、重要度

評価の対象となる活動の劣化とされる可能性がある。さらに、その行為が活動指標に関わる場合、パフ

ォーマンスの劣化として抽出されず、評価指標へ反映されない原因となる。 

c.  緊急時対応措置に要した時間の測定方法は、事業者が定める（“測定開始”及び“測定終了”の時期

等）。 

 

 

 

d.  主要な緊急時対応施設（代替施設及びバックアップ施設）の能力を確認する。具体的には次の能力

について評価する。 

(a)  プラントの技術情報を分析する能力。 

(b)  事象の状況に関する技術的な説明を行う能力。 

(c)  原子炉及びその施設に関する状況について、技術的な説明と予測を他の緊急時対応組織及び施

設外の対応組織に提供する能力。 

(d)  各原子炉及びその施設が対象とする施設に関するプラントデータと放射線に関する情報を入手し

表示する能力。 

(e)  その緊急時対応施設が２ヶ所以上の施設を対象としている場合には、２ヶ所以上の施設で同時に

発生した事象に対する対応を支援する能力。 

(3)  事業者による問題点の特定に関する評価 

a.  事業者による自己評価プロセスの実施状況について評価を行う。事業者は様々な方法で自己評価を

実施しており、検査官は、問題点の特定方法の容認に当たっては柔軟に対応すべきである。特に次の

点を確認すべきである。 

(a)  問題点が自己評価会議の場で発言されたか否かは問題ではなく、その全てを捉え、適切な優先

度を付けるとともに次回訓練への改善点としていることを確認すること。また、CAPに登録されること。

この確認は、訓練改善を行う活動の中で最重要である。 

(b)  全ての問題点が CAP に登録されることを示す適切な証拠があることを確認する。問題点が確認さ

れCAPに登録された、又は登録されることを示す適切な証拠を検査官が持っていない場合には、そ

の自己評価を容認することができず、自己評価のプロセスに問題があるとされる。 

(c)  自己評価プロセスでは、リスク上重要な計画の問題点が最優先されるが、実際の緊急時に緊急時

計画の効果的な実施を妨げる可能性がある問題点（実施の失敗など）については、その全てが特定

され是正されることを確認する。 

b.  PI 統計データに関して、緊急時に関する事象の分類及び評価、関係機関への通報、放出される放射

c.  資機材の確認については、訓練実施の妨げにならないよう、保有している事を確認する。 

(5)  前年度の訓練に対する評価の改善状況 

a.  前年度の訓練に対する評価が実施され、当該訓練にて改善されていることを確認する。 

 

5.2  検査実施 

(1)  許認可文書に記された計画の実施状況 

a.  作成された計画、手順書に従い実施する訓練を確認し評価する。 

注記： 検査官に期待されることは、事業者の行為又は手順書の適切性、規則に対する適合性を評価す

ることではなく、許認可文書に定める想定時間が守られているか及び対応要員が事象に対応でき

ているかを評価することである。 

(2)  事業者の活動について独立した確認 

a.  緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係各所への通報、放出される放射性物質量の評価、事

象に対する要員への放射線防護の指示等の活動及びその他選択した分野での事業者の活動につい

て確認を行う。 

(a)  明白な訓練実施上の問題点を指摘する。 

(b)  緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係各所への通報、放出される放射性物質量の評価、

事象に対する要員への放射線防護装備の指示等の活動及びその他選択した分野での事業者の活

動で作成した文書及びチェックリストを収集する。 

(c)  事業者の自己評価が終わるまでは、検査官が指摘した問題点は、事業者に伝達しない。検査官に

よる確認及び結論について議論する前に、管理者のレビューを含めて事業者の自己評価の結論が

完成していることを確認する。 

b.  緊急時対応組織の活動上の問題点の発見と是正の妨げとなった訓練関係者の行為の有無を明らか

にする。また、発見されていたはずの問題点を事業者が発見しなかったことは、「原子力施設の保安の

ための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する規則」に対する不適合と評価され、重要度

評価の対象となる活動の劣化とされる可能性がある。さらに、その行為が活動指標に関わる場合、パフ

ォーマンスの劣化として抽出されず、評価指標へ反映されない原因となる。 

c.  緊急時対応措置に要した時間の測定方法は、事業者が定める（“測定開始”及び“測定終了”の時期

など）。承認された代替案がない場合には、警戒事態、又はそれよりも高いレベルの緊急事態の宣言と

ともに測定が開始され、計画に基づいて施設が所定の業務を再開できる状態になり、対応作業から当

直スタッフが解放された時点をもって測定が終了すると考える。（施設の準備ができても、直交替の前に

重要な作業を完了するために当直運転員の解放が遅れる可能性もある。） 

d.  主要な緊急時対応施設（代替施設及びバックアップ施設）の能力を確認する。具体的には次の能力

について評価する。 

(a)  プラントの技術情報を分析する能力。 

(b)  事象の状況に関する技術的な説明を行う能力。 

(c)  原子炉及びその施設に関する状況について、技術的な説明と予測を他の緊急時対応組織及び

施設外の対応組織に提供する能力。 

(d)  各原子炉及びその施設が対象とする施設に関するプラントデータと放射線に関する情報を入手し

表示する能力。 

i.  その緊急時対応施設が 2 ヶ所以上の施設を対象としている場合には、2 ヶ所以上の施設で同

時に発生した事象に対する対応を支援する能力。 

(3)  事業者による問題点の特定に関する評価 

a.  事業者による自己評価プロセスの実施状況について評価を行う。事業者は様々な方法で自己評価を

実施しており、検査官は、問題点の特定方法の容認に当たっては柔軟に対応すべきである。特に次の

点を確認すべきである。 

(a)  問題点が自己評価会議の場で言葉によって説明されたか否かは問題ではなく、その全てが捉えら

れ、適切な優先度を付け、次回の訓練に反映されること。また、検査官がその解決策をレビューでき

る方法である CAPに登録されること。これはどのような自己評価でも重要な点である。 

(b)  全ての問題点が CAP に登録されることを示す適切な証拠があることを確認する。問題点が確認さ

れ CAPに登録された、又は登録されることを示す適切な証拠を検査官が持っていない場合には、そ

の自己評価を容認することができず、自己評価のプロセスに問題があるとされる。 

(c)  自己評価プロセスでは、リスク上重要な計画の問題点が最優先されるが、実際の緊急時に緊急時

計画の効果的な実施を妨げる可能性がある問題点（実施の失敗など）については、その全てが特定

され是正されることを確認する。 

b.  PI 統計データに関して、緊急事態に関する事象の分類及び評価、関係各所への通報、放出される放
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性物質量の評価、事象に対する要員への放射線防護の指示等の活動、及び、その他選択した分野で

の事業者の活動を事業者が適切に処置したか否かを確認する。 

c.  実施可能であれば、各緊急時対応施設での訓練参加者による自己評価（訓練後直ちに開かれる所見

とりまとめ会合等）を確認する。 

d.  正式な自己評価に先立って、対応要員の自己評価事前説明会を開き、訓練に関連しない所見、検査

結果について議論するとともに、訓練結果に関する事業者の暫定的な自己評価結果を聴取する。これ

は、検査官が事業者との訓練評価確認時の準備に役立つものである（訓練評価の確認は、事業者の訓

練報告書が承認された後に実施する。）。 

(a)  訓練に関する検査官の検査気づきが事業者の暫定自己評価結果と一致していても、訓練評価確

認時には共有しないこと。 

(b) 訓練評価確認時では、検査の目的に沿って、承認された訓練評価は許認可文書に関わる問題点に

重点を置いて議論すべきであり、確認された全ての結果を CAP に登録する必要がある。訓練評価に

関する事前議論以降に評価が変更された場合には、検査官はそれについて議論すべきである。事

業者は、訓練評価の修正手順を明確にする。 

e.  事業者の訓練評価を確認し、検査チームによって確認した検査気づき事項が含まれているか否かを

確認する。 

(a)  検査官が確認した検査気づき事項は、事業者によって捉えられていない問題点の全てについて評

価を行う。それぞれの問題が、実際に自己評価の問題である可能性を示すものであり、訓練参加者

の活動に関する検査官の誤解、又は確認されなかった活動が訓練参加者の活動ではないことを確

認する。何らかの問題を訓練評価の問題として特定する前に、事業者による処置の根拠となった論理

を完全に理解する。事業者は特定された問題点をCAPに登録する必要があり、評価者が特定した事

実に基づく問題点が不適切に処理され、CAP に適切に登録されていないことを検査官が見つけた場

合には、訓練評価に問題があるとされる。そのような問題については、正式な自己評価が完了した後

に、それを認識している事業者の職員及び管理職と議論する。 

(b)  事業者の自己評価に関する問題を文書にし、その重要度を評価する。検査官は、事業者による評

価が実施されていることを確認する。 

i.  事業者が発見した訓練の問題点が CAPに登録されることを確認する。 

(4)  再発する問題点の明確化 

a.  過去の問題点のいずれかが今回の訓練で発生していたか否かを確認し、その是正処置が効果的で

ない結果であるか否かを判断する。 

(a)  事業者が劣化傾向の問題点又は反復的な問題点を発見し、それを CAP に登録したか否かを確認

する。 

(b)  訓練の問題点が是正されていない場合には、それについて、類似の問題を確認し、その問題点の

是正処置に係る有効性レビューを確認する。この評価の確認の目的は、効果的ではない是正処置を

明らかにするために、類似の活動で再発する活動上の問題にパターンがあるか否かを調べることで

ある。問題点が 1度繰り返されただけで、CAPの不備と考えるべきではない。逆に、訓練（例えば 1つ

の良く訓練されたチームによって）1 回上手く行っただけで、必ずしも問題の解決策が実証されたと考

えるべきでない。以前に発見された問題点がその後の訓練で再発した場合には、検査官は、問題の

詳細な経緯に基づいて、以前の是正処置の有効性について評価を行うべきであり、検査官は次のこ

とを行うべきである。 

i.  実際の事象及び訓練の進展に対応して、以前の問題点及び類似の事態に対して採用された

具体的な是正処置をレビューする。 

ii.  活動指標及び活動指標に関連する許認可文書との整合性について検討する。 

iii.  類似の活動上の問題点に重点を置いて、１検査サイクルの全期間にわたる是正処置、自己評

価及び検査の記録をレビューする。 

iv.  関連する是正処置が完了していることを確認する。 

(5)  規制要件に適合しない検査気づき事項の明確化 

a.  規制要件の違反及びパフォーマンス劣化を確認した場合、その実施手順についての評価を行い、問

題点を確認する。また、検査官は、下記を確認する。 

(a)  関連情報を得るために、指摘した問題点の経緯をレビューする。 

(b)  可能であれば、訓練シナリオが許認可文書を満足しているかを直ちに判断する。直ちに判断でき

ない場合には、専門検査官と協議する。 

(c)  問題点及び追加レビューの結果の評価を行い、その結果を文書に記録する。 

(6)  監視領域「重大事故対処及び大規模損壊対処」活動要件に照らした訓練評価 

a.  緊急時が発生した場合に国民の生命、健康及び財産を保護するために事業者が緊急時対応を効果

射性物質量の評価、事象に対する要員への放射線防護の指示等の活動、及び、その他選択した分野

での事業者の活動を事業者が適切に処理したか否かを確認する。 

c.  実施可能であれば、各緊急時対応施設での訓練参加者による自己評価（訓練後直ちに開かれる所見

とりまとめ会合等）を確認する。 

d.  正式な自己評価に先立って、対応要員の自己評価事前説明会を開き、訓練に関連しない所見、検査

結果について議論するとともに、訓練結果に関する事業者の暫定的な自己評価結果を聞く。この会議

は、検査官が事業者の上級管理者との正式な最終総括会合を準備する際に役立つものである（通常、

正式な最終総括会合は正式な自己評価の後に開かれる）。 

(a)  訓練に関する検査官の所見が事業者の暫定自己評価結果と一致していても、この会議ではその所

見を共有しないこと。 

(b)  この会議では、検査の目的に沿って、正式な自己評価は許認可文書に関わる問題点に重点を置

いて議論すべきであり、確認された全ての結果を CAP に登録する必要がある。自己評価に関する事

前議論以降に評価が変更された場合には、検査官はそれについて議論すべきである。事業者は、自

己評価の修正手順を明確にする。 

e.  事業者の自己評価を確認し、検査チームによって確認された問題点がそれに含まれているか否かを

確認する。 

(a)  検査官が指摘した問題点で、事業者によって捉えられていない問題点の全てについて評価を行う。

それぞれの問題が、実際に自己評価の問題である可能性を示すものであり、訓練参加者の活動に関

する検査官の誤解、又は確認されなかった活動に関わる訓練参加者の活動ではないことを確認す

る。何らかの問題を自己評価の問題として特定する前に、事業者による処理の根拠となった論理を完

全に理解する。事業者は特定された問題点を CAP に登録する必要があり、評価者が特定した事実

に基づく問題点が不適切に処理され、CAP に適切に登録されていないことを検査官が見つけた場合

には、自己評価に問題があるとされる。そのような問題については、正式な自己評価が完了した後

に、それを認識している事業者の職員及び管理職と議論する。 

(b)  事業者の自己評価に関する問題を文書にし、その重要度を評価する。検査官は、事業者による評

価が実施されていることを確認する。 

i.  事業者が発見した訓練の問題点が CAPに登録されることを確認する。 

(4)  再発する問題点の明確化 

a.  過去の問題点のいずれかが今回の訓練で発生していたか否かを確認し、その是正処置が効果的でな

い結果であるか否かを判断する。 

(a)  事業者が劣化傾向の問題点又は反復的な問題点を発見し、それを CAP に登録したか否かを確認

する。 

(b)  訓練の問題点が是正されていない場合には、それについて、類似の問題を確認し、その問題点の

是正処置に係る有効性レビューを確認する。この評価の確認の目的は、効果的ではない是正処置を

明らかにするために、類似の活動で再発する活動上の問題にパターンがあるか否かを調べることで

ある。問題点が 1度繰り返されただけで、CAPの不備と考えるべきではない。逆に、訓練（例えば 1つ

の良く訓練されたチームによって）1 回上手く行っただけで、必ずしも問題の解決策が実証されたと考

えるべきでない。以前に発見された問題点がその後の訓練で再発した場合には、検査官は、問題の

詳細な経緯に基づいて、以前の是正処置の有効性について評価を行うべきであり、検査官は次のこ

とを行うべきである。 

i.  実際の事象及び訓練の進展に対応して、以前の問題点及び類似の事態に対して採用された

具体的な是正処置をレビューする。 

ii.  活動の指標及び活動の指標に関連する許認可事項の状況について検討する。 

iii.  類似の活動上の問題点に重点を置いて、１検査サイクルの全期間にわたって是正処置、自己

評価及び検査の記録をレビューする。 

iv.  関連する是正処置が完了していることを確認する。 

(5)  規制要件に対する不適合な点の明確化 

a.  許認可要件の違反及びパフォーマンス劣化を確認した場合、その実施手順についての評価を行い、

問題点を確認する。また、検査官は、下記を確認する。 

(a)  関連情報を得るために、指摘した問題点の経緯をレビューする。 

(b)  可能であれば、訓練シナリオが許認可文書を満足しているかを直ちに判断する。直ちに判断でき

ない場合には、専門検査官と協議する。 

(c)  問題点及び追加レビューの結果の評価を行い、その結果を文書に記録する。 

(6)  監視領域「重大事故対処及び大規模損壊対処」活動要件に照らした訓練評価 

a.  緊急事態が発生した場合に国民の生命、健康及び財産を保護するために事業者が緊急時対応を

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤
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的に実施できるよう、訓練時の活動を確認する。 

b.  訓練において、許認可文書の要求が確認できなかった場合、検査官は、専門検査官のレビューを受

ける。次の場合には、事業者に対し再訓練を要求する可能性がある。 

(a)  前年度と同一の訓練シナリオによって実施された場合、検査官は、訓練シナリオを作成した責任者

及び関係者の情報を収集する。 

(b)  上記 3.2(1)「重大事故等発生時に係る訓練」を実施する場合、提出された訓練シナリオでは、訓練

の成立性が確認できない場合。 

 

6. 参考資料 

(1)  実用発電用原子炉に係る発電用事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な処置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

(2)  実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイ

ド 

(3)  実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

(4)  実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

(5)  核燃料施設等の規則、審査基準 

 

 

7. 改正履歴 

改正. 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  

○運用の明確化 

①「検査手順」に特定重大事故等対処施設を含

むことを明確化（4.検査手順） 

②新規制基準適合後の２回目以降の訓練は原則

として日常検査とすることを明確化（表２検

査要件まとめ表） 

○記載の適正化 

 

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 

規則名 保安のために必要な

措置に係る規則条項 

保安規定記載事項に係る規

則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 83条 第 92条第１項第７号,第 15号

及び第 16 号並びに同条第３

項第 5 号,第 14 号及び第 15

号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

試験研究の用に供する

原子炉等の設置、運転

等に関する規則 

第 78条 第 87条第１項第７号,第 15号

及び第 16 号並びに同条第３

項第６号,第 15 号及び第 16

号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の

事業に関する規則 

第 12条 

 

第 17条第１項第５号,第 14号

及び第 15 号並びに同条第２

項第６号,第 16 号及び第 17

号 

加工施設 核燃料物質の加工の事

業に関する規則 

第７条の４の３ 第８条第１項第５号,第13号及

び第 14 号並びに同条第２項

第６号,第 15号及び第 16号 

 

 

表２ 検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

効果的に実施できるよう、訓練時の活動を確認する。 

b.  訓練において、許認可文書の要求が確認できなかった場合、検査官は、専門検査官のレビューを受

ける。次の場合には、事業者に対し再訓練を要求する可能性がある。 

(a)  前年度と同一の訓練シナリオによって実施された場合、検査官は、訓練シナリオを作成した責任者

及び関係者の情報を収集する。 

(b)  上記 3.2(1)「重大事故等発生時に係る訓練」を実施する場合、提出された訓練シナリオでは、訓練

の成立性が確認できない場合。 

 

6. 参考資料 

(1)  実用発電用原子炉に係る発電用事業者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な処置を実施するため

に必要な技術的能力に係る審査基準 

(2)  実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガイ

ド 

(3)  実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

(4)  実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガイド 

(5)  核燃料施設等の規則、審査基準 

 

 

7. 改訂履歴 

改訂. 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

表 1 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 

規則名 保安のために必要な

措置に係る規則条項 

保安規定記載事項に係る規

則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 83条 第 92 条第 1 項第 7 号,第 15

号及び第 16号並びに同条第

3項第 5号,第 14号及び第 15

号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

試験研究の用に供する

原子炉等の設置、運転

等に関する規則 

第 78条 第 87 条第 1 項第 7 号,第 15

号及び第 16号並びに同条第

3項第 6号,第 15号及び第 16

号 

    

再処理施設 使用済燃料の再処理の

事業に関する規則 

第 12条 

 

第 17 条第 1 項第 5 号,第 14

号及び第 15号並びに同条第

２項第 6号,第 16号及び第 17

号 

加工施設 核燃料物質の加工の事

業に関する規則 

第 7条の 4の 3 第 8条第 1項第 5号,第 13号

及び第 14 号並びに同条第 2

項第 6 号,第 15 号及び第 16

号 

 

表 2 検査要件まとめ表 

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 １年 １ 150 チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 １年 １ 150 チーム 

※新規制基準適合後の初回の検査、特定重大事故等対処施設の設置又は機能性能に影響を与える改造後の

初回の検査はチーム検査とするが、２回目以降は原則として日常検査とする。なお、日常検査の場合、合

計時間は記載の時間の２分の１とする。 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 時間 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 １年 １ 150 チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 １年 １ 150 チーム 

 

03 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 時間 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 １年 １ 150 チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 １年 １ 150 チーム 

 

04 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 時間 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 

（MOX加工） 
１年 １ 150 チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 

（MOX加工） 
１年 １ 150 チーム 

03 重大事故等発生時に係る訓練 

（ウラン加工） 
必要に応

じて 
－ － チーム 

04 大規模損壊発生時に係る訓練 

（ウラン加工） 
必要に応

じて 
－ － チーム 

 

附属書１ 検査追加分野の優先度 

1. 一般的事項 

原子力規制庁の緊急時対策に関する確認については、一般的に、リスク上最も重要な分野に重点を置く。

検査資源をそれらの分野を広範囲にカバーするように配分するべきである。また一方で、検査資源を効率

的に活用し、広範囲の緊急時対応分野について検査を行うべきである。 

懸念される対応分野を特定し、それに応じて検査資源を配分するには、是正処置の結果を利用する。 

過去の事業者の活動が、訓練時の活動に関する指標とともに、事業者の対応範囲内で信頼でき容認でき

る活動を示す場合には、検査官は、それらの分野での検査サンプリング数を減らすとともに、検査資源の

一部を他の分野に使用する。 

検査官は、是正処置のレビューを行うため、過去２～３年間の訓練に関する是正処置結果を要求する。

可能であれば、評価結果を緊急時対策施設ごとに分類する。 

検査官は、リスク上重要度が比較的低い分野（要員の配置等）での活動についても、常に注意を払う。 

 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 1年 1 150 チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 1年 1 150 チーム 

（追加） 

 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 時間 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 1年 1 150 チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 1年 1 150 チーム 

 

03 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 時間 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 1年 1 150 チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 1年 1 150 チーム 

 

04 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 時間 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 

（MOX加工） 
1年 1 150 チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 

（MOX加工） 
1年 1 150 チーム 

03 重大事故等発生時に係る訓練 

（ウラン加工） 
必要に応

じて 
－ － チーム 

04 大規模損壊発生時に係る訓練 

（ウラン加工） 
必要に応

じて 
－ － チーム 

 

附属書 1 追加検査分野の優先度付け 

1. 一般的事項 

原子力規制庁の緊急時対策に関する確認は、一般に、リスク上最も重要な分野に重点を置いて、検査資

源をそれらの分野をカバーするように配分されるべきである。また一方では、検査資源を効率的に利用し、

広範囲の緊急時対応分野について検査を行うべきである。 

懸念される対応分野を特定し、それに応じて検査資源を配分するには、是正処置の結果を利用する。 

過去の事業者の活動が、訓練時の活動に関する指標とともに、事業者の対応範囲内で信頼でき容認でき

る活動を示す場合には、検査官は、それらの分野での検査サンプリング数を減らすとともに、検査資源の

一部を他の分野に使用する。 

検査官は、是正処置のレビューを行うため、過去 2～3 年間の訓練に関する是正処置結果を要求する。可

能であれば、評価結果を緊急時対策施設ごとに分類する。 

検査官は、リスク上重要度が比較的低い分野（要員の配置や訓練など）での活動についても、常に注意

を払う。 

 

 

 

 

運用の明確化 

・新規制基準適合

後の２回目以降の

訓練は原則として

日常検査とするこ

とを明確化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 
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2. 検査追加分野の優先度 

下記に、リスク上最も重要な分野以外に検査資源を配分する分野について記す。これらの分野は、一般

的に重要性の高い順に考慮する。検査資源を配分するには、訓練シナリオに関する知見、過去の問題点等

を確認する。 

（削る） 

 

（削る） 

（削る） 

（削る） 

(1)  国民の健康と安全を防護するための緩和作業及び評価作業の優先度付けを行う能力 

(2)  事故条件の下で緩和措置を実施する能力 

(3)  事故条件の下で緩和措置方針を策定する能力 

(4)  プラントの事故状況を把握及び予測する能力 

(5)  説明責任、緊急時要員以外の避難、甲状腺の防護等を含む緊急時対応要員の防護（敵対行為時

の措置を含む）の適切性 

(6)  指揮管理系統の有効性  

（削る） 

(7)  外部サポート組織との協力関係の適切性 

(8)  事業者のサイトにおける緊急時に対応するサイト外の資源の手配状況 

(9)  事業者の施設間のコミュニケーションの適切性  

(10)  事業者が実施する通報連絡の正確さ 

 

2. 追加検査分野の優先度付け 

下記に、リスク上最も重要な分野以外に検査資源を配分する分野について記す。これらの分野は、一般

的に重要性の高い順に考慮する。検査資源を配分するには、訓練シナリオに関する知見、過去の問題点等

を確認する。 

(1)  説明責任、緊急時要員以外の避難、甲状腺の防護等を含む緊急時対応要員の防護（敵対行為時

の措置を含む）の適切性 

(2)  外部サポート組織との協力関係の適切性 

(3)  事業者のサイトにおける緊急事態に対応するサイト外の資源の手配状況 

(4)  緩和措置を策定する能力。 

(5)  国民の健康と安全を防護するための緩和作業及び評価作業の優先度付けを行う能力。 

(6)  事故条件の下で緩和措置を実施する能力 

（新設） 

（新設） 

（新設） 

 

(7)  指揮管理系統の有効性  

(8)  プラントの事故状況を把握及び予測する能力。 

（新設） 

（新設） 

(9)  事業者の施設間のコミュニケーションの適切性  

(10)  事業者が実施する通報連絡の正確さ  

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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基本検査運用ガイド 

重大事故等対応訓練のシナリオ評価 

（新旧対照表） 
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（下線部分が改訂部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

基本検査運用ガイド 

重大事故等対応訓練のシナリオ評価 

（BE0080_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、再処理、加工） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」とい

う。）、第 61条の２の２第１項４号ロで規定する事項（保安のために必要な措置）のうち、表１に示す

原子力施設の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は

大規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置における重大事故等対応訓練のシナリオ評価の活動状

況を確認する。当該事項は、法第 61条の２の２第１項３号イで規定する事項（保安規定）のうち、表１

に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る

原子力施設の保全に関する措置に係る活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教育及

び運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認す

る。 

 

3.  検査要件 

原子力施設内における、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故等が発生した場合（以下、「重

大事故等発生時」という。）及び大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

によって原子力施設に大規模な損壊が生じた場合（以下、「大規模損壊発生時」という。）は、実用発電用

原子炉にあっては炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損による放射性物質の拡散、再処理施設に

あっては臨界事故、蒸発乾固、使用済燃料の著しい損傷、有機溶媒その他の物質による火災又は爆発、放

射性物質等の漏えい、加工施設にあっては臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失等の発生

のおそれがある。これらから原子力施設等を保護するための活動は、迅速かつ的確に行なわれる必要が

あり、重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に対応する全ての要員は、最優先すべき操作等を迷うこ

となく判断し、指示又は遂行するための能力が必要となる。 

このため、事業者はこれに対応するための教育及び訓練を実施しており、検査官はこれらの実施内容、

実施の状況、過去の問題点の改善状況等を確認する。また、附属書1の優先順位決定に関するガイダンス

「検査追加領域の優先順位の決定」を考慮し、検査を効率的に行うための計画を作成して事業者の様々

基本検査運用ガイド 

重大事故等対応訓練のシナリオ評価 

（BE0080_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、再処理、加工） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)、第 61条の 2の 2第 1

項 4 号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表 1 に示す原子力施設の種別ごとの保安の

ための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る原子力施設の

保全に関する措置における重大事故等対応訓練のシナリオ評価の活動状況を確認する。当該事項は、法

第 61条の 2の 2第 1項 3号イで規定する事項(保安規定)のうち、表 1に示す保安規定記載事項に係る規

則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置に

係る活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教育及

び運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認す

る。 

 

3.  検査要件 

原子力施設内における、重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故等が発生した場合（以下、「重

大事故等発生時」という。）及び大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズム

によって原子力施設に大規模な損壊が生じた場合（以下、「大規模損壊発生時」という。）は、実用発電用

炉あっては炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損による放射性物質の拡散、再処理施設にあって

は臨界事故、蒸発乾固、使用済燃料の著しい損傷、有機溶媒その他の物質による火災又は爆発、放射性物

質等の漏えい、加工施設にあっては臨界事故及び核燃料物質等を閉じ込める機能の喪失等の発生のおそ

れがある。これらから原子力施設等を保護するための活動は、迅速かつ的確に行なわれる必要があり、重

大事故等発生時及び大規模損壊発生時に対応するすべての要員は、最優先すべき操作等を迷うことなく

判断し、指示又は遂行するための能力が必要となる。 

このため、事業者はこれに対応するための教育及び訓練を実施しており、検査官はこれらの実施内容、

実施の状況、過去の問題点の改善状況等を確認する。また、附属書1の優先順位決定に関するガイダンス

「検査追加領域の優先順位の決定」を考慮し、検査を効率的に行うための計画を作成して事業者の様々
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な活動を確認する。 

 

3.1  検査対象 

事業者が重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に対応する要員の訓練について、以下の訓練のシ

ナリオを検査対象とする。 

(1)  重大事故等発生時に係る訓練 

a.  成立性の確認訓練 

(2)  大規模損壊発生時に係る訓練 

a.  技術的能力の確認訓練 

 

検査に当たっては、上記の検査対象に共通する以下を確認する。 

(a)  訓練シナリオの成立性 

(b)  訓練シナリオによる要員等の習熟度 

(c)  訓練シナリオに対するコメント対応状況 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表２の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

4.  検査手順 

4.1  検査前準備 

事業者は、訓練シナリオを説明するために必要な文書を形式にとらわれることなく提示することが

可能であるが、これは実施する訓練が保安規定の要件を満たしていることが条件である。また、検査

官は、新規制基準適合後の初回の検査、特定重大事故等対処施設の設置又は改造後の初回の検査に際

しては、令和２年12月４日付け重大事故等対応現地シーケンス訓練及び大規模損壊訓練の実施時期等

についての意見交換に関する面談の主旨及び保安規定審査時の決定事項を踏まえて、訓練日までに訓

練対象の設備、機器に対する機能及び性能の検査が終了したこと等を確認した上で、検査前準備を行

う。 

(1)  事業者によって検証された訓練シナリオを説明するために必要な文書に以下の文書が含まれてい

るかを検証する。 

a.  有効性評価の重要事故シーケンス対応手順を網羅した訓練シナリオ、かつ、過去の問題点及び

それらを是正した訓練内容であること 

b.  過去の問題点のリスト 

c.  訓練の成立性を確認できるリスト 

d.  対応手順、想定時間、想定事象の進展等を示すタイムライン 

e.  想定事象の進展に係る主要機器の想定データ 

f.  訓練実施場所を示す図面 

g.  使用機器、資機材等の配置及びそれらのレイアウト図（大規模損壊訓練では特定重大事故等対

処施設を含む。） 

h.  事象の進展とその対応に係る意図の説明（大規模損壊訓練のみ） 

な活動を観察する。 

 

3.1  検査対象 

事業者が重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に対応する要員の訓練について、以下の訓練のシ

ナリオを検査対象とする。 

(1)  重大事故等発生時に係る訓練 

a.  成立性の確認訓練 

(2)  大規模損壊発生時に係る訓練 

a.  技術的能力の確認訓練 

 

検査に当たっては、上記の検査対象に共通する以下を確認する。 

(a)  訓練シナリオの成立性 

(b)  訓練シナリオによる要員等の習熟度 

(c)  訓練シナリオに対するコメント対応状況 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表2の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

4.  検査手順 

4.1  検査前準備 

事業者は、訓練シナリオを説明するために必要な文書を形式にとらわれることなく提示することが

可能であるが、これは実施する訓練が保安規定の要件を満たしていることが条件である。（追加） 

 

 

 

 

 

(1)  事業者によって検証された訓練シナリオを説明するために必要な文書に以下の文書が含まれてい

るかを検証する。 

a.  有効性評価の重要事故シーケンス対応手順を網羅した訓練シナリオ、かつ、過去の問題点及び

それらを是正した訓練内容であること 

b.  過去の問題点のリスト 

c.  訓練の成立性を確認できるリスト 

d.  対応手順、想定時間、想定事象の進展等を示すタイムライン 

e.  想定事象の進展に係る主要機器の想定データ 

f.  訓練実施場所を示す図面 

g.  使用機器、資機材等の配置及びそれらのレイアウト図 

h.  事象の進展とその対応に係る意図の説明（大規模損壊訓練のみ） 

記載の適正化（誤

記） 
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i.  発電所及び対応要員の安全に対する配慮 

j.  訓練に対する定期的な評価 

k.  上記 a～jの概要説明 

(2)  検査前に許認可関連文書、保安規定の他、６．参考資料を確認する。 

 

4.2  検査実施 

(1)  訓練シナリオの成立性確認 

訓練シナリオに保安規定の要件が備えられ、訓練の成立性が確認できるかを評価する。 

(2)  訓練シナリオによる要員等の習熟度確認 

緊急時に対応する対策本部の現場の状況把握、指示、連絡、報告等の習熟度を確認できる訓練シ

ナリオになっているかを確認する。 

(3)  訓練シナリオに対するコメント対応状況 

訓練シナリオを説明する文書に質問、懸念事項があれば、訓練予定日前に事業者へ通知する。 

 

4.3  問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に係る不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正処置

が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3)  検査官による訓練等において検出された本項目に係る指摘事項等が、事業者の不適合管理におい

て、適切に処置されていることを確認する。 

5.  検査手引 

5.1  検査前準備 

附属書1とともに以下を確認する。 

(1)  訓練シナリオに関する文書は、完成されたものか検証する。 

a.  対応手順、想定時間、想定事象の進展等を示すタイムライン（大規模損壊訓練のみ）、訓練の概

要説明、想定事象の進展とその対応に係る意図の説明、事業所及び対応要員の安全に対する配慮

等が含まれていることで、成立性を示すことが可能であること。 

注記： 訓練シナリオに関する文書は、訓練の実効性を確実にするため、訓練が完了するまで非

公開文書とする。 

5.2  検査実施 

(1)  訓練シナリオの許認可文書との整合性の確認 

a.  訓練シナリオは、重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に係る訓練とも、設置（又は事業）

許可申請書、保安規定等で示された内容と相違がないこと。 

b.  事象進展に応じた作業環境が再現されていること。 

注記： 例えば、全交流電源喪失を想定している場合、暗所での作業が計画されていること。そ

の他、事象進展に伴う作業環境の変化を含んだ計画が実施されていること。 

i.  発電所及び対応要員の安全に対する配慮 

j.  訓練に対する定期的な評価 

k.  上記 a～jの概要説明 

(2)  検査前に許認可関連文書、保安規定の他、６．参考資料を確認する。 

 

4.2  検査実施 

(1)  訓練シナリオの成立性確認 

訓練シナリオに保安規定の要件が備えられ、訓練の成立性が確認できるかを評価する。 

(2)  訓練シナリオによる要員等の習熟度確認 

緊急時に対応する対策本部の現場の状況把握、指示、連絡、報告等の習熟度を確認できる訓練シ

ナリオになっているかを確認する。 

(3)  訓練シナリオに対するコメント対応状況 

訓練シナリオを説明する文書に質問、懸念事項があれば、訓練予定日前に事業者へ通知する。 

 

4.3  問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に係る不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正処置

が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3)  検査官による訓練等において検出された本項目に係る指摘事項等が、事業者の不適合管理におい

て、適切に処置されていることを確認する。 

5.  検査手引 

5.1  検査前準備 

附属書1とともに以下を確認する。 

(1)  訓練シナリオに関する文書は、完成されたものか検証する。 

a.  対応手順、想定時間、想定事象の進展等を示すタイムライン（大規模損壊訓練のみ）、訓練の概

要説明、想定事象の進展とその対応に係る意図の説明、事業所及び対応要員の安全に対する配慮

等が含まれていることで、完全性を示すことが可能であること。 

注記： 訓練シナリオに関する文書は、訓練の実効性を確実にするため、訓練が完了するまで非

公開文書とする。 

5.2  検査実施 

(1)  訓練シナリオの成立性の確認 

a.  訓練シナリオは、重大事故等発生時及び大規模損壊発生時に係る訓練とも、設置（又は事業）

許可申請書、保安規定等で示された内容と相違がないこと。 

b.  事象進展に応じた作業環境が再現されていること。 

注記： 例えば、全交流電源喪失を想定している場合、暗所での作業が計画されていること。そ

の他、事象進展に伴う作業環境の変化を含んだ計画が実施されていること。 

ことを明確化 
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c.  模擬の設備等を使用し訓練を行う場合、当該設備の状況が再現されていること。 

d.  事象進展の先読み対応を最小限にするため、訓練シナリオの発電所内周知は実施しないことが

望ましい。 

e.  想定事象を把握するため、事象の進展に係る主要機器の状況が想定されていること。 

f.  訓練評価者、タイムキーパーの役割が明確であること、かつ、評価指標が明確であること。 

g.  対応要員を無作為に抽出すること。また、変更手順が確立されていること。 

注記： 訓練シナリオのデータ及び訓練統制の技術的な評価は事業者の責任である。また、運転

パラメーター、放射線計測器データ、プラントのパラメーター単位等の技術的な検証につい

ても同様である。事業者による成立性確認訓練の訓練シナリオに問題が生じた場合は、設置

変更許可申請等の手続が必要になる。他方、大規模損壊訓練の訓練シナリオについては、相

対的な信憑性と事象の進展に限り評価を実施する。 

(2)  訓練シナリオによる対応要員の力量確認 

a.  策定されたシナリオを用いた訓練が実施されることで、緊急時に対応する組織の力量が維持さ

れていることを確認する。 

b.  緊急時に対応する組織の任務を実証するため、遂行する機会が与えられているシナリオである

こと。 

c.  想定事象の訓練シナリオについて、訓練対象者の力量が確認出来るとともに、論理的かつ挑戦

的であること。オンサイト訓練目的は、訓練シナリオに対応する活動と実際の緊急時に対応する

組織の活動との間に乖離が無いことである。検査官が経験に基づき検査を実施する場合に考慮す

べき項目例を以下に挙げる。 

(a)  訓練シナリオは、全ての想定事象や条件を許認可文書と整合させる。 

(b)  炉心が溶融している状態をシミュレーションする場合、対応するプラント内の放射線レベル

も同等に上昇する。 

(c)  全交流電源喪失をシミュレーションする場合、その電源に依存する機器及び計器類も動作不

可能とみなす。 

(d)  放射性物質の放出は、放出の原因が是正又は緩和されるまで停止しないものとしてシミュレ

ーションすべきである。 

(e)  放射性物質の放出の原因となる設備、機器等の故障の発生前に、放出が開始されないものと

してシミュレーションすべきである。 

(f)  シミュレーションによる模擬データは、風向きとプルームの進行方向が一致すべきである（例

えば、プルームがその地点に到達すると雰囲気線量当量率が増加する。）。 

(g)  訓練シナリオの事象が進展するタイミングは、緊急時対応組織が任務を実施するために準備

する時間と比較できるようにすべきである（例えば、高放射線下作業許可を得る場合、作業前

の打ち合わせを行い、放射線保護具を着用し、使用工具と部品等を準備する等に費やされる時

間）。 

d.  事業者の訓練サイクル期間中に実施が求められる訓練シナリオ要素を検証する。 

(a)  緊急時に対応する対応要員の力量が確認できること。 

(b)  緊急時に対応する対応要員を招集する体制が構築され、招集手順が模擬されていること。 

(c)  内閣府、原子力規制庁、地方自治体等の外部組織に、事象の報告が実施されること。 

(d)  本社を含む関係機関の支援が得られること。 

(e)  様々な可搬型重大事故等対処設備が使用されること。 

(f)  通信機器が使用され、健全性が確認できること。 

(g)  常設重大事故等対処設備等の実操作、模擬操作又はモックアップが組み込まれていること。 

(h)  必要とするアクセスルートが確保されること。 

(3)  訓練シナリオに対するコメント対応状況 

c.  模擬の設備等を使用し訓練を行う場合、当該設備の状況が再現されていること。 

d.  事象進展の先読み対応を最小限にするため、訓練シナリオの発電所内周知は実施しないことが

望ましい。 

e.  想定事象を把握するため、事象の進展に係る主要機器の状況が想定されていること。 

f.  訓練評価者、タイムキーパーの役割が明確であること、かつ、確認する指標が明確であること。 

g.  対応要員を無作為に抽出すること。また、変更手順が確立されていること。 

注記： 訓練シナリオのデータ及び訓練統制の技術的な評価は事業者の責任である。また、運転

パラメーター、放射線計測器データ、プラントのパラメーター単位等の技術的な検証につい

ても同様である。事業者による成立性確認訓練の訓練シナリオに問題が生じた場合は、設置

変更許可申請等の手続が必要になる。他方、大規模損壊訓練の訓練シナリオについては、相

対的な信憑性と事象の進展に限り評価を実施する。 

(2)  訓練シナリオによる訓練の習熟度確認 

a.  訓練シナリオを確認することで、緊急時に対応する組織が充分な力量を有しているかを確認及

び評価する。 

b.  緊急時に対応する組織が対応する任務について、必要な力量を実証するために遂行する機会が

与えられている。 

c.  想定事象の訓練シナリオ、プラントデータ及び事象への対応能力に信頼性があり、論理的かつ

挑戦的であること。オンサイト訓練目的の要求は、訓練シナリオと実際の緊急時に対応する組織

との間に乖離は生まれ得ない。検査官は、経験に基づき確認を実施する場合、自ら判断する必要

がある。考慮すべき項目例を以下に挙げる。 

(a)  訓練のシナリオはすべての想定事象や条件を一致させるべきである。 

(b)  炉心が溶融している状態をシミュレーションする場合、対応するプラント内の放射線レベル

も同等に上昇する。 

(c)  全交流電源の喪失をシミュレーションする場合、その電源に依存する機器及び計器類も動作

不可能とみなす。 

(d)  放射性物質の放出は、放出の原因が是正又は緩和されるまで停止しないものとしてシミュレ

ーションすべきである。 

(e)  放射性物質の放出の原因となる設備、機器等の故障の発生前に、放出が開始されないものと

してシミュレーションすべきである。 

(f)  シミュレーションによる模擬データは、風向きとプルームの進行方向が一致すべきである（例

えば、プルームがその地点に到達すると雰囲気線量当量率が増加する）。 

(g)  訓練シナリオの進展事象が発生するタイミングは、緊急時に対応する組織が任務を実施する

ために考慮する時間と比較できるようにすべきである（例えば、放射線作業許可を得る場合、

作業の打ち合わせを行い、放射線保護具を着用し、使用工具と部品等を入手する等に費やされ

る時間）。 

d.  事業者の訓練サイクル期間中に実施が求められる訓練シナリオ要素を検証する。 

(a)  緊急事態に対応する対応要員の力量が確認できること。 

(b)  緊急事態に対応する対応要員を招集する体制が構築され、招集手順が模擬されていること。 

(c)  内閣府、原子力規制庁、地方自治体等の外部組織に、事象の報告が実施されること。 

(d)  本社を含む外部組織のサポートが得られること。 

(e)  様々な可搬型重大事故等対処設備が使用されること。 

(f)  通信機器が使用され、健全性が確認できること。 

(g)  常設重大事故等対処設備等の模擬操作が組み込まれていること。 

(h)  必要となるアクセスルートが確保されること。 

(3)  訓練シナリオに対するコメント対応状況 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤
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a.  訓練シナリオに対する質問又は懸念事項の確認は、訓練実施前に実施する。 

b.  原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者及び他の訓練評価者に対し実施する訓練概要の説明は、

訓練開始前に実施されているか確認する。 

c.  訓練シナリオの確認の完了を事業者に通知し、問題点や懸案事項を特定する。 

d.  訓練目的を達成できないシナリオの問題点については、事業者から回答を求め、その回答に何

らかの矛盾が存在する場合、専門検査官と話し合い、訓練シナリオ確認によって特定された問題

を事業者に書面で通知することを推奨する。 

 

6.  参考資料 

(1)  保安規定 

(2)  実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な処置を実施

するために必要な技術的能力に係る審査基準 

(3)  実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(4)  実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(5)  実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(6)  核燃料施設等の規則、審査基準、審査ガイド 

 

7.  改正履歴 

改正. 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  

○運用の明確化 

①「検査手順」に特定重大事故等対処施設等を

含むことを明確化（4.検査手順） 

②実用炉の検査時間の変更（表２検査要件まと

め表） 

○記載の適正化 

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 

規則名 保安のために必要な

措置に係る規則条項 

保安規定記載事項に係る規

則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 83条 第 92 条第１項第７号,第 15

号及び第 16 号並びに同条

第３項第５号,第 14 号及び

第 15号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原

子炉の設置、運転等に関

する規則 

第 78条 第 87 条第１項第７号,第 15

号及び第 16 号並びに同条

第３項第６号,第 15 号及び

第 16号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の

事業に関する規則 

第 12条 

 

第 17 条第１項第５号,第 14

号及び第 15 号並びに同条

a.  訓練シナリオに対する質問又は懸念事項の確認は、訓練実施前に実施する。 

b.  原子炉主任技術者、核燃料取扱主任者及び他の訓練評価者が実施する訓練概要の説明は、訓練

開始前に予定する。 

c.  訓練シナリオの確認の完了を事業者に通知し、問題点や懸案事項を特定する。 

d.  訓練目的を達成できないシナリオの問題点については、事業者から回答を求め、その回答に何

らかの矛盾が存在する場合、上級職と話し合い、訓練シナリオ確認によって特定された問題を施

設設置者に書面で通知することを推奨する。 

 

6.  参考資料 

(1)  保安規定 

(2)  実用発電用原子炉に係る発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な処置を実施

するために必要な技術的能力に係る審査基準 

(3)  実用発電用原子炉に係る炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(4)  実用発電用原子炉に係る使用済燃料貯蔵槽における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(5)  実用発電用原子炉に係る運転停止中原子炉における燃料損傷防止対策の有効性評価に関する審査ガ

イド 

(6)  核燃料施設等の規則、審査基準、審査ガイド 

 

7.  改訂履歴 

改訂. 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

表 1 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 

規則名 保安のために必要な

措置に係る規則条項 

保安規定記載事項に係る規

則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 83条 第 92条第 1項第 7号,第 15

号及び第 16 号並びに同条

第 3項第 5号,第 14号及び

第 15号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原

子炉の設置、運転等に関

する規則 

第 78条 第 87条第 1項第 7号,第 15

号及び第 16 号並びに同条

第 3項第 6号,第 15号及び

第 16号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の

事業に関する規則 

第 12条 

 

第 17条第 1項第 5号,第 14

号及び第 15 号並びに同条

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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第２項第６号,第 16 号及び

第 17号 

加工施設 核燃料物質の加工の事

業に関する規則 

第７条の４の３ 第８条第１項第５号,第 13

号及び第 14 号並びに同条

第２項第６号,第 15号及び

第 16号 

 

表２ 検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 １年 １ 70 
チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 １年 １ 70 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 １年 １ 20 
チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 １年 １ 20 

 

03 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 １年 １ 20 
チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 １年 １ 20 

 

04 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 
（MOX 加工） 

１年 １ 20 

チーム 
02 大規模損壊発生時に係る訓練 

（MOX 加工） 
１年 １ 20 

03 重大事故等発生時に係る訓練
（ウラン加工） 

必要に応

じて 

－ － 

チーム 
04 大規模損壊発生時に係る訓練

（ウラン加工） 
必要に応

じて 

－ － 

 

附属書１ － 訓練シナリオ検査チェックリスト（実用発電用原子炉施設の例） 

訓練対象発電所：  

訓練予定日： 前 30 日： 前 60 日 ：

  

訓練シナリオ提出チェックリスト 備考 

5.1 （１） 訓練シナリオ、関連文書の検証  

a. 許認可文書を満足しているか  

b. 想定事象の進展状況  

第２項第 6 号,第 16 号及び

第 17号 

加工施設 核燃料物質の加工の事

業に関する規則 

第 7条の 4の 3 第 8 条第 1 項第 5 号,第 13

号及び第 14 号並びに同条

第 2項第 6号,第 15号及び

第 16号 

 

2 検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 1年 1 20 
チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 1年 1 20 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 1年 1 20 
チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 1年 1 20 

 

03 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 1年 1 20 
チーム 

02 大規模損壊発生時に係る訓練 1年 1 20 

 

04 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 重大事故等発生時に係る訓練 
（MOX 加工） 

1年 1 20 

チーム 
02 大規模損壊発生時に係る訓練 

（MOX 加工） 
1年 1 20 

03 重大事故等発生時に係る訓練
（ウラン加工） 

必要に応

じて 

－ － 

チーム 
04 大規模損壊発生時に係る訓練

（ウラン加工） 
必要に応

じて 

－ － 

 

附属書 1 － 訓練シナリオ審査チェックリスト（実用発電用原子炉施設の例） 

実践訓練の場所：  

実践訓練予定日： 前 30 日： 前 60 日 ：

  

訓練シナリオ提出チェックリスト 備考 

5.1 （１） 訓練シナリオ・パッケージの検証  

a. 保安規定を満足しているか  

b. 想定事象の進展状況  

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

実用炉の検査時間

の変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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c. ブラインド訓練の説明（大規模損壊発生時）  

d. 重要となる対応手順とその説明  

e. 発電所及び対応要員への安全に関する考慮  

5.2 訓練シナリオを確認する  

(1) 訓練シナリオに最小限期待する要素  

a． 事象の検出と評価  

b． 関係各所への連絡、報告  

c． 発電所から放出される放射性物質の評価  

d． 過渡事象、事故又は他の事象に進展した際の

宣言 

 

e． 緊急事態宣言後の緊急時対策所の対応  

f． 対応要員の交代手順  

g． 外部組織との通信及び支援体制  

h． 訓練シナリオに応じた対応要員の放射線防護

措置 

 

i． 事故の評価、故障した設備、機器の技術評価  

j． 機器修理による事故の軽減。（機械的、電気
的、計装、制御等の修理作業） 

 

k. 想定事象の進展状況  

l. アクセスルートの確保  

m. 設備、機器の故障メカニズムの妥当性  

n. ブラインド訓練の実施（大規模損壊発生時）  

o. 緊急時対策所活動の事象進展を捉えた対応  

p. 訓練中の緊急時対策所における発電所状況の

把握 

 

q. 訓練中の組織活動の評価指標  

（２） 訓練シナリオを評価し、緊急時対応組織の力量を
確認する機会を知る。 

 

a.組織の力量評価指標  

b. 放射性物質の放出量評価の実証  

ｃ． 定時後の対応要員確保  

ｄ． 医療スタッフの確保  

e． 原子炉型に適した事象の進展  

f． 緊急時対策所の対応要員力量  

g． 使用済燃料プール損傷訓練シナリオとその対

応 

 

h． 原子炉格納容器を維持するための手順  

i. 事象の進展、それに伴う発電所データが論理的
で有り、緊急時対策所は事象を把握し、対応する
ことの実証 

 

j. 放射性物質を放出しない訓練シナリオ  

k. 国民が避難を要する放射性物質の放出訓練シ

ナリオ 

 

c. ブラインド訓練の説明（大規模損壊発生時）  

d. 重要となる対応手順とその説明  

e. 発電所及び対応要員への安全に関する考慮  

5.2 訓練シナリオを確認する  

(1) 訓練シナリオに最小限期待する要素  

a． 事象の検出と評価  

b． 関係各所への連絡、報告  

c． 発電所から放出される放射性物質の評価  

d． 事故過渡事象又は他の事象に進展した際の

宣言 

 

e． 緊急事態宣言後の緊急時対策所の応答  

f． 対応要員の変更手順  

g． 外部組織との通信及び支援体制  

h． 訓練シナリオに適した対応要員の放射線防護

措置 

 

i． 事故、故障した設備、機器の技術評価  

j． 機器修理による事故の軽減。（機械的、電気
的、計装、制御等の修理作業） 

 

k. 想定事象の進展状況  

l. アクセスルートが確保されているか  

m. 設備、機器の故障メカニズムは実用的か  

n. 訓練はブラインド訓練としているか（大規模損壊

発生時） 

 

o. 緊急時対策所の活動が事象進展を捉え、対応

しているか 

 

p. 訓練中、緊急時対策所は発電所の状況を把握

できるか 

 

q. 訓練中の組織の活動を確認できるか。  

（２） 訓練シナリオを評価し、緊急時対応組織の力量
の確認する機会を知る。 

 

a. 主要な緊急時対応手順を確認し、実施される機
会があるか確認する。 

 

b. 放射性物質の放出量を評価の実証  

ｃ． 定時後の対応要員の確保  

ｄ． 医療スタッフの確保  

e． 原子炉型に適した事象の進展  

f． 緊急時対策所の対応要員の力量  

g． 使用済燃料プールの損傷訓練シナリオとその

対応 

 

h． 原子炉格納容器を維持するための手順  

i. 事象の進展、それに伴う発電所データが論理的
で有り、緊急時対策所は事象を把握し、対応する
ことの実証 

 

j. 放射性物質を放出しない訓練シナリオ  
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l． 警戒事態から全面緊急事態への事象進展  

m． 炉心損傷、原子炉容器損傷及び原子炉格納
容器損傷防止又は緩和措置の実証 

 

（削除）  
 
 

k. 国民が避難を要する放射性物質の放出訓練シ

ナリオ 

 

l． 軽度な事故事象から緊急事態への事象の進展  

m． 炉心損傷、原子炉容器損失及び原子炉格納
容器の損傷を防止又は緩和するための修復の実
証 

 

n． 緩和処置の実施能力の実証  
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基本検査運用ガイド 

津波防護 

（新旧対照表） 
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（下線部分が改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

基本検査運用ガイド 

津波防護 

（BE0100_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開

炉、試験炉、再処理、加工） 

「臨界防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」「非常時の対応」（貯蔵、管理、

埋設、使用） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」とい

う。）、第 61条の２の２第１項４号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表１に示す原

子力施設の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大

規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置（以下「保全に関する措置」という。）における津波防護

の活動状況を確認する。当該事項は、法第 61条の２の２第１項３号イで規定する事項（保安規定）のう

ち、表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される保全に関する措置及び非常の場合に講ず

べき処置に係る活動状況の確認と併せて行う。 

また、法第 61条の２の２第１項第２号で規定する事項（技術上の基準の遵守）のうち、表２に示す原

子力施設の種別ごとの技術基準に係る規則条項で規定される津波防護基準の遵守状況を確認する。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教育及

び機材並びに設備の保全の他、運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガ

イドの適用も踏まえて確認する。 

3.  検査要件 

3.1  検査対象 

施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波（津波警報が発表されない可能性のある津波を含む）

に対する安全機能が損なわれないよう、災害が発生するおそれがある場合及び発生した場合に備えた

体制並びに手順等が整備されていることを踏まえ、以下を検査対象に選定する。 

なお、許可において地理的状況から基準津波に対して安全機能が損なわれないため津波防護設計の

要求がない施設は検査対象施設から除いてもよい。 

基本検査運用ガイド 

津波防護 

（BE0100_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開

炉、試験炉、再処理、加工） 

「臨界防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」「非常時の対応」（貯蔵、管理、

埋設、使用） 

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)、第 61条の 2の 2第 1

項 4 号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表 1 に示す原子力施設の種別ごとの保安の

ための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る原子力施設の

保全に関する措置(以下「保全に関する措置」という。)における津波防護の活動状況を確認する。当該

事項は、法第 61条の 2の 2第 1項 3号イで規定する事項(保安規定)のうち、表 1に示す保安規定記載事

項に係る規則条項で規定される保全に関する措置及び非常の場合に講ずべき処置に係る活動状況の確認

と併せて行う。 

また、法第 61条の 2の 2第 1項第 2号で規定する事項(技術上の基準の遵守)のうち、表 2に示す原子

力施設の種別ごとの技術基準に係る規則条項で規定される津波防護基準の遵守状況を確認する。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教育及

び機材並びに設備の保全の他、運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガ

イドの適用も踏まえて確認する。 

3.  検査要件 

3.1  検査対象 

施設に大きな影響を及ぼすおそれがある津波に対する安全機能が損なわれないよう、災害が発生す

るおそれがある場合及び発生した場合に備えた体制並びに手順等が整備されていることを踏まえ、以

下を検査対象に選定する。 

なお、許可において地理的状況から基準津波に対して安全機能が損なわれないため津波防護設計の

要求がない施設は検査対象施設から除いてもよい。 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・検査対象とし

て、津波警報が発

表されない可能性

のある津波を含む

ことを明確化 
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(1)  津波発生時に備えた施設等の影響防止対策 

(2)  津波発生時に備えた設備の保管状況 

(3)  津波発生時に備えた体制の準備状態 

(4)  津波発生時における津波観測及び原子力施設の影響確認状況の評価 

(5)  新たな知見等の収集、反映状況の評価 

 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表３の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

4.  検査手順 

4.1  検査前準備 

各事業所において、設置（又は事業）変更許可申請書に規定された「津波」の事項について把握し、

日常の検査官の巡視等において、施設の保守管理状況について把握する。また、定期的な評価を実施

する上で、インプット、アウトプット及び実施時期が明確になっていることを確認し、改善に取り組

むことになっていることを着目点として、以下の検査前準備を行う。 

(1)  許認可関連文書(設置（又は事業）許可申請書、工事計画認可申請書、技術検討書、系統図、設備

の設計図書等)をレビューし、専門検査官から意見を求め、施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

津波に対して重要な安全機能への影響が大きいものを選定する。 

(2)  津波防護設備、浸水防止設備、津波監視設備について、津波発生時の施設、設備に影響が大きい

ものを選定する。 

(3)  事業者の使用前検査、過去の津波発生時の点検記録をレビューして、施設、設備、区画及びエリ

アを選定する。 

 

4.2  検査実施 

検査に当たっては、これまでの津波発生時の事業者の運転（又は操業）経験、是正処置、設置（又は

事業）許可等の許認可文書等の確認を行う。さらに、実際の津波が発生した場合の対応について、津波

発生後の緊急時体制が解除された段階で、整備された体制及び手順に基づき対応していたか等につい

てについて、関連文書の調査、ウォークダウン、インタビュー等によって確認する。 

(1)  津波発生時に備えた施設等の影響防止対策の評価 

a.  施設等の改造等に伴う影響防止対策の評価の他、定期的にレビューされていることを確認す

る。 

(2)  津波発生時に備えた設備の保管状況の評価 

a.  施設等の状況の評価の他、定期的にレビューされていることを確認する。 

b.  選定した施設、設備、区画及びエリアを現場確認によって、健全性が維持されていることを確

認する。 

(1)  津波発生時に備えた施設等の影響防止対策 

(2)  津波発生時に備えた設備の保管状況 

(3)  津波発生時に備えた体制の準備状態 

(4)  津波発生時における津波観測及び原子力施設の影響確認状況の評価 

(5)  新たな知見等の収集、反映状況の評価 

 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表 3の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

4.  検査手順 

4.1  検査前準備 

各事業所において、設置（又は事業）変更許可申請書に規定された「津波」の事項について把握し、

日常の検査官の巡視等において、施設の保守管理状況について把握する。また、定期的な評価を実施

する上で、インプット、アウトプット及び実施時期が明確になっていることを確認し、改善に取り組

むことになっていることを着目点として、以下の検査前準備を行う。 

(1)  許認可関連文書(設置（又は事業）許可申請書、工事計画認可申請書、技術検討書、系統図、設備

の設計図書等)をレビューし、専門検査官から意見を求め、施設に大きな影響を及ぼすおそれがある

津波に対して重要な安全機能への影響が大きいものを選定する。 

(2)  津波防護設備、浸水防止設備、津波監視設備について、津波発生時の施設、設備に影響が大きい

ものを選定する。 

(3)  事業者の使用前検査、過去の津波発生時の点検記録をレビューして、施設、設備、区画及びエリ

アを選定する。 

 

4.2  検査実施 

検査に当たっては、これまでの津波発生時の事業者の運転（又は操業）経験、是正処置、設置（又は

事業）許可等の許認可文書等の確認を行う。さらに、実際の津波が発生した場合の対応について、津波

発生後の緊急時体制が解除された段階で、整備された体制及び手順に基づき対応していたか等につい

てについて、関連文書の調査、ウォークダウン、インタビュー等によって確認する。 

(1)  津波発生時に備えた施設等の影響防止対策の評価 

a.  施設等の改造等に伴う影響防止対策の評価の他、定期的にレビューされていることを確認す

る。 

(2)  津波発生時に備えた設備の保管状況の評価 

a.  施設等の状況の評価の他、定期的にレビューされていることを確認する。 

b.  選定した施設、設備、区画及びエリアを現場確認によって、健全性が維持されていることを確

認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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c.  選定した施設、設備、区画及びエリアについて、事業者の検査、試験、過去の地震発生時の点

検記録を確認し、健全性が維持されていることを確認する。 

(3)  津波発生時に備えた体制の準備状態の評価 

a.  体制の整備として、施設、設備等の津波発生時の点検の手順書が整備され、定期的にレビュー

されていることを確認する。 

b.  津波発生時の対応要員の力量付与及び維持の状況、参集手順を確認する。 

c.  津波に見舞われても選定されたシステム若しくは機器の機能が失われないことを設置（又は事

業）許可等の許認可文書、技術仕様書、発電所の文書等の資料調査を含めて検証確認する。また、

津波発生時に最終的なヒートシンクの運転及び継続的な利用を行うための手順が適切であるこ

とを確認する。なお、確認に際しては保安規定等を参考とする。 

d.  津波発生時の対策手順に記載されている運転員（当直員等）の行動が、必要なシステム（設備、

機器）の即応能力を維持するものであることを確認し、必要な人員配置が規定されていることを

確認する（ただし、制御機器、表示装置、機器の近接性を考慮すること）。 

e.  施設等に影響のある津波発生時に施設停止の前に想定されていた条件の下で、そのシステム

（設備、機器）が施設停止のために利用可能であったことを確認する。 

f.  津波発生時に対処するためのプラントの改造、保守活動（一時的なハザード・バリアの撤去

等）、新たな進化、手順の改訂及び運転員による対応策は気付かないうちに機器の保守規則に影

響を与える可能性があることから、事業者が発電所の安全な運転に対するそれらの課題を評価・

管理されていることを確認する。 

g.  運転員を含む地震発生時の対応要員の訓練において、津波発生時に対応するための異常等発

生時の手順に基づき、対応要員が適切に対応可能であることを確認する。 

(4)  津波発生時における津波観測及び原子力施設の影響確認状況の評価 

a. 津波の影響を受けている状態を対象とする対応策及び是正処置の実施状況を評価し、確認する。

なお、確認に際し、許認可文書及び保安規定等を参考とする。 

(5)  新たな知見等の収集、反映状況の評価 

a. 定期的に新たな知見等の収集、反映状況の評価がされていることを確認する。 

 

4.3 問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3)  検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する検査気付き事項等が、不適合管理等において

適切に処理されていることを確認する。 

 

5.  参考資料 

c.  選定した施設、設備、区画及びエリアについて、事業者の検査、試験、過去の地震発生時の点

検記録を確認し、健全性が維持されていることを確認する。 

(3)  津波発生時に備えた体制の準備状態の評価 

a.  事業者が体制の整備として、施設、設備等の津波発生時の点検の手順書が整備され、定期的に

レビューされていることを確認する。 

b.  津波発生時の対応要員の力量付与及び維持の状況、参集手順を確認する。 

c.  津波に見舞われても選定されたシステム若しくは機器の機能が失われないことを設置（又は事

業）許可等の許認可文書、技術仕様書、発電所の文書等の資料調査を含めて検証確認する。また、

津波発生時に最終的なヒートシンクの運転及び継続的な利用を行うための手順が適切であるこ

とを確認する。なお、確認に際しては保安規定等を参考とする。 

d.  津波発生時の対策手順に記載されている運転員（当直員等）の行動が、必要なシステム（設備、

機器）の即応能力を維持するものであることを確認し、必要な人員配置が規定されていることを

確認する（ただし、制御機器、表示装置、機器の近接性を考慮すること）。 

e.  施設等に影響のある津波発生時に施設停止の前に想定されていた条件の下で、そのシステム

（設備、機器）が施設停止のために利用可能であったことを確認する。 

f.  津波発生時に対処するためのプラントの改造、保守活動（一時的なハザード・バリアの撤去

等）、新たな進化、手順の改訂及び運転員による対応策は気付かないうちに機器の保守規則に影

響を与える可能性があることから、事業者が発電所の安全な運転に対するそれらの課題を評価・

管理されていることを確認する。 

g.  運転員を含む地震発生時の対応要員の訓練において、津波発生時に対応するための異常等発

生時の手順に基づき、対応要員が適切に対応可能であることを確認する。 

(4)  津波発生時における津波観測及び原子力施設の影響確認状況の評価 

a. 津波の影響を受けている状態を対象とする対応策及び是正処置の実施状況を評価し、確認する。

なお、確認に際し、許認可文書及び保安規定等を参考とする。 

(5)  新たな知見等の収集、反映状況の評価 

a. 定期的に新たな知見等の収集、反映状況の評価がされていることを確認する。 

 

4.3 問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3)  検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切

に処理されていることを確認する。 

 

5.  参考資料 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(1)  実用発電用原子炉にかかる発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準 

(2)  実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準 

(3)  実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈 

(4)  基準津波及び耐津波設計方針に係るガイド 

(5)  耐津波設計に係る工認審査ガイド 

(6)  設置変更許可申請書及びまとめ資料等 

(7)  核燃料施設等の審査基準、審査ガイド等 

(8)  消防教科書「防災」平成 29年３月 （一般財団法人全国消防協会） 

 

 

6 改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  

○運用の明確化 

①検査対象として、津波警報が発表されない可能性の

ある津波を含むことを明確化（3.1検査対象） 

○記載の適正化 

 

 

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設の種別 規則名 保安のための

措置に係る規

則条項 

保安規定記載事項に係る

規則条項 

実用発電用原子炉

施設 

実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則 

第 83条 第 92条第１項第７号,第 15

号及び第 16 号並びに同

条第３項第５号,第 14 号及

び第 15 号 

研究開発段階発電

用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 78条 第 87 条第１項第 7 号,第

15 号及び第 16 号並びに

同条第３項第６号,第 15 号

及び第 16号 

試験研究用等原子

炉施設 

試験研究の用に供する原子炉等

の設置、運転等に関する規則 

第 10条 第 15条第１項第５号,第

14 号及び第 15号並びに

同条第２項第５号,第 14 号

及び第 15号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の事業に関

する規則 

第 12条 第 17条第１項第５号,第 14

号及び第 15 号並びに同

条第２項第６号,第 16 号及

び第 17 号 

加工施設 核燃料物質の加工の事業に関す

る規則 

第７条の４の３ 第８条第１項第５号,第 13

号及び第 14 号並びに同

条第２項第６号,第 15 号及

び第 16 号 

(1)  実用発電用原子炉にかかる発電用原子炉設置者の重大事故の発生及び拡大の防止に必要な措置を実

施するために必要な技術的能力に係る審査基準 

(2)  実用発電用原子炉及びその附属施設における発電用原子炉施設保安規定の審査基準 

(3)  実用発電用原子炉及びその附属施設における破壊を引き起こす亀裂その他の欠陥の解釈 

(4)  基準津波及び耐津波設計方針に係るガイド 

(5)  耐津波設計に係る工認審査ガイド 

(6)  設置変更許可申請書及びまとめ資料等 

(7)  核燃料施設等の審査基準、審査ガイド等 

(8)  消防教科書「防災」平成 29年 3月 （一般財団法人全国消防協会） 

 

 

6 改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

表1 関連する施行規則条項 

原子力施設の種別 規則名 保安のための

措置に係る規

則条項 

保安規定記載事項に係る

規則条項 

実用発電用原子炉

施設 

実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則 

第 83条 第 92 条第 1 項第 7 号,第

15 号及び第 16 号並びに

同条第 3 項第 5 号,第 14

号及び第 15 号 

研究開発段階発電

用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 78条 第 87 条第 1 項第 7 号,第

15 号及び第 16 号並びに

同条第 3 項第 6 号,第 15

号及び第 16 号 

試験研究用等原子

炉施設 

試験研究の用に供する原子炉等

の設置、運転等に関する規則 

第 10条 第 15条第 1 項第 5号,第

14 号及び第 15号並びに

同条第 2 項第 5号,第 14

号及び第 15 号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の事業に関

する規則 

第 12条 第 17 条第 1 項第 5 号,第

14 号及び第 15 号並びに

同条第２項第 6号,第 16号

及び第 17号 

加工施設 核燃料物質の加工の事業に関す

る規則 

第７条の 4の 3 第 8 条第 1 項第 5 号,第

13 号及び第 14 号並びに

同条第 2 項第 6 号,第 15

号及び第 16 号 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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使用済燃料貯蔵施

設 

使用済燃料の貯蔵の事業に関す

る規則 

第 32条 第 37条第１項第５号,第 13

号及び第 14 号並びに同

条第２項第６号,第 13 号及

び第 1４号 

廃棄物管理施設 核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則 

第 30条 第 34条第１項第５号,第 12

号及び第 13 号並びに同

条第２項第６号,第 13 号及

び第 14 号 

第一種廃棄物埋設

施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第一種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第 58条の２ 第 63条第１項第５号,第 12

号及び第 13 号並びに同

条第２項第６号,第 13 号及

び第 14 号 

第二種廃棄物埋設

施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第 17条の２ 第 20条第１項第５号,第 14

号及び第 15 号並びに同

条第２項第６号,第 12 号及

び第 13 号 

使用施設等 核燃料物質の使用等に関する規

則 

第２条 11の 8 第２条の 12 第１項第４号,

第 12 号及び第 13 号並び

に同条第２項第５号,第 14

号及び第 15 号 

 

 

 

表２ 関連する技術基準規則条項 

原子力施設の種別 技術基準規則条項 

実用発電用原子炉施設 第 6 条、第 51 条及び第 54条 

研究開発段階発電用原子炉施設 第 6 条、第 53 条及び第 56条 

試験研究用等原子炉施設 第 7 条 

再処理施設 第７条、第 34 条及び第 36条 

加工施設 第 7 条、第 28 条及び第 30条 

使用済燃料貯蔵施設 第 8 条 

特定廃棄物管理施設 第 7 条 

特定第一種廃棄物埋設施設 第 7 条 

第二種廃棄物埋設施設 － 

使用施設等 第 7 条 

 

 

 

 

表３ 検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 １年 ４ 40 日常 

 

使用済燃料貯蔵施

設 

使用済燃料の貯蔵の事業に関す

る規則 

第３２条 第 37 条第 1 項第 5 号,第

13 号及び第 14 号並びに

同条第 2 項第 6 号,第 13

号及び第 1４号 

廃棄物管理施設 核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則 

第 30条 第 34 条第 1 項第 5 号,第

12 号及び第 13 号並びに

同条第２項第 6号,第 13号

及び第 14号 

第一種廃棄物埋設

施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第一種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第 58条の 2 第 63 条第 1 項第 5 号,第

12 号及び第 13 号並びに

同条第２項第 6号,第 13号

及び第 14号 

第二種廃棄物埋設

施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第 17条の 2 第 20 条第 1 項第 5 号,第

14 号及び第 15 号並びに

同条第２項第 6号,第 12号

及び第 13号 

使用施設等 核燃料物質の使用等に関する規

則 

第 2条 11の 8 第 2 条の 12 第 1 項第 4

号,第 12号及び第 13号並

びに同条第 2項第 5号,第

14 号及び第 15号 

 

 

 

表2 関連する技術基準規則条項 

原子力施設の種別 技術基準規則条項 

実用発電用原子炉施設 第 6 条、第 51 条及び第 54条 

研究開発段階発電用原子炉施設 第 6 条、第 53 条及び第 56条 

試験研究用等原子炉施設 第 7 条 

再処理施設 第７条、第 34 条及び第 36条 

加工施設 第 7 条、第 28 条及び第 30条 

使用済燃料貯蔵施設 第 8 条 

特定廃棄物管理施設 第 7 条 

特定第一種廃棄物埋設施設 第 7 条 

第二種廃棄物埋設施設 － 

使用施設等 第 7 条 

 

 

 

 

表 3 検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 1年 4 40 日常 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 １年 ４ 40 日常 

 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 
（熱出力500kw以上※１） 

１年 ２ 20 日常 

02 津波防護 
（熱出力500kw以上※２） 

１年 １ 10 日常 

03 津波防護 
（熱出力500kw未満） 

１年 １ ５ 日常 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 １年 ４ 40 日常 

 

05 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 
（MOX加工） 

１年 ３ 25 日常 

02 津波防護 
（ウラン加工） 

１年 ２ 20 日常 

 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 １年 １ ５ 日常 

 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 １年 １ ５ 日常 

 

08 埋設 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 １年 １ ５ 日常 

 

09 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 １年 １ ５ 日常 
 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 1年 4 40 日常 

 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 

（熱出力500kw以上※１） 
1年 2 20 日常 

02 津波防護 

（熱出力500kw以上※２） 
1年 1 10 日常 

03 津波防護 

（熱出力500kw未満） 
1年 1 5 日常 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 1年 4 40 日常 

 

05 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 

（MOX加工） 
1年 3 25 日常 

02 津波防護 

（ウラン加工） 
1年 2 20 日常 

 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 1年 1 5 日常 

 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 1年 1 5 日常 

 

08 埋設 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 1年 1 5 日常 

 

09 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 津波防護 1年 1 5 日常 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

基本検査運用ガイド 

品質マネジメントシステムの運用 

（BQ0010_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

 

1. 監視領域 

大分類 ：「原子力施設安全」「放射線安全」 

小分類 ：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」「重大事故等対処・大規模損壊対処」

「公衆に対する放射線安全」「従業員に対する放射線安全」（実用炉、研開炉、試験炉、再処理、

加工） 

「臨界防止」「閉じ込めの維持」「非常時の対応」「公衆に対する放射線安全」「従業員に対す

る放射線安全」（貯蔵、管理、埋設、使用） 

検査分野 ：「横断」 

 

2. 検査目的  

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「原子炉等規

制法」という。）第４条第１項第３号、第13条第２項第７号、第23条第２項第９号、第43条の３の５第

２項第11号、第44条第２項第９号、第51条の２第３項第７号及び第52条第２項第10号で規定している事

項（保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備）について、原子力施設の保安のための業務

に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（以下、「品質管理基準規則」という。）に規定されて

いる品質マネジメントシステム（以下、「QMS」という。）に基づき、保安活動の計画、実施、評価及び

改善等の実施状況を確認する。これらの確認対象とする事業者の活動においては、設計及び工事の計画

の認可に係る設計、工事、使用前事業者検査等における品質管理に係る活動などとも関連してくること

から、関連する検査運用ガイドの適用も踏まえて確認していくものとする。 

 

本検査の目的は、事業者がQMSを積極的に活用することにより、原子炉等規制法の目的に影響を及ぼ

すおそれのある問題を効果的に検知し、問題となる事象（以下、「事象」という。）の発生を未然に防止

できること、不適合を除去した後に是正処置を施して、当該不適合の再発を防止できることなどの組織

の改善に必要な遂行能力を有していることを確認することである。 

また、事業者は、自らの組織で発生した問題や今後顕在化することが想定される問題だけではなく、

広く国内外の産業界から得られた知見も踏まえて、改善の機会を逸することなく、問題を特定し対策を

講じることにより、問題の未然防止又は再発を防止する活動（以下、「PI&R活動」という。）を行わなけ

ればならない。 

このため、本検査では、PI&R活動に着目し、事業者がQMSに従った活動を実施し、問題の特定と解決

が適切に行われていることを確認する。 

基本検査運用ガイド 

品質マネジメントシステムの運用 

（BQ0010_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

 

1. 監視領域 

大分類 ：「原子力施設安全」「放射線安全」 

小分類 ：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」「重大事故等対処・大規模損壊対処」

「公衆に対する放射線安全」「従業員に対する放射線安全」（実用炉、研開炉、試験炉、再処理、

加工） 

「臨界防止」「閉じ込めの維持」「非常時の対応」「公衆に対する放射線安全」「従業員に対す

る放射線安全」（貯蔵、管理、埋設、使用） 

検査分野 ：「横断」 

 

2. 検査目的  

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下「原子炉等規制法」という。）第四条

第一項第三号、第十三条第二項第七号、第二十三条第二項第九号、第四十三条の三の五第二項第十一

号、第四十四条第二項第九号、第五十一条の二第三項第七号及び第五十二条第二項第十号で規定してい

る事項（保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備）について、原子力施設の保安のための

業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則（以下、「品質管理基準規則」という。）に規定さ

れている品質マネジメントシステム（以下、「QMS」という。）に基づき、保安活動の計画、実施、評価

及び改善等の実施状況を確認する。これらの確認対象とする事業者の活動においては、設計及び工事の

計画の認可に係る設計、工事、使用前事業者検査等における品質管理に係る活動などとも関連してくる

ことから、関連する検査運用ガイドの適用も踏まえて確認していくものとする。 

 

本検査の目的は、事業者がQMSを積極的に活用することにより、原子炉等規制法の目的に影響を及

ぼすおそれのある問題を効果的に検知し、問題となる事象（以下、「事象」という。）の発生を未然に防

止していること、不適合を除去した後に是正処置を施して、当該不適合の再発を防止していることを確

認することである。 

また、事業者は、自らの組織で発生した問題や今後顕在化することが想定される問題だけではなく、

広く国内外の産業界から得られた知見も踏まえて、改善の機会を逸することなく、問題を特定し対策を

講じることにより、問題の未然防止又は再発を防止する活動（以下、「PI&R活動」という。）を行わな

ければならない。 

このため、本検査では、PI&R活動に着目し、事業者がQMSに従った活動を実施し、問題の特定と解

決が適切に行われていることを確認する。 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 
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3 

 

 

 

3. 検査要件 

3.1 検査対象 

本検査では、各検査分野での活動目的を満たしているかどうかを監視評価する監視領域評価指標（以

下、「パフォーマンス指標」という。）の実績では把握できない事業者の活動状況を監視するため、①日常

観察、②半期検査、③年次検査により、以下の(1)～(8)の検査項目等について確認する。 

 

(1) 保安活動におけるPI&R活動の一環として、監視測定による課題の抽出、データ分析及び不適合の識別

管理、それらの優先順位付け、原因の分析及び是正処置・未然防止処置等から成る事業者の是正処置

プログラム（以下、「CAP」という。）があり、それらの実効性を評価する。更に保安活動において、CAP

が有効に機能し、不適合の未然防止及び再発防止に役立っているかを確認する。 

(2) 品質管理基準規則に基づき事業者が自らの基準に従って保安活動を行い、その期待される成果が達成

されていることを確認する。 

(3) 原子力規制委員会からの指摘や指示等の情報及び国内外の原子力施設等から得られた知見並びにニ

ューシア（NUCIA）情報等（原子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見

を含む。）を収集し、自らの組織で起こり得る問題の程度に照らして適切な未然防止処置を行ってい

ることを確認する。 

(4) 事業者の内部監査（外部監査を含めても良い）及びマネジメントレビュー等の自己評価の実効性を確

認する。 

(5) 品質管理基準規則及び事業者の基準に基づく安全文化の育成と維持に関する取組状況やCAP等から得

られる弱点や強化すべき分野について確認する。 

(6) 過去に特定された規制要求及び事業者の基準に対する不遵守（緑のパフォーマンス劣化及びSLⅣの違

反）についての是正処置状況を確認する。 

(7) 調達先の管理を適切に実施していることを確認する。特に、調達先の不適合情報についても適切に調

査して自らの組織への影響を評価し対応していることを確認する。 

(8) 追加検査が必要になった場合には、本検査運用ガイドを使用することができる。 

 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、以下及び表２の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

(1) 日常観察 

a． 日常観察は、１ユニット、２ユニット及び３ユニット・サイトそれぞれについて、30分、40分及び

50分を目安として行う。核燃料施設等においては、施設の規模や特徴に応じて、30～50分を目安と

して行う。 

b． 日常観察は、事業者の日々のCAPに焦点を当てて監視活動を行うため、他の基本検査のようにサン

プル数を設定していない。また、日常観察では、それぞれの検査ガイドのリソースの約10～15%相

当とすることが期待される。必要とされる実際の所要時間は、特定の施設で生じる問題の性質と複

 

 

3. 検査要件 

3.1 検査対象 

本検査では、各検査分野での活動目的を満たしているかどうかを監視評価する監視領域評価指標（以

下、「パフォーマンス指標」という。）の実績では把握できない事業者の活動状況を監視するため、①日常

観察、②半期検査、③年次検査により、以下の(1)～(8)の検査項目等について確認する。 

 

(1) 保安活動におけるPI&R活動の一環として、監視測定による課題の抽出、データ分析及び不適合の識

別管理、それらの優先順位付け、原因の分析及び是正処置・未然防止処置等から成る事業者の是正処

置プログラム（以下、「CAP」という。）があり、それらの実効性を評価する。更に保安活動において、

CAPが有効に機能し、不適合の未然防止及び再発防止に役立っているかを確認する。 

(2) 品質管理基準規則に基づき事業者が自らの基準に従って保安活動を行い、その期待される成果が達成

されていることを確認する。 

(3) 原子力規制委員会からの指摘や指示等の情報及び国内外の原子力施設等から得られた知見並びにニ

ューシア（NUCIA）情報等（原子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見

を含む。）を収集し、自らの組織で起こり得る問題の程度に照らして適切な未然防止処置を行ってい

ることを確認する。 

(4) 事業者の内部監査（外部監査を含めても良い）及びマネジメントレビュー等の自己評価の実効性を確

認する。 

(5) 品質管理基準規則及び事業者の基準に基づく安全文化の育成と維持に関する取組状況やCAP等から

得られる弱点や強化すべき分野について確認する。 

(6) 過去に特定された規制要求及び事業者の基準に対する不遵守（緑のパフォーマンス劣化及びSL Ⅳの

違反）についての是正処置状況を確認する。 

(7) 調達先の管理を適切に実施していることを確認する。特に、調達先の不適合情報についても適切に調

査して自らの組織への影響を評価し対応していることを確認する。 

(8) 追加検査が必要になった場合には、本検査運用ガイドを使用することができる。 

 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、以下及び表2の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

(1) 日常観察 

a． 日常観察は、1ユニット、2ユニット及び3ユニット・サイトそれぞれについて、30分、40分及び50

分を目安として行う。核燃料施設等においては、施設の規模や特徴に応じて、30～50分を目安とし

て行う。 

b． 日常観察は、事業者の日々のCAPに焦点を当てて監視活動を行うため、他の基本検査のようにサ

ンプル数を設定していない。また、日常観察では、それぞれの検査ガイドのリソースの約10～15%

相当とすることが期待される。必要とされる実際の所要時間は、特定の施設で生じる問題の性質と

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤
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記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 
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雑性に依存して、大きく変わる場合がある。 

(2) 半期検査 

a. 半期検査は、事業者の活動の結果の傾向を評価することから、他の基本検査のようにサンプル数を

設定していない。また、サイトのユニット数に関係なく、半期平均８～12時間と推定される。核燃

料施設等においては、施設の規模や特徴に応じて、半期平均４～６時間を目安として行う。 

(3) 年次検査 

a． 本検査では、事業者のPI&R活動全般を対象に深掘りした検査を行うため、検査に費やされる時間は

検査対象の施設の状況に依存するとともに、事業者のパフォーマンスに応じて検査項目やサンプル

数を追加することもあるため、平均50～250時間を目安とする。核燃料施設等においては、施設の規

模や特徴に応じて、平均８～50時間を目安として行う。 

 

4. 検査手順 

4.1 検査実施 

(1) 日常観察 

a． 検査官は、日常観察のため、事業者がCAPに入力した事案を確認する必要がある。この観察では、

日常のCAP会合に出席する等※１によりCAPの入力事案を確認する。この観察の目的は、半期検査及

び年次検査又はその他の基本検査を通じて追加的なフォローアップが必要かもしれない反復的、

長期的又は潜在的な機器故障や横断領域の問題等を検査官が把握するため、情報の収集及び分析

を行うことにある。なお、安全文化に係る事象は、付属書１「安全文化の育成と維持に関するガイ

ド」の安全文化10特性に基づき分類する。 

※１ CAP会合への出席に限らず事業者のCAP活動が分かる資料を確認する等がある。 

b． 事業者により特定された問題について、その重要性に応じて是正処置が計画、実行されていること

を確認する。選択した問題について綿密な検査が必要な場合には、年次検査により実施することが

できる。なお、不適合事象等の原因分析は、「原因分析に関するガイド」を参照しても良い。 

c． 原子力施設の機器及び保安活動に係る問題が、適切な閾値に基づき事業者により特定され、CAPに

反映されていることを確認する。ヒューマンファクターに関する問題は、付属書２「業務遂行能力

に関するガイド」に基づき、その要因を確認する。また、横断領域のパフォーマンス劣化に繋がる

ような問題に留意し、これらが問題になりつつある又は既に顕在化していたものに影響を及ぼす

ようなものについて確認する必要がある。 

d． 事業者が問題を適切に分類し、短期的な是正処置を講じたことを検証するためにサンプルを抽出

して確認する。 

e． その他の基本検査の実施中に事業者のCAPが適切に行われていることを確認する。 

f． 検査官からの指摘や原子力規制委員会からの指示等の情報並びにニューシア（NUCIA）情報等（原

子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見を含む。）が事業者のCAPに

取り込まれていることを確認する。 

 

(2)半期検査 

（削る） 

 

複雑性に依存して、大きく変わる場合がある。 

(2) 半期検査 

a. 半期検査は、事業者の活動の結果の傾向を評価することから、他の基本検査のようにサンプル数を

設定していない。また、サイトのユニット数に関係なく、半期平均8～12時間と推定される。核燃料

施設等においては、施設の規模や特徴に応じて、半期平均4～6時間を目安として行う。 

(3) 年次検査 

a． 本検査では、事業者のPI&R活動全般を対象に深掘りした検査を行うため、検査に費やされる時間

は検査対象の施設の状況に依存するとともに、事業者のパフォーマンスに応じて検査項目やサンプ

ル数を追加することもあるため、平均50～250時間を目安とする。核燃料施設等においては、施設

の規模や特徴に応じて、平均8～50時間を目安として行う。 

 

4. 検査手順 

4.1 検査実施 

(1) 日常観察 

a． 検査官は、日常観察のため、事業者がCAPに入力した事案を確認する必要がある。この観察では、

日常のCAP会合に出席する等*1によりCAPの入力事案を確認する。この観察の目的は、半期検査

及び年次検査又はその他の基本検査を通じて追加的なフォローアップが必要かもしれない反復

的、長期的又は潜在的な機器故障や横断領域の問題等を検査官が把握するため、情報の収集及び分

析を行うことにある。なお、安全文化に係る事象は、付属書１「安全文化の育成と維持に関するガ

イド」の安全文化１０特性に基づき分類する。 

*1･･･CAP会合への出席に限らず事業者のCAP活動が分かる資料を確認する等がある。 

b． 事業者により特定された問題について、その重要性に応じて是正処置が計画、実行されていること

を確認する。選択した問題について綿密な検査が必要な場合には、年次検査により実施することが

できる。なお、不適合事象等の原因分析は、「原因分析に関するガイド」を参照しても良い。 

c． 原子力施設の機器及び保安活動に係る問題が、適切な閾値に基づき事業者により特定され、CAP

に反映されていることを確認する。ヒューマンファクターに関する問題は、付属書２「業務遂行能

力に関するガイド」に基づき、その要因を確認する。また、横断領域のパフォーマンス劣化に繋が

るような問題に留意し、これらが問題になりつつある又は既に顕在化していたものに影響を及ぼ

すようなものについて確認する必要がある。 

d． 事業者が問題を適切に分類し、短期的な是正処置を講じたことを検証するためにサンプルを抽出

して確認する。 

e． その他の基本検査の実施中に事業者のCAPが適切に行われていることを確認する。 

f． 検査官からの指摘や原子力規制委員会からの指示等の情報並びにニューシア（NUCIA）情報等（原

子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見を含む。）が事業者のCAPに

取り込まれていることを確認する。 

 

(2)半期検査 

原子力規制事務所所属の検査官は、上記の日常観察及び本半期検査において抽出した問題点を年

次検査の参考情報として提供すること。 
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a． 安全に影響を及ぼす可能性のある傾向を特定するため、日常観察で収集、分類した情報から類似の

不適合の再発、有効性レビューや是正処置が未実施の案件、保安規定に抵触するおそれのある事象

等を抽出し、半年毎に分析する。 

b． 抽出、分析にあたっては、事業者が行った活動の状態監視、機器等の傾向監視及び自己評価に加

え、繰り返し発生している不適合事象や類似性のある問題に着目する。 

c． 事業者からの情報及び上記a.の分析結果から、事業者の活動や原子力施設の傾向を評価する。 

d． 加えて、再発している不適合又はプラントの系統、構造物及び機器（以下、「SSC」という。）の安

全に潜在的な影響を及ぼすおそれのある傾向を特定するため、CAPで処置された是正処置の適切性

についても確認する。 

 

(3)年次検査 

a． 本検査では、事業者の評価結果と検査官の確認、評価結果とを比較し、PI&R 活動全般の実効性を

評価する。その際、原子力規制事務所所属の検査官から提供された日常観察及び半期検査の情報も

活用しつつ、前年の検査以降に事業者の CAP により処理された問題を選択する。サンプルを選択

する際には、5.1 (3)b.検査対象の選定及び 5.3年次検査のサンプル選定に関するガイドを参照す

ることとし、可能な範囲において選定したサンプルには以下を含めること。 

また、検査に当たっては、5.4検査で考慮する項目及びパフォーマンス特性の「表１ 検査で考

慮する項目」を参照して各問題をレビューすること。 

 

(a) 事業者のCAPに文書化されている安全上重要な不適合事象 

(b) 検査官からの指摘や原子力規制委員会からの指示等の情報並びにニューシア（NUCIA）情

報等（原子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見を含む。）

を収集して特定された問題 

(c) 事業者の内部監査（外部監査含む）及びマネジメントレビューのインプット、アウトプッ

ト 

(d) 組織の健全な安全文化を育成し維持するための活動や安全を向上させるような提案、忌

憚のない意見が部下からなされることを阻害するような環境が無いか等を含む安全文化

の弱点や強化すべき分野 

 

b． サンプルとして横断領域に関連する顕在化した又は今後顕在化すると想定される問題も選定し、

弱点や強化すべき分野の評価を行う。その際、安全文化に係る事象は、付属書１「安全文化の育成

と維持に関するガイド」の安全文化 10特性に基づき分類し、安全文化の傾向を把握する。 

c． 組織の問題や課題が経営層に把握され、その改善や解決のために必要な措置が組織運営に反映さ

れ、安全の向上に寄与していることを確認するため、施設の所長等他、管理責任者や担当者等に必

要に応じて、インタビューを行っても良い。インタビューの実施に当たっては、5.2 インタビュー

時の留意事項（参考）に留意して実施すること。 

 

なお、検査官は、上記サンプルから得られた結果から以下の項目について、分析及び評価を実施

すること。 

(a) 問題を特定、評価、是正する事業者のCAPの実効性 

(b) 事業者による運転経験情報等を活用した未然防止活動の状況 

 

a． 安全に影響を及ぼす可能性のある傾向を特定するため、日常観察で収集、分類した情報から類似の

不適合の再発、有効性レビューや是正処置が未実施の案件、保安規定に抵触するおそれのある事象

等を抽出し、半年毎に分析する。 

b． 抽出、分析にあたっては、事業者が行った活動の状態監視、機器等の傾向監視及び自己評価に加

え、繰り返し発生している不適合事象や類似性のある問題に着目する。 

c． 事業者からの情報及び上記a.の分析結果から、事業者の活動や原子力施設の傾向を評価する。 

d． 加えて、再発している不適合又はプラントの系統、構造物及び機器（以下、「SSC」という。）の安

全に潜在的な影響を及ぼすおそれのある傾向を特定するため、CAPで処置された是正処置の適切

性についても確認する。 

 

(3)年次検査 

a． 本検査では、事業者の評価結果と検査官の確認、評価結果とを比較し、PI&R 活動全般の実効性を

評価する。その際、原子力規制事務所所属の検査官から提供された日常観察及び半期検査の情報も

活用しつつ、前年の検査以降に事業者の CAP により処理された問題を選択する。サンプルを選択

する際には、5.1 (3)b.検査対象の選定及び 5.3 年次検査のサンプル選定に関するガイドを参照する

こととし、可能な範囲において選定したサンプルには以下を含めること。 

また、検査に当たっては、5.4 検査で考慮する項目及びパフォーマンス特性の「表 1 検査で考

慮する項目」を参照して各問題をレビューすること。 

 

(a) 事業者のCAPに文書化されている安全上重要な不適合事象 

(b) 検査官からの指摘や原子力規制委員会からの指示等の情報並びにニューシア（NUCIA）

情報等（原子力施設その他の施設における不適合その他の事象から得られた知見を含

む。）を収集して特定された問題 

(c) 事業者の内部監査（外部監査含む）及びマネジメントレビューのインプット、アウトプッ

ト 

(d) 組織の健全な安全文化を育成し維持するための活動や安全を向上させるような提案、忌

憚のない意見が部下からなされることを阻害するような環境が無いか等を含む安全文化

の弱点や強化すべき分野 

 

b． サンプルとして横断領域に関連する顕在化した又は今後顕在化すると想定される問題も選定し、

弱点や強化すべき分野の評価を行う。その際、安全文化に係る事象は、付属書 1「安全文化の育成

と維持に関するガイド」の安全文化 10 特性に基づき分類し、安全文化の傾向を把握する。 

c． 組織の問題や課題が経営層に把握され、その改善や解決のために必要な措置が組織運営に反映さ

れ、安全の向上に寄与していることを確認するため、施設の所長等他、管理責任者や担当者等に必

要に応じて、インタビューを行っても良い。インタビューの実施に当たっては、5.2 インタビュー

時の留意事項（参考）に留意して実施すること。 

 

なお、検査官は、上記サンプルから得られた結果から以下の項目について、分析及び評価を実施

すること。 

(a) 問題を特定、評価、是正する事業者のCAPの実効性 

(b) 事業者による運転経験情報等を活用した未然防止活動の状況 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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記） 
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(c) 完了した事業者の内部監査とマネジメントレビューの実施状況 

(d) 事業者の安全文化の育成等の活動の実効性と安全文化の弱点や強化すべき分野 

d． 年次検査において、日常観察及び本半期検査において抽出した問題点を年次検査の参考情報とし

て提供すること。 

 

5. 検査手引 

5.1 検査の視点 

本検査は、可能な限りパフォーマンスベースの手法をとり、事業者の実際の活動及びその活動結果

を記載した文書・記録を直接、監視又は確認する必要がある。検査官は、運転経験、評価及び監査を

含む事業者のCAPの成果物と結果を評価する。その際、安全上重大な問題に焦点を当て、パフォーマ

ンス劣化と判断される問題については、当該パフォーマンスに横断的に関連する原因を評価する。本

検査は、CAP及び関連する手順書の記録等の事務的な手続きよりも安全上重大な問題に焦点を当て、

事業者のPI&R活動における問題の特定や是正処置の実効性を確認する。是正処置の適切性を確認する

際には、「原因分析に関するガイド」を参照しても良い。なお、事業者のPI&R活動をレビューする場合

は、以下のガイダンスを考慮すること。 

(1) 日常観察 

日常観察では、改善が必要な問題や課題等が、決められた閾値に基づき特定され、CAP活動にイ

ンプットされて適切に処理されていることを確認する。具体的には、検査官が巡視や検査を通じて

特定した問題と事業者が特定した問題とを比較することにより、確認することができる。 

a． 検査官は、以下のような機器故障、不適切な保全作業、職員の人的過誤、不適切なリスク評価・管

理、緊急時への不適切な備え、不適切な手順書等が、確認されたパフォーマンス劣化に潜在的に関

係していたかどうかを確認すること。 

(a) 上記のような関係性を特定した場合、事業者が検査官から指摘を受ける前に当該事象を特

定しCAPへ入力していたのか、あるいは検査官から指摘を受けてからCAPに入力したのかを

検証するため、検査官はCAPに関する記録確認やCAPの会議体に参加すること。 

(b) 問題になりつつある又は問題になっている事象が他の分野にもあるかどうか以下のような

横断的視点を持って確認すること。 

① 以下のような類似の不適合が発生していなかったか。 

(ア) 同様な管理がされている機器 

(イ) 同一系統、同様な設置環境 

(ウ) 同一部署 等 

② ヒューマンエラーに関する事象 

③ 不適切な管理に関する事象 等 

(c) 原子力施設に関する事故・故障等の報告等に該当する事象があれば、その内容を確認し、

その問題が事業者のCAPに入力され、適切に処理されていることを検証する。 

(d) 調達先の不適合情報についても適切に評価して必要な対応をしていることを検証する。 

(e) 事業者が特定する不適合等について、品質管理基準規則に従って改善活動を行っているこ

とを確認する。 

(c) 完了した事業者の内部監査とマネジメントレビューの実施状況 

(d) 事業者の安全文化の育成等の活動の実効性と安全文化の弱点や強化すべき分野 

（新設） 

 

 

5. 検査手引 

5.1 検査の視点 

本検査は、可能な限りパフォーマンスベースの手法をとり、事業者の実際の活動及びその活動結果

を記載した文書・記録を直接、監視又は確認する必要がある。検査官は、運転経験、評価及び監査を

含む事業者のCAPの成果物と結果を評価する。その際、安全上重大な問題に焦点を当て、パフォーマ

ンス劣化と判断される問題については、当該パフォーマンスに横断的に関連する原因を評価する。本

検査は、CAP及び関連する手順書の記録等の事務的な手続きよりも安全上重大な問題に焦点を当て、

事業者のPI&R活動における問題の特定や是正処置の実効性を確認する。是正処置の適切性を確認す

る際には、「原因分析に関するガイド」を参照しても良い。なお、事業者のPI&R活動をレビューする

場合は、以下のガイダンスを考慮すること。 

(1) 日常観察 

日常観察では、改善が必要な問題や課題等が、決められた閾値に基づき特定され、CAP活動にイ

ンプットされて適切に処理されていることを確認する。具体的には、検査官が巡視や検査を通じて

特定した問題と事業者が特定した問題とを比較することにより、確認することができる。 

a． 検査官は、以下のような機器故障、不適切な保全作業、職員の人的過誤、不適切なリスク評価・管

理、緊急時への不適切な備え、不適切な手順書等が、確認されたパフォーマンス劣化に潜在的に関

係していたかどうかを確認すること。 

(a) 上記のような関係性を特定した場合、事業者が検査官から指摘を受ける前に当該事象を特

定しCAPへ入力していたのか、あるいは検査官から指摘を受けてからCAPに入力したのか

を検証するため、検査官はCAPに関する記録確認やCAPの会議体に参加すること。 

(b) 問題になりつつある又は問題になっている事象が他の分野にもあるかどうか以下のような

横断的視点を持って確認すること。 

① 以下のような類似の不適合が発生していなかったか。 

(ア) 同様な管理がされている機器 

(イ) 同一系統、同様な設置環境 

(ウ) 同一部署 等 

② ヒューマンエラーに関する事象 

③ 不適切な管理に関する事象 等 

(c) 原子力施設に関する事故・故障等の報告等に該当する事象があれば、その内容を確認し、

その問題が事業者のCAPに入力され、適切に処理されていることを検証する。 

(d) 調達先の不適合情報についても適切に評価して必要な対応をしていることを検証する。 

(e) 事業者が特定する不適合等について、品質管理基準規則に従って改善活動を行っているこ

とを確認する。 
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b． 検査官は、「緑」以上の可能性がある問題、状況に関して、事業者の原因分析及び是正処置が不十

分と思われる場合には注意を怠らないこと。 

事業者による原因分析及び是正処置が適切ではなかった理由を判断するため、事業者による原

因分析及び是正処置に関する状況についても確認すること。問題がある場合には、「表１ 検査で考

慮する項目」に基づき、選択したサンプルをレビューする。検査官は事業者が品質を損なうような

状況を特定、分類し、暫定又は最終的な是正処置が事業者の手順書及び規制要件に適合しているか

どうかを判断すること。 

例えば、品質を損なう状況を伴う最終的な処置によって、長期的な不適合や劣化した状況を継

続していたことが明らかになる可能性がある（例：改善を先送りするための現状維持の決定、設備

又は運転上の判定基準の不適切な改訂、設計又は運転裕度の不適切な低減、繰り返される応急的な

作業指示等）。 

c． ほとんどの基本検査ガイドには、当該検査の対象範囲においてPI&R活動の検査が含まれる。基本検

査の一部でPI&R活動の検査を行う目的は、すべての監視領域の基本検査においてPI&R活動をサン

プルすることにある。上記のように、PI&R活動の評価で最初に焦点を当てるのは、事業者が適切な

閾値で問題を特定し、それを自らのCAPに取り込んでいることを検証することである。 

ただし、検査官は、今後の検査対象となる潜在的な分野を特定するために、既に処理された是

正処置を日常観察から除外することはない。検査官は、基本検査のサンプルを選定する場合、本検

査ガイドの知見を考慮すべきであり、また、基本検査の一部としてPI&R活動のフォローアップを行

ってもよい。 

d． 火災防護等の専門的な案件は、本庁の担当部門に連絡すること。 

 

(2) 半期検査 

a． 半期検査の対象期間に、下記のような傾向に着目して、事業者の活動状況等を評価する。 

(a) 類似の機器や系統における不適合の再発 

(b) 同じ監視領域での不適合の発生状況 

(c) ヒューマンエラーの傾向 

(d) 事業者の部門毎の不適合の発生状況 

(e) 有効性レビューや是正処置が未実施の案件 

                                     等 

b． 事業者の評価結果を基本検査又は追加検査により特定した結果と比較すること。 

c． 年次検査のスケジュールが、半期レビューから６カ月以内に設定される場合、原子力規制事務所所

属の検査官は、事業者のパフォーマンス劣化に係る情報を年次検査チームの検査対象に組み入れ

ること。 

d． 事業者の安全文化に係る不適切な事象（事業者がヒューマンエラーと判断した事象を含む。）をCAP

等の情報を通じて入手した場合は、付属書１「安全文化の育成と維持に関するガイド」に基づき、

事業者の安全文化における傾向を把握する。 

 

(3) 年次検査 

a． 計画立案 

b． 検査官は、「緑」以上の可能性がある問題、状況に関して、事業者の原因分析及び是正処置が不十

分と思われる場合には注意を怠らないこと。 

事業者による原因分析及び是正処置が適切ではなかった理由を判断するため、事業者による原

因分析及び是正処置に関する状況についても確認すること。問題がある場合には、「表1 検査で考

慮する項目」に基づき、選択したサンプルをレビューする。検査官は事業者が品質を損なうような

状況を特定、分類し、暫定又は最終的な是正処置が事業者の手順書及び規制要件に適合しているか

どうかを判断すること。 

例えば、品質を損なう状況を伴う最終的な処置によって、長期的な不適合や劣化した状況を継

続していたことが明らかになる可能性がある（例：改善を先送りするための現状維持の決定、設備

又は運転上の判定基準の不適切な改訂、設計又は運転裕度の不適切な低減、繰り返される応急的な

作業指示等）。 

c． ほとんどの基本検査ガイドには、当該検査の対象範囲においてPI&R活動の検査が含まれる。基本

検査の一部でPI&R活動の検査を行う目的は、すべての監視領域の基本検査においてPI&R活動を

サンプルすることにある。上記のように、PI&R活動の評価で最初に焦点を当てるのは、事業者が

適切な閾値で問題を特定し、それを自らのCAPに取り込んでいることを検証することである。 

ただし、検査官は、今後の検査対象となる潜在的な分野を特定するために、既に処理された是

正処置を日常観察から除外することはない。検査官は、基本検査のサンプルを選定する場合、本検

査ガイドの知見を考慮すべきであり、また、基本検査の一部としてPI&R活動のフォローアップを

行ってもよい。 

d． 火災防護等の専門的な案件は、本庁の担当部門に連絡すること。 

 

(2) 半期検査 

a． 半期検査の対象期間に、下記のような傾向に着目して、事業者の活動状況等を評価する。 

(a) 類似の機器や系統における不適合の再発 

(b) 同じ監視領域での不適合の発生状況 

(c) ヒューマンエラーの傾向 

(d) 事業者の部門毎の不適合の発生状況 

(e) 有効性レビューや是正処置が未実施の案件 

                                     等 

b． 事業者の評価結果を基本検査又は追加検査により特定した結果と比較すること。 

c． 年次検査のスケジュールが、半期レビューから6カ月以内に設定される場合、原子力規制事務所所

属の検査官は、事業者のパフォーマンス劣化に係る情報を年次検査チームの検査対象に組み入れ

ること。 

d． 事業者の安全文化に係る不適切な事象（事業者がヒューマンエラーと判断した事象を含む。）を

CAP等の情報を通じて入手した場合は、付属書１「安全文化の育成と維持に関するガイド」に基づ

き、事業者の安全文化における傾向を把握する。 

 

(3) 年次検査 

a． 計画立案 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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検査官は、計画を立案するにあたって、PI&R活動を管理する事業者の手順書等を確認する必要が

ある。これらの文書は、効果的かつ効率的な検査を行うため、レビューのみを行い、必要に応じて、

事業者のプログラムやプロセスについて十分な情報を提供してもらう必要がある。 

これに加え、前年の年次検査以降に発行された CAP 関連文書の一覧（例：作業依頼票、不適合管

理、是正処置及び未然防止処置報告書等）、事業者の活動に関連するマネジメントレビューインプ

ット・アウトプット等の自己評価資料（内部監査資料を含む）、パフォーマンスの指標及び事業者

の安全文化の育成等の活動の報告等も確認すること。 

b． 検査対象の選定 

上記により立案した検査計画に基づき、検査官は、事業者のPI&R活動から検査対象を抽出する

こと。年次検査のチームリーダーは、日常観察及び半期検査から得られた情報も考慮しながら問題

を選定し、事業者のPI&R活動の実効性を確認すること。また、事業者のCAPの中で文書化されてい

る外部組織によるピアレビュー等の指摘事項、推奨事項、是正処置及び運転経験を参照することも

できる。 

(a) 検査対象には、5.3「年次検査のサンプル選定に関するガイド」の必須項目（※の項目）

に加え、事業者のパフォーマンスに応じて、同ガイドから広範囲な問題を含めることができ

る。例えば、検査対象として、配管の腐食、安全関連海水系の劣化、ホウ酸の蓄積、電子機

器の経年劣化、設置環境等、その重要度が経年に依存する恐れがある問題を含めることがで

きる。この検査では、５年間を対象としてチームが指定した項目について事業者に対し、CAP

情報等の検索（コンピューター又はその他の手段により）を要求することができる。 

(b) 検査期間中に事業者が安全文化に関する定期的な自己評価を実施している場合、その他

の安全文化の弱点や強化すべき分野に関する自己評価とともに検査対象に含めなければな

らない。事業者が安全文化の育成等の活動に関する複数の自己評価（以下、「安全文化評価」

という。）を実施している場合、これらの複合的な評価を１つの検査対象とみなすことがで

きる。検査官は、安全文化の評価により特定された問題に対する事業者の評価と措置の適切

性を確認すること。 

(c) 事業者の活動状況を品質管理基準規則及び付属書１「安全文化の育成と維持に関するガ

イド」に基づき評価するが、必ずしもすべての措置についてこれらに基づいて評価する必要

はなく、品質に影響を及ぼさない問題については、従業員の気付き事項プログラムのような

その他の手段を通じて解決することがより適切という可能性がある。検査官は、評価方法や

評価の適切性ではなく、評価結果に対する事業者の対応又は是正処置に主眼を置くこと。ま

た、事業者が独立した外部組織による安全文化の評価を実施するように原子力規制委員会か

ら要求された場合、検査官は事業者が行った当該評価についても確認すること。 

(d) 検査官は、リスクの観点から１つ以上の重要な系統をサンプルとして選定してもよい。例

えば、「BO1020 設備の系統構成ガイド」の「包括的系統構成確認」に従って選択した系統

の現場確認により、事業者のPI&R活動のあらゆる側面（問題の特定、優先順位付け、評価及

び是正）の実施が十分であるかについて知見を得ることができる。ただし、検査対象の選定

にこの方法が用いられる場合、重大事故等の監視領域及び放射線安全の監視領域における基

本検査への適用を確実にするため、追加的な確認が必要となる場合がある。核燃料施設等に

ついては、「運転管理検査ガイド」等を参考にすること。 

c． PI&R活動に対する洞察の深掘 

検査官は、計画を立案するにあたって、PI&R活動を管理する事業者の手順書等を確認する必要

がある。これらの文書は、効果的かつ効率的な検査を行うため、レビューのみを行い、必要に応じ

て、事業者のプログラムやプロセスについて十分な情報を提供してもらう必要がある。 

これに加え、前年の年次検査以降に発行された CAP 関連文書の一覧（例：作業依頼票、不適合

管理、是正処置及び未然防止処置報告書等）、事業者の活動に関連するマネジメントレビューイン

プット・アウトプット等の自己評価資料（内部監査資料を含む）、パフォーマンスの指標及び事業

者の安全文化の育成等の活動の報告等も確認すること。 

b． 検査対象の選定 

上記により立案した検査計画に基づき、検査官は、事業者のPI&R活動から検査対象を抽出する

こと。年次検査のチームリーダーは、日常観察及び半期検査から得られた情報も考慮しながら問題

を選定し、事業者のPI&R活動の実効性を確認すること。また、事業者のCAPの中で文書化されて

いる外部組織によるピアレビュー等の指摘事項、推奨事項、是正処置及び運転経験を参照すること

もできる。 

(a) 検査対象には、5.3「年次検査のサンプル選定に関するガイド」の必須項目（※の項目）

に加え、事業者のパフォーマンスに応じて、同ガイドから広範囲な問題を含めることができ

る。例えば、検査対象として、配管の腐食、安全関連海水系の劣化、ホウ酸の蓄積、電子機

器の経年劣化、設置環境等、その重要度が経年に依存する恐れがある問題を含めることがで

きる。この検査では、5年間を対象としてチームが指定した項目について事業者に対し、CAP

情報等の検索（コンピューター又はその他の手段により）を要求することができる。 

(b) 検査期間中に事業者が安全文化に関する定期的な自己評価を実施している場合、その他

の安全文化の弱点や強化すべき分野に関する自己評価とともに検査対象に含めなければな

らない。事業者が安全文化の育成等の活動に関する複数の自己評価（以下、「安全文化評価」

という。）を実施している場合、これらの複合的な評価を1つの検査対象とみなすことができ

る。検査官は、安全文化の評価により特定された問題に対する事業者の評価と措置の適切性

を確認すること。 

(c) 事業者の活動状況を品質管理基準規則及び付属書１「安全文化の育成と維持に関するガ

イド」に基づき評価するが、必ずしもすべての措置についてこれらに基づいて評価する必要

はなく、品質に影響を及ぼさない問題については、従業員の気付き事項プログラムのような

その他の手段を通じて解決することがより適切という可能性がある。検査官は、評価方法や

評価の適切性ではなく、評価結果に対する事業者の対応又は是正処置に主眼を置くこと。ま

た、事業者が独立した外部組織による安全文化の評価を実施するように原子力規制委員会か

ら要求された場合、検査官は事業者が行った当該評価についても確認すること。 

(d) 検査官は、リスクの観点から1つ以上の重要な系統をサンプルとして選定してもよい。例

えば、「BO1020 設備の系統構成ガイド」の「包括的系統構成確認」に従って選択した系統

の現場確認により、事業者のPI&R活動のあらゆる側面（問題の特定、優先順位付け、評価

及び是正）の実施が十分であるかについて知見を得ることができる。ただし、検査対象の選

定にこの方法が用いられる場合、重大事故等の監視領域及び放射線安全の監視領域における

基本検査への適用を確実にするため、追加的な確認が必要となる場合がある。核燃料施設等

については、「運転管理検査ガイド」等を参考にすること。 

c． PI&R活動に対する洞察の深掘 

記載の適正化（誤

記） 
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検査チームは、十分な範囲の分野から十分な数のサンプルを評価することにより、事業者のCAP、

運転経験及び自己評価・内部監査の結果（外部監査が有れば含む。）を用いた事業者による問題の

特定、評価及び解決に対する能力について考察を行うこと。検査官は、これらの結果をPI&R活動の

事業者評価と比較することにより、事業者の評価がPI&R活動に関する検査官の評価と整合してい

るかを判断する。 

本検査により、事業者のCAP、運転経験及び自己評価・内部監査における事業者のパフォーマン

スを確認し、パフォーマンス劣化の有無を確認する。パフォーマンス劣化が確認された場合には、

その劣化の程度について評価を行う。 

 

 5.2 インタビュー時の留意事項（参考） 

a． 職員等への聴取 

検査期間中に事業者の職員及び協力企業の従業員に聴取を行う場合、検査官は、懸念事項の提起

や問題の報告に消極的になる課題や状況が無いか注目する必要がある。事業者の職員及び協力企業

の従業員への聴取により、プラントの運転や安全に影響を及ぼすおそれのある安全文化の実情を把

握することができる。その際、事業者の職員からの安全文化に関する聴取の結果と、事業者の安全

文化の評価結果との類似点及び相違点に注目すること。 

インタビューは、検査手法の一つの手段であり、現場巡視や記録確認等を補完するものと位置付

けられ、記録により確認できないものを対象としている。つまり、インタビューでの個々の回答及

び回答をとりまとめた結果は、それのみで検査結果として取り扱わないが、インタビューで見つけ

た弱点等は、検査中に確認するか、確認できない場合には、その後の検査で確認すること。 

また、インタビューでの個々の回答は、対象者が社内で不利益を受けるおそれがあるため、取扱

いには注意する必要がある（b. NRCの取り組み等参照）。 

 

b． NRCの取り組み等 

(a) NRCは、インタビュー対象者のリスト情報を事業者側の管理職のみが知ることができるよ

うに限定した上で、インタビューを受けるスタッフの上司に対して、インタビューの事前

準備やインタビュー結果の報告を求めないことを要請。 

(b) インタビューの回答を理由に上司や管理職が当該スタッフに不利益な扱いをした場合、

Allegation（NRCへの内部告発制度）による申告が可能な旨をインタビュー時に伝え、当

該対象者から申告を受ければ、NRCが事実関係を調査。 

(c) 日本の場合、上記 Allegationに該当する「原子力施設安全情報に係る申告制度」（原子力

規制委員会ホームページの上段「手続き・申請」中、「申告制度」を参照）があり、申告

があった場合、これに基づき適切に対応する。 

 

5.3 年次検査のサンプル選定に関するガイド 

(1) 検査官は、年次検査の対象を選定する場合、実用炉の場合は、６つの監視領域（小分類：発生防

止、拡大防止・影響緩和、閉じ込めの維持、重大事故等対処及び大規模損壊対処、公衆に対する

放射線安全、従業員に対する放射線安全）から、核燃料施設等については施設に応じた監視領域

から幅広く選定すること。検査官は当該施設の問題、課題等の弱点、PI&R活動及び過去に検査し

た分野に精通している原子力規制事務所所属の検査官又は本庁の検査官との協議から、適切なサ

ンプルを決定するための知見を入手すること。 

検査チームは、十分な範囲の分野から十分な数のサンプルを評価することにより、事業者のCAP、

運転経験及び自己評価・内部監査の結果（外部監査が有れば含む。）を用いた事業者による問題の

特定、評価及び解決に対する能力について考察を行うこと。検査官は、これらの結果をPI&R活動

の事業者評価と比較することにより、事業者の評価がPI&R活動に関する検査官の評価と整合して

いるかを判断する。 

本検査により、事業者のCAP、運転経験及び自己評価・内部監査における事業者のパフォーマ

ンスを確認し、パフォーマンス劣化の有無を確認する。パフォーマンス劣化が確認された場合に

は、その劣化の程度について評価を行う。 

 

 5.2 インタビュー時の留意事項（参考） 

a． 職員等への聴取 

検査期間中に事業者の職員及び協力企業の従業員に聴取を行う場合、検査官は、懸念事項の提起

や問題の報告に消極的になる課題や状況が無いか注目する必要がある。事業者の職員及び協力企業

の従業員への聴取により、プラントの運転や安全に影響を及ぼすおそれのある安全文化の実情を把

握することができる。その際、事業者の職員からの安全文化に関する聴取の結果と、事業者の安全

文化の評価結果との類似点及び相違点に注目すること。 

インタビューは、検査手法の一つの手段であり、現場巡視や記録確認等を補完するものと位置付

けられ、記録により確認できないものを対象としている。つまり、インタビューでの個々の回答及

び回答をとりまとめた結果は、それのみで検査結果として取り扱わないが、インタビューで見つけ

た弱点等は、検査中に確認するか、確認できない場合には、その後の検査で確認すること。 

また、インタビューでの個々の回答は、対象者が社内で不利益を受けるおそれがあるため、取扱

いには注意する必要がある（b. NRC の取り組み等参照）。 

 

b． NRC の取り組み等 

(a) NRC は、インタビュー対象者のリスト情報を事業者側の管理職のみが知ることができる

ように限定した上で、インタビューを受けるスタッフの上司に対して、インタビューの事

前準備やインタビュー結果の報告を求めないことを要請。 

(b) インタビューの回答を理由に上司や管理職が当該スタッフに不利益な扱いをした場合、

Allegation（NRC への内部告発制度）による申告が可能な旨をインタビュー時に伝え、

当該対象者から申告を受ければ、NRC が事実関係を調査。 

(c) 日本の場合、上記 Allegation に該当する「原子力施設安全情報に係る申告制度」（原子力

規制委員会ホームページの上段「手続き・申請」中、「申告制度」を参照）があり、申告

があった場合、これに基づき適切に対応する。 

 

5.3 年次検査のサンプル選定に関するガイド 

(1) 検査官は、年次検査の対象を選定する場合、実用炉の場合は、６つの監視領域（小分類：発生防

止、拡大防止・影響緩和、閉じ込めの維持、重大事故等対処及び大規模損壊対処、公衆に対する

放射線安全、従業員に対する放射線安全）から、核燃料施設等については施設に応じた監視領域

から幅広く選定すること。検査官は当該施設の問題、課題等の弱点、PI&R 活動及び過去に検査

した分野に精通している原子力規制事務所所属の検査官又は本庁の検査官との協議から、適切な

サンプルを決定するための知見を入手すること。 

記） 
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また、年次検査のためのサンプル選定に当たっては、保全プログラムの二次文書や保全計画等

の保全情報、事業者の最新リスク分析の結果又は評価、運転部門の保修依頼票やサーベランス試

験結果等のプラント情報についても参考にすること。 

(2) 年次検査のサンプル選定に当たっては、以下の※が付いた項目を必須項目とし、それ以外の項目

は、事業者のパフォーマンスに応じて追加することができる。 

【必須項目】 

a． ※事業者が特定した問題（内部監査又は自己評価により特定された問題及び事業者の不適合等

の報告書を含む）。 

事業者の不適合等に関する CAP情報のレビューは、原子力規制事務所所属の検査官から提供さ

れた日常観察及び半期検査での問題点に着目するなど、検査期間中の検査リソースを効果的に

利用し、品質を大きく損なう事象に対する是正処置を優先的に検査対象とすること。事業者の

是正処置（根本的な原因分析（Root Cause Analysis）を含む。以下「RCA」という。）につい

て評価する際は、「原因分析に関するガイド」を参照して評価してもよい。 

b． ※品質管理基準規則第18条～第20条（マネジメントレビュー関連）に関する自己評価の結果 

事業者の自己評価の結果が、本検査で収集されたデータと一貫性があるかどうか、自己評価が

問題を効果的に特定しているかどうかを判断すること。検査対象の評価の結果と過去に行われた

評価の結果との間に存在する差異が合理的なものであることを検証すること。PI&R活動により特

定した問題の解決にあたって、適時、適切に是正処置が実施されているかどうかを判断するため、

事業者の自己評価をレビューすること。 

c． ※内部監査 

内部監査部門は、社長の代理として組織の監査を行う使命があり、社長の意向に沿って組織

の問題、課題を特定し、組織の改善を促す重要な部門である。このことから、内部監査をレビ

ューする場合、検査官は、その監査がQMSの分野における問題を適切に特定しているかどうかを

判断するため、事業者のQMS及び監査計画書、監査報告書を理解する必要がある。 

監査の結果と検査官の結論の間に矛盾点を見出した場合、当該分野について複数サイクルの

監査をレビューし、品質管理基準規則第46条（内部監査）の要求事項に対して、十分な深みと

範囲をもった適切な監査となっているかどうかを判断する必要がある。品質管理基準規則第46

条（内部監査）に基づき定期的に実施される内部監査の結果は、「被監査部門の活動がQMSや業

務プロセスに適合し、QMSの実効性を維持しており、QMSの改善や被監査部門の業務プロセスの

改善の機会となり組織の改善に役立っている」ものであることが求められる。検査官は、特定

された矛盾点を評価し、内部監査が事業者の問題や課題を適切に特定し、組織の改善に役立っ

ているかどうかを判断する必要がある。 

d． ※健全な安全文化の育成と維持に関する活動の分析・評価 

品質管理基準規則第4条第5項に基づき事業者が実施している安全文化の育成と維持活動の実

施状況を確認し、経営責任者は、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して制定する方針に基

づき活動計画が策定され、その計画に基づく活動が計画通りに行われ、計画に沿った効果が維持

さていることを確認する。 

また、付属書１「安全文化の育成と維持に関するガイド」に基づき、CAP等から得られる安全

文化に関する問題に対し、事業者が適切に改善していること、安全文化に対する自己評価（内部

また、年次検査のためのサンプル選定に当たっては、保全プログラムの二次文書や保全計画等

の保全情報、事業者の最新リスク分析の結果又は評価、運転部門の保修依頼票やサーベランス試

験結果等のプラント情報についても参考にすること。 

(2) 年次検査のサンプル選定に当たっては、以下の※が付いた項目を必須項目とし、それ以外の項目

は、事業者のパフォーマンスに応じて追加することができる。 

【必須項目】 

a． ※事業者が特定した問題（内部監査又は自己評価により特定された問題及び事業者の不適合等

の報告書を含む）。 

事業者の不適合等に関する CAP 情報のレビューは、原子力規制事務所所属の検査官から提供

された日常観察及び半期検査での問題点に着目するなど、検査期間中の検査リソースを効果的

に利用し、品質を大きく損なう事象に対する是正処置を優先的に検査対象とすること。事業者

の是正処置（根本的な原因分析（Root Cause Analysis）を含む。以下「RCA」という。）に

ついて評価する際は、「原因分析に関するガイド」を参照して評価してもよい。 

b． ※品質管理基準規則第18条～第20条（マネジメントレビュー関連）に関する自己評価の結果 

事業者の自己評価の結果が、本検査で収集されたデータと一貫性があるかどうか、自己評価が

問題を効果的に特定しているかどうかを判断すること。検査対象の評価の結果と過去に行われた

評価の結果との間に存在する差異が合理的なものであることを検証すること。PI&R活動により

特定した問題の解決にあたって、適時、適切に是正処置が実施されているかどうかを判断するた

め、事業者の自己評価をレビューすること。 

c． ※内部監査 

内部監査部門は、社長の代理として組織の監査を行う使命があり、社長の意向に沿って組織

の問題、課題を特定し、組織の改善を促す重要な部門である。このことから、内部監査をレビ

ューする場合、検査官は、その監査がQMSの分野における問題を適切に特定しているかどうか

を判断するため、事業者のQMS及び監査計画書、監査報告書を理解する必要がある。 

監査の結果と検査官の結論の間に矛盾点を見出した場合、当該分野について複数サイクルの

監査をレビューし、品質管理基準規則第46条（内部監査）の要求事項に対して、十分な深みと

範囲をもった適切な監査となっているかどうかを判断する必要がある。品質管理基準規則第46

条（内部監査）に基づき定期的に実施される内部監査の結果は、「被監査部門の活動がQMSや

業務プロセスに適合し、QMSの実効性を維持しており、QMSの改善や被監査部門の業務プロセ

スの改善の機会となり組織の改善に役立っている」ものであることが求められる。検査官は、

特定された矛盾点を評価し、内部監査が事業者の問題や課題を適切に特定し、組織の改善に役

立っているかどうかを判断する必要がある。 

d． ※健全な安全文化の育成と維持に関する活動の分析・評価 

品質管理基準規則第4条第5項に基づき事業者が実施している安全文化の育成と維持活動の実

施状況を確認し、経営責任者は、組織全体の安全文化のあるべき姿を目指して制定する方針に基

づき活動計画が策定され、その計画に基づく活動が計画通りに行われ、計画に沿った効果が維持

さていることを確認する。 

また、付属書１「安全文化の育成と維持に関するガイド」に基づき、CAP等から得られる安全

文化に関する問題に対し、事業者が適切に改善していること、安全文化に対する自己評価（内部
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監査含む）について確認する。 

e． ※基本検査、追加検査等で検査官が特定した問題 

他の基本検査や追加検査等で問題を特定され、これまで確認していない緑を超える指摘事項に

ついては、すべての是正処置を確認しなければならない。その際、是正処置が直接要因及び根本

的な原因に対処しており、再発を防止するに十分であることを確認すること。 

また、他の基本検査や追加検査等で問題を特定され、NCV（Non- Cited Violation：規制対応

が不要な違反）が１つでも特定された場合、それらの監視領域（小分類）におけるNCVに対する事

業者の対応についても確認すること。 

f． ※未然防止処置の対応 

事業者が原子力規制委員会からの指摘や指示等の情報及び他の原子力施設（海外情報を含む。）

から得られた知見並びにニューシア（NUCIA）情報等（原子力施設その他の施設における不適合そ

の他の事象から得られた知見を含む。）を収集し、自らの組織で起こり得る問題の程度に照らして

適切な未然防止処置を行っていることを確認すること。 

   

  【事業者のパフォーマンスに応じた追加項目】 

g． 事業者の本社組織の活動で把握された問題 

当該施設のCAP情報とは別に、事業者の本社等における問題、運転経験の情報、内部監査及び

マネジメントレビューなどにおいて、事業者が問題を特定し改善すべきと判断した場合、それら

の情報及びその改善状況を確認する必要がある。確認の結果、本社部門で改善すべき問題であっ

た場合には、当該問題に対する本社の対応を確認すること。 

h． 保全の有効性評価に係る原因分析と是正処置の確認 

保全データ（点検手入れ前データ、状態監視データ、系統及び機器運転データ）を確認し、事

業者の保全の有効性評価に係る是正処置及び未然防止処置がSSCの劣化傾向を特定し、是正できて

いたかを判断すること。 

i． 事業所内会議体（保安委員会、保安運営委員会等）又はその他の管理監視プロセスによって特

定された横断的領域の問題及びその他の問題 

j． 検査以外の方法により特定された問題（申告制度等） 

申告された問題は、原子力規制委員会が定めるところにより適切に対応すること。 

k． 運転員のパフォーマンスに影響をもたらす問題（以下を含むが、これらに限定されない） 

運転員が職務を遂行するのに悪影響を与える問題、中央制御室の劣化、運転員の負担と課題、

夜間勤務命令・服務規程、中央制御室及び機器の運転記録並びに長期的な問題に対処する作業要

求・作業命令等について必要に応じて確認する必要がある。 

また、検査官は、緊急かつ最終的にオペラビリティ評価※２（安全上重要なプラント系統、構造

物及び機器が、必要な時に設計上の機能要求を満足して動作することが可能である状態か否かに

ついての評価）に到った故障したSSCの是正処置についても確認すること。 

※２ オペラビリティ評価は実用炉のみ。 

l． 経年劣化に関する課題の確認 

経年化に関連すると思われる劣化又は故障を検査する場合、検査官は、他の検査活動に加えて、

そのSSCが高経年化対策に基づく計画によって管理されているかどうかを判断すること。また、保

監査含む）について確認する。 

e． ※基本検査、追加検査等で検査官が特定した問題 

他の基本検査や追加検査等で問題を特定され、これまで確認していない緑を超える指摘事項に

ついては、すべての是正処置を確認しなければならない。その際、是正処置が直接要因及び根本

的な原因に対処しており、再発を防止するに十分であることを確認すること。 

また、他の基本検査や追加検査等で問題を特定され、NCV（Non- Cited Violation：規制対応

が不要な違反）が１つでも特定された場合、それらの監視領域（小分類）におけるNCVに対する

事業者の対応についても確認すること。 

f． ※未然防止処置の対応 

事業者が原子力規制委員会からの指摘や指示等の情報及び他の原子力施設（海外情報を含む。）

から得られた知見並びにニューシア（NUCIA）情報等（原子力施設その他の施設における不適合

その他の事象から得られた知見を含む。）を収集し、自らの組織で起こり得る問題の程度に照らし

て適切な未然防止処置を行っていることを確認すること。 

   

  【事業者のパフォーマンスに応じた追加項目】 

g． 事業者の本社組織の活動で把握された問題 

当該施設のCAP情報とは別に、事業者の本社等における問題、運転経験の情報、内部監査及び

マネジメントレビューなどにおいて、事業者が問題を特定し改善すべきと判断した場合、それら

の情報及びその改善状況を確認する必要がある。確認の結果、本社部門で改善すべき問題であっ

た場合には、当該問題に対する本社の対応を確認すること。 

h． 保全の有効性評価に係る原因分析と是正処置の確認 

保全データ（点検手入れ前データ、状態監視データ、系統及び機器運転データ）を確認し、事

業者の保全の有効性評価に係る是正処置及び未然防止処置がSSCの劣化傾向を特定し、是正でき

ていたかを判断すること。 

i． 事業所内会議体（保安委員会、保安運営委員会等）又はその他の管理監視プロセスによって特

定された横断的領域の問題及びその他の問題 

j． 検査以外の方法により特定された問題（申告制度等） 

申告された問題は、原子力規制委員会が定めるところにより適切に対応すること。 

k． 運転員のパフォーマンスに影響をもたらす問題（以下を含むが、これらに限定されない） 

運転員が職務を遂行するのに悪影響を与える問題、中央制御室の劣化、運転員の負担と課題、

夜間勤務命令・服務規程、中央制御室及び機器の運転記録並びに長期的な問題に対処する作業要

求・作業命令等について必要に応じて確認する必要がある。 

また、検査官は、緊急かつ最終的にオペラビリティ評価*3（安全上重要なプラント系統、構造

物及び機器が、必要な時に設計上の機能要求を満足して動作することが可能である状態か否かに

ついての評価）に到った故障したSSCの是正処置についても確認すること。 

*3･･･オペラビリティ評価は実用炉のみ。 

l． 経年劣化に関する課題の確認 

経年化に関連すると思われる劣化又は故障を検査する場合、検査官は、他の検査活動に加えて、

そのSSCが高経年化対策に基づく計画によって管理されているかどうかを判断すること。また、
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全する必要があると評価された場合、高経年化対策に基づく計画は経年劣化の影響を特定するに

十分かどうか、事業者の是正処置は高経年化対策に基づく計画に対して十分かどうかを判断する

こと。 

m． 調達管理における課題の確認 

CAP等において、検査官が調達管理において懸念する事項を確認した場合は、事業者の調達管

理活動における課題を確認すること。 

 

5.4  検査で考慮する項目及びパフォーマンス特性 

検査官は、事業者の是正処置の実効性を評価する場合、問題の性質及び潜在的な重要度を考慮し

なければならない。重要度を判断する場合、事業者は金銭面、プラントの稼働率及びその他の要因

を考慮するかもしれないが、検査官は、原子力の安全とリスクに及ぼす潜在的影響を事業者の是正

処置の分類と優先順位付けにおける最も重要な要素とすべきである。選択した問題の日常観察、半

期検査及び年次検査期間中に考慮する項目を「表１ 検査で考慮する項目」に示す。 

検査官は、日常観察、半期検査期間中にフォローアップのために抽出した問題毎又は年次検査中

に確認した問題毎にそれぞれの特性を評価する必要はなく、必要に応じて、最も効果的となるよう

に事業者のパフォーマンスを評価すればよい。 

 

 

表１ 検査で考慮する項目 

検査で考慮する項目 日常 半期 年次 

＜CAPインプット＞ 

事業者において特定された問題や課題等が不足なく適切に、か

つ、タイムリーにインプットされていること。 

○ ○ ○ 

＜オペラビリティ※の判断及び事故・故障報告＞ 

オペラビリティの判断及び事故・故障等の報告に関する問題が

評価され、タイムリーに処理されていること。 

※ オペラビリティ：安全上重要なプラント系統、構造物及び機器

が必要な時に設計上の機能要求を満足して動作することが可能

である状態であること。 

○ ○ ○ 

＜水平展開としての是正処置＞ 

自らの組織で発生した不適合等の課題を分析し、共通要因及び

データ分析から類似事象の発生を防止する処置がとられているこ

と。 

○ ○ ○ 

＜重要度分類＞ 

安全重要度に見合った問題解決の分類と優先順位付けがなされ

ていること。 

○ ○ ○ 

＜適切な是正処置の確認＞ 

発見された不適合の再発及び類似事象の発生を防止するため、

原子力の安全に与える重要度の高いものに焦点を当て、適切な是

正処置を明確にして処置されていること。また、これらの是正処

置は、類似事象も含めて再発を防止するものであること。 

△ △ ○ 

保全する必要があると評価された場合、高経年化対策に基づく計画は経年劣化の影響を特定する

に十分かどうか、事業者の是正処置は高経年化対策に基づく計画に対して十分かどうかを判断す

ること。 

m． 調達管理における課題の確認 

CAP等において、検査官が調達管理において懸念する事項を確認した場合は、事業者の調達管

理活動における課題を確認すること。 

 

5.4  検査で考慮する項目及びパフォーマンス特性 

検査官は、事業者の是正処置の実効性を評価する場合、問題の性質及び潜在的な重要度を考慮し

なければならない。重要度を判断する場合、事業者は金銭面、プラントの稼働率及びその他の要因

を考慮するかもしれないが、検査官は、原子力の安全とリスクに及ぼす潜在的影響を事業者の是正

処置の分類と優先順位付けにおける最も重要な要素とすべきである。選択した問題の日常観察、半

期検査及び年次検査期間中に考慮する項目を「表1 検査で考慮する項目」に示す。 

検査官は、日常観察、半期検査期間中にフォローアップのために抽出した問題毎又は年次検査中

に確認した問題毎にそれぞれの特性を評価する必要はなく、必要に応じて、最も効果的となるよう

に事業者のパフォーマンスを評価すればよい。 

 

 

表1 検査で考慮する項目 

検査で考慮する項目 日常 半期 年次 

＜CAPインプット＞ 

事業者において特定された問題や課題等が不足なく適切に、か

つ、タイムリーにインプットされていること。 

○ ○ ○ 

＜オペラビリティ*の判断及び事故・故障報告＞ 

オペラビリティの判断及び事故・故障等の報告に関する問題が

評価され、タイムリーに処理されていること。 

*オペラビリティ：安全上重要なプラント系統、構造物及び機器が

必要な時に設計上の機能要求を満足して動作することが可能で

ある状態であること。 

○ ○ ○ 

＜水平展開としての是正処置＞ 

自らの組織で発生した不適合等の課題を分析し、共通要因及び

データ分析から類似事象の発生を防止する処置がとられているこ

と。 

○ ○ ○ 

＜重要度分類＞ 

安全重要度に見合った問題解決の分類と優先順位付けがなされ

ていること。 

○ ○ ○ 

＜適切な是正処置の確認＞ 

発見された不適合の再発及び類似事象の発生を防止するため、

原子力の安全に与える重要度の高いものに焦点を当て、適切な是

正処置を明確にして処置されていること。また、これらの是正処

置は、類似事象も含めて再発を防止するものであること。 

△ △ ○ 
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＜根本的な原因分析（RCA ：Root Cause Analysis）＞ 

根本的な原因が何であったのかが特定され、品質を大きく損な

う事象に対する是正処置が文書化され、適切なマネージメントレ

ベルまで報告がなされ、改善活動が行われていること。 

△ △ ○ 

＜暫定的な是正処置や補完的な処置＞ 

恒久的な是正処置の実施に時間を要する場合、是正処置の期限

の延長に問題がないことの確認を含め、当該措置が行われるまで

の間、暫定的な是正処置や補完的な処置（例えば、火災報知器が

故障した場合、見回りの頻度を増やす等）が、問題の最小化及び

その影響の緩和のために特定され、実施されていること。 

△ △ ○ 

＜トレンド評価・分析＞ 

潜在的に原子力の安全に影響を及ぼす可能性のあるパフォーマ

ンス（人的な安全文化の弱点や強化すべき分野又は機器の劣化兆

候等）に係る負のトレンドが特定されていること。 

 ○ ○ 

＜未然防止処置＞ 

自らの組織のCAP情報とは別に、国内外の他施設で発生した問題

や運転経験の情報等が伝達され、当該問題に対して適切な対応が

とられていること。 

○ ○ ○ 

＜マネジメントレビュー及び内部監査等の自己評価結果＞ 

マネジメントレビュー及び内部監査（外部監査含む）等が問題

の特定に際し、自己評価の観点から有効なものであること。            

また、その問題に対して重要度に見合った評価及び処置がなされ

ていること。 

  ○ 

＜検査官の指摘事項への対応＞ 

検査官が指摘した事項に対して、指摘される前に当該問題を特

定できた機会を見逃していなかったか、問題の解決に向けた試み

が十分であったかについて評価されていること。 

  ○ 

日常－日常観察 

半期－半期検査（半年毎の傾向分析） 

年次－年次検査（毎年の選定した問題に関する分析及び評価） 

〇－各検査において考慮する項目 

△－年次検査でのフォローアップが可能な項目 

 

6．四半期報告書への反映 

本検査では、日常観察、半期検査及び年次検査における観察事項とその評価を四半期報告書に記載

することとし、他の基本検査結果の記載とは異なる。 

 

(1) 日常観察  

プラント状態の巡視に加え、本検査ガイド 4.1(1)及び 5.1(1)に基づき実施された日常観察によ

り指摘事項が確認された場合、その対象となる分野の検査ガイドに従い検査を行い、その検査結果

を記載すること。 

＜根本的な原因分析（RCA ：Root Cause Analysis）＞ 

根本的な原因が何であったのかが特定され、品質を大きく損な

う事象に対する是正処置が文書化され、適切なマネージメントレ

ベルまで報告がなされ、改善活動が行われていること。 

△ △ ○ 

＜暫定的な是正処置や補完的な処置＞ 

恒久的な是正処置の実施に時間を要する場合、是正処置の期限

の延長に問題がないことの確認を含め、当該措置が行われるまで

の間、暫定的な是正処置や補完的な処置（例えば、火災報知器が

故障した場合、見回りの頻度を増やす等）が、問題の最小化及び

その影響の緩和のために特定され、実施されていること。 

△ △ ○ 

＜トレンド評価・分析＞ 

潜在的に原子力の安全に影響を及ぼす可能性のあるパフォーマ

ンス（人的な安全文化の弱点や強化すべき分野又は機器の劣化兆

候等）に係る負のトレンドが特定されていること。 

 ○ ○ 

＜未然防止処置＞ 

自らの組織のCAP情報とは別に、国内外の他施設で発生した問

題や運転経験の情報等が伝達され、当該問題に対して適切な対応

がとられていること。 

○ ○ ○ 

＜マネジメントレビュー及び内部監査等の自己評価結果＞ 

マネジメントレビュー及び内部監査（外部監査含む）等が問題

の特定に際し、自己評価の観点から有効なものであること。            

また、その問題に対して重要度に見合った評価及び処置がなされ

ていること。 

  ○ 

＜検査官の指摘事項への対応＞ 

検査官が指摘した事項に対して、指摘される前に当該問題を特

定できた機会を見逃していなかったか、問題の解決に向けた試み

が十分であったかについて評価されていること。 

  ○ 

日常－日常観察 

半期－半期検査（半年毎の傾向分析） 

年次－年次検査（毎年の選定した問題に関する分析及び評価） 

〇－各検査において考慮する項目 

△－年次検査でのフォローアップが可能な項目 

 

6．四半期報告書への反映 

本検査では、日常観察、半期検査及び年次検査における観察事項とその評価を四半期報告書に記載

することとし、他の基本検査結果の記載とは異なる。 

 

(1) 日常観察  

プラント状態の巡視に加え、本検査ガイド 4.1(1)及び 5.1(1)に基づき実施された日常観察によ

り指摘事項が確認された場合、その対象となる分野の検査ガイドに従い検査を行い、その検査結果

を記載すること。 
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ただし、確認された指摘事項に応じた適切な検査ガイドが無い場合には、本検査ガイドを用い

て四半期の検査報告書に記載すること。 

(2) 半期検査  

検査官が抽出・評価した事項が、5.4「表１ 検査で考慮する項目」に記載する安全性に有意な

影響を与える可能性がある場合、検査を行い、その結果を半期に 1回、該当する四半期の検査報告

書に記載すること。 

 

(3) 年次検査 

PI&R活動の実効性の評価は、年次チーム検査期間中のみ行う。この評価では、原子炉等規制法

の目的に影響を及ぼすおそれのある問題を効果的に検知し、事象の発生を未然に防止できること、

不適合を除去した後に是正を施して、当該不適合の再発を防止できることなどの組織の改善に必要

な遂行能力の状況について検査で確認したことを検査官は簡潔に考察し、以下の項目等を参考にし

て該当する四半期の検査報告書に記載すること。その際、5.4「表１ 検査で考慮する項目」に関連

したパフォーマンスの弱点が見つかった場合、当該事実情報を含めて記載すること。また、検査の

対象とした資料について検査報告書の中に記載すること。 

 

a． 改善措置活動の実効性 

(a) 問題の特定 

問題の特定における事業者の活動の実効性に関する観察結果を記載する。 

 

(b) 問題の重要度分類及び評価 

問題の優先順位付け及び評価における事業者の活動の実効性に関する観察結果を記載する。 

① 評価及び技術の適切性（必要な場合は根本的な原因を含む） 

② オペラビリティ及び事故・故障等の報告に関する適切な対応 

③ 問題解決のための優先順位付け又リスクの適切な評価 

 

(c) 是正処置 

事業者が行う効果的な是正処置の策定及び実施に関する評価を行う。品質に悪影響を与え

る重大な事象については、再発防止のためにとられた是正処置に関連する観察事項について

記載する。 

 

b． 他施設における運転経験及び知見の活用 

事業者が他施設の運転経験等の知見について、自らの組織で起こり得る問題の影響に照らして

適切な未然防止処置を明確にして、対策が取られていることを確認し、その実施状況を記載する。 

 

c． マネジメントレビュー等の自己評価及び内部監査 

事業者が実施した是正処置、保安活動の自己評価及び内部監査により、パフォーマンスが適切

に評価されており、改善が必要な分野が特定され、改善のための活動が実施されていることを確認

し、その実施状況について記載する。 

 

d． 安全文化の育成と維持に関する活動 

ただし、確認された指摘事項に応じた適切な検査ガイドが無い場合には、本検査ガイドを用い

て四半期の検査報告書に記載すること。 

(2) 半期検査  

検査官が抽出・評価した事項が、5.4「表１ 検査で考慮する項目」に記載する安全性に有意な

影響を与える可能性がある場合、検査を行い、その結果を半期に 1回、該当する四半期の検査報告

書に記載すること。 

 

(3) 年次検査 

PI&R活動の実効性の評価は、年次チーム検査期間中のみ行う。検査官は検査結果を簡潔に考察

し、以下の項目等を参考にして該当する四半期の検査報告書に記載すること。その際、5.4「表 1 

検査で考慮する項目」に関連したパフォーマンスの弱点が見つかった場合、当該事実情報を含めて

記載すること。また、検査の対象とした資料について検査報告書の中に記載すること。 

 

 

 

 

a． CAP 活動の実効性 

(a) 問題の特定 

問題の特定における事業者の活動の実効性に関する観察結果を記載する。 

 

(b) 問題の優先順位付け及び評価 

問題の優先順位付け及び評価における事業者の活動の実効性に関する観察結果を記載する。 

① 評価及び技術の適切性（必要な場合は根本的な原因を含む） 

② オペラビリティ及び事故・故障等の報告に関する適切な対応 

③ 問題解決のための優先順位付け又リスクの適切な評価 

 

(d) 是正処置 

事業者が行う効果的な是正処置の策定及び実施に関する評価を行う。品質に悪影響を与え

る重大な事象については、再発防止のためにとられた是正処置に関連する観察事項について

記載する。 

 

b． 他施設における運転経験及び知見の活用 

事業者が他施設の運転経験等の知見について、自らの組織で起こり得る問題の影響に照らして

適切な未然防止処置を明確にして、対策が取られていることを確認し、その実施状況を記載する。 

 

c． マネジメントレビュー等の自己評価及び内部監査 

事業者が実施した是正処置、保安活動の自己評価及び内部監査により、パフォーマンスが適切

に評価されており、改善が必要な分野が特定され、改善のための活動が実施されていることを確認

し、その実施状況について記載する。 

 

d． 安全文化の育成と維持に関する活動 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・四半期報告記載
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事業者の活動計画及び活動評価（マネジメントレビューの安全文化に関する事項、RCAを実施していれ

ば、その結果から安全文化に係る事項を含む）について確認し、付属書１「安全文化の育成と維持に関す

るガイド」に基づき、以下の項目に関する評価を報告書に記載する。 

（ａ）安全文化育成と維持に関する活動に係る取組状況について 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

（ｂ）安全文化の弱点や強化すべき分野に係る評価の視点 

 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

（削除） 

 

 

7. 改正履歴 

改正 . 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

事業者の活動計画及び活動評価（マネジメントレビューの安全文化に関する事項、RCAを実施してい

れば、その結果から安全文化に係る事項を含む）について確認し、付属書１「安全文化の育成と維持に関

するガイド」に基づき、以下の項目に関する評価を報告書に記載する。 

（ａ）安全文化育成と維持に関する活動に係る取組状況について 

 

① 取組が行われていない。 

例：経営責任者の関与がない。 

：具体的な活動計画が策定されていない。 

：活動計画は策定されているが、評価指標が設定されていない。 

：是正処置が行われておらず、不適合が再発している。 

 

② 取組は行われているが、改善が見られない。 

例：経営責任者の関与が不十分である。 

：取組が一部の部署や特定の個人に留まっている。 

：評価指標の測定値に改善が見られない。 

：是正処置の内容が不十分なため、不適合が再発している。 

   

③ 計画に基づいた取組が行われ、改善傾向が見られる。 

例：経営責任者の関与が認められる。 

：活動計画通りに発電所全体として取組が実施されている。 

：評価指標の測定値に改善傾向がみられる。 

：是正処置が適切かつ確実に行われ、不適合の再発が無い。 

 

④ 継続的な改善が行われている。 

例：経営責任者の積極的な関与が認められる。 

：発電所全体に共通する要因や問題点に関する知見が集積されている。 

：継続的な改善のための取組みや評価指標の見直しが自発的に行われている。 

    

 

（ｂ）安全文化の弱点や強化すべき分野に係る評価の視点 

 

① 複数の安全文化属性について明らかな弱点や強化すべき分野が見られる。 

② 特定の安全文化属性について弱点や強化すべき分野が見られる。 

③ 傾向を把握するために継続的な監視が必要。 

④ 改善傾向が見られるが、継続的な監視が必要。 

 

 

7. 改訂履歴 

改訂 . 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

記載の適正化（誤

記） 

 

 

運用の明確化 

・四半期報告記載

事項の明確化並び

に重複箇所削除及

び不要な技術資料

削除 
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１  

○運用の明確化 

①検査結果報告書の記載事項の明確化（6．四半期報

告書への反映） 

②実用炉、再処理及び加工施設において、施設内のプ

ラントが全号機長期停止の場合の検査頻度を明確

化（表２検査要件まとめ表） 

○記載の適正化 

 

 

 

表２ 検査要件まとめ表 

本検査は発電所を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 30 日常 

03 年次検査 毎年※ ― 205 チーム 

※：施設内のプラントの全てが長期停止の場合は、検査頻度を３年とする。なお、状況に応じて、３年以内

に行うことがある。 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 30 日常 

03 年次検査 毎年 ― 205 チーム 

 

 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 

（熱出力500kw以上※

１） 

毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

02 半期検査 

（熱出力500kw以上※

１） 

半期毎 ― 15 日常 

03 年次検査 

（熱出力500kw以上※

１） 

必要に応

じて 

－ － チーム 

04 日常観察 

（熱出力500kw以上※

毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 2 検査要件まとめ表 

本検査は発電所を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 30 日常 

03 年次検査 毎年 ― 205 チーム 

（新設） 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 30 日常 

03 年次検査 毎年 ― 205 チーム 

 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 

（熱出力500kw以上※

１） 

毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

02 半期検査 

（熱出力500kw以上※

１） 

半期毎 ― 15 日常 

03 年次検査 

（熱出力500kw以上※

１） 

必要に応

じて 

－ － チーム 

04 日常観察 

（熱出力500kw以上※

毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

日常 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

運用の明確化 

・施設内のプラン

トが全て長期停止

の場合の検査頻度

を明確化 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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２） 

05 半期検査 

（熱出力500kw以上※

２） 

半期毎 ― ５ 日常 

06 年次検査 

（熱出力500kw以上※

２） 

必要に応

じて 

－ － チーム 

07 日常観察 

（熱出力500kw未満） 

毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

08 半期検査 

（熱出力500kw未満） 

半期毎 ― ５ 日常 

09 年次検査 

（熱出力500kw未満） 

必要に応

じて 

－ － チーム 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

 

 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 30 日常 

03 年次検査 毎年※ ― 205 チーム 

※：施設内のプラントの全てが長期停止の場合は、検査頻度を３年とする。なお、状況に応じて、３年以内

に行うことがある。 

 

 

05 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 

(MOX加工) 

毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

02 半期検査 

(MOX加工) 

半期毎 ― 30 日常 

03 年次検査 

(MOX加工) 

毎年※ ― 205 チーム 

04 日常観察 

(ウラン加工) 

毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

05 半期検査 

(ウラン加工) 

半期毎 ― 30 日常 

06 年次検査 

(ウラン加工) 

必要に応

じて 

－ － チーム 

２） 15％) 

05 半期検査 

（熱出力500kw以上※

２） 

半期毎 ― 5 日常 

06 年次検査 

（熱出力500kw以上※

２） 

必要に応

じて 

－ － チーム 

07 日常観察 

（熱出力500kw未満） 

毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

08 半期検査 

（熱出力500kw未満） 

半期毎 ― 5 日常 

09 年次検査 

（熱出力500kw未満） 

必要に応

じて 

－ － チーム 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 30 日常 

03 年次検査 毎年 ― 205 チーム 

（新設） 

 

 

05 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 

(MOX加工) 

毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

02 半期検査 

(MOX加工) 

半期毎 ― 30 日常 

03 年次検査 

(MOX加工) 

毎年 ― 205 チーム 

04 日常観察 

(ウラン加工) 

毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

05 半期検査 

(ウラン加工) 

半期毎 ― 30 日常 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

運用の明確化 

・施設内のプラン

トが全て長期停止

の場合の検査頻度

を明確化 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運用の明確化 

・施設内のプラン

トが全て長期停止
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※：施設内のプラントの全てが長期停止の場合は、検査頻度を３年とする。なお、状況に応じて、３年以内

に行うことがある。 

 

 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― ５ 日常 

03 年次検査 必要に応

じて 

－ － チーム 

 

 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― ５ 日常 

03 年次検査 必要に応

じて 

－ － チーム 

 

 

08 埋設 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― ５ 日常 

03 年次検査 必要に応

じて 

－ － チーム 

 

 

09 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

(各基本検査の10～15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― ５ 日常 

03 年次検査 必要に応

じて 

－ － チーム 

※本検査は、他の基本検査のような特定の設備や対象に対してサンプル、検査を実施するものではないため、一律

的なサンプル数は設定していない。 

 

06 年次検査 

(ウラン加工) 

必要に応

じて 

－ － チーム 

（追加） 

 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 5 日常 

03 年次検査 必要に応

じて 

－ － チーム 

 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 5 日常 

03 年次検査 必要に応

じて 

－ － チーム 

 

08 埋設 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 5 日常 

03 年次検査 必要に応

じて 

－ － チーム 

 

09 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 日常観察 毎日 ― 0.5 

( 各 基 本 検 査 の 10 ～

15％) 

日常 

02 半期検査 半期毎 ― 5 日常 

03 年次検査 必要に応

じて 

－ － チーム 

※本検査は、他の基本検査のような特定の設備や対象に対してサンプル、検査を実施するものではないため、一律

的なサンプル数は設定していない。 

の場合の検査頻度

を明確化 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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付属書１ 安全文化の育成と維持に関するガイド 

 

 

1. 背景及び目的 

安全文化は、ＩＡＥＡによるチェルノブイリ事故報告書（INSAG-1）で言及されて以来、国際的に注目されてお

り、IAEA、OECD/NEA 等の国際機関において、安全文化について規制対象とすることやその評価方法について

長年議論されている。米国では、事業者の安全文化の育成及び維持に関する取組みについて、デービスベッ

セ事故の教訓として 2006年より安全規制の対象として検査を行っている。 

また、2016 年に制定された IAEA Safety Standard GSR Part2「Leadership and Management for 

Safety」（以下「GSR Part2」という。）は、福島第一原子力発電所事故の教訓の反映として、安全文化をマネジ

メントシステムの枠組みに取り入れている。 

我が国では、GSR Part2 の要求事項を取り入れた品質管理基準規則において、事業者に対して安全文化

の育成及び維持に関する要求事項を規定しており、検査官は、安全文化の育成と維持に係る要求事項につ

いて実施状況を確認するため、本ガイド及び「健全な安全文化の育成と維持に係るガイド」を活用することがで

きる。 

 

2. 検査要件 

2.1 検査対象 

事業者の保安活動全般を検査対象とする。その際、事業者のCAP活動から得られる情報や検査官の巡視、

検査等で確認された気づき事項等から安全文化の弱点や強化すべき分野と考えられる事象を対象とする。 

2.2 検査頻度 

本検査は、BQ1010「品質マネジメントシステムの運用（PI&R）検査ガイド」の一環として、事業者の安全文化の

側面に特化して確認するためのものであり、同検査ガイドにおける日常観察、半期検査及び年次検査に対応

して行うものとする。 

3. 検査手順 

3.1 情報収集 

以下の方法により、事業者の安全文化の育成及び維持活動の状況を把握すること。 

 

(1) 経営責任者が制定する安全文化の方針の確認 

経営責任者が制定する安全文化の方針を確認すること。この方針は、それ単独で制定される場合もある

が、品質方針に含めて制定されている場合もある。 

(2) 安全文化の育成及び維持に関する活動計画の確認 

事業者は、基本的に年度毎に活動計画を作成し、その計画に基づいて年間を通じて活動を行うため、

活動計画の内容を確認すること。特に、昨年度の事業者評価や検査官からの気づき等改善すべき事項が

今年度の活動計画に含まれていることを確認すること。 

また、事業者は活動計画において、弱点や強化すべき分野を間接的に評価する指標を独自に定めてい

る場合は、その内容についても確認すること。 

 

 

 

付属書1 安全文化の育成と維持に関するガイド 

 

 

1. 背景及び目的 

安全文化は、ＩＡＥＡによるチェルノブイリ事故報告書（INSAG-1）で言及されて以来、国際的に注目されて

おり、IAEA、OECD/NEA 等の国際機関において、安全文化について規制対象とすることやその評価方法に

ついて長年議論されている。米国では、事業者の安全文化の育成及び維持に関する取組みについて、デービ

スベッセ事故の教訓として 2006年より安全規制の対象として検査を行っている。 

また、2016年に制定された IAEA Safety Standard GSR Part2「Leadership and Management for 

Safety」（以下「GSR Part2」という。）は、福島第一原子力発電所事故の教訓の反映として、安全文化をマネ

ジメントシステムの枠組みに取り入れている。 

我が国では、GSR Part2の要求事項を取り入れた品質管理基準規則において、事業者に対して安全文化

の育成及び維持に関する要求事項を規定しており、検査官は、安全文化の育成と維持に係る要求事項につ

いて実施状況を確認するため、本ガイド及び「健全な安全文化の育成と維持に係るガイド」を活用することがで

きる。 

 

2. 検査要件 

2.1 検査対象 

事業者の保安活動全般を検査対象とする。その際、事業者のCAP活動から得られる情報や検査官の巡視、

検査等で確認された気づき事項等から安全文化の弱点や強化すべき分野と考えられる事象を対象とする。 

2.2 検査頻度 

本検査は、BQ1010「品質マネジメントシステムの運用（PI&R）検査ガイド」の一環として、事業者の安全文

化の側面に特化して確認するためのものであり、同検査ガイドにおける日常観察、半期検査及び年次検査に

対応して行うものとする。 

3. 検査手順 

3.1 情報収集 

以下の方法により、事業者の安全文化の育成及び維持活動の状況を把握すること。 

 

(1) 経営責任者が制定する安全文化の方針の確認 

経営責任者が制定する安全文化の方針を確認すること。この方針は、それ単独で制定される場合もある

が、品質方針に含めて制定されている場合もある。 

(2) 安全文化の育成及び維持に関する活動計画の確認 

事業者は、基本的に年度毎に活動計画を作成し、その計画に基づいて年間を通じて活動を行うため、

活動計画の内容を確認すること。特に、昨年度の事業者評価や検査官からの気づき等改善すべき事項が

今年度の活動計画に含まれていることを確認すること。 

また、事業者は活動計画において、弱点や強化すべき分野を間接的に評価する指標を独自に定めてい

る場合は、その内容についても確認すること。 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤
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(3) 安全文化の育成及び維持に関する活動の実施状況の確認 

活動計画どおりに安全文化の育成及び維持がなされていることを現場巡視に加え、事業者の会議体へ

の陪席、事業者の自己評価の確認、関係者へのインタビュー等により確認すること。 

 

(4) CAP活動のうち安全文化に関わる案件の実施状況の確認 

事業者のCAP活動のうち安全文化に関わるものと判断される案件があれば、その内容及び実施状況につ

いて確認すること。 

  

3.2 検査の実施 

(1) 日常観察 

日々の事業者のCAP活動の情報及び検査官の巡視、検査等で確認された不適合等を含む気付き事項等

から安全文化の弱点や強化すべき分野と考えられる事象等が見つかれば、別紙１ 「安全文化の特性」に基

づき、どの特性に属するか分類すること。 

(2) 半期検査 

日常観察で確認された安全文化の弱点や強化すべき分野が複数認められる場合には、日常観察で分類

した安全文化の特性に基づき傾向を分析し、分析結果を年次検査の参考情報として活用する。 

(3) 年次検査 

半期検査での弱点や強化すべき分野の傾向分析も参考にしつつ、以下の安全文化の育成と維持に関

する活動及び安全文化の弱点や強化すべき分野に関する全般的な項目（RCAを含む）について確認し、

評価すること。その際、検査官の評価と事業者の評価結果について差が生じた場合には、事業者に確認

すること。 

 

a． 活動計画の実施状況 

b． 自己評価等の内容（RCAを含む） 

c． 安全文化の弱点や強化すべき分野の指標の測定結果 

d． 関係者（管理責任者から協力会社社員まで）へのインタビュー又は現場巡視による安全文化活

動の浸透状況 

e． 半期検査の傾向分析及び上記(a)～(d)の評価結果に基づく安全文化の育成及び維持の活動

として取組みの強化が必要と考える項目の抽出 

f． 事業者の自己評価又はマネジメントレビューのインプット・アウトプットから抽出された弱点、課題

と検査官が把握、分析した安全文化の弱点や強化すべき分野との比較 

 

4. 検査手引 

4.1 安全文化の弱点や強化すべき分野を評価 

安全文化の弱点や強化すべき分野を評価するにあたり、別紙１「安全文化の特性」を参照すること。また、

検査官が弱点や強化すべき分野と考えられる事象を確認したときは、この別紙１に基づいて特性を判断、決

定する。 

 

4.2 事業者の安全文化の育成と維持に関する活動の視点 

検査官は、事業者の安全文化の育成と維持に関する総合的な評価と安全文化の弱点や強化すべき分野に

(3) 安全文化の育成及び維持に関する活動の実施状況の確認 

活動計画どおりに安全文化の育成及び維持がなされていることを現場巡視に加え、事業者の会議体へ

の陪席、事業者の自己評価の確認、関係者へのインタビュー等により確認すること。 

 

(4) CAP活動のうち安全文化に関わる案件の実施状況の確認 

事業者のCAP活動のうち安全文化に関わるものと判断される案件があれば、その内容及び実施状況に

ついて確認すること。 

  

3.2 検査の実施 

(1) 日常観察 

日々の事業者のCAP活動の情報及び検査官の巡視、検査等で確認された不適合等を含む気付き事項

等から安全文化の弱点や強化すべき分野と考えられる事象等が見つかれば、別紙1 「安全文化の特性」に

基づき、どの特性に属するか分類すること。 

(2) 半期検査 

日常観察で確認された安全文化の弱点や強化すべき分野が複数認められる場合には、日常観察で分類

した安全文化の特性に基づき傾向を分析し、分析結果を年次検査の参考情報として活用する。 

(3) 年次検査 

半期検査での弱点や強化すべき分野の傾向分析も参考にしつつ、以下の安全文化の育成と維持に関

する活動及び安全文化の弱点や強化すべき分野に関する全般的な項目（RCAを含む）について確認し、

評価すること。その際、検査官の評価と事業者の評価結果について差が生じた場合には、事業者に確認

すること。 

 

a． 活動計画の実施状況 

b． 自己評価等の内容（RCAを含む） 

c． 安全文化の弱点や強化すべき分野の指標の測定結果 

d． 関係者（管理責任者から協力会社社員まで）へのインタビュー又は現場巡視による安全文化活

動の浸透状況 

e． 半期検査の傾向分析及び上記(a)～(d)の評価結果に基づく安全文化の育成及び維持の活動と

して取組みの強化が必要と考える項目の抽出 

f． 事業者の自己評価又はマネジメントレビューのインプット・アウトプットから抽出された弱点、課題

と検査官が把握、分析した安全文化の弱点や強化すべき分野との比較 

 

4. 検査手引 

4.1 安全文化の弱点や強化すべき分野を評価 

安全文化の弱点や強化すべき分野を評価するにあたり、別紙１「安全文化の特性」を参照すること。また、

検査官が弱点や強化すべき分野と考えられる事象を確認したときは、この別紙１に基づいて特性を判断、決

定する。 

 

4.2 事業者の安全文化の育成と維持に関する活動の視点 
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関する評価について下記の例を参考にして判断する。 

 

 

(1) 安全文化育成と維持に関する活動に係る取組状況について 

a． 取組が行われていない。 

例：経営責任者の関与がない。 

：具体的な活動計画が策定されていない。 

 ：活動計画は策定されているが、評価指標が設定されていない。 

：是正処置が行われておらず、不適合が再発している。 

b． 取組は行われているが、改善が見られない。 

例：経営責任者の関与が不十分である。 

：取組が一部の部署や特定の個人に留まっている。 

 ：評価指標の測定値に改善が見られない。 

：是正処置の内容が不十分なため、不適合が再発している。 

c． 計画に基づいた取組が行われ、改善傾向が見られる。 

例：経営責任者の関与が認められる。 

：活動計画通りに発電所全体として取組が実施されている。 

 ：評価指標の測定値に改善傾向がみられる。 

：是正処置が適切かつ確実に行われ、不適合の再発が無い。 

d． 継続的な改善が行われている。 

例：経営責任者の積極的な関与が認められる。 

：発電所全体に共通する要因や問題点に関する知見が集積されている。 

：継続的な改善のための取組みや評価指標の見直しが自発的に行われている。 

    

(2) 安全文化の弱点や強化すべき分野に係る評価の視点 

a.  複数の安全文化属性について明らかな弱点や強化すべき分野が見られる。 

b.  特定の安全文化属性について弱点や強化すべき分野が見られる。 

c.  傾向を把握するために継続的な監視が必要。 

d.  改善傾向が見られるが、継続的な監視が必要。 

 

別紙１ 安全文化の特性 

 
安全文化 10特性 

 
安全文化 43属性 

関連性が考え
られる視点の
番号 

安全に関する責
任（Personal 
Accountability 
：PA) 

PA.1 業務の理解と遵守 
職員は、基準、プロセス、手順書及び作業指示の重要性

について理解している。また、安全の確保に関して主体的
に取り組むことの必要性を認識している。 

視点２－１① 

PA.2 当事者意識 
職員は、原子力安全を支える活動や作業において「安全

に関する責任」を持って業務を遂行している。 

視点２－１③ 

PA.3 協働 
職員及び作業集団は、安全を確実に維持するため、組織

内及び横断して相互に連絡し活動を調整することで、お互
いに目標を達成することを助け合っている。 

視点２－１① 

常に問いかける
姿勢

QA.1 リスクの認識 
職員は、原子力と放射線の技術に関連した固有のリスク

視点２－１① 

検査官は、事業者の安全文化の育成と維持に関する総合的な評価と安全文化の弱点や強化すべき分野に

関する評価について下記の例を参考にして判断する。 

 

(1) 安全文化育成と維持に関する活動に係る取組状況について 

a． 取組が行われていない。 

例：経営責任者の関与がない。 

：具体的な活動計画が策定されていない。 

 ：活動計画は策定されているが、評価指標が設定されていない。 

：是正処置が行われておらず、不適合が再発している。 

b． 取組は行われているが、改善が見られない。 

例：経営責任者の関与が不十分である。 

：取組が一部の部署や特定の個人に留まっている。 

 ：評価指標の測定値に改善が見られない。 

：是正処置の内容が不十分なため、不適合が再発している。 

c． 計画に基づいた取組が行われ、改善傾向が見られる。 

例：経営責任者の関与が認められる。 

：活動計画通りに発電所全体として取組が実施されている。 

 ：評価指標の測定値に改善傾向がみられる。 

：是正処置が適切かつ確実に行われ、不適合の再発が無い。 

d． 継続的な改善が行われている。 

例：経営責任者の積極的な関与が認められる。 

：発電所全体に共通する要因や問題点に関する知見が集積されている。 

：継続的な改善のための取組みや評価指標の見直しが自発的に行われている。 

    

(2) 安全文化の弱点や強化すべき分野に係る評価の視点 

a.  複数の安全文化属性について明らかな弱点や強化すべき分野が見られる。 

b.  特定の安全文化属性について弱点や強化すべき分野が見られる。 

c.  傾向を把握するために継続的な監視が必要。 

d.  改善傾向が見られるが、継続的な監視が必要。 

 

別紙1 安全文化の特性 

 
安全文化１０特
性 

 
安全文化４３属性 

関連性が考え
られる視点の
番号 

安全に関する責
任（Personal 
Accountability 
：PA) 

PA.1 業務の理解と遵守 
職員は、基準、プロセス、手順書及び作業指示の重要性

について理解している。また、安全の確保に関して主体的
に取り組むことの必要性を認識している。 

視点２－１① 

PA.2 当事者意識 
職員は、原子力安全を支える活動や作業において「安全

に関する責任」を持って業務を遂行している。 

視点２－１③ 

PA.3 協働 
職員及び作業集団は、安全を確実に維持するため、組織

内及び横断して相互に連絡し活動を調整することで、お互
いに目標を達成することを助け合っている。 

視点２－１① 

常に問いかける
姿勢

QA.1 リスクの認識 
職員は、原子力と放射線の技術に関連した固有のリスク

視点２－１① 
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（Questioning 
Attitude：
QA）） 

を理解している。また、原子力施設の技術は複雑であり不
測の事態で機能喪失し、安全に重要な結果をもたらす可能
性があることを理解している。 
QA.2 自己満足の回避 
職員は、過去に成功体験がある場合でも、不測の事態の

問題、過誤、潜在する問題、固有リスクの可能性を認識し、
それに対応した計画の立案を行っている。 

視点２－１⑤ 

QA.3 不明確なものへの問題視 
職員は、不確実な状況に直面した時には立ち止まり、助

言を求めている。 

視点２－１⑤ 

QA.4 想定の疑問視 
職員は、何かが正しくないと感じた時、想定が正しかっ

たか疑い、別の見方を提示している。 

視点１－２－
４ 
視点２－１⑤ 

コミュニケーシ
ョン
（Communication 
：CO） 

CO.1 情報の自由な流れ 
職員は、組織の上、下の双方に対して、また組織を横断

して率直にコミュニケーションを取っている。 

視点２－１② 

CO.2 透明性 
監督、監査、規制機関、地元住民や国民とのコミュニケ

ーションは適切であり、専門性があり、正確である。 

視点１－２－
３ 
視点２－１② 

CO.3 決定の根拠 
・管理者は、安全に影響を及ぼす可能性のある意思決定を
行う際に、誤った意思決定にならないように、関係する
職員に確認を取っている。 

・管理者は、決定に至った根拠を適切な職員と速やかに認
識の共有を図っている。 

視点１－２－
３ 
視点３－３ 

CO.4 期待 
管理者は、安全の確保が組織の優先事項とされる期待を

頻繁に職員に伝え、職員の意識の強化を図っている。 

視点２－１② 

CO.5 職場のコミュニケーション 
・作業を遂行する上で、安全についてのコミュニケーショ
ンが常にとられている。 

・職員は安全に、かつ、効率的に作業を遂行する上で必要
な情報を持っている。 

視点２－１②
⑦ 

リーダーシップ
（Leadership  
：LA) 

LA.1 安全に関する戦略的関与 
管理者は、安全の確保が組織の優先事項となるような優

先順位を確立し、促進している。 

視点１－１－
１ 
視点１－１－
２ 
視点１－２－
２ 

LA.2 管理者の判断と行動 
・管理者は、所掌業務範囲における安全文化のあるべき姿
について、部下に理解させるために自らの判断及び行動
を実践している。 

・管理者は、安全に係る業務における「安全に関する責任」
について、全ての職員に認識させるために、自らの判断
及び行動を実践している。 

視点１－１－
３ 
視点１－２－
１ 

LA.3 職員による参画 
管理者は、職員が方針に基づいた活動や目標達成のため

の活動に参加するよう、職員の日常業務に対する意欲や姿
勢の向上、モチベーションの高揚、労務環境の適正化等に
取り組んでいる。また、職員に対して目標達成や改善活動
等への関与を求めている。 

視点１－１－
２ 
視点１－２－
２ 
視点１－２－
４ 
視点１－２－
５ 
視点２－１ 

LA.4 資源 
管理者は、安全に関する方針や目標を達成する上で必要

になる、装置、手順、その他の資源が確実に利用できるよ
うにしている。 

視点１－１－
２ 
視点１－２－
２ 
視点１－２－
４ 
視点１－２－

（Questioning 
Attitude：
QA）） 

を理解している。また、原子力施設の技術は複雑であり不
測の事態で機能喪失し、安全に重要な結果をもたらす可能
性があることを理解している。 
QA.2 自己満足の回避 
職員は、過去に成功体験がある場合でも、不測の事態の

問題、過誤、潜在する問題、固有リスクの可能性を認識し、
それに対応した計画の立案を行っている。 

視点２－１⑤ 

QA.3 不明確なものへの問題視 
職員は、不確実な状況に直面した時には立ち止まり、助

言を求めている。 

視点２－１⑤ 

QA.4 想定の疑問視 
職員は、何かが正しくないと感じた時、想定が正しかっ

たか疑い、別の見方を提示している。 

視点１－２－
４ 
視点２－１⑤ 

コミュニケーシ
ョン
（Communication 
：CO） 

CO.1 情報の自由な流れ 
職員は、組織の上、下の双方に対して、また組織を横断

して率直にコミュニケーションを取っている。 

視点２－１② 

CO.2 透明性 
監督、監査、規制機関、地元住民や国民とのコミュニケ

ーションは適切であり、専門性があり、正確である。 

視点１－２－
３ 
視点２－１② 

CO.3 決定の根拠 
・管理者は、安全に影響を及ぼす可能性のある意思決定を
行う際に、誤った意思決定にならないように、関係する
職員に確認を取っている。 

・管理者は、決定に至った根拠を適切な職員と速やかに認
識の共有を図っている。 

視点１－２－
３ 
視点３－３ 

CO.4 期待 
管理者は、安全の確保が組織の優先事項とされる期待を

頻繁に職員に伝え、職員の意識の強化を図っている。 

視点２－１② 

CO.5 職場のコミュニケーション 
・作業を遂行する上で、安全についてのコミュニケーショ
ンが常にとられている。 

・職員は安全に、かつ、効率的に作業を遂行する上で必要
な情報を持っている。 

視点２－１②
⑦ 

リーダーシップ
（Leadership  
：LA) 

LA.1 安全に関する戦略的関与 
管理者は、安全の確保が組織の優先事項となるような優

先順位を確立し、促進している。 

視点１－１－
１ 
視点１－１－
２ 
視点１－２－
２ 

LA.2 管理者の判断と行動 
・管理者は、所掌業務範囲における安全文化のあるべき姿
について、部下に理解させるために自らの判断及び行動
を実践している。 

・管理者は、安全に係る業務における「安全に関する責任」
について、全ての職員に認識させるために、自らの判断
及び行動を実践している。 

視点１－１－
３ 
視点１－２－
１ 

LA.3 職員による参画 
管理者は、職員が方針に基づいた活動や目標達成のため

の活動に参加するよう、職員の日常業務に対する意欲や姿
勢の向上、モチベーションの高揚、労務環境の適正化等に
取り組んでいる。また、職員に対して目標達成や改善活動
等への関与を求めている。 

視点１－１－
２ 
視点１－２－
２ 
視点１－２－
４ 
視点１－２－
５ 
視点２－１ 

LA.4 資源 
管理者は、安全に関する方針や目標を達成する上で必要

になる、装置、手順、その他の資源が確実に利用できるよ
うにしている。 

視点１－１－
２ 
視点１－２－
２ 
視点１－２－
４ 
視点１－２－
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５ 
LA.5 現場への影響力 
管理者は、作業や施設の状況等を頻繁に視察している。

職員に積極的に質問するなどコミュニケーションを取り、
指導している。また、基準からの逸脱や職員の懸念につい
て改善するなどの活動に、主体的に関与している。 

視点１－２－
２ 
視点１－２－
５ 

LA.6 報奨と処罰 
管理者は、職員の態度や行いに対して報奨・処罰するこ

とを通して、職員の安全への意識を高めている。 

視点１－１－
２ 
視点１－２－
２ 
視点１－２－
４ 
視点１－２－
５ 

LA.7 変更管理 
管理者は、設備や運用に変更がある場合には、変更後も

安全が維持または向上されるように努めている。変更によ
る安全への影響についても評価している。 

視点１－１－
２ 
視点１－１－
４ 
視点１－２－
２ 
視点１－２－
３ 
視点１－２－
５ 
視点２－１ 
視点３－３ 

LA.8 権限、役割、及び責任 
経営責任者は、安全に係る業務における各職員の権限、

役割、責任について明確に定めている。 

視点１－１－
３ 

意思決定 
（Decision 
making：DM） 

DM.1 体系的な取組 
職員は、意思決定において一貫して体系的なアプローチ

を使用しており、それにはリスクの視点も含まれている。 

視点２－１④ 

DM.2 安全を考慮した判断 
職員は、単純な作業に対しても慎重な選択を実施してい

る。作業は、安全でないことが判明するまで継続するので
はなく、作業開始前に安全であると判断している。 

視点２－１④ 

DM.3 決定における明確な責任 
意思決定における権限と責任が明確に定められている。 

視点１－１－
４ 

DM.4 予期しない状況への準備 
慎重な意思決定が常に行われている。適用される手順書

や計画がない予期しない状況に対応できる能力を身につ
ける訓練を行っている。 

視点２－１④ 

尊重しあう職場
環境
（Respectful 
Work 
Environment 
：WE） 

WE.1 職員への尊重 
全ての職員は尊厳、尊敬を持って扱われ、組織への貢献

が認められる。 

視点２－１② 

WE.2 意見の尊重 
職員は質問すること、懸念を声に出すこと、そして提案

することが奨励される。異なる意見は求められ尊重され
る。 

視点２－１② 
 

WE.3 信頼の育成 
信頼は、組織を通して職員及び作業集団間で育成され維

持されている。 

視点２－１② 
 

WE.4 衝突の解決 
職員間における意見等の衝突は、公正で透明性ある方法

を使用して速やかに解決されている。 

視点２－１② 
 

WE.5 施設を大事にする意識 
整理・整頓が継続的に行われ、施設は生産的な作業環境

になっている。 

視点２－１② 
 

継続的学習 
(Continuous 
Learning 
：CL) 

CL.1 自己評価・独立評価 
・組織は、自らの規定通り、活動に対して自己評価や独立
評価を実施している。 

・安全文化は定期的に評価され、結果は全ての職員に共有

視点３－１①
② 
視点３－３ 

５ 
LA.5 現場への影響力 
管理者は、作業や施設の状況等を頻繁に視察している。

職員に積極的に質問するなどコミュニケーションを取り、
指導している。また、基準からの逸脱や職員の懸念につい
て改善するなどの活動に、主体的に関与している。 

視点１－２－
２ 
視点１－２－
５ 

LA.6 報奨と処罰 
管理者は、職員の態度や行いに対して報奨・処罰するこ

とを通して、職員の安全への意識を高めている。 

視点１－１－
２ 
視点１－２－
２ 
視点１－２－
４ 
視点１－２－
５ 

LA.7 変更管理 
管理者は、設備や運用に変更がある場合には、変更後も

安全が維持または向上されるように努めている。変更によ
る安全への影響についても評価している。 

視点１－１－
２ 
視点１－１－
４ 
視点１－２－
２ 
視点１－２－
３ 
視点１－２－
５ 
視点２－１ 
視点３－３ 

LA.8 権限、役割、及び責任 
経営責任者は、安全に係る業務における各職員の権限、

役割、責任について明確に定めている。 

視点１－１－
３ 

意思決定 
（Decision 
making：DM） 

DM.1 体系的な取組 
職員は、意思決定において一貫して体系的なアプローチ

を使用しており、それにはリスクの視点も含まれている。 

視点２－１④ 

DM.2 安全を考慮した判断 
職員は、単純な作業に対しても慎重な選択を実施してい

る。作業は、安全でないことが判明するまで継続するので
はなく、作業開始前に安全であると判断している。 

視点２－１④ 

DM.3 決定における明確な責任 
意思決定における権限と責任が明確に定められている。 

視点１－１－
４ 

DM.4 予期しない状況への準備 
慎重な意思決定が常に行われている。適用される手順書

や計画がない予期しない状況に対応できる能力を身につ
ける訓練を行っている。 

視点２－１④ 

尊重しあう職場
環境
（Respectful 
Work 
Environment 
：WE） 

WE.1 職員への尊重 
全ての職員は尊厳、尊敬を持って扱われ、組織への貢献

が認められる。 

視点２－１② 

WE.2 意見の尊重 
職員は質問すること、懸念を声に出すこと、そして提案

することが奨励される。異なる意見は求められ尊重され
る。 

視点２－１② 
 

WE.3 信頼の育成 
信頼は、組織を通して職員及び作業集団間で育成され維

持されている。 

視点２－１② 
 

WE.4 衝突の解決 
職員間における意見等の衝突は、公正で透明性ある方法

を使用して速やかに解決されている。 

視点２－１② 
 

WE.5 施設を大事にする意識 
整理・整頓が継続的に行われ、施設は生産的な作業環境

になっている。 

視点２－１② 
 

継続的学習 
(Continuous 
Learning 
：CL) 

CL.1 自己評価・独立評価 
・組織は、自らの規定通り、活動に対して自己評価や独立
評価を実施している。 

・安全文化は定期的に評価され、結果は全ての職員に共有

視点３－１①
② 
視点３－３ 
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され、安全文化のあるべき姿の見直しや健全な安全文化
の育成と維持に活用されている。 

CL.2 経験からの学習 
・組織内における安全を向上させる提案や、安全に影響を
及ぼすおそれのある問題の報告から得られた教訓を蓄
積し、学習し、改善活動に反映させている。 

・自社及び国内外の事故から得られた経験を蓄積し、学習
し、改善活動に反映させている。 

視点２－１⑤ 

CL.3 訓練 
組織は、知識・技術などを継続的に向上させるため効果

的な訓練を行い、職員の能力の開発を行っている。また、
知識の伝承を図っている。 

視点２－１ 
視点２－１⑤ 
視点３－１①
② 
視点３－２ 
視点４－１ 

CL.4 リーダーシップの開発 
組織は有能なリーダーを訓練等を通して育成している。 

視点２－１⑤ 
 

CL.5 ベンチマーキング 
組織は、知識・技術等を継続的に向上させるために、他

の産業を含めた他の組織の実践から学んでいる。 

視点１－２－
４ 
視点２－１⑤ 
 

問題の把握と解
決 
（Problem 
Identification 
and Resolution  
：PI） 

PI.1 特定 
組織は、軽微なものを含め問題を収集するための方法を

確立している。また、適時問題を特定している。問題を報
告することが奨励され、評価されている。 

視点２－１⑥ 
 

PI.2 評価 
・報告された安全に影響を及ぼすおそれのある問題につ
いて、それぞれの問題の内容に応じて適切な時間内で評
価されている。 

・安全の重要性に対して確実に対処できるよう問題を評
価している。 

視点２－１⑥ 
 

PI.3 解決 
・組織は、特性された問題について適切な時期に是正処置
を講じている。問題に十分に対応されたことを確認する
ために、是正処置の有効性が評価されている。 

・解決された問題については、関係する職員に結果が共有
されている。また、重要な教訓については周知されてい
る。 

視点２－１⑥ 

PI.4 傾向 
組織は、是正処置プロセスやその他の評価において得ら

れた情報などを定期的に分析し、共通原因やその傾向等を
評価している。 

視点２－１⑥ 
 

作業プロセス
（Work 
Processes 
：WP） 

WP.1 作業管理 
組織は、原子力安全が最優先となるような作業活動の計

画、管理、実施のプロセスを実行している。 

視点２－１ 
視点３－１ 

WP.2 安全裕度 
組織は、安全裕度内で機器の保守等の作業プロセスを運

用し維持している。 

視点２－１① 

WP.3 文書化 
組織は、完全で正確で最新の文書を作成し維持してい

る。 

視点２－１ 

問題提起できる
環境 
（Environment 
for Raising 
Concerns  
：RC) 

RC.1 問題提起できる制度 
組織にとって望ましくないと思われるような人・組織に

関する問題についても忌憚なく提起・報告できるような制
度を運用している。また、安全に関する懸念を提起すると
いう職員の権利と責任を支援するような環境を整えてい
る。 

視点１－２－
４ 
視点２－１⑥ 

RC.2 問題提起の代替手段 
職員が安全に関する問題を直属の部門管理者の影響か

ら独立したプロセスで提起することができる手段が確定
されている。 

視点１－２－
４ 
視点２－１⑥ 

 

され、安全文化のあるべき姿の見直しや健全な安全文化
の育成と維持に活用されている。 

CL.2 経験からの学習 
・組織内における安全を向上させる提案や、安全に影響を
及ぼすおそれのある問題の報告から得られた教訓を蓄
積し、学習し、改善活動に反映させている。 

・自社及び国内外の事故から得られた経験を蓄積し、学習
し、改善活動に反映させている。 

視点２－１⑤ 

CL.3 訓練 
組織は、知識・技術などを継続的に向上させるため効果

的な訓練を行い、職員の能力の開発を行っている。また、
知識の伝承を図っている。 

視点２－１ 
視点２－１⑤ 
視点３－１①
② 
視点３－２ 
視点４－１ 

CL.4 リーダーシップの開発 
組織は有能なリーダーを訓練等を通して育成している。 

視点２－１⑤ 
 

CL.5 ベンチマーキング 
組織は、知識・技術等を継続的に向上させるために、他

の産業を含めた他の組織の実践から学んでいる。 

視点１－２－
４ 
視点２－１⑤ 
 

問題の把握と解
決 
（Problem 
Identification 
and Resolution  
：PI） 

PI.1 特定 
組織は、軽微なものを含め問題を収集するための方法を

確立している。また、適時問題を特定している。問題を報
告することが奨励され、評価されている。 

視点２－１⑥ 
 

PI.2 評価 
・報告された安全に影響を及ぼすおそれのある問題につ
いて、それぞれの問題の内容に応じて適切な時間内で評
価されている。 

・安全の重要性に対して確実に対処できるよう問題を評
価している。 

視点２－１⑥ 
 

PI.3 解決 
・組織は、特性された問題について適切な時期に是正処置
を講じている。問題に十分に対応されたことを確認する
ために、是正処置の有効性が評価されている。 

・解決された問題については、関係する職員に結果が共有
されている。また、重要な教訓については周知されてい
る。 

視点２－１⑥ 

PI.4 傾向 
組織は、是正処置プロセスやその他の評価において得ら

れた情報などを定期的に分析し、共通原因やその傾向等を
評価している。 

視点２－１⑥ 
 

作業プロセス
（Work 
Processes 
：WP） 

WP.1 作業管理 
組織は、原子力安全が最優先となるような作業活動の計

画、管理、実施のプロセスを実行している。 

視点２－１ 
視点３－１ 

WP.2 安全裕度 
組織は、安全裕度内で機器の保守等の作業プロセスを運

用し維持している。 

視点２－１① 

WP.3 文書化 
組織は、完全で正確で最新の文書を作成し維持してい

る。 

視点２－１ 

問題提起できる
環境 
（Environment 
for Raising 
Concerns  
：RC) 

RC.1 問題提起できる制度 
組織にとって望ましくないと思われるような人・組織に

関する問題についても忌憚なく提起・報告できるような制
度を運用している。また、安全に関する懸念を提起すると
いう職員の権利と責任を支援するような環境を整えてい
る。 

視点１－２－
４ 
視点２－１⑥ 

RC.2 問題提起の代替手段 
職員が安全に関する問題を直属の部門管理者の影響か

ら独立したプロセスで提起することができる手段が確定
されている。 

視点１－２－
４ 
視点２－１⑥ 
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付属書２ 業務遂行能力に関するガイド  

 

1. 背景及び目的  

原子力施設における運転管理、保修等の各種業務においては、それぞれ固有の専門的な知識、技能及び経

験を有し、職務に応じた業務遂行能力を付与された要員が配置され、その力量が維持されていることが重要であ

る。 

また、業務を適切に遂行するためには、これら業務に従事する要員の能力に起因するトラブル又は業務を実施

する組織とその活動に起因するトラブル等の不適合に対して、原因を分析し、適切な再発防止策を講じることが重

要であり、その能力を維持することが必要である。 

本ガイドは、検査官が事業者の要員（事業者の協力企業を含む。）の業務遂行能力に関し気付き事項があった

場合に、必要な要員が適切な方法により業務遂行に必要な力量の付与、及び定められた職責を確実に遂行でき

る条件などを有しているかどうかについて確認するためのものである。 

 

2. 検査要件 

2.1 検査対象 

他の検査ガイドに基づいて行った個別業務に対する検査において検出された気付き事項、指摘事項又は

不適合のうち、要員の力量不足等ヒューマンエラーに起因すると思われる不適合を対象として、本ガイドを活

用して確認を行う。それらのうち、原子力施設の安全に影響を及ぼすと判断されるもの、類似の不適合事象が

繰り返されているもの、組織的な要因により発生したものについては、原因分析の実施結果が是正処置等に

反映されていることを確認する。 

 

2.2 実施時期 

他の検査において、本検査の対象となる事象が検出された場合、日常観察により当該事象を確認した

後、検出された時期の翌四半期など適切な時期に年次検査を実施することができる。 

その際、対象となる事象の不適合処理が検査を実施しようとする時期までに完了していない場合には、

是正処置が完了した時点、また、原因分析を実施する場合は、当該分析の計画書作成時や報告書完了

時等のタイミングを捉えて随時実施するものとする。 

これらの処置又は報告書のとりまとめに時間を要すると判断される場合には、いたずらに時期を待つこ

となく、随時実施するものとする。 

また、当該不適合等の水平展開やフォローアップが必要なもの、有効性の評価が行われるものについ

ては、別途不適合管理の実施状況として監視していくものとする。 

3. 検査手順 

3.1 検査の準備 

  検査対象となる業務、作業に係る次の資料について、事前に調査し確認する。   

（１） 業務に従事する要員に対する教育訓練に係る基準及び実施要領 

（2） 要員の力量管理表 

（3） 力量付与及び力量維持のために行った教育訓練の実施記録、教育資料 

（4） 対象業務（作業）の体制表、従業員等の保有資格に関する提出書類 

（5） 不適合管理、是正処置、予防処置の実施に係る基準及び実施要領 

（6） 不適合管理台帳、当該不適合に係る不適合報告書及び是正処置報告書等 

（7） 原因分析を行った場合は、当該原因分析の報告書等 

 

付属書2 業務遂行能力に関するガイド  

 

１．背景及び目的  

原子力施設における運転管理、保修等の各種業務においては、それぞれ固有の専門的な知識、技能及び経

験を有し、職務に応じた業務遂行能力を付与された要員が配置され、その力量が維持されていることが重要であ

る。 

また、業務を適切に遂行するためには、これら業務に従事する要員の能力に起因するトラブル又は業務を実施

する組織とその活動に起因するトラブル等の不適合に対して、原因を分析し、適切な再発防止策を講じることが重

要であり、その能力を維持することが必要である。 

本ガイドは、検査官が事業者の要員（事業者の協力企業を含む。）の業務遂行能力に関し気付き事項があった

場合に、必要な要員が適切な方法により業務遂行に必要な力量の付与、及び定められた職責を確実に遂行でき

る条件などを有しているかどうかについて確認するためのものである。 

 

2.検査要件 

2.1検査対象 

他の検査ガイドに基づいて行った個別業務に対する検査において検出された気付き事項、指摘事項又は

不適合のうち、要員の力量不足等ヒューマンエラーに起因すると思われる不適合を対象として、本ガイドを活

用して確認を行う。それらのうち、原子力施設の安全に影響を及ぼすと判断されるもの、類似の不適合事象が

繰り返されているもの、組織的な要因により発生したものについては、原因分析の実施結果が是正処置等に

反映されていることを確認する。 

 

2.2実施時期 

他の検査において、本検査の対象となる事象が検出された場合、日常観察により当該事象を確認した

後、検出された時期の翌四半期など適切な時期に年次検査を実施することができる。 

その際、対象となる事象の不適合処理が検査を実施しようとする時期までに完了していない場合には、

是正処置が完了した時点、また、原因分析を実施する場合は、当該分析の計画書作成時や報告書完了

時等のタイミングを捉えて随時実施するものとする。 

これらの処置又は報告書のとりまとめに時間を要すると判断される場合には、いたずらに時期を待つこ

となく、随時実施するものとする。 

また、当該不適合等の水平展開やフォローアップが必要なもの、有効性の評価が行われるものについ

ては、別途不適合管理の実施状況として監視していくものとする。 

3. 検査手順 

3.1検査の準備 

  検査対象となる業務、作業に係る次の資料について、事前に調査し確認する。   

（ａ） 業務に従事する要員に対する教育訓練に係る基準及び実施要領 

（ｂ） 要員の力量管理表 

（ｃ） 力量付与及び力量維持のために行った教育訓練の実施記録、教育資料 

（ｄ） 対象業務（作業）の体制表、従業員等の保有資格に関する提出書類 

（ｅ） 不適合管理、是正処置、予防処置の実施に係る基準及び実施要領 

（ｆ） 不適合管理台帳、当該不適合に係る不適合報告書及び是正処置報告書等 

（ｇ） 原因分析を行った場合は、当該原因分析の報告書等 
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3.2 検査の実施 

（1）要員の力量管理に係る規定類等の仕組に関する事項 

ａ．組織機能及びその責任を定めた規定類により、各業務に必要な力量が明確になっていることを確認する

。その業務を実施する組織の構成員の各職責とその職責に応じた業務が割り当てられていることを確認

する。 

ｂ．組織構成員の職責に応じて求められる力量を設定し、その評価基準、記録管理等の要領が規定類に定

められていることを確認する。 

ｃ．業務毎に必要な教育カリキュラムが作成されていることを確認し、教育内容が要員に要求する職務に合

致していることを確認する。 

(2) 教育訓練の実施に関する事項 

ａ．実施されている教育内容が、要員に求められる力量に見合った内容であることを教育訓練実施記録、使

用された教材等により確認する。 

ｂ．教育訓練の結果、要員の力量が要求されるレベルに到達し、力量が認定されていることを教育・訓練の

記録により確認する。 

ｃ．力量を認定した後、それらが実際に有効であったことの確認をどのように行っているかを確認する。有効

性の評価に係る記録が作成され、維持されていることを確認する。 

（3）再認定、要求される所要能力の変更を伴う場合に関する事項 

a.力量の再評価 業務を一時的又は長期間離れた後、当該業務に復帰する要員に対する力量の再評価

に関する合理的な基準が定められ、その基準に基づき評価していることを確認する。 

ｂ．力量の維持、再認定 力量を認定された要員がその力量を維持していること及び再認定の基準につい

て確認する。定められた要領等がある場合は、その要領及び記録を確認する。  

ｃ．一時的に新たな業務、又は作業に従事させようとする場合、既に認定されている力量により遂行できるも

のであるか否かについて判断し、要すれば新たな業務に要求される知識、技能等を付与するための措

置を講じていることを確認する。 

ｄ．組織に新たな業務が追加又は変更され、追加教育等が必要な場合、力量評価基準の見直しや教育訓

練の内容変更が検討され、規定類が適正に改定されていることを確認する。また、これにより要員の力量

評価が適切に実施されていることを確認する。 

（4） 実作業の管理状況 

ａ．特定の業務（作業等）に着目し、その業務を遂行するために編成されたグループに、当該業務を的確に

実施するために必要な能力を有する要員が確保されていることを作業の体制表、作業者（公的資格者）

名簿等により確認する。    

ｂ．協力企業の従業員の力量については、調達元が調達先に対する要求事項の中で明確にしていることを

仕様書及び関連記録により確認する。 

ｃ．可能な場合、実際に実施されている任意の作業に立会し、現に実施されている体制と承認され現場に

掲示されている体制に齟齬がないことを確認する。 

(5) 人的要因、組織的要因に係る原因分析が行われている場合に関する事項 

ａ．要員の力量不足等が原因と推定される不適合に対して、原因分析を実施している場合、「原因分析に

関するガイド」の視点を参照して確認する。 

ｂ．原因分析の結果とられた対策、是正処置について、安全上重要な「人的要因」に対応したものであり、適

切なものであることを確認する。 

ｃ．人的資源の充当に係る人事、教育・訓練及び資機材、並びにそれらに係る予算措置等、本店を含むマ

 

3.2検査の実施 

（1）要員の力量管理に係る規定類等の仕組に関する事項 

①組織機能及びその責任を定めた規定類により、各業務に必要な力量が明確になっていることを確認する

。その業務を実施する組織の構成員の各職責とその職責に応じた業務が割り当てられていることを確認

する。 

②組織構成員の職責に応じて求められる力量を設定し、その評価基準、記録管理等の要領が規定類に定

められていることを確認する。 

③業務毎に必要な教育カリキュラムが作成されていることを確認し、教育内容が要員に要求する職務に合

致していることを確認する。 

(2) 教育訓練の実施に関する事項 

①実施されている教育内容が、要員に求められる力量に見合った内容であることを教育訓練実施記録、使

用された教材等により確認する。 

②教育訓練の結果、要員の力量が要求されるレベルに到達し、力量が認定されていることを教育・訓練の

記録により確認する。 

③力量を認定した後、それらが実際に有効であったことの確認をどのように行っているかを確認する。有効

性の評価に係る記録が作成され、維持されていることを確認する。 

（3）再認定、要求される所要能力の変更を伴う場合に関する事項 

①力量の再評価 業務を一時的又は長期間離れた後、当該業務に復帰する要員に対する力量の再評価

に関する合理的な基準が定められ、その基準に基づき評価していることを確認する。 

②力量の維持、再認定 力量を認定された要員がその力量を維持していること及び再認定の基準について

確認する。定められた要領等がある場合は、その要領及び記録を確認する。  

③一時的に新たな業務、又は作業に従事させようとする場合、既に認定されている力量により遂行できるも

のであるか否かについて判断し、要すれば新たな業務に要求される知識、技能等を付与するための措

置を講じていることを確認する。 

④組織に新たな業務が追加又は変更され、追加教育等が必要な場合、力量評価基準の見直しや教育訓

練の内容変更が検討され、規定類が適正に改定されていることを確認する。また、これにより要員の力量

評価が適切に実施されていることを確認する。 

（4） 実作業の管理状況 

①特定の業務（作業等）に着目し、その業務を遂行するために編成されたグループに、当該業務を的確に

実施するために必要な能力を有する要員が確保されていることを作業の体制表、作業者（公的資格者）

名簿等により確認する。    

②協力企業の従業員の力量については、調達元が調達先に対する要求事項の中で明確にしていることを

仕様書及び関連記録により確認する。 

③可能な場合、実際に実施されている任意の作業に立会し、現に実施されている体制と承認され現場に掲

示されている体制に齟齬がないことを確認する。 

(5) 人的要因、組織的要因に係る原因分析が行われている場合に関する事項 

① 要員の力量不足等が原因と推定される不適合に対して、原因分析を実施している場合、「原因分析

に関するガイド」の視点を参照して確認する。 

② 原因分析の結果とられた対策、是正処置について、安全上重要な「人的要因」に対応したものであり、

適切なものであることを確認する。 
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ネジメント層が関与すべき責任において、何らかの改善が必要な場合、所要の措置が図られていることを

確認する。 

また、それらの課題に係る処置の実績があれば、それらの仕組みが適切に機能していることを記録により確

認する。 

 

4. 検査の手引 

（1） 要員の力量管理に係る視点 

ａ．トップマネジメントの関与及び資源の確保 

必要な資源が適切に提供されていることの確認は、人的資源の配分においてトップマネジメントが現状

を的確に把握し、必要な人員、教育・訓練等に必要な予算等の配分を計画し、問題点があれば必要な対

策を講じることができる仕組みを規定類により確認する。 

また、個別具体的な案件については、それらが規定類に定める手続きに従って適切に運用されている

こと、また、必要に応じてマネジメントレビューにおけるインプットデータ等の活動記録から評価する。 

ｂ．組織機能と要員の業務上の職責 

要員の組織内における職位と適用業務の関連性において、要求される力量がその責任に見合う適切な

レベルであること、組織及びその構成員によるチームとしての職務遂行能力を担保していることに留意す

る。 

ｃ．要員に要求される力量と到達（認定）基準 

要員に要求される力量は、要員の職位に応じたものであり、遂行する職務の難易度と責任の度合に合

致し又は矛盾のないものであること、要求及び評価レベルの設定は、力量が認定された後の要員の経験

と能力の向上に応じ、上位の職位・職務に対する到達目標を明示する継続性をもったものであることが望

ましい。 

 

ｄ．教育訓練及び評価の記録 

要員の力量付与に際して実施した教育・訓練、保有する技能・資格及び経験について、適切な記録を

維持していること。 

要員の教育・訓練の有効性を評価するため、試験又は日常的な試問を行うなど具体的な措置を講じて

おり、その評価を記録等により確認できることが望ましい。 

ｅ．管理職の力量評価 

管理職の力量評価については、事業者の人事考課による総合的な判断を経て発令されていることを考

慮し、被評価者の当該職務に関連する主要な職務経歴等を聞き取り等により確認するにとどめ、評価者

が被評価者をどのような視点で力量認定したか、評価者の力量をみる視点で評価の根拠等を確認する。 

また、必要に応じ当該管理職に対してインタビュー等により、具体的な個別案件における判断プロセス

等について聞き取りを行い、職務に要求される見識・指導力等が組織活動に適切に反映されていることを

確認する。 

ｆ．力量の継続的な維持 

力量が認定された要員について、業務を遂行する上で必要な力量を維持していることを継続して確認

するための具体的な方法について、規定類に定められている場合は、その仕組みを確認し、有効に機能

していることを確認する。 

評価は記録され、要求される力量の要件を満足していることが客観的に把握できるものでなければなら

ない。管理職等(評価者)が観察により評価している場合は、必要に応じてインタビュー等により、具体的な

評価要領（必ずしも規定されたものでなくともよい）を確認し、評価者の評価する力量に着目して判断する

③ 人的資源の充当に係る人事、教育・訓練及び資機材、並びにそれらに係る予算措置等、本店を含む

マネジメント層が関与すべき責任において、何らかの改善が必要な場合、所要の措置が図られている

ことを確認する。 

また、それらの課題に係る処置の実績があれば、それらの仕組みが適切に機能していることを記録

により確認する。 

 

4. 検査の手引 

（1） 要員の力量管理に係る視点 

① トップマネジメントの関与及び資源の確保 

必要な資源が適切に提供されていることの確認は、人的資源の配分においてトップマネジメントが現状

を的確に把握し、必要な人員、教育・訓練等に必要な予算等の配分を計画し、問題点があれば必要な対

策を講じることができる仕組みを規定類により確認する。 

また、個別具体的な案件については、それらが規定類に定める手続きに従って適切に運用されている

こと、また、必要に応じてマネジメントレビューにおけるインプットデータ等の活動記録から評価する。 

② 組織機能と要員の業務上の職責 

要員の組織内における職位と適用業務の関連性において、要求される力量がその責任に見合う適切な

レベルであること、組織及びその構成員によるチームとしての職務遂行能力を担保していることに留意す

る。 

③要員に要求される力量と到達（認定）基準 

要員に要求される力量は、要員の職位に応じたものであり、遂行する職務の難易度と責任の度合に合

致し又は矛盾のないものであること、要求及び評価レベルの設定は、力量が認定された後の要員の経験

と能力の向上に応じ、上位の職位・職務に対する到達目標を明示する継続性をもったものであることが望

ましい。 

④教育訓練及び評価の記録 

要員の力量付与に際して実施した教育・訓練、保有する技能・資格及び経験について、適切な記録を

維持していること。 

要員の教育・訓練の有効性を評価するため、試験又は日常的な試問を行うなど具体的な措置を講じて

おり、その評価を記録等により確認できることが望ましい。 

⑤ 管理職の力量評価 

管理職の力量評価については、事業者の人事考課による総合的な判断を経て発令されていることを考

慮し、被評価者の当該職務に関連する主要な職務経歴等を聞き取り等により確認するにとどめ、評価者

が被評価者をどのような視点で力量認定したか、評価者の力量をみる視点で評価の根拠等を確認する。 

また、必要に応じ当該管理職に対してインタビュー等により、具体的な個別案件における判断プロセス

等について聞き取りを行い、職務に要求される見識・指導力等が組織活動に適切に反映されていることを

確認する。 

⑥ 力量の継続的な維持 

力量が認定された要員について、業務を遂行する上で必要な力量を維持していることを継続して確認

するための具体的な方法について、規定類に定められている場合は、その仕組みを確認し、有効に機能

していることを確認する。 

評価は記録され、要求される力量の要件を満足していることが客観的に把握できるものでなければなら

ない。管理職等(評価者)が観察により評価している場合は、必要に応じてインタビュー等により、具体的な

評価要領（必ずしも規定されたものでなくともよい）を確認し、評価者の評価する力量に着目して判断する
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とともに、これらの評価が客観的な指標を伴って適切に記録されていることを確認する。     

ｇ．業務の追加・変更に伴う見直し 

新たな業務が加わるなど、当該業務に係る基準及び要領等が追加、変更された場合、それに伴う要員

の力量に対する要求の見直しの必要性について、検討、評価していることを確認する。 

また、追加、変更された業務に従事する前までに必要な教育訓練が追加実施されていることを記録によ

り確認するとともに、変更があった業務を担当する要員にインタビューして、変更箇所の理解が適切であ

ることを確認することも有用である。 

ｈ．チーム及びチームを構成する要員としての力量 

チームにより業務を実施する場合、要員個々の力量に関する評価の視点に加え、チームとしての業務

遂行能力が妥当であり、要求を満足するものであることが必要である。 

そのため、個々の要員に部分的又は個別的な力量不足がある場合は、力量の不足する要員を指導監

督できる上位の力量を有する要員の管理下で業務が適切に遂行できる状態であることを確認し、チーム

としての力量が適切に確保されていることを確認する。 

ｉ．協力企業の従業員に対する力量の確認 

協力企業の従業員の力量管理は、事業者の調達先に対する要求事項として、仕様書等で明確に示さ

れていること、事業者は調達に伴い調達先から提出される要領書・作業手順書等の承認図書、工事記録

等により、これらを確認していること、必要に応じて事業者が直接調達先の作業に立会い、監査その他の

方法により力量を確認していることを確認する。 

 

（2） 実作業等の観察における留意事項 

必要に応じて、要員が行う具体的な作業手順の中から客観的な評価が可能なものを選定して観察し、

作業の指導者及び要員の基本動作、作業における理解の度合をみて総合的に評価する。この場合、個

別業務(作業)に係る検査ガイドがある場合はそれを活用し、当該検査の結果を参考にする。 

また、観察による評価に際しては、作業手順書等の写しをあらかじめ準備し、それらが最新版であること

を確認の上、次の点に留意する。 

ａ 業務実施前にチーム内において、責任の分担や手順内容の確認を実施していること、また、指揮者等

は、要員の健康状態及び作業負荷の配分等を把握しており、確認していること 

ｂ 定められた最新版の手順書に従って作業を実施していること、また、指導者等は必要に応じて、次の

手順に移る前に要員に周知するなど手順を確かなものとすることに注意を払っていること 

ｃ 不適切な用具、装備が見過ごされていないこと 

ｄ 指揮命令系統が明確になっており、実作業で厳守されていること 

ｅ 指示、復唱、復命等の基本的な動作が的確に実施され、指揮者等との意思疎通が適切に図られてい

ること 

ｆ 不確かさが検出されたとき、質問、応答等が的確に行われ、問題を解決するプロセスを確認して作業を

進めていること 

ｇ シフト等の交代要員が管理され、要員の疲労に対して適切に対応できていること 

ｈ 指導者等が要員の動作を把握し、また、作業の中で要員の力量を適切に確認し評価していること 

ｉ 注意力、集中力の低下、欠如がなく、作業の中断及び頻繁なやり直しがないこと  

   

5. 参考資料 

5.1 法令、基準等 

(1) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 

とともに、これらの評価が客観的な指標を伴って適切に記録されていることを確認する。     

⑦ 業務の追加・変更に伴う見直し 

新たな業務が加わるなど、当該業務に係る基準及び要領等が追加、変更された場合、それに伴う要員

の力量に対する要求の見直しの必要性について、検討、評価していることを確認する。 

また、追加、変更された業務に従事する前までに必要な教育訓練が追加実施されていることを記録によ

り確認するとともに、変更があった業務を担当する要員にインタビューして、変更箇所の理解が適切であ

ることを確認することも有用である。 

⑧ チーム及びチームを構成する要員としての力量 

チームにより業務を実施する場合、要員個々の力量に関する評価の視点に加え、チームとしての業務

遂行能力が妥当であり、要求を満足するものであることが必要である。 

そのため、個々の要員に部分的又は個別的な力量不足がある場合は、力量の不足する要員を指導監

督できる上位の力量を有する要員の管理下で業務が適切に遂行できる状態であることを確認し、チーム

としての力量が適切に確保されていることを確認する。 

⑨ 協力企業の従業員に対する力量の確認 

協力企業の従業員の力量管理は、事業者の調達先に対する要求事項として、仕様書等で明確に示さ

れていること、事業者は調達に伴い調達先から提出される要領書・作業手順書等の承認図書、工事記録

等により、これらを確認していること、必要に応じて事業者が直接調達先の作業に立会い、監査その他の

方法により力量を確認していることを確認する。 

 

（2） 実作業等の観察における留意事項 

必要に応じて、要員が行う具体的な作業手順の中から客観的な評価が可能なものを選定して観察し、

作業の指導者及び要員の基本動作、作業における理解の度合をみて総合的に評価する。この場合、個

別業務(作業)に係る検査ガイドがある場合はそれを活用し、当該検査の結果を参考にする。 

また、観察による評価に際しては、作業手順書等の写しをあらかじめ準備し、それらが最新版であること

を確認の上、次の点に留意する。 

ａ 業務実施前にチーム内において、責任の分担や手順内容の確認を実施していること、また、指揮者等

は、要員の健康状態及び作業負荷の配分等を把握しており、確認していること 

ｂ 定められた最新版の手順書に従って作業を実施していること、また、指導者等は必要に応じて、次の

手順に移る前に要員に周知するなど手順を確かなものとすることに注意を払っていること 

ｃ 不適切な用具、装備が見過ごされていないこと 

ｄ 指揮命令系統が明確になっており、実作業で厳守されていること 

ｅ 指示、復唱、復命等の基本的な動作が的確に実施され、指揮者等との意思疎通が適切に図られてい

ること 

ｆ 不確かさが検出されたとき、質問、応答等が的確に行われ、問題を解決するプロセスを確認して作業を

進めていること 

ｇ シフト等の交代要員が管理され、要員の疲労に対して適切に対応できていること 

ｈ 指導者等が要員の動作を把握し、また、作業の中で要員の力量を適切に確認し評価していること 

ｉ 注意力、集中力の低下、欠如がなく、作業の中断及び頻繁なやり直しがないこと  

   

5. 参考資料 

5.1 法令、基準等 

(1) 原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則 
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5.2 技術資料等 

(1) 「健全な安全文化の育成と維持に係るガイド」 

(2) 「原因分析に関するガイド」 

（削る） 

（削る） 

 

 

5.2 技術資料等 

(1) 「健全な安全文化の育成と維持に係るガイド」 

(2) 「原因分析に関するガイド」 

（3） 原子力発電所における安全のための品質保証規程（JEAC4111-2013） 

（4） JEAG4121原子力安全のためのマネジメントシステム規程（JEAC4111-2013）の適用指針 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

特別検査運用ガイド 

 

（GI0005_r1） 

 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 
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1. 目的 

本ガイドは、原子力規制検査等実施要領に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和 32 年法律第 166号。以下「法」という。）第 57条の８で定義されている原子力事業者等及び

核原料物質を使用する者（以下「事業者」と総称する。）が所有する施設（以下「原子力施設」という。）

において、リスクが高く安全上重要と思われる事象若しくは特定核燃料物質の防護（以下「核物質防護」

という。）事案（以下「異常事象等」という。）が報告された場合、又は法第 61 条の２の２の規定に基づ

く原子力規制検査において異常事象等を特定した場合に、基本検査とは別に、原子力規制委員会が異常事

象等の状況及び事業者の初動対応の実施状況を直接確認するために実施する特別検査の実施手法等につ

いて定めたものである。 

 

2. 特別検査の流れ 

異常事象等の発生後、特別検査の要否判断から検査体制構築、検査実施までの一連の流れについて以下

に示す。（図１のフロー図参照） 

(1) 原子力施設において異常事象等が発生した場合、当該施設を担当する原子力規制事務所（以下「事務

所」という。）の原子力検査官（以下「検査官」という。）は、「事象発生時の初動対応」検査運用ガイド

を用いて、速やかに情報収集を行い、本庁の担当監視部門（核物質防護事案に関しては放射線防護グル

ープ核セキュリティ部門。以下同じ。）に報告する。 

 

(2) 当該報告を受けた担当監視部門は、事業者から報告された情報も踏まえ、表 1の視点により、特別検

査の要否を総合的に判断し、臨時の原子力規制委員会に諮り、最終的にその要否を決定する。 

特別検査運用ガイド 

 

（GI0005_r0） 

 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 
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1. 目的 

本ガイドは、原子力規制検査等実施要領に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する

法律（昭和 32年法律第 166号。以下「法」という。）第 57条の 8で定義されている原子力事業者等及び

核原料物質を使用する者（以下「事業者」と総称する。）が所有する施設（以下「原子力施設」という。）

において、リスクが高く安全上重要と思われる事象（以下「異常事象」という。）若しくは特定核燃料物

質の防護（以下「核物質防護」という。）事案が報告された場合、又は法第 61条の 2の 2の規定に基づく

原子力規制検査（以下「検査」という。）において異常事象を特定した場合に、基本検査とは別に、原子

力規制委員会が異常事象の状況及び事業者の初動対応の実施状況を直接確認するために実施する特別検

査の実施手法等について定めたものである。 

 

2. 特別検査の流れ 

異常事象発生後、特別検査の要否判断から検査体制構築、検査実施までの一連の流れについて以下に示

す。（図１のフロー図参照） 

(1) 原子力施設において異常事象が発生した場合、当該施設を担当する原子力規制事務所（以下「事務所」

という。）の原子力検査官（以下「検査官」という）は、「事象発生時の初動対応」検査運用ガイドを用

いて、速やかに情報収集を行い、本庁の担当監視部門に報告する。 

 

 

(2) 当該報告を受けた担当監視部門は、事業者から提供された情報も踏まえ、表 1の視点により、特別検

査の要否を総合的に判断し、臨時の原子力規制委員会に諮り、最終的にその要否を決定する。 
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(3) 担当監視部門は、事業者から報告された情報及び当該施設を担当する事務所の検査官が収集した情報

を踏まえ、特別検査の体制を構築（チーム長及びチーム員を選任）する。 

 

3. 特別検査の要否・体制の判断 

(1) 担当監視部門は、異常事象等に対する特別検査の要否を判断するに当たり、表１の視点を考慮する。

その際、表１に加えて「定性的な判断基準に関する安全重要度評価ガイド」を参考にすることができる。 

 

 

(2) 担当監視部門は、表１の視点に加え、監視領域の劣化の程度、職業・公衆被ばくの程度や環境への影

響も考慮した上で、検査の体制を判断する。必要に応じて、原子力規制庁他部門の技術スタッフの支援

を得る。 

 

 

 表１ 特別検査の実施を判断する視点 

設計基準を逸脱する原子力施設の運転・操作状態が発生したか 

原子力施設の設計、建設・改造や運転・操作において重大な問題があり、他施設にも影響するおそ

れがあるか 

閉じ込め機能の重大な喪失が生じたか 

実際の事故・トラブルが発生した場合に利用される緩和系において、一つの安全機能が喪失したか

又は複数の設備・機器やシステムで故障が発生したか 

原子力安全上の影響が広範囲に及ぶ可能性があるか 

原子力施設の設備・機器やシステムで想定外の動作が起きたか 

原子力安全に係る設備・機器やシステムの故障が繰り返し起きたか又はこれらの運転・操作誤りが

繰り返されたか 

事業者のパフォーマンスに安全上の懸念があるか 

核燃料物質の盗取又は所在不明が生じた場合等核物質防護上重大な事案が発生したか 

 

4. 特別検査の実施 

担当監視部門は、特別検査の対象、具体的な検査内容、スケジュール等を決定し、検査チームはこれに

基づき特別検査を実施する。特別検査の実施に当たっては、異常事象等に関連する基本検査の検査運用ガ

イドを用いても構わない。 

検査チームは、特別検査の実施に当たっては、異常事象等の状況及び異常事象等発生時の事業者の初動

対応を正確かつ詳細に把握することに主眼を置き、異常事象等の発生現場の確認や、事業者（初動対応を

行った従業員を含む。）へのインタビュー等を行うことにより、故障した設備の状況や放射性物質の漏え

いの有無、異常事象等の発生前の設備状況や事業者の活動状況、異常事象等の発生直後に事業者が行った

行為などを詳細に把握するように努める。また、チーム長は、検査実施中は検査の進捗等について緊密に

担当監視部門と情報共有し、助言・指導を得る。 

 

5. 検査結果の取りまとめ 

検査チームは、検査終了後速やかに特別検査報告書を取りまとめる。同報告書には、異常事象等の状況

 

(3) 担当監視部門は、事業者から報告された情報及び当該施設を担当する事務所の検査官が収集した情報

を踏まえ、特別検査の体制を構築（チームリーダー及びチーム員を選任）する。 

 

3. 特別検査の要否・体制の判断 

(1) 担当監視部門は、異常事象及び核物質防護事案（以下「異常事象等」という。）に対する特別検査の要

否を判断するに当たり、表 1の視点を考慮する。その際、表 1に加えて「定性的な判断基準に関する安

全重要度評価ガイド」を参考にすることができる。 

 

(2) 担当監視部門は、表１の視点に加え、監視領域の劣化の程度、職業・公衆被ばくの程度や環境への影

響も考慮した上で、検査の体制を判断する。必要に応じて、原子力規制庁他部門の技術スタッフの支援

を得る。 

 

 

 表１ 特別検査の実施を判断する視点 

設計基準を逸脱する原子力施設の運転・操作状態が発生したか 

原子力施設の設計、建設・改造や運転・操作において重大な問題があり、他施設にも影響するおそ

れがあるか 

閉じ込め機能の重大な喪失が生じたか 

実際の事故・トラブルが発生した場合に利用される緩和系において、一つの安全機能が喪失したか

又は複数の設備・機器やシステムで故障が発生したか 

原子力安全上の影響が広範囲に及ぶ可能性があるか 

原子力施設の設備・機器やシステムで想定外の動作が起きたか 

原子力安全に係る設備・機器やシステムの故障が繰り返し起きたか又はこれらの運転・操作誤りが

繰り返されたか 

事業者のパフォーマンスに安全上の懸念があるか 

核燃料物質の盗取又は所在不明が生じた場合等核物質防護上重大な事案が発生したか 

 

4. 特別検査の実施 

 担当監視部門は、特別検査の対象、具体的な検査内容、スケジュール等を決定し、検査チームはこれに

基づき特別検査を実施する。検査の実施に当たっては、異常事象に関連する基本検査の検査運用ガイドを

用いても構わない。 

検査チームは、特別検査の実施に当たっては、異常事象等の状況及び異常事象等発生時の事業者の初動

対応を正確かつ詳細に把握することに主眼を置き、異常事象等発生現場の確認や、事業者（初動対応を行

った従業員を含む。）へのインタビュー等を行うことにより、故障した設備の状況や放射性物質の漏えい

の有無、異常事象発生前の設備状況や事業者の活動状況、異常事象等発生直後に事業者が行った行為など

を詳細に把握するように努める。また、チームリーダーは、検査実施中は検査の進捗等について緊密に担

当監視部門と情報共有し、助言・指導を得る。 

 

5. 検査結果の取りまとめ 

検査チームは、検査終了後速やかに特別検査報告書を取りまとめる。同報告書には、異常事象等の状況
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記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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記） 
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を詳述するとともに、事業者の対応について時系列に沿って詳細に整理する。担当監視部門は、同報告書

の内容を確認した後、速やかに原子力規制委員会に報告するとともに、その後の原子力規制検査やその他

の監視活動において活用する。 

 

図１ 特別検査実施フロー図 

 

 

〇 改正履歴 

 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○記載の適正化  
 

を詳述するとともに、事業者の対応について時系列に沿って詳細に整理する。担当監視部門は、同報告書

の内容を確認した後、速やかに原子力規制委員会に報告するとともに、その後の原子力規制検査やその他

の監視活動において活用する。 

 

図 1．特別検査実施フロー図 

 

 

〇 改訂履歴 

 

No. 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂に伴う修正 

 

 

事業者からの連絡 

要 

否 

事故室への状況説明にも利用可能 

本件に係る対応不要 

（日常検査等にて監視継続） 

表１ 

表１ 

異常事象等の発生 

現地検査官から 

本庁へ状況報告 

特別検査 

の要否を 

原子力規制委員会が

決定 

現地検査官による 

情報収集 

「事象発生時の 

初動対応」ガイド 

特別検査体制の構築 

検査計画の立案 

総務課 事故対処室 

特別検査開始 

事業者からの連絡 

要 

否 

事故室への状況説明にも利用可能 

本件に係る対応不要 

（日常検査等にて監視継続） 

表 1 

表 1 

異常事象の発生 

現地検査官から 

本庁へ状況報告 

特別検査 

の要否を 

原子力規制委員会が

決定 

現地検査官による 

情報収集 

「事象発生時の 

初動対応」ガイド 

特別検査体制の構築 

検査計画の立案 

総務課 事故対処室 

特別検査開始 
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（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

原子力規制検査における追加検査運用ガイド 

（GI0011_r1） 

 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

目       次 

 

1. 目的  ............................................................................................ 2 

（削除） 

2. 用語の定義.................................................................................... 2 

3. 検査要件....................................................................................... 2 

4. 追加検査の実施内容について.......................................................... 3 

4.1 追加検査の開始............................................................................. 3 

4.2 追加検査実施の体制等................................................................... 4 

5. 追加検査結果を踏まえた対応............................................................ 4 

５.1 追加検査結果の報告及び対応区分への反映..................................... 4 

5.2 基本検査への反映......................................................................... 5 

6. 検査等の実施に係る手続等.............................................................. 5 

6.1 追加検査の実施に係る事業者への通知............................................. 5 

6.2 追加検査完了後の手続................................................................... 5 

 

 

1. 目的 

本ガイドは、原子力規制検査等実施要領（原規規発第 1912257 号-1 令和元年 12 月 25 日 原子力

規制庁長官決定）に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第

166号。以下「法」という。）第 57条の８で定義されている原子力事業者等及び核原料物質を使用する者

（以下「事業者」と総称する。）が所有する施設において、法第 61条の２の２の規定に基づく原子力規制

検査のうち原子力規制検査等に関する規則（令和２年原子力規制委員会規則第１号。以下「規則」とい

う。）第３条第２項に基づく追加検査を実施するためのプロセス、検査の内容等の運用について定めたも

のである。 

追加検査を実施し、検査指摘事項等に対する事業者の改善活動等の安全活動を監視することにより、被

規制者のパフォーマンスの改善、対応区分の変更及び以降の基本検査に役立てる。 

 

2. 用語の定義 

(1) 追加検査１ 

各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化がある状態 

 

原子力規制検査における追加検査運用ガイド 

（GI0011_r0） 

 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 
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7.1 追加検査の実施に係る事業者への通知............................................. - 5 - 

7.2 追加検査完了後の手続................................................................... - 5 – 

 

 

1. 目的 

本ガイドは、原子力規制検査等実施要領（原規規発第 1912257 号-1 令和元年 12 月 25 日 原子力

規制庁長官決定）に基づき、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32年法律第

166号。以下「法」という。）第 57条の 8で定義されている原子力事業者等及び核原料物質を使用する者

（以下「事業者」と総称する。）が所有する施設において、法第 61条の 2の 2の規定に基づく原子力規制

検査のうち原子力規制検査等に関する規則（令和 2 年原子力規制委員会規則第 1 号。以下「規則」とい

う。）第 3条第 2項に基づく追加検査を実施するためのプロセス、検査の内容等の運用について定めたも

のである。 

追加検査を実施し、検査指摘事項等に対する事業者の改善活動等の安全活動を監視することにより、被

規制者のパフォーマンスの改善、対応区分の再設定及び以降の基本検査に役立てる。 

 

2. 用語の定義 

(1) 追加検査1 

各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に軽微な劣化がある状態 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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(2) 追加検査２ 

各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に中程度の劣化がある状態 

 

(3) 追加検査３ 

各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたる又は重大

な劣化がある状態 

 

3. 検査要件 

追加検査の実施は、対応区分に従って決定する。 

(1) 追加検査１の実施 

a.実用発電用原子炉施設 

監視領域（大分類）において「白」が１又は２の場合に実施する。 

 

b.核燃料施設等 

指摘事項（追加対応あり）があった場合、重要度評価・規制対応措置会合（以下「SERP」という。）

※１によって決定された追加検査の程度に応じて実施する。 

 

※１：「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」参照 

 

   

(2) 追加検査２の実施 

a.実用発電用原子炉施設 

一つの監視領域（小分類）において「白」が３以上若しくは「黄」が１又は監視領域（大分類）にお

いて「白」が３の場合に実施する。 

b.核燃料施設等 

追加検査１と同じく、SERPによって決定された追加検査の程度に応じて実施する。 

 

(3) 追加検査３の実施 

a.実用発電用原子炉施設 

監視領域（小分類）の劣化が繰り返し、監視領域（小分類）の劣化が複数、「黄」が複数又は「赤」

が１の場合に実施する。 

b.核燃料施設等 

追加検査１と同じく、SERPによって決定された追加検査の程度に応じて実施する。 

 

原子力規制委員会は、追加検査を行おうとするときは、あらかじめ、事業者に対し、追加検査の区分及

び検査事項を通知するとともに、報告すべき事項及び期限を示して、安全活動の改善状況に係る報告を

求めるものとする。 

検査事項とは、対応区分の検査対応にある視点等を踏まえ、追加検査で確認する事業者の安全活動等

を記載するものである。 

 

4. 追加検査の実施内容について 

4.1 追加検査の開始 

(1) 追加検査１の場合 

(2) 追加検査2 

各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に中程度の劣化がある状態 

 

(3) 追加検査3 

各監視領域における活動目的は満足しているが、事業者が行う安全活動に長期間にわたる又は重大

な劣化がある状態 

 

3. 検査要件 

   追加検査の実施は、対応区分に従って決定する。 

(1) 追加検査1の実施 

   a.実用発電用原子炉施設 

監視領域（大分類）において「白」が1又は2の場合に実施する。 

 

b.核燃料施設等 

指摘事項（追加対応あり）があった場合、重要度評価・規制対応措置会合（以下「SERP」という。）

※１によって決定された追加検査の程度に応じて実施する。 

 

※1：「原子力安全に係る重要度評価に関するガイド」参照 

 

   

(2) 追加検査2の実施 

 a.実用発電用原子炉施設 

一つの監視領域（小分類）において「白」が 3以上若しくは「黄」が 1以上又は監視領域（大分類）

において「白」が 3の場合に実施する。 

b.核燃料施設等 

追加検査1と同じく、SERPによって決定された追加検査の程度に応じて実施する。 

 

(3) 追加検査3の実施 

 a.実用発電用原子炉施設 

監視領域（小分類）の劣化が繰り返し、監視領域（小分類）の劣化が複数、「黄」が複数又は「赤」

が 1以上の場合に実施する。 

b.核燃料施設等 

追加検査1と同じく、SERPによって決定された追加検査の程度に応じて実施する。 

 

  原子力規制委員会は、追加検査を行おうとするときは、あらかじめ、事業者に対し、追加検査の区分及

び検査事項を通知するとともに、報告すべき事項及び期限を示して、安全活動の改善状況に係る報告を

求めるものとする。 

  検査事項とは、対応区分の検査対応にある視点等を踏まえ、追加検査で確認する事業者の安全活動等

を記載するものである。 

  

4. 追加検査の実施内容について 

4.1 追加検査の開始 

(1) 追加検査1の場合 

記載の適正化（誤

記） 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤
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記載の適正化（誤

-290-



4 

 

事業者から、検査指摘事項に関する直接原因の特定、根本的な原因の特定、安全文化及び核セキュ

リティ文化要素の劣化兆候の特定及び改善措置活動の計画が決定した旨等の報告を受理し、原子力規

制庁の担当部門が検査を実施可能と判断した後、追加検査を行う。 

 

(2) 追加検査２の場合 

事業者から、検査指摘事項に関する直接原因の特定、根本的な原因の特定、安全文化及び核セキュ

リティ文化要素の劣化兆候の特定及び改善措置活動の計画が決定した旨等の報告を受理し、原子力規

制庁の担当部門が検査を実施可能と判断した後、追加検査を行う。 

 

(3) 追加検査３の場合 

事業者から改善措置活動の計画について報告を受理した後、当該計画を踏まえた検査の計画を作成

し、追加検査を行う。 

本追加検査の対象となる検査指摘事項は重大な問題を抱えている場合が多いことから、事業者が行

う検査指摘事項に関する直接原因の特定、根本的な原因の特定、安全文化及び核セキュリティ文化要

素の劣化兆候の特定（第三者により実施された安全文化及び核セキュリティ文化の評価を含む。）及

び改善措置活動の計画が終了していない場合でも、追加検査３実施のための準備を進めることができ

る。 

 

4.2 追加検査実施の体制 

各担当部門は、追加検査の検査事項を勘案して専門的な知識を有する原子力検査官（以下「検査官

」という。）を指名し、以下の体制を目安として検査のチームを編成する。 

なお、チーム編成の際には、追加検査実施の起因となった指摘事項を発見した検査官又はその検査

のリーダー等を含めて、関連する情報を共有できる体制を構築することが望ましい。 

(1) 追加検査１ 

専門的な知識を有する検査官１～２人及び対象事業者の施設を担当する原子力規制事務所（以下「

事務所」という。）の検査官の計２～３人の体制とする。 

本追加検査に要する時間は、対応する検査官全員で約40人・時間程度を目安とする。 

 

(2) 追加検査２ 

専門的な知識を有する検査官3～4人及び事務所の検査官の計５～６人の体制とする。 

本追加検査に要する時間は、対応する検査官全員で約200人・時間程度を目安とする。 

 

(3) 追加検査３ 

専門的な知識を有する検査官及び事務所の検査官合わせて10～20人程度で体制とする。 

本追加検査に要する時間は、対応する検査官全員で約2000人・時間程度を目安とする。 

 

5. 追加検査結果を踏まえた対応 

5.1 追加検査結果の報告及び対応区分への反映  

追加検査を行った担当部門が事業者の活動による改善の効果を確認した場合は、検査を完了し、当

該検査結果及び新しい対応区分を原子力規制委員会に報告する※３。 

 

※３：追加検査は事業者の検査指摘事項等に対する改善措置活動の計画等の状況を確認するものであ

事業者から、検査指摘事項に関する直接原因の特定、根本的な原因の特定、及び改善措置活動の計

画が決定した旨等の報告を受理し、原子力規制庁の担当部門が検査を実施可能と判断した後、追加検

査を行う。 

 

(2) 追加検査2の場合 

事業者から、検査指摘事項に関する直接原因の特定、根本的な原因の特定、安全文化及び核セキュ

リティ文化要素の劣化兆候の特定及び改善措置活動の計画が決定した旨等の報告を受理し、原子力規

制庁の担当部門が検査を実施可能と判断した後、追加検査を行う。 

 

(3) 追加検査3の場合 

   事業者から改善措置活動の計画について報告を受理した後、当該計画を踏まえた検査の計画を作成

し、追加検査を行う。 

本追加検査の対象となる検査指摘事項は重大な問題を抱えている場合が多いことから、事業者が行

う検査指摘事項に関する直接原因の特定、根本的な原因の特定、安全文化及び核セキュリティ文化要

素の劣化兆候の特定（第三者により実施された安全文化及び核セキュリティ文化の評価を含む。）及

び改善措置活動の計画が終了していない場合でも、追加検査３実施のための準備を進めることができ

る。 

 

4.2 追加検査実施の体制 

   各担当部門は、追加検査の検査事項を勘案して専門的な知識を有する原子力検査官（以下「検査官

」という。）を指名し、以下の体制を目安として検査のチームを編成する。 

なお、チーム編成の際には、追加検査実施の起因となった指摘事項を発見した検査官又はその検査

のリーダー等を含めて、関連する情報を共有できる体制を構築することが望ましい。 

(1) 追加検査１ 

   専門的な知識を有する検査官１～2人及び対象事業者の施設を担当する原子力規制事務所（以下「

事務所」という。）の検査官の計2～3人の体制とする。 

   本追加検査に要する時間は、対応する検査官全員で約40人・時間程度を目安とする。 

 

(2) 追加検査2 

   専門的な知識を有する検査官3～4人及び事務所の検査官の計5～6人の体制とする。 

   本追加検査に要する時間は、対応する検査官全員で約200人・時間程度を目安とする。 

 

(3) 追加検査3 

   専門的な知識を有する検査官及び事務所の検査官合わせて10～20人程度で体制とする。 

   本追加検査に要する時間は、対応する検査官全員で約2000人・時間程度を目安とする。 

 

5. 追加検査結果を踏まえた対応 

5.1 追加検査結果の報告及び対応区分への反映  

   追加検査を行った担当部門が事業者の活動による改善の効果を確認した場合は、検査を完了し、当

該検査結果及び新しい対応区分を委員会に報告する※３。 

 

  ※3：追加検査は事業者の検査指摘事項等に対する改善措置活動の計画等の状況を確認するものであ

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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り、検査官が適切であると認めるまで検査は継続することから、最終的な検査結果として、事

業者により改善措置活動の計画が適切に実施されていることを報告することにより、対応区分

を第１区分に変更することとなる。 

 

5.2 基本検査への反映 

各担当部門は、追加検査で得られた情報について当該施設を担当する事務所の検査官などと共有し、

各担当部門又は事務所の検査官が継続的にその後の事業者の状況を監視する必要があると判断した場

合は、当該情報を監視するための基本検査の検査対象とする。 

 

6. 検査等の実施に係る手続等 

6.1 追加検査の実施に係る事業者への通知  

検査指摘事項の評価に従って対応区分を第２区分、第３区分又は第４区分に設定した場合、追加検査

の実施が必要となるが、追加検査の詳細なスケジュール等は、各担当部門が事業者と調整した上で、決

定、通知する。 

追加検査の実施に当たっては、規則第７条に基づき当該事業者に対して対応する手数料の納付を納

入告知書の交付により求める。 

 

6.2 追加検査完了後の手続 

各担当部門は、各追加検査の結果及び新しい対応区分を事業者に通知する。 

また、検査監督総括課は、これらを原子力規制委員会のホームページに掲載し公表する。ただし、核

物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報は除くものとする。 

 

 

 

〇改正履歴 

 

改正. 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/1 施行  

１  ○記載の適正化  

 

 

り、検査官が適切であると認めるまで検査は継続することから、最終的な検査結果として、事

業者により改善措置活動の計画が適切に実施されていることを報告することにより、対応区分

を第1区分に再設定することとなる。 

 

5.2 基本検査への反映 

  各担当部門は、追加検査で得られた情報について当該施設を担当する事務所の検査官などと共有し、

各担当部門又は事務所の検査官が継続的にその後の事業者の状況を監視する必要があると判断した場

合は、当該情報を監視するための基本検査の検査対象とする。 

 

6. 検査等の実施に係る手続等 

6.1 追加検査の実施に係る事業者への通知  

   検査指摘事項の評価に従って対応区分を第 2 区分、第 3 区分又は第 4 区分に設定した場合、追加検

査の実施が必要となるが、追加検査の詳細なスケジュール等は、各担当部門が事業者と調整した上で、

決定、通知する。 

追加検査の実施に当たっては、規則第 7 条に基づき当該事業者に対して対応する手数料の納付を納

入告知書の交付により求める。 

 

6.2 追加検査完了後の手続 

   各担当部門は、各追加検査の結果及び新しい対応区分を事業者に通知する。 

また、検査監督総括課は、これらを原子力規制委員会のホームページに掲載し公表する。ただし、核

物質防護のために必要な措置に関する詳細な情報は除くものとする。 

 

 

 

〇 改訂履歴 

 

No. 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/1 施行  

（新設） 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

改訂に伴う修正 
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基本検査運用ガイド 

運転員能力 

（新旧対照表） 
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1 

 

（下線部分は改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

 

基本検査運用ガイド 

運転員能力 

（BO1070_r1） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1．監視領域 

大分類 ：「原子力施設安全」 

小分類 ：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」 

「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉） 

検査分野 ：「運転管理」 

 

2．検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号。以下「法」という。）

第61条の２の２第１項４号ロで規定する事項（保安のために必要な措置）のうち、表１に示す原子力施設

の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される原子力施設の運転における運転員能力の活

動状況を確認する。当該事項は、法第61条の２の２第１項３号イで規定する事項（保安規定）のうち、表

１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される原子力施設の運転に係る活動状況の確認と併せ

て行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、運転管理の検査分野における体制、訓練・教育に関連するこ

とから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認する。 

 

3．検査要件 

3.1 検査対象 

運転員の能力が劣化すると、起因事象の原因となるヒューマンエラーの増加及び事象後に適時正しい

緩和措置を講じる際のヒューマンエラーのリスクが増加する。また運転員のヒューマンエラーは、バリ

ア健全性や緊急時対応準備にも影響を及ぼす可能性がある。したがって、運転員能力に関与する以下を

検査対象にする。 

(1) 中央制御室・現場での運転員の活動状況 

(2) 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況 

(3) 運転責任者認定試験の適切性 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

 

基本検査運用ガイド 

運転員能力 

（BO1070_r0） 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1．監視領域 

大分類 ：「原子力施設安全」 

小分類 ：「発生防止」「拡大防止・影響緩和」「閉じ込めの維持」 

「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉） 

検査分野 ：「運転管理」 

 

2．検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)第61条の2の2第1項4号ロ

で規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表1に示す原子力施設の種別ごとの保安のための措置

に係る規則条項で規定される原子力施設の運転における運転員能力の活動状況を確認する。当該事項は、

法第61条の2の2第1項3号イで規定する事項(保安規定)のうち、表1に示す保安規定記載事項に係る規則条

項で規定される原子力施設の運転に係る活動状況の確認と併せて行う。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、運転管理の検査分野における体制、訓練・教育に関連するこ

とから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適用も踏まえて確認する。 

 

 

3．検査要件 

3.1 検査対象 

運転員の能力が劣化すると、起因事象の原因となるヒューマンエラーの増加及び事象後に適時正しい

緩和措置を講じる際のヒューマンエラーのリスクが増加する。また運転員のヒューマンエラーは、バリ

ア健全性や緊急時対応準備にも影響を及ぼす可能性がある。したがって、運転員能力に関与する以下を

検査対象にする。 

(1) 中央制御室・現場での運転員の活動状況 

(2) 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況 

(3) 運転責任者認定試験の適切性 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

 

 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表２の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

 

4．検査手順 

検査に当たっては、事業者等のマニュアル、訓練計画、不適合の是正処置状況等を調査するとともに、

ウォークダウン、インタビュー、リスク情報等を活用しサンプリングにより検査対象並びに検査方法等を

決定し運転員の能力を確認する。 

 

4.1中央制御室・現場での運転員の活動状況 

(1) 検査実施前に、運転員の活動に係る事業者の方針を確認しておくものとする。 

(2) 検査官は、検査前に関連した注意事項や制限も含めて手順書を理解しておかなければならない。 

(3) 観察する中央制御室／現場での活動は、発電所の活動または作業スケジュール、定検工程会議等を

確認し選定する。 

(4) 観察は、手順書の遵守と使用、情報伝達、状況判断、ヒューマンエラーの防止等について行う。 

(5) 可能であれば、当該活動の操作前ブリーフィングも観察する。 

 

4.2運転シミュレータによる事故対応の訓練状況 

(1) 検査実施前に、事業者の基本方針を受けて、具体的なシミュレータ訓練計画が作成、管理されてい

ることを確認する。 

(2) 検査官は、観察する事象に対する手順を理解しておかなければならない。 

(3) 訓練の観察は、直員連携による事故故障に対するシミュレータ訓練について行う。 

(4) 訓練の観察においては、以下を確認する。 

a. 当直長の指示の下、指示・確認、運転員間の連携が手順書に基づき実施されていたか。 

b. プラントの状況判断が適切であったか。 

c. 事故の収束または拡大防止措置が適切であったか。 

(5) 訓練終了後は、振り返りが適切に実施されていることを確認する。 

 

4.3 運転責任者認定試験の適切性 

運転責任者認定機関による運転責任者筆記試験、口答試験及び実技試験が適切に実施されていること

を確認する。 

4.3.1 筆記試験 

運転責任者筆記試験が適切に実施されていること確認する。 

ここでは、「運転責任者に係る基準等に関する規程」第１条第４号イからハまでに掲げることに関

し、運転責任者の職務を遂行するために必要な実務的知識の有無を判定するのに十分であること確認

する。 

 

 

3.2 検査の体制、頻度及びサンプル数 

検査は、表 2 の検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

 

4．検査手順 

検査に当たっては、事業者等のマニュアル、訓練計画、不適合の是正処置状況等を調査するとともに、

ウォークダウン、インタビュー、リスク情報等を活用しサンプリングにより検査対象並びに検査方法等を

決定し運転員の能力を確認する。 

 

4.1中央制御室・現場での運転員の活動状況 

(1) 検査実施前に、運転員の活動に係る事業者の方針を確認しておくものとする。 

(2) 検査官は、検査前に関連した注意事項や制限も含めて手順書を理解しておかなければならない。 

(3) 観察する中央制御室／現場での活動は、発電所の活動または作業スケジュール、定検工程会議等を

確認し選定する。 

(4) 観察は、手順書の遵守と使用、情報伝達、状況判断、ヒューマンエラーの防止等について行う。 

(5) 可能であれば、当該活動の操作前ブリーフィングも観察する。 

 

4.2運転シミュレータによる事故対応の訓練状況 

(1) 検査実施前に、事業者の基本方針を受けて、具体的なシミュレータ訓練計画が作成、管理されてい

ることを確認する。 

(2) 検査官は、観察する事象に対する手順を理解しておかなければならない。 

(3) 訓練の観察は、直員連携による事故故障に対するシミュレータ訓練について行う。 

(4) 訓練の観察においては、以下を確認する。 

a. 当直長の指示の下、指示・確認、運転員間の連携が手順書に基づき実施されていたか。 

b. プラントの状況判断が適切であったか。 

c. 事故の収束または拡大防止措置が適切であったか。 

(5) 訓練終了後は、振り返りが適切に実施されていることを確認する。 

 

4.3 運転責任者認定試験の適切性 

運転責任者認定機関による運転責任者筆記試験、口答試験及び実技試験が適切に実施されていること

を確認する。 

4.3.1 筆記試験 

運転責任者筆記試験が適切に実施されていること確認する。 

ここでは、「運転責任者に係る基準等に関する規程」第 1 条第 4 号イからハまでに掲げることに関

し、運転責任者の職務を遂行するために必要な実務的知識の有無を判定するのに十分であること確認

する。 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤
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記載の適正化（誤
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4.3.2 口答試験 

運転責任者口答試験が適切に実施されていることを確認する。 

ここでは、「運転責任者に係る基準等に関する規程」第１条第４号ニに掲げることに関し、運転責任

者の職務を遂行するために必要な実務的知識の有無を判定するのに十分であること確認する。 

 

4.3.3 実技試験 

運転責任者実技試験が適切に実施されていることを確認する。 

ここでは、「運転責任者に係る基準等に関する規程」第１条第４号イからニに掲げることに関し、運

転責任者として必要な専門的技能の有無を判定するのに十分であること確認する。 

 

4.4 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正処

置が適切に講じられていることを確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正処

置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切に

処理されていることを確認する。 

 

5．検査手引 

5.1 中央制御室・現場での運転員の活動状況 

(1) 検査実施前に、確認しておくべき事業者の方針としては、以下に関するものがある。 

a. 運転の法令遵守と手順書の使用 

b. 制御盤、機器の操作 

c. 運転員間の情報伝達 

d. 操作前ブリーフィングや相互確認等のヒューマンエラーの防止対策 

e. 手順書の制定と廃棄、中央制御室での文書管理 

(2) 検査は、以下の活動を観察するのが良い。 

a. 発電所の起動、停止及び運転モード変更 

b. 原子炉出力及びタービン負荷の変更 

c. サーベイランス試験 

d. 安全系の構造物、系統及び機器のメンテナンス後試験 

e. 原子炉冷却材水抜き、ミッドループ運転（PWR） 

(3) 観察の例を以下に示す。 

a. 適切な手順書を使用し、適時、参照していたか。 

b. 手順書は正しく使用していたか。（正しい順序で手順を踏む、事前の注意事項や制限を守る、手

順書間を正しく移行する等） 

c. 機器／制御盤に対して、運転員は効率的かつ正しく配置していたか。 

d. 運転員は、他の運転員や所員と関連情報を分かりやすく、かつ正確にやり取りしていたか。 

e. 運転員は、事業者の方針に従って制御室外の所員にプラントの状態を適時知らせていたか。 

4.3.2 口答試験 

運転責任者口答試験が適切に実施されていることを確認する。 

ここでは、「運転責任者に係る基準等に関する規程」第 1 条第 4 号ニに掲げることに関し、運転責

任者の職務を遂行するために必要な実務的知識の有無を判定するのに十分であること確認する。 

 

4.3.3 実技試験 

運転責任者実技試験が適切に実施されていることを確認する。 

ここでは、「運転責任者に係る基準等に関する規程」第 1 条第 4 号イからニに掲げることに関し、

運転責任者として必要な専門的技能の有無を判定するのに十分であること確認する。 

 

4.4 問題点の特定と解決に関する確認 

(1) 本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正処

置が適切に講じられていることを確認する。 

(2) 本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正処

置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3) 検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気づき事項等が、不適合管理等において適切に

処理されていることを確認する。 

 

5．検査手引 

5.1 中央制御室・現場での運転員の活動状況 

(1) 検査実施前に、確認しておくべき事業者の方針としては、以下に関するものがある。 

a. 運転の法令遵守と手順書の使用 

b. 制御盤、機器の操作 

c. 運転員間の情報伝達 

d. 操作前ブリーフィングや相互確認等のヒューマンエラーの防止対策 

e. 手順書の制定と廃棄、中央制御室での文書管理 

(2) 検査は、以下の活動を観察するのが良い。 

a. 発電所の起動、停止及び運転モード変更 

b. 原子炉出力及びタービン負荷の変更 

c. サーベランス試験 

d. 安全系の構造物、系統及び機器のメンテナンス後試験 

e. 原子炉冷却材水抜き、ミッドループ運転（PWR） 

(3) 観察の例を以下に示す。 

a. 適切な手順書を使用し、適時、参照していたか。 

b. 手順書は正しく使用していたか。（正しい順序で手順を踏む、事前の注意事項や制限を守る、手

順書間を正しく移行する等） 

c. 機器／制御盤に対して、運転員は効率的かつ正しく配置していたか。 

d. 運転員は、他の運転員や所員と関連情報を分かりやすく、かつ正確にやり取りしていたか。 

e. 運転員は、事業者の方針に従って制御室外の所員にプラントの状態を適時知らせていたか。 

 

 

記載の適正化（誤
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f. 運転員は、事業者の方針に従って復唱、3wayコミュニケーション等による相互確認を実施した

か。 

g. フォネティックコード等により、聞き間違いの防止を図っていたか。 

h. 制御盤の表示及び警報は、プラントの状態を正確に把握するために、適切に確認していたか。 

i. 通常と異なるトレンドは、適時認識していたか。 

j. 操作前及び操作中のブリーフィングは、事業者の方針に従って十分に実施していたか。 

（削る） 

k. 活動中に問題が発生した場合、運転員はその問題を適切に報告し、文書化したか。 

(4) 活動中の運転員に対しては、質問等を含め干渉は控えるものとする。 

(5) 中央制御室／現場での運転員の能力の確認は、「BO1030 原子炉起動停止」、「BO0010 サーベイラン

ス試験」、等、他の規制事務所検査官の活動と併せて実施することができる。 

 

5.2 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況 

観察の例を以下に示す。 

a. 適切な手順書を使用し、適時、参照していたか。 

b. 手順書は正しく使用していたか。（正しい順序で手順を踏む、事前の注意事項や制限を守る、手

順書間を正しく移行する等） 

c. 機器／制御盤に対して、運転員は効率的かつ正しく配置していたか。 

d. 運転員は、他の運転員や所員と関連情報を分かりやすく、かつ正確にやり取りしていたか。 

e. 運転員は、事業者の方針に従って制御室外の所員にプラントの状態を適時知らせていたか。 

f. 運転員は、事業者の方針に従って復唱、3way コミュニケーション等による相互確認を実施した

か。 

g. フォネティックコード等により、聞き間違いの防止を図っていたか。 

h. 制御盤の表示及び警報は、プラントの状態を正確に判断するために、適切に確認していたか。 

i. 通常と異なるトレンドは、適時認識していたか。 

j. 操作中のブリーフィングは、必要に応じ、適時実施していたか。 

 

5.3 運転責任者認定試験の適切性 

前回検査以降に実施された筆記試験、口答試験及び実技試験のうち、少なくとも１回分をサンプルと

して抽出し適切に実施されていることを確認する。 

5.3.1 筆記試験 

抽出したサンプルに対して以下を確認する。 

(1) 各試験問題が「運転責任者に係る基準等に関する規程」第１条第４号イからハまでに掲げる内

容であり、これらが均等に出題されていること。 

(2) 各試験問題の難易度が適切であること。（各試験問題の正答率も参考にする） 

(3) 法令、保安規定が変更された場合は、速やかに試験問題に反映されていること。 

(4) 設問の型式が適切であること。（設問想起型になっていないか等） 

(5) 選択肢が適切であること。（誤答肢は明らかに誤りであると分かるものではなく、もっともらし

f. 運転員は、事業者の方針に従って復唱、3way コミュニケーション、フォネティックコード等を

用いていたか。 

（新設） 

g. 制御盤の表示および警報を適切に確認していたか。 

（新設） 

h. 操作前及び操作中のブリーフィングは、事業者の方針に従って十分に実施していたか。 

i. 事業者の方針に従って相互確認は実施されていたか。 

j. 活動中に問題が発生した場合、運転員はその問題を適切に報告し、文書化したか。 

(4) 活動中の運転員に対しては、質問等を含め干渉は控えるものとする。 

(5) 中央制御室／現場での運転員の能力の確認は、BO1030「原子炉起動停止」、BO0010「サーベイラン

ス試験」、等、他の規制事務所検査官の活動と併せて実施することができる。 

 

5.2 運転シミュレータによる事故対応の訓練状況 

(1) 観察の例を以下に示す。 

a. 適切な手順書を使用し、適時、参照していたか。 

b. 手順書は正しく使用していたか。（正しい順序で手順を踏む、事前の注意事項や制限を守る、手

順書間を正しく移行する等） 

c. 機器／制御盤に対して、運転員は効率的かつ正しく配置していたか。 

d. 運転員は、他の運転員や所員と関連情報を分かりやすく、かつ正確にやり取りしていたか。 

e. 運転員は、事業者の方針に従って制御室外の所員にプラントの状態を適時知らせていたか。 

f. 運転員は、事業者の方針に従って復唱、3way コミュニケーション、フォネティックコード等を

用いていたか。 

（新設） 

g. 制御盤の表示および警報は、プラントの状態を正確に判断するために、適切に確認していたか。 

h. 通常と異なるトレンドは、適時認識していたか。 

g. 操作中のブリーフィングは、必要に応じ、適時実施していたか。 

 

5.3 運転責任者認定試験の適切性 

前回検査以降に実施された筆記試験、口答試験及び実技試験のうち、少なくとも１回分をサンプルと

して抽出し適切に実施されていることを確認する。 

5.3.1 筆記試験 

抽出したサンプルに対して以下を確認する。 

(1) 各試験問題が「運転責任者に係る基準等に関する規程」第 1 条第 4 号イからハまでに掲げる内

容であり、これらが均等に出題されていること。 

(2) 各試験問題の難易度が適切であること。（各試験問題の正答率も参考にする） 

(3) 法令、保安規定が変更された場合は、速やかに試験問題に反映されていること。 

(4) 設問の型式が適切であること。（設問想起型になっていないか等） 

(5) 選択肢が適切であること。（誤答肢は明らかに誤りであると分かるものではなく、もっともらし
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いものであるか／１つの肢を否定すれば他の肢も否定できるような同じ内容の肢を含んでいな

いか等） 

 

5.3.2 口答試験 

抽出したサンプルに対して以下を確認する。 

(1) 各試験問題が「運転責任者に係る基準等に関する規程」第１条第４号ニに掲げる内容であるこ

と。 

(2) 各試験問題の難易度は適切であること。（各試験問題の採点結果も参考にする） 

 

5.3.3 実技試験 

抽出したサンプルに対して以下を確認する。 

(1) 試験は、「運転責任者に係る基準等に関する規程」第１条第４号イからニに掲げる内容であるこ

と。 

(2) 各試験項目の難易度は適切であること。（各試験問題の採点結果も参考にする） 

 

 

 

6．参考資料 

(1) 原子力発電所運転責任者の判定に係る規程 JEAC4804-2014 

(2) 原子力発電所運転員の教育・訓練指針 JEAG4802-201X 

 

7．改正履歴 

改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○記載の適正化  

 

 

  

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設 

の種別 
規則名 

保安のための措置

に係る規則条項 

保安規定記載事項に

係る規則条項 

実用発電用原子炉

施設 

実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則 
第 87条 

第 92条第１項第８

号 

研究開発段階発電

用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則 
第 82条 

第 87 条第１項第８

号 

 

表２ 検査要件まとめ表 

本検査はユニット毎ではなく発電所を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

いものであるか／１つの肢を否定すれば他の肢も否定できるような同じ内容の肢を含んでいな

いか等） 

 

5.3.2 口答試験 

抽出したサンプルに対して以下を確認する。 

(1) 各試験問題が「運転責任者に係る基準等に関する規程」第 1 条第 4 号ニに掲げる内容であるこ

と。 

(2) 各試験問題の難易度は適切であること。（各試験問題の採点結果も参考にする） 

 

5.3.3 実技試験 

抽出したサンプルに対して以下を確認する。 

(1) 試験は、「運転責任者に係る基準等に関する規程」第 1 条第 4 号イからニに掲げる内容であるこ

と。 

(2) 各試験項目の難易度は適切であること。（各試験問題の採点結果も参考にする） 

 

 

 

6．参考資料 

(1) 原子力発電所運転責任者の判定に係る規程 JEAC4804-2014 

(2) 原子力発電所運転員の教育・訓練指針 JEAG4 802-201X 

 

7．改訂履歴 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

  

表 1 関連する施行規則条項 

原子力施設 

の種別 
規則名 

保安のための措置

に係る規則条項 

保安規定記載事項に

係る規則条項 

実用発電用原子炉

施設 

実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則 
第 87 条 

第 92 条第 1 項第 8

号 

研究開発段階発電

用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の

設置、運転等に関する規則 
第 82 条 

第 87 条第 1 項第 8

号 

 

表 2 検査要件まとめ表 

本検査はユニット毎ではなく発電所を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 
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ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
中央制御室・現場での運転員
の活動状況 

四半期 １ ４＊ 日常 

02 
運転シミュレータによる事
故対応の訓練状況 

１年 １ ７ チーム 

03 
運転責任者認定試験の適切
性 

１年 １ 13 チーム 

＊：発電所のスケジュール等により暦年で16時間としてもよい。 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 中央制御室・現場での運転
員の活動状況 

四半期 １ ４＊ 日常 

02 運転シミュレータ訓練によ
る事故対応の訓練状況 

１年 １ ７ チーム 

03 運転責任者認定試験の適切
性 

１年 １ 13 チーム 

＊：施設のスケジュール等により暦年で16時間としてもよい。 

 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 
中央制御室・現場での運転員
の活動状況 

四半期 1 4＊ 日常 

02 
運転シミュレータによる事
故対応の訓練状況 

1年 1 7 チーム 

03 
運転責任者認定試験の適切
性 

1年 1 13 チーム 

＊：発電所のスケジュール等により暦年で16時間としてもよい。 

 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 中央制御室・現場での運転
員の活動状況 

四半期 1 4＊ 日常 

02 運転シミュレータ訓練によ
る事故対応の訓練状況 

1年 1 7 チーム 

03 運転責任者認定試験の適切
性 

1年 1 13 チーム 

＊：施設のスケジュール等により暦年で16時間としてもよい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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（下線部分が改正部分） 

改  正  後 改  正  前 改正理由 

基本検査運用ガイド 

緊急時対応組織の維持 

（BE0040_r1） 

 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、試験炉、再処理、加工） 

     「非常時の対応」（貯蔵、管理、埋設、使用）  

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和 32 年法律第 166 号。以下「法」とい

う。)、第 61 条の２の２第１項４号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表１に示す原

子力施設の種別ごとの保安のための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大

規模損壊に係る原子力施設の保全に関する措置(以下「保全に関する措置」という。)における緊急時対応

組織の維持の活動状況を確認する。当該事項は、法第 61 条の２の２第１項３号イで規定する事項(保安

規定)のうち、表１に示す保安規定記載事項に係る規則条項で規定される保全に関する措置及び非常の場

合に講ずべき処置に係る活動状況の確認と併せて行う。 

また、法第 61条の２の２第１項第２号で規定する事項(技術上の基準の遵守)のうち、表２に示す原子

力施設の種別ごとの技術基準に係る規則条項で規定される通信連絡を行うために必要な設備基準の遵守

状況を確認する。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、教育訓練、機

材・設備の保全のほか、運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの

適用も踏まえて確認する。 

 

3.  検査要件 

3.1  検査対象 

緊急時、非常時等に対応する組織の体制が適切で組織が継続的に維持されていることを確認するも

のとし、以下を検査対象にする。 

(1)  緊急時対応組織における体制等 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

基本検査運用ガイド 

緊急時対応組織の維持 

（BE0040_r0） 

 

 

原力規制庁 

原子力規制部 

検査監督総括課 

 

 

1.  監視領域 

大分類：「原子力施設安全」 

小分類：「重大事故等対処及び大規模損壊対処」（実用炉、研開炉、試験炉、再処理、加工） 

     「非常時の対応」（貯蔵、管理、埋設、使用）  

検査分野：「防災・非常時対応」 

 

2.  検査目的 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)、第 61 条の 2の 2 第 1

項 4 号ロで規定する事項(保安のために必要な措置)のうち、表 1 に示す原子力施設の種別ごとの保安の

ための措置に係る規則条項で規定される設計想定事象、重大事故等又は大規模損壊に係る原子力施設の

保全に関する措置(以下「保全に関する措置」という。)における緊急時対応組織の維持の活動状況を確認

する。当該事項は、法第 61条の 2の 2第 1項 3号イで規定する事項(保安規定)のうち、表 1に示す保安

規定記載事項に係る規則条項で規定される保全に関する措置及び非常の場合に講ずべき処置に係る活動

状況の確認と併せて行う。 

また、法第 61条の 2の 2第 1項第 2号で規定する事項(技術上の基準の遵守)のうち、表 2に示す原子

力施設の種別ごとの技術基準に係る規則条項で規定される通信連絡を行うために必要な設備基準の遵守

状況を確認する。 

これらの確認対象となる事業者の活動は、防災・非常時対応の検査分野における体制、訓練・教育、機

材・設備の保全の他、運転員能力等にも関連することから当該活動に関連する他の検査運用ガイドの適

用も踏まえて確認する。 

 

3.  検査要件 

3.1  検査対象 

緊急時、非常時等に対応する組織の体制が適切で組織が継続的に維持されていることを確認するも

のとし、以下を検査対象にする。 

(1)  緊急時対応組織における体制等 

検査目的に照らし検査が必要と判断される場合には、上記検査対象以外から選定してもよい。 

3.2  検査の体制、頻度及びサンプル数 

 

 

改正に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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検査は、表３検査要件まとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

4.  検査手順 

4.1  検査前準備 

許認可関連文書、保安規定、事業者等のマニュアル、安全活動状況及び不適合の是正処置状況等を

調査するとともに、ウォークダウンやリスク情報等を活用して検査計画及び検査方法等を定め、サン

プリングにより事業者の活動状況を確認する。 

4.2  検査実施 

検査の実施に当たっては、手順書等の関連文書の調査、ウォークダウン、インタビュー等によって

以下を確認する。 

(1)  緊急時対応組織における体制等 

a.  代替緊急時対策所を含む緊急時対応組織に係る体制及び運用手順。変更があった場合はその

妥当性。 

b.  緊急時対応組織に係る体制・配置の適切性が検証されていること 

c.  緊急時対応組織に係る要員の確保状況 

d.  緊急時対応組織に係る訓練や通信設備等のサーベイランス試験の結果 

e.  緊急時対応組織の知識的要素及び技術的要素と必要な力量確保 

f.  緊急時対応組織に関連する是正処置の有効性 

4.3  問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3)  検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する検査気付き事項等が、不適合管理等において

適切に処理されていることを確認する。 

 

5.  検査手引 

緊急時対応組織における初期検査後、その後の検査は全体の検査を繰り返す必要はないが、緊急時対

応組織の配置に対する変更、緊急時対応組織での通信システム試験の実施及び是正処置の有効性に重点

を置き確認する。 

以下は、本手順の検査要求事項をどのように達成するのかの方法と例を示す。以下を利用するかどう

かは、検査官の裁量による。 

(1)  緊急時対応組織における体制等 

a.  緊急時対応組織に係る体制及び運用手順 

保安規定を確認し、緊急時対応組織の配置基準、活動の適時性、関連施設での事業者の責務及び

活動目標を確認する。前回の検査以降、緊急時対応に係るハードウェア、ソフトウェア又は手順書

に加えた変更を検査してプロセスの有効性に対する影響を検査する。 

なお、既に実施した検査によって、緊急時対応に係るハードウェア、ソフトウェア又は手順書の

妥当性が検査されていること。 

検査は、表3の検査要件のまとめ表に示す検査体制、頻度、サンプル数及び時間を目安に行う。 

 

4.  検査手順 

4.1  検査前準備 

許認可関連文書、保安規定、事業者等のマニュアル、安全活動状況及び不適合の是正処置状況等を

調査するとともに、ウォークダウンやリスク情報等を活用して検査計画及び検査方法等を定め、サン

プリングにより事業者の活動状況を確認する。 

4.2  検査実施 

検査の実施に当たっては、手順書等の関連文書の調査、ウォークダウン、インタビュー等によって

以下を確認する。 

(1)  緊急時対応組織における体制等 

a.  代替緊急時対策所を含む緊急時対応組織に係る体制及び運用手順。変更があった場合はその

妥当性。 

b.  緊急時対応組織に係る体制・配置の適切性が検証されていること。 

c.  緊急時対応組織に係る要員の確保状況 

d.  緊急時対応組織に係る訓練や通信設備等のサーベイランス試験の結果 

e.  緊急時対応組織の知識的要素及び技術的要素と必要な力量確保。 

f.  緊急時対応組織に関連する是正処置の有効性 

4.3  問題点の特定と解決に関する確認 

(1)  本検査に関連する原子力安全に影響を及ぼす問題が特定された場合、不適合管理等において是正

処置が適切に講じられていることを確認する。 

(2)  本検査に関連する不適合の履歴からサンプルを抽出し、当該不適合が適切な期間内に適切な是正

処置が講じられ、問題点の特定と解決が行われていることを確認する。 

(3)  検査官が日常の巡視等で検知した本検査に関連する気付き事項等が、不適合管理等において適切

に処理されていることを確認する。 

 

5.  検査手引 

緊急時対応組織における初期検査後、その後の検査は全体の検査を繰り返す必要はないが、緊急時対

応組織の配置に対する変更、緊急時対応組織での通信システム試験の実施及び是正処置の有効性に重点

を置き確認する。 

以下は、本手順の検査要求事項をどのように達成するのかの方法と例を示す。以下を利用するかどう

かは、検査官の裁量による。 

(1)  緊急時対応組織における体制等 

a.  緊急時対応組織に係る体制及び運用手順 

保安規定を確認し、緊急時対応組織の配置基準、活動の適時性、関連施設での事業者の責務及び

活動目標を確認する。前回の検査以降、緊急時対応に係るハードウェア、ソフトウェア又は手順書

に加えた変更を検査してプロセスの有効性に対する影響を検査する。 

なお、既に実施した検査によって、緊急時対応に係るハードウェア、ソフトウェア又は手順書の

妥当性が検査されていること。 

記載の適正化（誤

記） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤
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(a)  以前の点検以来、緊急時対応に係るハードウェア、ソフトウェア又は手順に加えられた変更を

確認し、プロセスの有効性への影響を検査する。 

i.  保安規定に従って、通信連絡設備が確保できているか確認する。 

ii.  通信連絡設備は、システムテストを実施してシステムが維持されていることを確認する。 

iii.  緊急時対応組織（召集名簿）の連絡先情報が最新版を維持できていることを定期的に確認

する仕組みになっているか確認する。 

(b)  前回の検査以降の訓練（例えば、召集、報告）の結果を検査する。 

i.  結果が正しく評価され必要に応じ改善されているか確認する。 

ii.  通信連絡設備のシステムを使用した訓練が、適切に検証しているかを判定する（例えば、

呼び出し訓練は移動時間の検証で補完されているか、通報訓練は定期的に実施されている

か）。 

iii.  通信連絡設備のサーベイランス頻度が保安規定に従っているか確認する。 

iv.  通信連絡設備の訓練が実施されていない場合、要員と面談して実施方法及び対処方法を熟

知しているか判断する。 

b.  緊急時対応組織の勤務体制、配置 

保安規定に規定されている事業者による緊急時対応組織における体制を確認する。 

(a)  通常の緊急時対応組織における要員の欠員が生じた場合にバックアップ体制が整備されてい

るか確認する。 

(b)  効果的であるために、緊急時対応組織の活性化、増強及び関連施設の活動を活発にする目標が

満たすことができる、合理的な保証を提供するのに十分な以下の要素を基本的に含まなければ

ならない。 

i.  勤務表には、以下の力量があると認められた要員のみが記載されていること 

ｱ.  緊急時対応組織の訓練 

ｲ.  呼吸用保護具（全面マスク）、必要に応じて眼鏡用呼吸用保護具（全面マスク）の着脱

訓練 

ｳ.  以下の訓練：放射性物質の放出事象やテロ事象等の事象のみならず重大事故等対処設

備の使用における緊急時対応組織による初動に対する適切な対応 

ｴ.  要員の安全確保のための防護対策や事業所への近接不可能な場合の明確な指示 

ii.  緊急時対応組織の配置基準が満たされ、割り当てられた職務に配属される十分な人数が継

続的に確保される仕組み 

iii.  緊急時対応組織は、チームごとに分割されているので、事業者は「一斉召集」方式を採用

する等の連絡手段が確立されていること 

c.  緊急時対応組織の要員の確保状況 

(a)  対応状況を以下のように確認する。 

i.  可能であれば、担当者が勤務場所にいる場合には、対処に要する時間を測定する。 

ii.  可能であれば、担当者の対応時間が測定されている演習における能力（例えば、抜き打ち

による勤務時間外の通報訓練、抜き打ちによる勤務時間外の召集訓練、通信訓練等） 

iii.  緊急時対応組織における要員が、勤務場所から適切な移動時間内に居住していることを確

認する。 

(b)  緊急時対応組織の勤務表のメンバーの訓練記録のサンプルを確認して力量が確保されている

ことを確認する。 

(c)  通常勤務、時間外のみならず、最近の週末及び祝日の勤務職員名簿のサンプルを確認する。原

(a)  以前の点検以来、緊急時対応に係るハードウェア、ソフトウェア、又は手順に加えられた変更

を確認し、プロセスの有効性への影響を検査する。 

i.  保安規定に従って、通信連絡設備が確保できているか確認する。 

ii.  通信連絡設備は、システムテストを実施してシステムを維持していることを確認する。 

iii.  緊急時対応組織（召集名簿）の連絡先情報が最新版を維持できていることを定期的に確認

する仕組みになっているか確認する。 

(b)  前回の検査以降の訓練（例えば、召集、報告）の結果を検査する。 

i.  結果が正しく評価され必要に応じ改善されているか確認する。 

ii.  通信連絡設備のシステムを使用した訓練が、適切に検証しているかを判定する（例えば、

呼び出し訓練は移動時間の検証で補完されているか、通報訓練は定期的に実施されている

か）。 

iii.  通信連絡設備のサーベイランス頻度が保安規定に従っているか確認する。 

iv.  通信連絡設備の訓練が実施されていない場合、要員と面談して実施方法及び対処方法を熟

知しているか判断する。 

b.  緊急時対応組織の勤務体制、配置 

保安規定に規定されている事業者による緊急時対応組織における体制を確認する。 

(a)  通常の緊急時対応組織における要員の欠員が生じた場合にバックアップ体制が整備されてい

るか確認する。 

(b)  効果的であるために、緊急時対応組織の活性化、増強及び関連施設の活動を活発にする目標が

満たすことができる、合理的な保証を提供するのに十分な以下の要素を基本的に含まなければ

ならない。 

i.  勤務表には、以下の力量のある要員のみが記載されていること。 

ｱ.  緊急時対応組織の訓練 

ｲ.  呼吸用保護具（全面マスク）、必要に応じて眼鏡用呼吸用保護具（全面マスク）の着脱

訓練 

ｳ.  以下の訓練：放射性物質が放出事象,テロ事象などの事象のみならず重大事故対処設備

の使用における緊急時対応組織による初動に対する適切な対応。 

ｴ.  要員の安全確保のための防護対策や事業所への近接不可能な場合の明確な指示。 

ii.  緊急時対応組織の配置基準が満たされ、割り当てられた職務に配属される十分な人数が継

続的に確保される仕組み。 

iii.  緊急時対応組織は、チームごとに分割されているので、事業者は「一斉召集」方式を採用

する等の連絡手段が確立されていること。 

c.  緊急時対応組織の要員の確保状況 

(a)  対応状況を以下のように確認する。 

i.  可能であれば、担当者が勤務場所にいる場合には、対処に要する時間を測定する。 

ii.  可能であれば、担当者の対応時間が測定されている演習能力（例えば、抜き打ちによる勤

務時間外の通報訓練、抜き打ちによる勤務時間外の「召集」演習、通信訓練など） 

iii.  緊急時対応組織における要員が、勤務場所から適切な移動時間内に住んでいることを確認

する。 

(b)  緊急時対応組織の勤務表のメンバーの訓練記録のサンプルを確認して力量が確保されている

ことを確認する。 

(c)  通常勤務、時間外のみならず、最近の週末及び祝日の勤務職員名簿のサンプルを確認する。原
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5 

 

子炉主任技術者、電気主任技術者、ボイラータービン技術者、放射線取扱主任者、核燃料取扱主

任者等の標準作業の交替勤務職員の役割以外の職位に重点を置いて確認する。 

d.  緊急時対応組織に係る訓練やサーベイランス等 

(a)  以下のようなプログラム要素のサンプルを確認する。 

i.  個別の緊急時対応組織に通知するための機器が利用可能で機能していることを確認する

（例えば、携帯電話、ホットライン等）。 

ii.  訓練記録のサンプルを確認して緊急時対応組織が通信連絡設備を適切に使用できる訓練

を受けていることを確認する。 

iii.  通信連絡設備を使用するための手順を確認する。 

iv.  適切なものがあれば訓練記録のサンプルを確認し、緊急時対応組織の呼集体制を運用する

要員がその使用について訓練されていることを確認する。 

e.  緊急時対応組織の知識的要素及び技術的要素 

(a)  知識的要素とは、自らの行為が何のために実施しているのか。また次の展開はどうすべきかな

どを確認する。 

(b)  技術的要素：バックホウ等の重機の運転能力、発電機の起動、フランジの締め付け、通信手段

の確実な操作等を確認する。 

f.  緊急時対応組織に関連する是正処置の有効性 

(a)  緊急時対応組織の要員配置不備に関係する是正処置計画からの項目のサンプルを確認し、事業

者が適切な是正処置を実施し、問題を是正したことを確認する。 

(b)  緊急時対応組織に特定された脆弱性や通信連絡設備のサーベイランス試験における不適合が

事業者の是正処置プログラム(CAP)に入れられ、是正処置を開始していることを確認する。 

 

i.  緊急時対応組織の訓練時に特定された脆弱性や最後の検査以降に実施したサーベイラン

ス試験における不適合のサンプルを確認して、何らかの傾向又は繰り返される不具合を特定

し是正処置の有効性を確認する。 

ii.  繰り返される不適合に対する是正処置を確認し、妥当性を確認する。 

ｱ.  担当者の能力問題及び機器故障の処置を確認する。 

ｲ.  繰り返される項目が必ずしも是正処置の不適合を示すわけではない。しかし、不適合が

繰り返されるという傾向によって、事業者の能力に疑問が生じ、是正処置プロセスの妥当

性を判断するため、更に取組が必要となる場合がある。 

ｳ.  この取組では経営者やその他個人との面談、さらに事業者の是正処置プログラム(CAP)

の確認を必要とする場合がある。 

(c)  事業者の訓練の自己評価及び最後の検査以降のサーベイランス試験の全てを検査する。 

i.  評価の対象と重要度、訓練評価者等の知識水準、問題の処置が適切であったか確認する。 

 

ii.  特定された問題が是正処置プログラム(CAP)で扱われ解決されたかどうか確認する。 

 

6.  参考資料 

(1)  実用発電用原子炉、核燃料施設等の規則、審査基準、許認可関連文書 

 

 

7.  改正履歴 

子炉主任技術者、電気主任技術者、ボイラータービン技術者、放射線取扱主任者、核燃料取扱主

任者など標準作業の交替勤務職員の役割以外の職位に重点を置くこと。 

d.  緊急時対応組織に係る訓練やサーベイランス等 

(a)  以下のようなプログラム要素のサンプルを確認する。 

i.  個別の緊急時対応組織に通知するための機器が利用可能で機能していることを確認する

（例えば、携帯電話、ホットラインなど）。 

ii.  訓練記録のサンプルを確認して緊急時対応組織が通信連絡設備に正しく対応して訓練を

受けていることを確認する。 

iii.  通信連絡設備を使用するための手順を確認する。 

iv.  適切なものがあれば訓練記録のサンプルを確認し、緊急時対応組織の呼び出し体制を運用

する要員がその使用について訓練されていることを確認する。 

e.  緊急時対応組織の知識的要素及び技術的要素 

(a)  知識的要素とは、自らの行為が何のために実施しているのか。また次の展開はどうすべきかな

どを確認する。 

(b)  技術的要素：バックホウなどの重機の運転能力、発電機の起動、フランジを正しく締められる、

通信手段の確実な操作などを確認する。 

f.  緊急時対応組織に関連する是正処置の有効性 

(a)  緊急時対応組織の要員配置不備に関係する是正処置計画からの項目のサンプルを確認し、事業

者が適切な是正処置を実施し、問題を是正したことを確認する。 

(b)  緊急時対応組織に特定された脆弱性や通信連絡設備の系統試験における不適合が事業者の是

正処置プログラム(CAP)に入れられ、プロセスが確実に機能するよう是正処置を開始しているこ

とを確認する。 

i.  緊急時対応組織の訓練時に特定された脆弱性や最後の検査以降に実施した系統試験にお

ける不適合のサンプルを確認して、何らかの傾向又は繰り返される不具合を特定し是正処置

の有効性を確認する。 

ii.  繰り返される不適合に対する是正処置を確認し、妥当性を確認する。 

ｱ.  担当者の能力問題及び機器故障の処置を確認する。 

ｲ.  繰り返される項目が必ずしも是正処置の不適合を示すわけではない。しかし、不適合が

繰り返されるという傾向によって、事業者の能力に疑問が生じ、是正処置プロセスの妥当

性を判断するため、更に取組が必要となる場合がある。 

ｳ.  この取組では経営者やその他個人との面談、さらに事業者の是正処置プログラム(CAP)

の確認を必要とする場合がある。 

(c)  事業者の訓練の自己評価及び最後の検査以降の系統試験すべてを検査する。 

i.  評価の対象と重要度、訓練評価者などの知識水準、問題の処置が適切であったか確認す

る。 

ii.  特定された問題が是正処置プログラム(CAP)で扱われ解決されたかどうか確認する。 

 

6.  参考資料 

(1)  実用発電用原子炉、核燃料施設等の規則、審査基準、許認可関連文書 
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改正 改正日 改正の概要 備考 

０ 2020/04/01 施行  

１  ○記載の適正化  

 

 

表１ 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 
規則名 

保安のために

必要な措置に

係る規則条項 

保安規定記載事項に係る

規則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則 

第８３条 第 92条第１項第 15 号及

び第 16 号並びに同条第３

項第 14 号及び第 15号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第 78条 第 87条第１項第 15 号及

び第 16 号並びに同条第３

項第 15 号及び第 16号 

試験研究用等原

子炉施設 

試験研究の用に供する原子炉等

の設置、運転等に関する規則 

第 10条 

 

第１５条第１項第 14号及び

第 15 号並びに同条第２項

第 14号及び第 15 号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の事業に関

する規則 

第 12条 

 

第 17 条第１項第 14 号及

び第 15 号並びに同条第２

項第 16 号及び第 17号 

加工施設 核燃料物質の加工の事業に関す

る規則 

第７条の４の３ 第 8 条第１項第 13 号及び

第 14 号並びに同条第２項

第 15号及び第 16 号 

使用済燃料貯蔵

施設 

使用済燃料の貯蔵の事業に関す

る規則 

第 32条 第 37 条第１項第 13 号及

び第 14 号並びに同条第２

項第 13 号及び第 14号 

廃棄物管理施設 核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則 

第 30条 第 34 条第１項第 12 号及

び第 13 号並びに同条第２

項第 13 号及び第 14号 

第一種廃棄物埋

設施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第一種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第 58条の２ 第６３条第１項第 12号及び

第 13 号並びに同条第２項

第 13号及び第 14 号 

第二種廃棄物埋

設施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第 17条の２ 第 20 条第１項第 14 号及

び第 15 号並びに同条第２

項第 12 号及び第 13号 

使用施設等 

 

核燃料物質の使用等に関する規

則 

第２条の 11 の

８ 

第２条の 12 第１項第 12 号

及び第13号並びに同条第

２項第 14号及び第 15号 

 

 

 

表２ 関連する技術基準規則条項 

原子力施設の種別 技術基準規則条項 

実用発電用原子力施設 第 47条及び第 77 条 

研究開発段階発電用原子力施設 第 46条及び第 77 条 

試験研究用等原子力施設 第４１条及び第 42 条 

改訂 改訂日 改訂の概要 備考 

0 2020/04/01 施行  

（新設） 

 

 

表1 関連する施行規則条項 

原子力施設の種

別 
規則名 

保安のために

必要な措置に

係る規則条項 

保安規定記載事項に係る

規則条項 

実用発電用原子

炉施設 

実用発電用原子炉の設置、運転

等に関する規則 

第８３条 第 92条第 1 項第 15号及

び第 16 号並びに同条第 3

項第 14 号及び第 15号 

研究開発段階発

電用原子炉施設 

研究開発段階発電用原子炉の設

置、運転等に関する規則 

第７８条 第 87条第 1 項第 15号及

び第 16 号並びに同条第 3

項第 15 号及び第 16号 

試験研究用等原

子炉施設 

試験研究の用に供する原子炉等

の設置、運転等に関する規則 

第１０条 

 

第１５条第 1 項第 14 号及

び第 15 号並びに同条第 2

項第 14 号及び第 15号 

再処理施設 使用済燃料の再処理の事業に関

する規則 

第１２条 

 

第 17 条第 1 項第 14 号及

び第 15 号並びに同条第 2

項第 16 号及び第 17号 

加工施設 核燃料物質の加工の事業に関す

る規則 

第７条の４の３ 第 8条第 1項第 13号及び

第 14号並びに同条第 2項

第 15号及び第 16 号 

使用済燃料貯蔵

施設 

使用済燃料の貯蔵の事業に関す

る規則 

第３２条 第 37 条第 1 項第 13 号及

び第 14 号並びに同条第 2

項第 13 号及び第 14号 

廃棄物管理施設 核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の廃棄物管理

の事業に関する規則 

第３０条 第 34 条第 1 項第 12 号及

び第 13 号並びに同条第 2

項第 13 号及び第 14号 

第一種廃棄物埋

設施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第一種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第５８条の２ 第６３条第 1 項第 12 号及

び第 13 号並びに同条第２

項第 13 号及び第 14号 

第二種廃棄物埋

設施設 

核燃料物質又は核燃料物質によ

って汚染された物の第二種廃棄

物埋設の事業に関する規則 

第１７条の２ 第 20 条第 1 項第 14 号及

び第 15 号並びに同条第 2

項第 12 号及び第 13号 

使用施設等 

 

核燃料物質の使用等に関する規

則 

第２条の１１の

8 

第 2 条の 12 第 1 項第 12

号及び第13号並びに同条

第 2 項第 14 号及び第 15

号 

 

 

表2 関連する技術基準規則条項 

原子力施設の種別 技術基準規則条項 

実用発電用原子力施設 第 47条及び第 77 条 

研究開発段階発電用原子力施設 第 46条及び第 77 条 

試験研究用等原子力施設 第４１条及び第 42 条 
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再処理施設 第 31条及び第 51 条 

加工施設 第 25条及び第 39 条 

使用済燃料貯蔵施設 第 24条 

廃棄物管理施設 第 23条 

特定第一種廃棄物埋設施設 第 23条 

第二種廃棄物埋設施設 － 

使用施設等 第 26条 

表３検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 ２年 １ 15 日常 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 ２年 １ 15 日常 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 
（熱出力500kw以上※１） 

２年 １ ５ 日常 

02 緊急時対応組織の維持 
（熱出力500kw以上※２） 

２年 １ ５ 日常 

03 緊急時対応組織の維持 
（熱出力500kw未満） 

２年 １ ５ 日常 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 ２年 １ 15 日常 

05 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 
（MOX加工） 

２年 １ 10 日常 

02 緊急時対応組織の維持 
（ウラン加工） 

２年 １ ５ 日常 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 ２年  １ ５ 日常 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

再処理施設 第 31条及び第 51 条 

加工施設 第 25条及び第 39 条 

使用済燃料貯蔵施設 第 24条 

廃棄物管理施設 第 23条 

特定第一種廃棄物埋設施設 第 23条 

第二種廃棄物埋設施設 － 

使用施設等 第 26条 

表 3検査要件まとめ表 

本検査は発電所又は施設を対象にサンプルを選定する。 

01 実用炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 2年 1 15 日常 

02 研開炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 2年 1 15 日常 

03 試験炉 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 
（熱出力500kw以上※１） 

2年  1 5 日常 

02 緊急時対応組織の維持 
（熱出力500kw以上※２） 

2年  1 5 日常 

03 緊急時対応組織の維持 
（熱出力500kw未満） 

2年  1 5 日常 

※１：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要があるもの 

※２：多量の放射性物質等を放出する事故の拡大防止の措置を講ずる必要がないもの 

04 再処理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 2年 1 15 日常 

05 加工 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 
（MOX加工） 

2年 1 10 日常 

02 緊急時対応組織の維持 
（ウラン加工） 

2年 1 5 日常 

06 貯蔵 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 2年  1 5 日常 

07 管理 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化（誤

記） 
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01 緊急時対応組織の維持 ２年  １ ５ 日常 

08 埋設 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 ２年  １ ５ 日常 

09 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 ２年  １ ５ 日常 

 

 

01 緊急時対応組織の維持 2年  1 5 日常 

08 埋設 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 2年  1 5 日常 

09 使用（政令該当） 

ID 検査項目 検査頻度 サンプル数 合計時間[h] 検査体制 

01 緊急時対応組織の維持 2年  1 5 日常 

 

 

 

-307-


	12_資料1-1-2_ガイド類改正案一式.pdfから挿入したしおり
	12_資料1-1-2_ガイド類改正案一式（１／２）.pdfから挿入したしおり
	12_資料1-1-2_ガイド類改正案一式.pdfから挿入したしおり
	資料一式.pdfから挿入したしおり
	15_資料1-2-2_業務報告書_概要版_R2検査官調査_三菱総研_20210309.pdfから挿入したしおり
	1. 調査の概要
	2. 調査方針
	2.1 調査方針検討のための現状整理
	2.1.1 検査制度の基本理念
	2.1.2 検査活動
	2.1.3 検査指摘事項
	2.2 設問項目設定の方針

	3. 原子力検査官へのアンケート調査
	4. 原子力検査官へのインタビュー調査
	5. 原子力検査官に関する現状分析及び評価
	5.1 分析および評価の流れ
	5.2 分析および評価
	5.2.1 原子力規制検査における4つの基本コンセプトについて
	5.2.2 検査指摘事項の評価について
	5.2.3 現場での検査活動について
	5.2.4 検査制度の実効性について
	5.2.5 本庁が行う取り組みやインフラの活用について

	6. 原子力規制庁への提案
	6.1 検査官の力量向上に関する提言
	6.2 検査制度のより一層の改善に関する提言
	6.3 来年度調査に向けた提言





	12_資料1-1-2_ガイド類改正案一式（２／２）.pdfから挿入したしおり
	資料一式.pdfから挿入したしおり
	15_資料1-2-2_業務報告書_概要版_R2検査官調査_三菱総研_20210309.pdfから挿入したしおり
	1. 調査の概要
	2. 調査方針
	2.1 調査方針検討のための現状整理
	2.1.1 検査制度の基本理念
	2.1.2 検査活動
	2.1.3 検査指摘事項
	2.2 設問項目設定の方針

	3. 原子力検査官へのアンケート調査
	4. 原子力検査官へのインタビュー調査
	5. 原子力検査官に関する現状分析及び評価
	5.1 分析および評価の流れ
	5.2 分析および評価
	5.2.1 原子力規制検査における4つの基本コンセプトについて
	5.2.2 検査指摘事項の評価について
	5.2.3 現場での検査活動について
	5.2.4 検査制度の実効性について
	5.2.5 本庁が行う取り組みやインフラの活用について

	6. 原子力規制庁への提案
	6.1 検査官の力量向上に関する提言
	6.2 検査制度のより一層の改善に関する提言
	6.3 来年度調査に向けた提言




	資料一式.pdfから抽出した内容1.pdfから挿入したしおり
	資料一式.pdfから挿入したしおり
	15_資料1-2-2_業務報告書_概要版_R2検査官調査_三菱総研_20210309.pdfから挿入したしおり
	1. 調査の概要
	2. 調査方針
	2.1 調査方針検討のための現状整理
	2.1.1 検査制度の基本理念
	2.1.2 検査活動
	2.1.3 検査指摘事項
	2.2 設問項目設定の方針

	3. 原子力検査官へのアンケート調査
	4. 原子力検査官へのインタビュー調査
	5. 原子力検査官に関する現状分析及び評価
	5.1 分析および評価の流れ
	5.2 分析および評価
	5.2.1 原子力規制検査における4つの基本コンセプトについて
	5.2.2 検査指摘事項の評価について
	5.2.3 現場での検査活動について
	5.2.4 検査制度の実効性について
	5.2.5 本庁が行う取り組みやインフラの活用について

	6. 原子力規制庁への提案
	6.1 検査官の力量向上に関する提言
	6.2 検査制度のより一層の改善に関する提言
	6.3 来年度調査に向けた提言






